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平 成 2 6 年 ６ 月 ６ 日 （ 金 曜 日 ）

午前 10時０分開会
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◎ 開 会

○福田作弥議長 これより平成26年６月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員38名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を

開きます。

◎ 議席の一部変更

○福田作弥議長 この際、議席の一部を変更い

たします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

◎ 会議録署名議員指名

○福田作弥議長 会議録署名議員に、坂口博美

議員、鳥飼謙二議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○福田作弥議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、中野一則委員長。

○中野一則議員〔登壇〕 おはようございま

す。議会運営委員会の審査結果を御報告いたし

ます。

閉会中の去る５月30日及び本日の議会運営委

員会において、本日招集されました平成26年６

月定例県議会の会期日程等について協議をいた

しました。今期定例会に提案されます知事提出

議案は合計16件、その内訳は、補正予算１件、

条例８件、予算・条例以外の５件、報告承認の

２件であります。このほか７件の報告がありま

す。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において審査をいたしました結果、会期につい

ては本日から６月24日までの19日間とすること

に決定いたしました。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

今期定例会は、６月11日から５日間の日程で

一般質問を行います。質問人数は合計20名以内

とし、質問順序は、９日が締め切りとなってお

ります通告書の提出を待って決定いたします。

質問時間は１人30分以内といたします。

一般質問終了の後、人事案件の採決を行った

上で、その他の議案・請願について、所管常任

委員会への付託を行います。

６月18日、19日の２日間で各常任委員会を開

催いただき、６月24日の最終日に、付託された

議案・請願の審査結果報告及び採決を行いま

す。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

○福田作弥議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○福田作弥議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より６月24日まで

の19日間とすることに御異議ありませんか。

平成26年６月６日(金)
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平成26年６月６日(金)

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第14号まで並びに

報告第１号及び第２号上程

○福田作弥議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より、議案第１号から第14号まで、並

びに報告第１号及び第２号の各号議案の送付を

受けましたので、これらを一括上程いたしま

す。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○福田作弥議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成26年６月定例県議会の開会に当た

りまして、まず冒頭に、今週の６月３日から５

日までの大雨による被害の状況につきまして御

報告いたします。

今回、県内では、北部を中心に大雨に見舞わ

れ、門川町や高鍋町などで避難勧告等が発令さ

れたところであります。幸いに人的被害はあり

ませんでしたが、児湯地域の５町で約60棟の床

上・床下浸水などの被害が発生しました。農作

物への被害等を含めた県全体の被害の状況は、

現在調査中でありますが、被害に遭われました

県民の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

これから夏に向けて、梅雨や台風等による災

害の発生が懸念されるシーズンを迎えますが、

引き続き、常在危機の意識のもと、防災対策に

万全を期してまいりたいと考えております。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

御説明に先立ち、県政に関しまして２点ほど御

報告させていただきます。

１点目は、高病原性鳥インフルエンザ及び豚

流行性下痢、いわゆるＰＥＤに係る防疫対策に

ついてであります。

まず、４月に熊本県で発生した鳥インフルエ

ンザにつきましては、発生が確認された当日

に、私を本部長とする対策本部会議及び市町

村、関係団体等を招集した緊急防疫会議等を開

催し、県境の３カ所に消毒ポイントを設置する

とともに、県内の全養鶏場に対し防疫措置の強

化を伝達するなど、本県における防疫対策の徹

底を図ったところであります。その後、新たな

発生もなく、去る５月８日に終息を迎えたとこ

ろでありますが、引き続き、各農家に対し防疫

措置の徹底をお願いするなど、必要な対策を講

じてまいることとしております。

次に、ＰＥＤについてであります。本県を含

め全国的に発生しておりますＰＥＤにつきまし

ては、昨年から、市町村や関係機関とともに蔓

延防止に懸命に取り組んでいるところでありま

す。このような中、４月に県畜産試験場川南支

場において発生が確認されたところであります

が、農家を指導する立場にある県の研究機関に

おいて発生したことは大変重く受けとめてお

り、まことに申しわけなく思っております。現

在、宮崎大学等の協力を得ながら原因究明を

行っているところであり、今後、県施設におけ

る防疫体制の見直しはもちろんのこと、本県の

防疫対策に役立ててまいりたいと考えておりま

す。

本県におけるＰＥＤの発生は減少してきてい

るものの、いまだ沈静化には至っていない状況

にあります。県としましては、引き続き、市町

村等との連携を図りながら、養豚農家への必要
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な支援と早期の沈静化に全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

２点目は、東九州自動車道についてでありま

す。

先月28日に、国土交通省におきまして、東九

州自動車道日南―志布志間の計画段階評価の手

続である社会資本整備審議会九州地方小委員会

が開催され、昨年10月にこの区間の整備の対応

方針として示されました３つの案のうち、地元

とともに本県が強く望んでおりました全線バイ

パス案を採用することが確認されたという、う

れしい情報がありました。新規事業化までに

は、まだ幾つかの段階を経ることが必要であり

ますが、着実に前進しつつあるものと受けとめ

ております。今後とも、東九州自動車道及び九

州中央自動車道の早期完成に向けて、県議会の

皆様を初め、地元市町村、関係団体等との連携

を図りながら全力で取り組んでまいりますの

で、御理解と御協力を賜りますようお願いいた

します。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、議案第１号一般会計補正予算案につ

いてであります。

補正額は30億5,139万7,000円であります。歳

入財源は、国庫支出金22億1,864万1,000円、財

産収入115万7,000円、繰入金７億8,109万9,000

円、諸収入5,050万円であります。この結果、一

般会計の歳入歳出予算規模は5,763億6,339

万7,000円となります。

以下、その主なものについて御説明いたしま

す。

まず、駐日各国大使への宮崎アピール事業に

つきましては、駐日各国大使の視察を受け入れ

ることにより、本県と諸外国との交流を図ると

ともに、東京オリンピック・パラリンピックの

合宿候補地や、多くの集客効果が見込まれるビ

ジネスイベントなど、いわゆるＭＩＣＥの受け

入れ環境を初め、本県のすぐれた観光資源や歴

史・文化など、宮崎の魅力を国際的に広くア

ピールするものであります。

次に、消費者行政活性化基金事業につきまし

ては、消費者の安全と安心を確保するため、引

き続き、消費者行政活性化基金を活用し、啓発

活動や相談体制の充実強化に努めるものであり

ます。

次に、子育て支援対策臨時特例基金積立金に

つきましては、安心して子どもを育てることが

できる社会づくりを進めるため、安心こども基

金への積み立てを行うものであり、この積立金

を活用して、保育所や認定こども園等の施設整

備に対する支援を行うこととしております。

最後に、家畜伝染病リスク管理体制強化事業

につきましては、先ほど申し上げましたＰＥＤ

の蔓延防止と早期の沈静化を図るため、市町村

の自衛防疫推進協議会等が行う防疫強化の取り

組みを支援するものであります。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

議案第２号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」は、地方税法等の一部改正に伴い、法人

県民税法人税割及び法人事業税の税率を改正す

るものであります。

議案第４号「職員の配偶者同行休業に関する

条例」は、地方公務員法の一部改正に伴い、外

国で勤務等をする配偶者と生活することを希望

する職員の休業制度を導入するための条例を制

定するものであります。

議案第５号及び議案第６号は、消費者行政活

性化基金及び社会福祉施設等耐震化等臨時特例
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基金について、それぞれ基金を活用した事業の

実施期限が延長されたことから、関係条例につ

いて所要の改正を行うものであります。

議案第８号「宮崎県環境影響評価条例の一部

を改正する条例」は、環境影響評価法の一部改

正に伴い、その改正内容に準じた環境影響評価

を行うため、所要の改正を行うものでありま

す。

議案第10号及び議案第11号は、工事請負契約

の変更について、議会の議決に付すべき契約に

関する条例に基づき、議会の議決に付するもの

であります。

議案第12号公安委員会委員の任命の同意につ

きましては、公安委員会委員藤田紀子氏が、平

成26年８月７日をもって任期満了となりますの

で、その後任委員として、同じく藤田紀子氏を

任命いたしたく、警察法第39条第１項の規定に

より、議会の同意を求めるものであります。

議案第13号は、収用委員会委員野﨑義弘氏

が、平成26年７月18日をもって任期満了となり

ますので、その後任委員として増田良文氏を任

命いたしたく、また、議案第14号は、収用委員

会委員近藤日出夫氏が、平成26年７月18日を

もって任期満了となりますので、その後任委員

として、同じく近藤日出夫氏を任命いたした

く、土地収用法第52条第３項の規定により、議

会の同意を求めるものであります。

このほか、議案第３号「県税の課税免除等の

特例に関する条例の一部を改正する条例」外２

件でありますが、説明は省略させていただきま

す。

次に、報告第１号は、県税の増収及び地方交

付税の確定並びに退職手当の確定等に伴う、平

成25年度一般会計補正予算（第５号）の専決報

告であります。補正額は11億7,566万7,000円

で、歳出予算の主な内容は、退職手当の減額５

億5,517万円余、公債費等の減額２億5,288万円

余、県債管理基金への積立金19億8,035万円余で

あります。この結果、平成25年度の一般会計歳

入歳出の規模は5,879億2,812万1,000円となりま

す。

報告第２号は、地方税法の一部改正により、

不動産取得税及び自動車税の特例措置が延長さ

れたこと等に伴い、所要の改正を行うための宮

崎県税条例の一部を改正する条例の専決報告で

あります。

これらの専決につきましては、時間的制約か

ら専決を余儀なくされたものであります。

以上、今回提案しました議案の概要について

御説明いたしました。よろしく御審議のほどお

願いいたします。〔降壇〕

○福田作弥議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす７日から10日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、11日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時16分散会



６月11日（水）
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

17番 田 口 雄 二 （ 同 ）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 井 上 紀代子 （ 同 ）

31番 鳥 飼 謙 二 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

議事に先立ちまして申し上げます。

桂宮宜仁親王殿下におかれましては、去る８

日に薨去されました。ここに、謹んで哀悼の意

を表しますとともに、心から御冥福をお祈り申

し上げます。

◎ 知事発言

○福田作弥議長 ここで、知事から発言の申し

出がありますので、これを許します。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいまの議長のお言葉にもありまし

た、桂宮宜仁親王殿下の御訃報に接しまして、

一言お悔やみを申し上げます。

殿下におかれましては、これまで農林業の振

興や伝統工芸への支援など、さまざまな分野に

わたり、幅広い貢献をしてこられました。

殿下御自身がリハビリにお努めになりなが

ら、御公務を果たされるお姿に深い敬愛の念を

抱き、御回復を願っていたところであります

が、薨去されましたことは、まことに哀惜の念

にたえません。

ここに謹んで御冥福をお祈り申し上げますと

ともに、県民の皆様とともに心から哀悼の意を

表します。以上であります。〔降壇〕

○福田作弥議長 知事の発言は終わりました。

◎ 一般質問

○福田作弥議長 本日の日程は一般質問であり

ます。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。６月議会トップバッターであります

が、きょうは、私の地元からたくさんの応援の

皆さん方がおいでいただきました。常日ごろ私

に「博三ちゃん、博三ちゃん」と言って、ある

ときは優しく、そして、あるときは厳しく指導

していただく方がたくさん出席いただきまし

た。ありがとうございます。

先日、気象庁は、南米ペルー沖の赤道海域の

水温が平年より高まるエルニーニョ現象が５年

ぶりに起きそうだと発表されました。そして、

この夏は、冷夏や空梅雨、大雨、洪水などの異

常気象に注意すべきだと言っております。５年

前のエルニーニョでは、アジア全土で多雨、そ

して西日本での長期的な豪雨をもたらし、2000

年代過去最高の冷夏となり、大災害が発生した

ことが記憶されております。ことしも梅雨期に

入り、門川町や高鍋町で、大雨による避難勧告

や床上・床下浸水の被害も出たところでありま

す。ことし１年、大きな災害が起こらないこと

を祈っております。

それでは、通告に従いまして順次お伺いして

まいります。

衆議院宮崎３区管内の県議団と、それぞれの

市町の首長を交え、古川財務副大臣の主催によ

ります勉強会が先月の24日に都城市で開催され

ました。今回は、財務省主計局の岡本次長が出

席され、「我が国の財政の現状と課題」と「目

指すべき日本の未来の姿」について御講演いた

だきました。岡本次長から御説明いただいた資

料によりますと、平成26年度国の一般会計予

平成26年６月11日(水)
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算96兆円、うち税収50兆円程度、社会保障費は

毎年１兆円ずつ増加が見込まれており、例えて

言うと、月給50万円の家庭が100万円の家計支出

をしている状況であるということであります。

公債残高につきましても、平成26年度末で780兆

円に見込まれており、これは、国民１人当た

り615万円、４人家族で2,460万円になるとのこ

とであります。これほどの公債残高があっても

日本が強いのは、家計金融総資産で1,579兆円、

金融総資産から住宅ローンなど負債を差し引い

た家計金融純資産でも1,218兆円あるということ

と、資金が海外に流れているのではなくて、

しっかりと国内に残っていることが、まだ日本

の金融が安全であるという説明でありました。

一方、昭和40年に65歳以上の高齢者１人を20

歳から64歳の若年層9.1人で支えていたものが、

現在では2.3人になっており、将来的には1.2人

になるという予想がされております。１人の若

者が１人の高齢者を支えるという厳しい社会が

訪れることが見込まれているということであり

ます。さらに、内閣府が行った人口推計では、

出生率が現状と同じレベルの1.35人とした場

合、我が国の人口は、2060年には8,700万人に、

約100年後の2110年には4,300万人まで減少する

という大変ショッキングな結果が出されており

ます。

先般、ニュースで報道されておりましたが、

自治体が消滅する可能性が高いという、大きな

衝撃を受けた資料もありました。それは、「選

択する未来委員会」において、東京大学の教授

で元岩手県知事の増田委員から提出された資料

で、2040年には、1,799総自治体数の中で、今の

ような地方から東京への人口移動が収束しない

現状が続けば、最大で523の自治体が消滅する可

能性が高いというものであります。地方から大

都市への人口移動が収束した場合でも、243の自

治体が消滅するという内容であります。このよ

うな中、６月７日の朝刊に宮崎県の状況が詳し

く掲載されておりました。それによりますと、

県内26市町村の６割に上る15市町村が消滅する

可能性が高いというものであります。このよう

な衝撃的な記事の内容や、「選択する未来委員

会」の予測について、知事はどのようにお考え

であられるのか、お伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

国の経済財政諮問会議の専門調査会でありま

す「選択する未来委員会」で取り上げられまし

た消滅可能性のある自治体予測につきまして

は、2010年から2040年までの30年間で、20歳か

ら39歳の若年女性の数が半分以上減少する市区

町村を「消滅可能性のある」自治体として、さ

らにそのうち、総人口が１万人以上となる市区
※

町村が「消滅可能性が高い」自治体として、予

測されたものであります。本県では、消滅可能

性のある市町村の中に15市町村、消滅可能性の

高い町村の中に10町村が、それぞれ含まれてお

ります。この予測につきましては、東京一極集

中や雇用・産業の大都市偏在といった、我が国

の長年にわたる構造的な課題と少子・人口減少

問題との関係に光を当てた側面がございます。

その解決に向けて国民的議論が喚起されたこと

につきましては、高く評価しておるところであ

ります。

一方で、私としましては、人口１万人を境界

としまして、地域の消滅可能性を機械的・画一

的に論じることには、違和感も覚えるところで

あります。現に県内を見渡しますと、人口は少

※ 15ページに訂正発言あり

平成26年６月11日(水)
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ないながらも地域活性化に懸命に取り組んで成

果を出している地域がございます。現に消滅可

能性が高い都市として名前が挙がった中に、例

えば、昨日、町長選挙がありました綾町は、県

内でもきらりと光るユネスコエコパークの取り

組み、有機農業等、これも県外に広く知られて

おるところでありますし、西米良村などは、国

交大臣賞をおがわ作小屋村の地域づくりで受賞

したところでありますが、移住などもふえて、

平均年齢も下がっているというような動きもあ

るということで、このように頑張っている地域

からこそ学ぶべきことも多くあると考えておる

ところであります。

いずれにいたしましても、人口減少というも

のは、経済を縮小させ、社会活力の低下、ひい

ては社会経済の持続可能性を揺るがす大きな要

因となるものであります。地方にあっては、最

終的に地域の維持・存続にかかわる非常に深刻

な問題でありますことから、引き続き、県政の

最重要課題の一つとして、この問題に全力で取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○山下博三議員 今、知事の答弁にもありまし

たように、多くの県民も大変な違和感を感じて

おられるものと思っております。

さて、新聞記事にもありましたが、大きく人

口が減少して、市町村が消滅する可能性が高い

という原因として、20歳から39歳までの若年女

性人口の減少が挙げられております。「地域に

は仕事がないし、あっても給料が安い。中学や

高校の友人のほとんどは、東京、大阪、福岡な

どの都会へ出て行った」という、地元に残って

いる24歳の女性の声が心に残りました。まさ

に、子供を産み育てる女性の大半を占める若年

女性を県内にとどめ、それぞれの地域で安心し

て出産し、子育てができる環境をいかにつくっ

ていくかが、これから地方自治体が生き残れる

大きな鍵であると考えております。記事の最後

に総合政策課のコメントがありましたが、「流

れはとめられない。できるだけ緩やかにするし

かない」ということであります。

一方、日之影や三股町など、何とか生き残り

をかけて知恵を絞ろうとしている自治体もあり

ます。世の中の流れをできるだけ緩やかにする

ために、市町村と協力し、知恵を出し合いなが

ら、生き残りをかけて宮崎オリジナルの取り組

みを目指すのか、また、どのような考えで取り

組んでいこうとされるのか、再度知事にお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少の局面におき

ましては、さまざまな知恵と工夫を重ねなが

ら、地域の活力を維持し、人口減少に歯どめを

かけていく取り組みというものを、長期的な視

点に立って着実に進めていくことが重要である

と考えております。県としましては、平成23年

に策定しました現総合計画におきましても、人

口減少対策を県政の最重要課題の一つとして位

置づけているところであります。その上で、自

然減に対応するための出産・子育てしやすい環

境づくりなどの少子化対策、人口流出による社

会減に対応するための雇用の場づくりや流入対

策としての移住の促進、また、人口減少の中に

あっても地域の活力を維持していくための交流

人口の拡大や地域経済循環の促進、さらには、

高齢者や女性の活躍する場の拡大などに、市町

村等とも連携して取り組んできたところであり

ます。

現在、合計特殊出生率の改善傾向が見られる

ところであります。1.67から0.05ポイント改善

して1.72になったと、全国第２位という数字も
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ございますが、本県の人口をめぐる状況は依然

として厳しい状況にありますことから、今年度

見直します総合計画におきましても、引き続き

最重要課題として捉え、市町村や民間とも連携

しながら、なお一層地域の実情に応じたきめ細

かな対策に全力を挙げてまいりたいと考えてお

ります。

１点、先ほどの答弁で、修正をさせていただ

きます。消滅可能性が高い自治体、これは総人

口が１万人未満となる市区町村でありますが、

先ほど答弁の中で、１万人以上というふうに申

してしまいました。おわびして訂正をさせてい

ただきます。

○山下博三議員 ありがとうございます。

企業も本社は東京に移し、生産の拠点は海外

に移される時代、特に2020年東京オリンピック

開催も決まり、国内の働き手はよりよい就労条

件を求めて大都市に移動する、山間地域におい

ては、若者を大都市に奪われ、高齢者が高齢者

を介護する老老介護となり、いつまで介護がで

きるのかと日々戦々恐々としているのが実態で

あります。また、先日、猟友会の総会に出席し

てまいりましたが、その中で、本県には2,000余

りの集落があるそうでありますが、65％の1,300

の集落においては、野生鳥獣被害を受け、農作

物の被害額が約11億円に上るということであり

ました。

私の地元、都城市では、市全体としてはそれ

なりの活気もあり、県の提唱されておりますフ

ードビジネスの分野で全国トップクラスの企業

も多く見られることから、消滅する可能性の高

い市町村ではないと確信はしておりますが、集

落公民館単位で考えますと、大変厳しい状況で

あります。そこでお伺いいたしますが、急速に

進む高齢化と、限界に近づく中山間を多く抱え

る本県として、集落の実態把握の現状と今後の

集落形成維持のための取り組みについて、総合

政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 集落の実態

把握につきましては、これまでも過疎地域を中

心に行ってきており、平成23年度に策定いたし

ました宮崎県中山間地域振興計画の策定作業に

おいては、中山間地域の1,873集落の全てを対象

とした実態調査を行ったところでございます。

調査の結果、冠婚葬祭や清掃活動等の集落機能

が低下あるいは維持困難となっている集落が

約14％存在しており、今後は約８割の集落で人

口減少が予想されるなど、集落機能の低下が懸

念されているところでございます。集落を維持

するためには、産業の振興や集落の活動支援と

ともに、そこで暮らされる方々の日常生活の維

持・充実を図っていく必要があり、県といたし

ましては、医療、福祉、交通、災害対策などの

多様な分野における施策に全庁を挙げて取り組

んでいるところであります。本年度は、中山間

地域振興計画を改定いたしますので、このよう

な中山間地域の集落を取り巻く状況を再度調査

するとともに、市町村や関係機関とも一体と

なって、中山間地域の振興に取り組んでまいり

たいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございました。

次は、教育長にお伺いしたいと思います。県

内では、これまで昭和、平成の２度の大合併に

より、今日に至っております。３市22町64村の

合計89市町村あったものが、昭和の大合併によ

り、９市28町７村の44市町村となり、10年前の

平成の大合併により、現在の９市14町３村の26

市町村となっております。今までの合併の是非

は別といたしまして、西米良村、諸塚村、椎葉

村等、合併せずに元気に存在感を発揮しておら
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れる地域もあります。

先日、常任委員会の県北調査で、西都市東米

良の銀上小中学校を訪問いたしました。東米良

地域は、昭和38年に児湯郡西米良村より西都市

に合併しております。以前は、山景気で人も多

く住んでおられ、集落活動や山林の作業を通し

て、人と野生動物とのすみ分けがなされていた

ということでありますが、長引く木材価格低迷

で山林作業が激減する中、人が少なくなり、山

が放置されるという悪循環が起こり、今では、

獣害から人を守るために、おりの中で暮らさな

ければならない状況になっております。調査し

た銀上小学校は、校舎や校庭が金網で囲まれて

おり、何か異様な感じを受けました。説明によ

ると、昼間でもイノシシが学校を訪問し、生徒

や教師の安全を考え、昨年設置されたものとい

うことであります。

このような中、西都市銀鏡地域では、地域の

活性化を図るために、平成７年度に奥日向銀上

山村留学実行委員会を設立され、毎年10数名の

山村留学生を受け入れてきておられます。これ

までの約20年の中で、270名の児童生徒が里親の

もとから小学校、中学校に通学し、充実した山

村での留学生活を送っているということであり

ます。これらの児童生徒は、親元を離れ、奥日

向の自然豊かな山村で生活し、勉学に励むとと

もに、さまざまな自然体験を積むことにより、

たくましい体と豊かな心が育ち、我慢強さや自

立の精神も身についてくると聞いております。

本年度は全校生徒25名中17名が留学生でありま

すが、内訳は、小学生で11名中４名、中学生

は14名中、実に13名となっております。まさに

留学生がいないと学校の存続が困難となり、地

元での教育の機会が奪われることはもちろんで

すが、地域全体が成り立たないという状況に

なっております。そこで、20年間の山村留学の

果たしてきた役割や貢献してきた成果につい

て、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 現在、西都市で行わ

れております山村留学は、豊かな自然や親密な

人間関係の中で、一人一人のよさを発見し、成

長させる取り組みであり、子供たちを伸ばすた

めの地域が一体となった取り組みは、地域の活

性化にもつながっているものと考えておりま

す。「娘を山村留学の地に送り届けた後、何度

か連れて帰ろうと思い、涙がとまりませんでし

たが、今、たくましく成長した我が子の姿を見

て、この学校に通わせてよかったと心から感謝

しています」、これは卒業式で保護者代表の方

が言われた謝辞だと伺っております。昔から

「かわいい子には旅をさせろ」と言われます

が、山村留学は、子供たちはもちろんのこと、

預ける保護者にとっても、あるいは預かってい

ただく側にとっても、大きな覚悟が必要であり

ますものの、得るものは大きく、家庭・地域の

教育力の大切さや、どの子にも大きく成長する

可能性が秘められていることを実感させる取り

組みだと認識しております。山村留学を20年に

もわたり続けていただいておりますことに、心

から大きな敬意を表するものであります。

○山下博三議員 ありがとうございました。

４月21日から22日にかけて、県議会観光議員

連盟で、県内山村の地域おこしで頑張っておら

れる地域に行って、農家民泊の体験をさせてい

ただきました。私は、黒木議員、図師議員との

３名で、西都市東米良の銀鏡地区で農家民泊を

されている方の家に泊まらせていただき、地元

の方々も交えて、夜遅くまで山村の課題等につ

いて話を聞くことができました。銀鏡地区で

は、古くから文武両道を教育の基本として、地
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域を挙げての子育てに熱心に取り組まれてきた

とお伺いいたしました。民泊体験をさせていた

だいた方の御子息は、宮崎医科大学を卒業さ

れ、現在、西都市内で医者として勤務しておら

れます。また、そば打ち体験をさせていただい

た方の御子息は、県庁に勤務しておられるとの

ことでありました。

今回の民泊でお世話になった方の御子息のよ

うに、子供の時期を山村で暮らし、進学等のた

めに地元を離れられ、県内各地に就職しておら

れる方もたくさんいらっしゃると思います。地

域が寂れ、消滅することを喜ぶ人は誰もいない

と思います。むしろ、小さいころ育った山里の

思い出や郷愁を胸に毎日を過ごしておられるの

ではないかと、しみじみと考えたところであり

ました。せめて、県内の中山間地域の出身者

が、年に１回でも２回でも構いません、地域に

戻って、同窓会でも地域おこしのための意見交

換会でも、地元のことを語れる機会をつくれな

いものかと考えたところであります。そこで、

総合政策部長にお伺いいたしますが、県職員の

出身者だけに限らず、県内のさまざまな方々に

呼びかけて、「地元に帰ろう 一斉Ｕターンの

日」なるものでもつくり、地域の活力を取り戻

すきっかけになるような政策を計画できない

か。お父さんが都城市高崎町出身であったとい

うことなんですが、その経歴をお持ちの橋本総

合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県では、中

山間地域と都市部の交流・連携や経済活性化を

図ること等を目的といたしまして、中山間地域

をみんなで支える県民運動を展開しており、そ

の一つといたしまして、地域活動を支援する中

山間盛り上げ隊の活動を実施しているところで

ございます。中山間盛り上げ隊を活用される地

域では、地元出身者も戻ってきて運営を行うと

ともに、登録されている中山間地域出身の方に

とりましては、出身地域で活動支援をすること

が、地元へ帰るきっかけになっているというお

話も伺っているところでございます。私自身、

東京におりますと、なかなかお墓参りにも帰っ

てくることができないというのは残念に思って

おりますけれども、御提案のありました「一斉

Ｕターンの日」につきましては、出身の方が出

身地域の活性化に貢献するという考え方をわか

りやすく示す一つの方法だというふうに受けと

めております。県といたしましては、そのよう

な視点も踏まえながら、中山間盛り上げ隊の活

動や県民運動の取り組みを充実することなどに

より、中山間地域の活性化に引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。

私は今回、中山間の抱える課題が多くある中

で、東米良地域のことを取り上げましたが、急

速に進む少子高齢化の中、私が住む都城市も、

見た目は活力があるように見えても、一歩、中

山間に入ると、東米良地域と何ら変わらない問

題を多く抱え、また、数年もたたないうちに集

落形成も思うようにいかない地域がたくさんあ

ります。そのことを思い、取り上げさせていた

だきました。

常任委員会の調査を行う中で、熊本県球磨郡

多良木町が進めておられる集落再生の取り組み

が私の頭をよぎりました。それは、多良木町の

槻木地区において、昨年度から、熊本大学の助

言をもらいながら集落再生に取り組み、平成19

年に閉校した小学校が再開校することができた

というものであります。具体的には、町が集落

支援員を設置するに当たり、町内に移住するこ

とを前提に公募を行い、県外から元介護職員を
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採用し、集落支援員として移住したということ

であります。地域での介護需要にも応えられ、

さらに、定住人口増にも期待できるものであり

ます。そこで、本県における集落支援員の設置

状況はどうなっているのか、また、その支援員

の方々はどのような役割・活動をされているの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 集落支援員

は、平成20年度に国により制度化されたもの

で、昨年度、県内では、６市町村に42名が配置

されているところでございます。集落支援員の

方の役割というのは、市町村職員と連携しなが

ら、集落のいわば目配り役として集落を巡回

し、状況把握や住民の話し合いの支援等を行う

ものでございます。具体的な事例といたしまし

て、集落支援員が中心となって行った集落での

話し合いの結果、ほかの地域との交流に取り組

みたいという住民の意見が出てまいりまして、

それに基づき、集会施設をみずから建設し、交

流イベントの開催に加え、特産品づくりにも取

り組み始めたという集落の事例もあるところで

ございます。議員の御質問にございました熊本

県多良木町のように、集落支援員の設置により

まして、小学校が再開した事例もございますの

で、県といたしましては、全国の取り組み事例

も市町村に紹介しながら、引き続き集落支援員

の配置・活用を働きかけてまいりたいと考えて

おります。

○山下博三議員 多良木町では、学校がなくな

ることによって村が疲弊していく姿、これを何

とかしたいという思いで再開校できたという喜

びがありました。

続けてまいります。先ほど申し上げました

が、銀上小学校の児童は11名でありますが、内

訳は、留学生が４名、教職員の子供が５名、生

粋の地元っ子は２名であります。この山村留学

里親制度は、地元の児童生徒がいなくなると廃

止されるのではということで、地域の活力がな

くなるのではないかと、大変心配をされており

ますが、今後の山村留学里親制度の方向性につ

いて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 公立小中学校の存続

や廃止等につきましては、設置者であるそれぞ

れの市町村が判断されるものであり、銀上小学

校や銀鏡中学校におきましても、山村留学を希

望する児童生徒の状況に応じて、西都市が適切

に判断していかれることになるとは思います

が、県教育委員会といたしましても、市町村の

取り組みを可能な限り支援してまいりたいと考

えております。中山間地域の僻地等学校の教育

につきましても、市町村教育委員会の要望を踏

まえ、緊密な連携のもと、学校の存続や活性化

を含めたさまざまな課題について、県としてど

のような支援ができるかを検討してまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 再度教育長にお伺いいたしま

すが、平成24年度より、銀上小学校と銀鏡中学

校は、施設一体型小中一貫教育校としてスター

トしております。３年目を迎え、多くの問題を

抱えながらも、里親の皆様、地域の皆さん、そ

して何より教職員の皆さん方の精いっぱいの努

力で、地域を守ろうという姿に頭の下がる思い

であります。歴史のある銀鏡神社の保存、そし

て何より国指定重要無形民俗文化財の銀鏡神楽

を存続すること。若者がいなくなる中、何とか

地域を盛り上げようとされている株式会社かぐ

らの里の取り組みなど、中山間の特性を生かす

べく頑張っておられます。西都市はもちろんで

ありますが、県としても中山間のモデルとして

何か支援はできないものか、また、銀上小学校
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の跡地利用についても何か考えられないのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 銀上小学校の跡地利

用につきましては、地元西都市において委員会

が設置され、地元住民の方々の意見要望等を聞

きながら、今後の利活用について検討が行われ

ていると聞いております。県教育委員会におき

ましては、市町村の学校跡地利用等の取り組み

を支援することは、大変重要なことであると考

えており、施設の活用事例や利用可能な補助制

度の紹介、利活用に向けた事務手続に関する助

言などを今まで行ってきているところでありま

す。今後、西都市教育委員会から要請があれ

ば、どのような支援ができるか、さらに検討し

たいと考えております。

○山下博三議員 次に、米政策と今後の水田農

業についてお伺いしてまいります。

昨年末、国の大きな政策転換の中で、40年以

上に及ぶ米の生産調整、いわゆる減反を進める

米政策を廃止して、需要に応じて水田をフルに

活用することを目指して、新たな米政策の変更

をされました。先日、市町村の関係者や農家の

方々からも、長年定着してきた減反政策で、転

作作物も定着しているという話も多く聞いてお

ります。本県の約３万5,000ヘクタールにも及ぶ

水田の利用状況を、農政水産部長にお伺いいた

します。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の水田面

積は、平成25年度の「耕地及び作付面積統計」

によると、３万4,700ヘクタールとなっておりま

して、その約54％に当たる１万8,700ヘクタール

で主食用の水稲が作付されております。米以外

の作物につきましては、生産調整の取り組み状

況によりますと、ＷＣＳ用稲が4,400ヘクタール

程度で約12％、野菜等の園芸作物が3,500ヘクタ

ール程度で約10％、飼料作物が2,800ヘクタール

程度で約８％作付されております。また、米政

策の見直しの中で注目を浴びている飼料用米や

加工用米については、合わせて400ヘクタール程

度と、水田面積の１％程度となっております。

さらに、水田裏作として、飼料作物を中心

に9,200ヘクタール程度が作付されております。

○山下博三議員 続けてまいります。県は、本

年２月に、霧島酒造と経済連との３者で、焼酎

原料用の加工用米利用における協定を締結さ

れ、私も環境農林水産常任委員長として、その

場に立ち会いをさせていただきました。この取

り組みは、農業者にとりましても、地域の水田

を水田のまま活用でき、高齢化が進む中で、田

植え機やコンバインなどの手持ちの機械を最大

限に使えて、安定的に低コストに生産できる体

制を目指したもので、大変高く評価されており

ます。県では、市町村別に加工用米の目標数値

を配分したと聞きますが、現段階での進捗状況

はどうなっているのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 加工用米につ

きましては、米政策の見直しを受け、県内で確

実な需要が見込まれることから、平成28年度１

万トンの供給を目指して取り組みを進めている

ところでありまして、その初年度となる平成26

年度は、取り組みの目安として、680ヘクター

ル、3,200トンを各市町村に提示したところであ

ります。現在、地域では、各農業者から提出さ

れた営農計画書を取りまとめている段階であ

り、５月末時点で、作付面積1,200ヘクタール程

度、生産見込み数量5,500トン程度と、生産の目

安として提示した数量を大きく上回ることが見

込まれております。

○山下博三議員 目標の倍近い見込み実績が上
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がっておるようであります。本年度の目安とな

る数量や面積を大きく上回っているということ

でありますが、米の減反制度が変更されたこと

により、農業者は今後４つの米づくりが選択で

きることになります。４つの米づくりとは、主

食用米、焼酎原料用のお米、家畜の餌となる飼

料用米と稲発酵粗飼料、いわゆるＷＣＳであり

ます。これまで転作といえば、米をつくっては

いけないということで、水田では水はけのよい

農地に改良する汎用化の取り組みが進められ、

余り水を使わない品目、例えば野菜や飼料、大

豆などを作付するよう誘導されてまいりまし

た。

しかし、今後は、先ほどの部長答弁にもあり

ましたが、主食用米に加え、加工用米、飼料用

米、ＷＣＳの作付が飛躍的に伸びてくることが

予想される中で、生産の基盤となる農地の基盤

整備や、特に米づくりに不可欠な水の確保は十

分できるのか、大変気になるところでありま

す。都城市のある土地改良区は、大淀川からの

水の取水配分が決まっており、今でもちょっと

日照りが続くと、とても水は足りないというこ

とであります。米作中心の水田に戻る中で、今

後、水使用量の見通しと、必要な水を確保する

ための対策をどのように進めていかれるのか、

同じく農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今回の米政策

の見直しにより、今後、主食用以外の米の作付

拡大に応じて、水の使用量は現状と比べて増加

するものと予想しております。このため、節水

を図る小まめな水管理の徹底や、漏水対策など

水の使用効率を高める基盤整備等のソフト・ハ

ード両面からの対策に取り組んでまいりたいと

考えております。また、今後、地域の実情を踏

まえた上で、安定した水の確保対策について、

国を初め関係機関と協議してまいりたいと考え

ております。

○山下博三議員 大事な水の問題をぜひとも真

剣に捉えて、大きな水騒動が起こらないよう

に、万全な体制をとっていただくとありがたい

と思っています。

それから、水を必要とする米による転作に対

しての水の確保以外にも、農業者は大変な不安

を抱えておられます。特に飼料用米について

は、収量が一定基準以上ないと、助成金の満額

配分がされないということであります。今まで

も農家は、天気次第で泣き笑いをしてきました

が、農家が安心して作付を進めるのには、農業

共済制度への加入がどうしても必要となりま

す。農業共済加入については、基準単収の設定

などさまざまな課題があると思いますが、いか

がお考えか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料用米、加

工用米として新たに導入が見込まれる多収性品

種につきましては、農業共済制度の加入要件と

なる基準収穫量等のデータがそろっていないた

め、現時点では引き受けの対象となっておりま

せん。このため県では、今年度、加工用米の栽

培実証を行う圃場を22カ所、同様に飼料用米の

圃場を８カ所設置し、収穫量や品質の調査を行

うことにしております。米政策の見直しが実現

するためには、経営のセーフティーネットとな

る農業共済制度の適用が不可欠でありますこと

から、早期の引き受け開始に向けた取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 次に、農業大学校の新たな方

向性についてお伺いしてまいります。

近年、農業者の高齢化や担い手の減少などに

より、家族経営体の減少が続く中、今日におけ
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る状況は、企業経営体や集落営農組織など、組

織経営体の増加が顕著となっております。農業

者や就農者に求められる能力や技術力に加え、

雇用を抱える企業経営として、労務管理や一段

とハードルの高い経営力を求められる時代に

なってまいりました。このような中で、農業大

学校はこれまで、本県農業を支える中核的な農

業者や指導者を数多く輩出してきたこと、ま

た、農業粗生産額3,036億、全国第７位の地位を

築いてきたのは、誰もが認めることでありま

す。

しかしながら、ここ数年の農業大学校の入学

者数の推移を見ますと、３学科合計65名の定員

に対して、未達の状況が続いております。ま

た、24年度から10名定員の専攻科も廃止されて

おります。広大な敷地と恵まれた自然環境、そ

して何より農業者を育てる施設、教育環境が

整っているにもかかわらず、今日の状況をどう

捉えておられるのか、また、どのような指導方

針で農業者育成に取り組んでおられるのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業大学校の

入学定員が満たない状況につきましては、御指

摘のとおり、農大校が有する施設や人的資源を

十分生かし切れていない状況にあり、本県農業

の将来を託せるすぐれた担い手を育成・確保す

る上では、危機感を持って早急に対応すべき大

変重要な課題であると認識いたしております。

一方で、卒業生の多くは、自営及び法人への就

農、または農業関連産業に従事し、地域農業を

牽引するリーダーとして活躍するなど、農業大

学校は、本県農業の発展に大きく貢献しており

ます。このため、本県農業の担い手育成の中核

機関として今後とも重要な役割を担い続けるた

めに、県内の農業高校を初め、各関係機関等と

の連携をより一層強化しながら、「たくましい

実践力と高い経営力を備え、即戦力となる農業

者を育成する」という方針で取り組んでまいり

たいと考えております。

○山下博三議員 多様化する新規就農者等のニ

ーズに対応するだけでなく、将来の経営者とな

るべく労務管理や加工技術、販売戦略、ＥＰ

Ａ、ＴＰＰ対策など、国際化に対応できる経営

者像を目指す方向もあると思いますが、魅力あ

る農業大学校を目指す考え方を、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 近年、農業大

学校の卒業生は、後継者等の直接就農に比べま

して、法人就農が増加する傾向にありますが、

多様化、高度化する農業情勢に対処できる経営

者育成を目指し、平成22年４月に専修学校化と

あわせて学科編成を行うなど、教育内容の充実

強化に努めてまいりました。具体的には、企業

経営や６次産業化等に対応するアグリビジネス

学科の設置と、国際化、経営力向上に向けたカ

リキュラム再編、農大校独自のＧＡＰの取り組

みや地域に根差したプロジェクト学習の質的向

上などに取り組んでいるところであります。今

後とも、農業情勢の動向等を踏まえ、常に最新

の技術や経営情報を取り入れたカリキュラム編

成とともに、生産現場での実践教育の充実強化

を図りながら、さらに魅力ある農業大学校を目

指していきたいと考えております。

○山下博三議員 ここ数年、定員割れの状況が

続いておりますことは、今日、家族経営体を目

指す農業者が少なくなっていることが大きな原

因だと思っております。つまり、入学生の状況

を見ましても、約半数は非農家の子供たちが入

学しております。最近、農大出身の生徒を雇用

した農業法人の経営者から、採用してみたけれ
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ども、全く農業に対する意欲がない、根性がな

い、すぐやめてしまったという話も伺いまし

た。農業は自然との闘いであります。自分たち

の飼う家畜やつくる作物と会話ができるくらい

にならないと、プロの農業者ではないと教えら

れてまいりました。農業大学校でも、余りにも

機械的な論理で農業を教えていないか、それと

も合理主義的な感覚での教育がなされていない

か、農業人としての教育や根性づくりも必要で

はないでしょうか。農魂、つまり人づくりの教

育が必要じゃないかと思いますが、農政水産部

長に御所見をお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 変革する農業

情勢の中で、農業人として生き抜くためには、

理論を実際の行動に移し、「守りから攻めの農

業」へと転換・発展できるたくましい実践力を

備えることが重要と考えております。このた

め、農大校におきましては、コミュニケーショ

ン能力を備えた人間力、マネジメント能力や国

際感覚を高めた経営管理能力、高度な栽培・飼

養管理や加工等の技術実践力、農業機械等の多

様な資格取得による機械管理能力などの経営マ

ネジメントを修得した「人財」の育成を強化し

てまいりたいと考えております。また、法人経

営者や、就農している農大校卒業生などの先駆

的な農業者を招聘いたしまして、農業に対する

夢と志を語ってもらうなど、より現場目線での

実践的な教育の充実を図っているところであり

まして、今後はさらに、学生自身が組織や地域

において果たすべき役割を自覚し、農業人とし

て活躍できるよう、人づくり教育に努めてまい

りたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、県内の優秀な若者の根性のある人たちを、

学校の場にまた講師としてお招きいただくとあ

りがたいと思っています。

同じく、ＰＥＤの状況について、農政水産部

長にお伺いしてまいります。

2013年10月に、７年ぶりに国内、沖縄県で発

生が確認されて以後、今日までに38都道府県754

農場で発生、発生頭数は83万頭、哺乳豚を中心

に約22万頭が死亡しております。本県において

も17年ぶりの発生で、昨年12月、串間市で発生

して以来、78農場で発生、発生頭数４万3,386

頭、２万9,668頭が死亡しております。５月22

日、小林市で78例目が発生して以来、20日間ほ

ど発生しておりません。ほぼ沈静化したと思わ

れるのか、また、養豚農家に及ぼした被害額が

どれほどになるのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御質問の中に

もありましたとおり、５月22日の小林市の発生

以降、新たな発生は確認されていない状況にあ

りまして、これまでの発生頻度等から判断いた

しますと、沈静化の傾向にあると考えておりま

す。しかしながら、一部の発生農場におきまし

ては、子豚の死亡や下痢等の症状が継続してい

る農場もありますので、引き続き、早期の沈静

化に向け、防疫の徹底に努めてまいりたいと考

えております。

次に、被害額についてでありますが、現在確

認されている約２万9,000頭の死亡子豚のみを対

象とし、１頭当たりの評価額を2,400円と設定し

た場合の直接的被害額として推計いたします

と、約7,000万円程度になるものと考えておりま

す。

○山下博三議員 被害額について、ちょっと私

の数字をお出ししたいと思うんですが、豚とい

うのは、約半年の肥育期間を経て成豚として出

荷されます。そのときの売り上げの計算をして



- 23 -

平成26年６月11日(水)

みました。枝肉重73キロ、単価650円で計算して

みましたら、１頭が４万7,450円になります。こ

れを２万9,000頭、実際２万8,000頭を出荷した

という計算にしましたら、何と13億2,860万円の

売り上げが宮崎県の養豚農家からなくなったと

いうことなんですよね。その餌とかを運ぶ流通

の人たち等、多くの人の手がかかっているわけ

ですから、そのかかわりがなくなったというこ

とが、実際の被害額だろうと思っております。

このこともしっかりと被害額として頭に入れて

おいていただくとありがたいと思っています。

次に、本県は、２度の口蹄疫の発生や鳥イン

フルエンザの発生を経験し、常日ごろの防疫に

は万全な体制をしいてきたと思います。しかし

ながら、完全な防疫体制であったはずの川南支

場にまで感染してしまいました。法定伝染病と

違い、届出伝染病ということで、初動防疫のあ

り方や農家の意識が希薄でなかったか、養豚農

家同士の行き来はなくても、農家の特定ができ

ない中、そこに関係する人たち、例えば資材・

薬品・飼料運搬業、死亡豚の回収業、はたまた

新聞・牛乳・郵便配達、数えれば切りがないほ

ど、人は行き来したはずであります。また、屠

畜場でも、搬入について、感染農家の豚の出荷

も日常と変わらない中での出荷体制がとられて

いたと聞いております。また、国の機関でも、

発生拡大の原因は究明されておりません。ま

た、秋口になると発生する可能性があると言わ

れている中、早く感染拡大の原因究明をする必

要があると思いますが、御見解を農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 口蹄疫の反省

を踏まえまして、発生当初から、迅速な情報提

供に努めますとともに、農場防疫の徹底はもと

よりですが、屠畜場や運搬車両等に対する消毒

体制の強化を図るなど、関係機関と連携したさ

まざまな対策を講じてまいりました。しかしな

がら、結果として発生が拡大したこと、さらに

は、県の研究機関であります畜産試験場川南支

場でも発生したことにつきましては、まことに

申しわけなく、大変重く受けとめており、今後

の対策を講じる上でも、発生拡大の原因究明は

非常に重要であると考えております。このた

め、発生農場における豚や人、物の動き等の基

本情報を収集し、検査データとあわせた疫学調

査を進めますとともに、宮崎大学の協力をいた

だきながら、発生拡大地域や畜産試験場川南支

場における発生要因の分析を進めているところ

であります。

○山下博三議員 今回の拡大の大きな要素は、

最後まで発生農家の公表がなされなかったこと

だと思います。届出伝染病で、個人情報として

取り扱いがなされたことが大きな原因だと思い

ます。私は、そのことでかえって変な疑いがか

かったり、げなげなの話題がひとり歩きしたり

して、本来の防疫も思うようにできなかったの

だと思います。個人情報保護条例は都道府県条

例だとお聞きいたしておりますが、農家公表の

あり方について、御見解を農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 発生農場に関

する情報の共有化は、周辺農場への注意喚起を

促すとともに、関係機関一体となった迅速な防

疫措置を行う上で、非常に重要であると考えて

おります。しかしながら、発生農場の公表につ

きましては、個人情報保護条例による個人の権

利利益の保護の観点から慎重に取り扱う必要が

あり、現在、本人の同意を得て、発生地区名ま

でを公表しているところであります。このよう

な中で、一部の養豚関係者から、蔓延防止のた
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めには、より詳細な情報の提供が必要との声も

ございます。発生農場の情報共有に関しまして

は、国においても問題意識を持っており、今

後、全国の状況等を踏まえた上で検討を行い、

９月までに方向性を示すこととなっておりま

す。県としましても、国の検討状況や防疫上の

有用性等を踏まえまして、発生農場の公表のあ

り方について、しっかりと検討してまいりま

す。

○山下博三議員 私は、個人情報保護条例、今

回の質問の聞き取りの中で、かなり議論いたし

ました。今回、口蹄疫と鳥インフルエンザでこ

れだけ悲しい思いをした宮崎県で、宮崎県の条

例ですよ。これを養豚農家が求める、なぜ公表

してくれないのかと、そのことの願いも届かな

かったんです。皆さん方は、この保護条例で議

論されましたか。されていないんですよ。宮崎

県の条例なんですよ。そのことを早く真剣に考

えていただいて、秋口にはまた発生する可能性

があるんです。そのことをしっかりと踏まえ

て、宮崎県の条例だったら、早く養豚農家とも

話をして、公表できるようにシステムをつくっ

てください。お願いいたします。

次に、もう１点あります。法定伝染病と届出

伝染病の国の支援のあり方がどのように違うの

か、お伺いいたします。また、農家補償につい

てもお伺いいたします。今回、県費負担が総額

どれほどになると予想されるのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 法定伝染病に

つきましては、家畜伝染病予防法に基づき、強

制的な措置が課せられますので、殺処分家畜へ

の手当金や移動制限に伴う損失支援など、法に

基づき、一定の農家補償や支援策が講じられて

おります。しかしながら、ＰＥＤ等の届出伝染

病につきましては、殺処分や移動制限等の法的

な措置を伴いませんので、農家への補償等は制

度化されていない状況にあります。

次に、ＰＥＤ対策に係る県費負担額について

でございます。直接的な費用を伴う対策としま

しては、県営の消毒ポイントの設置がございま

すが、現在も対応を継続中であり、あくまでも

概算でございますが、本年２月12日の開始から

仮に今月末まで継続した場合、費用は約6,400万

円程度になると見込んでおります。

○山下博三議員 防疫日本一を宮崎県がうたわ

れるなら、プロの畜産農家を育ててください。

お願いしておきます。

次に、道路行政に入ってまいります。

県道都城東環状線の麓地区から都城志布志道

路梅北インターチェンジ間、約１キロの道路整

備区間について、県土整備部長にお伺いいたし

ます。都城志布志間高規格道路梅北インターよ

り平塚インター約５キロが平成24年３月に開通

し、梅北インターから県境までの約５キロも事

業化され、地元の人たちは大きな期待と喜びを

感じておられます。中でも梅北地域は、志布志

港と都城市をつなぐ飯野松山線が通過してお

り、連日、飼料を運ぶコンテナやバルク車が激

しく往来し、道路沿いの方々は、道路の横断も

容易にできない状況であり、一日も早い全線開

通を待ち望んでいるところであります。

県道都城東環状線につきましては、平成12年

に、都城志布志道路の梅北インターへのアクセ

ス道路として事業に着手されてまいりました。

一部完了はしたものの、梅北インターの取りつ

け位置が変更になったことと、用地取得困難箇

所があったことで事業区間が短縮され、一部用

地取得が済んでいるにもかかわらず、事業完了

になっております。一部志布志道の開通に伴
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い、大変な交通量の増加であります。この道路

は、小中高生の通学路にもなっており、危険性

からも早急な整備が必要かと思います。昨年の

５月にも、地元地権者の同意もいただき、要望

をいたしております。見通しについて、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道都城東

環状線は、都城志布志道路の梅北インターチェ

ンジにつながる重要なアクセス道路でありま

す。このうち、麓地区から梅北インターチェン

ジまでの約１キロメートル区間につきまして

は、平成12年度より、麓地区の約520メートル区

間において事業着手し、これまで約170メートル

が完成しております。残る約350メートル区間に

つきましては、用地取得が困難でありましたこ

とから、事業を中止しておりますが、全ての地

権者の御協力が得られれば、事業再開に向けて

取り組むこととしております。また、梅北イン

ターチェンジまでの約480メートルの歩道の未整

備区間につきましては、交通量や歩行者の安全

確保等も十分勘案して、今後、事業化に向けて

検討してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 最後の質問になります。どう

ぞよろしくお願いいたします。同じく県道417号

牛ノ脛山田線上椎屋地区付近における未改良区

間の道路整備についてお伺いいたします。一体

的な整備が完了していないため、本路線の改良

済みの区間の有効利用がなされず、改良の効果

が十分に発揮されていないのが現状でありま

す。未整備区間の現状につきましては、道路幅

員の狭小最小幅員４メートルで、普通車両の離

合や普通車両と農耕車両との離合にも多大な支

障を来しておられます。蛇行箇所も多いこと

や、路肩の樹木や枝葉の繁茂により見通しが悪

いことや、路肩及びのり面の決壊等の危険性も

高く、運行車両等の安全性の確保に多大な影響

を及ぼしております。今まで何回となく要望さ

れてきたと思いますが、ことし２月にも、地元

５地区の公民館長連盟で新たな要望書を出され

ましたが、約1.5キロも未整備区間であります。

早期な整備が必要かと思いますが、御見解を同

じく県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道牛ノ脛

山田線は、都城市夏尾町と山田町を結ぶ延長8.4

キロメートルの一般県道でありまして、このう

ち、上椎屋地区から東牛ノ脛地区までの約1.5キ

ロメートルが未改良となっております。当区間

におきましては、地元の要望を受け、道路にか

かる支障木を除去するなど、車両交通の安全確

保に努めてきたところであります。この区間

は、議員御指摘のとおり、幅員が狭く、線形も

悪いなど、状況は十分承知しておりますが、交

通量の推移や他の事業箇所との優先度などを総

合的に考慮しますと、現時点での早期の事業化

は厳しいものではないかと考えております。御

理解をいただきたいと思います。

○山下博三議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲です。

まずは、今月８日、桂宮宜仁親王殿下が薨去

されましたことに対しまして、謹んで哀悼の意

を表したいと思います。昨日より、県庁におき

ましても記帳所を設けて、記帳を受け入れてお

りますので、ぜひ我が県からの弔意を届けてい

ただきたいと思います。

以下、主に子供の貧困について質問を続けて

まいりたいと思います。

2008年はまず、子供の貧困という言葉そのも
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のが政策論議の俎上に上った初めての年で、子

供の貧困元年とも呼ばれております。そのとき

以来、世論の関心も高まり、昨年、ようやく

「子どもの貧困対策法」が国において成立した

ところでございますが、折しもことし2014年

は、我が県において、石井十次―「児童福祉

の父」と呼ばれた偉人でございますが―没

後100年を記念しまして、地元紙もいろんな特集

記事を組まれているところでございます。

私もそうした特集を見るにつけ、改めて、我

が国においては、全ての子供に必ずしも機会の

平等が保障されていないこと、それから、子供

のときに貧困の状況に置かれていることで、そ

の後、数十年にわたって、その後の人生に大き

な影響を与え続けること、子供の人生を左右し

続けることを切に感じるところでございます。

何より、声を上げることのできない子供と、そ

して声を上げる余裕のない、また方法を知らな

い子供の家庭、そうした声なき声に、我々は真

摯に耳を傾けていく必要があると感じておりま

すが、まずは、我が県において、子供の貧困問

題につき、本年度どのように取り組んでおられ

るのか、福祉保健部長へお伺いいたします。

以下、質問者席よりお伺いいたします。（拍

手）〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

子供の貧困対策についてでございます。子供

の将来が、その生まれ育った環境によって左右

されることのない社会を実現することは、大変

重要であると考えております。このため、県で

は、従来から家庭環境や経済状況に応じて、生

活保護制度の適用や生活福祉資金の貸し付け、

ひとり親家庭医療費助成などの支援を行ってい

るところでございます。また、今年度から、生

活保護世帯以外の、生活に困っている方の相談

を受けて、自立に向けた支援を行うために、県

の福祉事務所に相談支援員を合計３名配置した

ところであります。今後とも、子供の貧困の解

消につながるよう、関係機関と連携した支援を

行いたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○清山知憲議員 知事に伺いますけれども、今

おっしゃった、ひとり親家庭医療費助成なんか

も、すっかり、以前から全国の自治体で定着し

ている事業でありますし、また、２つ目におっ

しゃった相談支援員の増員ということも、どち

らかというと「生活困窮者自立支援法」を受け

た対応であって、必ずしも子供の貧困に焦点を

当てたものではないと思います。厚労省におい

て、平成25年度補正なんかにおいても上げられ

ているんですが、ひとり親家庭への支援のさら

なる充実や、子どもたちの居場所づくり支援事

業などについて取り組まれております。我が県

の取り組みは、ちょっとおくれているのではな

いかと感じておりますけれども、知事のこの問

題に対する思いや今後の考えをお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 議員御指摘の子供の貧

困の問題であります。貧困の問題、生活困窮の

問題は、従来からさまざまな形で取り組まれて

おるわけでありますが、その中でも、子供とい

うものが、いろんな意味でしわ寄せが来てしま

う弱い立場にあるということ、さらには、貧困

の連鎖ということで、貧困が一人一人の将来へ

も影響、さらには、国力、また地域への影響も

及ぼす、そういうことの中で、今、着目され、

さまざまな検討がなされているものというふう

に受けとめておるところでございます。

今、部長が答弁申し上げましたように、国に
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おいても、さまざまな施策の柱を立ててやって

おるわけであります。教育支援、生活支援、保

護者の就労支援、それから経済的支援、それに

対して、生活保護世帯、困窮世帯、ひとり親世

帯、いろんなマトリックスをとりながら、さま

ざまな施策がとられておりますが、今後、こと

しの夏ごろに、国が「子どもの貧困対策に関す

る大綱」というものを策定することになってお

ります。これは、さまざまなそういった施策と

いうものを網羅的に再チェックし、どのような

ところに漏れがあるのか、力を入れていくべき

なのかというのが再点検されるというふうに考

えております。

今、県の取り組みについても御指摘があった

わけでありますが、国におけるそういう再点検

の動きと合わせて、県としても地域の実情に合

わせて、どのようなところにさらに力を入れる

べきなのかというものを再点検しながら、県と

しても引き続き力を入れてまいりたいと考えて

おります。

○清山知憲議員 目下、内閣府においても、子

どもの貧困対策会議で大綱の策定に向けてやっ

ているところですけれども、ことしの１月にも

各都道府県に国から通知があったように、「子

どもの貧困対策法」の趣旨を踏まえて、各県の

事情を踏まえた取り組みを大綱を待たずして取

り組んでもいいわけですよね。大綱の中身、柱

なんかも徐々に明らかになってきておりますけ

れども、ぜひ、準備を進めて、速やかに取り組

んでいただくよう期待したいと思います。

そして今、知事はマトリックスというような

表現で言われましたけれども、子供の貧困につ

いての対策というのを整理すると、川上対策と

川下対策と言われたりすることがあるんです

が、川でいえば上流に当たる、子供の貧困の原

因そのものを何とかしよう、そして、貧困が生

まれないように全ての子供に対して何らかの施

策を行っていこうということを川上対策と言い

ますし、また、既に生じてしまった貧困から生

じるさまざまな問題、そして貧困に陥ってし

まった子供たちに対する施策、そうしたものを

川下対策とも整理されます。

それぞれメリットとデメリットがあって、川

上対策というのは、全ての子供が対象になるわ

けで、現金給付だと非常に大きな財政負担を伴

いますが、一方で、現物給付、その中にも公教

育というものも含まれますけれども、相対的に

財政負担も少なく、また、ばらまきという批判

も回避されるような施策でもあります。一方、

川下対策のほうは、問題を抱えた子供に対して

ターゲットを絞るので、ターゲティング、選別

することそのものに対して行政コストがかかっ

ていくことと、そうした給付サービスを受ける

子供たちが、社会的な偏見、いわゆるスティグ

マを受けやすくなってしまうこと、それから、

往々にしてターゲティングそのものがうまくい

かない、つまり漏れが必ず生じてしまうとい

う、いろんなデメリットが挙げられておりま

す。今後、国や自治体において、そういう対策

をそれぞれうまく組み合わせていくことが大事

かなと思います。

まずは、質問で、川下対策はたくさんあるん

ですが、そのうちの一つについて、例えば、生

活保護世帯の子供というのは、ちょっとおっ

しゃいましたけれども、学習塾に通えないと

か、家庭の生活事情のために学校に通えないと

いった教育上の問題を抱えております。この点

については、厚労省も予算をつけて対策に乗り

出しております。我が県において、どのように

取り組んでおられるのか、福祉保健部長へお伺
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いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子供の学習に

関する支援につきましても、生活支援あるいは

経済支援等とともに重要であると考えておりま

して、県では従来から、子供のいる生活保護世

帯に対しては、義務教育における教育扶助や高

等学校等就学費を給付しているところでありま

す。また、ケースワーカーが定期的に自宅を訪

問し、子供の立場から、家庭での学習環境を充

実するよう、保護者への助言・指導を行ってお

ります。なお、学習支援等につきましては、埼

玉県の状況を調査いたしましたが、交通事情の

いい埼玉県でさえ参加率が低いなどの課題もあ

るようでございます。本県のように、中山間地

域が多く、公共交通機関の整備が十分でない地

域において、どのような学習支援のあり方がふ

さわしいのか、引き続き検討しているところで

ございます。

○清山知憲議員 今おっしゃったように、確か

に我が県は、県域も広くて人口密度も低く、学

習支援は同じようにするには課題があると思い

ます。今後、いろいろ知恵を絞っていただきた

いなと思いますけれども、とすると、さまざま

な問題を抱えた子供たちを拾い上げる場とし

て、全数把握できる小中学校というのが非常に

重要じゃないかなと思います。そうした場にお

いて、児童生徒の生活環境の問題とか学習を妨

げている背景について気づいて、適切な介入を

施していくことは極めて重要だと考えておりま

す。教育長にお伺いしたいんですが、そうした

役割を果たすのに、スクールカウンセラーとか

スクールソーシャルワーカーといった専門職を

配置するよう国においても求めておりますけれ

ども、我が県ではどういう状況かお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） スクールカウンセラ

ーにつきましては、児童生徒のカウンセリング

とか、保護者・教職員へ専門的な助言を行うこ

とによって、例えば、いじめとか不登校、非行

など、さまざまな生徒指導上の課題を解決する

ことを目的として配置しているところでありま

す。本年度は、36名の方に、公立学校の中で、

より必要性の高い小中学校79校を担当いただい

ております。それから、スクールソーシャルワ

ーカーにつきましては、教育と福祉、その両方

に関して専門的な知識・技術を有する方を７名

委嘱しておりまして、各学校の要請に応じて、

先ほど生活環境の話がありましたが、家庭や関

係機関に働きかけながら、課題解決を図ってい

ただいております。また、スクールソーシャル

ワーカーへ指導・助言を行うために、スーパー

バイザー１名を別途委嘱いたしております。

○清山知憲議員 平成26年度の文科省の予算に

おいても、新たにこうした専門職の配置の拡充

が補助率３分の１で盛り込まれております。ま

た、人員も限られているということですが、要

保護率の高いような問題のある学校なんかにも

重点的に配置すべきという主張も、専門家がな

されております。教育委員会として、そうした

ことも配慮して配置拡充に取り組んでいかれる

のか、お伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 現在、児童生徒を取

り巻く複雑な社会状況や保護者の多様な価値観

など、教育現場では、今まで以上に、より細や

かで丁寧な対応が求められておりまして、スク

ールカウンセラーへの相談件数、それからスク

ールソーシャルワーカーが支援する児童生徒数

も年々増加傾向でありますので、専門家の必要

性は今後も高まっていくものと認識いたしてお

ります。県教育委員会といたしましては、それ
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らの高いニーズにしっかりと応えていきたいと

考えております。そのためには、予算の確保

や、宮崎県では有資格者が不足しているという

課題もございますので、現在取り組んでいる県

以外の関係機関に協力をいただいて実施してい

る臨床心理士の派遣事業や、教育関係者ＯＢな

どにお願いいたしておりますスクールアシスタ

ントなどの活用も含めて、検討を重ねながら、

その充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 予算の問題もあるということ

ですので、ぜひ知事部局も一緒になって、この

問題、充実に取り組んでいただきたいと思って

おります。

次に、川上対策、これは普遍的制度とも呼ば

れますけれども、貧困の子供にターゲットを

絞ったものではなくて、全ての子供が享受する

ような政策ですね。先ほど申し上げたように、

公教育そのものもその一つであって、政策オプ

ションとしては、給食事業や教育カリキュラム

の充実、それから、子供、児童生徒の健康にか

かわることなど、いろいろありますけれども、

ここは、私なりに性に関する教育について取り

上げていきたいと思います。

宮崎県では、2012年度の人工妊娠中絶の実施

率が、女子1,000人に対して年間7.9件という数

字、これは全国平均よりも少し多い数字ですけ

れども、一方で、妊娠週数が12週を超えてから

の人工死産率は、出産1,000件に対して19.6件

と、日本で最も高い数字、ワースト１位をずっ

と続けております。そこで、県が数年前に行っ

た人工死産に至った方々108名へのアンケート結

果によると、その半数が10代と20代前半といっ

た若者で、そして全体の半数強が望まない妊娠

が原因で人工死産に至ったと。

さらに申し上げると、児童虐待の死亡例、こ

れは全国の調査ですが、虐待によって死亡した

子供たちの４割から５割がゼロ歳児、そのゼロ

歳児のうち、半数がゼロカ月、１カ月未満です

ね。つまり、生まれてからすぐに両親の手に

よって殺害されているケースがあるという調査

結果があります。望まない妊娠であったケース

が多くて、どこにも相談できなかったというこ

とです。

また、さらに、無事に生まれて育っていって

も、予定にない妊娠によってパートナーとのト

ラブルを抱えたままでは、ひとり親家庭となっ

てしまう可能性も非常に高く、現に我が県のひ

とり親世帯生活実態調査でも、母子世帯に陥っ

た原因として挙げられている未婚の母という背

景が、ここ近年で１割と急にふえてきておりま

す。こういうひとり親世帯は当然、貧困に陥る

可能性、割合が非常に高いことが既にわかって

おります。こうした背景を踏まえて、専門委員

会の報告書などでは、思春期からの性教育や妊

娠に関する相談機関の情報提供など、積極的な

活動が重要であると言及されております。我が

県での性教育に係る取り組みについて教えてく

ださい。

○教育長（飛田 洋君） 学校における性に関

する指導は、保健体育の授業や学級活動の時間

など教育活動全体を通して、小中高のそれぞれ

の学校段階に応じて取り組んでいるところであ

ります。そのような取り組みを補完するため、

県教育委員会では、学校の健康課題に応じて、

専門の医師を公立学校40校に派遣し、そのう

ち、性に関する指導につきましては、20校に産

婦人科医師を派遣いたしております。そのよう

な取り組みをしているところですが、これらに

加えて、特に性に関するより具体的な指導を行
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うために、全ての県立高等学校38校と五ヶ瀬中

等教育学校に、本年度から産婦人科医を派遣

し、講演会や健康相談を行うこととしておりま

す。また、福祉保健部においても、中学生や高

校生を対象に、「ピアカウンセリング事業」や

「健やか妊娠推進のための健康教育事業」を実

施し、生命尊重や自分を大切にすることを目的

としたカウンセリング等を行っております。

○清山知憲議員 今年度から全ての県立高校へ

産婦人科医を派遣して性教育の充実に努めると

いうことで、非常に期待したいと思います。た

だ、平成24年３月に、県教育委員会は、性に関

する教育「かけがえのない大切な命」というこ

とで参考資料を策定しておりまして、学校にお

ける性教育の方針としておりますけれども、参

考資料とすべきもののはずが、これが現場で子

供たちの命を守るべき性教育を行う上で、非常

に制約を与えるような内容になっているんじゃ

ないかと考えております。

何かいろいろ書いてあるんですけれども、特

に慎重になっている部分が非常に多くて、例え

ば、「中学生の段階において、コンドームの取

り扱いについて指導することは適切ではありま

せん」「どの発達段階においても、性的接触や

性交について取り扱う必要はありません」とい

うふうに、具体的にだめだというふうな言及が

されておりまして、これは既に、現在の社会情

勢とか子供の体を守る観点からもかけ離れた指

導内容となっていると思います。

平成17年に県が行った調査によると、高校２

年生にもなると、女子生徒の３割近く、そして

男子生徒の２割が既に性交渉を経験しておりま

して、もはやこういった状況では、そういう性

交渉をしないものだという前提に立っても、そ

こは触れないということじゃなくて、いかに生

徒たちが自分たちの体を守ることできるか、適

切に避妊などの具体的な知識と正確な知識に基

づいて取り組んでいくことができるかどうか、

繰り返し教えていかなければならないと思うん

です。この参考資料の内容について、一部修正

をして、触れてはいけない、教えてはいけない

といった制約的な内容のところを取り除いて、

現場がより柔軟に、かつ具体的に取り組むこと

ができるようにすべきだと考えますが、いかが

でしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 今の資料についてで

すが、「性に関する教育」を「生命の尊さ」を

基盤とした命の教育と捉えて、「かけがえのな

い大切な命」というのを作成したところであり

ます。発達段階に応じてやるというようなこ

と、例えば、小学校では、月経や射精につい

て、中学校では、性への関心と行動について、

高等学校においては、避妊の方法や人工妊娠中

絶の防止などについて、そういう指導資料を準

備したところです。実は、文部科学省からは資

料が示されていないという状況の中で、現場は

戸惑い感、困り感があるということで作成した

んですが、資料をつくるに当たっても、文部科

学省の指導を受けながら作成したものではあり

ますものの、社会情勢が変化したとか、文部科

学省もいろんな取り組みをされていると思いま

すし、今おっしゃいましたように、一方で、現

実に子供たちがどういう状況であるかとか、あ

るいは子供たちを取り巻く環境がどうあって、

子供たちがトラブルに巻き込まれないようにす

るためにはどうするか、そういうことを踏まえ

ながら、資料の改訂を検討させていただこうと

も考えております。

○清山知憲議員 改めて検討していただけると

いうことで、今後、いろんな社会情勢を踏まえ
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てということですけれども、一歩踏み込んで、

私はこういう制約は本当になくしていくべきだ

と思っているんですね。それについて、一つ改

めて考えを伺いたいと思うんですけれども、例

えば秋田県なんかでは、中学と高校で毎年60校

に産婦人科医を派遣して、踏み込んだ性教育講

座を始めていて、具体的な避妊法や性感染症に

ついて教えております。それで、これは中学校

にまで手を広げているんですけれども、秋田県

の10代の人工妊娠中絶率は、2001年の18.2とい

う数字から2011年には5.3と、約３分の１以下ま

で劇的に減らしております。

実際に我が県においても、人工死産率ワース

ト１位の結果を受けて、産婦人科医会の先生方

が、我が県の性教育事業については、いま一つ

効果が上がっていないと総括されていて、中学

生などのより早い時期に、避妊等を含めた正し

い性教育を幅広く繰り返し実施することが重要

だと結論づけております。また、本県の産婦人

科の先生方に直接話を伺うと、常に学校サイド

から、きつく、教育の内容について、これはや

めてくれ、ここまでは踏み込まないでくれとい

うふうな制約を受けたり、また、生徒直接じゃ

なくても、学校関係者と性教育のあり方につい

て我々から話をしたいという機会を持ちかけて

も、なかなか時間がないというふうに持ってい

ただけないといったような、教育委員会側の非

常にナーバスな、性教育の一部をタブー視する

余りの姿勢が常に言及されるんですね。

また、避妊や性感染症と申し上げましたけれ

ども、今、子宮頸がんといった悪性腫瘍のリス

クもあって、さらに、今なおＨＰＶワクチンの

積極的勧奨がペンディングになっていて、一体

どうすればいいのかという中で、子供たちの今

後の体、特に女子生徒なんですけれども、どう

守っていくかということで、教育委員会とし

て、もうちょっと踏み込んで考えを示していか

なければ、学校現場はかなりナーバスになって

いるので、その辺について、もう一つ御意見を

伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 過去の歴史の中で、

いろんなやり方があって、それが批判を受けた

り、理解をいただいたり、いただけなかった

り、いろんなことがあって、現場は戸惑ってい

ると思いますが、確かに、性に関する問題が複

雑化・深刻化しているという状況を考えると、

どこまで踏み込むかということを議論しなが

ら、もっと考える必要があるということは、私

も十分そう思います。例えば、子供によって知

識も経験もそれぞれ異なる、いろんなことがあ

ります。学校におきましては、全ての児童生徒

に一律に行う指導と、それから、児童生徒それ

ぞれの実態に応じて個別に行う踏み込んだ指導

の両方が必要だと思いますし、子供たちの知

識、経験もそれぞれ異なる中で、一律にする指

導をどこまで踏み込んでするかというのは、極

めて慎重な、さまざまな要素を考えた判断―

踏み込むことも必要でしょうし、ある面でとど

まることも。そういうことを考えながら、具体

的な指導をどこまで盛り込むかを視野に入れな

がら、あるいは具体的な指導を個別にする部

分、全体でする部分、そういうことも視野に入

れながら検討していきたいと考えております。

○清山知憲議員 秋田県の事例なんかも研究し

ていただきながら、また、個別に対応すると

いっても、先ほどのターゲティングの話でもな

いですけれども、やっぱりできないんですよ

ね。どの生徒にすればいいのかわからないです

し。そして、せめて、壮絶な現場に接している

保健の関係者の方々、産婦人科の先生方の話
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を、まずは学校の先生方も聞いていただきたい

と思いますし、そういう現状を切実に感じてい

ただきたいと思います。

次に伺いますが、フッ化物洗口、フッ素をま

ぜたうがい洗浄液でうがいをするという取り組

みですけれども、これもいわゆる川上対策、普

遍的対策の一つと言えようかと思います。宮崎

県歯科保健推進計画では、県は学校がフッ化物

洗口に取り組めるように支援するといたしてお

ります。県内の小学校、中学校の現状につい

て、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 健康増進課の調べで

ございますが、速報値でありますから、概況と

お考えいただくといいと思いますが、平成25年

度フッ化物洗口に取り組んでいる小学校は33.7

％、中学校は29.7％となっており、平成23年度

及び24年度の取り組み状況と比較いたします

と、小中学校ともに年々増加しているという傾

向であります。

○清山知憲議員 佐賀県では、約20の市町全て

の小学校で、フッ化物洗口の実施率が100％と

なっていて、現に12歳の子供の虫歯本数の減少

が確認されているということですけれども、そ

のほかにも、県教育委員会が強くリーダーシッ

プをとって推進している県などもございます

が、宮崎県教育委員会として、より強力に推進

していく考えはないかお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における歯と口

の健康づくりにおいて、子供たちに虫歯の原因

や予防の仕方を学ばせることは、生涯にわたる

健康づくりの基礎を培う上で、極めて重要であ

ると考えております。フッ化物洗口による虫歯

予防については、今御紹介いただきましたよう

に、顕著な効果を示しているということは私も

知っております。有効な手段の一つであると認

識いたしております。このことについて、厚生

労働省の「フッ化物洗口ガイドライン」には、

フッ化物洗口を実施する場合は、本人あるいは

保護者に対して、具体的方法、期待される効

果、安全性について十分に説明した後、同意を

得て行うと示されております。県教育委員会と

いたしましては、このようなことに十分留意し

ながら、学校でしっかりと取り組むよう、積極

的に紹介していきたいと考えております。

○清山知憲議員 佐賀県では、きちんと説明責

任を果たして、全ての小学校できちんと同意を

得てやっていただいているようでございます。

福祉保健部長にお伺いしますけれども、県内の

市町村によって取り組みに差があるように思い

ますが、まず小学校に絞って、それぞれ実施率

の高いところ、低いところの市町村の状況につ

いて教えてください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成25年度末

の小学校のフッ化物洗口の実施状況でありま

す。１市４町２村の７市町村が、全ての小学校

で実施しております。一方で、６市９町１村

の16市町村では、取り組まれていない状況にご

ざいます。

○清山知憲議員 県内でも、７市町村で100％、

そして16市町村でゼロ％と、物すごく差がつい

ている状況だと思うんですね。こうした取り組

みは、子供の家庭環境にかかわらず、全ての子

供のデンタルヘルスを向上させる取り組みだと

思いますので、ぜひ県教育委員会としても、強

力に呼びかけと支援をよろしくお願いしたいと

思います。

次に、児童虐待について福祉保健部長へお伺

いします。貧困状況にある子供の数の全体像と

すると、全国で326万人と推計されております

が、その中で、生活保護世帯の未成年者の数
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は29万人、そして児童養護施設に入っている子

供の数が2.9万人と、そういう構図になっており

ます。特に児童虐待を受けている子供というの

は、さまざまな問題を抱えた中でも、最も介入

と手当てを必要としている領域だと考えており

ます。県によると、近年の相談件数は、24年度

で443件と、だんだん増加傾向にあるということ

ですけれども、児童相談所も手いっぱいである

という話も聞きます。そんな中、近年の児童虐

待防止法や児童福祉法の改正を受け、さまざま

なほかの都道府県においては、新たに「子ども

の虐待対応マニュアル」を県ごとに作成する動

きがございますけれども、我が宮崎県ではどう

いった取り組みをされているのか、お伺いしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 児童虐待への

的確な対応を行うためには、児童相談所を初

め、市町村や保育所、学校、病院等、関係機関

相互の情報共有や連携が重要であります。これ

まで、平成15年に作成した県のマニュアルや国

の手引を活用しながら、虐待事案に対応してき

たところでありますが、近年の児童虐待相談件

数の増加など、児童を取り巻くさまざまな状況

の変化に対応するためには、現在のマニュアル

の見直しは必要と考えております。今後、関係

機関にとりまして、よりわかりやすく利用しや

すいマニュアルの作成に着手したいと考えてお

ります。

○清山知憲議員 10年以上前に作成された手

引、私も質問のやりとりの中で初めて知って、

これはネットにも公開されていないので、極め

て入手困難なマニュアルなんですけれども、本

当は手軽に手元にあるべきマニュアルが入手困

難ということで、もうちょっとこれを、法改正

の趣旨なんかも踏まえて、よりよいものにして

いって、取り組んでいただきたい。これはよく

見ると、非常によくできている部分があって、

特に学校や警察、医療機関において、虐待を

疑ったときに、具体的に子供や保護者に対して

どうやって対応していけばいいのか、そういう

ことまできちんと書かれているので、ぜひこれ

をよりよいものにしていただきたいなと考えて

おります。

続きまして、児童虐待に対応する児童相談所

や、学校、福祉施設の職員についても、スキル

アップや経験の積み上げが必要という声をよく

聞きます。児童虐待防止法第４条３項では、都

道府県において、そういった人材の確保や資質

の向上に取り組まなければいけないとしており

ますけれども、我が県の取り組みについてお伺

いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県では、児童

相談所において、児童虐待対応に携わる児童福

祉司を毎年増員してきておりまして、平成26年

度には27名を配置し、専門性の高い人材の確保

に努めております。また、関係機関との連携を

強化するため、児童相談所に、教職員を初め、

警察官ＯＢや保健師、保育士等を配置し、専門

的な知識や経験を有する人材の活用を図ってい

るところであります。さらに、児童相談所職員

の専門性の強化を図るため、国立の研修機関で

の専門研修の受講等を計画的に進めるととも

に、児童福祉施設職員に対する児童処遇につい

ての研修、学校、保育所などの関係機関に対す

る虐待の発見や継続的な支援についての研修等

を実施いたしまして、関係者の資質の向上に努

めているところでございます。

○清山知憲議員 特に、児童福祉司や児童相談

所で前線に立っておられる方々のスキル向上や

適材適所なんかを充実して取り組んでいただき
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たいと考えております。

次に、質問変わりまして、県土整備部長へ、

まちづくりについて幾つか伺います。

本格的な人口減少社会を迎えて、先ほど山下

議員の質問にもございましたが、私は大きく２

つの対策が必要かと思います。１つは、先ほど

言っておられました域内の人口をふやすような

取り組み、出生率向上の取り組みや経済対策、

移住政策等、いろいろあるかと思います。もう

１つは、そういう人口減少社会に最適化したま

ちづくりを行っていかなければいけないという

ことで、これは非常に幅広く都市計画や交通政

策、居住政策、福祉政策、インフラ、それから

産業政策等、総合的なコンセプトだと考えま

す。宮崎の場合は、「都市計画に関する基本方

針」を10年前に策定しておりますけれども、そ

ろそろ現状を踏まえた改訂が必要じゃないかと

考えますが、いかがでしょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 「都市計画

に関する基本方針」につきましては、本県の都

市づくりの方向性を示すものとして平成16年５

月に策定し、さらに、平成18年の都市計画法な

どの「まちづくり三法」の改正に伴い、当方針

を補完するため、「宮崎県まちづくり基本方

針」を平成20年３月に策定したところです。そ

の後、東日本大震災を受け、平成23年12月に

「津波防災地域づくりに関する法律」が制定さ

れ、また、本年５月には「都市再生特別措置

法」が改正されるなど、防災・減災の対応やコ

ンパクトなまちづくりのさらなる推進など、都

市を取り巻く情勢が大きく変化してきておりま

す。このため、県としましては、これらを的確

に反映させるとともに、県民の皆様や各市町村

の意見を十分に聞き、また、「宮崎県まちづく

り基本方針」の関連性も十分考慮しながら、よ

りよい「都市計画に関する基本方針」となるよ

う、平成28年度までに改訂を行ってまいりたい

と考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、よりよい方針を定めて

いただきたいと思います。

内田副知事にお伺いしたいんですが、現時点

で、まちづくりを支援する県の方向性として、

こうした「まちづくり基本方針」がまとめられ

ておりますが、しかし、その一つ一つの実効性

については、かなりの疑問が感じられます。今

後、県内でも、宮崎、延岡、都城、日向、西都

等、いろいろな都市の市街地において、人口減

少、高齢化が進んでいく中で、市街地ならでは

のさまざまな問題が生じてまいると思いますけ

れども、県もこうした支援の実効性を高めるた

めに、基礎自治体との協議や庁内での協議、そ

うした横断的な取り組みをしていく必要がある

んじゃないかなと思うんですが、いかがでしょ

うか。

○副知事（内田欽也君） 今後の急激な人口減

少・超高齢社会に対応した安全・安心で暮らし

やすいまちづくりというのは、非常に重要であ

ると認識しております。このような中で、市町

村が地域の実情に応じたまちづくりを実現して

いくためには、県と市町村がそれぞれの役割を

十分認識しながら、県としては、道路の整備、

公営住宅の整備、あるいは広域的な観点からの

調整ですとか的確な情報提供など、ハード・ソ

フト両面から、市町村と一緒になって取り組ん

でいくことが必要であると考えております。こ

のため、今年度から、県内を６つ程度のブロッ

クに分けて、圏域市町村とまちづくりに関する

勉強会を開催するなど、今後とも、市町村の取

り組みへの支援を強化するとともに、庁内の関

係部局での意識や情報の共有をさらに充実させ
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るなど、積極的にまちづくりに取り組んでまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 一つ前に進んだような姿勢を

示していただいて、ありがとうございます。

続きまして、県は、平成21年から宮崎都市圏

交通総合戦略を策定しておりまして、この人口

約50万人を抱えた宮崎都市圏の交通戦略とまち

づくりのあり方を定めておりますが、平成25年

度は、この戦略の中での幾つかの短期目標を達

成するとした年度でした。しかし、議会にも特

に報告がございませんでしたし、そうした総括

をしたという話も聞きませんでしたけれども、

県土整備部長へお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 平成21年３

月に策定しました宮崎都市圏総合交通戦略につ

きましては、平成25年度までを短期、平成30年

度までを中期としまして、自動車交通混雑の緩

和など４つの評価項目について、それぞれ目標

値を定めているところであります。その短期目

標値の達成状況につきまして、自動車交通混雑

の緩和に関する車の旅行速度は、直近の平成22

年度データでは目標を達成しておりますが、そ

の他の３つの評価項目については、平成24年度

実績値で申し上げますと、鉄道の乗降者数につ

きましては、目標値１日平均２万7,300人に対し

約２万5,800人、バスの乗客数については、年

間340万人に対し約269万人、宮崎市街地の歩行

者数につきましては、１日８万4,600人に対し約

４万9,300人となっているところであります。

○清山知憲議員 バスの乗降客や通行者数な

ど、それぞれの達成度は、目標値からすると、

かなり厳しいものがあると思いますが、今後、

具体的にどのように取り組んでいかれるのかお

伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、平

成21年度に、行政機関や交通事業者、学識経験

者などから構成されます、官民一体となった推

進協議会を立ち上げ、公共交通の一層の利用促

進を図るため、宮崎駅西口交通センターの整備

に合わせたバス運行ルートの見直し、さらに

は、木花駅前広場整備に伴い、鉄道とバスの乗

り継ぎを連動させたフィーダーバス社会実験を

実施するなどの施策を展開してまいりました。

また、今年度は、小戸之橋かけかえ工事に伴い

ます渋滞状況を踏まえ、一ツ葉有料道路などを

活用した通勤バスの試験運行を検討していると

ころです。

超高齢社会を迎え、人に優しい暮らしやすい

まちづくりを進めるため、公共交通機関の利便

性の向上を図ることは、極めて重要であると考

えております。現在、バス事業者におきまし

て、バス運行状況を利用者にお知らせする新た

なシステムの導入なども検討していると伺って

おりますが、県としましては、今後、協議会を

さらに活性化させ、公共交通機関の利便性向上

がなお一層図られ、平成30年度の目標が達成で

きますよう、官民一体となって取り組んでまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 目標達成に向けて、厳しく臨

んでいただきたいと思います。

続いて、昨年の一般質問において、公共施設

マネジメント白書の作成というものを提案させ

ていただきました。それから、国においても、

この白書、つまり公共施設等総合管理計画と呼

びますけれども、各都道府県において作成を求

める通知が、この間の４月にも出されておりま

す。これには、平成26年度からの３年間、措置

率２分の１で特別交付税措置がついております

が、今後作成する計画があるのか、総務部長に

お伺いします。
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○総務部長（成合 修君） 公共施設等総合管

理計画につきましては、厳しい財政状況や人口

減少等の状況を踏まえ、長期的な視点を持っ

て、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化など

を計画的に行うことにより、財政負担の軽減・

平準化や公共施設等の最適な配置の実現を目指

すものであり、早急に取り組むべきものと認識

しております。計画策定におきましては、いわ

ゆる箱物に限らず、道路や橋梁などの全てのイ

ンフラ、公共施設等を対象としているため、今

後、関係部局と十分連携を図りながら、全庁的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 これからだということで、ぜ

ひよろしくお願いします。

まずは、県有施設の現状について、県が保有

する施設棟数と老朽化の状況等、あわせてお伺

いしたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 県が保有いたしま

す建物の棟数及び延べ床面積につきましては、

病院局、企業局、それと警察本部を除きました

数値でございますけれども、平成26年３月末現

在で、棟数が約4,200棟、延べ床面積が約195万

平方メートルとなっております。また、その老

朽化の状況につきましては、劣化が顕著にあら

われ始めます建設後30年を経過した建物の割合

で申し上げますと、平成26年３月末現在、延べ

床面積ベースで46.1％であります。10年後に

は65.5％になる見込みでございます。以上で

す。

○清山知憲議員 既に30年を超えた建物が延べ

床面積ベースで46％ということで、これはきち

んと今後、管理計画を行っていかなければいけ

ないと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

続いて、質問変わりまして、青島観光につい

てお伺いします。

今年度、３億4,200万円かけて県立青島亜熱帯

植物園の事務所、トイレ、大温室を１カ所にま

とめた改築工事を行います。青島神社は近年、

観光客数が伸びておりまして、平成24年度で83

万9,000人、25年度は90万とも聞いておりますけ

れども、一方、亜熱帯植物園は24年度で１

万9,000人と、大体神社を訪れる人の2.3％ぐら

いしか集客できていないのが現状です。今後、

国民宿舎跡地に、宮崎市において駐車場を整備

して、イベント広場なんかを設置して、そっち

のほうから亜熱帯植物園の中を通って青島神社

に向かう、そうした観光客の動線もできてまい

りますので、今度の大温室の改築は、そうした

動きや青島活性化の中で大きな意味を持つと考

えておりますが、ぜひ、学術的な植物保全以外

にも、観光客にとって魅力のある施設をつくる

ような視点を取り入れていただけないか、県土

整備部長へお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 新しい温室

につきましては、亜熱帯植物に造詣の深い専門

家や地元代表者などから成る検討委員会を設置

しまして、現在の温室から移し変える植物や新

たに植えつける植物の選定及び展示方法等につ

いて十分検討を行い、さらに幅広く県民の皆様

からの御意見も伺いながら、宮崎らしさを醸し

出すような魅力ある温室となるよう、今年度中

に植栽レイアウトを決定することとしておりま

す。また、今回の改修にあわせ、新しい温室に

隣接して、イベント開催や休憩するスペースを

整備する予定にしておりまして、青島に観光で

訪れた多くの方々が、集い、くつろぎ、ゆっく

り楽しむことができる施設となりますよう、観

光部局や宮崎市とも十分連携して取り組んでま

いりたいと考えております。
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○清山知憲議員 ありがとうございます。

旧青島橘ホテル跡地について、損害賠償を求

めたブルーアイランドリゾート社が控訴を断念

して、一応の決着を見ておりますけれども、今

後、ここをどのように利活用していくかが、青

島に非常に大きな影響を与えると考えておりま

す。県は、この再開発や利活用について、宮崎

市や財産区と何らかの協議を行っているのか、

教えてください。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 旧青島橘

ホテル跡地は、折生迫財産区が所有・管理して

おり、その再開発・利活用につきましては、地

区住民の意思を十分に反映させながら、当財産

区と財産区管理者である宮崎市長において検討

が進められてきております。宮崎市から、財産

区の再開発・利活用について、具体的な相談を

受けたことはありませんが、青島は本県を代表

する観光地の一つであり、今後、その活性化が

図られることを期待しているところでありま

す。

○清山知憲議員 今後、機会を捉えて、何かあ

れば、県としても積極的に協力をお願いしたい

と思います。

青島というところは、観光地としての再活性

化策は、宮崎市とか宮崎市観光協会が先頭に

立ってやっているわけですけれども、しかし、

現実には、あそこを通っている参道は県道です

ね。県が管理しておりまして、その脇にあるト

イレは自然環境課が管理していて、対面の国民

宿舎跡地と亜熱帯植物園は都市計画課、ビーチ

に出ると中部港湾局、そして観光の話、「波

旅」になると観光推進課と、非常にこれは県の

各部署が縦割りに管理しているような状況で、

青島の活性化を図って誰かが何かしようとした

ら、必ずそれぞれの県の各部署との協議を挟ま

なければいけないという効率の悪い状況もあり

ます。そこで、県と市で青島の活性化について

一体的に協議する場が必要ではないか、部長の

見解をお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 青島の再

開発につきましては、宮崎市が策定した「青島

地域活性化基本計画」に基づいて進められてお

りますが、青島は本県を代表する観光地の一つ

であり、県有地も多く存在しておりますことか

ら、県といたしましても、今般の植物園のリニ

ューアルを初め、宮崎市と連携しながら、さま

ざまな支援・取り組みを行ってきたところであ

ります。御質問の県と市の協議の場につきまし

ては、基本計画の円滑な推進を図るため、県・

宮崎市の関係各課で構成する「青島地域活性化

行政連絡会」が設置されております。今年度、

宮崎市では、この基本計画の見直しを行うこと

となっており、県としましても、この行政連絡

会を通じて、宮崎市との連携をより強固にして

いきますとともに、商工観光労働部といたしま

しても、県の調整窓口としての役割を積極的に

果たしてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。

総務部長に伺いたいんですけれども、ちょっ

と関連するんですが、現時点で、宮崎県と宮崎

市との人事交流の状況についてお伺いしたいと

思います。

○総務部長（成合 修君） 宮崎市との人事交

流につきましては、本年４月１日現在で、県か

ら宮崎市に対しまして、事務職１名、獣医師１

名の計２名を派遣しております。また、逆に宮

崎市からは、事務職２名、獣医師１名、消防関

係職員３名の計６名を受け入れております。

○清山知憲議員 先ほどの青島の状況にしろ、

まちづくりのテーマにしろ、県庁所在地である
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宮崎市と宮崎県の間には、協調して取り組むべ

きテーマや、また、ほか二重行政の解消にも取

り組むべきテーマも多いんですが、今、事務職

１名を市に出して、２名を受け入れているとい

うことで、それぞれの自治体の規模を考える

と、まだまだ人事交流を拡大して、より密接に

情報共有や連携を強めていくべきだと考えるん

ですが、この点について、知事の見解をお伺い

します。

○知事（河野俊嗣君） 県と市町村の連携の深

め方は、さまざまな手法があろうかと思いま

す。県庁所在地である宮崎市とは、幸い今、

トップ同士、非常に円滑なコミュニケーション

が図られているところでありまして、事務方の

協議もしやすい状況があるかというふうに思っ

ております。その上で、人事交流は、市町村、

県のそれぞれの人材育成という観点、また、さ

まざまな施策の連携を深めるという観点で、非

常に重要な取り組みというふうに考えておりま

して、私も総務部長時代から、これは積極的に

取り組むという方針で進めてきております。今

御指摘がありましたような宮崎市との観光も含

め、さまざまな課題等を抱えておるところでご

ざいまして、今後とも、宮崎市の受け入れ体制

や要望なども踏まえながら、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、それぞれトップからの

いい流れも受けて、壁を取り払っていただきた

いと思います。

続いて、次の質問で、病院局長にお伺いした

いんですが、県立宮崎病院の救命救急センター

について。これは、県内で初めて整備を受けた

三次の救命救急センターですけれども、ハード

面や運用面でいろんな問題を抱えているのが今

までにわかっております。特に平成24年３月ま

では、そこに常駐する専門の救急医師がゼロ人

という異常な事態が続いておりましたけれど

も、そこへ沖縄県立中部病院のＥＲ―Emergen

cy Roomの略ですけれども、そうした国内でも

トップクラスの実績と歴史を誇る救急センター

の事実上トップとして働いておられた雨田先生

が赴任してくれました。

ＥＲというのは、多くの大学の救命救急セン

ターのように重症患者に特化したような救急で

はなくて、一次から三次まで幅広く、患者さん

の重症度によらないで、365日24時間受け入れ体

制をしきます。そうした救急体制こそ、患者さ

んにとっても理想的で、かつ総合医を目指す医

師にとっても、全ての医師に対してもそうなん

ですけれども、必要な重症度判定とか初期診

断、初期治療といったトレーニングに絶大な効

果を生むところであります。ＥＲの専門である

雨田先生が赴任してこられたタイミングを生か

して、この病院の救命救急センターは、今後、

宮崎市内に宮崎大学と並んで全く同じタイプの

救急センターを整備するというよりも、異なる

タイプの救急でお互いに補完していくような考

え方をとるべきじゃないかと考えますが、いか

がでしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 宮崎病院の再整備

につきましては、現在、基本構想の策定に取り

組んでいるところでございますが、特に救命救

急センターにつきましては、ハード・ソフト両

面における充実・強化が大きなテーマとなって

いるところであります。現在、宮崎病院では、

三次の救急医療を担うセンターとして、重篤患

者を中心に受け入れを行っているところでござ

いますが、その運営のあり方につきましても、

基本構想を策定する中で、関係機関等の御意見

も伺いながら検討してまいりたいというふうに
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考えております。

○清山知憲議員 救命救急センターについて

は、先日、私も議会で申し上げましたけれど

も、救急搬送を断らざるを得ない件数が600件を

超えているような問題を抱えていて、さらに、

その一方で、どんどんまだ宮崎県内は高齢化が

進んでまいります。また、高速道路も整備し

て、より宮崎市に患者さんが搬送される、また

受診にやってくるという状況も加速化していっ

て、実際に県立宮崎病院でのセンターの受け入

れ救急患者数、救急搬送の受け入れ件数は、平

成21年ごろの1,900件から25年度は3,200件ぐら

いですかね、3,000件を超えるような件数にふえ

てきております。それだけニーズがあって、ま

た、患者さんも自分たちが何か胸やけとかいろ

んな症状を発症したときに、自分は三次だから

三次に行こうとか、自分は軽症だから初期急病

センターに行こうという判断は、そもそも素人

にはできないんですね。

だから、先日も申し上げましたけれども、我

々が教わったことは、胸やけでも心筋梗塞の患

者さんがいる、ただのせきや息苦しさでも重篤

な肺炎の患者さんもいる、ましてや素人の患者

さんたちにはその判断ができない、そうしたと

ころに幅広くどんな患者さんでも来ていいです

よと、そして初期の研修医が、医療者、看護師

も含めて、そのフィールドで勉強することがで

きるという意味で、ＥＲというものは、多くの

国内の研修医を集めている病院では、かなり採

用されているようなタイプの救急医療センター

でございます。再質問はしませんけれども、ぜ

ひ、いろんな意見や県外の状況なども調査して

いただいて、再整備計画というのは非常に大き

な節目だと思いますので、検討を加えていただ

きたいなと思っております。

最後の質問になりますけれども、福祉保健部

長へ、医師修学資金貸与条例施行規則、非常に

細かいんですけれども、この県の規則について

お伺いします。

県は、医学部の在学中に修学資金の貸与を受

けたドクターに対しまして、中山間地等の僻地

に誘導する目的で、知事が指定するような僻地

に赴任した場合は、２年間、返還義務、必要勤

務期間の短縮を行いますという特例を設けまし

た。そこまではいいんです。僻地に誘導するイ

ンセンティブを設けたということで、いいと思

うんですけれども、しかし、その特例を受ける

条件をさらに規則で定めたところが、ちょっと

よくなかったかなと思っております。よりに

よって、その条件として、７つある基幹型の研

修指定病院の中で、ただ１つを県が恣意的に選

択して、そこでの研修を受けることを条件に、

２年間の特例を適用しますという規則の内容に

なっております。

問題点は２つありまして、１つ最大の問題

は、行政が恣意的に研修機関、トレーニングの

場を指定しているということ、選別していると

いうことですね。医療者という専門職がどこで

自分たちは研修を受けるべきか、それはそもそ

も行政が判断して決定するべき話ではないんで

すね。宮崎県が今まで若手医療者の確保に失敗

し続けて、今般の医師不足を招いて、非常に厳

しい状況を僻地においても招いているのは、ひ

とえに行政のこの分野における無理解と、それ

から病院側の努力が足りなかったこともあると

思うんですよ。そこで、今、宮崎県が県内の研

修指定病院の一つを指定して、そこでのトレー

ニングを受ければ、僻地でうまくいく医師が育

ちますということを県が判断することそのもの

が、越権というか、行政がやるべき話じゃない
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んです。

２点目は、そうした規制を設けることで、そ

もそも特例を受ける対象者が激減してしまうこ

とです。今、医学部に在籍している対象者は大

体80人前後いますけれども、今、一つの研修指

定病院に限定していることによって、毎年２～

３人の特例対象者しか生まれないので、これは

県内で医師不足によって困窮している各自治体

の状況を余りに甘く見ているんじゃないかなと

思います。こうした制約について、県として省

略していって、よりシンプルな規則にしていく

べきだと考えますが、部長の見解をお伺いしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 専門医志向が

主流の中にありまして、僻地医療には、多様な

疾患等に対応できる総合医のスキルが必要なこ

とや、専門医資格の取得がおくれるなどの理由

から、僻地での勤務を希望する若手医師はほと

んどいないのが現状であります。このような

中、昨年４月に設置されました地域総合医育成

サテライトセンターでは、僻地医療等に関心と

スキルを持つ医師を育成するための初期・後期

を通じた研修体制が整備されたところでありま

す。このため、僻地に定着する医師の確保を強

力に推進するためのインセンティブ策として、

医師修学資金貸与者が、県立日南病院での初期

研修及び同センターでの後期研修を行った後、

僻地医療機関に勤務した場合に、必要勤務期間

を短縮する規則改正を行ったところでありま

す。僻地における医師確保は、困難性の高い課

題でありますので、今後とも引き続き、関係者

の意見も参考にしながら、制度運営について、

さまざまな観点から検討してまいりたいと存じ

ます。

○清山知憲議員 ちょっと説明をしていただい

ただけで、私の質問に答えていないんですけれ

ども……（２回目ブザー）制約を取り除くべき

だと考えているんですが、どう考えております

か。

〔「議員の意見を参考にせんと。せっかく

いい提案をしているのに」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 清山議員。

○清山知憲議員 私は制約を取り除くべきだと

考えているんですが、どうですか。

○福田作弥議長 福祉保健部長。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今回の改正

は、昨年４月に改正したばかりでございまし

て、その状況、まだまだ時間が、もう少しいた

だけないかなと思っております。日南のほう

で、熱心な指導医が一生懸命今頑張っていただ

いております。その取り組みをまず見守ってま

いりたいというふうに考えております。

○福田作弥議長 清山議員。

○清山知憲議員 最後にしますけれども、それ

は条件をフェアにしないとできないんですよ、

評価が。条件をフェアにしないと。わかります

か、言っている意味。（「時間、時間」と呼ぶ

者あり）このほかの研修病院では、僻地に行く

医師は育たないと考えておられるんですか。も

う最後にします、これで。

○福田作弥議長 福祉保健部長。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ほかの研修病

院においても、必死に医師の研修をされている

ということでございますが、今回、このサテラ

イトセンターを指定いたしましたのは、サテラ

イトセンターでは、総合医に特化した研修を行

うというふうに私ども判断いたしましたので、

まずはサテライトセンターで行っていただくこ

とに特例を設けたということでございます。

○福田作弥議長 清山議員。
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○清山知憲議員 終わります。

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 椎葉村に栂

尾という地域があります。小丸川の源流に位置

し、人口が次第に減少している小さな集落で

す。ここにある尾崎郵便局が突然、今月廃局に

なります。廃局の理由は、日本郵便株式会社は

極めて厳しい経営環境にあり、今後なお一層の

健全経営を図るため、利用の減った尾崎局を閉

めるというものです。郵便事業は、平成19年に

民営分社化され、現在は日本郵便株式会社に

なっており、郵便事業収入及びゆうちょ銀行・

かんぽ生命保険からの受託収入で経営されてお

り、利用が減少して厳しい経営環境にあるとは

言われていますが、ＪＡなどが大きく店舗数を

減らす中、郵便局数は、民営化後も全国約２

万4,000局を維持してきました。４カ月後に廃局

という突然の通知に、郵便局が唯一の金融機関

である栂尾地区の住民は途方に暮れました。人

口が減少している中で廃局はやむを得ないとし

ても、せめて１年ぐらいは簡易局としてでも存

続してほしい。地元住民の必死の訴えの結果、

廃局とはなるものの、週に２回、１日３時間の

事務所サービスを廃局後１年間行うことになり

ました。郵政民営化法では、郵便事業のユニバ

ーサルサービスの提供が義務化されましたが、

ユニバーサルサービスはどう定められているの

か、高校の後輩になります総務部長に伺いま

す。

次に、林業政策について環境森林部長に伺い

ます。

敗戦後のはげ山となった国土に営々と植え、

育てられた約1,000万ヘクタールの人工林資源が

成熟し、国産木材の量的な供給体制が政策的に

整えられた今、待望の国産材新時代を迎えよう

としています。本県においても、先人たちの努

力で、森林資源はかつてないほど充実していま

す。杉丸太生産量の連続日本一、路網整備や高

性能林業機械導入による生産基盤の充実、そし

て、大手企業の誘致、木質バイオマスプラント

の複数立地など、機が熟した感があります。た

だ、それを動かすのは人です。人材をいかに確

保するか、いかに育成するかが重要と思いま

す。さきの議会までに、複数の議員から林業大

学校の設置について質問がありました。秋田県

では、東北・北海道では初めてとなる林業大学

校がスタートすると聞きます。民有林の杉人工

林面積が全国一にもかかわらず、林業従事者が

高齢化していることから、若年技術者の育成を

目指し、１学年15名、年間1,200時間の研修を２

年間行い、修了時に知事認定の「林業技術管理

士」の資格を与えられるようです。本県では、

林業アカデミーを開設し、林業技術者の養成事

業を始めておりますが、その概要について伺い

ます。

また、人材育成を初め、これまで以上に本県

は日本の林業をリードしていかなければならな

いと思いますが、宮崎の林業振興への抱負を環

境森林部長にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○総務部長（成合 修君）〔登壇〕 お答えし
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ます。

郵便事業におけるユニバーサルサービス、い

わゆる誰もがひとしく受益できる公共的なサー

ビスにつきましては、日本郵便株式会社法の第

５条において、「業務の運営に当たっては、郵

便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決

済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役

務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一

体的にかつあまねく全国において公平に利用で

きるようにする責務を有する」と定められてい

るところであります。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（徳永三夫君）〔登壇〕 お答

えします。

「みやざき林業青年アカデミー」についてで

あります。本県林業を持続的な成長産業として

いくためには、若い林業者を育成していくこと

が大変重要であると考えております。このた

め、県ではことし４月、林業技術センター内に

「みやざき林業青年アカデミー」を開設したと

ころであります。このアカデミーは、林業就業

希望者を対象に、年間1,200時間以上の研修をす

るものでありまして、その内容でございます

が、森林・林業に関する基礎的な学問、それか

ら、林業経営に関する専門的な知識に加えまし

て、苗づくりから造林、伐採、製材、さらには

林業高性能機械の操作など、実践的な技術の習

得を目指すものであります。本年度は、県北出

身者５名の入校生を迎えておりますが、今後、

宮崎大学や市町村など多くの関係者の意見を聞

きながら、研修内容の一層の充実を図って、地

域林業をリードする質の高い担い手を育成して

まいりたいと考えております。

次に、本県林業振興への抱負でありますが、

御質問にありましたように、本県は、豊富な森

林資源を有し、林内路網や高性能機械など、生

産基盤の整備を積極的に進めてきたところ、杉

の生産量が23年連続して日本一となっておりま

す。また、製材工場の整備や木材乾燥機械の導

入などによりまして、製材品出荷量も全国３位

と、我が国有数の林業県として確固たる地位を

築いているところであります。

一方で、木材価格の低迷や担い手の減少・高

齢化、さらには森林の再整備、野生鳥獣被害対

策など、さまざまな課題を抱えていると認識し

ております。このような中ではありますが、こ

とし、中国木材株式会社日向工場や木質バイオ

マス発電施設の建設が進んでおりまして、本県

林業にとっては追い風が吹き始めたなというふ

うに感じておるところでございます。この追い

風を絶好の機会と捉えまして、木質バイオマス

の需要拡大、森林資源の再整備、さらには人材

の育成等に積極的に取り組み、本県林業を裾野

の広い成長産業として前に進め、山村地域の振

興はもとより、日本林業のリーダーとしての役

目を果たせるよう努力してまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○黒木正一議員 郵便事業でありますけれど

も、ユニバーサルサービスの責務を法定する規

定には、「あまねく全国において公平に利用で

きるようにする責務」とあるということです

が、日本郵便株式会社法施行規則には、郵便局

の設置基準として、いずれの市町村においても

１つ以上の郵便局を設置しなければならないと

されており、また過疎地においての基準とし

て、現に存在する郵便局ネットワークの水準を

維持することを旨とすることとなっています。

これは、今ある郵便局ネットワークを全て維持

することが保証されているわけではないという

ことです。本県にはありませんが、全国には、
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郵便局以外に民間金融機関がない町村が24カ所

あり、こういうところは別として、採算の悪い

僻地の郵便局から次第に廃局になる可能性があ

るということです。

栂尾地区には、国指定の重要無形文化財の栂

尾神楽があり、11月には、地元の人と日向市や

宮崎市などからふるさとに集まった方々とで神

楽が舞い継がれています。営々と小丸川の源流

を守ってきた地区の皆さんが、郵便局という拠

点を失うことで諦めの心境にならなければいい

がと心配です。県におきましては、日本郵便の

情報を十分に把握され、地方の衰退につながら

ないような対応をお願いいたしたいというふう

に思います。

環境森林部長は、先ほど、森林資源の再整備

が本県の課題の一つと言われましたけれども、

植栽未済地対策について伺います。林業地帯で

は今、下刈り作業の時期を迎えています。温帯

モンスーン地帯にある日本の農業は、雑草との

闘いとよく言われますが、林業も同じです。植

えられた杉やヒノキの周りの雑草を刈る仕事

で、夏の一番暑い時期に行い、これ以上厳しい

仕事があるのだろうかと思う作業です。今でこ

そ草刈り機ですが、昔は鎌でした。草刈り機は

使うようになったものの、木を植えたり、雑草

を刈ったり、これだけは大型機械化できない仕

事です。木が成長して収穫の時期を迎えた今、

「育てる林業」から「利用する林業」の時代に

なったとよく言われます。そのとおりだと思い

ます。ただ、50年、100年後に豊かな森林を育て

ることも重要なことと思います。適地において

は木を切ったら植える、この基本を忘れてはな

りません。雇用の場の少ない山村にとって、育

林は重要な雇用対策です。植栽未済地が都市部

周辺から次第にふえつつあると聞きます。この

ままでは森林の公益的機能も発揮できなくなる

という声も聞きます。植栽未済地の現況と今後

の対策について、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（徳永三夫君） 森林を伐採

後、３年経過して植栽されていない、いわゆる

植栽未済地でございますが、平成20年の調査で

約2,500ヘクタールありましたが、平成25年９月

現在で約750ヘクタールとなっております。県で

はこれまで、植栽未済地の発生を抑制するた

め、年間約2,000ヘクタール発生いたします伐採

跡地に対しまして、森林整備事業や森林環境税

を活用いたしまして、約1,600ヘクタールの再造

林を実施しているところであります。今後、大

型製材工場や木質バイオマスの稼働に伴い、伐

採面積が増加すると見込まれます。さらに、御

質問にありましたように、近年、人家裏、公道

近く、都市部においての植栽未済地の増加を懸

念しておりまして、土砂災害等の発生を危惧し

ておりますので、引き続き、森林所有者への指

導に努めるとともに、市町村、森林組合も含め

た関係団体等の意見を聞きながら、植栽未済地

の解消に向けた対策、体制づくりについて検討

をしてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 植栽未済地が次第にふえてい

るというのは、木材価格の低迷とか後継者不足

とか、構造的な問題があろうかというふうに思

いますけれども、植林後、鹿などの食害で全滅

するなどして、意欲をなくしていることもあり

ます。本県においては、鳥獣被害対策支援セン

ターによる全県的な取り組みで成果を上げてい

る地域もありますが、その被害は広がっており

ます。また最近、マダニが媒介する感染症の発

症数、死亡数が全国一となり、その生息拡大原

因の一つにイノシシとか鹿などが考えられてい
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るなど、なお一層の対策が求められています。

全国的に鳥獣被害が深刻化する中、ふえ過ぎた

野生鳥獣を適正に管理するため、国が主体的に

捕獲に乗り出すことを盛り込んだ鳥獣保護法の

改正が行われたようですが、その内容について

お伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 改正鳥獣保護

法につきましては、全国的に鳥獣による農林作

物への被害が深刻化しているため、従来の鳥獣

の保護政策から、生息数を適正な水準に減少さ

せる管理政策へと、大きく方向を転換したもの

であり、去る５月30日に公布され、１年以内に

施行されることとなりました。

主な改正内容でございますが、１つ、特定の

鳥獣について、国や県がみずから有害捕獲をす

る場合は、許可が不要となったこと。１つ、捕

獲を行うことができる法人に―これまで森林

組合や農業協同組合等でございましたが―一

定の基準を満たす民間事業者も追加されたこ

と。１つ、これまで禁止されておりました住居

集合地域等―人家の多いところなんですが

―での麻酔銃による捕獲が、今回、都道府県

知事の許可でできるようになったこと。１つ、

わな猟の免許取得年齢が、現行の20歳以上か

ら18歳以上に引き下げられたことなどでありま

す。

○黒木正一議員 次に、木炭生産の振興につい

て伺います。先日、門川町に炭焼きを始める若

い人がいると聞いて行ってきました。門川町も

奥に入れば森林地帯で、林業やシイタケ栽培も

行われています。猿の群れもおり、カシなどの

炭の原木も多く、これまでも生産が行われてお

り、現在、16トンの生産があります。新たに炭

焼きを始めるのは２人で、３基の炭窯をつくっ

ているところでした。技術を持った先輩の指導

を受けて成功してもらいたいと思います。

日本における木炭の生産量は次第に減少して

おります。本県においても同じことが言えま

す。本県の生産量は、24年、白炭が508トンで全

国３位、黒炭が88トンで全国13位、合計596トン

で全国５位となっています。県内の地区別生産

量は、美郷町が320トンと断然多く、次いで延岡

市の147トン、三股町が72トンで、県北が白炭、

県南が黒炭の生産地と言えます。かつては、生

産された炭が売れずに困っている話をよく聞い

たものでしたが、炭の需要は現在どうなってい

ますか、お伺いします。

美郷町の生産者にはＩターン者も複数います

が、今後生産を伸ばしていくには、原木の安定

供給体制づくりが不可欠と思われます。「ひゅ

うが備長炭ブランド強化対策事業」で販売力及

び生産体制の強化に取り組むことになっていま

すが、その概要についてお伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 本県の木炭生

産を代表いたします白炭につきましては、東京

市場を中心に流通しておりますが、生産者の高

齢化や後継者不足、原木不足などによりまして

生産量は減少し、需要に供給が追いつかない状

況であります。また、県産白炭は、和歌山県の

「紀州備長炭」に比べますと、そのブランド力

が不足しておりまして、販売価格が低いことが

課題となっております。このため、ことしか

ら、新たに「ひゅうが備長炭ブランド強化対策

事業」に取り組みまして、原木の安定確保に向

けた体制づくりや、品質・規格統一のための研

修会の開催を実施することといたしておりま

す。これらの取り組みを通しまして、県産白炭

の生産体制やブランド力の強化に努めてまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 次に、森林整備加速化・林業
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再生事業について伺います。本事業は、生産か

ら加工・流通に至る生産基盤の充実、またバイ

オマス施設整備など、林業・木材産業を取り巻

くさまざまなニーズに柔軟に対応し、本県にお

いても多くの実績を上げてきました。特に今回

は、東日本大震災の被災地での本格的な復興に

必要な木材を安定供給するとともに、内需振興

型産業である林業・木材産業の再生を図る目的

で延長・継続されてきましたが、26年度で終期

を迎えます。国産材の自給率を上げ、林業の成

長産業化の実現を図るためには、事業の継続・

拡充が必要です。国に対して、本事業の継続・

拡充を強く求めていただきたいと思いますが、

知事に考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 森林整備加速化・林業

再生事業でありますが、川上から川下に至りま

す総合的な対策を複数年にわたって実施でき

る、自由度が高く、大変重宝する財源というこ

とで、各方面からの要望も強い事業でありま

す。本県におきましては、21年度の事業創設以

来、国から累計で約180億円の補助金を受けまし

て、間伐や路網の整備、高性能林業機械の導

入、また、木材加工施設や木造公共施設などの

整備、さらには、原木シイタケの生産振興や消

費拡大に向けた取り組みなどを進めてきたとこ

ろであります。本県の森林資源は、先人の御努

力によりまして、全国に先駆けて充実したもの

となっておりますので、この資源を有効活用

し、さらにこれを次の世代へと引き継いでいく

ことが大変重要であると考えております。

先日、「ウッジョブ」という、林業に取り組

む青年を取り扱った映画を見たわけであります

が、ある親方が弟子に向かって言う言葉が、自

分たちが今、立派な仕事をしたかどうかは、自

分たちが死んだ後、子や孫の世代になってよう

やくわかるんだというようなセリフがあって、

森林・林業の本質に心打たれましたし、今を生

きる我々の責務というものも感じたところであ

ります。

この事業が終了しますれば、林業の成長産業

化に向けた取り組みが減速し、本県の経済活動

にも大きな影響を及ぼすことが懸念されるとこ

ろでありまして、事業の継続・拡充につきまし

て、私みずから積極的に働きかけてまいりたい

と考えております。先日も、前副知事の牧元林

政部長が来県されたときにもお話をしました

し、今週末、林野庁長官も来県をされ、意見交

換の機会もございますので、そういう機会を捉

えながら、また、全国知事会などとも連携をし

て強く働きかけてまいりたいと考えておるとこ

ろでございまして、県議会の先生方のお力添え

もよろしくお願い申し上げます。

○黒木正一議員 ぜひ一体となって要望してい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

私も先日、「ウッジョブ」という映画を見て

きました。平日だったんですけど、若い女性と

か若いカップルが来ているのが非常に驚きでし

た。大学受験に失敗した青年が、「緑の雇用」

事業を利用した１年間の研修プログラムで、携

帯電話も通じない山奥に行って、そこでのいろ

んな人間模様を描いた映画でありましたけれど

も、その中で、林業は油断すると重大事故につ

ながるということで、非常に厳しい安全教育が

行われておりました。例えばチェンソーでの伐

木とか、そういうものが非常に印象に残ったん

ですけれども。

本県において、このところ、林業労働災害が

増加しているというふうに聞きます。ことしに

入って２回以上死亡災害が発生している北海
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道、兵庫県、宮崎県に対して、林業死亡労働災

害多発警報が発令されており、防止対策が求め

られています。何より安全作業の徹底が第一で

すが、若い就業者もふえており、安全教育も重

要と思います。本県における林業労働災害の発

生状況と防止対策について、環境森林部長にお

伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 厚生労働省の

調べによりますと、平成25年における本県の林

業労働災害の発生件数は105件、そのうち６件が

死亡災害となっております。また、本年に入り

まして、既に３件の死亡事故が発生しておりま

して、大変危惧しているところであります。こ

のような中、国におきましては、昨年、労働安

全衛生規則の一部が改正されまして、作業現場

での安全確保を図るために、作業計画の作成や

作業指揮者の設置等が新たに定められたところ

であります。このため、県といたしましては、

安全衛生指導員による巡回指導の強化や、事業

主を対象といたしました研修等の充実に取り組

んでまいりたいというふうに考えております。

御質問にありましたとおり、林業労働災害を防

止することは、若者の新規参入を促進する上で

大変重要と考えておりますので、今後とも、関

係機関と連携を図りながら、しっかり取り組ん

でまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 次に、災害時における救急体

制について伺います。本県において、死亡を含

む林業労働災害が多いのは、地形の問題も一つ

はあるのではないかというふうに思いますが、

用心していても事故は起こります。重大な事故

が発生した場合、重要なのは、それぞれの地域

やドクターヘリなどの救急体制と情報体制の整

備ではないかと思います。ドクターヘリが運航

することになり、救急体制は大きく前進しまし

たが、万能ではありません。その一つに、ホイ

スト機能がないことがあります。傷病者の引き

上げ収容ができないことです。引き上げること

ができなくて救出困難な場合もあり、医師が救

助隊と一緒に現場におりれば救出できる事例も

あるということで、そのような場合、防災ヘリ

との連携が必要とも聞きます。高度救助隊との

合同訓練も行っているとのことですが、状況を

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 消防機関から

ドクターヘリへの出動要請があった際は、ドク

ターヘリ運航管理室、宮崎大学医学部附属病

院、防災ヘリ航空センターで同時通話を行い、

４者で情報共有し、連携できる体制をとってお

ります。御質問の山間部での事故等の場合に

は、ドクターヘリがアクセス困難な救急現場も

ありますので、ただいま申し上げました連携体

制のもと、防災ヘリの消防隊員が現場で傷病者

をつり上げ、近くのランデブーポイントで待機

するドクターヘリに医療救護活動を引き継ぐな

どの対応をしております。また、フライトドク

ターみずからが防災ヘリから救急現場に降下

し、一刻も早い救命救急処置を行うことについ

て、その効果と課題を今後検討してまいりたい

と考えております。今後とも、防災ヘリを初

め、医療機関、消防機関等の関係機関と十分連

携を図りながら、救急医療体制の充実強化に取

り組んでまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 先日、宮崎大学救命救急セン

ターで、山間部などでの救命のため、ヘリコプ

ターから降下するための訓練に取り組むという

話を伺いました。危険も伴いますし、救命救急

医の守備範囲もどんどん広がる一方で、そのよ

うな取り組みに頭の下がるような思いがしたと

ころであります。
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次に、携帯電話のエリア拡大について伺いま

す。観光振興議員連盟が県内各地の農家民泊体

験を行いましたが、山奥に行かれた方の中に

は、携帯電話が通じず、不便な体験をされた方

もおられると思います。住宅地におけるカバー

率は限りなく100％に近づいているようですが、

山村奥地、つまり林業地帯には、まだまだ携帯

電話が使えない地域が広くあります。救急事態

の連絡手段として最も便利なのが携帯電話で

す。山林火災や山地災害時にも、また同じこと

が言えます。エリアカバー率の状況はどうなっ

ていますか、また、今後、拡大の可能性は考え

られるのか、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県では、採

算性の問題などから、事業者単独での整備が難

しい山間部等について、市町村と連携し、国の

補助事業を活用しながらエリア拡大を図ってき

たところでございます。その結果、携帯電話が

１社も使用できない世帯は、平成25年度末の時

点で約260世帯となり、カバー率は99.9％となっ

ているところでございます。しかしながら、残

された電波の届かない不感地域は、世帯数が少

ないことなどから、事業者の参画がより厳しく

なっておりまして、さらに、世帯のない山間部

等へのエリア拡大は、さらなる困難が伴うとい

う認識でございます。県といたしましては、今

後とも市町村と連携しながら、不感地域の解消

に努めてまいりますとともに、国に対しまして

は、引き続き事業の拡充について要望してまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 採算性ということで、なかな

か厳しいようでありますけれども、少しでも前

進できますように、対応をお願いしたいという

ふうに思います。

次に、小規模事業者の振興について伺いま

す。

全国の企業数は約386万社で、そのうち、大企

業は１万社で全体の0.3％、一方、製造業・建設

業などで従業員20人以下、商業・サービス業で

５人以下の小規模企業が334万社で全体の86.5％

を占めています。これまで国は、主として、成

長・海外展開するような大企業を振興してきま

したが、そのような中にあって、地域の雇用を

支え、地域に密着した小規模企業が激減してお

り、この14年間では91万社も減少ということで

ありますが、この異常事態とも言える状況に対

処するべく、小規模企業の持続的発展を図る

「小規模企業振興基本法」が今国会で審議され

ているようですが、その概要について、また本

県における小規模企業の推移について、商工観

光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 小規模企

業は、製造業その他で従業員20人以下、商業・

サービス業で従業員５人以下とされており、本

県の小規模企業数につきましては、商工団体の

調査によりますと、平成21年度に約４万5,000で

あったものが、25年度には約４万1,300となり、

８％の減少となっております。

次に、小規模企業振興基本法の概要について

でありますが、小規模企業は、地域の経済や雇

用を支えており、経済の好循環を広げるために

も、その成長や持続的発展を図ることが必要と

なっております。このようなことから、国にお

きまして、小規模企業を中心に据えた新たな施

策体系を構築するための基本法を制定されよう

としているものであります。具体的には、小規

模企業の振興に関する施策について、国が基本

計画を策定し、販路拡大や新事業展開、人材の

育成・確保など、さまざまな基本的施策を講じ

ることとされております。
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○黒木正一議員 この小規模企業を対象とした

振興基本法の制定は、哲学が変わったと言われ

るくらい大きな転換と見ている人もいるようで

す。この法律を理解・活用し、地域の振興に結

びつけなければなりませんが、一方で、その核

となる商工会において、経営指導員の再配置の

検討がされていると聞きます。経営指導員は、

商工業者の経営、経理、税務及び労務に関する

相談・指導という本来の業務だけでなく、多様

な役割を担っており、地域自治体と一体となっ

た地域振興事業に影響が出るのではと懸念もさ

れます。国が振興基本法をつくり、これから小

規模企業事業の継続的発展に向けて取り組もう

としている今、その支援機関である商工会への

支援を強化すべきであると思いますが、知事の

考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 地域経済を支える小規

模企業の振興を図ります上で、事業者に寄り

添った支援をモットーとします商工会の役割

は、大変重要であると考えております。私も

今、地域に出かけたときには、商工会の事務所

を訪れて、会長さんや事務局長さんといろいろ

意見交換をさせていただいておりますが、きめ

細かいいろんな対応をしていただく一方で、会

員数の減少等によりまして財務体質が厳しく

なってきていると、また、経営指導員等の配置

状況にも商工会間で格差が生じているというこ

とで、多様化・高度化する経営支援ニーズへの

対応など、多くの課題を抱えているところであ

ります。

このような中、商工会の持つ経営支援機能を

効率的かつ効果的に発揮できますよう、現在、

県商工会連合会を中心に、経営指導員などの再

配置や指導能力の向上などについて検討されて

いるところであります。この取り組みは、基本

法の目指す小規模企業の持続的発展の実現に資

するものと考えております。県としましては、

これまでも、経営支援や地域振興事業を行う商

工会に対しまして、人件費、事業費の補助を

行っておりますが、今後とも、商工会の機能が

効果的に発揮できるよう支援を行ってまいりた

いと考えております。

○黒木正一議員 次に、農林産物の輸出につい

てお伺いします。

中山間地における重要な基幹作物であり、か

つての貴重な輸出品でありながら、現在は大変

厳しい状況にあり、その中で、再び輸出に活路

を見出そうとしている茶と乾シイタケの輸出対

策について伺います。

茶は、本県においては、古くから山間部を中

心に自生する山茶を摘んでつくられてきた釜い

り茶と、都城地方に宇治、静岡から導入された

煎茶が県下全域に広がり、戦前は県内生産量の

２割近くが輸出されていたと言われています。

昭和40年代には、原料用カンショの生産減に伴

う代替作物として盛んに植えられ、茶園面積、

生産量ともに急増し、新しい茶専業農家が多く

誕生し、現在、荒茶生産量全国第４位で、１農

家当たりの規模拡大が進んでいます。消費は減

少傾向で、急増したペットボトル入り緑茶は、

平成18年以降、減少から横ばいとなっていま

す。輸出は、米国などにおける日本食ブームの

影響で10年で３倍に増加。このような中、国は

輸出戦略を策定し、ロシアなどを重点に、2020

年には今の３倍にする目標を掲げています。先

行する静岡県を追って複数の生産県が輸出に乗

り出すようですが、本県の状況と今後の取り組

みについて、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県からの茶

の輸出につきましては、昨年度、ＥＵ、北米、

平成26年６月11日(水)
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東アジア向けに約４トン、1,000万円の実績と

なっており、年々拡大の傾向にあります。県と

いたしましては、県香港事務所を核に、世界的

な茶の商談会であります香港インターナショナ

ルティーフェアへの出展や、香港の日本食品店

舗に常設しております「みやざき棚」での販売

・試飲などで、輸出に取り組むＪＡや農業法人

を支援しているところであります。和食がユネ

スコの無形文化遺産に認定されるなど、海外に

おいて日本食文化が普及しつつあることから、

日本茶の販路を拡大する好機であると考えてお

ります。このため、今後とも、関係団体はもと

よりでありますが、意欲ある生産者等とも連携

を図りながら、マーケット情報の収集・提供や

マッチング活動など、輸出拡大に向けた取り組

みを積極的に支援してまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 ことしの11月には、茶の業界

最大のイベント「全国お茶まつり」が19年ぶり

に本県で開催されます。この大会が成功をおさ

められ、宮崎茶の品質向上、知名度向上につな

がることを期待いたしたいと思います。

さて、乾シイタケもかつては代表的な輸出品

で、最も多い年は、現在の国内生産量を上回

る4,000トン近くが輸出されていたものの、安い

中国産に押され、国内生産が減少、輸入国にな

り、消費構造の変化による消費減、原発事故の

風評被害もあって、国内産が行き場を失ってい

るような状況にあります。そのような中、農水

省は、乾シイタケの海外での需要を開拓し、輸

出の復活に取り組んでいます。本県においても

東アジアへの輸出に取り組んでいますが、現状

と今後の取り組みについて、環境森林部長にお

伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 本県の乾シイ

タケの輸出の状況でございますが、県内事業者

への聞き取り調査を行いました結果、平成25年

には、香港、台湾に向けて約200キロが出荷され

ているということであります。輸出につきまし

ては、中国産、韓国産との価格差や輸送コスト

など、多くの課題もございますが、国内の需要

が低迷する中で、海外への販路拡大は非常に重

要であると考えております。このため、関係部

局や県内事業者等と連携をしながら、東アジア

での輸出商談会やフェア、さらには来年度開催

されますミラノ万博への出展など、さまざまな

機会を捉えて、本県乾シイタケの安全性やその

おいしさを広くＰＲしてまいりたいと考えてお

ります。

○黒木正一議員 茶の輸出は静岡県が先行して

いるようですが、乾シイタケも静岡県が第１

位、輸出量約23トンのうちに35％を占めている

ようです。生産量は全国７位ですから、何か静

岡県にはヒントがあるかもしれません。茶、乾

シイタケとも本県の輸出量は少ないということ

ですが、それは、これから伸びる可能性が大き

いことだとも言えます。６月５日に西都市で乾

シイタケ生産者大会がありましたが、かつての

勢いはどこへやらという感じでありました。再

生に向けて取り組んでいかなければというふう

に思います。

さて、本県の農林産物の輸出は年々増加して

います。昨年は香港事務所を設置、人的支援体

制を強化するなどの成果が出てきているものと

思います。しかし、海外で継続的に物を売るこ

とは容易ではないと、専門家がよく言います。

全国各地も、輸出促進アドバイザーを設置する

など力を入れており、今後の展開のためには、

輸出に向けた人材育成が重要ではないかと思い

ます。本県から東アジアの見本市に出展してい

平成26年６月11日(水)
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る業者から、専門的な知識を勉強したいし、専

門性を持った職員を養成してほしいという声を

聞きます。隣の熊本県では、県産品輸出拡大に

向けた人材を育成する「輸出推進マイスター養

成講座」を開設したそうですが、本県の人材育

成の状況、考え方を農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県におい

て、輸出を支える人材を育成していくことは、

喫緊の課題と認識いたしております。このため

県では、平成24年度に、農林水産業や商工業の

団体で構成する「みやざき『食と農』海外輸出

促進協議会」を設置いたしまして、生産者や民

間企業、団体、市町村を対象に、輸出の基本と

なる海外商談のノウハウなどをテーマにしたセ

ミナーを開催しております。また、代金決済、

食品の成分表示制度など、輸出に関する専門知

識や実務を習得してもらうために、ジェトロの

研修と海外での販売実習を実施いたしまして、

これまでに12名の人材を育成したところでござ

います。今後とも、ジェトロを初め、県香港事

務所等を十分に活用しながら、輸出を支える人

材の育成に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 これから「オールみやざき」

として県産品の輸出促進に取り組むためには、

県庁の職員も積極的に東アジアの視察・調査に

出ていってもらって、現地の情報を知ってさま

ざまなアイデアを出してもらい、取り組んでい

く、そのような機運をぜひつくっていただきた

いというふうに思います。

次に、世界農業遺産についてお伺いします。

現在、農政の大転換、ＴＰＰ問題など、農業

を取り巻く状況は、大規模化して、グローバル

化に対応できる成長産業を目指そうというもの

です。そのような中、農地が分散し零細な、本

県の典型的な中山間地域の西臼杵３町・椎葉村

・諸塚村の世界農業遺産認定を目指して、「高

千穂郷・椎葉山世界農業遺産推進協議会」が発

足いたしました。これは、国連食糧農業機関

（ＦＡＯ）が認定するものです。ＦＡＯは、世

界の人々を食料不足による飢餓から救うことが

設置目的で、これまで、品種改良や耕地の拡大

を進めて食料の増産を図り、人口増加に対応し

た食料供給に取り組んできた歴史があります。

その象徴的な活動が「緑の革命」と言われ、緑

の革命は、食料を増産させ、アジアの飢餓対策

に大きく貢献したと言われていますが、同じ品

種の大面積栽培による病害虫の発生による大量

の農薬使用や、化学肥料の多用などの環境問題

の発生もあり、それまでの伝統的農法や地域の

暮らし・文化が壊されたという見方もされてき

ております。そのＦＡＯがなぜ世界農業遺産の

認定に取り組むのかという思いがありますが、

世界農業遺産の概要と認定の意義についてお伺

いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 世界農業遺産

とは、御質問の中にもありました国連食糧農業

機関が平成14年から開始した仕組みでありまし

て、次世代に受け継がれるべき重要な伝統的農

業や生物多様性、伝統知識、農村文化、農業景

観等を全体として認定し、その保全と持続的な

活用が図られることを目的としております。こ

れまでに全世界で31地域が認定されておりまし

て、日本からは、新潟県佐渡地域の「トキと共

生する佐渡の里山」、あるいは熊本県阿蘇地域

の「阿蘇の草原の維持と持続的農業」等が認定

を受けまして、現在、国内認定地域は５地域と

なっております。認定された地域では、農家や

住民の方々の励みになり、農産物の付加価値の
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向上等に向けた取り組みが進み、都市農村交流

人口の増加等につながっていると聞いておりま

す。

○黒木正一議員 かつての緑の革命の反省の上

に立って、地域の文化、生物多様性などを重視

した農業をこれから大切にしていこうというこ

とであろうかというふうに思います。これまで

の認定の状況を見ますと、世界で13カ国・31地

域、そのうちアジアが一番多く、６カ国・23地

域、そのうち中国が11地域、日本が５地域と、

世界ではアジア、アジアでは中国と日本に集中

しています。日本では５カ所のうち２カ所が九

州で、隣の熊本県と大分県が既に認定されてい

ます。それぞれの地域が認定に当たっては特色

をアピールしているようですが、今回、西臼杵

３町と椎葉村、諸塚村が候補地となる理由は何

か、また、この地域がアピールするものは何か

を伺います。また、認定に向けての今後のスケ

ジュールはどうなっているのかもお伺いしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 西臼杵３町と

椎葉村、諸塚村の５町村は、棚田、シイタケ栽

培、焼き畑など伝統的かつ特色ある農林業と、

神楽などの伝統文化を維持しており、また、こ

れまでフォレストピア構想で連携している実績

もありますことから、国連の研究機関である国

連大学の現地調査を受けまして、世界農業遺産

の可能性について言及がされたところでありま

す。このため、ことし３月に、５町村、県及び

関係団体等から成る「高千穂郷・椎葉山世界農

業遺産推進協議会」を立ち上げまして、現在、

国内候補地としての決定を目指しまして取り組

みを進めているところでございます。今後、10

月下旬までに国内候補地が決定される予定であ

り、最終的には、平成27年に開催されます国際

会議の中で認定されると聞いております。

○黒木正一議員 大分県では、「クヌギ林とた

め池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環」

が昨年認定をされています。大分県では、認定

を受けて、地域の振興に生かす事業が始まって

いるようです。本県においても認定され、地域

農業の振興・活性化につながることを期待した

いと思います。しかし、認定のハードルはかな

り高いと聞きます。認定の見込みはどうか、ま

た、認定に向けては地域の熱意が最も重要と思

いますが、他県の取り組みを見ますと、知事の

戦略も大きいと思われます。認定に向けて、知

事の意気込みについて伺います。

○知事（河野俊嗣君） 認定に向けた取り組み

でありますが、今、議員から御指摘がありまし

たように、さまざまな厳しい競争、まずは国内

候補地として勝ち残る必要があり、さらには、

世界各地の候補地との厳しい競争になるものと

考えております。そういう中で、アジアに集中

しているではないか、例えば九州にはもう２カ

所あるではないかと、そのような地域バランス

の議論もあろうかというふうに思いますが、本

県の候補地というものは、既に認定された地域

に全く引けをとらないすばらしい内容のものだ

という自信もございますので、この農業遺産へ

の認定に向けて、地元と一体となって機運を盛

り上げて、全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○黒木正一議員 ぜひ頑張っていただきたいと

いうふうに思います。

それでは、スポーツランドみやざきに関して

２点お伺いします。

本県には多くのプロ・アマのスポーツチーム

が合宿をしています。本県で練習した選手が活

躍するのはうれしいものです。前の議会のとき
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にも取り上げましたが、昨年の10月、椎葉村で

あったプロ・アマ交流試合に鳥取城北高校コー

チとして参加していたモンゴルのイチンノロブ

選手、その後、大相撲に入り、あっという間に

番付を上げ、とうとう先場所は十両で優勝まで

してしまいました。今後が楽しみです。

それでは、まず、東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクトについてお伺

いします。2020年に開催される東京オリンピッ

ク・パラリンピックを本県の振興につなげよう

と、推進本部が発足したという報道がありまし

た。オリンピックを東京で開く単なるイベント

で終わらせないように、宮崎をアピールする絶

好の機会であり、宮崎の食や観光、また、同年

までの事業であります記紀編さん1300年記念事

業との連携、無形文化遺産登録を目指す神楽な

どの伝統芸能などを、国内外に発信するチャン

スであると思います。全国の多くの県が、オリ

ンピックに向けて合宿誘致などに取り組むよう

ですが、本県が取り組むプロジェクトの狙い、

また、市町村や民間団体との連携が重要と思い

ますが、今後の展開について知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） このプロジェクト

は、2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会を契機としまして、全県を挙げて宮崎

の魅力を磨き上げ、発信し、国内外の活力の取

り込みを通じまして、地域の活性化を図ります

とともに、これを単なる一過性のイベントとは

せずに、2020年以降も見据えた、次世代に受け

継ぐ有形無形の財産づくりを目指してまいりた

い、そのように考えております。

そのためには、これまで本県が培ってまいり

ましたさまざまなスポーツキャンプ等の実績、

またノウハウというものを最大限に生かしなが

ら、スポーツ大会、合宿の誘致、さらには外国

人誘客の強化、宮崎が誇る食材・食文化の魅力

の磨き上げと発信、また、観光ガイドの育成な

どのおもてなし環境の充実、さらにはスポーツ

人材の育成、本県からぜひオリンピック選手を

出したいというような思いのもとに取り組むと

ともに、生涯スポーツの振興など、幅広く取り

組みを進めていく必要があろうかと考えており

ます。

これらの取り組みの推進に当たりましては、

先日、庁内に推進本部を設置したところであり

まして、さまざまな関係者、専門家からの情報

収集、意見交換なども今、取り組んでおるとこ

ろでございます。さらに、今後、官民連携推進

のための組織を設置しまして、県、市町村、民

間が一体となりまして、世界に誇れる「日本一

のおもてなし」の構築と発信に向けて取り組

み、また、このオリンピック・パラリンピック

を一つのばねとした、契機とした本県の有形無

形の財産づくり、発展に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 もう一点、「球春みやざきベ

ースボールゲームズ」について伺います。こと

しのプロ野球キャンプは、ソチオリンピックと

重なり、いつもよりマスコミに取り上げられる

ことの少ないものでありました。この球春みや

ざきベースボールゲームズは、プロ野球の練習

試合のことで、２月の終わり、私は、ソフトバ

ンクと韓国・斗山ベアーズの試合を見に行きま

した。この時期はちょうどキャンプの終盤で、

１軍に残れるかどうかが試される時期で、白熱

した試合でした。韓国からも応援団が来てお

り、平日にしては観客も多く、１軍の試合が無

料というのも魅力なのかもしれません。プロ野

球のキャンプは、沖縄がふえており、前期だけ

を宮崎で行うチームもあります。２月の後半に
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練習試合が複数のチームでできる環境づくり

は、キャンプの長期滞在、新規球団の誘致につ

ながるのではないかと思います。この事業の成

果と今後の取り組みについてお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 近年、プ

ロ野球球団のキャンプ後半は、練習試合などの

実戦形式を主体とした内容に変化しておりま

す。このため、「球春みやざきベースボールゲ

ームズ」は、平成24年度から、県、関係自治

体、関係団体で構成する実行委員会において企

画をし、各球団に呼びかけて開催しているもの

であります。参加チームも、本県でキャンプを

実施していただいているソフトバンクホーク

ス、西武ライオンズを中心に、平成24年度は５

球団、25年度は６球団参加していただくなど、

球団からも高く評価をいただいております。ま

た、キャンプ後半は、１軍のベンチ入りをかけ

た真剣勝負の時期であることから、熱戦も多

く、観客数につきましても、初年度の6,360人か

ら、２年目には１万5,700人へと大幅に増加して

おります。このように、球春みやざきベースボ

ールゲームズは、プロ野球キャンプのさらなる

拡充のために非常に効果的な事業でありますの

で、参加球団数の拡充や誘客の促進に、より一

層努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 私が見に行った試合は、たま

たまその前に、宮崎県の日南学園出身の寺原投

手が１軍ローテーション入りできるかどうか試

される試合だと聞いたものですから、応援に

行ったんですけれども、ローテーションには入

りましたけれども、残念ながら故障してしまい

ました。早い復帰を期待したいというふうに思

います。

次に、少子化対策、その中でも婚活事業につ

いてお伺いします。

増田元総務大臣が座長を務める日本創成会議

が公表した「消滅可能性都市」のことが午前中

も話題になりましたけれども、今はこの話題が

あちこちで聞かれます。増田氏によると、日本

では戦後３度、地方から大都市圏への大量の人

口移動があったそうでありますが、問題は、地

方の高齢者の減少により、第４期の大規模な人

口移動が誘発される可能性が高いというふうに

言っております。地方の高齢者が減少して都会

で高齢者がふえれば、それに伴って若者が移動

するということのようでありますけれども、東

京の出生率が非常に低いものですから、東京に

若い者をどんどん送っても人口の再生産ができ

ないということで、何とか魅力のある地域をつ

くって、そこに若者を残すべきだというふうに

言っておられますけれども、その点はそのとお

りだと思います。ただ、そのためには、やはり

魅力のある地域づくりと、若い人たちが結婚し

て、子供を産んでもらうことだというふうに思

います。少子化対策、子育て支援の充実が言わ

れておりますけれども、その前提としての婚活

事業、今現在、県では、みやざき「恋物語」プ

ロジェクト事業を行っておりますが、その概要

について福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） みやざき「恋

物語」プロジェクト事業では、県内で結婚支援

活動に取り組むＪＡ青年部やＮＰＯなどの45団

体を「縁結び応援団」として登録し、応援団が

取り組む婚活イベント情報を県庁ホームページ

で提供するとともに、相互の意見交換会を通じ

て、結婚支援に関するノウハウの共有や向上な

どを図っているところであります。また、縁結

び応援団が実施する婚活イベントの中で、他の

参考となるモデル的な取り組みに対して補助を

行っております。これらの取り組みにより、社



- 54 -

平成26年６月11日(水)

会全体で結婚を応援する機運づくりや、独身者

の出会いの場の創出を図っているところであり

ます。

○黒木正一議員 調べてみましたら、全国各地

でいろんな婚活事業が行われております。地元

宮崎県の川南町の軽トラ市では、「恋トラ市」

と銘打って、参加者が買い物デートをし、複数

のカップルが生まれているそうです。また、滋

賀県高島市では、間伐作業婚活が大当たりとい

うことで、森林散策や間伐体験、途中で、チェ

ーンソーで切った木を、ロープをかけて男女数

人が引っ張って倒すというものだそうですけれ

ども、アウトドアを楽しむ山ガールに目をつけ

て募集したところ、京都、大阪、名古屋から応

募が殺到、定員30人に２倍の申し込みがあり、

キャンセル待ちも出たというように、盛況で

あったそうでありますけれども、いろんな取り

組みを今後やっていきながら、少子化対策にも

取り組むべきではないかというふうに思いま

す。

それでは、最後の質問でありますが、ある新

聞の投書欄に、愛媛県が開設した結婚支援セン

ターでボランティアで裏方をしている方の、

「婚活イベントに携わって、自分の若かりしこ

ろを思い出し、そわそわする」という投書が

載っておりました。愛媛県では、少子化の主た

る要因である未婚化・晩婚化に対応するため、

平成20年に「えひめ結婚支援センター」を開設

し、結婚を希望する独身男女に出会いの場を提

供しているそうです。「ついに県が!?婚活やっ

たケン!!!」とか「県の婚活ますますやるケ

ン!!!」とか、にぎやかに打ち出しているようで

す。男性の５人に１人、女性の10人に１人が生

涯一度も結婚しない時代ですが、結婚を望む人

は多くいます。先ほどから出ております増田氏

も、ストップ少子化戦略の中で、公共機関によ

る結婚機会の提供を提案しています。行政の結

婚支援事業はどうかという声もありますが、県

が直接、結婚支援事業に取り組んだらと思いま

すが、知事の考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） この子育て対策、非常

に重要な課題ということで、県としてもいろい

ろ取り組んでおりますが、まずは、県の行って

いる結婚支援事業につきましては、平成24年度

から、県内各地のさまざまな縁結び応援団が実

施する、例えば、畜産業を体験しながらの婚活

でありますとか、ランニングなど共通の趣味を

行いながらの婚活といった、創意工夫に富んだ

イベントに対して補助を行うという形で取り組

んでおるところであります。過去に県が自前

で、実施主体として開催をしていたときに比べ

まして、イベントへの参加機会や参加者数が大

幅にふえるなど、より効果的な支援につながっ

ているのではないかというふうに考えておりま

す。限られた財源なりを使いながら、いかに関

係者と有効に連携を図りながら、より効果の大

きいものにするかということで、他県のそうい

う取り組み事例も参考にしながら、今後ともい

ろんな知恵を出してまいりたいというふうに考

えております。

また、先日、子育て同盟という、11県の知事

によります会合のサミットが長野県松本市で行

われまして、森少子化担当大臣も来られまし

て、いろんな意見交換をさせていただきまし

た。国としても、そういう出会いの部分も含め

て、結婚から妊娠から出産から育児から、幅広

いそれぞれのステージに応じて取り組む必要が

あるというようなことを大臣もおっしゃってお

りますし、県も市町村もそれぞれの立場で、で

きる限りのアイデアを出していく、また、ＮＰ
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Ｏや民間団体とも連携をしていく、そういう体

制づくりが必要ではないかというようなことも

議論したところでございます。

今後とも、大変重要な取り組みという認識の

もとに、市町村、民間団体と連携しながら、積

極的にアイデアを出して取り組んでまいりたい

と考えております。

○黒木正一議員 最初に、椎葉村栂尾地区で郵

便局が廃局になるという話を申し上げました

が、実はいい話題もありまして、30年ぶりにこ

の秋、子供が生まれるんだそうです。たった１

人の子供が生まれることにこれだけ意味がある

んだなというふうに、その地域に行ってつくづ

く思います。県が直接というのはいろいろ課題

もあろうと思いますけど、どうか宮崎県が縮ま

ないためにも、日本が縮まないためにも、積極

的な結婚支援に取り組んでいただきますように

お願いいたしまして、私の質問を終わります。

（拍手）

○福田作弥議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の西村です。きょうも元気よく質問したいと思

いますので、どうぞ執行部の皆様方には明快な

答弁をよろしくお願いいたします。これまでの

質問とかぶる部分もございますが、ぜひ御容赦

いただきたいと思います。

５月８日、増田寛也座長を初めとする有識者

でつくる日本創成会議・人口減少問題検討分科

会が発表いたしました「ストップ少子化・地方

元気戦略」におきまして、2040年に消滅する可

能性がある自治体が全国で約半数に上るとの衝

撃的な試算を公表いたしました。特に過疎地域

においては大きな反響を呼び、本県でも該当す

る市町村が15市町村ありました。これまでの議

会でも、２人の議員から既に同様の質問が出て

おりますが、それだけに県民の声は大きかった

ものであると思います。

この発表を聞きますと、どうしても、自分た

ちの町がなくなるのかと否定的に捉えがちです

が、実際に提言書を読みますと、人口減少を楽

観論や悲観論で考えずに正確に認識すること、

対応が早ければ効果がある、若者・女性の活躍

できる対策を行うという３つの基本姿勢を示し

ており、少子高齢化や過疎地対策について政策

等も提言しております。

また先日、６月４日には本県に、「デフレの

正体」「里山資本主義」の著者である藻谷浩介

氏が来県され、経済対策と少子高齢化の関係を

踏まえ、人口減少等について講演をされまし

た。知事初め、県職員の皆様も多数参加してお

られました。私も参加しましたが、その前に日

本創成会議のさまざまなデータを見ておりまし

たので、この講演が非常に勉強になったところ

でありました。

私自身が感じるには、藻谷氏から、現実を受

け入れて、その地域の魅力を磨く努力を行え

ば、たとえ今、過疎地域であっても、さらなる

発展があるというふうに、メッセージを受け取

りました。先ほど知事も午前中、綾町や西米良

村などにはすばらしい地域がたくさんある、県

内でも頑張っている自治体はたくさんあるとい

うふうに答弁をされましたが、知事はこの人口

減少問題に対してどう考えているのか、お伺い

いたします。

以下、質問者席で質問をいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

人口減少問題につきましては、経済を縮小さ

せ、社会の活力の低下、ひいては社会経済の持
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続可能性を揺るがす大きな要因となるものであ

りまして、地方にあっては、最終的に地域の維

持・存続にかかわる非常に深刻な問題であると

受けとめております。このため、県としまして

は、平成23年に策定した現在の総合計画におき

ましても、人口減少問題を県政の最重要課題の

一つとして位置づけまして、まずは、自然減に

対応するための出産・子育てしやすい環境づく

りなどの少子化対策、さらには、人口流出によ

る社会減に対応するための雇用の場づくりや流

入対策としての移住の促進、また、人口減少の

中にあっても地域の活力を維持していくための

交流人口の拡大や地域経済循環の促進、さらに

は、高齢者や女性の活躍する場の拡大などに、

市町村などとも連携をして取り組んできたとこ

ろであります。

先ほど議員から御紹介がありました、去る６

月４日の藻谷先生の講演におきましても、本県

の活路としてさまざまな着眼点をお示しいただ

いたところであります。私も大変印象に残った

ところとしましては、思い込みにより議論する

のではなく、しっかりとデータに基づいて客観

的な状況を把握した上で、また、現場の実態を

踏まえた上で議論をすべきこと、さらには、地

域の頑張りによって、地域の人口減少、また地

域の振興に大きな差が生じているということ

で、それぞれの地域の取り組みを促すような講

演であったというふうに考えておるところでご

ざいます。この先生の御指摘は、大部分でこれ

までの本県の考えや取り組みと軌を一にするも

のであり、さらに今申し上げましたような方向

性で、この人口減少対策にもしっかりと取り組

んでいく必要があろうということで、思いを強

くしたところであります。

人口減少問題は、県政の最重要課題でありま

すので、市町村や民間とも、これまで以上に

しっかりと連携をしながら、少子化対策、ま

た、雇用の場の創出、移住の促進など、さまざ

まな施策に総合的に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 知事、答弁ありがとうござい

ました。まさしく知事が言うとおり、現実を見

据える―これまで、どうしても感情論という

ところも非常に大きかったと思いますが、藻谷

先生の講演でもデータを重宝されて、しっかり

と分析をされていたように私は感じたところで

ありました。もちろん、これは、それぞれの市

町村がまずは努力をしていただいて、地域の方

々と連携してやっていただく、さらにそこを県

が後押しをしていくということが非常に重要で

あると思います。

関連して、関係部長に質問をしたいと思いま

すが、宮崎県は出生率が全国第２位と。それを

考えますと、自然減に対しては、非常に努力を

して何とか少子化対策を行っているというとこ

ろがあります。もちろん、まだまだというとこ

ろもありますが、それ以上に、宮崎県から、就

職であったり、また進学であったりして、県外

に離れなくてはいけない、離れてしまう「社会

減」のほうにしっかりと対策を向けるべきでは

ないかなと思いますが、その対策につきまし

て、とりわけ、県外から本県に移住してもら

う、中高年を含めて移住してもらう移住者対

策、また、就職等で宮崎に就職してもらうＵタ

ーンの取り組みにつきまして、具体的な対策を

関係部長より説明をお願いします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） Ｕターン対

策につきまして、総合政策部では、移住情報ガ

イドブック等による情報発信や、都市部での移

住セミナー、相談会の開催など、全国のあらゆ
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る世代に本県の魅力をアピールするとともに、

市町村が実施する移住促進に向けた取り組みへ

支援を行うなど、各種の移住施策に取り組んで

きているところでございます。これらの取り組

みの結果、移住者の把握を開始いたしました平

成18年10月から昨年度までの実績でございます

けれども、392世帯の移住が実現している状況で

ございます。今後とも、市町村や関係機関と十

分に連携を図りながら、さまざまな機会を活用

し、本県の魅力を発信するなど、移住促進によ

る県外からの呼び込みに積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 宮崎での

就職を希望される方への支援につきましては、

東京、大阪、福岡の３カ所で「ふるさと就職説

明会」を開催し、県内企業との出会いの場を提

供しているほか、県内就職希望者に登録をいた

だき、県内企業とのマッチングを行う「ふるさ

と宮崎人材バンク」を運営しているところで

す。これら「ふるさと就職説明会」及び「ふる

さと宮崎人材バンク」によりまして、平成25年

度までの過去10年間で、439名の方が県外から県

内の企業へと就職されたところです。今後と

も、さまざまな機会を捉えまして事業の周知を

図りますとともに、魅力ある雇用の場の確保に

努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 両部長に答弁いただきまし

た。特に移住に関しましては、やはり宮崎の魅

力というものと比例してくる部分があると思い

ますし、また、知事初め、トップセールスの部

分も非常に重要かなと思います。まだまだ宮崎

県の魅力を伝え切れていない部分もあるのでは

ないかなと思いますし、やはり、何よりも暮ら

しやすさ、温暖な気候であったり、そういうも

のをもっともっと全国に向けてＰＲしていただ

きたいと思います。また、Ｕターン就職に向け

ては、ふるさと就職説明会等を行っていただい

ておりますが、10年間で439名、まだまだこれも

改良、工夫の余地はあると思います。もちろん

県内には、都会の人材を欲しいと思いながら

も、そこまで手が回らないという企業もたくさ

んいらっしゃると思いますし、独自でやってい

る企業ももちろんいらっしゃると思います。ぜ

ひ、この数字も少しでも伸ばしていただけます

ように、両部長にはお願いをしたいと思いま

す。

次に、また知事の政治姿勢に戻りまして、農

協改革について伺いたいと思います。先日、会

派でＪＡ宮崎中央会を訪問し、幹部の方々と意

見交換を行いました。まさに今、政府が進めよ

うとしておりますＴＰＰ、そして農協改革につ

いて意見交換を行ったわけですが、今回、その

２つについて質問しようと思いましたけれど

も、先週土曜日に、ＴＰＰの説明会が本県で初

めて開催をされまして、私も聞きに行ったとこ

ろでありますが、正直、説明を聞いたほうがよ

りわからなくなってしまった。ましてその中で

も、報道されていることはうそですよ、報道さ

れていることは間違っていますといったことを

言われますと、実際、じゃ、テレビも新聞も、

我々、何を信じていいんだということ、逆にわ

からなくなった部分がありましたので、今回、

ＴＰＰの部分は控えます。

特に農協改革、今まさに議論がなされており

ますが、組織の改革というものは、そのときの

時代であったり、そのときの経済・社会背景に

よって大きく変わっていくものをみずから改革

していくことが、私は望ましいと思います。農

協自身であってもそうではないかなと思います

し、農協の改革案というものも出ました。それ
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を見て、国民の中には手ぬるいという話もある

でしょうし、また、政治家の方々の中でも受け

取り方がそれぞれであると思います。ただ、本

県におきましては、農協という組織は、経済的

にも大きな影響力を持っている組織であると思

いますので、質問させていただきます。

今、特にＴＰＰ交渉と農協改革というものを

政府が同時に進めております。これは私の印象

ですけれども、余り農協がＴＰＰに対して反

対、反対と声を上げると、おまえたち、農協改

革はもっと厳しいものにしてやるぞと、もしく

はされるんじゃないかというような、両方とも

イバラの道であるけれども、少しでも軽くなり

たいという農家の方々の声もあるのではないか

なと思います。特に県内農家は今、ＴＰＰ初

め、ＥＰＡも含め、海外農産物の輸入拡大とい

うものに対して非常におびえております。安い

ものがどんどん入ってきたら、自分たちの経営

はどうなるんだろう、自分たちの農業生産はど

うなるんだろうという不安を非常に持っており

ます。その中で、この農協改革というものは、

さらにその不安をあおるものであると思います

が、知事は、政府の進める農協改革についてど

のような所感をお持ちなのか、お伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、農業協同組合で

ありますが、地域農業の発展・振興はもとよ

り、地域経済や生活を支える社会基盤として、

非常に重要な役割を果たしていると考えており

ます。一方で、担い手の高齢化や、さまざまな

場面での競争の激化など、農業・農村を取り巻

く環境というものが大きく変化し、また厳しさ

を増している状況にありまして、農業協同組合

としましても、時代の変化に対応した改革をみ

ずから進めていく必要があろうかと考えており

ます。農協改革の議論につきましては、こう

いったことを踏まえた上で、また、現場の実態

をよくよく踏まえた上で、慎重かつ丁寧に行う

必要があると考えておりまして、先般、大分で

行われた九州地方知事会議でも、私からこのよ

う形での特別決議の提案をし、そのように採用

されたところでありますが、今後とも国に対し

て、現場関係者の意見を十分に聞いた上で議論

を行うよう、しっかりと働きかけてまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 今、農協改革の議論が継続さ

れている過程の中ですが、とりわけ、変わらな

きゃいけないというのは、農業以外の外圧のイ

メージも非常に強いわけです。実際に私たちも

意見交換した際には、農家の方が、「変わらな

きゃいけないという部分は当然あるけど、そこ

はしっかりと時間をかけて変えてきているし、

何十年もかけてつくり上げてきた今の組織体と

いうものがある」というふうに強くおっしゃっ

ておりました。まさに宮崎県におきましては、

農家と農協は非常に密接な関係にあります。

今、報道で示されている段階でありますが、例

えば、全農の株式会社化であったり、中央会の

廃止というものが実行された場合、本県の農家

に与える影響について知事はどのように考えて

いるのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在、さまざまな案、

さまざまな意見が議論されておるところであり

ますが、国の規制改革会議が示した提言では、

改革を行った後の農業協同組合の具体的な姿が

描かれていない、また、その道筋もはっきりし

ていないということで、その影響については明

らかになっていない状況であります。日豪ＥＰ

ＡやＴＰＰ協定交渉などで、将来の農業に対す

る担い手の不安が増大をしている中で、農業経



- 59 -

平成26年６月11日(水)

営を支えております農協組織の改革を行うに当

たりましては、こういった担い手の営農意欲が

損なわれないように、改革の目的や将来像を共

有できる丁寧な説明が必要であろうかと考えて

おります。また、農業協同組合は、経済活動だ

けではなく、地域社会のライフラインとしての

役割も担っておりますことから、農業・農村の

維持・活性化を図る上では、拙速な改革を避け

るべきでありまして、先ほど申し上げましたよ

うな丁寧かつ慎重な議論を進めていく必要があ

ろうかと考えております。

○西村 賢議員 知事もおっしゃるとおり、地

域にとっては非常に重要なライフラインの部分

もございます。農協の弱体化がそのまま農家の

弱体化につながる、そういった弱い農家の方々

も県内には多数いらっしゃいます。きのうか

ら、また、けさの新聞等、マスコミ報道でしか

わかりませんけれども、自民党案の中でもさま

ざまな議論がされているようでありますが、今

回、知事も、知事会もしくは県内市町村の首長

さん方と連携をして、県内農家の不安というも

のを払拭していただく努力を継続していだくよ

うにお願いしたいと思います。

次に移ります。本県の航空路線について質問

をいたします。

大都市圏より地理的に遠い本県にとりまし

て、空路は、国内、海外を問わず、観光やビジ

ネスにとっても重要な役割を担ってまいりまし

た。しかし、航空運賃はほかの移動手段と比べ

てコストが高く、路線の維持などに必要な搭乗

率の確保は簡単ではありません。本県も調べて

みますと、宮崎空港の廃止路線は、平成９年以

降で、北海道、広島、松山、岡山、高知、関

空、長崎など、７路線に上っておりました。宮

崎空港の搭乗客も、平成９年ごろの346万人をピ

ークに、昨年は285万人と、路線廃止の影響も受

けております。当然、路線廃止は本県に限って

のことではありません。地方空港はそれぞれに

苦労しているところがたくさんあり、特に日本

航空の経営再建から路線見直し等が相次ぎ、空

港によっては１日数便しか利用されない空港も

あります。現在、本県はＬＣＣの誘致等を行っ

ておりますが、国外、国内問わず、新規路線開

設の可能性につきまして、総合政策部長にお伺

いをいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ＬＣＣにつ

きましては、国内各社を訪問し、本県の魅力を

アピールするほか、昨年度から、就航に係る支

援制度を設けまして、誘致の取り組みを行って

きたところであります。また、ＬＣＣ以外の国

内航空会社に対しましても、路線の維持・充実

はもとより、新たな路線の開設について粘り強

く要望を行っているところでございます。ま

た、国外に関しましては、経済発展の著しい中

国・香港など、東アジア地域との路線の開設に

向けまして、現地での本県の認知度を高めてい

くとともに、チャーター便の実績を積み重ねて

いく必要がありますので、旅行会社へのセール

ス活動はもとより、チャーター便の支援を引き

続き行ってまいりたいと考えております。現時

点では、新たな路線開設の具体的な計画はあり

ませんが、本県の航空交通ネットワークの充実

に向けて、今後とも積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 一度廃止路線になってしまう

と、なかなか復活していくのは難しいというこ

とがありました。空港関係者に聞きますと、過

去から学ぶと、結局は、お互いの空港間を飛行

機を飛ばすというところまではいいと。ただ、

そこでどれだけ人的交流を築けるかというもの
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が重要だということを言われまして、やはりそ

こが行えなかったという反省点もあるのではな

いかなと思います。せっかく開設していくわけ

ですから、今後は、人や物がしっかりと動いて

いけるような体制を全庁挙げてつくっていく必

要があるのではないかなと思いますし、既存の

路線に関しましても、知事を初めとするトップ

セールスをもっともっと充実させて、民民交

流、それぞれの商工会議所であったりとか観光

関係であったりとか、そういうものをしっかり

と加速させる必要があると思います。

次に移ります。これは本当に私自身の思い

で、余計なお世話かもしれませんが、本県に本

社がありますスカイネットアジア航空、2002年

の８月に誕生いたしまして、当時、県費も大き

く投じまして新規航空会社として立ち上がりま

した。それ以降、長い間、平たんな道ではな

かったと思いますが、県民が育ててきた航空会

社でもあります。前期は、この前の報道により

ますと390億円と、売り上げが過去最高となり、

経営も安定してきているようであります。

今回、私は、会社側から頼まれたわけではな

いんですが、せっかく宮崎市に本社があるこの

会社を、県民のためにもっともっと有効活用し

て生かしてはどうかという提案であります。

せっかく本社が宮崎にあるこの航空会社をもっ

と生かして、この会社に新規路線をつないでも

らうということはできないのかなと。そうすれ

ば、新たなＬＣＣであったり海外の航空路線を

本県に持ってくるよりも、非常にリスクも小さ

く、また、経済的にも宮崎県に大きくはね返っ

てくるのではないかなと思いますが、地元企業

であるＳＮＡ社と協力して新規路線を開拓して

はどうか、お伺いをいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） スカイネッ

トアジア航空は、本県に本社を有する唯一の航

空会社でありまして、雇用も含め、本県の活性

化や県民の利便性の向上に御貢献いただいてお

りまして、私も含め、さまざまな機会を捉えま

して意見交換などを行っているところでござい

ます。現時点では、国内の新規路線につきまし

て具体的な計画があるというふうには伺ってお

りませんけれども、国際線につきましては、来

年４月以降の国際チャーター便の運航に向けて

調整を行っていると伺っているところでござい

ます。県といたしましても、関係機関と連携し

ながら、その実現に向けて協力してまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 この会社が設立された当時の

新聞記事等を見ました。県費を投じて新規航空

会社を立ち上げることに関しては、県民からも

反対の声とか疑問の声も非常にあったわけです

が、立ち上げる、いわゆるイニシャルコストに

関してはもう乗り切ってきたと思います。ここ

までの企業になったわけですから、これをうま

く生かしていくことが私は重要だと思います。

繰り返しますが、宮崎空港の乗降客も、平成９

年の346万人から、一時は100万人も落ち込んで

いた時期もあります。そのころより回復はして

おりますけれども、県内観光や経済発展のため

に、ぜひとも生かしていただきたいと思います

し、先ほどの話で、新規路線の開設にも県に尽

力していただきたいと思います。

次に移ります。認知症患者について質問をい

たします。

認知症行方不明者が１万人を超えたという報

道がなされておりました。厚生労働省も実態調

査に向けて乗り出すようですが、まず、警察本

部長にお伺いをいたします。認知症患者の行方

不明者が問題となっておりますが、本県の警察
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届け出件数の推移はどうなっているのか、ま

た、保護や発見された状態についてもお答えく

ださい。

○警察本部長（白川靖浩君） 本県の認知症ま

たは認知症の疑いのある行方不明者の届け出受

理状況等についてでありますが、統計をとり始

めた平成22年が30名、平成23年が30名、平成24

年が33名、平成25年が47名の、合計140名の届け

出を受理しております。この140名のうち、121

名の方が生存発見されましたが、16名の方は、

残念ながら発見時には死亡されておりました。

残り３名の方は現在でも未発見となっておりま

す。警察では、当時、部隊を編成して、警察犬

の投入や、消防団等関係機関との連携による捜

索活動を行うとともに、「徘徊高齢者ＳＯＳ

ネットワーク」による県内市町村に対する手

配、全国警察への行方不明者手配を行っており

ます。今後とも、認知症または認知症の疑いの

ある行方不明者等につきましては、早期の発

見、保護に努めてまいります。

○西村 賢議員 16名の方は非常に気の毒で

あったと思いますし、また、３人の方の安否も

気にかかるところでありますが、実際に行方不

明者の捜索には、その地域の自治会の人たち

や、また消防団でありますとか、非常に多くの

方々が動員されて、人海戦術で行われておりま

す。その負担も相当なものであるかと思います

が、家族の方の心労も非常に重いものがあると

思います。捜索には、ＧＰＳ機器というものが

今、携帯電話とかにもついていますけれども、

それが非常に有効であると言われております。

携帯電話であれば、認知症の方は持ち歩かない

ので役に立たないというふうに聞きましたが、

靴も販売されております。そういう靴とか、Ｇ

ＰＳに対する助成を、鳥取県などが自治体とし

て予算化を検討しているようであります。本県

もこのような先進的事例を検討していただきま

すようにお願いしたいと思います。

まさしく、認知症は特定の病気ではなくて、

その症状を指すそうですが、いつ家族の中で発

症するかわかりません。もちろん、自分がいつ

発症するかもわかりません。その症状は本人が

自覚できないこともありますから、その対策も

難しいところがあります。高齢者の割合が多い

認知症ではありますが、最近では、若年性認知

症と呼ばれる18歳から64歳以下で発症する認知

症の存在も明らかになっており、全国には約４

万人いると推定されております。既に東京都で

は、若年性認知症総合支援センターを立ち上

げ、相談窓口を設けており、患者と家族を支え

る体制をつくっているそうです。本県には認知

症の患者がどの程度いるのか、また、そのうち

若年性の患者はどの程度いるのか、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 日常生活にお

いて見守りを必要とします認知症の方は、現在

のところ、県内に３万人程度と推計をいたして

おります。また、65歳未満の若年性認知症の方

につきましては、厚生労働省が推計したデータ

をそのまま本県に当てはめますと、県内に300人

程度と推計されます。

○西村 賢議員 あくまで推計ということです

が、３万人。まさに、高齢者がふえれば、必然

的に認知症患者自体もふえてしまうと考えられ

ますが、これからの認知症患者の増加に対して

も対策を講じていかなければならないと思いま

す。

先日、ある精神病院を訪問し、医師やケア担

当者と意見交換を行いました。現在では、重症

化する認知症患者は精神病院に入院させられる
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ケースが多く、極端に言えば、死ぬまで病院で

面倒を見てくれと家族から頼まれるケースも多

いそうです。その医師いわく、認知症患者を病

院に連れてきても、状態が改善するケースは少

なく、逆に、ふだんと異なる生活環境に置かれ

ることにより、悪化することがあるとのことで

した。このことは、幾つか目を通した医学関係

のレポートにも記されておりました。

また、病院に連れていってしまうのは、看病

や介護の大変さもありますが、実際には、グル

ープホーム等の施設に入居すれば月に10数万円

程度かかり、精神病院では、保険が適用されれ

ば５～６万円で済むということもあり、県民の

苦しい負担の状況もあります。結果、宮崎県

は、人口比でいうと、日本で３番目に精神病床

の多い都道府県となっているようです。その数

は埼玉県の３倍にも上るということで、実際に

は多くの認知症高齢者が精神科病院に入院して

おります。治療というよりも、収容保護といっ

た要素が強い一方で、本来の精神病患者の急な

搬送等に対応できないケースもあるということ

でした。

このことは全国的な問題となっております

が、それを踏まえて、厚生労働省も、認知症の

人が住みなれた地域で暮らせる社会を目指す

「認知症施策推進５か年計画」、いわゆるオレ

ンジプランに昨年４月から取り組んでおりま

す。本県は、増加する認知症患者に対してどの

ような対策を講じているのか、福祉保健部長に

お尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 認知症施策の

推進に当たりましては、早期発見・早期対応を

初め、地域における支援体制の充実が重要と考

えております。このため、県におきましては、

これまで、国の認知症施策推進５か年計画、い

わゆるオレンジプランにも位置づけられており

ます、医療相談や専門医療の提供を行う認知症

疾患医療センターを県内に３カ所設置したのを

初め、地域包括支援センター職員や認知症に対

応できる介護職員への研修を実施するととも

に、地域で認知症の方やその家族を支える認知

症サポーターの養成を支援してきたところであ

ります。また、今年度は、認知症の早期発見・

早期対応に重要な役割を果たす、かかりつけ医

や病院看護師の研修を実施することとしており

ます。なお、現在、国において新たな認知症対

策が検討されておりますので、その動向を踏ま

えながら、認知症施策の一層の推進につなげて

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これまで議会の中でも、この

認知症の問題、先ほど言ったような精神病床の

問題等は、これまでも何度か質問をされてきま

した。議会の中でも、なかなかその有効策が議

論の中では得られていないところでもあります

し、今の答弁についても、しっかりとこれを

やっていかなければ、認知症の方々がさらにふ

えてきたときの対応は難しいかと思います。先

日の藻谷さんの講演でもありましたが、これか

ら超高齢化の波が来るわけです。人口移動が来

て、今のベビーブーマーの人たちが、今度は65

歳、75歳、85歳となってきたときに、施設をこ

れ以上つくっていくことは非常に難しいと思い

ますので、一人でも早期に発見して、早くから

ケアができるようなシステムをつくっていただ

きたいと思います。

次に、高齢者を狙ったオレオレ詐欺等の被害

は後を絶ちませんが、その中でも、認知症の方

が詐欺犯罪等に巻き込まれるケースが多く、昨

年度は、送りつけ商法や投資詐欺といった消費

者トラブルで、認知症や知的障害のある高齢者
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が被害者となったケースは１万人を超えている

と、国民生活センターの調べでは出ておりまし

た。悪質業者からカモとして狙われているので

はないかという心配もあります。認知症患者や

知的障害のある方を、このような悪質なケース

からどう守っていくのか。犯罪に巻き込まれな

いようにするには、判断能力が不十分な人の財

産を守っていく成年後見制度というものがあり

ますが、その活用は非常に有効であると考えま

す。実際、成年後見制度の利用状況を見ると、

本県では、まだ371名となっておりますが、５年

前に比べると増加傾向にあるようです。先ほど

３万人はいると言われる本県の認知症患者を考

えると、まだ該当者がいると思いますが、その

普及について、県の取り組みをお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 成年後見制度

は、認知症など判断能力の不十分な方々が、財

産管理や契約締結をめぐって不利益をこうむら

ないように保護・支援する上で、有効な対策で

あると考えております。このため県では、県社

会福祉協議会を通じて、成年後見制度の活用に

関する相談に応じるとともに、本人にかわって

市町村長が申し立てを行うための職員研修や、

後見人を担う人材を育成するための実務研修を

実施するなど、制度の利用拡大に取り組んでい

るところであります。議員の御紹介にありまし

たように、平成25年度が371件の申し立て件数と

なっております。５年前の21年度が281件で、そ

の後も300件台で推移しております。今後とも、

県といたしましては、引き続き、家庭裁判所や

各市町村など関係機関と連携しながら、当制度

の普及・促進を図ってまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 この件につきましては、私も

友人の弁護士等に話を聞いてみましたら、後見

人制度というものを有効活用したほうが、例え

ば、家族間のトラブルであったり、ヘルパーと

か身近な人に対してもいろんな疑いをかけなく

てもいいし、また実際に、そのような方に幾ら

お金を払ったり渡したりしても、当人は忘れて

しまったりすることが多いので、この後見人制

度はもっともっと普及する必要があるというこ

とでした。もちろん、これは県が主体ではなく

て、市町村等が主体となってやらなければなら

ない事業かもしれませんけれども、ぜひ県も後

押しをしていただきたいと思います。

次に、日向市内の公共事業についてに移りま

す。

日向市は、ことし３月、東九州道で宮崎市方

面とつながり、格段に県内のアクセスが向上い

たしました。高速道の利用者も予想以上とのこ

とで、利便性の向上は県民にとっても大きな成

果が出ていると思います。今後は、高速道の進

捗も踏まえて、さらなる利用拡大で高速道を生

かしていく取り組みが必要であると思います。

本日は、日向インターチェンジから日向市市街

地を通り、国道10号につなぐ県道土々呂日向線

の改良工事につきまして質問をいたします。

現在、日向インターチェンジから財光寺地区

を抜け市街地中心部へ続く部分で、土地区画整

理事業と街路事業が行われておりますが、その

ちょうど街路事業部分では、大型車の通行がで

きない区間があります。現在、県が行っている

工事の状況と見通しを、県土整備部長にお尋ね

します。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道土々呂

日向線の日向市中心部につきましては、東九州

自動車道へのアクセス向上を図り、円滑な都市

交通や良好な都市環境を確保するため、市が施

行する土地区画整理事業と県が施行する街路事
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業により、整備を進めているところでありま

す。このうち、街路事業につきましては、中町

地区の未改良区間約200メートルにおいて、平

成24年度から事業に着手し、平成30年度完成を

目指しまして、現在、用地取得を進めていると

ころであり、工事に必要な用地面積の約６割を

契約いただいたところでございます。県といた

しましては、今後も、地元の御協力をいただき

ながら、日向市とも十分に連携し、道路整備の

効果が早期に発現できますよう、事業進捗を

図ってまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 住民は、年月がかかっても、

今の答弁のように、平成30年を目標にしてしっ

かりと進んでいますよというメッセージがあれ

ば、安心してその経過を見守ることができます

し、また、その沿線に対して、商店街でありま

すとか企業の誘致等にも寄与できるのではない

かなと思っております。

関連して、私は昨年の９月議会で、群馬県の

道路整備計画を例に挙げまして、道路整備の事

前公表について質問をしたところですが、その

後検討していただきまして、１年前発表から複

数年発表に切りかえていただけるということ

で、非常に期待をしております。そのときも質

問したんですが、群馬県は、県の方と市の方が

非常に連携を密にしてつくっている印象を受け

ました。地元の声をしっかりと反映した計画と

なっていきますように、要望しておきたいと思

います。

次に、細島港について質問をいたします。こ

れまでの重点港湾で細島港に関してはさまざま

な要望等もしてまいりましたが、今度は、工業

港地域ではなく、細島・畑浦地区にある細島港

商業港地区について質問をいたします。

この商業港地区は、チップヤード、倉庫など

を備えており、現在では、水深が浅く、大きな

船は入港できません。そのために、現在、港湾

計画を変更していく中で、どのように有効活用

を考えているのか、どのような検討がなされて

いるのか、今後の展望について県土整備部長に

お伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 細島港商業

港地区につきましては、細島港発祥の地であ

り、古くから漁業や商業を中心とした港町とし

て栄えてきた歴史ある地区でありまして、背後

には、国指定の文化財である名勝「妙国寺庭

園」など、歴史的価値のある史跡や建物などが

点在し、海の幸が味わえる「海の駅ほそしま」

など、多くの人が集まる魅力ある場所となって

いるところであります。平成23年度に地元関係

者の方々を中心に開催しました「商業港地区の

将来利用に関する検討会」では、豊かな観光資

源と、漁港やプレジャーボートなどの港の施設

が一体となって、商業港地区を活性化したいと

の御意見もいただいているところでございま

す。県といたしましては、現在、細島港港湾計

画の見直しを行っておりますことから、このよ

うな意見も踏まえ、港の歴史や景観を生かし、

漁船やプレジャーボートが行き交い、人々が集

うにぎわいのある場所となるよう、日向市や地

元の方々と連携を図りながら取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 私も幼いころはこの地域に住

んでおりましたので、小さいころから遊び場と

して、チップヤードとかああいうところで遊ん

でいた記憶があるんですけれども、かなり年月

もたちまして、あの周辺も道路も、がたがたと

なってきたり老朽化しております。商業港の周

辺には、あのチップヤードも県のチップヤード

でありますし、また、倉庫等も建ち並んでおり
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ます。相当老朽化もしておりますし、利用者か

らは改修を望む声も強く、例えば、このまま

チップヤードを残しておくのであれば、大規模

な補修も必要であると思いますし、倉庫であれ

ば建てかえなどの必要も出てくるかもしれませ

ん。今後、港湾計画見直しとなった場合には、

例えば工業港地区への移転なども検討されるの

かなと思いますが、そのような考えがあるの

か、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 商業港地区

のチップヤードや倉庫につきましては、港湾機

能のさらなる効率化を図るため、工業港地区や

白浜地区にあります同様の施設との集約化など

の検討が必要であると考えておりますが、移転

先の用地確保などの課題もありますことから、

現在行っている細島港港湾計画の見直しの中

で、関係者とも十分協議しながら検討してまい

りたいと考えております。

○西村 賢議員 再質問しますが、港湾計画の

見直しというものは、23年からいろんな意見を

聞いたりして、地元の方々と意見交換をしてい

ると思いますが、見直しというものは29年ぐら

いでしたかね、目標は。それをもっと早めて、

次の計画が立ち上がるまでの目標年次というも

のがあれば、教えていただきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 細島港では

現在、港湾計画見直しのため、長期構想検討委

員会を設置しまして、学識者あるいは地元の代

表の方々と議論させていただいているところで

ございます。この港湾計画の見直しにつきまし

ては、できる限り早く行えるよう努めてまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 済みません、できる限り早く

お願いをしたいと思います。先ほど申し上げた

とおり、チップヤードでは、道路ががたがたに

なりまして、アスファルト片がチップの中にま

ざってしまうと。業者のほうから、これはもう

売り物にならなくっているというふうに言われ

ておりますし、また、側溝は木片で埋まって水

が流れなくなって、水が流れないものですか

ら、あふれた水がチップを海にそのまま押し流

すというような状況もあります。移転しないの

であれば、しっかりそこを補修していただきた

いと思いますし、これが２～３年後移転すると

いうことであれば、今のまま頑張って使えるか

もしれませんけど、それ以上かかるようでした

ら、早目早目の補修をお願いしたいと思いま

す。

次に、最後の質問になります。先日、文教警

察企業常任委員会の県内調査におきまして、日

南振徳高校を訪問いたしました。その際に、生

徒の手づくりであるシフォンケーキをいただき

ました。文化祭などで販売しているようで、地

元の食材を使った非常においしいものでありま

した。これまでも我々は、県内の調査でほかの

学校にも行ったり、例えば海洋高校に行ったと

きも、文化祭で売っているんですよといった缶

詰をいただいたりしました。そのような食品加

工というものが、それぞれの農業系の学校、総

合系の学校で販売されるケースがありますし、

それぞれの学校で人気があると伺っておりま

す。

県内には、授業の中で食品加工を学び、製品

化しているところが多数あります。中には、大

手コンビニチェーンと提携して商品化された学

校もありますが、このような学校の高校生たち

に、新たな加工品の企画・開発を行っていただ

き、加工品のコンテストを行ってはどうかと提

案いたします。高校生たちの教育の一環とはい

え、若い発想ですばらしいものを生み出してく
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れるのではないかと期待しますし、高校生たち

のやる気、モチベーションの向上にもつなが

り、また、グランプリをとった食品を県内企業

が採用すれば、一躍新しい宮崎ブランドの創造

につながるかもしれません。いろいろ夢は広が

りますが、個人的には、例えば秋の高文祭の時

期に、食の高文祭とか食の文化祭といったよう

な形で実現することはできないのか、教育長に

お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 食品加工製品のコン

クールということですが、現在、農業系の高校

では、学校段階、県の段階、国の段階で、食品

加工分野の研究や、その加工に至る取り組みな

どを競うコンテストがなされておりまして、県

で上位になった子供たちは、切磋琢磨して全国

で競ってくる、九州で競ってくるというような

ことをしております。

議員の御提案は、これをもう一つ踏み込んだ

形だと私は受け取らせていただいたんですが、

製品そのものを持ち寄ってコンテストをやった

らどうかという御提案だと思ったんですが、

おっしゃったように、コンテストの実施につき

ましては、新たな商品開発に向けた、生徒や職

員の意欲、エネルギーを高めるとか、いい効果

が出ると思っております。温かい提案だと感じ

ておりますが、今やっているコンクールでなぜ

製品を持ち寄っていないかというと、原材料の

とれる時期が違うとか、賞味期間が違うという

ことで、一律に比較ができないということで

やっていないという課題があるということでし

た。

しかし、非常に興味深い提案ですので、食品

加工を学ぶ高校生が、他校の製品や製法を知

り、ともに切磋琢磨しながら学ぶとともに、自

分たちの製品について評価を受ける機会を設け

ることは、非常に大切なことでありますので、

今後、どんな形にすれば実施できるか検討して

みたいと思います。また、せっかくやるんだっ

たら、各学校の製品を県民の皆さんに知っても

らうとか、その取り組みを知ってもらうとか、

そういうこともあわせて考えられないかなと、

お聞きしながら思ったところでした。ありがと

うございました。

○西村 賢議員 教育長、まさしく我々も、議

会のそういう委員会で訪問した際に、そういっ

たいいものを我々だけがいただいているのは申

しわけないという気持ちからの提案でありまし

た。ぜひこれが県内に広まって、すばらしい高

校生たちの技術とか新しい発想というものを広

く広げていただきたいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会



６月12日（木）
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

17番 田 口 雄 二 （ 同 ）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 井 上 紀代子 （ 同 ）

31番 鳥 飼 謙 二 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。きのう、家に帰らないで寮

に泊まっておったら、少しは勉強できるかなと

思っていたんですけれども、ころっと寝てしま

いまして、目が覚めたのは４時でありました。

これから勉強したらいいなと思いながらも、歩

いてこようかと思って歩き始めたんです。天満

橋のところに来ましたら、おじさんが向こうか

ら―おじさんといっても私と同じぐらいです

けど―ごみ袋を持ってごみを取っているんで

す。「おはようございます」と声をかけたら、

「おはようございます」と。おっしゃるのに、

ごみを捨てる人が多いですねという話から始

まって、車のプレートまで落ちているという話

で、プレートを見せていただきましたが、頑

張ってくださいねということで、いいものを見

たなと思って行っていたんです。

橋をおりて民家のほうに行きましたら、アジ

サイがきれいに咲いているんですね。アジサイ

というのは、花言葉なんか知りませんが、そう

いう世代じゃありませんから、知りもしません

けど、ただ、聞いていたのでは、ある一定の土

地については、１つの花の色のアジサイしか咲

かないと聞いていましたが、きょう回ったとこ

ろは５色咲いておりました。これは近いうち

に、接ぎ木がきくそうだから、接ぎ木でとって

やろうかなと思ったところでしたが、そういう

ことをきょうは見てきたわけであります。こう

いういい思いをしながら来たのにもかかわら

ず、近隣諸国のことをしゃべらなくちゃいけな

い。非常に腹立たしいことであります。

今、経済大国になった中国が、本当にやりた

い放題のことをやっていただいております。南

シナ海の西沙諸島付近で、ベトナムの領有地な

んですが、そこの石油を掘削しようということ

で今、中国がやっております。そこで、ベトナ

ムとしては、我が土地だということで対抗して

いるわけですけれども、そこで軍艦同士がぶつ

かったりしています。中国に言わせると、向こ

うがぶつかってきたんだと、こういう話です

が、あれ以来、ちゃんとビデオを撮って、そし

て、新聞にもテレビにも、全世界にこれを発信

した。やっぱり中国が悪いじゃないかとみんな

思ったと思います。また、南シナ海のほうの

フィリピン沖では、岩が動いているらしいんだ

が、そこをずっと埋め立てて軍用基地をつくろ

う、空軍の発着基地をつくろうということで、

またフィリピンともごたごたやっているようで

あります。

しかし、考えてみますと、我が国も、2010年

の９月７日でありました。忘れもしませんが、

尖閣諸島沖で中国の漁船が日本の船にぶつかっ

てきました。そして、船長というのを捕まえた

んですが、当時、自民党の政権ではありません

でした。ですから、菅総理と仙谷という人が主

流であったんですが、法に基づいてちゃんとや

りゃよかったんですけれども、不起訴処分にし

た。それは、中国の圧力といろいろなことに屈

してやったことだと思います。そのことで、ビ

デオを出しなさいという世論があったんですけ

ど、ビデオも出さないということで、今度はそ

平成26年6月12日(木)
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の船に乗った関係のある人がそのビデオを流し

たんです。それで全国民、世界中の知るところ

となったということがありましたが、そういう

ことで中国としては、日本というところは、圧

力をかけたりちょっと脅したりするとすぐ乗る

んだということで、それから尖閣諸島が大きく

始まってきた。そして、南アジア付近のほう

も、今さっき申し上げたフィリピンとベトナム

の方向も、必ず中国は、自分のところの領海

だ、あるいは自分のところの石油資源だという

ことで攻めているわけです。これは本当にいけ

ないことだと私は思うんですが、こうして日本

の近隣諸国、アジア付近が非常に今、困った状

況にあるわけですが、私は、後ほど話しますけ

れども、集団的自衛権のことについてもちゃん

としなくちゃいけないというふうに思っていま

すが、中国がアジアの民衆に対して、アジアの

人たちに対して、こういうことをやっているこ

とについて非常に憤りを感じているんですが、

知事はこのことについてどのようにお考えか、

お聞かせいただきたいというふうに思います。

後は質問者席でやらせていただいて、ここか

らを終わりたいと思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

最近、我が国と近隣諸国の間では、領土や歴

史認識をめぐるさまざまな問題が生じていると

ころであります。中国や韓国を初めとする国々

は、東アジアに位置する日本にとりまして、我

々は、隣人を選ぶことができない、引っ越しを

することができないわけであります。地域の安

定と経済成長を進める上で欠かすことのできな

い隣国であると認識をしております。

このような考え方のもとに、経済や観光、文

化交流などの深まりを通じ、大局的な観点か

ら、相互に理解し、協力し合える関係を構築す

ることが重要であろうと考えております。議員

から御指摘がありましたように、我が国の主権

を脅かす違法行為などが生じておるところでご

ざいます。先日、防衛協会で、新田原基地の内

倉司令のお話を伺うことがありました。海で、

また空で、さまざまな形での挑発行為と見られ

るような行為、また、違法行為が行われている

ところでございますが、こうした行為に対して

は、国において、冷静かつ毅然とした態度で厳

正に対処していただき、平和的な外交交渉でそ

の解決を図る必要があろうと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○中村幸一議員 現在、新聞を見てもテレビを

見ても、既にどこを見ても、集団的自衛権云々

というのが言われているわけです。これも集団

的自衛権、個別的自衛権がありますが、よそか

ら攻められたときに、個別的自衛権を行使する

のは何ら問題ではない、私はこのように思うわ

けでありますが、これは当然のことでありま

す。

それで、安倍総理が、５月の15日でしたか、

記者会見でお話をされました。そのときに、ア

メリカの軍艦あるいは艦船に日本人が乗ってい

て、他国が攻撃をしてきた。このときに、日本

国は当然、集団的自衛権で対処すべきだという

話をされました。そのとおりだと思います。そ

してまた、仲のいい国が近隣でもし攻撃を受け

た場合に黙って見ているのか。そこでも集団的

自衛権を発動しなくちゃいけないじゃないかと

いうようなことを、図を使って説明されまし

た。そして最後には、まだいろいろありました

が、集団的自衛権についてはやっぱり憲法改正

が必要なんだけれども、今の状況では憲法の解

釈でやろうというふうなことをおっしゃったん
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です。

私も、憲法解釈ということになると、これは

大変なことになるなというふうに思ったわけで

すけれども、国際法を見てみますと、1945年、

国連憲章の第51条で、国連加盟国は―今、193

カ国ありますが―全て個別的自衛権と集団的

自衛権を有するというようなことがうたわれて

いるんです。そしてまた、どこかに攻撃があっ

た場合は、それを権利として使えるんだという

ようなことも国連憲章の中に書いてあります。

ただ、そういうことがあっても、国連にちゃん

と通知をしなさいということもうたわれており

ます。そういうことがうたわれているわけであ

りますから、国連加盟国193カ国に全て集団的自

衛権というのはあるわけです。日本は、憲法９

条とかあったりしていろいろありますから、日

本人は、なかなか真面目というか何か知りませ

んが、これをいろんな議論をしていらっしゃ

る。外国人に言わせるとこうなんです。国連加

盟国は全て集団的自衛権があるわけだから、集

団的自衛権は使えるじゃないかと。いや、日本

は憲法でだめなんですよと。今まで憲法でだめ

だと言ってきたんですから、これもいたし方な

いことなんです。

だけど、安倍総理がおっしゃるように、改正

をしないでも解釈でやるというのは、アメリカ

と秋口には話し合いをしなくちゃならないこと

もありますが、私は、もっともっと大きなこと

があるんじゃなかろうかと思うんです。だか

ら、安倍総理がおっしゃるのは、我々は―マ

スコミもそうですが、ほとんどのマスコミは日

本のことを余りよく書きません。近隣諸国のこ

とは、その諸国の新聞社であるように、よく書

きます。これは今、にやっと笑いましたから、

そうだと思います。我々は、尖閣諸島で何が起

こっているかということをまだつぶさに知らな

いんじゃないかと思うんです。これをつぶさに

知ったら、本当に大変なことになろうと思うん

です。御存じのとおり、この前、日本の航空自

衛隊の戦闘機に向かって30メーター近くまで接

近したと。そうしたら、きのうテレビで言って

いました。30メーター付近までまた接近してき

ましたと。これは大変なことなんですね。戦争

状態と似たような状態です。これが、集団的自

衛権がないならば、向こうから撃つのを待って

いてやらないといけない、こういう状況になり

ます。もちろん日本がそういうことを仕掛ける

ことはないと思います。そしてまた、いろんな

党が言うように、安倍総理だって戦争を好みま

せんよ。我々だって自民党員として、もし安倍

総理がそういうことになったら、真っ向から反

対したいと思っているぐらいですから、そうい

うことがあるはずがありません。

そういうことを考えると、この集団的自衛権

というのは、やはり解釈でやらざるを得ない。

そして、解釈で集団的自衛権が成ったら、間を

置いてでもいいから、ちゃんと憲法改正をやら

なくちゃいけない、私はこのように思っておる

わけですが、憲法改正というまでにまだまだ時

間がかかる。だから、これはやむを得ないとい

う気がするんですが、その件について知事はど

のようにお考えか、お聞かせいただきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 世界各地においてさま

ざまな紛争が生じるなど、安全保障環境は大き

く変化をしております。そういう状況の中で、

我が国の安全保障のあり方を議論することは、

極めて重要であると認識をしておるところであ

ります。決して議論としてタブーということで

はなしに、また、政府として具体的な事例等を
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想定しながら、国民的な議論の高まりを今もた

らしていると、大変重要なことであろうかとい

うふうに考えております。

現在、集団的自衛権の行使の是非や、それに

係る憲法の取り扱いなどにつきまして、政府・

与党を初め、各方面でさまざまな議論が行われ

ておるところであります。これらの問題は、国

の根幹にかかわります極めて重要な問題であり

ますので、丁寧かつ慎重な国民的な議論がなさ

れるべきものだと考えております。

○中村幸一議員 それから、教育長にお伺いし

たいんですが、スーパーグローバルハイスクー

ル、私は、11月定例議会で、五ヶ瀬中高一貫教

育校は、故松形知事が文科省の反対を押し切っ

てまでしてつくられた中高一貫教育校だと。で

あるならば、今、申し上げましたが、この中高

一貫教育校をもっともっと立派なものにし、そ

して、日本一の中高一貫教育のモデルにしてほ

しいと、そういうことを申し上げました。質問

したときに、教育長もお答えになったんです

が、グローバルハイスクールを政府のほうで検

討しているということは知らなかったんですよ

ね。知っていらっしゃらなかった。もし知って

いらっしゃれば、スーパーグローバルハイスク

ールなる制度を国が検討しつつあるということ

をお話しになったと思うんですが、言われな

かったということは知っておられなかったんだ

ろうということで、私も、私の意向が政府に届

いたのかなと思うぐらいびっくりしたんです。

しかし、本当にいいことだと思いました。

スーパーグローバルハイスクールに56校、国

は選んだわけですが、その中に五ヶ瀬中高一貫

教育校が選ばれました。これは任期が５年とい

うことですから、相当なことができるだろうな

と思っております。県のほうもいろいろお話を

されています。県としては、高校生グローバル

リーダー育成支援事業として取り組むことに

なっていますが、これをどのように取り組みを

されようとしているのか、そのことをお聞きし

たいし、国としても、いろんな施策が載ってお

ります。

海外の高校や国内外の大学等との連携を図っ

たり、あるいは先進的な人文学、社会科学分野

で子供たちを育てていきたいとか、そういうカ

リキュラムがあったり、それから、グローバル

イシュー、これは問題点の提起でしょうが、そ

ういったこともちゃんとやっていきたい。海外

研修とかそういったところにも派遣したい。外

国の高校とか大学から呼んできていろいろと勉

強させたい。それで世界的な知識を身につけ

て、日本のためになるように頑張っていただき

たい。こういう名目でスーパーグローバルハイ

スクールを国が計画したと思うんです。

ほかに、大宮高校にもグローバルハイスクー

ルに似たようなものが１つありますが、これは

また次回にしたいと思います。今回は、このス

ーパーグローバルハイスクールについて、教育

長はどういうふうに考えていらっしゃるか。

せっかく選ばれた56校のうちの１校、そして、

中高一貫教育を日本で一番最初に始めた五ヶ瀬

中高一貫教育校。このためにも、最大限の努力

をされて、日本一あるいは世界一の中高一貫教

育校にしていただきたいなと思いますが、教育

長の答弁をお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 今、御紹介いただき

ましたように、実は246校、全国で応募がありま

して、その中の56校の１校として、スーパーグ

ローバルハイスクールとして指定されたんです

が、五ヶ瀬中等教育学校は、その指定校の中で

一番の小規模校でございます。その小規模校の
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五ヶ瀬中等教育学校が、創立20周年の成人の節

目を迎えた今、世界に向けて大きく発信し、飛

躍をするチャンスをいただいたと考えておりま

す。指定校としての研究では、目指す姿とし

て、「野性味あふれるグローバル・リーダーの

育成」を掲げ、人類に突きつけられている課題

に正面から向き合い、将来、国際社会を牽引で

きる人材の育成に取り組もうとしているところ

であります。

このため、経済格差や環境問題、高齢化な

ど、喫緊のグローバルな課題を解決できる人材

育成のあり方について、中山間地域である五ヶ

瀬から発信することを目的に、世界一流の大

学、オックスフォードやケンブリッジ大学など

の学生を招いて意見交換を実施するとともに、

生徒にグローバル課題を肌で実感させるため、

九州大学を初めとする国内外の大学等の協力の

もと、生徒をバングラデシュやインドネシアな

どに派遣し、現地調査等に取り組むこととして

おります。県教育委員会といたしましては、

五ヶ瀬中等教育学校の取り組みを積極的に指導

いたしますとともに、その成果というのを全県

で共有して、宮崎からグローバル人材の育成を

図ってまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 次に、出生率についてお話を

したいと思いますが、５月24日、古川衆議院議

員の勉強会がありまして、講師でお見えになっ

た財務省主計局次長の岡本薫明さんの講演を受

ける機会がありました。人口問題、あと30年

たったら、あるいは50年たったら、どの程度の

人口になる。そしてまた、いろんな地域が崩壊

していくと。それは、東京に行く人と東京に行

かないようになった場合とのこともありまし

た。それから、出生率についても、30年後ぐら

いはこのぐらいの出生率が出てくるだろうと。

事細かく暗記していたんですが、きのう山下議

員が、私もするだろうと思いながらも、知って

いる全てを話してしまいました。だから、あと

はなくなったので、どうしようかな、やめよう

かなと思ったんですが、そういうわけにもいか

ないと思いまして、お話しするんですが……。

政府の経済財政諮問会議のもとに設置された専

門調査会は、出生率を高めるため、子供を産み

育てる環境を整え、50年後に人口１億人程度の

維持を目指すと、初の数値目標を示しておりま

す。講義であったように、そういう状態じゃな

くて、こういうふうに１億人程度に維持できれ

ばいいなと思っておるところです。

さて、産みたくても産めない夫婦の話は議会

でも何回か取り上げられました。私の友達なん

ですが、私より大分下ですけれども、年齢が

ちょっといって結婚しまして、私も結婚披露宴

に呼ばれたんですが、よかったねという話をし

てお祝いしたところでしたけれども、結婚して

間もなく、なかなか子供ができないんですよね

という話も聞いていました。ところが、お互い

の忙しさにかまけてなかなか会う機会もござい

ませんでした。この前、電話が来て、「一回、

中村さん、会いましょうよ」ということだった

ので、出かけていってお話ししたんですが、

「子供ができました」ということなんです。

「よかったね。立派なもんだ。あと１人つくら

にゃいかんね」という話をしたら、「いや、も

うできません」と。子供をつくるのに―両方

ともと言っておきましょう、片方がどうこうと

言うといけませんので、両方とも悪いとして

―あそこの産婦人科にいい医者がいるよと

いったらそこに出かけ、こっちの産婦人科でい

い人がおるよといったら出かけて、本当に並大

抵ではない苦労をしましたと。私も事業をして
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いましたので、何とか多額のお金―お金のこ

とはここでは言いません。幾らかかったと言い

ませんが、多額のお金が要りましたと。私がサ

ラリーマンであったらできなかったかもしれま

せんと。何回もお話ししましたが、同じ仲間で

途中でやめた人たちもたくさんおります。金が

かかるからもういい、とにかく夫婦で仲よく

やっていこうよということを選んだ人たちもお

りましたというわけです。

だから、私は彼に言ったんです。宮崎県は出

生率が全国で第２位になったんだという話をし

たら、「先生違いますよ。宮崎県が何をやりま

したか。宮崎県がいろいろやったから出生率が

第２番目になったんじゃないんだ」。これは、

その本人たち夫婦も金を出した。奥さんのお父

さん、お母さんも出したらしいんです。御主人

のほうのお父さん、お母さんも出した。おばあ

ちゃん、おじいちゃんたちも出した。県がやっ

てくれたから国で第２番になったんじゃないと

思うんです。「私たちは、本当にいろんな人か

ら協力をいただいてお金を工面しました。その

結果、子供がこうして生まれたんですよ」。

私はびっくりしました。そんなにかかるとい

うことは大体聞いておりましたけれども、そん

なにたくさんの費用がかかるとは思っていませ

んでした。ですから、福祉保健部長に聞くんで

すが、どのぐらい県で補助をやっているかとい

うのは知っていますが、こんなことを聞きます

と、そこそこの補助じゃやっていけない。全国

２位になるということは何がありますか。うち

は作物等で２位になっているのはありますけれ

ども、国体だって39位とか40位じゃないです

か。２位まで押し上げたということは、県民の

力なんですよ。県政の力じゃないんです。私は

そう思いますよ。ですから、福祉保健部長にお

伺いしますが、どのくらい今、そういった不妊

の人たちに費用を提供されているか、お伺いし

たいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 不妊治療費に

つきましては、国の助成制度を活用いたしまし

て、医療保険が適用されない体外受精と顕微授

精の特定不妊治療を受けた夫婦を対象といたし

まして、夫婦の合計所得が730万円未満の方に助

成をいたしております。今年度からの助成制度

では、初回治療の女性の年齢が40歳未満の方の

場合、通算６回の助成を受けることができま

す。助成額は１回につき最大15万円となってお

りまして、平成25年度は、県全体で延べ863件、

助成総額は約１億1,000万円となっております。

○中村幸一議員 今おっしゃった額で足りるよ

うな額じゃないんですね。本当に真剣に、なか

なか子供ができないお二人が子供をつくろうと

いう努力をされると、莫大な金が要るんです。

これは県に頼むわけにもいきませんが、本来、

国でもちゃんとした保険もやっていかなくちゃ

いけないだろうと私は思っていますが、県にい

ろいろ言ってもなかなかまとまらないので―

まとまらないというか、ちゃんとやっていただ

けないだろうと思うので、この前、国会議員の

皆さんを何人か呼んで、私、話してみました。

「こういうことがあるんですよ」「いや、聞い

ています」、「聞いていたなら、厚生労働省あ

たりでちゃんと話もしてくださいよ。そして、

保険もちゃんとしてくださいよ。そういうこと

は我が県の部長さん方からも聞いているでしょ

う」「いや、聞いていません」。だから、何も

言っていないんですよ、皆さん方は。だから、

国のほうは知らない。だから、我々がちゃんと

言わないといけないと、私、つくづく今回思い

ました。
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そこで、時間も余りありませんから、急ぎま

すが、部長、もうちょっと出していただくよう

な手だてはありますか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 体外受精など

の特定不妊治療は、保険が適用されないという

ことで、経済的にも負担が大きいということは

理解しておりますし、そういうことから、先ほ

ど申し上げましたような助成事業を現在行って

おります。お尋ねの県による助成額の増額とい

いますのは、厳しい財政状況等を見ますと、大

変難しいと考えております。国の政策として不

妊治療の保険適用がなされるように、毎年度の

国の予算・施策に対する提案要望の中にも織り

込むなど、さまざまな機会を通して要望してお

ります。県におきましては、不妊に関する情報

提供や不安に対する心のケアなど、さまざまな

悩みに対応するため、県内３保健所に専門相談

窓口を設け、精神的な負担の軽減にも努めてい

るところであります。

○中村幸一議員 ちょっとこれは言いにくい質

問なんですが、公務員の資格取得についてお聞

きしたい。差しさわりのある人がおりました

ら、耳を塞いでおいていただいて結構でありま

す。

行政書士、土地家屋調査士、そしてまた税理

士、まだほかにいっぱいあるんですが、そう

いったことについて、国と、県もそうですが、

県の関係は行政書士しかありませんけど、税理

士でもそうです。20年ぐらい勤めたら一定の資

格を与える。そしてまた、試験科目も免除する

というのがあるんです。国家公務員は上は上か

ら天下りをし、下は下でそういう恩典を与えて

おるわけです。だから、行政書士についても後

で話しますが、税理士なんですよ、私の一番下

の息子が42になりますが、同級生が２～３人、

税理士を目指して一生懸命勉強しておる。通ら

ないんですね。なかなか通らない。５問ぐらい

していたら、あと２問残して全部落ちてしまう

と、こう言うんです。税理士を―税務署がく

れるもんだから―余り一般から合格させる

と、今度いざ仕事になったときに、仕事がない

んですよ。だから合格させない、そういう状況

なんです。

ここでは行政書士しか答えられないと思いま

すから、行政書士についてお伺いしますが、県

庁に合格している人も優秀な人ですよ。だか

ら、別に与えなくても試験を受けりゃ合格する

と思うんです。ですから、全部試験にしてくだ

さい、こういうことをお願いしたいんです。聞

きますと、ことしも６％の合格率だったらしい

んです。だから、若い人が食っていけない。そ

ういう状況を総務部長はどう思うか、お答えく

ださい。

○総務部長（成合 修君） 行政書士資格取得

について、県は、その資格試験を実施し、監督

する機関となってございますが、行政書士の資

格は、行政法に基づき、行政書士試験合格者及

び弁護士等の有資格者と並び、議員の御質問に

ありましたように、国または地方公共団体の公

務員として通算して20年以上、高等学校卒業の

場合は17年以上、行政事務に従事した者が有す

ると規定されているところであります。この実

務経験年数は、過去、５年から９年、さらに17

年へと、二度にわたって引き上げられた経緯が

ございます。この年数については、行政書士が

担う行政書類作成に係る知識習得に必要な期間

とされているところでありまして、行政書士の

実務の高度化に伴って見直されたものと理解し

ております。

なお、今国会に、行政書士の業務拡大を柱と
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した行政書士法改正案が提出されております

が、今後、行政書士に新たな権限が仮に付与さ

れた場合には、手続の専門性を確保するため

に、先ほど申し上げました行政実務の経験から

だけではなく、より法律的な知識が必要となり

ますことから、それに合わせ、資格要件の見直

しの可能性も出てくるのではないかと考えてお

ります。その状況について見守ってまいりたい

と考えております。

○中村幸一議員 次に、障がい者のついの住み

かについてお伺いしたいんですが、前回、松村

悟郎議員が代表質問で、福祉保健部長におっ

しゃいました。親亡き後の障がい者の子供にど

う関与するのかという話で、そのとき、２つほ

どおっしゃいました。その中で私が思ったの

は、私は今、４年間のこの任期のうちに２年間

は厚生委員会にいるんです。そのときに、知的

障がい者やあるいは精神障がい者の人たちは、

ちゃんとした施設をつくって高齢になったとき

に住まわせてやらないと、健常者とはうまくい

かないんだよという話を何回もしました。委員

会でも部長も課長も答えたんです。「そうです

ね。やっぱり知的障がい者の人たちとかそうい

う人たちについては、そういう施設も必要です

ね」と、そうおっしゃったので、私は、これは

国のほうにも働きかけてくれるなという感触を

得たんです。感触ですよ。ところが、部長の答

弁は簡単な答弁でしたよ。今、頭に浮かんでこ

ないので言いませんが、簡単な答弁だったんで

す。

私は、２つ施設があるんですが、１つの施設

は都原地区というところにあるんですが、その

施設は、市役所から土地・建物を借りておりま

した。先立って購入しておいたほうがいいです

ねという話もあったので、購入したんです。高

い金を出して購入したんです。今、準備を進め

ているさなかに、そういった、前に言ったこと

等をちゃんと部長が受けとめていないというこ

とに物すごい憤りを感じたんです。部長を責め

ているんじゃないですよ。みんなの部長が悪

い。みんなが、この議会であったこと、委員会

であったことを、委員会が終わったら終わり

だ、議会があったら、議会が終わったら終わり

だ、答弁したら一応終わりだと。国に行く必要

もないし、どこも行かんでよかっじゃがという

ようなことじゃないですか。そういうのに腹が

立って仕方ないんです。だから、松村議員の

おっしゃったこと、今、私が聞いたこと、知的

障がい者のついの住みかを今後どうされるおつ

もりか、お伺いしたい。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 議員の御指摘

は、しっかりと真摯に受けとめたいというふう

に考えます。障がいのある方を親が在宅で介護

しておられまして、親が先に亡くなられた場

合、障がいのある方の生活の拠点をどこに確保

していくかなど、いわゆる「親亡き後問題」は

大きな課題であると認識をいたしております。

障がい福祉サービスの提供に関する基本的な考

え方として、国では、入所等から地域生活への

移行の促進を掲げておりますが、現実には、グ

ループホームでは対応できない方もおられるも

のと考えております。県といたしましては、今

後、高齢の知的・精神障がい者の方の生活の場

の支援のあり方、さらには、高齢化に伴い施設

への入所が必要となる方の受け皿をどうするの

かといったことなどにつきまして、福祉施設や

関係団体等の皆様方と意見交換や議論を深めて

まいりたいと考えております。なお、その議論

を踏まえまして、国への働きかけなど、必要な

対応に努めてまいりたいというふうに考えてお
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ります。

○中村幸一議員 それから、市が、障害者相談

支援事業というのを立ち上げなさいということ

で、私も立ち上げました。優秀な職員を派遣し

たんですが、障害者相談支援事業というのは、

金は少なくしか出さない、市のほうからか県の

ほうか知りませんが。そして、やることはいっ

ぱいあるんです。やらなくちゃならないことが

多いんです。時間がありませんから、かいつま

んで言いますが、そういう状況の中で、果たし

て、この障害者相談支援事業というのはいいの

かどうか。金の問題、それから、ちょっと仕事

の量が多過ぎるんじゃないかということについ

て、お答えいただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） サービス等利

用計画のことでございますけれども、これは、

平成27年４月からの本格的な実施に向けまし

て、既にサービスを利用されている方々、県内

に9,000人ちょっといらっしゃいますが、こうい

う方々の計画作成を、３年間という短い期間で

集中的に進める必要があります。事業所の負担

が大きいといった声や、現行の報酬等につきま

しても、事業所の採算性の確保に課題があると

の声も伺っているところでございます。このよ

うな状況を踏まえ、県におきましては、標準的

なモニタリング期間のあり方、あるいは報酬構

造を含めた見直しにつきまして、国へ要望を

行ってまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 都城志布志道路についてお伺

いをいたします。

先月の５月30日、都城志布志道路整備・活用

促進大会というのが都城で開かれまして、都城

に、鹿児島の人たちや、副知事もお見えになっ

た。その中で、今から都城―志布志間の高規格

道路をちゃんとやりましょうということなんで

す。今までほったらかしにしちょったから、少

しはやる気になったんだろうなというふうな思

いもしました。私も、議長もし、そして県連会

長をした折に、いろんなところに行って相談を

しました。訴えました。東九州自動車道にして

も志布志高規格道路にしても同じです。私は、

やむを得ない、高速道路については早くやらな

いかんな、志布志はその後だろうなと思ってい

ました。私がちょうどその大会に行くとき、104

歳のばあちゃんですが、私の母親と同級生でし

たが、「どこに行くんですか」「こういう会合

に行きます」、「104歳になりましたが、いつで

くっとやろかい」と。いつできるんだろうか。

志布志線が、鉄道が27年前に、これは別な決ま

りでなくなったんですが、なくなった。あれか

ら27年たつ。志布志に遊びに行くこともできな

い、こういうお話だった。

そこで、時間がなくなりましたから、急ぎま

すが、知事は、今度は本腰を入れて志布志高規

格道路に突っ込んでいただきたいと思うんで

す。幸い今、宮崎県の国会議員も大分偉くなっ

ていますから、ぜひとも一緒になって進めてい

ただきたい。今後の意気込みをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 都城志布志道路であり

ます。これまでも機会あるごとに、この道路の

必要性、重要性などを強く訴えてまいったとこ

ろであります。東九州道延岡―宮崎間が開通を

したわけでありますが、まだまだ県南区間が

残っている、さらには中央道もある、そういっ

たことに加えて、必ず都城志布志道路の整備の

必要性を、私は事あるごとに訴えてまいりまし

たし、昨年度は、より一層の事業推進を図るた

めに、鹿児島県と両県合同による、もちろん地

元都城市の関係者も含めて、国への要望活動を
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行ってきたところであります。

この道路は、市内の渋滞緩和を図るととも

に、日本有数の食料基地であります都城圏域の

畜産業の活性化を初め、企業誘致等による新た

な雇用創出、さらには観光振興など、地域の経

済発展に大きく寄与する経済の道として、ま

た、防災や医療の道として、非常に大きな役割

を担う重要な道路であると認識しておるところ

でございます。今、議員から御指摘がありまし

た30日の整備・活用促進大会も、私、長野県松

本市に向かう前でありましたが、その前に少し

時間をいただいて大会の冒頭に挨拶をさせてい

ただき、そこでも改めて決意表明をさせていた

だいたところであります。

今後とも、国に対して予算確保をより積極的

に働きかけるとともに、県議会を初め、沿線自

治体、商工関係団体等の御支援もいただきなが

ら、国や鹿児島県とも十分連携をし、早期の全

線開通に向けて全力で取り組んでまいりたいと

考えております。

○中村幸一議員 今、盛んに知事からも部長か

らも、国に働きかけてという言葉がありまし

た。ただ、国に働きかけていらっしゃるんだろ

うかというのが非常に疑問なんです。今、私ど

もは特別委員会が２つあります。しまったな、

特別委員会の一つを、議会のやりとりの中を精

査するための会合にすればよかったなと今思っ

ているぐらい、皆様方の国に対する意見という

のが通じていないと思うんですが、その点いか

がでしょうかね。

○知事（河野俊嗣君） 要望活動を毎年さまざ

まな形で行っておるところでございますが、大

事なことは、具体的な成果を出すことであろう

かというふうに思っております。東九州道、先

ほど申しましたような一部区間の前倒し開通と

いうのは、一つの県民を挙げての運動で、大き

な成果であったというふうに考えております。

この都城志布志道路も、地元のそういう盛り上

がり、市民文化ホールが満杯、また立ち見も出

る大変な盛況でありました。これを九州地方整

備局の岩崎局長にも具体的に見ていただいて、

その熱気をじかに伝えることができたわけであ

ります。東九州道の県南区間の整備に向けた串

間市での1,600人の大会、これも国交省で語りぐ

さとなっているということでございます。今後

とも、そういう形で我々の熱意というものを

しっかりと伝え、また、繰り返し繰り返し訴え

てまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 教育長にお伺いしますが、ス

ーパーグローバルハイスクールというものは、

私はこれは、先ほど答弁いただきましたけど、

本当に真剣にやると、宮崎県の中で本当にすば

らしい子供ができて、世界をリードするような

子供たちが育っていくだろうと思うんです。そ

ういった意味でも、知事もそうですが、この件

については予算を出してあげて、本当に立派な

スーパーグローバルハイスクールになっていた

だきたい。いかがでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 五ヶ瀬中等教育学校

ができて20年になるんですが、五ヶ瀬中等教育

学校が開校したときに、野性味あふれる日本の

リーダー、世界のリーダーを目指すというよう

な気持ちでつくられた。当時の職員に、どうい

う教育をしたいんだという話をしたら、知性あ

ふれる子供で、やっぱりそういう元気な子供を

つくりたい。例えて言うなら、ヤマメ釣りがで

きて東大ぐらいでも通るような子供を育てたい

という話をされましたが、スーパーグローバル

ハイスクールができたというのは、日本の将

来、世界の将来を担う人材をきちんと育てない
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といかんという危機感、きちんと育てないとい

けないという思いからだと思います。物すごい

チャンスをいただいたと思っておりますので、

我々も積極的に学校を支援して、本当にいい形

で五ヶ瀬から発信できますように努めていきた

いと思いますし、五ヶ瀬だけには終わらせず、

大宮がアソシエイトになりましたが、その学

校、ほかの学校も含めて、宮崎の財産として、

どういう教育課程を組んだらそういう子供が育

つか、どんな試みをしたら子供が育つかという

ようなことをちゃんと押さえながら、全県下で

共有して宮崎の教育に生かしていきたいと、強

く決意をしております。

○中村幸一議員 ぜひ、ヤマメが釣れて、東大

に通るような生徒をつくってください。これで

終わります。（拍手）

○福田作弥議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

一般質問を行います。知事を初めとして、関係

各部長、教育長、警察本部長に答弁をお願いい

たします。

初めに、ふるさと納税について伺います。

自分のふるさとの自治体、応援したい都道府

県及び市区町村に対して寄附をすると、寄附金

額のうち2,000円を超える分について、所得税が

寄附した年から、住民税は翌年度から控除され

る制度であります。御存じのとおりであります

が、制度開始から既に６年目を迎えておりま

す。このふるさと納税の実績について、少々旧

聞に属するところでありますが、総務省が昨

年、全都道府県、市区町村を対象に、制度開始

以来初となる全国調査を行い、その調査結果を

踏まえ、納付手続の多様化、あるいはさらなる

ＰＲ強化など、ふるさと納税のより一層積極的

な活用を促す通達を出しております。そこで伺

いますが、まずは、平成25年度の県のふるさと

納税の受け付け状況はどうであったか。あわせ

て、今回の通達で総務省より求められたものに

ついては、県としてどのように取り組んでいる

のか、総務部長に伺います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（成合 修君）〔登壇〕 お答えし

ます。

ふるさと納税につきましては、本県では「ふ

るさと宮崎応援寄付金」として実施しておりま

す。平成25年度の実績は、46件、343万500円と

なっております。

次に、本県の取り組みについてであります。

まず、寄附金の収納方法につきまして、クレ

ジットカードによる寄附、あるいは口座振り込

みによる寄附、また、県が発行する納付書によ

る寄附の３つの方法から選択できるようにする

ことで、寄附をしていただける方が納付しやす

い環境を整えているところであります。また、

幅広く寄附を募るために、県のホームページ上

に「ふるさと宮崎応援サイト」を立ち上げると

ともに、県外事務所を通じまして、県外で開催

される県人会や同窓会などで、制度の周知や寄

附の呼びかけを行っているところであります。

引き続き、寄附していただける方の利便性の向

上や、さまざまな機会を捉えましてＰＲに積極

的に努めてまいりたいと考えております。以上

でございます。〔降壇〕

○新見昌安議員 引き続き、ふるさと納税に関

して知事に伺いたいと思います。調査結果は、

都道府県分と市区町村分に分けて公表されてお

りますが、都道府県分の大きな調査項目「寄附

者との関係づくりについて」の中で、取り組み

の一つとして、特産品等の送付を行っている団
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体が、47都道府県中23団体ありました。この件

については、県議会でも制度開始当初さまざま

な議論があったところでありますけれども、現

時点では宮崎県として行ってはおられません。

しかしながら、隣県の熊本県においては、2013

年度の寄附の実績、件数、金額とも大きな伸び

を示しております。そのような結果をもたらし

た追い風の一つが、特典として用意された、く

まモンのグッズセットであったというふうに言

われております。議論が分かれるところであり

ますけれども、本県としても特産品の贈呈、一

考の余地があるのではないかと考えますが、知

事の見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、このふるさ

と納税制度により、口蹄疫のときに大変多額の

寄附をいただいたところでありますが、寄附を

いただいた方に感謝の意を伝えるために、お礼

状を送付しますとともに、昨年度から、希望さ

れる方には、部長の答弁にありましたように、

県のホームページのサイトに応援メッセージを

掲載できるようにもしておるところでございま

す。

このふるさと応援寄附金は、ふるさとを応援

したいという思いを寄附という形で受け入れる

ものでありまして、あくまでも寄附していただ

ける方の自発的な思いに基づくものという考え

から、本県では、今のところ特産品等の送付は

行っていない状況であります。しかしながら、

議員から御指摘がありましたように、約半数の

団体が特産品等の送付を行っている。今、「関

係づくり」という言葉もございました。また、

その自治体のＰＲや特産品のＰＲなど、さまざ

まな効果というものを考えられるところであり

まして、本県としても、そのあり方について調

査、研究してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ネットで「ふるさと納税」で

検索しますと、上位に出てくるのは、例えば

「ふるさと納税特典ランキング」とか「2014年

おすすめ！ふるさと納税特産品・特典」、

「【2014年版】お得な「ふるさと納税」ランキ

ング～お米編～」とか「～牛肉編～」、そう

いったものばかりでございます。寄附金控除の

優遇税制についてはなかなか出てきません。国

民の関心の多くが特産品・特典にあるというこ

とがうかがえるのではないか。少しばかり柔軟

に考えていただければというふうに思います。

よろしくお願いをしておきます。

次に、統計データの利活用について、何点か

伺ってまいります。

統計データと言えば統計調査課であります。

そこでまず伺いますが、統計調査課では、県の

出前講座のメニューとして、「統計データの読

み方について 数字はこわくない。面白統計講

座」というものを載せておられます。そのデリ

バリー状況はどうなっているか、総合政策部長

に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 統計に関す

る出前講座につきましては、平成23年度から毎

年度募集しておりますが、これまでのところ申

し込みをいただいておらず、残念ながら開催実

績はございません。

なお、社会の情報基盤であります統計につき

まして、広く県民に関心を深めていただくこと

は大変重要であると考えておりますので、出前

講座のほかにも、イベントやセミナーの開催な

ど、さまざまな啓発活動を展開しているところ

でございます。今後とも、これらの取り組みに

係るＰＲについてさらに工夫を凝らすことによ

り、県民の方々により一層統計に対する関心を

持っていただくよう、努めてまいりたいと考え
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ております。

○新見昌安議員 今回、統計のことを質問とし

て取り上げたのは、学校現場で統計学習の拡充

が図られているということを最近耳にしたから

であります。調べてみますと、小学校、中学校

の新学習指導要領が平成20年、高等学校の新学

習指導要領が平成21年に公示されて、これらの

新学習指導要領は、小学校が平成23年度、中学

校では平成24年度から全面実施、高等学校で

は、平成25年度の入学生から、数学及び理科は

平成24年度の入学生からと、段階的に適用され

ていますけれども、その中で統計教育が拡充さ

れているようであります。例えば、中学校では

｢資料の活用｣、高等学校の数学Ⅰでは「データ

の分析｣といったものがそれに当たると、先日

伺ったところであります。

これからの社会を生きていく子供たちは、統

計データから世の中の傾向をつかみ取り、さま

ざまな決定をしていくといった場面には、これ

から何度も遭遇するのではないかと思います。

そのときに慌て、戸惑わないようにするために

も、統計学習の拡充は大事な視点ではないかと

思います。そこで伺いますが、学校現場での統

計学習とあわせ、統計に親しみを持ってもらう

ため、本県では子供たちのためにどのような取

り組みをしているのか。また、子供たちが日常

生活の中で統計に親しめるよう、インターネッ

ト上に子供向けの統計学習サイトを立ち上げて

はどうかとも考えますが、総合政策部長の見解

を伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 子供を対象

といたしました統計学習に関しましては、小学

校３年生から６年生までの子供とその保護者に

御参加いただきまして、親子統計教室を年１回

実施しておりますほか、統計グラフのコンクー

ルを毎年開催するなど、子供たちが統計に親し

む環境づくりに努めているところでございま

す。

もう一点、子供向けの統計学習サイトにつき

ましては、利用者にとって場所や時間に制約が

ないなどの点で、一つの有効なツールと考えら

れるところでございます。他県でサイトを持っ

ているという事例もございますので、そのよう

な事例を参考にしながら研究を進めてまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 全国的には、子供何々とか

キッズ何々とか、そういった統計学習サイトを

立ち上げている都府県も多くございます。前向

きに取り組まれるよう要望しておきたいと思い

ます。

ネット上のサイトを活用しての学習とあわせ

て、子供たちが統計を通して自分のふるさとを

知り、また愛し、誇りを持つきっかけをつくる

ためには、生身の人間との双方向のやりとりも

大事ではないかと思います。先ほど統計調査課

の出前講座の実績はゼロということを伺いまし

た。これは本当にもったいないと思います。こ

こは、生きた統計学習を行うために、統計のプ

ロである統計調査課の職員を学校に出前に行か

せてはどうかと考えますが、これについては知

事の見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の、統計データ

を正しく読み取り、生活や学習に役立つ情報と

して活用していくためには、早い時期から統計

に触れて、統計の使い方、また統計的な物の見

方や考え方を身につけること、これは極めて重

要だと私も考えております。また、県として

も、そういった統計データを有効に活用し施策

に生かしていく、さらには県外に向けたＰＲに

活用していく、これも重要でありまして、本県
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の美しい自然、歴史・文化、豊富な農林水産物

や魅力的な観光地など、全国に誇れるさまざま

な財産というものを、例えば「宮崎の１番」と

いうリーフレットにまとめたり、「指標でみる

宮崎県」などの取りまとめを行い、ホームペー

ジで紹介をしたり、県庁内にも掲示をしたりと

いうことでございます。

特に、子供たちがこういった財産について客

観的な統計データをもとに学ぶことは、統計的

な思考力を育むとともに、郷土への理解をさら

に深めて、自信や誇りの醸成につながるものと

考えております。先ほど答弁にありました統計

グラフのコンクール、私も毎年表彰式に出てお

りますが、非常にこれも重要な取り組みである

と認識をしております。

統計に関する学校への出前授業につきまし

て、出前授業以外には、現在、小中学校を統計

教育研究の実践校に指定して強化をしている取

り組みも別途あるわけでございますが、出前授

業につきましては、現在、大学と連携した出前

授業の提案をいただいておるところでありまし

て、今後、県教育委員会などとのさらなる連携

強化を図りながら、積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 今の答弁で｢積極的に」という

文言―程度副詞ですかね。これ、なかなか入

るものではないんじゃないかと思います。知事

の意気込みが感じられると思います。よろしく

お願いをしておきます。

次は、携帯情報端末への情報配信についてで

あります。

私たち公明党の支持母体の定期刊行物の一つ

に「グラフＳＧＩ」というものがございます。

創価学会インターナショナルでございますが、

外国人のメンバーも読めるように、英語と日本

語併記の冊子であります。先般、それを見てい

まして、あるページに目がとまりました。それ

は「ＳＧＩを動画で体感しよう！！」というも

ので、スマートフォンやタブレット端末から

―これは固有名詞ですけれども―「ＡＲeader

（エアリーダー）」という無料アプリをダウン

ロードして、グラフ内の何カ所かに印刷してあ

るＡＲマーカーを読み込ませれば、動画が音声

とともに再生されるというものでありました。

ＡＲとは「拡張現実」というものだそうで、そ

の仕組みは私にも全然わかりませんけれども、

早速試してみようということで、アプリをダウ

ンロードし、マーカーを読み込ませると、たち

まち外国のメンバーの合唱の様子と歌声が再生

されて、正直驚いたところでございます。ＱＲ

コード、バーコード等を読み込んでの動画の再

生というのは既にありますけれども、その場合

は幾つかのステップを踏んでから動画にたどり

着くような状況じゃないかと思います。一方、

このＡＲでの再生は本当に簡単で、読み込ませ

ればすぐに動画と音声が出てきました。これは

高齢者でも十分使えるんじゃないかと感じたと

ころでございます。これを活用しない手はない

んじゃないかと思います。そこでまず、「県広

報みやざき」を初めとした県の広報紙等に、こ

のＡＲ技術を導入してはどうかと考えるところ

ですけれども、これについては知事に伺いたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のＡＲは、紙面

上の記事などにスマートフォンやタブレットを

かざしますと、画面から動画などの追加情報を

見ることができる技術でありまして、見る人の

興味を引いて、より詳しい情報を提供する、こ

れを可能にする新たな手法だと認識をしており

ます。私も以前、ふるさと知事ネットワークで
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島根を訪れたときに、出雲大社におきまして、

デモ的に、かざすと出雲大社の昔の像が出てき

て、いろんな解説が紹介されたりということ

で、観光面での活用も、これからどんどん広

がっていくのではないかということを実感した

ところであります。県内でも、小林市におい

て、いろんな活用をされている事例もあるよう

でありまして、今後ますますいろんなところ

で、場面で広がってこようかと考えておりま

す。

ＡＲの活用に関しましては、動画コンテンツ

などを準備する必要がありまして、県の広報紙

に掲載する幅広い情報の全てにＡＲを用いると

いうことは、いろいろ困難もあろうかというふ

うに考えておりますが、広報戦略室を設置し

て、さまざまな新しい手法を活用しながら、広

報に積極的に取り組んでまいりたい、そのよう

な姿勢でおりますので、動画による補足が効果

的と思われる分野の記事についてはＡＲの活用

ができないか、検討してまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 知事が言われるように、広報

紙の全ての情報をＡＲでということは、私も

思っておりません。文章やイラスト、写真だけ

では伝えにくいけれども、動画と音声があれば

十分伝わる、そういったものだけでいいんじゃ

ないかと思います。ぜひとも前向きにお願いを

しておきます。「県広報みやざき」には、「こ

んにちは！河野です」というコラムもあります
こ う の

よね。これ以上言いませんので、よろしくお願

いします。

携帯情報端末への情報配信について、もう一

点提案したいと思います。県においては、災害

時の被害防止、犯罪防止に資するために、防災

・防犯情報メールサービスを実施しておられま

す。私もスタートのときからこれを登録してお

りますけれども、当時、メール機能を持った持

ち運べる端末は、多分、携帯電話だけだったと

思います。その後の持ち運べる端末の目をみは

るほどの発展、機能充実は、皆さん御案内のと

おりでありますけれども。そこで、携帯電話向

けの防災・防犯メールとは別に、スマートフォ

ン、タブレット端末の特徴を生かした防災情報

配信に取り組んではどうかと考えますが、これ

については金丸政保危機管理統括監に見解を伺

いたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 本県では、

平成18年度に防災・防犯情報メールを導入した

ところでございまして、現在、約２万8,000人の

方に御利用いただいております。御質問にあり

ましたスマートフォンやタブレットにつきまし

ては、その特徴として、画面上で地図情報が見

やすく、また、目的地に到着するまでのナビゲ

ーションの機能もありますことから、例えば、

災害発生時における避難に際しましては、迅速

かつ安全に避難するための情報を得る手段とし

て有効なのではないかと考えております。一部

の自治体におきましては、既に導入している事

例もあり、また、国土地理院においては、津波

浸水区域や避難場所等のデータベース化に取り

組まれておりますので、今後、これらを参考に

しながら、より効果的な防災情報の提供につき

まして研究してまいりたいというふうに考えて

おります。

○新見昌安議員 危機管理統括監には初めての

答弁になったわけですけれども、前向きの思い

が込められているというふうに感じました。あ

りがとうございます。

次は、生活困窮者対策についてであります。

何点か伺っていきます。



- 85 -

平成26年6月12日(木)

残念ながら、先週火曜日に９週連続の最終回

を迎えましたけれども、ＮＨＫドラマ10「サイ

レント・プア」、ごらんになっておったでしょ

うか。私は欠かさず見ておりました。録画でで

すけれども。本当に容姿端麗で明眸皓歯の深

キョンこと、深田恭子が主役で、コミュニティ

ソーシャルワーカー、略してＣＳＷと言うそう

ですけれども、このＣＳＷ役の彼女が、自分自

身も人に言えないような孤独を抱えつつも、サ

イレント・プア、声なき貧困、見えない貧し

さ、こういった中でもがき苦しんでいる人々に

寄り添い、問題解決に取り組んでいくという社

会派ドラマでありました。そこで取り上げられ

ていたのは、例えば、ごみ屋敷とか若年性認知

症、ホームレスとかひきこもり、外国人不法滞

在等々、まさしく現代社会が抱えている問題ば

かりでありました。そういったものがＮＨＫの

テレビドラマのテーマになる、そういった世相

に、改めて複雑な思いを抱いたところでござい

ます。

本題に戻りますけれども、明年４月１日に生

活困窮者自立支援法が施行されます。これに先

立ち、平成25年度からは厚労省の生活困窮者自

立促進支援モデル事業が実施されていますけれ

ども、本県及び市の実施状況はどうなっている

のか。あわせて、明年の福祉事務所設置自治体

における施行に向け、モデル事業をどのように

生かしていくのか、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） まず、県の取

り組み状況でございますが、国のモデル事業を

活用して、ことし５月１日から、県の福祉事務

所に相談支援員を合計３名配置いたしまして、

さまざまな生活上の相談に応じているところで

ございます。また、各市の取り組み状況につき

ましては、宮崎市が５月19日に相談窓口を開設

しており、ほかの市におきましても、今後、モ

デル事業に取り組むなど、来年度の施行に向け

て準備を進めているところであります。これら

の取り組みによりまして、来年４月の法施行後

の本格実施に円滑に対応するとともに、地域の

課題の把握や関係機関とのネットワークを構築

し、生活に困っている方の早期の自立支援に生

かしていきたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 当該事業を実施するに当たっ

ては、自治体直営のほか、社会福祉協議会、社

会福祉法人、ＮＰＯ等への委託も可能だそうで

す。本県及び市ではどのように対応していくの

か、同じく福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県では、直営

の形で実施しておりまして、福祉事務所に相談

支援員を配置し、直接相談を受けております。

また、宮崎市におきましては、市社会福祉協議

会への委託により運営されており、今後、モデ

ル事業に取り組む市におきましても、同様の実

施準備を進めていると伺っております。

○新見昌安議員 この生活困窮者自立支援法に

よれば、自立相談支援事業の実施及び住居確保

給付金の支給は必須事業となっております。し

かし、例えば、就労準備支援事業、一時生活支

援事業、家計相談支援事業、学習支援事業と

いった任意事業も可能ということになっており

ます。よって、任意事業の取り組みいかんで

は、同じ県内でも自治体間で事業内容が異なる

ケースが発生することも考えられるわけですけ

れども、県としてはどのように対応していくの

か、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 自治体が任意

で取り組む事業といたしましては、お話のよう

に、対象者の能力、状況に応じたさまざまな支
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援がありまして、例えば、就労に必要な訓練を

行う支援、あるいは宿泊場所や衣食の提供を行

う支援などがございます。これらの取り組みに

ついては、都市部や山間部でニーズが異なりま

すので、自治体間などで取り組みに差が生じる

ものと思われますが、いずれにいたしまして

も、法の趣旨を踏まえ、各市町村が地域の実情

や課題に応じた適切な対応を図っていくこと

が、何より重要と考えております。

○新見昌安議員 先ほどの答弁で、県では、国

のモデル事業を活用して相談支援員を県の福祉

事務所に３名配置されるということで、一定の

対応は考えておられるようですけれども、今の

福祉事務所は、現実問題として、今の対応で手

いっぱいという状況じゃないかと思います。生

活困窮者からの相談は、本当に多岐にわたるん

じゃないかと思います。専門性が問われる事案

も多く出てくるのではないか。それらに対応で

きる人材をどう育てていかれるのか、今後の取

り組みについて、同じく福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） お話のよう

に、相談支援員につきましては、生活に困って

いる方が抱える複合的な課題を的確に評価・分

析し、関係機関とも連携しながら、自立に向け

た支援を継続的に行う必要がございますので、

その人材育成策として、国におきましては、今

年度から、計画的に相談支援員の養成研修を実

施することとしております。県としましては、

積極的にこの研修に参加させるとともに、研修

に参加した相談支援員を講師とした伝達研修を

行うなど、相談支援が円滑に行われますように

取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 サイレント・プアにもう一回

触れたいと思いますが、この中のＣＳＷについ

ては、大阪府が特に力を入れておられます。こ

の番組の中でコミュニティソーシャルワーク監

修の担当として名前を出されていた方に、勝部

麗子さんという方がいらっしゃるんですが、こ

の方は現役の豊中市社会福祉協議会の地域福祉

課長であります。既存の福祉の枠組みのはざま

でもがき苦しんでいる人たちに寄り添い、問題

解決に取り組んでおられるというようなことで

ございました。大都市と地方では実情は異なる

と思いますけれども、見失ってはいけない視点

ではないかと思います。本県における地域の見

守りの現状、またあり方について、知事に見解

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地域における見守りで

ありますが、本県におきましても、高齢化やひ

とり暮らし世帯の増加が進むとともに、地域に

おける人と人とのつながりが徐々に希薄化して

いく、こういう状況にありまして、見守りの重

要性はますます高くなってきておるところであ

ります。このため、県内の各地域におきまし

て、民生委員・児童委員による住民への戸別訪

問などの活動を初め、市町村や市町村社会福祉

協議会を中心に、地域住民やＮＰＯ、ボラン

ティアなども参加した見守り活動が、それぞれ

に展開しておるところであります。

また、県におきましては、さまざまな公的サ

ービスや相談機関などをつなぎまして、地域の

福祉課題の解決に当たる地域福祉コーディネー

ターの養成に取り組むとともに、本年２月に、

「みやざき地域見守り応援隊」という仕組みを

つくったところであります。これは、九州電力

や宮崎ガスなどの民間事業者が、地域住民の異

変を察知した際に関係機関へ連絡をしてもら

う、そういう仕組みであります。今後とも、こ

れらの取り組みを推進することによりまして、



- 87 -

平成26年6月12日(木)

誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる社会

づくりに努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 サイレント・プア、声なき貧

困、見えない貧しさ、こういったものを生み出

すことのないように、宮崎らしい地域の見守

り、今後もしっかり取り組んでいただけるよう

お願いをいたします。

次は、障害者優先調達について、何点か福祉

保健部長に伺っていきたいと思います。

障害者優先調達推進法は、去年の４月１日か

ら施行されております。その目的は、障害者就

労施設等の受注機会を拡大し、もってそこで就

労する障がい者等の自立の促進に資することに

あるというふうに言われておりますけれども、

施行されてから既に１年を経過いたしました。

そこで、確認の意味も含め伺いますが、同法に

よれば、県や市町村は毎年度、調達方針を策定

するということになっております。具体的には

どのような事柄を定めているのか。あわせて、

昨年度の県内市町村における調達方針の策定状

況はどうであったか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 障害者優先調

達推進法に基づきまして県や市町村が毎年度策

定することとなっております調達方針では、障

害者就労施設等からの物品等の調達の目標金額

を初め、調達の対象品目、推進方法、実績の公

表などについて定めております。

また、昨年度の県内市町村の策定状況につき

ましては、全国の市町村の策定率が６割を下

回っている中で、本県では全ての市町村におい

て策定されております。

○新見昌安議員 26市町村全てで策定されてい

るということについては、評価をしたいと思い

ます。

また、県庁のホームページを見てみますと、

「障害福祉サービス事業所の製品・受託作業の

紹介について」というページがあります。県と

しても、周知に努めるとともに、積極的な取り

組みを促しているというふうに感じたところで

ありますけれども、市町村では思うような効果

が出ていないという報道も、先般なされていた

ところであります。県と市町村のさらなる連携

強化が必要とも考えますけれども、これについ

ても見解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 市町村の調達

実績につきましては、現在、取りまとめている

ところでありますが、県といたしましては、障

害者就労施設等が供給できる製品等の情報をま

とめた冊子を市町村に配付するなど、これまで

も連携を図りながら取り組んできたところであ

ります。今後とも、市町村に対して積極的な発

注を働きかけるとともに、障害者就労施設等に

対しては、市町村のニーズを踏まえた製品の供

給に努めるよう助言指導を行うなど、優先調達

の推進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 調達目標を盛り込んだ方針を

策定していること自体、市町村としても前向き

に調達しようとしている一つの証左ではないか

とは思います。にもかかわらず効果が出ていな

いということは、求めるものと提供できるもの

との間にミスマッチがあるのではないかと思い

ます。今の答弁にあったように、県としても施

設側に対して助言など、よろしくお願いしてお

きたいと思います。

ところで、発注・受注の仕組みとして、全国

的には共同受注窓口なるものがあるようです。

そういったものを設置している県もあるようで

すが、本県での調達の仕組みはどのようになっ

ているのか、重ねて伺いたいと思います。



- 88 -

平成26年6月12日(木)

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま御紹

介がありましたように、全国的には、複数の障

害者就労施設等が共同して受注を行うために、

関係団体や代表施設等の中に共同受注窓口を設

置している地域もありますが、県内には設置さ

れていないため、県や市町村は各施設等に直接

発注をいたしております。なお、県庁における

物品購入の場合、総務事務センターにおいて、

施設等の製品情報をまとめたリストを参考にし

て、印刷物や記念品などを発注しているところ

であります。

○新見昌安議員 特定の施設に偏らないよう、

バランスのとれた発注をお願いしたいと思いま

す。

その上で、法の趣旨にのっとって、県を挙げ

て優先調達を推進する必要があると考えます

が、今後どう取り組んでいくのか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県におきまし

ては、既に今年度の調達方針を策定し、県の全

ての所属に対しまして、施行２年目を迎えた同

法の趣旨を改めて周知徹底するとともに、積極

的な取り組みを要請したところであります。ま

た、市町村に対しましても、優先調達の推進に

つながる情報提供を行うなど、一層の連携を図

るとともに、施設側に対しましては、県や市町

村がどのような物品等を必要としているかなど

の情報提供を行うとともに、物品の品質向上に

向けた取り組みを促すなど、障害者就労施設等

からの優先調達が全県的に推進されますように

取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次は、鳥獣被害対策についてであります。

先月23日、参議院本会議において、改正鳥獣

保護法が可決・成立をいたしております。５

月30日に公布、１年以内に施行されることと

なっております。その概要については、昨日の

黒木正一議員の質問に対する環境森林部長の答

弁で明確になっておりますが、ふえ過ぎた鹿、

イノシシなどが農作物や生態系に深刻な被害を

与えている、こういった事態を改善するために

捕獲を強化する内容となっております。また、

狩猟免許取得者の減少・高齢化を踏まえ、捕獲

の専門事業者を都道府県知事が認定する制度も

創設するというふうになっております。

このように、国も狩猟者の確保に向けての方

向性を打ち出してきておりますけれども、全国

的には独自に狩猟者の確保に向けた取り組みを

している動きもございます。例えば、長野県や

兵庫県、和歌山県においては、猟銃による狩猟

を模擬体験できるシューティングシミュレータ

ーといったものを導入して、狩猟に関心を持っ

てもらおうとしておりますし、女性を担い手に

しようとする動きもあるようであります。きの

うの黒木議員の質問で「山ガール」というのが

出てきましたが、「狩りガール」と言うそうで

あります。全国組織の大日本猟友会は、インタ

ーネット上に「目指せ！狩りガール」という特

設ページを開設しています。狩猟と獲物を食べ

ることを同時に楽しむ、まさしく肉食女子、そ

ういった方々もふえているようであります。あ

の手この手でありますけれども、本県における

狩猟免許取得につながるような取り組み、どん

なふうにされているのか、環境森林部長に伺い

ます。

○環境森林部長（徳永三夫君） 狩猟者の確保

対策につきましては、これまで、狩猟免許試験

の複数会場での実施や、受験希望者を対象とし

た事前講習会の開催など、受験しやすい環境の

整備に努めてきたところであります。また、本
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年度から新たに、法人捕獲促進事業を創設いた

しまして、市町村や森林組合の法人が、わなに

よる有害捕獲を実施する場合、一定の条件を満

たせば、狩猟免許を有しない者が、わなの設置

の補助者として捕獲に参加できる、法人捕獲を

支援することとしております。この取り組みを

促進することによりまして、地域の農林家の方

々が有害捕獲を体験し、その技術を習得するこ

とにより、狩猟免許の取得につながることを期

待しているところでございます。今後とも、市

町村、関係団体と連携を密にいたしまして、狩

猟者の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 鳥獣被害対策については、そ

の現状を広く県民に知らせていくということも

重要ではないかと思います。本県における現在

の取り組みについて、同じく環境森林部長に伺

います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 鳥獣被害対策

を推進する上で、広く県民に情報発信すること

は大変有意義であると考えております。このた

め県では、鳥獣被害対策支援センターが中心と

なり、各地域に設置しております地域特命チー

ムと連携しながら取り組んでいるところであり

ます。具体的には、県庁ホームページの動画サ

イトや、鳥獣被害対策支援センターが発行いた

します「鳥獣センター通信」、さらにはマスメ

ディアの活用などさまざまな手段を使って、鳥

獣の生態や被害対策の方法、その取り組み事例

などについて、県民への周知を図っているとこ

ろであります。

また、昨年、日向市で起きました「かみつき

猿」に見られますように、今や野生鳥獣による

被害は、農林作物だけでなく、市街地において

も県民の生命や生活を脅かすまでに至っており

ます。このため、市町村開催の研修会や一般県

民を対象とした出前講座への職員の派遣など、

積極的に対応いたしまして、その情報の提供に

努めているところでございます。

○新見昌安議員 鳥獣被害対策で狩猟者がふえ

るということは、ジビエの有効活用を促進する

ことにもつながってくるのではないかと思いま

す。本年２月、長野市で開催された全国ジビエ

サミットに、重松議員と参加してきました。全

国のジビエに携わる事業者、行政、研究機関な

どの関係者が一堂に会しての会合であり、今後

のジビエの振興を図る上で示唆に富む内容であ

りました。その中で少々気にかかることがござ

いました。獣肉を処理する上で必要な衛生ガイ

ドライン、マニュアルの策定については、ジビ

エの活用に前向きな県では、それぞれ独自のも

のを策定していましたが、宮崎県は策定されて

おりません。２月時点で策定中であった熊本県

は、３月、「熊本県イノシシ肉・シカ肉衛生管

理ガイドライン」を策定しております。本県に

おいても「衛生処理マニュアル」を作成すべき

ではないかと考えますが、福祉保健部長に見解

を伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県におきま

しては、現在、シシ肉、鹿肉等の解体・販売を

行う営業者に対しましては、食品衛生法に基づ

く営業許可を取得していただき、通常の監視業

務や狩猟免許講習会などにおいて、衛生的な取

り扱いを指導しております。お尋ねの「衛生管

理マニュアル」につきましては、国では平成23

年度から、野生動物のＥ型肝炎ウイルスや寄生

虫等の病原汚染物質の調査を実施しており、そ

の結果を受けまして、ガイドラインの作成を予

定しておりますので、県といたしましては、そ

の内容を踏まえ、県独自のマニュアルの作成に
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取り組みたいと考えております。

○新見昌安議員 今回の質問は、改正鳥獣保護

法の成立を受けて、具体的な取り組みをただそ

うとして考えたところでありますけれども、こ

の秋口にも国が示す基本指針を待たなければな

らないようであります。また、ジビエの有効活

用についても、国が作成する衛生管理ガイドラ

インを待つ必要があるようであります。この問

題については、次回また取り上げたいというふ

うに思います。

次は、食物アレルギーについてであります。

本年３月、文部科学省は、学校給食でのアレ

ルギー事故再発防止策を議論していた有識者会

議の最終報告を発表するとともに、「今後の学

校給食における食物アレルギー対応について」

という通知を出しております。この会議は、一

昨年12月、東京都調布市で、学校給食を食べた

小学５年の女の子が、急性アレルギー反応、ア

ナフィラキシーショックを起こして死亡した事

故を受けて設置されたものでありますけれど

も、最終報告によれば、学校給食における食物

アレルギー対応に関して、「学校のアレルギー

疾患に対する取り組みガイドライン」に基づく

対応の徹底が必要不可欠であると、改めて確認

されるとともに、今後の改善・充実方策などに

ついて具体的に提案をされているようでありま

す。本県においては、学校給食での食物アレル

ギーへの対応について、この事故の発生前から

しっかり取り組んでいただいているというふう

に認識はしております。そこで改めて、県教育

委員会としてはこれまでどのような対応をして

こられたのか、教育長に答弁をお願いいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 議員の御質問にもあ

りましたけれども、学校給食における食物アレ

ルギーへの対応につきましては、児童生徒の命

に直接かかわる極めて重要なことと強く認識を

しております。県教育委員会といたしまして

は、これまでも、給食を実施している公立学校

はもちろんのことですが、私立の学校とか国立

の学校にも呼びかけ、アレルギー対応に詳しい

専門家による研修会の開催や、各学校にどうい

う対応をしているのかというアンケートをとり

まして、本県における課題を洗い出して、その

課題をどう解決するか、必要な指導を行ってま

いりました。そういう形で、食物アレルギーの

対応に関する指導の充実を図ってまいったとこ

ろであります。

また、今回、有識者会議がまとめた最終報告

を受け、各学校における、さらなる今後の改善

や充実の方策等について、市町村教育委員会、

県立学校等へ通知を行ったところであります。

さらに、栄養教諭対象の研修会の開催に加え

て、本年５月には、管理職も対象にして食物ア

レルギー対応研修会を実施し、具体的な対応の

仕方の説明や演習を行い、指導の徹底を図って

いるところであります。

○新見昌安議員 不幸にして万が一、事故が発

生してしまった場合には、迅速かつ適切に対処

することが求められます。そのためにも不断の

心構えが重要になってくると考えますけれど

も、今後どのように対応していかれるのか、同

じく教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 食物アレルギーに適

切に対応するには、今も御説明にありましたよ

うなことは大事だと思うんですが、直接給食の

指導を行う学級担任を初め、全ての教職員が、

疾患の特徴をよく理解することや、個々の児童

生徒の症状の特徴―児童生徒によって違いま

すので―を把握すること、さらには緊急時へ
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の対応の準備を日常から行っておくことが極め

て重要であると認識いたしております。そのた

め、本年５月に行った研修会に加えて、本年10

月にも、県内全ての学校の管理職や教職員など

を対象とした食物アレルギー研修会を再度実施

することとしております。また、その研修後

に、研修会の内容を、各学校の校内での研修、

職員会議等でそれぞれの職員に認識させ、取り

組みの改善や充実の方策を講じるように指導し

たいと考えております。命にかかわる食物アレ

ルギーの対応について、今後とも、市町村教育

委員会や関係機関等と連携を図りながら、指導

の徹底に努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 先ほどの答弁にもあったよう

に、子供の命にかかわることでございます。万

遺漏なきよう、対応方よろしくお願いをしてお

きたいと思います。

最後の質問になりますが、警察行政につい

て、警察本部長に伺いたいと思います。

先日、某大型家電量販店の駐車場で見た表示

ボードに戸惑いを覚えました。「前向駐車厳

守」というふうに書いてありました。駐車スペ

ースに頭から突っ込んでくださいという意味に

もとれますし、出船の精神、すなわちスムーズ

に前向きに出られるようにバックで駐車してく

ださいとも受け取れます。多分これは後者だと

思います。というのも、昨年の新聞記事で、宮

崎北署がスマート駐車（後退駐車）を普及させ

るキャンペーンを始めたというものがありまし

た。後退しながら車を出そうとすると、死角が

大きくなって事故がふえるというふうにありま

した。そこで、平成25年中の駐車場などにおけ

る交通事故の発生状況、及び県警全体としては

駐車場での事故防止にどのように取り組んでお

られるのか、伺いたいと思います。

○警察本部長（白川靖浩君） 昨年、県内で発

生しました総事故件数、これには物損事故も含

まれますが、３万4,055件で、このうち４分の１

以上に当たる9,106件が駐車場等で発生をしてお

りまして、交通事故総量を抑止するためには、

駐車場の交通事故防止対策が重要であると考え

ております。このため、先ほど議員の御指摘に

もありましたが、県警では、スーパーマーケッ

トや商業施設などの駐車場において、あらかじ

め車を駐車枠にバックで駐車し、出発する際に

は前向きで発進する方法が、事故防止に有効で

あると考えておりまして、これを推奨しており

ます。これを受けまして、今お話がありました

宮崎北警察署では「スマート駐車運動」、日向

警察署では「出船駐車の推進」と銘打ち、さま

ざまな運動を実施しておりまして、県内各署で

同様の運動を行っておるところでございます。

駐車場の管理者に対する働きかけや、県民の皆

様に対する広報啓発など、駐車場内の交通事故

防止対策を推進しているところでございます。

○新見昌安議員 先ほどの「前向駐車厳守」と

いうのは、出船の精神と捉えていいんですね

―はい。宮崎南署管内の某大型家電量販店で

ございますので、一応確認しておいてくださ

い。

次も、大量にため込んだ新聞切り抜きからで

ありますけれども、警察安全相談について伺い

たいと思います。９月11日は「警察相談の日」

だそうであります。警察安全相談ダイヤル

「＃9110」を広く知ってもらうために実施した

街頭キャンペーンを紹介する記事でありまし

た。古い記事です。これをヒントにしたんです

が、平成25年中の警察安全相談の件数、また相

談にはどのようなものがあったか、伺いたいと

思います。
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○警察本部長（白川靖浩君） 平成25年中に、

県内では１万7,176件の警察安全相談を受理して

おります。相談の内容につきましては、多い順

に、対人関係のトラブルなどの「家庭・職場・

近隣関係」などが2,889件、17％、放置車両や落

書きなどの「迷惑行為」が2,081件、12％、送り

つけ商法などの「悪質商法」が1,873件、11％と

いった状況となっております。

○新見昌安議員 次に、今答えていただいたも

ののうち、「＃9110」警察相談専用電話へ相談

した件数はどれぐらいあったのか。また、この

番号は一般的には余り知られていないのではな

いかというふうに感じますけれども、県民への

周知のための取り組みはどのように行われてい

るのか、同じく警察本部長に伺いたいと思いま

す。

○警察本部長（白川靖浩君） まず、この

「＃9110」という電話でございますが、これ

は、全国統一の警察相談専用電話として、平成

２年から各都道府県警察本部に設置されている

ものでございます。「＃9110」は、桁数を短く

覚えやすい番号にしまして、相談者の利便を図

ろうとするものであります。同時に、急ぎでな

い相談はこちらで受けることによりまして、緊

急の事件事故に対応する110番の業務に支障が生

じないようにというようなことも目的としてお

るところでございます。

本県の平成25年中の、先ほど申しました約１

万7,176件の相談件数中、「＃9110」を利用して

相談された件数は482件、2.8％にとどまってお

ります。これは、当県では、相談者にとってな

じみのある警察署や交番・駐在所に直接出向か

れたり、電話をされたりするケースが非常に多

いという実情にあるためと考えております。警

察としましては、今後とも、９月11日の「警察

相談の日」におけるキャンペーン活動、あらゆ

る機会を利用した各種広報啓発活動等を通じま

して、県民の皆様にとりまして警察安全相談を

利用しやすい環境づくりに努めてまいります。

○新見昌安議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いをしておきます。

以上で全ての質問が終わりました。ありがと

うございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分散会

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問を行います。

まず、2020年までに宮崎が取り組むことにつ

いて、知事、関係部長にお伺いいたします。

2020年ですぐ頭に浮かぶのは、昨年９月、ブ

エノスアイレスで開かれたＩＯＣ総会で決定し

た東京オリンピック・パラリンピックであり、

本県では2012年から取り組んでいる記紀編さ

ん1300年記念事業であります。

まずは、本県で取り組んでいる記紀編さ

ん1300年記念事業についてお伺いいたします。

この事業は、御案内のとおり、古事記や日本書

紀に描かれた日向神話を改めて見詰め直し、県

内にある多くの伝説、伝統文化、史跡などを磨

き上げ、県内外に発信し、地域活性化を目的に

取り組んでいる事業であります。2012年か

ら2020年までの９年間というロングラン事業で

ありますが、まずこれまでの取り組みについて
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お伺いいたします。また、あわせて記紀編さ

ん1300年記念事業の県民の認知状況と全国での

認知状況をどのように感じているのか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

記紀編さん1300年記念事業の集大成と位置づ

けて2020年に誘致しようとしている国民文化祭

について、昨年１月に誘致を表明し、文化庁長

官へ本県開催の要望を行ったと伺っておりま

す。そこで、国民文化祭についてその後どのよ

うな準備状況になっているのか、またどのよう

な国民文化祭にしようと考えているのか、総合

政策部長にお伺いいたします。

次に、東京オリンピック・パラリンピックに

ついてお伺いいたします。東京オリンピックに

向けて、これまでスポーツ合宿についての議論

は出ておりますので、視点を変え、聖火リレー

についてお伺いいたします。50年前の1964年に

開催された東京オリンピックでは、国内での聖

火リレーが、本県を起点とするコースを含め、

全国に４コース設定されました。当時の報道等

の記録を見てみますと、県内でも大変盛り上

がったということが取り上げられております。

聖火リレーが実現できたのも、宮崎県議会での

「オリンピック東京大会聖火リレー起点誘致に

関する決議」などを初め、地方からの要請が

あったからということでありますので、今回の

東京オリンピック・パラリンピックでも、聖火

リレーの宮崎起点をいち早く要請すべきと考え

ておりますが、知事に見解をお伺いいたしま

す。

次に、神楽の世界無形文化遺産登録について

お伺いいたします。

昨年ユネスコが登録し、大きな話題になった

「和食・日本人の伝統的な食文化」を初め、我

が国は、能楽、人形浄瑠璃文楽、歌舞伎等の文

化芸能や、地域での活動として京都祇園祭の山

鉾行事、岩手県花巻市の早池峰神楽など、実

に22件が世界無形文化遺産に登録されておりま

す。本県も、昨年７月に県内の神楽文化を世界

無形文化遺産に登録することを目指し、「みや

ざきの神楽魅力発信委員会」を立ち上げており

ますが、これまでの活動状況について教育長に

お伺いいたします。

次に、ことしから米の直接支払い交付金の見

直し、日本版直接支払い制度、減反政策を５年

後をめどに廃止、農地中間管理機構の設置など

大きな転換期を迎えている農政の大転換につい

てお伺いいたします。

民主党政権下での「ばらまき政策」から自民

党・公明党政権になり、「担い手重視政策」に

かじを切る大きな農政改革についてはある程度

理解するものでありますが、余りにも急な改革

で、かつ米主体生産地である東北をモデルにし

たような全国統一の制度ということで、疑念も

残っております。私の住む西諸地域では、他地

区に先駆け、ＪＡこばやし、小林市、高原町が

一体となり、集落営農を進めることを目的とし

て「きりしま農業推進機構」を立ち上げており

ます。きりしま農業推進機構の総会において

も、主食である米づくりはこれまでの制度でも

もうけは少ないのにどうやっていけばいいの

か、これまで先祖から受け継いできた土地に対

する思いなどに今後どのようにしていけばいい

のかといった不安の声を聞いております。県と

しても、市町村、関係団体と連携し、農政大転

換について説明会を行っているようですが、ど

のような意見、声が届いているのか、農政水産

部長にお伺いいたします。

畜産振興についてお伺いいたします。

近年の県内の子牛競り価格を見てみます

平成26年6月12日(木)
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と、50万円を軽く超え、60万円前後の高値で取

引されております。口蹄疫発生前の平成21年

は37万円前後であったと考えますと、かなりの

高値で取引されております。子牛生産者にとっ

てはいい反面、肥育農家にとっては、子牛価格

が高く、濃厚飼料の高どまりに加え、枝肉価格

が思ったように上がらず、悲鳴を上げている状

況であります。子牛価格が高値で取引される要

因として、本県で発生した口蹄疫、東日本大震

災に伴う福島原発の影響や全体的な高齢化によ

る担い手不足で、絶対的な子牛の頭数減ではな

いかと言われております。そこでまず、口蹄疫

発生前の平成21年と平成25年を比較し、肉用牛

主産県である鹿児島、北海道、宮崎の取引頭数

がどのような増減になっているのか、また県内

各市場の子牛市場での増減率はどうなっている

のか、農政水産部長にお伺いいたします。

次に、歯科行政について福祉保健部長にお伺

いいたします。

現在、県では、歯科医師がいない地区の歯科

医療を確保するため、県医師会に無歯科医地区

巡回診療を委託しております。以前は県内の山

間地で行われていたようでありますけれども、

近年の道路改良等により、現在では延岡市島浦

地区のみの巡回診療だと聞いております。島浦

の特に高齢者で交通弱者の方から喜ばれている

と聞いております。そこで、現在、県歯科医師

会に委託している無歯科医地区巡回診療事業に

ついての評価と今後の対策をお伺いします。

壇上からの最後の質問になりますが、特殊詐

欺について警察本部長にお伺いいたします。

以前はオレオレ詐欺が横行しておりましたけ

れども、警察や地域のさまざまな詐欺防止啓発

活動により、ある程度鎮静化の方向にあったの

でありますけれども、数年前から、さまざまな

趣向を凝らした振り込め詐欺、架空請求詐欺、

株取引詐欺など特殊詐欺がふえ始め、昨年、平

成25年度は全国で何と487億円と過去最悪の被害

額になってしまいました。ことしも依然として

特殊詐欺事案は後を絶たず、最近では警察や弁

護士に成り済ますなどの巧妙な特殊詐欺も発生

しております。県内でもことしに入り、80歳の

方に、「あなた名義で買われた商品の代金を支

払わなければ刑務所に行くことになる」などと

いう、うその電話を繰り返しして、現金１億円

以上をだまし取った特殊詐欺が発生しておりま

す。そこで、県内の特殊詐欺の現状と、なぜ特

殊詐欺が増加しているのかをお伺いします。

以上で壇上からの質問を終え、以下の質問は

質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

聖火リレーについてであります。前回の東京

大会におきまして、当時の県議会を初めとする

県民一丸となった誘致活動の結果、宮崎が聖火

リレーの起点の一つとなったことは、本県の大

切な歴史として、また誇りとして、今後も大切

に引き継いでいかなければならない県民の貴重

な財産であると考えております。

個人的なことでありますが、私の誕生日の翌

日に聖火がここ宮崎に届いたわけであります。

その翌日に平和台公園―毎朝私がウオーキン

グしておるところでありますが―を起点に出

ていったということ、毎朝毎朝そこの場所を通

るたびに、あの思いを再びという思いを新たに

しておるところでございます。

今回の東京大会開催の2020年は、記紀編さ

ん1300年記念事業の集大成の年と重なる重要な

年であります。私は、東京大会を、このような

宮崎の誇る歴史、文化、伝統などを県内外に広

平成26年6月12日(木)
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く発信する絶好の機会と捉えております。昨年

度、文部科学省や日本オリンピック委員会など

を訪問した際も、前回大会の聖火リレーの起点

となったということをアピールしてきたところ

であります。現時点においては、国などから聖

火リレーの考え方は示されておりませんが、こ

のたび庁内に設置をしました「みやざき東京オ

リンピック・パラリンピックおもてなしプロ

ジェクト推進本部」を中心に情報収集に当たり

つつ、引き続き、しかるべき関係先への要請を

行ってまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○総合政策部長（橋本憲次郎君）〔登壇〕 お

答えします。

国民文化祭についてであります。県におきま

しては、平成32年度（2020年度）開催を目指

し、今年度新規事業として国民文化祭誘致推進

事業を立ち上げ、有識者や市町村との意見交換

会の実施などを予定しているところでありま

す。しかしながら、文化庁によりますと、国民

文化祭は平成27年度の鹿児島県まで開催が決定

しておりますが、平成28年度から平成31年度ま

で開催を希望する都道府県がなく、現在のとこ

ろ平成28年度以降の開催都道府県が決定してい

ないとのことであります。このため文化庁で

は、国民文化祭のあり方について、その存続も

含め検討し、今後、一定の方向性を示す予定で

あると伺っております。県といたしましては、

今後とも国と緊密な情報交換を行ってまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えします。

巡回歯科診療についてであります。無歯科医

地区巡回診療事業は、県歯科医師会及び地元の

歯科医師会の長年にわたる御協力により実施す

ることができております。おかげをもちまし

て、県内の無歯科医地区住民の歯科保健の充

実、診療の確保に寄与したところであり、心か

ら感謝をしております。こうした歴史ある事業

でございますが、近年の道路事情の改善や受診

者の減少等により、平成18年度からは、現在の

１地区、具体的には延岡市島浦地区のみの実施

となっており、昨年度の実績は、診療日数が18

日、延べ患者数は106名、１日当たりの患者数は

数名となっております。今後の対応でございま

すが、こうした現状も踏まえながら、歯科保健

指導を含めた診療形態のあり方などにつきまし

て、地元市と検討してまいりたいと考えており

ます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（茂 雄二君）〔登壇〕

お答えいたします。

記紀編さん記念事業のこれまでの取り組み状

況と認知状況であります。まず、県内におきま

しては、県民総語り部化を目指したリレー講座

や小中高校生向けの出前授業、神話巡りバスツ

アーなどを実施しますとともに、神話を活用し

た地域づくりへの支援などに取り組んでまいり

ました。なお、神話巡りバスツアーにつきまし

ては、今年度は東九州自動車道の整備によるア

クセス向上を生かして都農―日向―延岡コース

を新設し、全部で５コースとしたところであり

ます。

また、県外におきましては、神話ゆかりの他

県や首都圏の大学と連携したシンポジウムなど

の開催、九州国立博物館や大型商業施設「グラ

ンフロント大阪」での神楽に焦点を当てたイベ

ント、さらに河瀨直美監督によるプロモーショ

ン映像の制作・配信など、神話の源流としての

ブランドイメージの浸透を図ってまいりまし

た。
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これらの取り組みによりまして、例えば神武

天皇生誕の地と言われる高原町では「日本発祥

地まつり」が新たに始まるなど、地域みずから

が発信していく取り組みやその芽が生まれてき

ております。また、県内各地の神社やゆかりの

地では観光客の数もふえていると伺っておりま

すので、神話のふるさとみやざきの認知状況に

つきましても、一定の手応えを感じているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（緒方文彦君）〔登壇〕 お答

えいたします

国の新たな農業・農村政策についてでありま

す。本県農業の成長産業化を進めていくために

は、国が示した４つの政策をしっかりと地域に

根づかせていく必要があることから、県では、

県内各地域で説明会や意見交換会を行っており

ます。その中では、施策を推進するにはこれま

で以上にマンパワーが必要、集落をまとめるた

めには中心となるリーダーが不可欠、あるいは

水田の有効利用について本県の特色を生かした

取り組みができるよう方向性を示してほしいと

いった意見のほか、中山間地域では地形が急峻

で農地集積等の取り組みは難しい、鳥獣被害も

ある中で農地を引き受ける担い手がいないな

ど、さまざまな課題や問題提起をいただいてお

ります。

次に、肉用牛の主要生産県及び県内における

子牛取引の状況についてであります。まず、主

要生産県における子牛市場の取引頭数につきま

しては、鹿児島県が平成21年度に８万129頭で

あったものが、25年度には７万2,852頭となって

おり、９％減少しております。また、本県も同

様に６万2,669頭から５万4,381頭になってお

り、13％減少しております。一方、北海道にお

きましては、３万5,033頭から３万8,609頭へ

と10％増加しております。

次に、県内の各子牛市場における平成21年度

と25年度の取引頭数の増減率につきましては、

７つの子牛市場とも減少しており、減少幅が少

ない順に申し上げますと、南那珂市場がマイナ

ス３％、小林市場がマイナス７％、宮崎中央市

場がマイナス９％、都城市場がマイナス10％、

高千穂市場がマイナス14％、延岡市場がマイナ

ス15％となっております。また、口蹄疫の影響

が大きかった児湯市場は、マイナス46％と大き

く減少しております。以上であります。〔降

壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

宮崎の神楽の世界無形文化遺産登録について

であります。登録に向けた取り組みとして、文

化勲章を御受章なさった中西進先生や、３月ま

で文化庁無形文化遺産特別委員会の委員をされ

ていた國學院大學の小川教授など、日本の誇る

著名な研究者の方々を初め、神楽が伝承されて

いる地域の方々も委員としてお迎えし、設置い

たしました「みやざきの神楽魅力発信委員会」

において、これまでに６回にわたり協議や現地

調査を実施していただき、登録に向けた効果的

な取り組みについて助言や提言をいただいたと

ころであります。また、県教育委員会では、こ

の委員会の御助言をもとに現地での聞き取り調

査や映像での記録などを行い、これまでに完成

した２つの神楽の映像資料を英文の解説つきで

ホームページ上で公開するなど、取り組みを進

めているところであります。以上であります。

〔降壇〕

○警察本部長（白川靖浩君）〔登壇〕 お答え

いたします。

特殊詐欺の現状等についてであります。本県
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における特殊詐欺の現状につきましては、平

成25年中、件数で50件、金額で約２億3,139万円

の被害を認知し、被害金額は過去最高となって

おります。本年は５月末までに、件数で24件、

金額で約１億9,350万円の被害を認知しており、

昨年同期と比較して件数で６件、被害額で約１

億100万円増加しております。増加の要因といた

しましては、東日本大震災のボランティア活動

を口実にする、あるいは利殖をうたって架空の

もうけ話をかたるなどしながら、多くの共犯者

が次々と登場するなど、だましの手口が複雑巧

妙化するとともに、首都圏にいると見られる犯

人グループが以前にも増して活発な活動をして

いることが考えられます。また、従来の金融機

関における振り込み型の被害に加えて、現金を

宅配便などで送付させたり、直接現金を受け取

りに来るといった手口も増加しており、これが

被害額の増加につながっております。以上であ

ります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 それぞれ答弁をいただき、

ありがとうございました。

それでは再質問に入りますけれども、まず初

めに、記紀編さん1300年記念事業について再質

問いたします。答弁にありましたとおり、県内

向け、県外向けにさまざまな取り組みをしてい

ただいております。しかしながら、なかなか盛

り上がってこないというのも現状ではないかと

思っております。

島根県では、先日、出雲大社の千家家と高円

宮典子様の婚約の内定が発表されるという明る

いニュースがあり、さらに出雲大社を中心とす

る出雲神話が注目されておりまして、うらやま

しい限りであるというふうに思っております。

千家家ではなくて本家本元の日向神話が埋没し

てしまうのではないかと思って大変危惧してお

ります。そこで、これから記紀編さん1300年記

念事業についてどのように取り組んでいくの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、出雲

大社がある島根でありますとか伊勢神宮がある

三重は、式年遷宮が重なったこともあり、全国

的にも注目を浴び、またかなりの集客力を発揮

しているということでございまして、こういっ

た神話ゆかりの地との差別化を図っていくため

には、そういった神話の源流がここ宮崎にある

というイメージを県内外に浸透させるというこ

れまでの取り組みや、先ほど部長も答弁しまし

たが、県民総語り部化といいますように、改め

て県民としてもこの宝を見詰め直し、理解を

し、そして楽しみ、発信をしていくというこ

と、そして県外にもそれをしっかりと伝えてい

くことが重要であろうかと考えております。

私自身も、神話ゆかりの県と連携をして東京

で古事記関係のシンポジウムが行われたときに

は「神楽が紡ぐ地域の絆」というテーマでプレ

ゼンテーションを行いまして、学識者、また参

加者からも一定の手応えを感じたところであり

ます。県内各地で行われる神楽や祭りにみずか

ら足を運び、また体感し、自分が感じたことを

さまざまな場面で語ることで、神話の源流であ

る宮崎のすばらしさを県内外にアピールしてき

たところでありますし、これからも取り組んで

まいりたいと考えております。

神話の源流というふうに申し上げましたが、

神話のふるさとというところにとどまらず、私

はつらつら考えますに、この宮崎は日本のふる

さとであろうかという思いがしておるところで

ございます。もちろん神武天皇生誕の地という

部分もありますし、さまざまな自然、食、また

県民性も含めて、日本のふるさと、原点と言え
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るようないろんなものが残されている。そこを

しっかりとアピールをしていく取り組みがこれ

からも必要ではないかという思いがしておりま

す。幸い、国においても外国人観光客の倍増に

向けた取り組みがなされるということ、それか

ら2020年の東京オリンピック・パラリンピック

競技大会が開かれる。このような新しい機会、

また追い風というものを捉まえまして、神話の

源流、また日本のふるさとである宮崎というも

のを国内外に強くアピールしていく大きなチャ

ンスではないかと考えておりまして、宮崎の魅

力というものをしっかりと発信できるように取

り組んでまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 私のほうから、記紀編さ

ん1300年記念事業を盛り上げるための一つとし

て提案させていただきます。それは、昨年末の

レコード大賞企画賞を受賞した海上自衛隊東京

音楽隊を活用してはどうかということでありま

す。音楽隊の前隊長は宮崎出身の―私の地元

でありますけれども―河邊一彦さんでありま

して、また音楽隊のソプラノ歌手の三宅由佳莉

さんはマスコミからも非常に注目されておる人

であります。河邊前隊長は、平成22年に行われ

た九州公演のために、天孫降臨伝説、また神武

東征伝説をモチーフにした「天の逆鉾」「仏法

僧の森」「神住む湖」「紺碧の空、雲流る」の

４つの曲から成る交響組曲「高千穂」を作曲さ

れております。この交響組曲「高千穂」は記紀

編さん1300年記念事業のテーマにぴったりだと

いうふうに思っております。ぜひ、記紀編さ

ん1300年の記念事業として海上自衛隊音楽隊の

招聘はできないのかと考えておりますし、また

高校生などによる吹奏楽部の交響組曲「高千

穂」コンクールなどができないか、考えており

ます。そこで、交響組曲「高千穂」を聞いたこ

とがあると聞いておりますけれども、知事に交

響組曲「高千穂」の感想と、知事として活用方

法がないのかも含めてお伺いいたしたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 交響組曲「高千穂」で

ありますが、今、紹介をされましたような４楽

章から成る約30分の曲でございます。天孫降臨

伝説を表現したファンファーレに始まり、それ

に続く神武東征伝説などの描写、まさに宮崎の

神話をイメージして作曲された楽曲でありま

す。私、たまたま教育委員の近藤委員から、そ

の映像、ＤＶＤをお借りしまして１回聞いたの

ですが、すばらしいなと思いました。大変聞き

やすいですね。非常に耳になじむメロディーで

ありますし、聞いておりますと非常に迫力が

あって元気が伝わってくる。また物事の始ま

り、黎明というような単語、キーワードが頭に

浮かんでくるようなすばらしいできではない

か、また本県出身の河邊前隊長の作曲というこ

とでございますので、そういうさまざまな体験

がにじみ出たような、まさに本県の神話を描写

するすばらしい曲であると思います。

平成24年６月には、宮崎市で開催された東京

音楽隊コンサートにおいてこの組曲が披露され

て、今御紹介がありました三宅由佳莉さんのソ

プラノとともに大変好評を博したということで

もございます。今後とも、本県での音楽会や吹

奏楽イベントなどにおいて演奏され、県民に親

しまれるような機会というものも検討してまい

りたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 次は、教育長に同じような

質問で大変恐縮なんですけれども、教育長は高

校の教師の時代に吹奏楽部の顧問をした経験が

あるということで、音楽に大変造詣が深いので

はないかと思っておりますので、まず交響組曲



- 99 -

平成26年6月12日(木)

「高千穂」の感想をお伺いいたします。また、

記紀編さん1300年記念事業を音楽を通じて広げ

る意味で、高校生の吹奏楽による交響組曲「高

千穂」の活用方法をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 交響組曲「高千穂」

は、霧島山系の雄大な自然、あるいはそこにま

つわる神話、そのようなものをモチーフにして

描かれたシンフォニーだとお聞きしております

が、実は私、２つのバージョンを聞かせていた

だきました。吹奏楽と、先ほど御質問にありま

したソプラノの声楽、両方を聞いたのですが、

目をつぶり、ずっと聞かせていただいたんです

が、神話の雄大さ、大地のエネルギー、神々し

さ、厳かな雰囲気、自然に対する畏敬の念、そ

ういうものを感じながら聞かせていただき、魂

を揺さぶられる壮大で感動的な作品だと感じた

ところであります。

実は、演奏ができないかということで少し調

べたのですが、演奏をするに当たって、この曲

は一般的な楽曲とは著作権の管理方法が異なっ

ておりまして、演奏会１回ごとに使用料が発生

するなどの課題もありますが、聞く方に郷土の

神話や自然のすばらしさを感じさせるととも

に、記紀編さん1300年記念事業を盛り上げるこ

とのできる作品でもあると思いますので、例え

ば高校総合文化祭、そういうようなイベント

で、生徒が演奏し、聞き、感動を共有するとい

うようなことは意義あることだと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 このことについて要望させ

ていただきますが、記紀編さん1300年記念事業

を盛り上げていくためにも、ぜひ記念事業とし

て海上自衛隊音楽隊を継続的に招聘してもらっ

たりとか、また教育長から提案ありましたとお

り、高校総合文化祭においてのイベントで生徒

が演奏することを定期的にやっていただいて、

底辺を広げていただく努力をしていただきたい

というふうに思っております。そして、できれ

ば高校総合文化祭のイベントでは三宅由佳莉さ

んにぜひ来ていただいて、もし高校生と一緒に

できるのであれば、吹奏楽部の皆さんのみなら

ず、非常に感動しますし、夢も広がるのではな

いかというふうに思っておりますで、そういう

ことを踏まえて、記紀編さん1300年記念事業が

教育委員会でもしっかりと根を張っていただく

ようにお願いしたいと思っております。

次に、国民文化祭について再質問を行いま

す。先ほどの総合政策部長の答弁を聞かせてい

ただいて多少ショックを受けたところでありま

す。先ほどの答弁でもありましたとおり、国民

文化祭は平成27年の鹿児島大会までは決まって

いる状況なんですけれども、平成28年から31年

まで手を挙げる県がないということであります

ので、平成32年（2020年）の我が県が要望して

いる開催は非常に危ぶまれているのではないか

と感じております。仮の話で大変恐縮なんです

けれども、仮に国民文化祭が国のほうで廃止と

なった場合にどう対応するのか、知事にお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） ちょうど平成32年度と

いうのが記紀編さん1300年記念事業の最終年で

ある、その集大成ということで国民文化祭の誘

致を検討してきた、これがこれまでの状況であ

ります。

今、国におきまして、国民文化祭のあり方に

ついて検討がなされているということでござい

ますので、その検討状況を踏まえての対応とい

うことになりますが、必ずしも国民文化祭とい

うものでなければならないというふうには考え

ておりません。たまたまそういうスキームがあ
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るので、それを活用できないかという思いのも

とに進んできたわけでございますが、折しも平

成32年が東京オリンピック・パラリンピックの

開催年にもなったということでございます。オ

リンピックの開催時には、スポーツ競技のみな

らず、文化プログラムもあわせて行われるとい

うことでございます。これは国全体として行わ

れる。さらには、そこの中で県としてもいろん

な文化的な取り組みというものも考えられると

ころでありまして、こうしたもろもろの動きを

考えて、記紀編さん1300年記念事業としてふさ

わしい、本県ならではの文化的なイベントの開

催など、積極的な対応策というものを検討して

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 国民文化祭についての要望

ですけれども、知事から話がありましたし、本

当にどうなるかわかりませんけれども、いずれ

にしましても、2020年は記紀編さん1300年の集

大成の年になりますので、何らかの全国大会を

持ってきていただいて集大成としてやっていた

だきたいと思います。ただ、集大成で終わりで

はなくて、それからステップしていく、ホップ

・ステップ・ジャンプしていくという年に2020

年をしていただきたいというふうに思っており

ます。

次に、神楽の無形文化遺産登録について再質

問を行います。壇上から言いましたとおり、昨

年７月に「みやざきの神楽魅力発信委員会」を

立ち上げていただいており、教育長からも答弁

がありましたとおり、その委員長に小川直之國

學院大學教授が就任され、顧問に、昨年、文化

勲章を受章された中西進国際日本文化研究セン

ター名誉教授が就任されております。ほかの委

員も県内外で活躍されている方が就任されてお

り、非常に頼もしく思っております。すばらし

い方々が集まっている委員会でありますので、

委員会からいろんな意見が出ている、提言が出

ていると思っておりますが、どのような提言が

あったのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 神楽魅力発信委員会

から大きく２つの提言をいただいております。

１つは、基礎的なデータ収集についての提言

でございますが、実際に具体的な映像を見てい

ただいて、映像に加えて神楽歌などの音声の記

録を行うことや、本県神楽の文献目録の作成な

どに取り組み、データの一層の充実を図るこ

と、さらに、神楽を取り巻く社会的習慣として

の振る舞いを初めとする神楽を支える方々の取

り組みについても調査の対象とすることなどの

提言をいただいております。

もう１つが、本県神楽のＰＲについてであり

ますが、専門家をターゲットとしてアピールす

る取り組みを進めることや、登録を目指すほか

の県と連携して活動を行うことなどを提言いた

だいております。

○丸山裕次郎議員 引き続き質問させていただ

きますけれども、「みやざきの神楽魅力発信委

員会」から、神楽を世界無形文化遺産に登録す

るためには他県との連携が必要だという提言が

あるようですけれども、これらの提言を受け、

知事はどのように対応されるのか、お伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 世界無形文化遺産登録

に向けた取り組みをより効果的に行うために

は、神楽というものが、本県はもとより我が国

を代表するすばらしい文化であるという認識の

もとに、登録に対して意欲のある都道府県同士

で、共同してイベントやシンポジウムなどを開

催しまして機運を盛り上げたり、また文化庁へ

の働きかけを行ったりすることなどが大変重要
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であろうと考えております。

私としましては、神楽の宝庫でもある本県

は、県内で207も行われておるわけでありまし

て、本県がリーダーシップをとって、他県と連

携をした取り組みが展開されるよう、積極的に

努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 オリンピック関係の会議に

参加した話をさせていただこうと思いますけれ

ども、私は、ことし１月に東京で開催された

「2020年オリンピック・パラリンピック東京大

会成功に向けて」と題してのパネルディスカッ

ションに参加させていただきました。パネラー

は、柔道家でもある山下泰裕日本オリンピック

委員会理事、吉田沙保里オリンピック金メダリ

スト、下村文部科学大臣等が参加しておりまし

た。パネルディスカッションの中で下村文部科

学大臣から、「今回の大会は東京だけでなく日

本全体で、スポーツだけでなく日本の文化等も

生かし、オールジャパンで取り組んでいきた

い」との発言がありました。

会場からの質問時間があり、私も下村文部科

学大臣に対しまして、「東京だけでなく日本全

体で、スポーツだけでなく日本の文化等も生か

し、オールジャパンで取り組んでいくというこ

とでありますけれども、宮崎において伝統文化

である神楽を世界無形文化遺産登録に向けた活

動を行っております。神楽を初め、多くの伝統

文化が日本にありますので、オリンピック等の

開会式で日本の伝統文化を披露する考えはない

か」との質問、提言をさせていただきました。

下村文部科学大臣からは、「非常におもしろ

い。地方から積極的な提言を期待しておりま

す」などの回答をいただきました。非常にうれ

しく感じ、2020年までにまず神楽の世界無形文

化遺産登録を済ませて、東京オリンピックなど

の開会式で披露することができれば、多くの外

国人が宮崎に来るきっかけになるのではないか

と思いました。そこで、オリンピック開会式で

の披露を含め、神楽を世界無形文化遺産にする

意気込みについて、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎の神楽であります

が、本年２月に西都原考古博物館で行われた銀

鏡神楽の公演でありますとか、高千穂町での神

楽のシンポジウムに参加をさせていただきまし

て、神楽というものが宮崎のすばらしい財産、

宝であると、改めて認識をしておるところであ

ります。また、神楽を継承されている方々と直

接お話をさせていただき、こうした世界無形文

化遺産への登録という目標を掲げることによる

刺激を受けて、またそれに対する期待の大きさ

というものも強く感じたところであります。県

としましては、先ほど申しましたように、他県

との連携を図りながら、地元の方々や関係機関

としっかりとタッグを組んで、この登録に向け

て取り組んでまいりたいという思いでございま

す。

そして、2020年の東京オリンピック・パラリ

ンピックの大会組織委員会に対しまして、開会

式で神楽が採用されるよう、神楽の中での中心

的なテーマである「天の岩戸開き」、このモチ

ーフを何とか採用していただけないかという思

いで取り組んでおるところでございます。昨

年、我が国に開催が決まった情報が来たのが９

月８日でありましたが、その日に博多で「アマ

テラス」という公演を見て、そこで非常にイン

スピレーションを持って、これを何とか開会式

で表現したい、東日本大震災から立ち直る日本

の姿を象徴するものではないか、そのような思

いで考えたところでございます。ぜひこれを何

とか実現したいという思いでございますが、採
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用決定の運びとなれば、世界無形文化遺産の登

録に向けた大きな力ともなりますし、宮崎の神

楽というものが世界に向けて発信され、観光面

でも本県が大きく飛躍するチャンスになるので

はないかと考えております。さまざまな機会を

捉えて、またさまざまなお力添えをいただきな

がら取り組んでまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 このことについて要望させ

ていただこうと思います。繰り返しになります

けれども、2020年の東京オリンピック大会前に

ぜひ神楽を世界無形文化遺産に登録できるよう

全力で取り組んでいただきたいと思っておりま

す。また、あわせて東京オリンピック開会式な

どで神楽を披露するために、東京オリンピック

組織委員会に対し積極的に依頼を行っていただ

きたいと思っております。また、先ほど知事か

らありましたけれども、東京オリンピック等で

神楽が披露できれば、世界の方々に神楽を見て

いただいて、またテレビでも見ていただくとな

れば、全世界の方々に神楽がアピールできるの

ではないかと思っております。また、県内に

は、先ほど知事からもありましたように、約200

の神楽があります。神楽をこれまで守ってきた

方々は元気と勇気が出てくるのではないかとい

うふうに思っております。また、神楽を見るた

めに宮崎に来たいという国内外の観光客がふえ

ることにより、宮崎の発展につながるのではな

いかと考えております。県内には、私の地元の

「高原の神舞」を初めとする国指定の重要無形

文化財に指定されている神楽が４つあります。

この指定数は全国トップであります。知事に

は、全国の知事を引っ張る気概を持って神楽の

世界無形文化遺産登録に全力で取り組むこと

を、改めて要望いたします。

次に、農政大転換について再質問いたしま

す。農政水産部長から答弁がありましたとお

り、各地域から、施策を推進するためのマンパ

ワーや集落をまとめるリーダーが不可欠である

とか、本県の特色を生かした方向性を出してほ

しいとか、本県の特色である中山間地域からは

農地集積等に取り組むのは厳しい、鳥獣被害も

あるので農地を引き受ける担い手がいないとい

う声、また意見があることがわかりました。そ

こで、これらの声、意見を踏まえて、県として

農政の大転換に対してどう取り組んでいくの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 国が示しまし

た農地中間管理機構や米政策の見直しなどの産

業施策を、中山間地域も含めた県内全域で取り

組んでいくためには、日本型直接支払い制度等

の地域施策と一体となった推進が必要であると

考えております。このため、県といたしまして

は、地域の意見を踏まえまして、担い手や地域

リーダーの育成、農地集積を推進する人材の配

置を行うとともに、明確な産地ビジョンに基づ

いた集落組織の育成強化や、６次産業化による

新たな産地づくり等、地域の実情に応じまし

て、これらの制度を組み合わせた積極的な施策

の展開を図ることとしております。

なお、このような新しい施策が実効を上げる

ためには、農業者や農業関係者の意識改革が必

要であると思いますので、県、市町村、ＪＡ等

の関係機関と集落代表者等が、ワンストップで

議論し活動できる推進体制を各地域に整備し、

効果的な推進に取り組むこととしております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、ワンストップで協議

できる体制をしっかり構築していただきたいと

思っております。

壇上からも言いましたように、今回の農政の

大転換は、米作地帯の東北をモデルにしたよう



- 103 -

平成26年6月12日(木)

に思っております。５年後にはさらに減反廃止

をするという予定になっておりまして、農家が

つくりたいものをつくるようになっていきまし

て、米の需給バランスが非常に崩れるのではと

心配しております。国においては、農家経営の

所得安定確保の収入保険制度の検討がなされて

いるようでありますけれども、米の需給バラン

スは、飼料用米、加工用米への作付誘導が機能

するかが大きな鍵になるのではないかと思って

おります。飼料用米、加工用米については、備

蓄、流通、飼養家畜への影響など多くの課題が

あるということはわかっておりますけれども、

新たな制度がスタートしたからには、この制度

をうまく使いこなしていただきたいと考えてお

ります。そこで、本県は畜産県でありますの

で、飼料用米について、生産から流通まで含め

推進を図るべきと思っておりますけれども、今

後どのように進めていくのか、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御指摘のとお

り、飼料用米の家畜への給与は、今後の飼料自

給率向上を図る上で重要な取り組みの一つと認

識いたしております。飼料用米の生産につきま

しては、今般の米政策の見直しにより支援措置

が充実されたことから、多収性品種の作付の増

加に対応するために、その種子を十分に確保す

るとともに、品種の特性を最大限に生かすた

め、各地域に実証圃を設置し、生産技術の確立

を図ることとしております。また、流通・販売

につきましては、現在、県内で生産された飼料

用米のほとんどが農協系統組織で取り扱われて

おりますが、今後、生産量が増加した場合には

保管場所確保等の問題が生じますことから、現

在、関係機関とその対応を検討しているところ

であります。

○丸山裕次郎議員 このことについて要望させ

ていただこうと思います。農政の大転換という

波で被災するのか、波に乗って飛躍するのか

は、県がどのように対応するかで大きく違って

くると思います。ぜひ、ピンチと捉えずチャン

スに変える気概で頑張っていただきたいと思い

ます。

今回の大転換は、先ほどから何回も言います

けれども、東北をモデルにしたと思っておりま

すけれども、この制度が始まったからには、生

かす発想が必要だと思っております。私の地元

高原町には、湯之元地区、狭野地区、宇都地区

という３地区全体で約300ヘクタールの広大な圃

場整備が済んだ水田があります。この300ヘクタ

ールの土地を農地中間管理機構を生かし、主食

用である米をつくるゾーン、ＷＣＳをつくるゾ

ーン、飼料米をつくるゾーン、加工米を作るゾ

ーンを設定し、効率がよくて水管理がしやすい

水田フル活用はできないかと考えております。

また、飼料用米、加工用米に関しては、品質改

良も必要かと思いますけれども、二毛作等によ

り反収アップを行い、宮崎ならではの畜産との

連携や酒造メーカーとの連携など、宮崎モデル

の体制もできてほしいと思っております。山間

地域では、農地の集約、鳥獣被害の大きな課題

がありますので、さらなる県の支援が必要だと

思っております。宮崎県は農業あっての宮崎で

あります。今回の農業の大転換に多くの課題が

あるということはわかっておりますが、大転換

にうまく乗れるように全力で取り組むことを強

く要望しておきます。

次に、畜産の振興について再質問を行いま

す。農畜産業振興機構のデータでは、平成21年

と平成25年を比較して、全国ベースで子牛出荷

頭数が38万8,000頭から35万1,000頭となってお
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り、実に約３万7,000頭減っており、率では10％

も減少しております。答弁にありましたよう

に、主要県であります鹿児島、北海道、本県で

の増減格差が出ているようでありますけれど

も、どのように分析しているのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 鹿児島県や本

県も含め、全国的に高齢化等による離農が進

み、繁殖雌牛の飼養頭数が減少したことによ

り、子牛取引頭数も減少しております。一方、

北海道におきましては、酪農や畑作等のそれぞ

れの経営で肉用牛との複合化が進んだことか

ら、子牛取引頭数が増加したと聞いておりま

す。しかしながら、北海道におきましても、平

成23年をピークに繁殖雌牛の飼養頭数が減少傾

向にありますことから、今後は子牛取引頭数も

減少してくるものと思われます。

○丸山裕次郎議員 先ほどの答弁でも県内の各

市場のことについて聞きましたけれども、各市

場でも減少の格差が出ているようであります

が、どのように分析しているのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 県内の各子牛

市場とも取引頭数は減少しております。口蹄疫

の影響が残る児湯市場を除きますと、繁殖雌牛

の飼養頭数が多い宮崎中央、都城、小林の各市

場では、繁殖センターの整備や担い手等による

増頭も行われてはいるものの、それ以上に高齢

化による減少が進んでいると考えております。

また、延岡及び高千穂市場は、中山間地域であ

り、自給飼料の確保や規模拡大が難しい中で、

高齢化により繁殖雌牛の飼養頭数が減少してい

ることから、減少幅が他の地域よりも大きく

なっていると思われます。一方、南那珂市場に

おきましては、後継者の就農や繁殖センターの

整備等により、担い手における増頭が図られた

ことに加えまして、分娩間隔が他の地域よりも

短いことから、減少幅が比較的小さくなってい

るものと考えております。

○丸山裕次郎議員 今、答弁にありましたとお

り、県内で減少率が一番低い南那珂地域では、

もちろん担い手の方がいらっしゃる、若い方が

いらっしゃるということでありますけれども、

繁殖センター等の整備によってということであ

りましたので、少なくなる率が小さかったとい

う効果をもたらしたという答弁ではないかと

思っております。そこで、繁殖センターやキャ

トルステーションの効果はどのようなものがあ

るのか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 繁殖センター

は、ＪＡ等が子牛競り市場で購入した雌子牛を

育成し、受胎させた後、農家へ供給する施設で

あり、農家における飼養管理の省力化ととも

に、後継牛生産を支援し、増頭を促進させる効

果がございます。また、キャトルステーション

は、ＪＡ等が農家の子牛を一時的に預かり、子

牛競り市場に出荷する施設であり、農家での飼

養期間が短縮され、労力軽減が図られるととも

に、飼養管理マニュアルにより質のそろった子

牛が出荷され、収益性を向上させる効果のほ

か、農家の牛舎の空きスペースを活用した繁殖

雌牛の増頭が促進される効果が期待できるもの

と考えております。

○丸山裕次郎議員 繁殖センターやキャトルス

テーションを利用することにより、飼養管理の

省力化、労働力軽減が図られるなど、頭数維持

や増頭に有効であるということを示していただ

き、ありがとうございます。生産基盤を維持拡

大するためには、繁殖センターやキャトルステ

ーションの導入促進などの支援策を講じていく
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べきではないかと考えております。そこで、こ

のような繁殖センターやキャトルステーション

の支援と農家への技術的指導を今後どのように

行っていくのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御指摘のとお

り、繁殖センターやキャトルステーションは、

今後、地域での分業化や個々の農家の省力化、

さらには飼養頭数規模の維持拡大を図る上で重

要な役割を担うものと認識いたしております。

繁殖センター等の整備につきましては、国庫事

業を活用しながら進めているところではありま

すが、今年度から地域肉用牛繁殖基盤強化対策

事業によりまして、センター機能の強化等を図

ることとしております。また、平成25年度から

繁殖成績向上のため、ＮＯＳＡＩ獣医師を活用

した繁殖検診等の取り組みのほか、ＪＡや農業

改良普及センター等が一体となって定期的に農

家巡回指導を実施するなど、農家に対する技術

面の強化に取り組んでいるところでございま

す。今後とも、国庫事業などを十分活用しなが

ら、牛舎整備や繁殖雌牛の導入を促進し、本県

の飼養頭数規模の維持拡大に努めてまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 繁殖センターやキャトルス

テーションを推進するためにも、どれくらい費

用対効果があるのか、また経営はどのようにす

ればいいのかという具体的な数値、及び経営

的、技術的マニュアルを示して推進していただ

くように要望しておきます。

畜産振興についての最後の質問になりますけ

れども、宮崎県は全共２連覇した畜産県でもあ

ります。今後とも揺るぎない畜産県として全国

に打って出るためには、飼養頭数の維持確保が

大きな課題となると思っております。また、２

連覇を生かし、販売戦略強化も必要だと思って

おります。畜産農家からは、ＴＰＰはどうなる

んだろうか、後継者がいないのでいつまで続け

られるかという不安な声を聞くのも実態であり

ます。畜産農家が自信と誇りを持って畜産経営

ができる方向性を、県がしっかりと打ち出して

ほしいと思っております。そこで、今後の肉用

牛振興についてどのように図っていくのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県は全国で

も有数の畜産県でありまして、中でも肉用牛は

県を代表する基幹作目の一つでございます。県

といたしましては、現在、口蹄疫からの再生・

復興、さらには新たな成長に向け、畜産新生プ

ランに基づき、分娩間隔短縮等の生産性向上、

飼料自給率向上による生産コストの低減、ある

いは販売力の強化等に取り組んでいるところで

ございます。また、喫緊の課題となっておりま

す肉用牛生産基盤の維持強化を積極的に図りま

すとともに、宮崎牛に代表される本県産牛肉の

ブランド確立に努めてまいりたいと考えており

ます。今後とも、畜産農家が将来にわたって安

心して肉用牛の生産ができるよう、関係機関と

一体となって取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、５万頭の維持をして

いただくようにお願いしたいと思っています。

次に、歯科行政について再質問を行います。

無歯科医地区巡回診療になくてはならないのが

移動診療車でありますが、私も実際、移動診療

車を見てきました。平成６年に購入、実に20年

たったということで、かなり老朽化が進んでお

りました。車両のみならず、歯科医療器具も老

朽化しておりました。今までよくもったなとい

う感じもありますし、いつ動かなくなるのかと
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心配しております。現在は県が所有しているこ

とになっておりますが、仮に車両がだめになる

と、県医師会に委託している無歯科医地区巡回

診療はどうなるのかと思いました。

歯科医師会によりますと、３年前に発生した

東日本大震災の際に、被災地支援に移動診療車

を派遣したかったのですが、老朽化のために断

念したということでありました。千葉県や愛知

県、愛媛県が所有している移動診療車は被災地

に駆けつけ、被災地の義歯製作や口腔ケアに活

躍したと聞いております。本県も南海トラフ地

震・津波で海岸線を中心に大きな被害が予測さ

れるということであります。昨年12月に県と県

歯科医師会が、災害時における歯科医療救護を

迅速かつ的確に実施するための防災協定を結ん

でおります。そこで、危機管理という観点か

ら、歯科医療救護を迅速かつ的確に実施するた

めにも、移動診療車の更新に取り組む必要があ

ると考えておりますけれども、福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 災害時におけ

る歯科医療救護への対応は、重要な課題であ

り、歯科診療車の活用も一つの方法であろうか

と思いますが、仮に新規に購入する場合には、

１台当たり数千万円の費用が必要となります。

歯科診療車購入以外の方法として、持ち運び式

歯科診療機器の活用、臨時歯科診療所の設置、

既設の歯科医院への通院手段の確保など、さま

ざまな対応策も想定できますので、今後、歯科

医師会や市町村など関係機関と十分協議をして

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 財政的な面もあるかと思い

ますけれども、一日も早い更新をお願いしたい

と思っております。

最後に、特殊詐欺について再質問を行いま

す。昨年の被害額が過去最悪だったようであり

ますけれども、このままいけば、ことしはさら

に過去最悪の被害額になってしまう深刻な状況

であります。深刻な状況でも、金融機関との連

携で特殊詐欺を未然に防止できた事案があるよ

うですが、どのように防止できたのか、また未

然防止できた件数をお伺いいたします。また、

今後の特殊詐欺にどのように取り組んでいくの

か、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（白川靖浩君） 金融機関では、

窓口やＡＴＭからの被害金の送金を防止するた

め、顧客に対する積極的な声かけに御協力をい

ただいており、本年は５月までに９件、約2,157

万円の被害を未然に防止できたところでありま

す。具体的には、高齢者が１人で来店し、高額

の払い戻しを依頼した場合や、携帯電話をかけ

ながら、ふなれな様子でＡＴＭを操作している

のを発見した場合に、職員が事情を聞き、警察

に通報していただいた事例があります。

警察では、特殊詐欺の防止のためには検挙と

予防の両面で取り組むことが重要と考えており

ます。検挙対策としましては、例えば、被害者

の協力を得まして、首都圏から現金を受け取り

に来た被疑者を逮捕し、そこから組織の中枢に

迫る捜査をしております。他方、予防策としま

しては、各種広報媒体を活用した情報発信や、

犯行グループから押収した名簿に登載されてい

る方への個別の防犯指導を推進しているほか、

最近では、ＮＴＴの電話帳から高齢者等の電話

番号を削除する取り組みを開始したところであ

ります。県警察では、今後も、検挙と予防の両

面からこれらの対策を総力を挙げて推進し、特

殊詐欺の防止に取り組んでまいります。

○丸山裕次郎議員 要望いたしますけれども、

高齢者をだます特殊詐欺は許すことができませ
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ん。全力で未然防止並びに犯人逮捕に努めてい

ただくようお願い申し上げます。

昨年の被害件数が50件で、ことしは５月末

で24件ということですが、相談に来られ、被害

届を出された数だと思っております。恐らく相

談もせず、被害届も出さず泣き寝入りしている

方も多くいる可能性がありますので、気軽に相

談できる体制を、警察のみならず市町村、地域

の皆様と連携を強化していただきたいと思って

おります。

最後の要望として、東京オリンピック聖火リ

レーについてでありますけれども、今回も恐ら

く何らかの形で国内で聖火リレーがあると思っ

ております。今回は世界に東日本大震災からの

復興ということで、まずは東北、前回のオリン

ピックで本土復帰をしていなかった沖縄が聖火

リレーの起点になる可能性があると考えており

ます。宮崎が今回も起点になるためには、他県

との違いを出す必要があると思っております。

宮崎にしかない神武天皇発祥の地ということを

大きくアピールすべきではないのかと私は思っ

ております。神武天皇のことを世界の方々に説

明し、わかりやすい言葉ということで、ファー

ストエンペラーというキーワードが非常にわか

りやすいと聞いております。ぜひ、ファースト

エンペラー生誕の地宮崎を聖火リレー起点にと

いうキーワードで、知事が先頭に立っていただ

いて、聖火リレーの誘致に全力を挙げて取り組

んでいただきますことをお願い申し上げまし

て、私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 本日は、延

岡より久しぶりに傍聴に来ていただいておりま

す。延岡の皆さんが帰るときには足取りが軽や

かになるような、前向きの答弁をよろしくお願

いいたします。

３月16日、東九州自動車道の日向―都農間が

開通し、ついに念願の延岡―宮崎間が全線開通

いたしました。既に大きな影響が出ており、人

や車の流れが大きく変わってきています。これ

まで建設促進に御尽力いただきました県を初め

関係各位に、心から感謝を申し上げます。

また、民主党政権時代に、全線開通に向け、

ばらまきとは違う大きな予算をつけてくれまし

た。特に東日本大震災があったにもかかわら

ず、逆に手厚く予算がつき、早期完成に弾みが

つきました。ただ、残念なことは、各開通式が

行われたときには、自公政権に戻った後で、い

かにも俺がというしたり顔でテープカットして

いたのは、自民党の国会議員ばかりでありまし

た。

さて、さきのゴールデンウイークは、県北の

観光地や道の駅等々に県外や県内各地から多く

の車が押し寄せ、大にぎわいでありました。大

分県はもとより、これまでは遠かった鹿児島県

との距離もぐっと近づき、３時間以内の移動時

間となりました。５月には、西南の役最後の激

戦地、そして薩摩軍総大将の西郷隆盛が唯一戦

場で陣頭指揮をした延岡の地に、鹿児島より３

回に分けて約500名近いお客さんにお越しいただ

きました。鹿児島の皆さんは、延岡が西郷さん

とこんなに縁が深いところとは知らなかった方

がほとんどで、今後、新たな交流もふえる可能

性も出てまいりました。また、ある小学校は、

既に鹿児島県に修学旅行先を変えたところもあ

るようです。

また、今年度中には大分県の佐伯―蒲江間も

開通予定で、大分市、福岡市にもつながること

になります。福岡県内の一部で用地買収が困難
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をきわめているようですが、わずかな距離です

ので、北九州へも実質つながると言っても過言

ではありません。さらに大きな人や物の流れが

変わることとなるでしょう。

また、高速道路の利点は移動時間が計算でき

ることです。現在、私は県議会に車で来ること

がふえています。以前は、平日か週末か、また

時間帯等によって移動時間が大きく変わりまし

たが、ほぼ５分から10分以内の誤差で自宅から

県議会まで来ることができます。まさにジャス

トインタイム、今、企業が求める「必要なもの

を必要なときに必要なだけ生産する」に十分対

応できるようになります。窓口は大きくあけら

れました。このチャンスをしっかりと捉えなけ

ればなりません。

全線開通して、間もなく３カ月を迎えようと

していますが、多くの皆さんが利用し始めたこ

とによって、改めて便利のよさや快適さを称賛

するお話をいただいたり、また疑問の声や不満

も届いており、その幾つかをお伺いし、県民の

皆さんに回答したいと存じます。まず、３月16

日に東九州自動車道日向―都農間の開通後、車

の流れはどのような状況か、県土整備部長にお

伺いします。

以上で壇上からの質問を終了します。（拍

手）〔降壇〕

○県土整備部長（大田原宣治君）〔登壇〕 お

答えいたします。

東九州自動車道の交通量についてでありま

す。東九州自動車道延岡―宮崎間におきまして

最後の開通区間となりました、日向インター

チェンジから都農インターチェンジ間の交通量

で申し上げますと、３月16日の開通直後、これ

は調査日が３月17日から３月20日の４日間の平

均でございますが、１日当たり約8,000台であっ

たと公表されております。その後の翌４月の１

日当たり平均交通量は、開通直後からやや減っ

た約6,800台となっておりますが、開通初年度の

予想交通量5,100台を上回る利用がなされており

ます。

また、日向インターチェンジから都農インタ

ーチェンジ間の開通によりまして、その他の区

間についても交通量の増加が見られておりまし

て、都農インターチェンジから高鍋インター

チェンジ間は、前年同月比で58.8％増の約6,900

台、西都インターチェンジから宮崎西インター

チェンジ間では、同じく13.4％増の約7,100台と

なっているところであります。以上でございま

す。〔降壇〕

○田口雄二議員 非常に大きな車の流れが変

わったことがわかります。片側１車線で簡易中

央分離帯のため、最高速度が70キロに抑えられ

ているようですが、この速度規制はかなりスト

レスがたまる要因になります。制限速度で走る

と、後続車からのプレッシャーは相当なもので

す。片側１車線である限りスピードアップはで

きませんので、交通量をもっとふやさなければ

なりません。４車線化に向けての今後の取り組

みについて、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（大田原宣治君） 東九州自動

車道の４車線化を図るためには、まずは交通量

の増加が前提となります。このため県といたし

ましては、交通量の増加を図るため、高速道路

沿線地域への企業誘致や観光誘客はもとより、

東九州自動車道が一日も早く北九州市まで全線

開通しますよう、引き続き、国や関係機関に強

く要望することや、県民の皆様に高速道路を

もっと利用していただけるよう、ＥＴＣの啓発

などに取り組んでまいりたいと考えておりま
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す。

○田口雄二議員 昨年、九州中央３県議員連盟

の例年の要望活動でＮＥＸＣＯ西日本九州支社

に伺ったときに、４車線化についての話になり

ました。１日１万台が一つの目安、また用地は

４車線化に合わせて既に買収しているとのこと

でありました。県民にも利用促進を促していか

なければなりません。

ただ、４車線化は簡単にはいきませんが、追

い越し車線の新設はできないものか。昨年、Ｎ

ＥＸＣＯを訪問した際に、新富町と国富町の追

い越し車線の間、もう１カ所設置を私は要望さ

せていただきました。この間は、11キロ以上も

ある上にアップダウンの連続で、スピードダウ

ンが顕著なところです。しかも、長大な橋もな

く、またトンネルも１つもありませんので、県

からもぜひ要望をお願いしたいものです。よろ

しくお願いいたします。

次に、パーキングエリアの充実についてお伺

いします。延岡インターチェンジと宮崎西イン

ターチェンジの間には、休憩施設は川南パーキ

ングエリアだけの１カ所です。しかも、上下線

共用の施設で、この施設は宮崎杉を使っていた

だき、なかなか上品なつくりにはなっているん

ですが、利用者からの不満が多く届いていま

す。まず、上下線共用であるにもかかわらず、

トイレの数が少な過ぎること、平日でも大型バ

スが入ると、女子トイレはもちろんのこと、男

子トイレまで行列ができてしまいます。ゴール

デンウイーク中は、さぞかしトイレが混んだこ

とであろうと推察されます。宮崎西インター

チェンジ以北で１カ所しかない川南パーキング

エリアのトイレの増設や、食事などができる施

設の充実はどう考えているのか、県土整備部長

にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 東九州自動

車道延岡―宮崎間の全線開通によりまして、交

通量の増加が見られる中、高速道路の利用者か

ら川南パーキングエリアについて、トイレの数

が足りないとか、食事などができる施設が欲し

いなどの要望が寄せられていることは承知して

おります。このうち、トイレにつきましては、

混雑緩和のため、臨時トイレが５月のゴールデ

ンウイーク期間中に８基設置されておりまし

た。また、食事や物販などの施設につきまして

は、現在、川南町観光協会などで運営している

施設に加えまして、週末を中心に仮設テントに

よる地場産品等の販売も行われているところで

す。

県といたしましては、川南パーキングエリア

の利活用が図られることは、高速道路の利用促

進の観点からも重要な課題であると認識してお

りますので、西日本高速道路株式会社などに対

しまして、今後の交通量の変化や川南パーキン

グエリアの利用状況などの実態を踏まえたトイ

レの増設や食事・物販施設などの充実をお願い

してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 女性には仮設トイレは敬遠さ

れがちです。ぜひともパーキングエリアの充実

をよろしくお願いいたします。

これは私の個人的な思いなんですが、美々津

近辺にパーキングエリアがあればなと、いつも

思いながら走っております。標高も高く、広葉

樹の緑も鮮やかで、神武天皇お船出の地周辺の

海岸線や太平洋の眺望はすばらしいもので、古

事記のいにしえをしのぶにはいいところです。

別府湾サービスエリアからの景色にも匹敵する

と思いますが、残念ながら車をとめて景色を楽

しむところがありません。ここにあったらいい

なと思いつつ、次の質問に移らせていただきま
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す。

先日の梅雨入り直後の２日間にわたる大雨

は、県北の交通に大きな支障をもたらしまし

た。６月４日、東九州道は延岡南インターと西

都インター間が通行どめになりました。延岡南

道路も、また延岡―門川間を走る県道も、とも

に長時間にわたり通行どめとなり、帰宅時間帯

には唯一通行できた国道10号に車が集中し、土

々呂地区を中心に地域一帯が大渋滞となってし

まいました。もともと土々呂地区は渋滞がひど

いところで、県道や延岡南道路が使えないもの

ですから、大渋滞は当然です。しかし、県道も

ＪＲも間もなく復帰したのに、延岡南道路は翌

日の早朝まで通行どめで、高速道路の意外なも

ろさが見られました。わずかの距離で、その大

半がトンネルの延岡南道路は、なぜ長時間にわ

たって通行どめ規制されていたのか、その基準

について部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 高速道路の

異常降雨時の通行どめ基準につきましては、西

日本高速道路株式会社によりますと、延岡南道

路では連続雨量350ミリに達した場合などに安全

確保のため通行どめを行うと伺っております。

また、通行どめの解除は、今後６時間は雨が降

らないと予測された場合に、道路パトロールに

よる安全確認の後、警察との協議に基づき行っ

ていると伺っております。

○田口雄二議員 その基準が解せないのは、国

土交通省が所管している東九州道の延岡南イン

ターチェンジから大分県の蒲江インターチェン

ジまでは、県内で一番の降雨量であった北浦町

古江を通過するにもかかわらず、全ての区間一

度も通行どめになっていません。国土交通省に

お聞きしたら、随時、雨量や路面の状況などを

確認しながら判断したとのことでした。延岡南

インターチェンジを境に、片や通行どめが19時

間、片や通行どめなしです。県北の道路事情の

一番のネックと言っても過言ではないところの

区間のこと、慎重な対応が必要なことは重々わ

かりますが、ＮＥＸＣＯ西日本と国土交通省と

のこの差は何なのか、もっと素早い判断ができ

なかったのかと思う次第であります。大事な予

定等に大きな影響を受けた方がたくさんいたの

ではないかと思います。関係先と、今後の対応

をぜひとも協議いただきたいと思います。

次に、高速道路を生かした誘客対策をお伺い

します。最近の大分県側の官民を挙げての取り

組みはすごいものがあります。地元民放で大分

県のイベントのコマーシャルがよく流れ、また

新聞は別府の大規模温泉ホテルの一面広告、延

岡では大分のショッピングモールのチラシもよ

く入り、いろんな場面での大分の露出が非常に

大きくなっております。県北ではもともと大分

方面に行く人が多く、今年度中に大分市まで東

九州道がつながりますし、しかもその区間の約

半分は無料です。今後さらにＰＲ活動を強化し

てくる可能性が大です。民間までには口を出し

にくいでしょうが、県は東九州自動車道を生か

した誘客対策、県外向けにどのようなＰＲを

行っているのか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 東九州自

動車道を生かした誘客対策につきましては、市

町村や観光事業者の皆様方と連携して、これま

でさまざまなＰＲ活動に取り組んでいるところ

であります。例えば、大分県や愛媛県などのマ

スコミや旅行会社に対するセールスや観光説明

会を開催するとともに、大分県の大型商業施設

である「パークプレイス大分」や「トキハわさ

だタウン」での観光ＰＲイベントを実施したと
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ころであります。また、ことしのゴールデンウ

イーク前には、全国紙２紙に広告を掲載し、九

州全県と山口県に対しＰＲを行いました。さら

に、ゴールデンウイーク中には、大分県と連携

し、北九州市のラジオ局とタイアップした観光

イベントの開催や、約160万人を集めた広島市で

のフラワーフェスティバルにおいて東九州自動

車道のＰＲを実施するなど、情報発信に努めて

いるところであります。今後につきましても、

佐伯―蒲江間の開通を見据え、大分県との共同

パンフレットの作成や、さまざまなメディアを

活用した観光ＰＲなどに積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 茂部長は延岡市出身ですの

で、県北の事情はよく御存じだと思います。延

岡側からばかりではなく、大分から見ても延岡

市までは高速料の半分は無料です。ＰＲ活動や

イベント等での集客で負けないよう、朝ドラの

人気の言葉ではありませんが、「こぴっと」、

しっかりと活動してまいりましょう。よろしく

お願いします。

それと、開通後に鹿児島県からのお客さんが

延岡にたくさん来たことを御報告いたしまし

た。西南の役のゆかりの地は県内にもたくさん

あり、西郷さんを訪ねる旅のような企画も考え

て、鹿児島県にもぜひ売り込んでいただきたい

と思っております。やはり鹿児島におきまして

は、西郷さんというのは別格の人ですので、ゆ

かりの地には足を運びたくなると思っておりま

す。

次に、この４月１日より、延岡駅前から宮崎

空港まで高速バス「ひむか」が就航し、宮崎交

通とＪＲバスの共同運行で１日８往復していま

す。よくこのバスとすれ違うのですが、どう見

ても乗車率がいいようには思えません。ＪＲよ

り安いし、使ってみたいが、出発時間等の詳細

が全然わからないという方が非常に多いのが実

情です。せっかくトイレつきのグレードの高い

バスを導入していただいたのに、寂しい限りで

す。高速バスの現在までの利用状況を、総合政

策部長にお伺いします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 宮崎―延岡

間を運行する高速バス「ひむか」の利用状況で

ございますが、４月は920名、５月は1,007名と

なっております。これを１便当たりで換算しま

すと、おおむ１便当たり２名となっており、残

念ながら利用は低調な状況にあります。

○田口雄二議員 予想したとおり、余りにも寂

しい乗車人数です。10名から12名ほど乗っても

らわないと採算がとれないとも聞いておりま

す。実質２名では高速料金も出ない状況ではな

いでしょうか。完全な採算割れで、いつまでも

つか心配です。この県庁の隣にもバス停があ

り、宮崎―延岡の要所要所を経由しますし、宮

崎交通バスは各座席にコンセントもついてお

り、パソコン使用等の環境設計にもなっており

ます。料金からも延岡―宮崎間のＬＣＣと言っ

てもいいと思います。御年配や主婦等のお急ぎ

でない方には非常に有効だと思います。ＰＲが

不足しているのではないかと思いますが、その

取り組み状況について、総合政策部長に再びお

伺いします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 高速バス

「ひむか」は、東九州自動車道宮崎―延岡間の

開通を契機に開設された路線でありまして、県

民の利便性向上、地域間交流や経済活性化に資

する大変重要なものと認識しております。県と

いたしましては、フェイスブックを活用した情

報提供や、県庁内の全所属に時刻表を配布し、

利用を呼びかける等の取り組みを行っていると
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ころでございます。また、交通事業者におかれ

まして、今後、「ひむか」をＰＲするため、９

月末までの期間、最大で運賃が半額となる片

道1,000円キャンペーンを行うという大変積極的

な対応をする予定であると伺っております。今

後とも、事業者と連携して周知を図ってまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 まるで質問に合わせて御用意

いただいたような1,000円キャンペーンでござい

まして、大変うれしい御報告をありがとうござ

いました。これが呼び水になって、今後利用客

がふえるように、つながればと思っております

し、また引き続き利用の推進をよろしくお願い

申し上げます。

東九州道の開通に関して何点かお伺いしまし

たが、高速道路の持つ可能性の広がりには驚か

されます。この思いを県南の皆さん、九州中央

自動車道沿線の皆さん方にも早く享受させなけ

ればなりません。建設促進にさらに力を注いで

まいりましょう。

次に、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

安倍総理は、労働者の生活を脅かす労働者保

護のルールを見直し、大企業中心の政策をさら

に優先しようとしています。そのような中、政

府の産業競争力会議と経済財政諮問会議の合同

会議で、一定の条件を満たす労働者について、

働く時間を自己裁量とするかわりに残業代の支

払いなどの労働時間規制を適用しない、ホワイ

トカラーエグゼンプション制度の導入の提言が

なされ、現在、その検討がなされています。今

回の提言は、多様で柔軟な働き方を可能にし、

労働時間ベースではなく成果ベースの労働管理

を基本とするために、本制度を導入するものと

しています。しかし、残業代ゼロ、無報酬の長

時間労働を合法化するもの等々の問題点が指摘

されています。現在、対象者等について議論さ

れています。心配されるのは、労働者派遣法は

当初厳しい規制がありましたが、なし崩し的に

規制緩和が行われ、現在のような社会問題にま

で拡大しています。特定秘密保護法のように、

とりあえず法案を成立させて詳細は後からで

は、労働者にとってはたまりません。このホワ

イトカラーエグゼンプションについて知事はど

のようにお考えか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 一般的な働き方は、労

働の対価を労働時間に応じて支払うというもの

でありますが、これに対してホワイトカラーエ

グゼンプションは、労働時間規制を取り払いま

して、時間ではなく仕事の成果の評価により報

酬を決めるというものでありまして、その導入

について、国の産業競争力会議などにおきまし

て、対象者をどうするかなど、さまざまな議論

が行われているところであります。いろんなメ

リット・デメリットがあるんだろうというふう

に思いますが、この制度により、時間に拘束さ

れないことにより創造性や生産性の高い働き方

が可能となるという意見がある一方で、働き手

が残業代ゼロで長時間労働を強いられるのでは

ないかとの懸念もあると承知しております。制

度の導入により、これまでの労働者の働き方が

大きく変わるということも想定されますので、

今後の議論の動向を注視してまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 知事のお考えというよりも、

現在の経過を御報告いただいたようなことで、

詳細がまだ固まっておりませんので、それはし

ようがないと思います。

次の質問に移ります。いよいよ年内に予想さ

れます知事選挙まであと半年になりました。河
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野知事は、既に県内の経済10団体の出馬要請も

受けましたし、昨年の12月議会で２期目への出

馬表明をされました。第３の候補者の動きがち

らほらいたしますが、準備怠りなく進められて

いることと思います。

前知事は、「知事として限界を感じた。国の

システムを変えなければならない」と言って、

１期のみで宮崎を後にしました。しかし、全国

的には、国会議員から、その限界を感じたとい

う知事や政令市の市長になっている方が多くい

ます。元鳥取県知事であった片山善博慶応大学

教授は当時、「何をやろうとして知事の限界を

感じたのかがわからない。宮崎から逃げ、国政

に出る口実に地方分権を使ったとしか思えな

い。自分は知事の限界を感じたことはほとんど

なかった。本気でやれば、かなりの部分は克服

できる」と、読売新聞にコメントしています。

その限界を感じた前知事に、副知事として４

年間仕え、その後、本県の最高権力者として知

事を務めてきました。そこで、お伺いします。

河野知事は知事として限界を感じたことがある

かどうか、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 県政を推進していく上

で、大小さまざまな困難に直面することは多々

あります。もちろん財政的な制約もございま

す。権限、国の交付制度があるわけであります

が、それは知事としての限界というよりも、私

としては乗り越えるべき壁、克服すべき壁とい

うふうに受けとめておるところでございます。

大事なことは、知事たる私一人だけがこれに

対応するわけではありませんで、県民や県議会

の皆様を初め、市町村や関係団体、県職員など

との対話と協働により、それぞれの知恵やネッ

トワークを総動員させて、一丸となってその壁

を乗り越えていくというのが、基本的な私の政

治姿勢であるわけであります。

実際、宮崎には、口蹄疫からの再生・復興の

ときに見せたような、大変な困難に際して県民

が一致団結して乗り越えていった実例もありま

すし、鵬翔高校、また延岡学園も、チームワー

クにより大きな壁を乗り越えた、そういうすば

らしい底力があるものと実感をしておるところ

であります。引き続き、県政をめぐるさまざま

な課題はあるわけでございますが、県議会を初

め、多くの皆様と連携をしながら、県勢発展の

ために日々挑戦し続けてまいりたい、そのよう

に考えております。

○田口雄二議員 もちろん、全てがうまくいっ

たとは思いませんが、113万県民の現在と将来を

託された知事です。たとえ少々の限界を感じて

も、英知を結集してその壁を突き破っていく覚

悟がなければ、知事は務まらないと私は思って

おります。残された期間、全力投入をよろしく

お願いいたします。

次に、保健所の対応についてお伺いします。

先ほど、ゴールデンウイークに各道の駅を訪

ねたことに触れましたが、大にぎわいの「道の

駅北浦」で、テントを張って出店していました

元市議会議員の知人にお会いしました。大分県

の「道の駅かまえ」の例を挙げて、「同様の取

り組みをしたらどうか。お客さんにも喜ばれる

し、売り上げも大きく上がるのではないか」と

持ちかけました。ところが、その知人は、「も

ちろんやりたいし、蒲江よりおいしいものを提

供できる自信もある。にもかかわらず、保健所

の許可がおりない。宮崎県の保健所は厳し過ぎ

る。大分県ではできることが、なぜ宮崎県では

できないんだ」と、ふんまんやる方ない表情で

訴えてきました。実はこの不満はよく耳にする

話で、３つの県にまたがり鮮魚を扱う私の同級
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生も、「他県では何も言われないことが、宮崎

県だけはだめなんだ。どうしてなんだ」と、よ

く愚痴をこぼしておりました。

先日、農家民泊で訪れた諸塚村のお母さんか

ら、新たな事業を考えた中で、御出身の熊本県

では当たり前のことが、宮崎県の保健所には高

いハードルを突きつけられたと、「熊本ではい

いのに何で宮崎はだめなんですか」と私に相談

が来ています。

食品の提供となりますので、安心・安全でな

ければなりません。厳しいのは当然ですが、な

ぜ他県との違いで私どもに不満が届くのか、こ

の基準は何に基づいて決めているのか、保健所

の対応が県によって違いますが、本県独自の対

応か、他県との違いがあるのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 食品衛生法で

は、営業者が公衆衛生上講ずべき措置に関する

基準、及び施設に関する必要な基準を、都道府

県等が条例で定めることになっておりまして、

これを受けて本県では、食中毒防止の観点か

ら、気候風土などの実情に照らし合わせ、基準

を定めております。基準の運用に当たりまして

は、昨年、鮮魚販売について見直しを行いまし

たように、毎年度定期に、また相談がありまし

た場合はその都度、見直しの検討を行っており

ます。具体的には、個々のメニューや品目ごと

にリスク評価を行いまして、見直しが妥当かど

うかの検討を行っております。お話のあった例

がなぜあるのかにつきましても、今後、具体的

な内容について把握し、研究してみたいと考え

ております。いずれにしましても、今後とも、

引き続き県民の食の安全の確保を大切にしなが

ら、一方で、食品衛生にかかわる状況変化にも

しっかりと対応しながら、適切に基準を運用し

てまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 問題の多くは、職員と申請し

た県民とのやりとりに勘違いや説明不足があっ

たり、うまく伝わっていないことが多いようで

すが、担当職員も丁寧にわかりやすく、説明を

お願いしたいと思っております。食品衛生法に

のっとって、衛生的で安全が第一であることは

当然ですが、県によってその対応に違いがある

のは問題で、特に県境に近いところではその違

いを目の当たりにしやすく、不満が出ていま

す。控え目な県民に、高速道路等の環境変化で

やる気が出てきています。そのやる気をそぐよ

うなことはしてほしくないものです。

憲法を改正することなく解釈を変更すること

で整合性を持たせようとする安倍総理もいま

す。しゃくし定規に捉えて、だめ出しばかりす

るのではなく、もう一工夫すればクリアでき

る、もう一手間加えれば可能である等々の方策

に知恵を出していただくよう、よろしくお願い

いたします。

次に、県北の医療事情についてお伺いいたし

ます。

県当局の御尽力により、県立延岡病院は以前

の危機的状況から格段に改善されました。しか

し、延岡を初めとする県北の医療環境は依然厳

しい状況にあります。延岡市は新規開業時に財

政的な補助をしていますが、思うほど開業につ

ながっておりません。よって、医師の高齢化が

顕著になってきています。県立延岡病院ととも

に県北の医療の中核をなす延岡市医師会病院

が、延岡市夜間急病センターの後方支援病院と

して御尽力をいただいております。しかし、今

の医師会のマンパワーでは、連日の深夜帯の診

療はできない状況です。また、小児科初期救急

においては、延岡市医師会と日向入郷地区の市
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町村、そして日之影町の医師が力を合わせて、

準夜帯の診療を365日体制で維持しています。医

師会会員も精いっぱい頑張っておりますが、救

急体制を維持するのにきゅうきゅうとしている

状況です。そこで、県立延岡病院から延岡市夜

間急病センターへの医師の派遣はできないか、

病院局長にお伺いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立延岡病院は、

高度医療や救急医療の提供など、県北地域の中

核病院として重要な役割を担っておりますが、

神経内科など一部の診療科では休診が続いてい

ます。また、他の診療科でも医師数が充足して

いない診療科があるなど、大変厳しい状況が続

いているところでございます。また、県立病院

の医師の多くは、大学の医局から病院を指定し

て派遣いただいておりまして、県の判断で他の

医療機関へ派遣することは難しい状況でござい

ます。このため、現状では県立延岡病院からの

医師派遣は困難な状況でございますが、県北地

域の医療事情の厳しさは十分承知しておりま

す。今後とも、地元医療機関との連携を密にし

ながら、県立延岡病院が地域の中核病院として

の役割をしっかり果たしていけるよう、医師確

保等による機能充実に努めてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 大変厳しい状況で、医師会の

先生方には大変御尽力をいただいております。

大変ありがたいのですが、どこかで無理がたた

り、体制が維持できなくなるのではないかと非

常に心配をしております。残念ですが、引き続

き県立延岡病院の体制強化をよろしくお願い申

し上げます。

次に、県は医師不足対策として、宮崎大学医

学部に県内の高校生をいかに多く入学させて、

そのまま県内で臨床研修を実施していただき、

そのまま県内に医師として残ってもらうか、そ

のような政策を進めてまいりました。その一つ

が、平成18年に創設された宮崎大学医学部の地

域枠です。この地域枠で入学した学生の卒業後

の県内定着状況について、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 宮崎大学医学

部地域枠の医学生は、平成24年度に７名が臨床

研修を開始しており、そのうち６名が県内で研

修を行っております。同様に、平成25年度は10

名のうち６名が、平成26年度は８名のうち５名

が県内で臨床研修を開始しております。また、

臨床研修修了後の状況ですが、平成24年度に県

内で臨床研修を開始した研修医は、ことしの３

月に研修を修了しておりますが、修了後は全員

が県内の医療機関に勤務されております。

○田口雄二議員 地域枠で県外に行っている医

師は、レベルの高いところで専門性を高めたい

のは十分理解できますが、そのままスキルアッ

プして、また宮崎に帰ってきてもらわなければ

なりません。宮崎県はあなたを必要としている

んだと意識させるため、絶えず連絡を取り合う

等、よろしくお願いいたします。

同じ医師確保から、多額の県費を投入してい

る自治医科大学についてお伺いします。例年２

名から３名が入学しており、卒業後に、本県の

中山間地の医師として地域医療を支えていただ

いております。この卒業生で、９年の義務年限

を終了した後、県内で勤務している医師はどれ

ほどいるのか、部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本年４月現在

で、自治医科大学卒の義務明け後の医師は総数

で54名でございますが、このうち35名が、県内

の公立や民間病院等での勤務医、開業医として

活躍されております。県内定着率は64.8％と
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なっておりますが、その内容を見ますと、第１

期生から第10期生までの定着率は55％でありま

したが、第11期生以降の定着率は71％と、近年

は高くなりつつあります。

○田口雄二議員 最近は、県内への定着率が上

がっているようです。先ほどの地域枠入学の医

師同様、県外にいる医師の状況をしっかりと把

握し、絶えず宮崎を意識させることをよろしく

お願い申し上げます。

続きまして、東九州メディカルバレー構想の

質問に移ります。

東九州メディカルバレー構想を本県の成長戦

略として進めていただいており、大変ありがた

く思っております。また、かなり高いハードル

であった地域活性化総合特区の指定を受け、財

政的、税制的にも支援を受け、また規制緩和等

もあり、研究開発が進めやすくなりました。特

区指定後の国の評価と商工観光労働部長の評価

をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 東九州メ

ディカルバレー構想特区につきましては、昨

年、内閣府により平成24年度の進捗状況に関す

る事後評価が行われ、その結果、おおむね順調

かつ適切であるということから、５段階評価で

最も高いＡとの評価を受けたところでありま

す。

本特区に対する私の評価でありますが、まず

特区指定のメリットが生かされた成果として、

規制緩和により、医療機器の開発スピードが

アップするとともに、特区調整費を活用した大

型の研究開発資金が獲得でき、画期的な医療機

器の開発が進行中であること、また、宮崎大学

に設置した寄附講座を中心に、産学官での医療

機器の研究開発が活発化する中で、医療機器の

中核企業３社が工場を増設するなど、産業集積

も確実に進みつつあること、さらに、国の関係

機関の支援を受け、海外からの医療技術者研修

を実施するなど、日本の医療技術の海外展開を

目指した取り組みも具体的に進行中であること

などから、本特区については順調に推進できて

いるものと考えております。

○田口雄二議員 国の評価も部長の評価も大変

高いことが認識できました。全国の特区指定

は35あり、そのうちのＡランクが11ですから、

このまま推移してほしいものですが、非常に順

調にいっていることが確認されました。

東九州メディカルバレー構想の医療機器産業

の拠点づくりを実践する宮崎県医療機器産業研

究会を立ち上げ、今後の研究開発において中心

となっていただく企業や団体が参加していま

す。この研究会の成果と取り組み状況につい

て、部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 医療機器

産業研究会につきましては、東九州メディカル

バレー構想の医療機器産業の拠点づくりを牽引

するため、平成23年10月に、ものづくり企業や

支援機関を会員として発足し、医療機器産業へ

の新規参入や取引拡大を目指して、医療現場の

見学会やセミナーの開催、展示会出展などに取

り組んでまいりました。

会員企業は、発足当初の約２倍の60社にふ

え、樹脂加工や精密板金加工等を得意とする企

業が相次いで新規参入に取り組んでおり、新た

に医療機器製造業許可を取得した会員企業は３

社となっております。また、県の補助制度等に

より、手術用の特殊な器具や内視鏡用の手術台

など、産学官による研究開発も活発に進められ

ており、中小企業の医療福祉分野への積極的な

取り組みが進展しております。今後も、医療機

器産業の一層の集積に向けて、同研究会の取り
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組みを加速させていきたいと考えております。

○田口雄二議員 東九州メディカルバレー構想

は県北が中心ですが、この研究会は県内全域の

会員から構成されています。九州保健福祉大学

と西都市の企業の世界初の画期的な医療機器の

研究も、かなり進んでいると聞いております。

一刻も早く製品化されまして、医療に大きく貢

献してほしいものと思っております。

次に、東九州メディカルバレー構想に大きく

貢献していただいている九州保健福祉大学が、

新学部を来年４月開設の予定です。１学年定員

が60名の生命医科学部生命医科学科で、臨床検

査技師と細胞検査士の２つの資格を同時に取得

できるのは全国でも７大学しかなく、九州では

初の希少価値の高い学部学科となります。さら

に、新学部とともに、がん細胞研究所も併設さ

れる予定で、がん幹細胞やｉＰＳ細胞のがん化

など、先端の分野をメーンの研究テーマとして

います。この大学が新たな学部の設置を予定し

ていますが、東九州メディカルバレー構想の推

進との関連について、担当部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 今回、九

州保健福祉大学では、御質問にありましたとお

り、臨床検査技師及び細胞検査士を育成する生

命医科学部の新設とともに、仮称ですが、がん

細胞研究所を併設される予定であると伺ってお

ります。同大学では、現在も、臨床工学科を中

心に、東九州メディカルバレー構想が掲げる人

材育成や研究開発の拠点づくりなどに大きく貢

献していただいているところですが、新学部の

設置は、医療人材育成や研究開発の両面から、

本構想のさらなる推進への追い風になるもので

はないかと期待しているところであります。

○田口雄二議員 この学科は全国でも珍しく、

九州では初めてです。がん細胞研究所の併設も

あり、ノーベル賞の山中京都大学教授との共同

研究などの可能性もあります。地域発展の鍵を

握る施設になるかもしれません。この東九州メ

ディカルバレー構想の大きな推進力を持ってい

ると私は思っていますが、知事は東九州メディ

カルバレー構想推進のための九州保健福祉大学

の支援に関してはどうお考えか、お伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 九州保健福祉大学は、

海外からの医療人材育成に大変熱心であります

し、臨床工学技士の育成環境も全国トップクラ

スにあるわけであります。県では今年度も、同

大学を中心に、アジアからの医療技術者のため

の研修事業が実施できますよう、自治体国際化

協会の支援事業に応募しまして、事業資金を確

保したところであります。

また、同大学では、県内企業と共同で、世界

初となる完全自動のたん除去システムの開発に

取り組んでいるところでありますが、県では国

に対し、研究開発資金として特区調整費が活用

できるよう強く要望しまして、約8,000万円の研

究費が確保されたところであります。

県といたしましては、今御指摘がありました

ように、今回の九州初の学部設置が、東九州メ

ディカルバレー構想の一層の推進に寄与するも

のと期待をしておりまして、今後とも、国など

への要望・提案など、研究開発資金等の確保に

精いっぱい努めてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 知事も、この大学―九州保

健福祉大学ですが―そして新学部の設置に大

きく期待していることは理解できました。東九

州メディカルバレー構想が地域を大きく発展さ

せ、今、問題になっております人口減少問題の
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解決の一助となればと期待をいたしておりま

す。

次に、ＰＥＤ、豚流行性下痢について伺いま

す。

県の畜産試験場川南支場で口蹄疫発生という

大変不名誉な歴史がありますが、畜産農家を指

導する立場でありながら、面目丸潰れでした。

ウイルス対策として、その後、万全を期してい

たはずなのに、またしても発生してしまいまし

た。そこで、川南支場同様に口蹄疫が発生し、

今回もＰＥＤが発生した農場はどの程度あるの

か、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 口蹄疫発生以

降、畜産試験場川南支場における防疫対策の見

直しはもとより、市町村や関係団体等と連携し

て県内の防疫体制の強化に取り組んできたとこ

ろですが、結果として県内で発生が拡大したこ

と、さらには川南支場で発生したことにつきま

しては、まことに申しわけなく、大変重く受け

とめているところであります。

お尋ねの口蹄疫の発生した農場で、今回ＰＥ

Ｄが発生した農場につきましては、現在のとこ

ろ、川南支場を含め12農場でございます。

○田口雄二議員 12の農場で口蹄疫、またＰＥ

Ｄが出たということで、つまり川南支場と同じ

ように前回の教訓が生かされていなかったとい

うことだと、その証拠だと思っております。

また、もう１点気になるのは、以前の口蹄疫

のときに、地域的に非常に農場が集中し過ぎて

いるのではないか、適正な密度はどうなのかと

いうことが出ておりましたが、また今回大きく

広がっているというのは、それもまた見直しを

していく必要があるのではないかと思っており

ます。本県においては少し鎮静化の方向にある

ようですが、ここで気を抜かずに徹底的に防除

に努めていただきたいものです。改めて、今後

の川南支場や県内農場のＰＥＤ防疫対策をどの

ように考えているのか、部長にお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、川南支

場や県内におけるＰＥＤの発生要因等を究明す

るため、宮崎大学の協力をいただきながら疫学

調査を行っておりますが、今後、これらの調査

結果等も踏まえ、さらなる防疫強化に取り組ん

でまいりたいと考えております。

具体的には、引き続き、情報の共有化や研修

会等による農家の防疫意識の向上に努めますと

ともに、家畜防疫員による農場巡回において、

これまでの飼養衛生管理基準に加え、ＰＥＤ対

策として実施いたしました各農場の自己チェッ

クシートに基づき、よりきめ細やかな防疫指導

を行うこととしております。また、屠畜場等の

畜産関係施設における運搬車両等への消毒の徹

底や、ワクチンの適正接種の推進などを行い、

県全体の防疫レベルのさらなる向上を図ってま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 このＰＥＤの件で職員の方と

いろいろやりとりをしておりましたら、「実

は、ＰＥＤを話題にすると、ぽっと出たりする

んです」と言って、非常に心配しておりました

ので、きょうはこの話をしましたけれども、出

ないことを祈っております。うわさをすれば出

てくるというところがあるみたいですので、職

員の皆さんも非常にぴりぴりしておりました。

次に、教育行政について質問いたします。

地域の医療や先端技術産業の将来を担う人材

育成を目指して、延岡高校に定員80名のメディ

カル・サイエンス科が３年前に設置され、今

春、第１期生が卒業していきました。大きな期

待を受けてスタートいたしましたが、その進学

状況について教育長にお伺いをいたします。
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○教育長（飛田 洋君） 延岡高校のメディカ

ル・サイエンス科は、御質問にもありましたよ

うに、地域医療を担う人材の確保という地域の

課題や、東九州メディカルバレー構想を支える

高度な科学的識見を持った人材の育成が求めら

れることなどを踏まえ、平成23年に本県で初め

て設置したところであります。その理念の実現

のため、日常の授業の充実はもとより、地域の

方々の御理解、応援を得て、病院や地域最先端

企業でのインターンシップを実施したり、さら

には設定した課題を解決するため、みずから研

究する探求的な学習に取り組ませたり、少人数

での指導の充実を図るなど、一人一人の個性に

応じた質の高い学びを提供してきたところであ

ります。

この春卒業したメディカル・サイエンス科１

期生の進路、進学状況につきましては、１期生

卒業生83名の７割以上、62名が現役で国公立大

学に合格いたしております。また、医学系大学

で見ますと、宮崎大学医学部医学科の２名合格

を初め、薬学部に９名など、22名が合格いたし

ております。さらに、いわゆる難関大学と言わ

れる大阪大学に５名、九州大学に５名が理工系

学部を中心に合格するなど、一定の成果を上げ

てくれたものと思っております。

○田口雄二議員 非常にいい結果であったとの

報告でありました。また、かなり難しい大学に

も進学したようです。これだけ話題性のあった

特別クラスでしたので、このメディカル・サイ

エンス科は、延岡高校全体にも大きな相乗効果

があったのではないかと思いますが、延岡高校

全体の進学状況にどのような影響を与えたの

か、再度、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 延岡高校におきまし

ては、メディカル・サイエンス科で実施してい

る、これまでにないスタイルの学びを普通科に

も取り入れ、普通科生徒も、病院での医療体験

研修や大学の教授を招いての出前講座に、メ

ディカル・サイエンス科とともに参加するな

ど、これまで以上に、自分の将来を考える機会

やお互いを高め合う機会を多く設けてきてお

り、指導に当たる教職員の意識の高揚、生徒全

体の学ぶ意欲の高まりも感じているところであ

ります。それらの取り組みによって、多くの生

徒がそれぞれの進路目標を達成するなど、進学

実績にもよい結果があらわれてきております。

具体的には、これは一つの目安ではあります

が、国公立大学合格者数で見ますと、今春が、

ここ10年で最高の合格者数、最高の合格率―

以前は１学年７クラスあった時代もあるんです

が、今は６クラスです。それでも７クラスの時

代より合格しているというような状況がありま

して、２つ設置している学科の生徒が、ともに

学び、切磋琢磨することにより、さまざまな相

乗効果が出たものと考えております。

○田口雄二議員 メディカル・サイエンス科の

設置は、学校全体に非常に大きないい影響を与

えてくれたものだと思っております。子供たち

を支えていただきました先生方に、心から感謝

を申し上げたいと思いますし、成績のいい子が

宮崎に流れるのを食いとめることにもなるので

はないかと思っております。ただ、県北では延

岡高校ひとり勝ちでも困りますので、地域全体

の底上げも、どうかよろしくお願い申し上げま

す。

一応用意しました質問は全部申し上げました

が、最後に、きょうはいろいろ高速道路のこと

を申し上げましたが、内心は本当に感謝を申し

上げております。今までと違いまして、さっき

言いましたように、時間の読める行動もできる
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ようになりましたし、実は前も話しました、私

のいるところの東海小学校というところは、県

内で修学旅行をしておるんですが、今回は高速

道路を使ったことによって、より有効な時間が

できましたので、さらに充実した県内の修学旅

行を既に済ませております。今までになかった

ところでは、大学の医学部に行ってドクターヘ

リの視察等々もしているようでありまして、子

供たちにも非常に大きな刺激があったようであ

ります。

ただ、高速道路は、まだ県南や九州中央自動

車道はでき上がっておりません。私たちが喜ん

でいるようなことを、ぜひこの地域の皆さんも

享受できるように頑張っていかなければならな

いと思っております。今、大きなチャンスでも

ありますので、宮崎県の発展に大きくつなげて

いくように、ともに頑張ってまいりましょう。

きょうはどうもありがとうございました。よ

ろしくお願いします。（拍手）

○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時58分散会



６月13日（金）
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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の松村悟郎でございま

す。

地元高鍋町脇地区自治公民館婦人部、えりす

ぐりの選抜メンバーの皆様がお越しでございま

す。少しでも多くの皆様に傍聴に来ていただ

き、関心を持っていただくことは、議員にとり

ましても本当に張り合いのあることでございま

す。また、議会活性化、ひいては力強い県勢の

発展につながると思います。きょうは朝早くか

ら本当にありがとうございます。

さて、６月３日から５日にかけての豪雨で、

本日お越しの脇地区の皆さんも土砂崩れで裏山

が崩れるなど、大変御心配をされたことと思い

ます。特に被害の大きかった川南町を流れる平

田川周辺の花やトマト、キュウリを栽培される

施設園芸農家の皆さん、大変な被害でございま

した。そのほか今回被害に遭われた皆様には、

心からお見舞いを申し上げます。

きょうは、４年に一度の世界的なスポーツの

祭典、ＦＩＦＡワールドカップの開会式が盛大

に行われました。私も朝４時には起きて観戦を

させていただきました。すばらしい接戦で、何

よりも先発の主審を務めた西村審判ほか日本の

審判団の皆さんにも、本当に感動しました。ワ

ールドカップは、世界203の国と地域の予選を勝

ち抜いた32カ国が、頂点を目指して熱い戦いを

行っています。日本代表の活躍にも大いに期待

をしています。特に、我が宮崎県出身の伊野波

選手の活躍も楽しみにしています。一説による

と、世界で延べ300億人近くの人々がこのワール

ドカップをテレビを通じて観戦するということ

でございます。政治や宗教、民族、地域などの

課題を超越して、世界中の人々が一喜一憂し、

感動を共有できるすばらしい平和の祭典だと思

います。さらに、世界最大規模の経済効果をも

たらすエンターテイメントでもあり、スポーツ

の持つ底力を体感できることを期待しておりま

す。

そこで、通告に従い質問をいたします。

まず、スポーツ観光についてであります。

先月５月31日、木の花ドームで行われました

「みやざき県民総合スポーツ祭」の総合開会式

に出席いたしました。オープニングのアトラク

ションで、日本武道の一つである杖道というの

が演武されておりました。そのメンバーの中

に、日南、串間などのＡＬＴなどで日本に来ら

れた方々がいらっしゃいました。高鍋町でも松

濤館空手の国際交流事業で、オーストラリアか

らの子供たちがホームステイをして空手の合宿

をしています。このように我が県でも、武道を

通じた海外との交流は、少しずつですが、進ん

でおります。

さて、空手が盛んな沖縄には、世界で通用す

る沖縄ブランドとの意気込みもあり、毎年

約2,000人もの外国人の方が空手の修行目的で来

られているそうです。さらに、空手道発祥の地

・沖縄が、世界の空手の聖地となることを目指

して、沖縄県知事がみずから会長となり、平

成20年に振興会を立ち上げられております。本

県も、武道に関してはたくさんの強みがあると

平成26年６月13日(金)
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思います。武道をスポーツランドみやざきの柱

の一つとして積極的に取り組んでみたらどうか

と思いますが、知事の所感をお伺いいたしま

す。

以下の質問は質問者席のほうで行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

スポーツランドみやざきについてでありま

す。今お話がありました本日開幕したワールド

カップサッカーや、2020年の東京オリンピック

・パラリンピック競技大会など、スポーツは今

まさに全世界の注目を集めるものとなっており

ます。この好機を捉えて本県では、「東京オリ

ンピック・パラリンピックおもてなしプロジェ

クト」を立ち上げまして、スポーツ大会、合宿

の誘致や外国人誘客の強化など、全県を挙げて

「おもてなし環境」を磨き上げて、世界に発信

する取り組みを進めているところであります。

御提案のありました武道でありますが、都城

市において、全国弓道大会がことしで27回目を

迎えているほか、延岡市で井上康生監督率いる

柔道男子日本代表の合宿や、椎葉村で貴乃花部

屋などの合宿が行われております。また、今月

には、シンガポールの剣道ナショナルチームの

合宿が宮崎市で予定されているなど、武道はス

ポーツランドみやざきの重要な柱の一つである

と受けとめております。

また、先日、俳優の藤岡弘さんと意見交換す

る機会があったわけでありますが、武道という

もの、その精神が海外でも非常に高く評価をさ

れ、また尊敬の念を持って受けとめられる、そ

のような話がございました。

武術としての側面のみならず、まさに礼節を

重んじ、心技一体として人格を磨いていくとい

う精神的な部分というものも高く評価され、こ

れが人づくりにもつながり、また海外にも発信

できる要素ではないかというふうに受けとめて

おるところでございます。今後とも、スポーツ

ランドみやざきにつきましては、全県化、通年

化、多種目化を進めてまいりたいというふうに

考えておりますが、武道につきましても、その

一環として積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 本県でも、弓道の全国大会

を27回も開催している都城市、弓の産地でもあ

りますけれども、本当にすごいと思います。こ

のように、本県にも武道が地域活性化のチャン

スになる事例はまだまだあると思います。そこ

でまず、武道をスポーツ観光の柱にするための

風土が本県にあるのか、県民に親しまれている

のか、その環境確認のために幾つか質問をさせ

ていただきます。

まず、本県の学校教育での武道教育の現状

と、中体連、高体連等での武道の成績、競技活

躍について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度の県内公

立中学校での武道の実施状況について申し上げ

ますが、学校によっては複数種目実施している

ところもありますので、延べ数でありますが、

柔道が98校、剣道が37校、相撲２校、弓道２

校、なぎなた１校での実施となっております。

武道競技の過去３年間の実績を申し上げます

と、中学校ではＪＯＣジュニアオリンピック

カップ全国中学校弓道大会の団体優勝など、全

国規模の大会において、本県から８団体、15個

人の入賞がありました。高等学校では、全国高

校総合体育大会空手道競技の団体優勝など、18

団体、37個人の入賞がありました。このよう

に、本県の武道各種目の競技力は高く、毎年、
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全国規模の大会において、宮崎の中学生、高校

生が活躍してくれておりまして、選手諸君、そ

して指導者の皆さん、関係者の皆さんの御努力

に心から敬意を表するものであります。

○松村悟郎議員 本県の武道の競技力は、全国

に通用するということでございました。高等学

校では、過去には弓道、剣道、団体で全国制覇

をしております。柔道に関しても個人で優勝し

ております。本当に輝かしい成績だと思いま

す。武道に対する教育の状況や武道家の育成環

境には問題ないようです。

次に、本県での武道競技全国大会などの開催

実績と大会誘致の取り組みについて、お伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 武道の全国大会の本

県開催につきましては、先ほど知事の答弁にあ

りました都城弓まつり全国弓道大会のほか、一

昨年は、剣道の日本三大大会の一つと言われて

おります全日本東西対抗剣道大会が開催されて

おります。また、九州大会につきましては、県

武道館だけでも年間10回程度大会が開催されて

おります。

県武道館等を有効に活用した全国規模の大会

の開催や県内合宿の誘致を進めることは、レベ

ルの高い大会へ選手として参加できる機会の増

加や、試合の観戦により学ぶ機会がふえること

にもなりますので、本県全体の競技力向上にも

寄与することが期待されます。また、日本の伝

統文化の尊重や礼儀作法の習得など、教育的効

果も大きいものと考えております。さらに、他

県の選手・役員の皆さんとの交流等を通して宮

崎のよさをアピールすることもできますので、

地域の活性化や経済効果も期待できるものと考

えております。

○松村悟郎議員 九州大会、全国大会の実績も

あります。県武道館だけではなくて高千穂町の

武道館でも大会が開催されると聞いています。

誘致環境も申し分ないと思います。

さて、世界のスポーツはそのほとんどがヨー

ロッパの文化ですが、日本発祥の武道では柔道

がオリンピック競技にもなり、世界中に競技人

口が広がっています。また、そのほかの武道で

も世界中に愛好家がいると聞いております。そ

こで、本県の競技人口、全国、そして世界の現

状について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県の武道の競技人

口は、宮崎県体育協会に加盟しております武道

関係団体の登録者数で申し上げますと、剣道競

技の2,119人、弓道競技の2,034人、柔道競技

の1,743人を初めとして、相撲、空手道、少林寺

拳法、なぎなた、銃剣道競技を含めまし

て、8,113人であります。また、日本武道協議会

の資料によりますと、概数ではございますが、

日本国内で約240万人、海外では約7,000万人の

武道愛好者の方がおられます。

○松村悟郎議員 海外での武道愛好者7,000万

人、本当にすごい数字だと思います。この7,000

万人が潜在的なお客様、つまりターゲットにな

ります。

これから、特に剣道に特化してお伺いをいた

します。ことしの２月20日から22日にかけて、

フランスのパリで国際交流支援機構（ＪＥＴＡ

Ａ）主催の「宮崎の神話と剣道」という講演会

と、日本武道宮崎主催の「パリで宮崎を感じる

１日」というイベントが開催されました。宮崎

から、神話の話をされる観光ボランティアの方

や宮崎日仏文化協会の華道や茶道の先生、剣道

の演武をされる方などが直接パリに向かわれ

て、フランス剣道連盟の協力を得て、剣道を中

心とした日本文化や民話など宮崎のＰＲ活動を
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行っています。このイベントについて、本県も

後援をしていただき、また観光パンフレットな

ども直接パリに送っていただいております。県

が後援した意義とこの企業の取り組みについて

どのように感じられたのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 日本武道

宮崎が主催されました「パリで宮崎を感じる１

日」につきましては、本県の伝統的工芸品であ

る日向剣道防具の販路拡大に資するとともに、

本県の神話や文化についての理解を深める意義

があるとして後援を行ったところであります。

また、本県の伝統的工芸品を取り巻く状況が厳

しい中、県内の企業が、国内はもとより海外に

おいて積極的に販路拡大に取り組まれるととも

に、剣道を通じた伝統文化の発信も行っていた

だいておりますことについては、大変心強いと

感じたところであります。県といたしまして

は、今後とも、伝統的工芸品を含め、県産品の

振興に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今回、パリでイベントを主催

された多田さんは、「世界でも有名になった武

士社会の名残とも言える日本独自の文化である

剣道と、剣道具や木刀、弓具などの国内最大の

生産量を誇る宮崎県、多くの神話や現代剣道の

三大源流の一つの発祥の地鵜戸神宮など、宮崎

が誇る地域資源を海外で知ってもらいたいとの

思いです」と話されています。宮崎県の武道に

関する環境は本当にすばらしいと思います。若

い武道家育成状況も、受け入れる施設環境もそ

ろっており、宮崎、高千穂の武道館、都城の防

具生産現場、日南の鵜戸神宮訪問など、武道家

にとって魅力的な観光ルートもすぐにでもでき

そうです。後は発信するだけではないでしょう

か。そこで、海外で展開されているクールジャ

パンで人気が出ている剣道を宮崎の新たな観光

資源として生かせるのではないかと思います

が、知事の所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど議員が指摘され

ましたパリでのイベントにつきましては、パリ

の自治体国際化協会の所長として私の総務省の

後輩が行っておりまして、フェイスブックを通

じてそのときの様子の情報が来たわけでありま

すが、大変関心、注目を集めておったというこ

とで、手応えを感じたところでございます。こ

うしたヨーロッパを初め海外では武道に対する

人気が高まっておりまして、武道を切り口とし

た海外への情報発信というものが、日本の魅力

を世界に発信するクールジャパン戦略の柱の一

つであり、非常に重要なものとなっているとい

うふうに受けとめております。

武道に関連して、私、四半的というものを海

外の皆さんに対する一つの敷居の低いエンター

テインメント性も含めたものとして何とか活用

できないかという思いはあるわけであります

が、今の御指摘の剣道も、話がありましたよう

に、剣法発祥の地と言われる鵜戸神宮を有して

いるということ、そして防具製作が盛んな本県

にとりまして、観光振興、さらには海外からの

誘客という観点からアピール力を持ったもので

ありまして、議員の御提案は大変興味深く受け

とめたところであります。本県におきまして

は、こうしたスポーツを初め、神話・伝説や

花、食など、さまざまな切り口で地域の宝を生

かした観光の振興に取り組んでいるところであ

りますが、武道、その中でも剣道ということも

含めて、今後、多様な視点とアイデアを取り入

れながら、地域の魅力向上に努め、誘客の促進

を図ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ここで一つの記事を紹介いた
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します。日本を世界に発信する、日本のブラン

ドを売り込む「Discover Japan」という雑誌で

ございます。ここの１ページにあります。経済

産業省が推奨するクールジャパンのプロデュー

サー渡邉賢一氏が「Discover Japan」４月号に

掲載された、「外国人武道家の日本への心の

旅」という記事です。「現在、武道家を志し、

入門する外国人は年々増え続けている。世界の

武道家人口の方がマジョリティーであること

は、今や常識。（彼らは）日本に精神的な探求

の旅に訪れている。世界の武道家の中では特に

宮崎県が人気だ。生涯愛用する武具と出合える

憧れの産地。神話に残る武神の息吹に武士道の

いにしえを感じる要素が重なり、宮崎を聖地化

している。「武士道の国」日本として、日本各

地の武道の聖地を再編集化してゆくことが必要

ではなかろうか」と書かれています。今こそ、

剣道を本県のすばらしい資源としてアピールす

る、まさにチャンスが到来しています。みんな

で宮崎の資源に、さらに磨きをかけてまいりま

しょう。

きょうは、今お話のあった宮崎日仏文化協会

の方、そして世界17カ国で我が県の武具を販売

され、宮崎を発信されている多田さんも、多分

傍聴に来ていただいていると思います。御紹介

だけさせていただきます。

次の質問に移ります。災害に強い河川整備。

まずは、県管理河川の地震・津波対策につい

てであります。東日本大震災の教訓を踏まえ、

政府の中央防災会議では、新たに２つのレベル

の津波の考えを示したところであります。この

うち、数十年から100数十年に一回起きるような

発生頻度の高いレベル１の津波については、河

川管理施設を初めとするハード施設で防御する

ことが基本とされています。政府の地震調査委

員会は昨年の５月、南海トラフにおけるマグニ

チュード８以上の地震が、今後30年間に60～70

％の高い確率で発生すると評価しております。

日向灘に流れ込む県管理河川の地震・津波対策

が喫緊の課題であります。

このような中、大淀川や小丸川など国管理の

一級河川では、堤防の補強工事やかさ上げ工事

が既に行われております。また県では、ことし

の３月に、レベル１津波の対策が必要な箇所に

ついて公表したところであります。今年度か

ら、県内の14の河川について新たに地震・津波

対策の事業に取り組むと伺っております。そこ

で、まず初めに、県管理河川の地震・津波対策

が必要な箇所をどのように選定したのか、県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県管理河川

の地震・津波対策が必要な箇所の選定につきま

しては、まず、過去に発生した地震や今後想定

される地震をもとに津波高の計算を行いまし

て、本県での実績津波高を参考にしながら、レ

ベル１津波の水位を設定したところでございま

す。その後、Ｌ１津波による浸水想定の検討を

行い、家屋等の浸水が想定される箇所を要対策

箇所として選定し、公表したところです。

なお、要対策箇所のうち、清武川を初めとし

ます14水系につきましては、河川単独で事業効

果を発揮できるため、今年度から新たに津波・

高潮・耐震対策河川事業に着手したところでご

ざいます。

○松村悟郎議員 津波対策については、本当に

今、非常に確率が高いということでございます

ので、一日でも早い整備が必要でございますけ

れども、県管理河川の要対策箇所における整備

の方法、あるいは今後どのようなスケジュール

で整備が行われるのか、そしてその費用をどの
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程度見込んでいるのか、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（大田原宣治君） 河川の要対

策箇所につきましては、今後、調査設計を行

い、堤防のかさ上げや液状化対策、水門等の新

設や自動閉鎖化などを実施していくことになり

ます。

今後の整備スケジュール等でございますが、

今年度から事業に着手する14水系につきまして

は、事業期間約10年、総事業費は約130億円を見

込んでおります。また、海岸事業と一体となっ

て取り組む必要がある17水系につきましては、

事業の実施に必要となる海岸保全基本計画を今

年度中に改定し、整備優先度の高い箇所から順

次取り組む予定でありまして、事業期間や事業

費の詳細については、今後検討することとして

おります。県といたしましては、近い将来、高

い確率で予測されております南海トラフの地震

発生をしっかり見据え、スピード感を持って地

震・津波対策に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 どうぞよろしくお願い申し上

げます。

６月３日から５日、児湯郡、日向地区、県北

延岡地区、集中的な豪雨が起こりました。海岸

地域に限定されていたのではないかと思います

けれども、大きな被害の中で、河川の護岸決壊

あるいは越水等が地元の児湯郡内でも多々起

こっております。そこで、まず初めに、今回の

豪雨による公共土木施設及び農業関係の被害状

況について、県土整備部長、農政水産部長、そ

れぞれにお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） ６月３日か

ら５日の豪雨による公共土木施設の被害状況に

つきましては、調査途中の段階ではございます

が、現在のところ、県、市町村合わせて132カ

所、約14億5,000万円となっております。このう

ち河川災害は70カ所の約7億8,000万円、道路災

害は62カ所の約６億7,000万円となっておりま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業関係の被

害につきましては、児湯及び東臼杵管内を中心

に県内各地で発生しており、現在、被害状況の

把握に努めております。このうち農作物等の被

害につきましては、冠水や土砂流入等により、

カボチャ、スイートコーン等の野菜、飼料作物

及び水稲に被害が発生したほか、鶏の溺死、あ

るいはハウス及び鳥獣侵入防止柵等の損壊を確

認したところでございます。また、農地及び農

業用施設につきましては、調査途中ではありま

すが、現在のところ、農地災害が128カ所の1

億4,100万円、農業用施設災害が51カ所の5,500

万円で、合わせて179カ所の１億9,600万円と

なっております。

○松村悟郎議員 先週、被害があったわけでご

ざいます。私も何度か現地のほうに伺ったので

すけれども、緒方部長には土曜日の休みの日、

こちらから要請もしていないのにバイクでわざ

わざ被災現場のほうに来ていただきまして、あ

りがとうございました。本当に喜ばれておりま

した。

さて、地元の方によれば、今回のような集中

豪雨は初めての経験ですというお話をよく耳に

します。ただ、全国的な気候変動により、これ

は今後頻繁に発生することが懸念されておりま

す。特に川南町を流れる平田川については、今

回の豪雨で大きな被害が発生したところであり

ます。私も現地を何回か調査しましたが、河川

の護岸の被災や河道内に堆積している土砂等を

確認したところであります。そこで、平田川に
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おける災害復旧事業の進め方と、河道内に堆積

している土砂についてどのように対応するの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 平田川にお

きましては、延長約1.7キロメートルにわたり護

岸が決壊するなどの甚大な被害が発生したとこ

ろであります。このうち被害の拡大防止が必要

な箇所につきましては、土のう積みなどによる

応急対策を実施しますとともに、流木につきま

しても、町と連携して撤去したところでござい

ます。本復旧につきましては、速やかに、国の

災害査定を受けるため、現地の測量や設計など

の準備を進めるとともに、災害復旧工事の早期

完成に向けて、全力で取り組んでまいりたいと

考えております。また、平田川の河道内に堆積

している土砂につきましては、再び越水するお

それがある箇所につきまして除去する予定にし

ております。

○松村悟郎議員 まだまだ梅雨時期、雨の心配

もございますので、応急的にできるところは速

やかに、処置のほうをよろしくお願いしたいと

思います。

次に、河川の維持管理について質問します。

町なかの住民の生活空間の一部となっておりま

す小河川では、パートナーシップ事業で地域住

民みずからが作業し、草刈りなど管理を行って

いるところがあります。私自身も「水辺の会」

で参加しており、パートナーシップ事業は、河

川を身近なものと感じるとてもよい事業だと思

います。しかしながら、河床部に堆積土砂がた

まっていることで草刈りが大変困難で、管理し

づらい状況にもあります。堆積土砂の除去をし

ていただければ、引き続き河川内の環境改善に

努められると思います。また、管理用道路を舗

装することで、草刈りのための軽トラックや機

械搬入が容易にでき、地域住民が管理しやすく

なり、さらに遊歩道として市民の利用が多くな

り、ごみ問題も少なくなります。何より、市民

に親しまれる河川になるのではないかと思いま

す。そこで、県として、地域住民が親しみを

持って草刈り等を行っている町なかの小河川に

ついては、作業をしやすくするための堆積土砂

の除去や管理用道路の舗装などを行うことはで

きないのか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（大田原宣治君） 河川内の堆

積土砂の除去につきましては、家屋の浸水のお

それがあるなど、治水上支障となる箇所を優先

的に実施しているところでありますが、町なか

の小河川におきまして、河川に親しむために整

備した階段や散策路が堆積した土砂により利用

が困難になっている場合には、市町村や地域住

民の意見を伺いながら、堆積土砂の除去を検討

してまいります。また、管理用道路につきまし

ては、地域の実情や利用状況などを総合的に勘

案しながら、舗装も含め、どのような整備手法

が望ましいか、今後検討してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 どうぞよろしくお願い申し上

げます。

次の質問に移ります。太陽光発電についてで

あります。

本県は、日本一と言っていいほど温暖な気候

に恵まれ、豊かな森林、水資源、日照時間、自

然エネルギーを活用した取り組みには最も適し

た環境にあります。宮崎県も新エネルギービ

ジョンを策定し、積極的に導入促進が図られて

います。さらに、平成24年に再生可能エネルギ

ーの固定価格買い取り制度が開始され、導入の

動きはさらに加速され、特に太陽光発電の普及
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は目覚ましいものがあります。そこで、本県の

住宅用太陽光発電の設置状況について、環境森

林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 国の外郭団体

であります一般社団法人太陽光発電協会により

ますと、データが残る平成17年度末の7,296件に

対しまして、平成25年度末は２万9,272件と、約

４倍の伸びとなっております。また、世帯普及

率でありますが、本県は6.4％となり、7.5％の

佐賀県に次いで全国２位となっております。

○松村悟郎議員 随分、家庭用も進んでいるよ

うでございます。今後とも、さらに推進をよろ

しくお願いしたいと思います。

住宅用の太陽光システム、これも本県は直

接、補助制度というのが行われておりました。

これも25年度で終わりと伺っております。そこ

で、その影響というのも心配されるわけでござ

います。本県の住宅用太陽光発電の普及、今後

の見込みと、さらに導入促進のための施策、考

え方について環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 本県は、全国

トップクラスの日照時間や快晴日数など、太陽

光発電に非常に適した条件となっておりますこ

とから、今後も、固定価格買い取り制度が継続

されるとともに、設置費用が低下していく状況

にあれば、引き続き普及が見込まれるものと考

えております。県といたしましては、住宅用太

陽光発電システム融資制度によりまして支援す

るとともに、設置後のメンテナンスの方法な

ど、必要な情報の提供を行い、今後とも導入の

促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 次は、産業用の太陽光発電に

ついてであります。本県のメガソーラーは、都

農町のリニアモーターカー試験場跡、これは話

題になりました。その後、固定価格買い取り制

度が導入されて、県内至るところで設置が進ん

でおると思います。そこで、本県のメガソーラ

ーなど、産業用（非住宅用）太陽光発電の設置

状況について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（徳永三夫君） 経済産業省の

認定を受け、現在稼働しております10キロワッ

ト以上の太陽光発電は、平成26年２月末現在、

件数で2,611件、出力で16万8,953キロワットと

なっております。このうち1,000キロワット以上

のメガソーラーは、件数で22件、出力で３

万5,205キロワットとなっており、固定価格買い

取り制度が開始された平成24年７月以前に比べ

ますと、出力は約９倍に伸びているところでご

ざいます。

○松村悟郎議員 太陽光発電の普及は、本当に

目覚ましいものがあると思います。そこで、幾

つかの課題が出てきていると聞いております。

九州電力高鍋営業所管内では、今回の価格買い

取り制度の見直しなどの影響で、予想以上の連

系申し込みがあります。太陽光発電を希望する

事業者の皆さん、４月から連系を保留する状況

になっているそうです。県内では、同様の案件

が都城営業所管内でも起こっていると聞いてお

ります。そこで、太陽光発電の系統連系に係る

課題と今後の方策等について、環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 系統連系につ

きましては、限られた地域に連系が集中いたし

まして、電線や変電所の容量を超える電力が生

じる場合には、変電所等の改修工事が必要とな

ります。これらの工事費用につきましては、太

陽光発電の設置事業者の負担となることや、そ

の工事に長期間を要することから、売電開始時
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期がおくれることが大きな課題と考えておりま

す。このため、県といたしましては、九州電力

と連携しながら、支障のある地域等の情報の提

供や必要な事務手続などについて助言を行って

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 かなり広い範囲で今、接続が

できていないようでございます。高鍋営業所管

内は、佐土原から美々津あるいは西都地域まで

でございます。都城営業所は、都城から小林、

えびの周辺まで管轄をしているということでご

ざいます。どうぞよろしく九電と協議をお願い

したいと思います。

次に、経済効果についてであります。太陽光

発電所は、設置した後、そこに従事する人員は

必要なく、雇用の点では効果が少ないと言われ

ています。一方、大量のパネルの組み立てや基

礎工事、電気工事などの工事関係の仕事を創出

するとともに、大変大きな設備投資がなされて

います。また、パネルやパワコンなどの設備更

新、保守点検作業といった新たな仕事も創出さ

れます。さらには、設備に対しての市町村への

税収も期待されています。そこで、太陽光発電

設置に伴う地域への経済効果について、特に太

陽光発電の投資額と市町村の固定資産税収入に

ついて、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 太陽光発電の

設置に伴います県内への投資額は、経済産業省

が公表しております資料等から、固定価格買い

取り制度以降の施設で推計いたしますと、県全

体で700億円程度となります。また、固定資産税

につきましては、県内22カ所のメガソーラーで

推計いたしますと、県全体で9,000万円程度とな

ります。

○松村悟郎議員 市町村の固定資産税、9,000万

円ということでございましたけれども、メガソ

ーラー以外の産業用発電は、正確ではありませ

んけれども、私のほうで概略、計算してみたと

ころ、来年度、市町村に落ちる１年の固定資産

税、６億円になると思います。太陽光の場合に

は17年償却ということでございますので、当

然、償却資産税ですから年々減っていくわけで

ございますけれども、市町村に対する税収とい

うのはかなり大きなものが期待できると思いま

す。

次に、環境に優しく安全で安心なエネルギー

として、新エネルギーへの県民の期待は大き

く、１年前倒しで改定された現在の宮崎県新エ

ネルギービジョンは、平成25年度から平成34年

度までの10年間の計画であります。本県の積極

的な導入促進や固定価格買い取り制度の影響に

より、九州電力によりますと平成26年３月末

で32万キロワットの発電が開始され、また現在

建設中のものなど、本申し込みの案件を入れま

すと既に72万5,000キロワットになり、平成32年

度目標70万キロワットを上回る導入規模が予想

されます。また、ビジョンによりますと、見直

しは平成29年度とされていますが、本ビジョン

に大きな影響を与える動向を踏まえ、必要に応

じてビジョンを見直すということもございま

す。そこで、さらなる新エネルギー導入を促進

するためにも、新たな目標を設定するなど、新

エネルギービジョンの改定も必要ではないかと

思います。知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 太陽光発電につきまし

ては、固定価格買い取り制度の運用開始後、急

速な普及が進んでおり、今、具体的な数字も示

していただいたところでありますが、国が認定

している施設が全て稼働した場合には、県の新

エネルギービジョンの導入目標であります平

成34年度までに70万キロワットという数値を、
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その時点で上回ることになります。しかしなが

ら一方で、用地確保や資金調達の不調などによ

り国が認定を取り消すケースでありますとか、

先ほどの系統連系の問題などにより事業を断念

するケースも多く出てくるものという変動要因

などもあるわけであります。もちろん基本的

に、積極的に取り組むという基本姿勢を保ちつ

つも、新エネルギービジョンにつきましては、

中間年である29年度中に改定することとしてお

りますので、太陽光を初めとする新エネルギー

全体の導入実績を踏まえながら、導入目標の見

直しについても、その時点で検討してまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 太陽光、自然エネルギーの促

進は大事でございます。もう一つ大事なこと

は、一昨日の新聞にも載っておりましたけれど

も、何といっても自然豊かな宮崎県の景観が重

要でございます。景観とのバランスをしっかり

考えた導入計画も必要だと思います。

次に、電気自動車についてであります。低炭

素社会の実現と地球環境の保全にも寄与するこ

とから、クリーンエネルギー自動車として電気

自動車の普及促進を図ることが宮崎県環境計画

にも明記され、私も大いに期待しております。

しかしながら、車両がガソリン車と比較して高

価なことや、何よりも充電スタンドの整備が進

まないことなどが普及が進んでいない原因だと

感じております。そこで、本県の電気自動車の

普及状況と購入支援策について、環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 本県での電気

自動車等の普及台数は、九州運輸局によります

と、平成25年３月末現在で電気自動車が222台、

プラグインハイブリッド自動車が88台の合計310

台となっております。また、電気自動車等の購

入支援策といたしましては、国のクリーンエネ

ルギー自動車補助金があるほか、県におきまし

ては、自動車税の軽減措置を行い、その普及促

進を図っているところでございます。

○松村悟郎議員 それでは、進まない原因の充

電スタンドの設置状況と導入支援策について、

環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 充電インフラ

につきましては、現在、県内に36カ所が設置さ

れており、これに計画申請中の45カ所を加えま

すと、来年10月末までには81カ所となる見込み

であります。また、充電インフラの導入支援策

といたしましては、国の次世代自動車充電イン

フラ整備補助金により設置費用の３分の２の補

助があるほか、残りの３分の１につきまして

も、一定の条件を満たせば民間の支援制度を活

用することが可能となっております。県といた

しましては、市町村や事業者等に対しまして、

補助制度の情報提供を行い、充電インフラの整

備促進を図ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。県

の充電施設整備は365カ所ということでございま

すので、その目標どおりに達成すると電気自動

車はさらに普及するのではないかと思いますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。

次の質問です。環境に優しい農業の取り組み

について。

農業は本県の基幹産業であります。農業を取

り巻く情勢は、高齢化の進行や担い手の減少、

また国内外の産地との競争が激化するなどの諸

問題があり、大変厳しい状況にあります。この

ような中で、産地におきましては、農業の構造

改革を進めるとともに、他産業との連携を進め

るなどの取り組みにより、農業・農村のポテン

シャルを生かしながら力強い農業を目指す必要
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があります。一方で、国民や県民の環境に対す

る関心が高まる中、農業分野における地球温暖

化の進行に伴う産地への影響が懸念されていま

す。農業は環境と一体の産業であり、環境への

負荷を低減する農業を確立することが、将来の

環境保全への貢献につながるものと考えており

ます。実際に私の地元の児湯地区では、畜産が

盛んな地域でありますので、畜産と園芸が連携

した地域内での耕畜連携に多くの方が取り組ん

でいらっしゃいます。このような取り組みを支

援していく必要があると思いますが、環境に優

しい農業への県の取り組みの考え方について、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県ではこれ

まで、環境への負荷を低減し、将来にわたって

持続的な農業生産を発展させるために、土づく

りを基本として土壌診断に基づく適正施肥や、

化学合成農薬の使用を低減する栽培の取り組み

を推進してまいりました。一方で、消費者の食

の安全・安心に対する関心が高まっている中、

消費者ニーズへの対応がますます重要になって

きております。このため、県におきましては、

平成24年３月に「みやざき環境保全型農業推進

プラン」を策定し、環境保全型農業による農業

経営の安定化と日本一安全・安心を届ける仕組

みづくりという２つの視点に基づき、環境保全

型農業の実践による新たな成長産業化への取り

組みを進めているところであります。

○松村悟郎議員 次に、「みやざき環境保全型

農業推進プラン」における取り組みについて質

問します。環境に優しい農業には、肥料の適正

な利用がありますし、ほかにも耕畜連携による

地域資源の有効活用があります。それぞれいろ

いろな取り組みがあると思います。しかしなが

ら、例えばでありますが、化学肥料や化学合成

農薬を低減する取り組みは、温暖で日照条件に

恵まれている本県のポテンシャルを生かすこと

につながりますが、一方で病害虫の発生のリス

クがあり、取り組みがたい要因があるのではな

いかと思います。これを克服するためには、産

地の努力と工夫が必要とされています。そのこ

とが十分に消費者に伝わりにくいために、市場

での評価や農産物の価格に反映されにくい現状

があります。そこで、みやざき環境保全型農業

推進プランにおける具体的な取り組みについ

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） このプランに

おきましては、環境に優しい農業や攻めの販売

戦略等、５つの基本方針を掲げております。そ

の中で、特に環境に優しい農業につきまして

は、適正な栽培管理に加えまして、天敵や微生

物殺菌剤等を積極的に利用する総合的作物管

理、いわゆる宮崎方式ＩＣＭの普及を進めてお

ります。また、攻めの販売戦略としては、農業

生産活動の各工程について点検や評価を行う農

業生産工程管理、いわゆるＧＡＰにつきまし

て、平成26年度から、みやざきブランドの認証

基準に位置づけまして、販路の拡大につなげて

いくといった具体的な取り組みを行っておりま

す。

○松村悟郎議員 本県の農地の半分を占める畑

作地帯を中心に、平成23年、葉たばこ耕作から

転換された方々、さらには最近の加工野菜の需

要、これによりカンショ、バレイショ、里芋な

ど、ポリマルチを使う面積が増加しておりま

す。回収するだけではなくて、ポリフィルムの

排出量自体を減らす取り組みも必要だと思いま

す。先ほど申し上げましたみやざき環境保全型

農業推進プランでも、「農業用廃プラスチック

の排出抑制に向けた取組を強化する」とあり、
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具体的には「環境負荷の少ない資材への転換の

取組を支援する」と記述されております。この

内容に合致する資材として、微生物が分解して

土に返る生分解性マルチフィルムを、何とか県

内でも普及できないものかと期待しているとこ

ろであります。昨年の６月議会でも、普及に向

けた取り組みの質問をさせていただきました。

まず、生分解性マルチフィルムの普及に向け

て、県はこれまでどのような取り組みを行って

きたのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 県ではこれま

で、農業団体等と連携して、露地野菜等の産地

を中心に、生分解性マルチフィルムの実証展示

圃を設置するなど、啓発に取り組みますととも

に、研修会等を通じて、その効果について関係

者に情報提供を行ってきたところであります。

また、平成25年度からは、総合農業試験場畑作

園芸支場におきまして、里芋を対象に、当該

フィルムを用いた栽培の省力化に向けた試験に

取り組んでいるところでございます。これらの

取り組み等によりまして、生産者の関心が徐々

に高まりつつあります。昨年末には、カン

ショ、スイートコーン、ゴボウなどを中心に、

約400ヘクタールで生分解性マルチフィルムが使

用されているところでございます。

○松村悟郎議員 児湯地域では新富町、高鍋

町、行政の皆さんも積極的に取り組まれ、助成

措置も組まれていると聞いております。先ほ

ど、県内約400ヘクタールで利用ということでご

ざいましたけれども、児湯地域以外での活用に

対してどのように取り組んでいくのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 露地野菜など

を栽培する大規模な経営体が多い北諸県地域等

におきまして、生分解性マルチフィルムを導入

することにより、カンショなどでフィルムを除

去する労力を節減し、その労力を里芋など他の

品目の栽培や収穫作業に振り向け、生産性の向

上に活用している経営体が複数見られるところ

でございます。県といたしましては、このよう

な事例や実証展示圃の成果等につきまして、生

産者はもとより、市町村など関係機関・団体に

対しまして、引き続き、研修会において情報を

提供するなど、周知啓発に取り組んでまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 どうぞよろしくお願い申し上

げます。

次に、東九州自動車道開通に向けた活性化対

策についてであります。

宮崎―延岡間が開通し、本年度は大分まで、

２年後は北九州まで、いよいよつながります。

本県においても大分と共同でＰＲ活動をするな

ど、観光客誘致に全力で取り組んでおられるこ

とだと思います。ただ、九州経済調査協会が発

表されましたアンケート調査結果については、

知事も述べられておりましたけれども、私も驚

いております。開通効果への期待は九州新幹線

並みに高い反面、開通に向けた民間事業者の取

り組みはほとんど展開されていないという状況

でした。大分からは既に大型ショッピングセン

ターやリゾートホテルからのＰＲも始まってお

ります。そこで、開通を見据えた民間ベースで

の利活用を推進するための取り組みについて、

総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 東九州自動

車道の整備進展によりまして、九州の循環型高

速交通ネットワークが形成されることは、東九

州地域が浮揚する絶好の機会であると認識して

おります。このため昨年度、県では、開通を見

据えた戦略的な取り組みの必要性について、民
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間等の方々を対象に、講演会や意見交換を実施

するとともに、久保観光庁長官をお招きした

「東九州の新時代を考えるシンポジウム」を開

催するなど、その意義について機運醸成に努め

てきたところでございます。一方で、そのよう

な認識の厳しいギャップがあったという調査も

ございます。

今後、北九州までの開通を見据えまして、ビ

ジネスチャンスの拡大がさらに期待できますこ

とから、県といたしましては、北部九州におけ

る自動車産業関連企業の取引拡大のためのフロ

ンティアオフィスの設置、また物流では、細島

港など県内港の利活用促進のための支援の拡

充、さらには福岡での観光・物産イベントの開

催など、民間の事業者が主体的に取り組むため

の環境の整備を図り、攻めの姿勢で高速道の開

通効果を最大限に発揮できるよう取り組んでま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いしておきます。

質問が残りましたけれども、質問時間が過ぎ

ましたので、ここで終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。本日は地元の自治会の方や民生委員

の方、そしてボランティア団体の方々にも傍聴

にお越しいただいております。遠いところをま

ことにありがとうございます。

県政というものは、ふだんの生活からします

と、なかなか距離を感じる部分もあるかと思い

ますけれども、議員それぞれ各地元において地

域の方々の生の声を聞いて、広範囲にわたる各

種政策に生かしていくというのが基本ではない

かなと思っております。ぜひ、執行部の皆様に

も、議会からの声にしっかりと耳を傾けていた

だければなと思っております。

さて、先ほども話はありましたが、けさはワ

ールドカップの開会式がありました。ブラジル

においては、非常に大きなお祭りでありますか

ら歓迎されるかと思えば、一方では、ワールド

カップに巨額の費用を投じるなら福祉や教育に

回すべきという、住民たちの反発もあるという

報道、ニュース等を聞いております。日本にい

るとなかなかわからない他国の現状というもの

だと思います。

我が国においても、そもそも健康、長寿、そ

ういったものに対する人間の思いというもの

は、仏教の言葉をかりるならば四苦―４つの

苦しみ、「生、老、病、死」というものもあり

ますが、健康、生命というものに対する人間の

思いというのは非常に重いものだと思っており

ます。

宮沢賢治の「雨ニモ負ケズ」の一節に、「東

ニ病気ノコドモアレバ行ッテ看病シテヤリ、西

ニツカレタ母アレバ行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ、

南ニ死ニサウナ人アレバ行ッテコハガラナクテ

モイヽトイヒ、北ニケンクヮヤソショウガアレ

バツマラナイカラヤメロトイヒ」とあります。

「東ニ病気ノコドモアレバ行ッテ看病シテヤ

リ」、子供の看病というもの、親にとって子供

というものは大変かわいいものでありますし、

私も子供がいますから、夜、熱が出て大変苦し

そうにしていると、できるならばかわってあげ

たいとか、そういう思いになるのが親の心情

じゃないかと思います。

それに対しまして、県の施策としましては、

夜間の小児救急や電話相談、出産に係る周産期

母子医療センターの充実等を図っていただいて

いるわけなんですが、一部では夜間の救急に対
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する軽症患者の受診率が高いという課題もある

かもしれませんけれども、先ほども申しました

ように、親の子供に対する愛情というものは非

常に深いものがあって、ある意味、やむにやま

れぬものがあるのかという感じも受けます。

また、生まれてからのことである前に、まず

出産という一つの大きなステージがあります。

生まれるほう、赤ちゃんというものは、おなか

の中からこの世界に出てくるという大きな命が

けの出来事であるわけなんですが、同じように

母体、母親のほうも、みずからの生命を危険に

さらしてでも出産するという命がけの自然の営

みであります。

その中で、普通分娩、そしてまた異常分娩と

申しますか、周産期医療の重要性、そこにお世

話になる、そういう場合もあるわけなんです。

数年前から注目されておりました宮崎県モデ

ル、周産期医療においては、1,000人の赤ちゃん

に対する宮崎県の死亡率というものが、平成９

年では6.7だったものが平成18年では3.6と、全

国トップレベルの水準にまで上がるという、全

国から非常に注目される時期を過ごしてまいり

ました。

しかしながら、地域周産期母子医療センター

での実態においては、患者である母親等は開業

医院とセンターとの間をひっきりなしに移動し

なければならない。限られたベッドであります

から、それを効率的に運用していかなければな

らないという非常に大変な思いをしているもの

もありますし、また現場の先生方も24時間365

日、看護師や助産師の方を含めて一生懸命取り

組んでいらっしゃいます。そういった中で、帝

王切開や手術をした翌々日には、また開業医の

病院のほうへ転院しなければならないという、

普通の手術のレベルでは考えられないような現

状ではあります。しかし、一人でも多くの命が

助かればという、みんなで協力していこうとい

うその思いに、患者の方々の協力も得られてい

るのではないかというふうに感じております。

県のほうでは、昨年３月に策定しました宮崎

県医療計画に基づいて、各医療圏域ごとに一定

レベル以上の機能確保に取り組むとのことで、

大学病院を初め、国立、県立、市郡医師会、民

間病院などと連携し、ドクターヘリやドクター

カーの導入等、医療施設の設備整備を図ってこ

られ、充実をしてこられました。その結果、本

県の医療体制の充実が図られたわけであります

が、今後、その維持負担も考えていかなければ

なりません。このことについて知事の考えを伺

い、壇上での質問を終わり、後は質問者席から

行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本県の医療体制についてであります。本県の

医療体制につきましては、昨年３月に策定をい

たしました宮崎県医療計画によりまして、５疾

病５事業及び在宅医療の各分野ごとに、本県の

病院の８割を占める民間医療機関も含めまし

て、医療資源の配置状況などを考慮しながら、

その維持充実に取り組んでいるところでありま

す。

具体的には、これまで、地域医療再生基金を

１次から３次までで総額90億円確保することが

できましたので、これらを財源といたしまし

て、各圏域の医療機能を高めるため、大学病院

を初めとした公的医療機関や、市郡医師会病院

を初めとする民間病院などの施設・設備整備に

対する支援を行いますとともに、各分野に共通

する高度救急医療として宮崎大学のドクターヘ

リの運航支援や、今後の高齢化社会を見据えた
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在宅医療・介護のネットワーク構築などを支援

しているところであります。

医療体制の維持充実は、県民の関心も大変高

く、強い要望が寄せられている分野でありま

す。これまでも民間医療機関は、救急医療など

において大きな役割を果たしてきていただいて

いるわけでありますが、今後とも、民間を含む

県内の医療機関が担っている医療機能の維持充

実が図られますよう、県医師会や宮崎大学など

の医療関係者と十分連携・協議をしながら、本

県医療体制の整備に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○二見康之議員 県病院３つ、宮崎、日南、延

岡とあるわけなんですけれども、県西域におい

ても国立病院や医師会病院等がありますが、何

よりやっぱり民間の先生方が非常に協力的でな

ければ、こういったものは成り立っていかない

というものが前提だと思います。どうぞ、開業

医の方々のほうにも目を向けていただけるよう

に、知事には要望しておきたいと思います。

続いて、知事の一つの大きな政策の目玉で

あった100万泊県民運動についてお伺いしていき

たいと思います。河野知事が提言されてから４

年目となって、これまでも幾つかの質問が出て

きたところでありますが、まず部長のほうに伺

います。昨年度の「宮崎を知ろう！100万泊県民

運動」の取り組みはどのようなものだったの

か、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 100万泊県民

運動は、宮崎の魅力を見詰め直し、県内観光や

交流の促進を図る取り組みとして、広い意味で

の地産地消の観点から県民運動として取り組ん

でいるものでございます。その推進に当たりま

しては、県民お一人お一人にこの取り組みの趣

旨に御賛同いただき、実行に移していただくこ

とが重要だと考えております。このため、公共

施設や各種イベント会場等における県民運動の

企画展の実施、また県内旅行商品の開発支援、

ホームページ等による県内観光地やイベント開

催等の情報発信など、官民一体となって普及啓

発に取り組んできたところでございます。

これらの成果の一つとして、昨年度は県民運

動と連携しまして、民間の事業者の皆様がみず

から実施する形で、県内宿泊を喚起する効果の

ある「県民限定 ディスカバー！宮崎 100万泊

キャンペーン」が行われたところでございま

す。今後とも、関係部局や市町村、民間団体の

皆様とより一層の連携を図りながら、県民運動

の幅広い展開に努めてまいりたいと考えており

ます。

○二見康之議員 私も「県民限定 ディスカバ

ー！宮崎 100万泊キャンペーン」のポスターが

目にとまって、非常に豪華なラインアップが

あったという記憶があるわけなんですけれども

……。その成果の一つとして実施されました

「県民限定 ディスカバー！宮崎 100万泊キャ

ンペーン」についてなんですが、今回どのよう

な取り組みで、内容、効果はどのようなもの

だったのか、同じく総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） このキャン

ペーンにつきましては、みやざき観光コンベン

ション協会と宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組

合が協力して取り組んだものでございまして、

農家民泊も含めた300を超える宿泊施設が参加

し、昨年８月からことしの１月までの半年間に

わたり県内全域で実施されたものでございま

す。

また、この取り組みは、キャンペーン期間中

に対象施設に宿泊した県民の方々を対象に、抽

せんで500名の方に県内の特産品等をプレゼント
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するもので、参加施設を初め、観光協会や旅行

会社、道の駅等へのポスターやチラシの配布、

テレビ・ラジオのＣＭによる告知など、ＰＲに

努めたところ、約3,900名の方の御応募をいただ

いたと聞いております。

このキャンペーンの実施に当たりましては、

県民向けの宿泊プランを新設した施設も数多く

あったと伺っておりまして、県民の継続的な宿

泊につなげていくためには、大きなきっかけに

なったのではないかと思っているところでござ

います。県といたしましても、100万泊県民運動

の推進に貢献する取り組みであったという評価

をしておりまして、知事のＣＭ出演や県の広報

媒体を活用した告知など、積極的な協力を行わ

せていただきました。このように、県内周遊観

光の促進に向け、民間主体の新たな取り組みに

つながったことは、一つの大きな成果ではな

かったかと考えているところでございます。

○二見康之議員 たしか口蹄疫復興基金のほう

から800万ほどの予算を出されたというふうに

伺っておりますが、800万の予算に対して3,900

名の応募だと１人当たり約2,000円。どう考える

べきか、私にとってはちょっと高いのではない

かという思いがあるんです。もっと一般の方々

に周知するのが大事な反省点じゃないかなと

思っております。

ただ、それ以上に、100万泊県民運動というも

のに対しては、県民の方々の期待度というのが

非常に高かった。知事自身もそれはお感じだと

思うのですが、ちょっとネットを見ていました

ら、知事が2011年に100万泊県民運動ということ

でブログに書いていらっしゃるんです。覚えて

いらっしゃるかどうか、ちょっと読みます。

当時、県議のほうから何人か質問があった

と。今回の100万泊についてのコンセプトという

ものは、「宮崎県民113万人が県内に年間１泊す

れば、100万泊となり、人やお金が動くことによ

る経済効果が期待できる。一人ひとりが踏み出

す一歩の積み重ねが、大きな効果を呼ぶ。県民

にとっても、「ふるさと宮崎」を再発見する機

会となる。地域間交流が促進され、観光客を受

け入れる宿泊施設や観光地の側にも新たな「気

付き」が期待できる」。

もちろん、おっしゃるとおりで、非常にわか

りやすいことなんです。100万泊というインパク

トもあったんだなと。100万泊県民運動というだ

けで、県民で100万泊しようという、非常にわか

りやすい。キャッチコピーとしては非常に成功

したものだったと思うんですけれども、である

がゆえに期待が大きかった。そして、もっと施

策の中身といいますか、充実度を求められてき

たんじゃないかなと思います。御答弁を伺って

おりましても、広報とか周知、そういったもの

に終始徹底されていたみたいなんですけれど

も、当時のこのブログにも、「ただ、どのよう

に県民運動として形にしていくか、具体化に向

けては様々な検討・準備が必要になります。ア

イデアを思いつくは易し、実行するは難しとい

うところ―当然ですね―まずは、市町村や

各種団体とも連携しながら、県民の皆さんがこ

のような考え、コンセプトを認知し、共有して

いただくことが大切で、そのための仕掛けや仕

組みづくりがポイントになります」。これは知

事が打ち出された提案であるわけなんですが、

もう既にここで市町村と各種団体との連携はど

のようなやり方がいいでしょうかというような

スタンスだと思うんです。はっきり言って、消

極的に受け取られてしまうんじゃないかなと。

この次にもっと具体的に書いていらっしゃる

んです。「県民運動の呼びかけを知っていただ
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くことにより、例えば、自治会や老人クラブ、

婦人会、各種グループ、職場などで旅行するよ

うな場合―きょうも来ていらっしゃいますの

で、ぜひ100万泊に使っていただければと思いま

すけれども―それじゃ今年は県内に泊まって

みようかと、県内旅行を後押しするような効果

を期待したいところです」。

知事のほうからといいますか、県のどなた

か、担当でも結構ですが、担当の方が、県内い

ろんなグループのほうに出向いていって、こう

いう100万泊運動をしている、それに向かって県

内ではこういう施設がありますよ、こういうイ

ベントがありますよ、ぜひ何かで使ってみませ

んかというようなアプローチが欲しかったん

じゃないかというのを一番痛切に感じます。ホ

テル業界とか旅館業界の方々にとっては、泊

まってもらえるというような期待感が非常にあ

る。でも、泊まる側としては、今までの県内の

宿泊数を見ていてもわかるように、１人１泊し

ていないわけです。ほとんど泊まっていない。

泊まっていない方々をどうやってホテルとかに

向かってもらうか、泊まってもらうか、そこの

取り組みといいますか、やはり知事の思いとい

うか、そこの思いをもうちょっと伝える努力が

必要だったんじゃないかと思いますが、知事の

お考えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） ブログの紹介、またい

ろんな御指摘、心から感謝を申し上げます。

100万泊県民運動は、今御指摘がありましたよ

うに、県内の地域資源、観光地の魅力というも

のを県民の皆様一人一人に再認識していただく

ということ、そして県内観光や地域の交流活

動、イベントへの積極的な参加など、できると

ころから実行していいただくということで、一

人一人の一歩ずつの積み重ねというのが大きな

効果を生み、県内の地域経済の活性化にも結び

つけていきたい、そのような思いから提唱させ

ていただいたところであります。このような思

いを県民の皆様に共有していただき、「地産地

消県民運動」でありますとか、「中山間地域を

みんなで支える県民運動」ともあわせて、一体

的に県民運動として推進していくために、県内

経済団体や県、市町村などから成ります「みや

ざき元気！地産地消推進県民会議」を設立しま

して、循環型の地域経済の構築に向けて、広い

意味での地産地消というものに取り組んでいる

というところであります。

こうした取り組みの結果、先ほど御指摘もあ

りました民間主体の大型宿泊キャンペーンの実

施でありますとか、県内旅行業者による県民向

けの旅行商品の開発につながるなど、県内宿泊

の促進に貢献する取り組みが徐々にふえている

ところだというふうに思っております。

また、いろんな団体への呼びかけもやってお

りまして、例えば地域婦人連絡協議会などは、

これまで宮崎市中心で総会を行っておったもの

を、この運動に共感してということで、いろん

な地域で宿泊も兼ねてやっていこうというよう

な取り組みもございますし、県職員の中でも、

県職員が率先してそういう取り組みをやろうと

いうことで、グループでいろんな地域に行っ

て、観光地、地域の視察も行いながらというよ

うな取り組みを進めておるところでございま

す。

業界等の大きな期待というものも肌身で感じ

ておるところでございまして、こうした取り組

みというものをさらに促していきながら、また

しっかりこの運動の意義というものをみずから

も発信し、それを広げていく。そして、大事な

ことは―もちろん県民の100万泊も大事であり
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ますが、それをさらに県外からの誘客、また国

外からの誘客に結びつけていく契機とすること

であろうかというふうに思っておりますので、

そういう広がりを持つ誘客、また地域振興の活

動となるように努力をしてまいりたいと考えて

おります。

○二見康之議員 よろしくお願いいたします。

次に、霧島ジオパークについて伺います。

全国で日本ジオパークに認定されるところが

多くなってきております。霧島ジオパークが目

指している世界ジオパーク認定枠もだんだんと

狭き門となってきた感じがあります。また、日

本ジオパーク認定の更新時期も今度迎えます

が、審査官から指摘されたことをきちんと改善

していくということも急を要しておりまして、

これまで以上に努力していかなければならない

状況が来ております。そこで、まず初めに、霧

島ジオパークについて県はこれまでどのような

支援をしてきたのか、総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 私も先日、

高千穂峰に登らせていただいたところでござい

ます。雄大で美しい景観、またミヤマキリシマ

の植生群といった貴重な自然を体感させていた

だきまして、霧島ジオパークのすばらしさを改

めて実感したところでございます。

県ではこれまで、地元市町が行う総合案内看

板、解説板等の設置やジオツアーの実施など、

世界ジオパーク認定に必要な取り組みに対して

支援を行ってきたところでございました。今年

度も引き続き、全体計画の策定やボランティア

ガイドの育成など、昨年見送りとなった認定推

薦の再申請に向けた取り組みに対する支援を

行っているところでございます。また、県観光

情報サイト、県政番組、県立図書館等でのパネ

ル展等を活用しまして、霧島ジオパークの魅力

を紹介するなど、情報発信にも努めているとこ

ろでございます。

○二見康之議員 ぜひ、よろしくお願いいたし

ます。そして、世界ジオパーク認定推薦の再申

請に向けた取り組みに対する支援は、ぜひ今後

ともお願いしたいところであります。

また、御存じのことと思いますが、先日、第

６回日本ジオパーク全国大会が来年秋に霧島ジ

オパークで開催されることが決定いたしまし

た。九州では初めて開催されるものであり、そ

の注目度も大変高いものであると思います。こ

の霧島エリアでの開催が決まった日本ジオパー

ク全国大会に対して、どのような御支援をされ

るのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ただいま議

員から御紹介いただきましたように、第６回の

日本ジオパーク全国大会が来年秋に霧島ジオパ

ークエリアで開催されると決定したことは、大

変喜ばしいことだと思っております。これがま

た、世界ジオパーク認定に向けたステップアッ

プにつながるものと期待しているところでござ

います。

御質問の大会に対する支援につきましては、

現時点におきましては、地元の市町から具体的

な要望を受けていないという現状でございま

す。県といたしましては、全国大会の開催が、

霧島ジオパークとともに本県の魅力の効果的な

ＰＲの機会となりますよう、地元市町や鹿児島

県とも十分に連携してまいりたいと考えており

ます。

○二見康之議員 具体的なことは今後お話があ

るかと思うんですけれども、この全国大会とい

うチャンスは、次はいつになるか、もしくはな

いかもしれないというふうに考えてもいいと思
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うんですが、今大会をいかに成功させるかとい

うものが大変重要だと思っております。

ことし９月には、第５回日本ジオパーク全国

大会が長野県南アルプスにおいて開催されま

す。できましたら、知事もしくは総合政策部

長、ぜひ現地のほうに行っていただいて、実際

の大会がどういうものであるのか、肌で感じて

いただければなと思っております。霧島ジオパ

ーク全国大会において、宮崎県の魅力の効果的

なＰＲになるように生かしていただければと思

います。

次に、海外戦略について伺います。

東アジア経済交流戦略において、昨年の香港

事務所開設等を見ておりましても、自由貿易政

策をとっている香港、シンガポールのほうへ海

外戦略のウエートがシフトしているような感じ

を受けます。もちろん、新たな市場開拓のため

にも必要なことであると思いますが、これまで

上海のほうも数年来、経済交流に取り組んでき

ております。まず初めに、本県と上海の経済交

流の現状について、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 上海は中

国経済の中心都市であり、巨大なマーケットを

有することから、これまで官民一体となって観

光ＰＲや商談会・フェアの開催など、市場への

継続的なアプローチに努めてきたところであり

ます。そのような中、近年、大型クルーズ船の

寄港や現地の旅行会社の招聘、さらに昨年10月

には、細島港と上海を結ぶ定期コンテナ航路が

開設されるなど、上海との経済交流については

一定の進展が見られております。今後とも、関

係機関等との連携を十分に図り、県上海事務所

も活用しながら、経済交流の推進に努めてまい

りたいと考えております。

○二見康之議員 今お話しいただいたように、

細島と上海を結ぶ定期航路ができたという大変

喜ばしいことが昨年10月あったわけなんです

が、これまで韓国釜山での積みかえで10日ほど

要していたのが２～３日に短縮された。この方

向をもって、日向市においても利用促進に取り

組んでいきたいというお考えのようです。県と

して、細島―上海航路を活性化するためにバッ

クアップしていく取り組みが必要ではないかと

思いますが、県の方針を総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 昨年10月に

開設されました上海航路は、東アジアの成長を

取り込む「みやざき東アジア経済交流戦略」を

推進する上で、物流面から大きな意義がある大

変重要な航路だというふうに認識しておりま

す。県では、物流効率化支援事業というものを

持っており、細島港を初めとする県内港湾等へ

の荷寄せを支援しておりますので、上海航路に

つきましても、この事業を活用して、活性化に

取り組んでまいりたいと考えております。

○二見康之議員 また、そのような新しいステ

ージに上がったということで、宮崎県上海事務

所にも新たな役割が出てきているのではないか

と思いますが、中国との関係が厳しい中、上海

事務所の今後の方向性というものをどのように

お考えなのか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 上海事務

所につきましては、平成14年に設置して以降、

観光誘客や県産品の販路開拓といった、中国と

の交流を促進するための拠点としての業務を

行っているところであります。本県にとりまし

て中国は、約13億の人口を有する魅力のある市

場であり、今後とも、上海事務所においては、

富裕層をターゲットとした観光誘客や大型クル
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ーズ船の誘致、焼酎や加工食品に的を絞った販

路開拓等に取り組むこととしております。

なお、今後の事務所の設置形態や組織体制等

のあり方につきましては、観光や輸出の状況、

輸出に係るさまざまな規制や日中間をめぐる政

治情勢等、中国市場を取り巻く環境も見きわめ

た上で検討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 今おっしゃったことはもちろ

んのことだと思うんですけれども、今まで質問

がずっと出てきた中では、人事、どういった方

を送り込むのか、現地での決裁権が必要だと

か、そういった議論のほうも非常にあったと思

うんですが、全く御答弁の中には出てこない。

検討されているのかどうか非常に疑問に思うん

です。また、事務所の運営自体を県が今後やっ

ていくというわけではなくて、向こうのほうで

根づいた民間企業に経営を任せていくなど、例

えばコンペを組むとか、そういったやり方等を

検討していかなければならないんじゃないかと

思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

次に、昨年質問させていただいたことに関連

して、２つ伺います。まず、１点目はジェトロ

事務所の設置についてであります。昨年６月議

会で商工観光労働部長より、ジェトロ事務所の

設置に向けて真剣に取り組むとの御答弁をいた

だいておりますが、その後どのような状況なの

か、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 各県に置

かれたジェトロ事務所は、貿易に関する専門人

材を抱え、海外とのネットワークを生かしなが

ら、貿易投資相談や輸出セミナーの開催のほ

か、商談会出展後の成約に至るまでのアフター

フォロー等、海外展開を行おうとする企業をき

め細やかにサポートする役割を担っておりま

す。このため県では、既に事務所を設置してい

る一部の県に対して運営状況等を調査しました

ほか、現在、輸出に取り組む県内企業や市町

村、関係機関から幅広く意見を聴取していると

ころであります。

なお、ジェトロ事務所の設置に当たりまして

は、人件費や事業費等の運営経費について、県

に一定の財政負担が生じますことから、引き続

き、設置の効果等を見きわめながら検討してま

いりたいと考えております。

○二見康之議員 今の御答弁だと、事務所を設

置したいと思っていらっしゃるのか、または財

政負担がかかるので既に半分諦めているのかな

という感じも受けるんですけれども、どちらに

受けとめればよいのかよくわかりません。ジェ

トロ事務所のメリット、財政負担については、

以前からわかっていることでありますし、県内

の自治体や関係機関からの意見を聴取している

とのことですが、これも１年かけてやるべきこ

とではないと思います。県として東アジア戦略

を打ち出していながらも、実際には海外進出し

ていこうという気があるのかとさえ思ってしま

いますが、いかがお考えなのか、商工観光労働

部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ただいま

申し上げましたように、財源の確保のほかに

も、企業、市町村、その他関係団体とのいろん

な調整等の整理すべき事項もありますことか

ら、残念ながら今年度の予算の要求には至って

おりませんけれども、その必要性については十

分に感じておりますので、なるべく早い時期の

設置に向けて、私としては努力してまいりたい

というふうに考えております。

○二見康之議員 なるべく早くというのはいつ

ごろなのかなと、もう来年始まるんじゃないか



- 144 -

平成26年６月13日(金)

なという思いもあるわけなんですが、今までの

議事録も調べてみたところ、ことしの２月にも

髙橋議員から質問があって、ジェトロと連携を

図りながらやっていきたいという御答弁もあり

ましたし、昨年11月の田口議員の質問にも、

ジェトロ、関係機関の協力を得たい、そういう

機会がふえたというふうにもおっしゃっており

ます。また、昨年の２月、星原議員の質問に

も、「国や他県はもちろん、ジェトロなどの海

外関係機関とも協力関係を構築しながら、オー

ルみやざきという体制で取り組んでまいりたい

と考えております」と、知事が御答弁されてお

ります。いまだにこのような状態であると、知

事自身の、本気で東アジア経済交流戦略を遂行

していく意欲があるのかと思ってしまうのです

が、知事のお考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、各部局と、さまざ

まな政策課題の大局的な議論をしておるところ

でありますが、商工観光労働部から出された３

つの課題のうちの１つが、このジェトロ事務所

の設置についてということでありますので、最

重要課題の１つとして、内部で十分検討してい

るということでございます。さまざまな調査、

意見交換、情報収集をやっているということで

ございますが、今、事務所がなくても、サービ

スが受けられないということではなしに、ない

形でのサービス提供というのも十分活用してお

るところでありますが、さらに進めるためには

ということで設置を含めた形での前向きな検討

を進めておるところでございます。今後とも、

東アジア経済交流戦略を進めるという観点か

ら、そういう専門的なアドバイスを受けるとい

う方向についてしっかりと県としてのあり方と

いうものを検討してまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 もう少し伺いたいと思うんで

すが、知事も部長も連携していきたいというこ

とはよく言われるんです。ジェトロと連携して

いろいろ海外戦略に取り組んでいくと。連携と

いうのはどういうことをおっしゃっているんで

すか。何をもって連携している、もっと連携し

て取り組んでいきたい―連携というのはどう

いうことなのか、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど部長が答弁しま

したように、ジェトロというものが、貿易に関

する専門人材を抱え、さまざまなネットワー

ク、知識、経験を有しておられるということで

あります。それとしっかり連携を図ってまい

る、そのような意味でございます。

○二見康之議員 全国を見ても―私、きのう

びっくりしたんですけれども、ことしの４月、

九州でジェトロの事務所がなかったところは宮

崎と佐賀だったんですが、佐賀のほうは開所さ

れています。同じく４月には浜松、この６月に

は茨城のほうでも開設されております。ジェト

ロと連携していくというのは、こういうこと

じゃないんでしょうか。地元の事務所にジェト

ロの事務所があって、そこの情報を、連携をと

りながら、ジェトロが持っている世界にある情

報を得ていくといいますか、ジェトロと仲よく

するんじゃなくて、ジェトロが持っているネッ

トワークを使っていくということのほうが連携

だと思うんです。ジェトロ側から見れば、全国

的に事務所を設置してやめたところは、まずな

いんです。その状況で、宮崎だけがまだまだ検

討して検討して、よっぽど不信があると考えて

いるんじゃないかなと思ってしまうのですが、

知事はいかがお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） そういう国も含めた関

係機関との連携のあり方の一つの最も密度の濃
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いのが事務所の設置であって、それ以外にもい

ろんな形で相談に応じていただいているという

のは今までもございますということを先ほど申

し上げたところでありまして、その延長とし

て、これからより積極的に取り組む中で、やは

り身近にそういう人材がいて、頻繁にいろんな

アドバイスを受けることは非常に有意義ではな

いかという方向のもとで、今検討を進めてい

る、そういうことでございます。

○二見康之議員 ジェトロというのは、別に県

だけが利用する、相談する場所じゃないと思う

んです。各企業、民間の方々も利用するわけで

すね。今の現状だと福岡事務所が窓口になって

いると思うんですが、宮崎にそんなに必要性を

感じていないということなんですか。いかがな

んですか。

○知事（河野俊嗣君） ジェトロとの連携を深

めてまいりたいという答弁を先ほどからさせて

いただいておるところでございます。今の時点

で事務所を設置していないということをもっ

て、連携をしていないのではないかとか、消極

的ではないかという御指摘をいただいておると

ころでございます。確かに、他県と比べて事務

所の設置ということに関してはおくれているの

かもしれませんが、さまざまな形で、ジェトロ

の関係者に来ていただいての講演会やセミナ

ー、そういうこともしておりますので、いろん

な連携の仕方、いろんなアドバイスの受け方は

あるというふうに思っております。いずれにせ

よ、我々、アジアに向けて、アジアも含めた海

外戦略を考える上で、その連携をこれまで以上

に深めていくことは大変重要だというふうに考

えておりますので、事務所の設置ということも

含めて、しっかりと検討してまいりたいと考え

ております。

○二見康之議員 事務所の設置の検討じゃなく

て、その活用方法の検討をぜひしていただきた

いと思います。あることによって、どうそれを

生かして、海外戦略をさらに伸ばしていくかと

いうことを考えることのほうが大事なんじゃな

いですか。佐賀県なんていうのは、東アジア戦

略だけじゃなくて、世界に向けて次の手を打っ

ていこうというふうに考えているわけなんで

す。宮崎が今の状況で、非常に残念な部分もあ

るわけなんですが、時間がありませんので、次

に移ります。

次に、ものづくり補助金について伺います。

国の平成25年度補正予算施策である、ものづ

くり・商業・サービス補助金の目標設定と関係

団体を含めた取り組み状況について商工観光労

働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ものづく

り・商業・サービス補助事業を受託している県

中小企業団体中央会では、本年は、昨年の71件

を上回る100件程度の事業採択を目標にしまし

て、専任の職員を４名増員するとともに、公募

説明会も県内５地域、９回に拡充し、さらには

個別相談会も設けるなど、積極的な取り組みを

進めていただいております。また、県において

も、事業の周知はもちろんのこと、企業の応募

手続が円滑に進むよう助言指導を行うなど、中

央会を中心に、関係団体等がオールみやざきの

推進体制を構築し、応募企業の確保、支援に努

めております。このような結果、本年は、現段

階において既に昨年の４倍程度となる172件の応

募があったところであります。県といたしまし

ては、引き続き、中央会を初め関係団体等との

連携を密にしながら、昨年より多くの企業が採

択されるよう、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。
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○二見康之議員 昨年の同時期の現状は非常に

少なかったので、その４倍というものは余り褒

められたものじゃないと思いますけれども、そ

の後の後半の巻き返しといいますか、取り組み

については、私もいろんな起業家の方々からも

いいお話をたくさん聞いております。「県のほ

うからの積極的なアプローチによって、全然考

えていなかったけれども、新しい分野へチャレ

ンジしてみようという気になった」とか、「今

回はだめだったけれども、次は頑張ってみよう

と思った」とか、県というものに対する信頼と

いうものが非常に高まったんじゃないかなとい

うふうに感じているところです。現段階では172

件の応募ということですけれども、大体今まで

の通過率を見ると４割、今のところ、60～70件

ぐらいが採択されるんじゃないかなという見通

しかもしれませんが、100件というと、残り、あ

と倍ぐらいは欲しいところなんじゃないかなと

思います。ぜひ、中央会のほうともしっかりと

一緒になって取り組んでいただければと思いま

す。

次に、日本一のチョウザメ産地として一生懸

命取り組んでおられますが、天然魚に依存しな

い完全養殖に成功した本県にとって、今後、県

内産業としての発展が期待されております。そ

こで、チョウザメ生産において他県にない宮崎

県の強みというものは何か。そして、今後の課

題というものについて農政水産部長にお伺いし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） チョウザメ生

産における他県にない本県の強みとして、まず

県が良質な稚魚を養殖業者に安定的に供給でき

ること、また長年の研究成果をもとに養殖技術

のサポートが可能なこと、県が有する高品質な

キャビアの製造技術を活用できることなどがあ

ると考えております。

次に、課題でありますが、昨年11月にキャビ

アの販売を開始し、大変好評を得たところでは

ありますが、今後の生産量の増加に応じたさら

なる販路の開拓と認知度の向上により、チョウ

ザメ産業の中心となるキャビアの販売を伸ばし

ていくことが重要と考えております。

○二見康之議員 半年ぐらい前だったと思うん

ですが、ＮＨＫを見ていたときに、チョウザメ

の養殖の特集というか、番組がありまして、宮

崎かなと思ったら島根県でした。ほかのところ

を調べてみますと、岐阜県、島根県、岩手県、

岡山県、鹿児島県でもキャビアのいわゆる養殖

をやっていらっしゃるそうなんですが、本県の

ほうは、稚魚から一貫生産できるというところ

が非常に強みだと思うんです。それがない他県

との違いだとは思いますけれども、養殖という

段階になってくると、これは地域間競争が、向

こうの方がある意味、先に行っている可能性も

あると思うんです。この地域間競争に勝つため

に何が必要なのか、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、キャビ

アは本県以外の複数の県において生産されてお

りますが、地域間競争に勝つためには、高い品

質のキャビアを供給することが何よりも重要と

考えております。このため、本県独自のキャビ

ア製造技術を基本といたしまして、高品質の飼

料による飼育を初め、キャビアを製造するタイ

ミングを見きわめるための卵の熟度管理、さら

に製品の品質チェックなど、厳しい製造管理を

行っているところでございます。この結果、本

県キャビアは有名シェフから高い評価をいただ

いているところでありますが、今後とも、関係

者と連携しながら、さらなる品質の向上を図
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り、確固たるブランドとしての地位を築き上げ

てまいりたいと考えております。

○二見康之議員 チョウザメ養殖の収入源とい

うものは、主に魚肉とキャビアというふうに

伺っておりますが、魚肉にする前の雌雄判別ま

でが約３年、魚卵採取となるまでが約10年、そ

れまでほとんど収入が見込めないということ

は、要するに、それまではコストだけがずっと

かかっていくということだと思うんです。産業

として利潤を上げていくためにも、長期的なコ

スト削減というものは非常に大事なポイントだ

と思っておりますが、県としてどのように取り

組んでおられるのか、農政水産部長に伺いま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、本県で

養殖を進めているシロチョウザメは、キャビア

を生産し、収入を得るまでに少なくとも８年以

上の期間を要するため、議員御指摘のとおり、

コストの削減は重要な課題でございます。この

ため、県におきましては、飼料の低コスト化の

ほか、シベリアチョウザメなどの成熟の早い種

類の種苗生産技術、キャビア生産効率化のため

の早期に雌雄を判別する技術や雌のみを生産す

る技術などの開発に取り組んでいるところでご

ざいます。

○二見康之議員 ぜひ、一生懸命取り組んでい

ただきたいと思います。他県のキャビアの単価

等をちょっと調べてみました。岐阜県ではアム

ール種15グラムで8,800円、島根県のベステルで

は30グラムで9,450円、鹿児島県ではベステルで

すが、15グラムで4,725円。それぞれのグラム単

価を出してみますと、宮崎県では600円、規格外

のものでは500円というものなんですが、鹿児島

では315円、岩手県のほうでは、アムール種です

けれども、グラム当たり260円という金額設定な

んです。はっきり言って倍違うわけです。魚肉

単価についても非常に価格の競争といいます

か、そこも出てきているでしょうし、キャビア

というものは非常に時間がかかるものなので、

急にふえるものじゃないとは思うんです。しか

し、木材価格じゃないですけれども、高いとき

ばかりを見ていて取り組んでいたら、後々売っ

たときの利幅、利潤がなかったということにな

らないように、コスト削減なり、また高品質と

いうところも確かに大事だと思うんですけれど

も、全てが高品質になるわけでもないと思うん

です。やっぱり裾野の広い市場開拓というのも

大事だと思っております。

最後に、チョウザメ産業の育成について、県

内には21業者あるということでしたけれども、

どのように取り組んでいかれるのか、そして県

内のキャビア生産量や販売戦略をどのようにお

考えなのか、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県のチョウ

ザメ養殖は、先ほどお話がありましたように、

現在21業者が取り組んでおりまして、キャビア

の生産は、ここ数年は数十キロから100キロ程度

で推移するものの、今後大きく増加する見込み

でございます。したがいまして、まずは国内市

場における販路を固めつつ、世界的な品評会へ

の出展などを足がかりとしまして、世界を見据

えた販路拡大に取り組んでいくことが重要であ

ると考えております。このため、現在の販売戦

略をベースといたしまして、安定した養殖経

営、世界的な需給動向、さらにはターゲットと

想定される東アジアなどの市場ニーズといった

視点を踏まえまして、しっかりとした戦略を構

築した上で、着実に取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○二見康之議員 次に、子ども・子育て支援新
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制度について伺います。

２年前に、子ども・子育て関連３法が成立

し、現在に至るわけですが、平成27年度から新

制度が施行されますが、現場のほうでは、公定

価格がなかなか公表されなかったことも含め、

非常に大きな不安を抱えておられます。子ども

・子育て支援新制度の施行に向けて、国から公

定価格の仮単価が先日発表されましたが、これ

までの仕組みとどう変わったのか、福祉保健部

長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 議員お話しの

ように、幼稚園、保育所などの施設や小規模保

育などの事業ごとに、その運営に通常要する費

用として、国が定める公定価格の仮単価がよう

やく示されました。

公定価格についてのこれまでの仕組みとの主

な相違点ですが、現在の運営費用の算定方法

は、例えば、幼稚園の場合は私学助成補助金、

保育所については保育所運営費などの施設種別

によって異なっておりまして、これについて、

従来の保育所における算定方法をベースとした

共通の仕組みが創設されたところであります。

また、職員の処遇や配置状況等を踏まえたさま

ざまな加算措置が設けられており、子ども・子

育て支援新制度の目的であります、質の高い幼

児期の学校教育・保育の提供を促す仕組みと

なっております。

○二見康之議員 新制度の施行に向けて、県で

は子ども・子育て支援事業支援計画というもの

を策定していかなければならないと伺っており

ますが、入園募集は秋には始まるものです。こ

の計画は議会の審議が必要なものであるはずで

すが、非常に時間的にもタイトな予定になるの

かとは思います。この新制度の施行に向けた今

後の予定はどのようになっているのか、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子ども・子育

て支援新制度の施行に向けまして、今年度、県

では、子ども・子育て支援事業支援計画の策定

及び幼保連携型認定こども園の認可基準条例の

制定を行う必要がございます。計画につきまし

ては、年内に素案をまとめた上でパブリックコ

メントを実施し、県民の皆様から意見を伺った

後、来年２月の県議会において御審議いただく

こととしております。また、条例につきまして

は、来年度の施設の入園募集が秋ごろから始ま

ることから、９月の県議会に議案として提出す

る予定としております。

なお、県の計画策定に当たりましては、市町

村の計画を踏まえるものとなることから、今後

とも、市町村と十分な協議を行いますととも

に、条例の内容につきましては、施設設置者等

に対し、しっかりと周知をしてまいりたいと考

えております。

○二見康之議員 今回のこの新制度について

は、実施主体というのを市町村に置いていると

いうことなので、各市町村における事業計画と

いうものは非常に重要なものだというふうに私

も感じております。この５カ年計画の中身に

よって、どのようにサービス提供を行っていく

のか、そしてどのような事業を行うのか、また

教育・保育提供区域設定はどうなるのか、２つ

の行政区域にまたがる部分はどうなるのか、都

市部と山間部との違いというものもあります。

利用者、需要量をどの程度見込んでいくのか、

定員、供給量をどの程度に設定していくのか、

また幼稚園、保育園、認定こども園との調整を

どのようにしていくのか、さまざまな懸念事項

があるわけなんですが、さきの厚生常任委員会

においても議論してきたところもありますの
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で、重複は避けます。しかし、県としまして

も、市町村の役割が非常に大きい今回のこの件

は、県内全体にしっかりと目を配り、また気を

配っていただきたいと思っております。この１

年は非常に大事な時期でありますので、細部に

わたるまで、市町村並びに現場の声にしっかり

耳を傾けて取り組んでいただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

次に、教育行政について伺いたいと思いま

す。

質問の前に、一つ知事のお耳に入れておきた

いことがあるんですが、知事は、スポーツに関

係するお話をされるときに、延岡学園の野球の

こととかバスケットボール、鵬翔高校のサッカ

ーの話はよくされますが、２年前の平成24年

に、都城市立五十市中学校女子バスケットボー

ル部が、第42回全国中学校バスケットボール大

会において全国優勝を勝ち取っております。ぜ

ひ、今後はこの快挙もお話の一端に加えていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

教育委員会の取り組みの中で、競技力向上に

ついて高等学校競技力強化推進校指定制度をと

られておりますが、多感な青年期に一つのこと

に情熱を燃やすということは、人格形成におい

てもよいことですし、スポーツ振興に努める本

県としても、期待度の高い施策であると思いま

す。

先日、都城東高校女子ソフトボール部の全国

３位の祝賀会に参加してきました。生徒たちの

生き生きとした明るさ、そして規律ある所作、

ＴＰＯにおけるめり張りといったものを感じた

ところであります。やはり、全国に通用する選

手たちは、その人間性もしっかりしていると、

改めて感じたところであります。

ある先生から聞いたお話ですが、在任中、あ

る学校で非常に荒れていた時期があったそうで

す。そのときに、先生も保護者の方々も手に負

えないような状況だったそうですが、その先生

方は、まず部活動をしっかりしよう、一生懸命

になれる部活動をつくろうと取り組まれたそう

です。部活に熱中するにつれて、生徒たちもだ

んだんとふだんの生活にも落ちつきが生まれ、

学校の風紀も取り戻すことができたそうです。

スポーツのみならず、文化活動も同じことと

は思いますが、いろいろな効果が期待できる、

この競技力強化推進校指定制度です。さらなる

充実を望んでおりますが、今後の取り組みにつ

いてどのようにお考えなのか、教育長に伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 都城東高校の子供た

ちの活躍というのは、本当にありがたいと思っ

ております。

競技力強化推進校についてでありますが、本

県における高校スポーツの水準の維持向上と、

国民体育大会や全国レベルの大会で通用する競

技力の向上を目的に、平成９年度より取り組ん

でいる制度であり、現在、22校21競技44部を指

定しております。推進校への支援として、遠征

・合宿経費への補助や、指導者の資質向上を目

指した研修会等を行っております。

今後の取り組みですが、現在の指定部を継続

して指定するかどうか、また新たにどの学校の

どの部を指定するかなど、指定の見直しを進め

ていくとともに、支援費のより効果的な配分の

あり方や、顧問研修会が一層充実するよう研修

内容の検討を行うなど、強化推進校の成果がさ

らに向上するように努めてまいりたいと考えて

おります。

このような取り組みを通して、各学校が切磋
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琢磨し、ともに競技力を高め合うことで、本県

の多くの子供たちが全国や世界を目がけた舞台

で活躍し、県民の皆様に夢と感動、そして元気

を与える高い実績を出す部が、もっともっと

もっとふえてほしいと期待をいたしておりま

す。そういう願いをぜひかなえてほしいと思っ

ているんですが、願いがかなう際には、より効

果的な支援のあり方とか、どのようにして推進

校指定をふやしていけるかというようなことも

考えておりますので、そういうことについても

検討してみたいと考えております。

○二見康之議員 また、教育現場におきまして

は、いろいろな課題もあるわけなんですけれど

も、いじめとかメンタル面のケア、そういった

高度専門化している教育現場というものがあり

ます。県教育委員会におかれましては、さまざ

まな政策等を打たれているものと話は聞いてお

りますが、私学におけるこのような課題につい

て、県としてどのように対応されておるのか、

総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） まず、私立

学校の運営につきましては、私立学校法の精神

に基づきまして、公的機関は法律で規定される

関与以外は差し控え、その自主性を重んじるこ

とが重要であるという前提がございます。

御指摘のありました、いじめやメンタル面の

ケアなど教育現場における課題につきまして

も、各学校が実情に即した相談支援体制を整備

するとともに、合同の研修会を開催するなど、

自主的、積極的な取り組みが行われているもの

と承知しております。

県では、その合同研修会への支援ですとか、

また県立高等学校長経験者を私学教育専門員と

して配置しまして、学校や保護者からの緊急の

相談に対応できる体制を整備するというような

協力をしているところでございます。さらに、

教育委員会におかれましては、教育研修センタ

ーが開催する教科指導研修、また、いじめなど

喫緊の課題に対応するための研修会に私立学校

関係者が受講できるよう便宜を図っていただい

ているところでございます。県といたしまして

は、今後とも、私立学校の建学の精神や自主性

を尊重しながら、必要に応じまして、教育現場

における課題の解決に向けた取り組みを支援し

てまいりたいと考えております。

○二見康之議員 いろんな問題が非常に複雑に

難しくなっておりますので、教育委員会の情報

等としっかりと連携して、常に情報交換ができ

るような関係をぜひ構築していただきたいと思

います。

次に、林業公社について伺います。

林業公社は、平成23年度に第３期経営計画を

改定しておりますが、その後の経営状況につい

て環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 林業公社にお

きましては、第３期経営計画に基づき、さまざ

まな経営改善に取り組んでいるところでありま

す。具体的には、間伐材を直接、製材工場に販

売する直納方式による流通コストの削減や、金

融機関の利息の軽減等に取り組みました結果、

平成24年度の事業収支は6,400万円余の黒字とな

り、計画を2,000万円ほど上回っております。ま

た、平成25年度におきましても、これまでの取

り組みに加えまして、木材価格の上昇を見なが

ら積極的に木材の販売を行った結果、事業収支

は、前年度に引き続き計画を上回る見込みと

なっております。

○二見康之議員 一昨年の環境農林水産常任委

員会において、委員長より３点申し入れをされ

ております。平成26年度までに廃止・県有林化
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等を含めた見直しをすること、県は公社と一体

となって改善に取り組むこと、毎年、議会に報

告を行うこととありました。それぞれについて

しっかりと取り組まれていることと思います

が、今年度の林業公社のあり方の検討におい

て、存続または廃止の大きな判断のポイントと

は何でしょうか。また、知事の職責としてどの

ようにお考えなのか、知事に伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 林業公社のあり方につ

きましては、今年度改めて検討を行うこととし

ておりますが、存続または廃止につきまして

は、県民への負担が最も少ないことであります

とか、森林整備や林業生産活動において高い公

益性が期待できることなどを総合的に判断する

こととしております。おかげさまで、今、部長

が答弁しましたように、さまざまな自助努力、

また追い風により、経営状況は改善、好転をし

ておるところでございますが、現在、外部検討

委員会を設置しまして、経営改善などの点検・

評価を行うとともに、専門的な立場からの幅広

い意見も伺いながら、検討を進めているところ

であります。

私自身、知事として、本県の森林・林業の振

興を推進する立場でありますので、林業を成長

産業としていく上で、今後、林業公社がどうあ

るべきかということを含めまして、しっかりと

検討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 本県の林業・森林業を推進さ

れるトップである知事ですから、公社だけのこ

とではなくて、県内全体の森林行政というもの

の大所高所に立たれた御判断というものを、ぜ

ひお願いしたいと思います。

最後になりましたが、投票率についてお伺い

したいと思います。

本県の投票率において、著しい低下傾向が見

られますが、有権者の選挙に関する啓発、周知

等については、公職選挙法上、選挙管理委員会

に定められているというふうに伺っておりま

す。まず、啓発や周知等に活用できる情報はど

のようなものがあるのか、選挙管理委員会が保

有する投票結果に関する情報というものはどの

ようなものがあるのか、また、それらの情報を

利用して投票率向上に向けた取り組みができな

いか、選挙管理委員長に伺います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙管理委

員会が保有します投票結果に関する情報といた

しましては、市町村別、男女別の投票者数や投

票率、投票者数のうちで期日前投票者数や不在

者投票者数、また年齢別の投票率などの情報を

有しております。

このうち年齢別の投票率につきましては、各

市町村の一部の投票所から抽出した結果に基づ

いて推計したものでありますが、若者の投票率

が低いという結果が出ておりますことから、昨

年の参議院議員通常選挙におきましては、フェ

イスブックやツイッター、ユーチューブといっ

た、若者に親しみのある媒体を活用するなど、

若者に関心を持ってもらえるような啓発に力を

入れたところであります。今後とも、市町村等

の関係団体とも十分連携を図りながら、投票結

果の情報を生かした効果的な啓発や、投票環境

の向上の取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

○二見康之議員 公職選挙法で、選挙管理委員

会がそこを担うというふうになっているようで

すから、仕方ないのかもしれませんが、選挙管

理委員会は、選挙を県警本部と一緒になって取

り締まるほうですから、新しい取り組みという

ものを考えるのはなかなか難しいかなという気
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がするんです。

論語に、「これを知る者はこれを好む者に如

かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如か

ず。」という言葉があります。より積極的にア

クティブになるためには、好きになる、楽しむ

というような興味・関心を起こさなければ、い

ろんなアクションというものは起こせないと思

いますが、今後とも、いろんな方法を考えなが

ら、さらに投票率が上がるように頑張っていき

たいと思っておりますので、どうぞ御検討のほ

どをよろしくお願いします。

以上で私の一般質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の有岡です。けさから第20回ワールドカップブ

ラジル大会が始まりました。テレビの前にくぎ

づけだった方も多いと思いますが、けさの開幕

戦のブラジル対クロアチア戦は、喜ばしいこと

に、日本人審判団３人が担当されました。ファ

ールやアドバンテージなどの対応もよかったと

感じます。日本人らしいフェアなレフェリング

で、選手のすばらしいプレーを引き出していま

した。私の質問も、宮崎県の課題を引き出せる

機会となればと思っております。

それでは、通告に従いまして質問してまいり

ます。県民の皆さん方からよく、「今の知事は

どんな方ですか」と尋ねられます。そのとき、

私は、「知事個人は人柄もよく、頭脳明晰で

キャリアを持った大変優秀な方です。また、県

庁職員も一人一人優秀であり、宮崎県のシンク

タンクです」と答えております。しかしなが

ら、残念なことに、個人から組織になると、何

かが欠けてしまっているようです。そのことに

ついて、質問を通して確認していきたいと思っ

ております。

まず、知事の政治姿勢であります。

昨年９月定例議会の最終日に、私は、平成24

年度決算認定に反対討論いたしました。そのと

きの内容は、公共事業等において資料を作成す

る際に、青写真や電子出力を外部に委託しま

す。そのために、年間契約として、毎年、各総

務事務センターでは単価契約を行っているわけ

です。Ａ０判からＡ４判まで、さまざまな種類

のモノクロ、フルカラーなど、項目ごとに１枚

当たりの単価を設定するものです。これは、単

価同調制度で複数者契約・業者選択方式であ

り、競争入札参加資格事業者による見積もり合

わせを行います。その見積もりの中で最低価格

を単価として設定する流れです。しかし、実態

を確認すると、機械などの専用設備もなくスキ

ルもない業者が、どのようにして見積もりが出

せるのか疑問でありました。

総務事務センターでは、本年２月20日、合同

説明会を行い、機械・設備等保有状況調査表が

契約業者より提出されました。結果は、知事も

御承知のとおり、総務事務センター契約31者

中、青写真機器保有は８者のみ、全体の26％で

す。約４分の３が機器を持っていないというこ

とです。電子複写・出力は13者、42％で半分以

下です。要するに、半数以上が自社ではできな

いということになります。さらに、契約辞退４

者という結果でありました。なぜこのような状
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態で多くの業者と契約を続けてきたのか理解で

きません。このような契約の実態について、知

事の見解をお尋ねします。

次に、知事が行っている給料の20％減額によ

り、知事個人として年間約300万円の減額に努力

されています。その目的と成果について、知事

の御所見を伺います。

次に、若手職員の育成について、稲用副知事

にお尋ねいたします。

まず、私は、県庁の意識改革に、若者のアイ

デアや行動力に期待をしている一人です。副知

事は、県庁職員として多くの経験と実績を積ん

でこられておりますが、次世代の県庁マンを育

てることは、キャリアを持つ稲用副知事の大切

な役割であると考えます。そこで、人材育成の

観点から、若手職員の提言や視点を具現化する

取り組みが必要と考えますが、見解をお尋ねい

たします。

次に、観光振興と交通網整備について、内田

副知事にお尋ねいたします。

内田副知事は、平成16年に、国土交通省総合

政策局、当時、公共交通の「快適性・安心性」

向上方策の検討委員会の事務局におられまし

た。そのような国土交通省での経験から、今の

宮崎県の現状を見た上で、今後の交通・物流の

あり方、交通網の整備の必要性についての御所

見をお尋ねいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、質問

者席から再質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、冒頭に過分なお言葉を頂戴したこと

に、心より感謝を申し上げます。しっかり組織

として機能できるように努めてまいりたいと考

えております。

青写真などの契約状況についてであります。

非常に厳しい財政状況にある中、施策を着実に

推進していくためには、不断の努力として、行

財政改革に積極的に取り組んでいかなくてはな

らないと考えております。議員から御指摘のあ

りました青写真等の契約につきましては、各地

区ごとに、見積もり合わせにより決定した最低

単価に同意した複数の事業者と契約します単価

同調方式を採用しております。１者との契約で

は、県の発注量が大変多いため対応できないこ

と、また、県内各地元業者の育成という観点、

さらには、発注各課の業務の効率化ということ

から、青写真等の契約方法をこのような形で

行っておるところでございます。

なお、平成26年度の契約におきましては、御

指摘いただいた点も踏まえ、また、地元企業の

育成ということを徹底する観点から、青写真等

の機械設備の保有状況の見積条件への追加を行

うこと、契約項目の見直し、さらには、複数枚

発注時の単価の見直しなどを行ったところであ

ります。

機械の保有状況等について御指摘いただいた

ところでございますが、青写真等の単価契約に

つきましては、物品の納入を契約の目的とする

物品売買契約としているところであります。こ

れは製造請負的な契約と異なりまして、一括下

請もしくは委任を禁止している財務規則の規定

が該当しないことから、平成25年度までは、機

械設備の保有については、条件としておりませ

んでした。ただ、26年度については、先ほど申

しましたような見直しを行ったところでござい

まして、これまでの青写真等の単価契約につき

ましては、物品の納入が適正に行われておりま

すことから、特に問題ないものと認識しており
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ます。今後とも、経費節減や業者の育成に努め

てまいりたいと考えております。

次に、私の給料の減額の目的と成果について

であります。行財政改革は不断に取り組むべき

行政課題であるという認識のもとに、幹部職員

を集めた会議や職員向けのメッセージ、所属通

知など、あらゆる機会を通じて、職員に率先し

て行財政改革に取り組んでほしいという思いを

常々伝えてきたところでございます。私自身の

給料の減額は、このような思いのもと、行財政

改革を進めるためには、まずは牽引する立場に

ある者が、みずからの取り組む姿勢を示す必要

があると考え、行っているところでございま

す。現在、本県の行財政改革への取り組みは、

総人件費の抑制やゼロ予算施策の積極的な推

進、職員みずからの発案による取り組みなど、

着実に推進が図られてきていると感じていると

ころでございます。今後とも、引き続き職員の

意識改革を図りながら、しっかりと行財政改革

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

若手職員からの提言等についてであります。

社会情勢が目まぐるしく変化する中、多様化す

る行政ニーズに的確に応えていくためには、職

員一人一人の資質向上を図るとともに、若手を

中心とする職員の柔軟な発想や新しい視点を施

策に生かすことが大変重要であると考えており

ます。このため、課題解決に向けた提案を職員

から募集する「かえるのたまご」の中で提案さ

れました内容の実施に取り組みますとともに、

総合計画の見直しに若手職員のさまざまな意見

を生かす観点から、先日、若手職員ワーク

ショップを開催したところであります。

また、職員の相互啓発を図ります職員自主研

究グループなどの研修でまとめられました提言

のうち、可能なものにつきましては、取り組み

に向けての検討を促しているところでありま

す。将来の県政を担う若手職員の柔軟で豊かな

発想や意見を生かしていくということは、人材

育成、さらには、人材活用の面からも有意義で

ありますので、優良な提案につきましては、こ

れからも施策等に反映させていきたいと考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

○副知事（内田欽也君）〔登壇〕 お答えいた

します。

交通・物流のあり方についてであります。私

は、宮崎に参りまして、交通・物流が県勢発展

のための基盤として、いかに重要な柱であるか

を改めて実感いたしました。その中で、交通に

つきましては、高齢化や人口減少が進む中、県

民の日常の足の確保や、観光客にとっての移動

手段の充実などが課題であると考えておりま

す。また、物流につきましては、大消費地から

遠い本県にとりまして、輸送手段の確保や物流

コストの削減が重要な課題でありますので、高

速道路の有効活用や海上輸送等の維持・充実、

貨物の集約化などが必要であると認識しており

ます。

このような中、本県では、交通事業者のトッ

プの方々が集まって懇談会を設置され、公共交

通機関の相互連携や活性化等に向けて、大変前

向きに取り組んでおられます。私も折に触れ、

会議に参加するなど、意見交換をさせていただ

いているところでございます。今後とも、これ

までの経験を生かしながら、平成25年３月に策

定した「宮崎県交通・物流ネットワーク戦略」

に基づき、東九州自動車道の県南区間や九州中

央自動車道の整備促進を含め、陸・海・空の総
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合的な交通・物流ネットワークの構築に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○有岡浩一議員 ただいま、知事、両副知事よ

り答弁をいただきました。

知事の政治姿勢につきましては、関連の質問

がございますので、まず最初に、稲用副知事よ

り再質問させていただきます。若手職員のアイ

デアの具現化でございますが、平成25年度自治

学院主催の研究成果報告会を拝見しました。そ

の中から紹介を兼ねて質問いたしますが、昨

年、知事の肝いりで、社会人採用１期生が誕生

しました。そのメンバーが発表したテーマでご

ざいますが、「おもてなしを本気で県政に取り

入れる」という発表でした。３つの提案があ

り、県庁の理念の明文化―会社でいう社訓で

あります―朝礼の徹底、おもてなしマイスタ

ー制度がありました。民間では当然のごとく行

われている朝礼ですが、最低週１回の朝礼の義

務化などを提案され、その朝礼によって、課題

や情報の共有、さらには時間の厳守の意識が芽

生えるなど効果が期待されると、手厳しくも前

向きな意見でありました。このような若者の意

見やアイデアを生かすべきと考えますが、稲用

副知事の御所見を再度お尋ねいたします。

○副知事（稲用博美君） 今御紹介いただきま

した提案は、県庁のおもてなしとは何かという

ことを明確にして意識の共有を図り、それを高

め合っていこうという仕組みをつくることによ

りまして、職員みずからも満足する、その上に

立って、県民満足度日本一のおもてなし県を目

指そうという考え方であろうというふうに思い

ます。民間企業等で多様な経験を積みました若

手職員が、その経験を踏まえまして発想したも

のでありまして、テーマをしっかり押さえた本

当に有意義な提案であるというふうに思ってお

ります。

現在、本県の中でやっておりますのは、所属

長から職員に対して、業務の目標あるいは取り

組み姿勢を示します「部局長メッセージ」、あ

るいは職員一人一人が県民サービス向上の目標

を設定して、それを実践するという「ひとり一

改善運動」、こういったものに取り組んでおり

まして、目指す方向としては同じであろうとい

うふうに考えております。今回の提案を含めま

して、職員のアイデアを生かしていくことで、

職員の意識の高揚を図り、ひいてはより質の高

い県民サービスを提供できるよう、さらに進め

てまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 一つの例を御紹介いたしま

す。ＪＲ九州の例でございますが、南宮崎のエ

レベーター設置の際に、実は列車のレーンの見

直しが必要だったそうです。今までの固定観念

があるために、なかなかいいアイデアが出ず、

改善に苦慮していたとき、若手社員からのアイ

デアが出された。今まで気づかなかったことに

若手職員が気づき、アイデアを出してくれた。

そのことによって、どうにか課題を解決できた

と伺いました。やはり固定観念にとらわれず、

違う角度から見直すことで、目の前の壁を乗り

越えられるヒントが見つけられることと思いま

す。職員の能力を最大限に発揮し、宮崎県のシ

ンクタンクとしての環境づくりをぜひ期待して

おります。

次に、内田副知事に、観光振興の立場からお

尋ねいたします。本県の観光振興の核となるべ

きみやざき観光コンベンション協会が、今年

度、宮崎駅隣のＫＩＴＥＮビルに移転すると

伺っておりますが、移転を機にどのような効果

を期待しているのかお尋ねいたします。
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○副知事（内田欽也君） 多大な経済効果をも

たらすコンベンション等は、ＭＩＣＥと言われ

まして、観光立国実現の主要な施策の一つと

なっているわけであります。また、その誘致に

ついては、全国各地で地域間競争が急速に激化

しているところでありまして、本県におきまし

ても、これまで以上に官民協働での取り組みが

重要となってきていると考えております。現

在、ＫＩＴＥＮビルには、宮崎商工会議所を初

め、ホテル旅館組合、宮崎市観光協会など、県

内の主要な関係団体が入居しております。ここ

に、みやざき観光コンベンション協会が入るこ

とで、各関係機関との情報共有あるいは協議・

調整などが円滑になりまして、例えば、ＭＩＣ

Ｅセールスあるいは官民挙げてのおもてなし環

境の充実など、オールみやざきでの一体的かつ

効果的な取り組みが可能になると考えておりま

す。加えて、ＭＩＣＥの誘致だけではなく、ス

ポーツランドみやざきの推進あるいは国内外か

らの観光誘致等における連携など、今回の移転

は、本県の観光振興の促進に大きく貢献するも

のと思っております。以上であります。

○有岡浩一議員 ただいま答弁いただきました

し、私どもは、みやざき観光コンベンション協

会の十分な活用、そして連携、こういったもの

で宮崎県の観光浮揚を図っていくきっかけにな

ればと期待しております。一つの考え方として

兵庫県の例を申し上げますが、兵庫県の団体か

ら、県や議会に対しまして、交通網整備や観光

振興支援についての要望がなされた。各自治

体、どのような都市部であろうと、宮崎県にお

いても、各団体、そういった同じような整備に

取り組もうということでやっているわけです。

宮崎県ならではの観光振興と交通網整備につい

ては、内田副知事の高い見識のもと、「今でき

ることを今やろう」という攻めの取り組みを期

待しております。

それでは、知事の政治姿勢について再質問を

してまいります。

先ほどの知事の答弁にございましたが、適切

な契約方法であるという考え方、そして、今回

の契約には問題はないんだという考えをおっ

しゃいましたけれども、私は、業者ができない

ものを契約するというスタンスは、一般論とし

ては、なかなか納得できないと思っておりま

す。そういう意味で、昨年の決算議会において

は、国の出先機関並みの契約を行えば、3,000万

円以上の経費削減ができるんだと、知事の給料

減額の10年分という、ある意味では、わずかな

金額ではないと思っております。今回の契約の

内容、自分のところではできないというものに

対して、行政はもちろんチェックしなくていい

というような表現がありますが、私はチェック

しなくてもいいんじゃなくて、お互いのモラル

として、できるものはできる、できないものは

できないことをはっきりしない限りは、業者側

の技術の向上にもならない、そう思っていま

す。

そういった意味では、契約制度そのものが悪

いのではなくて、この中身を精査しない限り

は、こういった関係、特に心配しているのは、

業者の方、県民の方が、県は大体でいいと、わ

からなければ大体でやっておけばいいんだと、

書類を出して契約すればわからないんだと、そ

んな意識が芽生えることが大変怖いと思ってい

ます。そういった意味では、今回の契約の中身

を精査すればするほど、業者のモラルが欠けて

いるのか、それとも、行政の慣例的な、前の課

がやったことを引き継いでやっている、それで

いいんだと、そういう意識なのか、どこがどう
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問題があるのか。僕は問題だと思っています

が、知事の御所見としてはいかがなものでしょ

うか、再度お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の青写真等の単

価契約につきましては、先ほど答弁申し上げま

したように、事業者に図面などを納入してもら

うことが目的であるということで、いわゆる物

品売買契約になっておるわけでございます。そ

の観点から、先ほど御指摘がありました機械設

備の保有というものは、条件ではなかったとい

うことでございます。ただ、御指摘等も踏ま

え、それから、ことし、より地産地消を進めて

いく、地元事業者への発注というものをより進

めていこうというような観点から、県で発注し

たものが県外業者へ流れていくことを防止し、

県内業者への優先発注、地元業者を育成する観

点から、機械設備の保有状況を見積条件に追加

したところであります。そのような形から、県

内業者の育成も図ってまいりたい、そのように

考えております。

○有岡浩一議員 私は、今回の流れというの

は、氷山の一角だというふうに思っております

が、よく私が耳にすることは、宮崎県の技術の

継承が課題だと聞いております。それはどうい

うことかといいますと、このままの状態が続け

ば、宮崎県の技術は衰退してしまうと。具体的

に話をわかりやすくいたしますが、今回のよう

に、入札で仕事をとる、それが仕事だと、それ

がＡ社、そして、Ａ社が受けた仕事をそのまま

３割、４割引いて下請に丸投げする、それを受

けるＢ社、時には赤字を覚悟で仕事を受ける孫

請Ｃ社、これらの一連の流れの中で、いつ若い

人たちに技術の継承、こういったことができる

のでしょうか。当然やるべきところに仕事を発

注し、その業者が若い人たちに技術を継承する

ようなシステムをしっかりつくらないと、ただ

仕事をとって下請に出せばいいんだというよう

な、そんな考え方がはびこることは、僕は問題

だと思っています。

スキルアップするために仕事をする、仕事を

するために効率的な無駄のない仕事をやってい

く、そういう仕組みをしっかりつくらないと。

毎年5,700～6,000億近くの予算を計上しても、

結果的には業者がどんどん体力を失っている。

この状態が続けば、県外に仕事を発注してしま

うような構図ができ上がってしまう。そういう

ことを、しっかり、もう一度、業者、行政、お

互い本当の信頼関係をつくっていった上で確か

め合う、そういうものまで今やらないと。この

ままの状態で、ただ仕事を発注していますとい

うルールに、我々はそう受けますが、実態は、

そういうふうに機能して、体力をつけて、技術

の継承ができている状態じゃないと、僕は危機

感を持っています。

そういう意味で、今回の一つの課題として知

事にお尋ねしますが、職員自身も現場に行って

情報収集したり、デスクワークだけでは得られ

ない情報を現場に行って求めていく。例えば、

先ほどの単価も、私が調べた範囲では、6,000数

百円が本来は3,000何ぼでいいと、ほかは民間も

国の出先機関もそうやっています。だから、自

分たちの今の単価を当然だというふうな考え方

で進めていますけれども、いろんなところに

行って業者に聞いて、今の技術ではこれぐらい

でできますという話を聞いて、単価の見直しを

する。そういう努力をしない限りは、去年がこ

うだったからいいとか、ほかが自分のところよ

り高いのだからいいだろう、そういうレベルの

努力では、業者の育成にもならなければ、行革

にもなっていない。だから、そういう意味で、
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大変くどいようですけれども、職員が足を運

ぶ、現場を見る―現場主義と僕はよく言いま

すが―そういう職員のスタンス、そういうも

のを職員に求めていくべきじゃないか、僕はそ

う思いますが、知事はいかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、技術

の継承も含めた業者育成の観点、大変重要であ

ろうかというふうに思っておりますし、現場の

実態を踏まえたさまざまな見直し、それも重要

であろうかというふうに思います。26年度の単

価契約につきましては、経費節減等の観点か

ら、業者の聞き取り調査、また各所属の意見な

どを聞いた上で見直しを行ったところでござい

ます。今後も、経費節減と業者育成という観点

から、必要な見直しというものを絶えず意識に

入れた上で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○有岡浩一議員 このことは県庁全体に言える

ことですし、見直しをするという言葉だけでは

なくて、本当の意味で意識改革をされて、職員

の皆さん方がその方向に向かわないと、今まで

どおりやっていていいんだというような時代は

終わりまして、もう民間は先を行っています。

行政だけが後追いをして動いていないという批

判も受けております。そういった意味では、こ

ういったことをきっかけに改革に取り組んでい

ただきたい。先ほど申し上げたように、若い人

たちの意見も聞きながら、どこがおかしいかと

いうことに気づかなければ、新しい目で見ても

らって改革をする、そういう姿勢で今後取り組

んでいただきたいと思っております。

あとは、知事の経費削減の話をちょっとさせ

ていただきましたが、知事が努力していらっ

しゃる部分、それに対して、職員がどういうふ

うに行財政改革を今後やらなければいかんとい

う危機感を持っているか、ここが大変ミスマッ

チしているんじゃないかなという気がしている

ものですから。財政等、一生懸命やっているの

はよくわかります。そして、担当者は、１割、

２割削減ということでやっています。ただ、削

減することが目的じゃないです。削減したもの

を何に生かすんだという部分が必要です。知事

が今回、「人財づくり基金」という形で20億の

予算を組まれました。これは大変いいことだと

思います。これで、教育現場の施設の整備とい

うことでセンターをつくります。それはいいで

す。ただ、本当に「人財づくり」をやるつもり

なら、これは徹底してやるべきだと。人づくり

をやるために皆さん一緒に協力してください、

どの職場でも人を育てると、そういう知事の熱

い思い、信念というのでしょうか、そういうも

のがみんなに伝わらないと、削減、削減、モチ

ベーションが下がるばかり、これではなくて、

下げた分は必ず人を育てて還元する、そういう

メッセージを知事が伝えていただくことが大切

だと思います。

一つのアクションでやっています。私も、知

事と３年前にお約束したように、政務調査費を

お返しして、できるだけ県政の中で生かせる方

法を考えてほしいと。特にその中でもキャリア

教育をお願いしていますし、就労支援、こう

いったものをやってほしいとお願いしました。

若い人たちが年間150万円以下の所得でいる、そ

ういう年収の若者がふえているんですね。こう

いう若者の実態を見たときに、これから宮崎を

背負っていただく若い人たちが生きていく上

で、もっともっと技術を身につけたり、支援す

る中で育てていかないといけない。若い人たち

が夢を持って宮崎に残って、そして家庭を持

つ、そういう構図をつくらない限りは、人口減
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少問題を幾ら見直しても前に進まないと僕は

思っています。そういう意味では、まず我々が

今やるべきことというのは、育てていくための

仕掛け、そういう意味では、知事がおっしゃる

人財づくり、これは大きな仕事ですし、大変期

待している次第でございます。このことについ

ては質問いたしませんが、知事が努力してい

らっしゃることをぜひ職員の皆さん方も認識し

て―人の金だと、同じお金です。同じ金額、

同じものですから、大切にどう使ったらいいの

かということを意識してもらえるような努力を

今後も続けていただきたいというふうに思って

おります。

それでは、次の質問に移らせていただきます

が、２巡目の国体開催ということを昨年11月の

質問ではさせていただきました。佐賀県が平

成35年国体開催を決めました。滋賀県は平成36

年、２巡目の開催を昨年、既に決めておりま

す。ちなみに、本県開催２年後の昭和56年に、

びわこ国体として滋賀県が行っておりますし、

国体準備には10年以上の準備期間が必要だと判

断したからだそうです。今後は、最短でも平

成38年が可能性がある年であります。38年以降

になるというふうに聞いております。２巡目の

宮崎国体に向けて、知事のリーダーシップを発

揮して、いつを目標にやるべきだと。そういう

知事のリーダーシップの決意をお尋ねしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 国民体育大会でありま

すが、国内最大のスポーツの祭典であります。

広く国民に親しまれておりますし、69年という

長い歴史の中で、スポーツの振興・発展に極め

て重要な役割を果たしてきているものと考えて

おります。本県におきましても、前回の国体が

開催されたことを契機として、全国で活躍する

多くのアスリートを輩出し続けているものであ

ります。また、そのときに整備された施設が、

スポーツランドみやざきを推進する施設として

大いに活用されております。国体開催につきま

して、２巡目ということが視野に入ってきてお

るわけでございますが、県民一体となって取り

組んでいく必要がありますことから、市町村、

競技団体、関係団体、企業など、関係機関と十

分に連携を図りながら検討してまいりたいと考

えております。

また、東京オリンピックの開催が決定したわ

けでありますが、スポーツランドを推進してい

る本県におきましても、「おもてなしプロジェ

クト」を展開することとしており、それが、い

ずれめぐってまいります２巡目国体の開催に向

けて、県民の機運を高めることにも結びついて

くるのではないかというふうに考えておるとこ

ろでございます。県民総参加型の宮崎らしい、

おもてなしの心あふれる大会にしたいと考えて

おりますので、これから、市町村、競技団体、

企業の皆様とともに、積極的に機運の醸成に努

めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今の知事のお話を伺って、知

事がやろうと、そういう決断したイメージがご

ざいません。実は、昨年９月の図師議員の質問

に対しまして、「しっかりとスケジュール感を

持ちながら、我々としては準備を進めてまいり

たい」という答弁が９カ月前です。そして、今

回の話の後半は、「機運の醸成を図ってまいり

たい」という、何をする、誰がするということ

に全く向いていない、他人事のような話になっ

てしまうと。僕は、知事のいいところもさっき

お話ししましたが、もう一つ紹介しますと、石

橋をたたいても渡らない性格であると。これ

は、やろうと決めても、じゃ誰がするのかとい



- 160 -

平成26年６月13日(金)

う指示をしないと、リーダーの決断というか決

意、そういうものを見せないと、僕は現場は動

かないと思っています。決して、私がやりま

す、いつやりますという話をしてほしいと言っ

ているんじゃないです。

スポーツの現場の話をしますが、指導する

方、選手は、いつ国体ができるのか、はっきり

した目標が欲しいんだと。陸上三段跳びに例え

て答えますが、ホップ・ステップ・ジャンプが

あります。ホップは準備期間、ステップが開催

年、そして、それから先の30年以上がジャンプ

です。このジャンプしたところまでを見据えた

取り組みをするためには、長い準備期間が必要

だと僕は思っています。ですから、最初の準備

期間のホップの時間をどれだけたくさんかけて

準備するか、これが一番のテーマだと思ってい

るんですね。そういう意味では、知事がスケ

ジュール感を持って準備を進めてまいりたいと

いう具体的な話が、どこかテーブルに乗って、

水面下でも議論して、何かやっているという姿

が見えないものですから知事にお尋ねしている

んです。知事、例えば38年が最短なら、ここを

ひとつ目標にして計画してみてくれ、青写真を

つくってくれと、そういう指示はされているの

かどうかお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国体開催に向けては、

いろんな手順がございます。東日本、西日本で

持ち回りというようなこともありますし、西日

本全体の中で合意形成を図っていく必要があり

ます。それに向けて、立候補なり手を挙げるに

当たっては、市町村なり競技団体とのしっかり

とした準備なり協議、また合意形成が必要だと

いうことでございます。御指摘のとおり、施設

整備、それから選手の育成も含めて、長い目で

見て準備をしていく必要がある、それはもっと

もなことであろうかというふうに考えておりま

す。そのようなことで、いたずらに先延ばしす

るということではありませんで、しっかりとし

たスケジュール感も持ちながら、しっかりとし

た手順を踏んで、２巡目の国体に向けて頑張っ

ていくという方向性については、我々、問題意

識としては共有していると思いますので、今申

し上げましたような手順をしっかり積み上げ

て、よりよい国体となるよう、２巡目国体とい

うものを迎えてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 堂々めぐりをする話になりま

すけれども、そういう議論を知事が全てするわ

けじゃないです。そして、体育協会とか教育委

員会、それぞれの担当がある。市町村もある。

ただ、誰かがある程度のプランを練って、そし

て青写真をつくらないと、全てが白紙の状態で

どうしましょうでは、何ら議論は進まないと。

先ほどの青写真の話じゃありませんが、結局、

投げてみたら何も返ってこなかったという話で

は困るわけですね。やはり青写真をまずつくっ

て、それで実現可能なものを選んでから下地を

つくらない限りは、いつまでたっても国体をい

つやっていくんだという目標設定はできないん

じゃないかと思っています。だから、最初の下

地の部分、基本設計は別ですよ。最初の青写真

は、どこかが進めていかない限りは具体的な話

にならないし、関係者もいつするんだ、いつす

るんだということで、みんな右往左往するばか

りです。だから、今聞くのは、知事が本当にや

る気があるんだろうかということを確かめたい

と思っています。そういう意味では、知事

は、38年に限らなくていいですが、必ず準備を

始めるということで理解していいのでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎が２巡目国体をや
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らないということは全くあり得ない、いずれ我

々としては、しっかりとそれを受けとめて、だ

からこそ、冒頭申し上げましたように、国体の

意義を申し上げたところでございます。今、38

年というような話もございましたが、いずれに

せよ、いろんなルールに基づき、いろんな手順

に基づき、これは申請され、決定され、準備が

進むというものでございます。決してほかの県

におくれをとって、今そういった手順を踏んで

いないということではありませんので、我々と

しては、そういうスケジュール感を持って、も

ちろん競技団体も含めて、意思統一しながら、

準備を進めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 考え方が若干食い違うんです

が、私は、政治家の知事として、物事を腹を据

えて決断して動かすと。そういうものがないと

一つも動けないという現状があるから、知事の

ほうがまず国体をやると。38年ができるかどう

か、できなければ39年、40年となるでしょう。

そういうことを含めて、まず動き出さないと、

いつまでたっても見えてこないままに２年、３

年たつ。そうすると、先ほどのホップ・ステッ

プ・ジャンプのホップの部分が短ければ短いほ

ど準備が厳しくなる。東京オリンピックのよう

に、今、６年前ですが、５年前になって、５年

間の計画を縮小するとか、そんなことを言って

いるようでは、我々宮崎県の現状としてはおく

れる。そのおくれた部分が、将来の30年、40年

先に、宮崎県のほうにしわ寄せが来ると。そう

いう思いがあるから、早く段取りをしていかな

ければ、国体開催に向けて、いい、宮崎らしい

国体にするための準備が間に合わない。

もっと外部指導者の話もありますが、宮崎国

体を経験した選手の青年の方たちが今60を迎え

ています。そのときの指導者は70前後になって

います。ですから、この方たちが経験したもの

を生かしていかなきゃいかん、そういう時期に

来ているんですね。だから、「いつやるんです

か」と言ったら、「今始めなきゃ間に合わな

い」というような現場の声もあります。ですか

ら、知事、やるということは決めているのであ

れば、早くいつできるかを考えてくれという指

示を出してください。そうすれば、みんな動き

出します。そして準備する。できないならでき

ないという話をするし、施設の問題も含めて具

体的にはやりますから。要は、知事自身が国体

ということをどこかの段階ではおっしゃらない

と、やる気がないんだというふうにとられる状

況になるからですね。ぜひ知事にリーダーシッ

プをとっていただきたいという思いは強くござ

います。この件につきましては、恐らく堂々め

ぐりになりますから、また機会を見てお話しし

たいと思いますし、特別委員会等の中でまたこ

の話題が出ると思いますので、またしっかりと

お伝えしていきたいと思っています。

現在の国体の話を、ちょっと私なりに理解し

ている部分をお話ししますが、国体は今、30位

台を目標にしております。今後の競技力向上の

課題としては、女性の強化というものがありま

す。女性の強化といいましても、年齢層があり

ますけれども、例えば宮崎でしたら宮崎銀行陸

上部のように、地元企業が協力して選手を育て

ていただいている。これは大変ありがたいこと

だと思っていますし、家庭を持ったママさんア

スリートと言われるような、そういう方たちの

環境整備、これも進めなきゃいけない。いずれ

にしても、そういった環境整備も含めて取り組

むには、一日でも早く―一日では無理です

―一年でも早く取りかからないと準備が間に

合わない。そういう思いで今回は質問しました
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し、知事には、ぜひ県がやりますからと手を挙

げてくださいと言っているんじゃないです。計

画を早くどこかにつくってもらわない限りは目

に見えません。そして、我々も現場も、目標設

定を早くしてほしいと、このことだけはお伝え

して、次の質問に入りたいと思います。

次は、ＰＥＤに対する取り組みでございます

が、これは、初日、山下議員、昨日も田口議員

からお尋ねがありましたので、内容、概要はわ

かります。ただ、その中でも、ぜひ知事に伺い

たいのは、12月11日、農水省から対策の徹底を

ということで通知文が来ておりますが、この通

知文を受けまして、口蹄疫を経験した宮崎県の

知事として、そのとき、どのような決意を持っ

て指示をされたのか。12月11日の対応をお尋ね

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、口蹄疫を経験

しておるわけであります。二度とこのような事

態を起こしてはならないということで、日本一

の防疫体制を構築するために、これまでも、水

際防疫、地域防疫、農場防疫、さらに迅速な防

疫措置というものを４つの柱として、さまざま

な対策を進めてきたところでございます。今回

のＰＥＤにつきましては、沖縄県での発生以

降、逐次、担当部局から発生状況などの報告を

受けておりまして、12月11日付の国からの通知

についても承知しているところであります。本

県では、その前日の12月10日に、ＰＥＤの疑い

事例が確認されましたので、すぐに担当部局に

対し、迅速な情報の提供と防疫の徹底などを関

係機関と連携してしっかり行うよう、指示した

ところであります。

○有岡浩一議員 例えば、12月19日、屠畜場の

搬入口の消毒徹底を指導したとか、12月11日は

注意喚起周知をしたという話なんですね。た

だ、現場がこういう注意喚起をしたから実際

やっているか、指導したからやっているか、こ

れは大変疑問でありまして、今回の広がった原

因に、再度文書が来たように、屠畜場での車の

搬入、こういった現場が問題だったというふう

に言われていますので、こういった初動体制の

関係は―宮大も協力してやっていただけるよ

うですが―しっかりと取り組まなければ。宮

崎県の口蹄疫の恩返しは、こういう初動体制を

しっかりやって防疫をやる。それが宮崎県の恩

返しです。そのことをもう一度確認して、畜産

県宮崎を守るのは知事の使命ですので、そうい

う姿を見せていただきたいと思っております。

今後は、そういう思いでやっていただきたいと

思っております。

では、ＴＰＰの質問に移らせていただきま

す。ＴＰＰ協定締結が今議論されていますが、

本県の農業を守るために、どのような対策が行

われ、どのような影響が出るかということ、具

体的には、先日の報告会がございましたが、見

えてこないというのも事実です。しかし、本県

の農業を守るという知事のスタンスであります

ので、この対策についての見解をお尋ねいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定でありま

す。交渉内容が非公開とされておりますことか

ら、先日もそういう報告会もいただいたところ

でありますが、なかなかその影響というものを

今の時点で正確に推しはかることができない状

況であります。１次産業を基幹産業とする本県

にとりまして、畜産を初めとする農林水産業へ

の影響のみならず、地域経済への大きな影響が

懸念されるところであります。

県としましては、農業・農村というものは、

食料を生産するという機能のみならず、美しい
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風景や伝統・文化を培う基盤としても大変重要

であります。また、これを守り、後世に引き継

いでいくことは、今を生きる私たちの責務であ

るというふうに考えております。こうした農業

分野における国際的な競争が厳しさを増す中

で、本県農業・農村の活力を維持し、今後も発

展させていくためには、競争力のある産地やそ

の中核となる意欲的な担い手の育成が急務であ

ると考えております。今後とも、市町村や農業

団体、農業委員会等としっかり連携しながら、

農地中間管理機構や新たな米政策など、国の新

たな農業政策を最大限に活用しまして、産地構

造の改革と資源管理を強化して、農業の成長産

業化に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 そこで、私は、「ＴＰＰのた

めのレポート」ということで、河添恵子氏の著

書を紹介したいと思います。「だから中国は日

本の農地を買いにやって来る」という本であり

ます。中国マネーが世界中で大規模農地や農場

の買収を進めているということは、マスコミの

情報で皆さん御存じだと思いますが、特に世界

最大の養豚企業でありますアメリカのスミス

フィールド・フーズが中国資本に買収された

り、フランスのワイン産地ボルドーのかなりの

シャトーが中国資本に買収され、大きな問題に

なっているという情報があります。そういった

流れの中で、中国企業が、経営が不安定になっ

た、または高齢化で後継者がいない、そういっ

たところを狙っているというふうな記事がござ

いまして、本県のように、ＰＥＤやＴＰＰ、こ

ういった環境の中で、宮崎の農業を守っていく

ということは大変大きな課題でございます。こ

の本の中の考え方として、ＴＰＰ協定により経

営基盤が厳しくなる中で、本県の農業・農村を

狙っているというのでしょうか。外国資本に対

してどのような備えをすべきか、考え方を知事

にお尋ねしたいと思います。

ちなみに、ペーパーカンパニーを使って借地

をしたり、そういった動きも全国の中ではある

ようですので、対策について、知事のお考えを

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 海外資本から狙われる

というようなことで今御指摘があったところで

ございますが、そのような動きの前に、まず

は、担い手の高齢化であるとか後継者不足、そ

れから、産地のいろんな意味での弱体化という

ものが課題であろうかというふうに考えており

まして、先ほど申しましたような、しっかりと

したいろんな対策を行うことにより、競争力の

ある産地や、その中核となる意欲的な担い手を

育成していくこと、そして、宮崎の農業生産基

盤を確固たるものにしていくことが、そのよう

な問題、御指摘、懸念に対する対策となろうか

というふうに考えております。

○有岡浩一議員 中国に対して、この本の中で

紹介してあるのは、「上に政策あれば下に対策

あり」ということで、長いスパン、10年、20年

かけて、こういう対策をとってくるというのが

外国資本の動きですので、今だけじゃなく長い

スパンで、こういったものに対しても対策を

とっていただきながら、宮崎県の環境を保持す

る農業の保全に努めていただきたいと思ってお

ります。

続きまして、時間が参りましたので―沖縄

県の基地負担軽減につきまして、これは２年前

に質問いたしました。今秋までには合意を目指

すとありますので、この質問につきましては、

新協定―日米地位協定を補足するもの―の

交渉の結果を受けまして、また再度、質問させ
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ていただきたいと思います。これで知事の政治

姿勢につきましては終わらせていただきます。

次に、教育長にお尋ねいたします。先ほども

ちょっと触れましたが、外部指導者の活用とい

うことで、中学、高校に外部指導者制度がござ

います。競技力向上も必要ですし、外部指導者

というものが今後必要になってくるというの

は、現場の声でございます。外部指導者の位置

づけや活用について、教育長の所見をお尋ねい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 部活動におきまして

は、多くの学校で、専門的な技能を持っておら

れる地域の方々に、外部指導者としてボラン

ティアで協力いただいておりまして、本当に感

謝しているところであります。県教育委員会で

は、運動部活動の外部指導者を対象とした研修

会を実施しており、受講された方は、学校の正

式な指導者として登録いただいております。

さっきの宮崎国体だとか宮崎インターハイで御

指導された先生方とか、いろんな方が頭に浮か

ぶんですが、高い指導実績をお持ちの退職教員

や競技実績のすぐれた方は、部活動の指導者と

して貴重な人材であると考えますので、今後と

も、このような方々の御支援をいただきなが

ら、運動部活動が一層盛んになるように努めて

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 人材はここにしかないと思い

ますので、大切に育てていただきたいと思って

います。

最後に、警察本部長にお尋ねいたします。日

向警察署が新しくなり、訓練棟の整備もありま

して、周辺警察署の職員の方々も大変負担軽減

になって助かっているというお話を聞きまし

た。そこで、地域のニーズや現場の職員の皆さ

ん方の意見を尊重した、今後の警察署の整備に

ついての見解をお尋ねいたします。

○警察本部長（白川靖浩君） 警察署は、防災

活動拠点としての機能を含め、地域における安

全・安心の拠点として、重要な役割を担ってお

ります。このため、警察活動を十分に行うため

に必要な設備を有する施設であることはもとよ

り、当直仮眠室の個室化など、職員の勤務環境

の改善と負担軽減にも配慮した整備が必要であ

ります。さらに、警察署は、県民が各種の許認

可や相談で来訪する施設でありますことから、

駐車場の確保やプライバシーが守られる相談室

の設置、エレベーターを初めとするバリアフリ

ー化など、住民の利便性にも十分配慮していか

なければならないものと考えております。厳し

い財政状況の中ではありますが、今後とも、県

警察では、地域のニーズに応えるとともに、災

害その他の事態に的確に対応できるよう、老朽

狭隘化の進んだ警察署の整備について、関係部

局と協議を進めてまいります。

○有岡浩一議員 ぜひ今後の整備を期待してお

ります。

以上で私の今回の質問を全て終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、内村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の内村仁子でございます。本日も、私の地元か

ら、そして宮崎の友達、道づくりを考える女性

の仲間と、多くの方においでいただきました。

ありがとうございます。元気を出して、私の定

番であります「女性の立場から、小さな声も届

ける」ために質問してまいります。

私はこれまでに、都城志布志道路の早期完成

について、何回も質問と要望をしてまいりまし

た。昨日、中村議員からも質問があり、知事は

「重要な道路であると認識している」との前向
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きな答弁をされました。４月30日に都城で開催

された都城志布志道路整備・活用促進大会に

は、忙しい中、知事も参加され、挨拶をいただ

きました。また、交流会には内田副知事におい

でいただき、みんな大変喜んでおりました。感

謝、感謝でございます。今回、道づくりを考え

る宮崎中央女性の会の応援のもと、都城市、鹿

児島県の曽於市、志布志市の女性と一緒に、

「道づくりを考える都城広域女性の会」を設立

しました。そこで、知事に、４月30日の大会に

おいでいただいたときの感想を伺います。

次に、男女共同参画推進について総務部長に

お尋ねします。

安倍総理は、たびたび「これからは女性の時

代」と言われております。まず、知事部局にお

ける女性の管理職への登用状況を伺います。

２点目に、先般、宮崎県内の女性管理職が少

ないと報道されました。県内の市町村における

女性管理職の登用状況を伺います。

３点目に、管理職になるには、多くの経験と

見識、研修を積み重ねての地位向上が図られな

ければなりませんが、知事部局における女性職

員の今後の登用についての認識を伺います。

続きまして、ことしの４月、初めて女性の会

計管理者が誕生し、この議場の知事部局側に女

性が着座しておられます。大変うれしく、頼も

しく感じております。さまざまなプレッシャー

も感じておられることと思いますが、会計管理

者としての業務に対する認識と意気込みについ

て伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

都城志布志道路についてであります。この道

路の整備の重要性については、昨日も答弁した

とおりでありまして、都城圏域、また南九州圏

域全体を考える上で、欠くべからざる、また整

備を急ぐべき高規格道路であるというふうに認

識しております。５月30日に開催されました都

城志布志道路整備・活用促進大会につきまして

は、私も、多くの県民の皆様が集まるというよ

うなことで、ぜひとも参加したいという思いか

ら、翌日、長野県の松本市で子育て同盟サミッ

トが開催されるので、その日のうちに松本に移

動する必要性はあったわけでありますが、大会

関係者の皆様の御理解をいただく中で、大会の

冒頭に、特別に時間をいただいて、挨拶させて

いただいたところでございます。その後、松本

に向かいまして、着いたのが深夜の零時であっ

たところでございます。何とか、ぎりぎりの中

で出席させていただきました。

大会は、立ち見が出るほど、ホールがいっぱ

いにあふれる中、大変熱気を感じたところでご

ざいますし、ホールの中ほどには―きょう内

村議員のジャケットは、道づくりを考える女性

の会のピンクのはっぴを思い出させるものがあ

りますが―はっぴを着た女性の皆さんが中央

を陣取られて、大変熱意を感じたところでござ

います。整備促進を望む参加者の熱い思いとい

うものを直接肌身で感じたところでございま

す。

また、九州地方整備局、岩﨑局長にも参加い

ただき、その熱意というものをじかに感じてい

ただくことができたのではないかと、大変あり

がたく思っております。また、きょうつけてお

られますが、新しいバッジ、「はよしっくいや

ん」という直接のメッセージも、そういったと

ころでアピールされているところでありまし

て、私としても、整備を加速させていきたいと
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いう決意を、その場で、挨拶で表明させていた

だいたところでございます。

今後とも、国に対しまして、予算確保を積極

的に働きかけるとともに、県議会を初め、沿線

自治体、商工関係団体、道づくりを考える女性

の会などの御支援もいただきながら、国や鹿児

島県とも十分連携を図り―鹿児島県の伊藤知

事につきましては、先日、九州地方知事会でお

会いしましたときに、東九州道の日南―串間―

志布志のルートの決定に対する御理解にお礼を

申し上げますとともに、都城志布志道路の加速

化についての協力をお願いしたところでござい

ます。こういった各方面との連携を図りなが

ら、全線の早期完成に向けまして、今後とも、

全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（成合 修君）〔登壇〕 お答えい

たします。

知事部局における女性職員の管理職への登用

状況についてであります。本年４月１日におけ

る知事部局の課長級以上の女性職員は、部長級

１名、次長級３名、課長級12名の計16名で、昨

年度に比べまして２名の増となっております。

また、課長級以上に占めます女性職員の割合

は5.9％となっており、積極的な女性職員の登用

に努めたところでございます。

次に、市町村の状況についてでございます。

地方公共団体定員管理調査結果によりますと、

県内市町村の一般行政職における課長級以上の

女性職員は、平成25年４月１日現在、24名で、

課長級以上に占める女性職員の割合は3.5％と

なっております。

次に、知事部局での今後の女性職員の登用に

係る認識についてであります。女性職員の登用

につきましては、男女共同参画の観点はもとよ

りでございますが、多様化する県民ニーズや県

民目線に立った施策の推進などを図っていくた

めに、女性職員がその能力を最大限に発揮して

いくことが大変重要であると認識いたしており

ます。このため、「第２次みやざき男女共同参

画プラン」におきましては、知事部局における

副主幹以上の役付職員に占める女性の割合を、

平成28年度までに12.5％とする数値目標を設定

し、女性職員の登用に取り組んでいるところで

ございます。県といたしましては、さまざまな

職務の経験等を通じまして、意欲と能力のある

女性職員の育成や、働きやすい環境の整備など

に取り組むことにより、今後とも、女性職員の

積極的な登用に努めてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

○会計管理者（舟田美揮子君）〔登壇〕 お答

えいたします。

会計管理者としての業務に対する認識等につ

いてでございます。会計管理局は、基金などを

含む現金の出納・保管を初め、予算を執行する

各所属の会計書類の審査・指導など、会計事務

の適正な執行を確保する役割を担っており、そ

の業務は、県行政を支えるいわば基礎ともなる

重要なものと認識しているところでございま

す。このような認識のもと、私は、会計管理者

といたしまして、その職責をしっかりと果たす

よう、若手職員や女性職員など、日々感じてお

ります担当職員の職務に対する熱い思いや個性

と能力を最大限に生かしながら、公正で適正な

会計事務の執行に全力で努めてまいりたいと考

えているところでございます。以上でございま

す。〔降壇〕

○内村仁子議員 答弁ありがとうございまし

た。都城志布志道路につきまして、知事から熱

い思いを語っていただきました。今回、国土交
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通省からは、平塚―横市間を30年に開通予定

と、工事期間の発表がありました。今までに30

年にという数字は出ておりませんでしたけれど

も、工事めどの発表により、明るい兆しが見え

たような気がします。これは、防災の道、産業

の道、医療の道として位置づけられた悲願の道

です。移転工事の進む都城市郡医師会病院も、

大分骨組みも見えてまいりました。私たち住民

も、これから頑張って働きかけていきたいと思

いますので、知事も国への要望をさらに、さら

に、またよろしくお願いします。「はよしっく

いやん。あたいどんが生きちょるうち」という

のがみんなの願いであります。よろしくお願い

します。

また、今、会計管理者から意気込みを伺いま

す。これまで教育委員長も堂々と答弁してこら

れました。プレッシャーをかけるわけではあり

ませんが、これからも女性の登用がなされるよ

う頑張っていただきますよう、お願いいたしま

す。

また、せんだっての報道によりますと、霞が

関各省庁で30％の女性を採用するという報道が

なされました。そして、若手の女性の獲得に各

省庁が躍起になっているという報道もされてお

ります。これからも、ぜひ県庁の女性の皆さ

ん、そしてまた、それに合わせて男性も頑張っ

ていただきたいと思っております。

続きまして、教育長にお尋ねいたします。就

学時の健康診断の検査項目にはどんなものがあ

るか、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 就学時の健康診断に

おける検査項目につきましては、学校保健安全

法の施行令第２条に規定されておりまして、栄

養状態、脊柱（背骨）及び胸郭（胸）の疾病及

び異常の有無、視力及び聴力、目の疾病及び異

常の有無、耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無、

歯及び口腔（口）の疾病及び異常の有無、その

他の疾病及び異常の有無と定められておりま

す。

○内村仁子議員 今、目の検査があるというこ

とを伺いましたが、この目の検査の中に、色弱

者への対応、いわゆる色覚検査があるか伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 色覚検査につきまし

ては、就学時健康診断では、昭和48年に法が改

正され、検査項目から削除されており、現在、

実施されておりません。また、学術用語でいう

「色覚異常」を、文部科学省の通知等では「色

覚の特性を有する」と表現されておりますが、

その色覚の特性を有する児童生徒が支障なく学

校生活を送ることができるような環境が整って

きたことから、学校で行われる定期健康診断で

は、法の規定において、平成15年度より色覚検

査は必須項目ではなくなっております。必須で

はありませんが、現在、学習指導や進路指導な

どあらゆる教育活動に際して、色覚の特性を有

する児童生徒に配慮するため、保護者の希望等

に応じて、個別に検査を実施いたしておりま

す。

○内村仁子議員 私たちの子供のころは、色弱

の方々を色盲と表現されておりました。しか

し、今、一部差別的な含みもあるのではないか

ということで、この言葉は使われておりませ

ん。色弱者ということで表現させていただきま

すが、色の判別がつきにくい方を呼ばせても

らっておりますけれども、色弱は先天的、そし

て遺伝的特徴で、特に男性に発現が多く、およ

そ男性の５％、女性の0.2％に発現し、日本には

約320万人の色弱者がおられる試算となります。

平成24年度の宮崎県の人口が男性52万8,550人、
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その５％２万6,429人、女性59万7,329人、そ

の0.2％1,194人、合計約２万7,623人の色弱者が

おられる試算となります。これは大変な数にな

りますが、今の個別に検査を実施との答弁です

が、この色覚検査を今後、検査項目に入れるべ

きではないかと思いますが、教育長の考えを伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 色覚検査が定期健康

診断の必須項目から削除されたことにより、自

分の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え、就

職に当たって初めて色覚による就業規則に直面

するというような状況もございました。児童生

徒がこのような不利益を受ける事態を防ぐ手だ

てが必要だと認識いたしております。国におい

ては、色覚の特性や検査の目的など基本的事項

について、保護者、児童生徒への周知を図り、

希望者については、検査を実施する方針をより

明確化されております。本県教育委員会におい

ても、市町村教育委員会や学校に、文部科学省

の方針と同様の趣旨の通知を行い、既に指導の

徹底を図ったところであります。今後とも、さ

まざまな機会を捉えて指導を行い、教職員が色

覚の特性について正しい知識を持ち、児童生徒

に対して配慮を行うとともに、適切な指導が行

えるよう努めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 学校での対応ということで、

もしそのような児童生徒がいても、先生がわか

らずに、例えばグリーンのボード―昔は黒板

でしたけれども、今、グリーン系になっており

ます。そこに赤色のチョークで字を書かれる

と、見えないわけですね。赤と緑が重なると、

全てが黄土色に見えるわけです。特に男の子

が、警察官やパイロットになりたいと夢を抱い

て大きくなって、そのときに就職が難しい事実

が出てまいります。いろんな案内のリード看板

にしても、東京の地下鉄にしても、何々線、何

々線といって矢印がしてありますが、それが全

て黄土色に見えるという、識別が不可能となる

ことが出ております。プライバシーを確保し

て、県独自でこの検査ができないか、再度お尋

ねします。

○教育長（飛田 洋君） 一連の質問をお聞き

しながら、戸惑うようなことがあってはならな

いと、改めて深く認識しているところです。問

題は、それをどう防ぐかということでありまし

て、現在は、希望する子供たちには、保護者が

同意すればできるということになっています

が、それをどうやって徹底するかということに

なると思うんです。今、徹底していない原因と

して、保護者の同意ということですが、保護者

等に対して、色覚の検査に関する基本的事項に

ついての周知が十分に行われていないのではな

いかという指摘がございます。そこで、じゃ具

体的にどういう手だてが考えられるかというこ

とですが、例えば、全児童生徒を対象に行って

おります保健調査等に新たな項目を追加するこ

となどで、色覚の検査について保護者にきちん

と周知し、保護者の意向を確実に把握できる方

法をとるなど、そのような事態―就職などで

戸惑うような事態―を避けるような方策を学

校でとることができないか、検討してまいりた

いと考えております。

○内村仁子議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

それでは、続きまして、本県の私立小・中・

高等学校の耐震化率について、総合政策部長に

お尋ねします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県の私立

学校の校舎等の耐震化につきましては、小中学

校は、既に耐震化率100％となっておりますが、
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高等学校の耐震化率は、平成26年４月１日現在

で、約82％となっております。

○内村仁子議員 私立学校の耐震化率は82％と

今答弁いただきましたが、少子化により、私立

高校も経営が大変厳しくなっていると伺ってお

ります。県立高校は全て耐震化が進み、同じ宮

崎県の生徒の命を守ることは、差があってはな

らないと思います。私立高校も県立高校も、そ

れぞれが特徴を出しながら、宮崎県の子供たち

を大事に育てて教育してもらっております。こ

のことについて県の補助ができないものか、総

合政策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 耐震化に

は、御指摘ありましたように、多額の費用がか

かるというところがございます。現在、国にお

きましては、耐震診断や耐震補強工事等に対

し、原則として、補助率３分の１以内の補助事

業がございます。本県の私立学校でも、最近５

カ年で、中学校１校、高等学校３校が、この補

助金を活用することによりまして、校舎等の耐

震化を進めていらっしゃるところでございま

す。このような中、国におきまして、平成26年

度当初予算で、新たに耐震改築工事も補助対象

にするなど、制度の拡充が図られたところでご

ざいます。県といたしましても、私立学校に対

する経常費の補助事業を初め、さまざまな助成

により、私学振興及び経営の安定化を図ってい

るところでございます。今後とも、耐震化が進

んでいない学校の実情を詳細にお伺いしまし

て、経営計画など、学校の将来の方向性を踏ま

えた上で、耐震化を進めるように働きかけてま

いりたいと思います。

○内村仁子議員 今答弁いただきましたが、私

立高校もいろんな面で頑張って、先ほど二見議

員からもちょっと出ましたけれども、それぞれ

特色ある授業をしておられます。耐震化につい

ては、私は前の議会でも１回出しております

が、ぜひ考慮していただきたいと再度お願いし

ておきます。

続きまして、児童虐待に入らせていただきま

す。児童虐待について福祉保健部長にお尋ねし

ます。今、都城管内の児童相談所では、児童虐

待が増加していると聞いています。そのほかの

中央及び延岡相談所の平成23年度以降の虐待件

数の状況を伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 中央児童相談

所における虐待相談対応件数は、平成23年度200

件、24年度220件で、延岡児童相談所では、23年

度71件、24年度68件となっております。な

お、25年度につきましては、現在、取りまとめ

中でありますが、県全体といたしましては、前

年度に比べ増加する見込みとなっております。

○内村仁子議員 児童虐待については、私は議

会のたびに出しておりますが、この条件といい

ますか原因が、ほとんど貧困、そういうものに

入ってくるということで、宮崎県の経済状況が

絡んでくるのではないかと心配しております。

そしてまた、児童虐待の相談においては、スピ

ード感を持って当たってほしいということも以

前申し上げました。去年、アメリカに行ったと

きに、アメリカでは、１回子供が説明すれば、

児童虐待を訴えれば、全ての警察、そして弁護

士、いろんな方が一緒のところで聞いて、１回

の説明で終わるんですが、まだ今の日本の状態

では、ここで話をし、ここで説明し、何回も聞

き取るということが行われているみたいですの

で、児童虐待については、いろんな制度がある

と思いますけれども、これからも精いっぱい頑

張っていただきたいと思っております。小さな

命が数時間のうちになくなるという実態も出て
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おりますので、ぜひお願いしたいと思います。

そして、これまでの議会でも、児童虐待のサ

ポートはスピード化が必要であるということを

申し上げておりますけれども、現在、宮崎県で

は、夜間、休日の相談があったときの対応はど

のようになっているか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 児童相談所に

おきましては、虐待相談に迅速に対応するた

め、担当職員に公用の携帯電話を所持させ、24

時間365日、速やかに担当職員に連絡できる体制

を整えておりまして、例えば、子供自身が保護

を求めていたり、「このままでは何をするかわ

からない」という親からの切迫した訴えがある

場合など、緊急性が高いと判断されたケースに

ついては、直ちに現場に急行し児童を確認する

とともに、必要に応じて一時保護等の対応を

行っております。また、それ以外のケースにつ

きましても、国の指針に基づき、市町村などの

関係機関と連携し、48時間以内に目視により対

象児童を確認した上で、状況に応じた助言・指

導等の対応を行うとともに、必要な場合は、定

期訪問による見守り等を実施しているところで

ございます。

○内村仁子議員 児童虐待は、まだまだこれか

ら、いろんなことで、いろんな問題があると思

いますので、これからも職員の皆さんの対応を

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、子宮頸がん予防ワクチンについ

てお尋ねいたします。私は、昨年の６月議会

で、子宮頸がん予防ワクチンの接種により、副

反応で苦しんでいる患者について質問しまし

た。そのときの答弁で、接種後の副反応報告

は、厚生労働省の数字によりますと、1,968件、

重篤な症例は106件とありました。そして、この

接種制度について、市町村と連携し、接種の勧

奨を行っていると答弁しておられます。しか

し、その２日後には、厚生労働省から積極的勧

奨をしないと出されました。これは積極的では

ないものですから、ワクチンを接種に行けば、

まだ接種されている状態が続いております。今

も若い女性がその副反応で大変苦しんでいま

す。

この事業では、平成22年から24年までの３年

間に、市町村の負担も入れて、約10億円の事業

となっております。県内では、22年11月から25

年３月まで、延べ３万1,000人が７万2,731回接

種しておられます。これは、１人で３回受けな

いと効き目がないということで、３回、１人に

５万円かかるけれども、無料だということで、

無料なら受けておったほうがいいという感じで

受けられた方も非常に多いと伺っております。

今とめておりますけれども、子宮頸がん予防ワ

クチンの積極的勧奨が再開された場合は、県は

どのように対応されるか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子宮頸がん予

防ワクチンにつきましては、現在、国におい

て、積極的な勧奨の取り扱いが慎重に審議され

ております。県としましては、今後、積極的勧

奨が再開された場合は、国の方針に基づき、必

要な情報提供を行いますとともに、市町村と連

携し、接種の勧奨に努めてまいることになると

考えております。

○内村仁子議員 ことしの３月の議会でも、全

く同じ答弁をしておられます。子宮頸がん予防

ワクチンについては、「国のほうが再開となっ

た場合は、また再開します」という答弁をその

ときにしておられますが、子宮頸がん予防ワク

チンの副反応について、薬害オンブズパースン

によりますと、ことしの４月25日、厚生労働省

は、子宮頸がん予防ワクチンの副反応を「心身
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の反応であり、ワクチンの成分が原因ではな

い」とする見解をことしの１月にまとめた審議

会のメンバーについて、利益相反の申告内容に

誤りがあったということを公表しました。

議事録では、委員15人中11人（約73％）が、

当該ワクチンメーカーから奨学寄附金あるいは

講演料を受け取っており、このうち３名（約20

％）は、議決に参加できないレベルの利益相反

とされています。しかし、名前は公表されてお

りません。アメリカでは、10ドル―今のレー

トでいくと約1,000円ぐらいでしょうか―の寄

附を受けても、100万ドル、約１億円の罰金が科

され、氏名も公表されるとのことです。日本で

は、そこの規制がまだまだ甘くて、名前の公表

まではされておりません。今、薬害オンブズパ

ースンのほうでは、名前も公表するように厚生

労働省に申し入れがしてあるということです

が、このような利益供応のあった審議委員が出

した結果で、多くの女性が後遺症に苦しんでお

ります。それがわかっていても、国の方針で積

極的勧奨と出たら、県として積極的勧奨をされ

るのか。

今、ここに「副反応被害報告集」というのが

あります。この中で、副反応のあった、ワクチ

ンをされた12歳から15歳、16歳の女性が、物す

ごい苦しみを味わっていらっしゃいます。中に

は、21軒の医療機関を回られて、病名がわから

ない、そして治療法がわからないということ

で、大変苦しんでいらっしゃいます。この報告

集の中にいろいろ手記が書いてありますが、

きょうまで元気だった子供があしたには歩けな

くなっている、そして、自分の母親の顔さえも

わからない、記憶障害が出ております。実名で

家族も本人も記録を出している方がいらっしゃ

います。このようにして、もう３年間苦しんで

学校にも行けない、体に紫の斑点が出ている、

記憶障害が出ている、生理不順で生理がとまっ

てしまっている―この人は今18歳です。２回

ワクチンを受けていらっしゃいます。そして、

親の顔さえもわからない、全身の痛み、疲労

感、感覚がわからない、筋力が落ち、脱力感で

何もできない、目まいがする、食欲もない、い

ろんな反応が出て、家族ともどもすごく苦しん

でいらっしゃいます。生徒会の副会長をした

り、学校に楽しく行っていたり、部活の副キャ

プテンをしたりとか、いろんなことをしていた

子供さんが、突然このような被害に遭っておら

れます。激しい膝の痛み、両腕の痛み―テレ

ビで皆さん見られたと思いますけれども、全身

がけいれんしている子供さんもおられます。実

際このような反応が出ている、そして、どうし

て私がこういうふうに苦しまなければならない

のかというのを、この報告集に書いておられま

す。それであっても、こういうのが出ていて

も、国のほうが再開するとなったときに、県と

しても、部長はまだ再開されるつもりでおられ

るのか。

この患者さんが行っていらっしゃる病院で、

「先生の子供さんがもしこういう病気になった

らどうされますか」ということも問うていらっ

しゃるわけですが、それに対して医者は何も言

わなかったということも書いてあります。今、

薬害でいろんなことが出ていることも、たくさ

ん報告されておりますが、これほど今まで元気

だった女性がこういう病気になる、考えられな

い状態です。若い年代の性交渉で子宮頸がんに

なる率が高いと出ておりますけれども、そちら

のほうの教育をしたほうがいいんじゃないかと

私は思うんですが、積極的勧奨が再開されたと

きに、県ではそれを再開されるのか、再度お尋
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ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 議員の先ほど

からのお話にありましたように、昨年の６月か

ら、ワクチンと副反応の因果関係ということに

ついて、国のほうで専門家も交えて、今、検討

を慎重になさっております。積極的な勧奨が再

開されるということは、そこの因果関係につい

て認められないという判断のもとに、積極的勧

奨がなされるというふうに理解しておりますの

で、そういう場合は、先ほど申し上げましたよ

うに、必要な情報は提供しながら、接種の勧奨

に努めてまいることになると考えております。

○内村仁子議員 くれぐれもこのワクチンにつ

いては、皆さんで共有していったほうがいいん

じゃないかなと思っております。こういう実態

が出てからでは、犠牲になられた子供さんへの

言いわけはどうにもならないと思いますので、

この件については、みんなで共有していけたら

いいんじゃないかなと思っております。

続きまして、妊婦健診についてお尋ねいたし

ます。妊婦健診は、25年度からは国庫補助がな

くなり、一般財源化されたために、都城市で

は、妊婦健診に単独で25年度１億7,300万円支出

しています。少子化、少子化、人口減少、自治

体がなくなるという心配をされていながら、県

からの支援は全然ありません。県財政も厳しい

とは思いますが、平成24年度までで終了した妊

婦健康診査９回分に匹敵する国庫補助を県の補

助で補塡できないのか、ぜひ検討していただき

たいと思いますが、福祉保健部長の答弁をお願

いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 議員のお話し

のように、妊婦健康診査は、24年度までは補助

事業という形でありましたが、平成25年度から

市町村へ交付税措置ということで、財源保障が

なされております。そういうことでありますの

で、市町村の判断によって実施されるものであ

るというふうに考えております。なお、県とい

たしましては、安心してお産を迎えるために

も、妊婦健康診査は大変重要であると考えてお

りますので、県庁ホームページや母子健康手帳

の配付時等を活用いたしまして、妊婦健康診査

の受診の勧奨に努めているところであります。

○内村仁子議員 平成26年度都城市・三股町行

政懇話会というのが５月14日に開催されまし

た。私ども県議会と、都城市、三股町の三役

が、一緒に協議しながら進めた懇話会でござい

ます。この中でも、妊婦健康診査への補助制度

の創設について要望が出されております。都城

市の自治体が１億7,300万円も支出するというの

は、なかなか大変な事業となっておりますが、

これから、本来の目的である母子保健の充実の

基礎となるもので、妊娠中の異常の早期発見や

予防等の健康管理、安全な出産と健康な子供の

出生を確保するために欠くことのできない事業

でありますので、ぜひ、またこちらのほうも検

討をお願いしたいと思います。

続きまして、同じ医療圏のことについてお尋

ねいたします。これも、都城市・三股町行政懇

話会での要望事項でありますが、これは、私は

去年の議会でも出しております。「県西のこど

も医療圏に対する支援について」というタイト

ルで出されておりますが、県西地区、都城には

県立病院がありません。宮崎には宮大医科部も

あり、非常に恵まれている地域ですが、県西地

区においては、小児科医を初めとして、医師の

確保が大変難しくなっております。このことに

ついて、知事の答弁をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今お話がございました

小児科医を含めた医師の確保は、県西地区はも
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とより、県全域にわたる大変重要な課題である

と認識しております。これまで、医師修学資金

の貸与でありますとか、宮崎大学医学部への地

域枠、地域特別枠の創設、また地域医療学講座

の設置など、県内の医療を担う医師の養成に取

り組んでいるところであります。また、県と宮

崎大学、県医師会及び市町村で構成します宮崎

県地域医療支援機構におきまして、臨床研修医

の確保や医師のキャリア形成支援など、若手医

師の確保に取り組んでおります。まず、全体の

パイを何とかふやしていこうということで、そ

れぞれ取り組んでおるところであります。

さらに新たな取り組みとしまして、昨年７月

に東京で開催したのに引き続きまして、先月末

には、本県ゆかりの福岡都市圏で活躍しておら

れる医師と県内の医療関係者との交流会を開催

したところで、私も出席しました。ちなみに、

冒頭申し上げました都城志布志道路整備・活用

促進大会の翌日、長野県で子育て同盟サミット

が行われた、その松本から飛行機で福岡に飛ん

で、それに出席したわけでございますが、ぎり

ぎりの予定の中で、可能な限りそういうところ

に出席し、その場には清山県議にも出席いただ

きまして、医師の立場で、いろんな先生方に声

をかけていただきました。要は、ネットワーク

をつくって、将来の宮崎での勤務につながるよ

うな、そのような取り組みをしておるところで

ございます。

また、レジナビフェアに出席したり、宮崎大

学医学部の５年生に講演を行ったり、知事とし

ての思いをさまざまな方に届けるという取り組

みもしておるところでございます。地域医療体

制の維持確保は、県民の皆様が宮崎らしい豊か

さを実感できる暮らしの重要な基盤であると考

えておりますので、今後とも、大学、医師会、

市町村など、関係機関と十分連携を図りなが

ら、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○内村仁子議員 都城北諸県医療圏では、昨年

度、救急医療体制を維持・存続させていくた

め、関係機関が一丸となって、あらゆる情報を

収集し行動していく、都城圏域救急医療広域連

携連絡協議会が立ち上がりました。去年の段階

では、これを準備中ということで、私は議会で

申し上げたところだったんですが、これが今、

立ち上がりましたが、何とか上物はできても、

医師がいなければ救急医療は務まりません。そ

して、今度、都城志布志道路も一緒に医療の道

として、曽於市、鹿児島県からの患者、そし

て、小林、西諸からの患者さんもふえると思い

ますので、ぜひ強力なリーダーシップのもと

で、医師確保に努めていただきたいと思いま

す。そして、安全に子供を育てていきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

続きまして、農家民泊についてお尋ねいたし

ます。私は、４月17日と18日、井上議員と、

「北きりしま田舎物語」として、えびの市で農

家民泊をしてまいりました。夜中の２時半まで

地元の方と語りました。すごく頑張っておられ

ましたが、受け入れ農家の増加は厳しく、風

呂、トイレ、炊事場の改修、布団の購入、初期

投資に苦慮しておられました。今、「北きりし

ま田舎物語」のほうでは、非常に修学旅行生が

ふえているということですけれども、関係部局

の支援について、まず、事業スタートの農政水

産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農政水産部に

おきましては、農家民泊を行う農家のスキル

アップや、グリーンツーリズム体験の需要拡大
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にも対応できる体制づくりが大変重要であると

認識しておりまして、これまで、市町村等と連

携しながら支援してきた結果、農家民宿等の数

は、５年前の約1.8倍、134軒にまで増大してお

ります。具体的には、農家が農家民宿を開業す

るために理解しておくべき、旅館業法、食品衛

生法などの各種法令や、そば打ちなどの体験交

流メニューのノウハウ習得に関する研修会を開

催するとともに、県内関係者のネットワークづ

くりやＰＲ活動等に対する支援を行っておりま

す。また、農家民宿開業に必要な施設改修等に

つきましては、農業近代化資金などの制度資金

もありますので、これら資金の活用促進を含

め、引き続き、関係機関一体となって、農家民

泊の取り組み拡大に努めてまいりたいと考えて

おります。

○内村仁子議員 次に、総合政策部長にお尋ね

いたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 農家民泊な

ど地域の資源を生かした取り組みは、地域の活

力を高める上でも大変重要であると認識してお

ります。総合政策部においては、農家民泊に特

化した支援制度というものではございませんけ

れども、例えば、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬

町、諸塚村、椎葉村が連携して、モニターツア

ーの実施など、農家民泊を活用し、教育旅行誘

致を図る取り組みを実施されておりまして、こ

の取り組みに対しまして、平成24年度に創設し

た「市町村間連携支援交付金」により支援を

行っているところでございます。このような地

域資源を活用しながら、持続可能な地域づくり

を図る取り組みに対しましては、引き続き、交

付金などを活用しながら、積極的に支援してま

いりたいと考えております。

○内村仁子議員 次に、商工観光労働部長に伺

います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 農家民泊

は、近年ニーズが高まっている体験型の教育旅

行の誘致や本県観光振興を図る上で、大変重要

な素材でありますことから、商工観光労働部に

おきましては、これまで誘客対策を中心に支援

してまいりました。特に、九州新幹線の開業に

よりアクセスが向上した関西地方をターゲット

に、教育旅行の誘致促進に向けて、各地域の農

家民泊団体や市町村などと連携し、旅行会社や

学校関係者へのセールス活動や現地視察会など

に積極的に取り組んでいるところであります。

このような中、北きりしま田舎物語推進協議会

では、昨年度初めて、関西の中学校４校、約400

名を受け入れましたが、今年度は、関東の専門

学校を含む７校、約1,000名を受け入れる予定と

なっております。また、西臼杵・入郷地域や西

都市では、台湾など海外からの受け入れも進ん

でおり、徐々に誘客対策の成果があらわれてき

ているものと考えております。今後とも、関係

機関・団体等と連携を図りながら、農家民泊を

生かした観光誘客の促進に努めてまいります。

○内村仁子議員 観光が疲弊すると言われる中

で、農家民泊はすばらしいシステムだと思って

おります。私たちも、井上議員とタケノコを

掘って、野菜をとりに行って、それで夜はごち

そうしてもらって、次の日はあく巻をつくっ

て、外で釜で御飯を炊いてということで、すご

く楽しい１日を過ごさせてもらったんですが、

こういう体験ができるために、県内の小中学校

の農家民泊の実施状況について教育長に伺いま

す。口にする食べ物がどのようにしてつくられ

ているか、生きた教育に最高だと思いますが、

教育長の答弁をお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 「北きりしま田舎物
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語」のお話がありましたが、受け入れ農家の一

戸がかつての私の教え子で、直接どんなことを

やったかとか、子供たちがどんな感想を持った

かというのは聞きました。子供たちにとって、

農家民泊は、農家に宿泊し、農業など農家の生

活を体験しながら、本県の基幹産業である農業

への体験的理解ができること、また、食べるこ

とや食への感謝、他人を思いやる心や社会性の

育成、さらには、郷土のよさを実感させる上か

らも有意義なことだと考えております。県内の

小中学校の農家民泊につきましては、平成24年

度は、小学校12校、中学校２校の計14校、平

成25年度は、小学校14校、中学校３校の計17校

が、宿泊先として、小林市、えびの市、高原

町、諸塚村、五ヶ瀬町の農家にお願いして実施

いたしております。

○内村仁子議員 小中学生の農家民泊がふえて

いるということは、非常に喜ばしいことだと思

いますので、修学旅行、何も鹿児島―歴史の

あるところですけれども、あそこまで行かなく

ても、農家民泊でいいんじゃないかなと思いま

した。

続きまして、環境農林水産常任委員会では、

今回、県北調査で、椎葉、高千穂方面、そして

渡川と、２日間で約500キロを走る行程で、地区

の方々と協議をし、研修をしてきました。種田

山頭火の句に「分け入っても分け入っても青い

山」というのがありますが、まさにそのとおり

でした。棚田がきれいに整備され、山、大地を

守っておられる地域の姿に触れました。しか

し、皆さん、鳥獣の被害に大変苦労しておられ

ます。ネットは張ってありますが、ネットが破

れるとか、いろんな苦労をしておられます。だ

けど、景色はすごくきれいに手入れがされてお

りました。この鳥獣対策についてどのように取

り組んでこられたのか、これまでも議会でたび

たび出ておりますが、総合政策部長にお尋ねし

ます。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 鳥獣被害対

策につきましては、平成22年度から、本庁及び

各地域に鳥獣被害対策特命チームを、さらに、

平成24年度には、鳥獣被害対策支援センターを

設置し、市町村や関係機関とも一体となって、

モデル集落での成功事例の創出やリーダーの育

成、効果的な防護柵の設置、適切な捕獲対策等

に取り組んでいるところでございます。これら

の取り組みにより、鳥獣を寄せつけない集落環

境の改善が進み、住民みずからも被害対策を実

施する機運が醸成され、モデル集落では、農作

物の被害が減少し、集落の未来が描けるように

なったとする事例も報告されているところでご

ざいます。また、有害鳥獣捕獲の効果的な取り

組みにより、県内の鹿推定生息頭数は、平成20

年度の約７万7,000頭から、平成24年度には約４

万1,000頭に減少したという成果も見られるとこ

ろでございます。

しかしながら、鳥獣被害は依然として深刻な

状況にございます。さらなる対策の強化が求め

られておりますことから、市町村、関係機関、

地域住民が一体となった被害対策の取り組みを

より一層推進するとともに、防護柵の設置や捕

獲対策を強化するなど、鳥獣被害対策に全庁を

挙げて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○内村仁子議員 私は去年、鹿川に行きまし

た。初めて行きましたが、すばらしい景観だと

思っておりました。今回は渡川に行きました

が、渡川というところに初めていきました。皆

さんが高齢者、そして若い方は少ないんです

が、それなりに一生懸命、地域で村づくり、ま
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ちづくりをしておられました。そこでつくった

弁当をいただきましたが、土地のもので地域の

奥さんたちがつくってくださって、それはそれ

はおいしいお弁当を提供していただきました。

このように、地域で一生懸命頑張っておられる

方がいらっしゃるということで、みんなで行っ

て、そういうところの方を励ましてあげるとい

うことも、私たちは大事な行政の仕事かなと

思っております。

同じく、環境農林水産常任委員会では、県南

地区で都城地区製材業協同組合に行きました。

こちらのほうでは県の補助が出ておりまして、

都城地区製材業協同組合は、都城市を中心に北

諸県郡内の木製材業16社で組合をつくり、原木

の市売り事業と製材機械ののこ目立て事業など

を行っておられました。今回調査しましたのこ

目立て機は、協同組合の理事長が、補助事業を

活用して、どうしても入れてほしいということ

で、ドイツ製の湿式の目立て機でした。九州で

初めて導入―日本で初めてじゃなかったのか

なと思いますけれども、すばらしいものが入っ

ておりました。これは、今までの乾式の目立て

機に比べて、湿式なものですから、粉じんが出

ない、職員の健康を守っていくということで、

大変すぐれた機械でありました。機械の技術は

日々改良が進んでおりますが、今回の事例のよ

うに、林業活性化の観点から、先進的なすぐれ

た機械の導入に当たっては、県が率先して支援

できるよう、必要な予算を確保すべきだと思い

ますが、環境森林部長に見解をお願いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 議員から御指

摘がありました、都城地区製材業協同組合で導

入されたドイツ製の目立て機につきましては、

国の森林整備加速化・林業再生事業により、昨

年度、導入を支援したところであります。この

ような高性能林業機械を導入し、県内の製材工

場の能力向上を図ることは、本県林業・木材産

業の成長産業化を進める上で、大変重要である

と考えております。このため、県といたしまし

ては、費用対効果も十分勘案しながら、高性能

林業機械の導入に向けて、引き続き支援してま

いりたいと考えておりますが、森林整備加速化

・林業再生事業につきましては、平成26年度で

終期を迎えますことから、その継続・拡充を国

に対し強く要望するなど、予算の確保に努めて

まいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。林業

は、なかなか木材価格の低迷で、今まで大変苦

労しておられました。しかし、木材の乾燥機を

入れていただくなど、大変良質な建築材ができ

るということで、今、大変喜んでおられますの

で、これからも林業への御支援をよろしくお願

いしたいと思います。

次に移ります。近年、ネットによる悲惨な事

件が起こっております。最近、熊本のほうでも

起こりました。このようなネット利用により起

こる犯罪被害の防止に向けて、どのような教育

を生徒さんにしておられるか、教育長にお尋ね

します。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

も、ネット利用に伴い、コミュニティーサイト

などを介した犯罪被害が発生しておりまして、

その防止というのは非常に大切で、児童生徒へ

の情報モラル教育の充実及び保護者への意識の

啓発が一層重要になってきたと考えておりま

す。そのため、各学校におきましては、警察な

どの専門家を招いて講話を実施したり、昨年

度、県教育委員会で、そういう犯罪に遭わない

ようにということなどを狙って作成しました情

報モラル啓発資料を用いて、児童生徒や保護者

平成26年６月13日(金)
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に対して、意識の啓発を図ったりするなどの取

り組みを行っております。

県教育委員会といたしましても、外部の専門

家による定期的なネットパトロールによって、

課題の把握と対応を行うとともに、ネット上の

トラブルの相談窓口として、目安箱サイトを開

設しまして、問題の解決に向けた方法を提示す

るなどの支援を行っております。今後とも、そ

ういう取り組みは進めてまいりますし、しっか

りとやっていきたいと思うんですが、根本的な

問題というのは、子供たち自身が危険を予測し

て、その危険がどういう結果をもたらすかを判

断して、適切な行動がとれることだと思いま

す。ですから、全教育活動を通じて、そういう

意識をきちんと持つように、今後も指導に努め

てまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ネット被害というのは、学校

だけではなかなか無理、また、家庭教育のほう

も大事だろうと思います。そういう観点では、

家庭と学校が一緒になって、これからもいろい

ろ取り組みをしていただきたいと思っておりま

す。

次に、県内のネット利用による児童被害の現

状と対策について。報道では、ネット利用によ

る事件だということをいろいろ言われておりま

すけれども、県警本部長にこのことについてお

尋ねします。

○警察本部長（白川靖浩君） 県内におけるイ

ンターネット利用による児童の犯罪被害の現状

でありますが、平成25年中、事件検挙によっ

て17名を保護しております。具体的には、青少

年健全育成条例違反、児童買春・児童ポルノ禁

止法違反、強制わいせつ等による被害となって

おります。警察では、インターネット利用によ

る児童の犯罪被害の防止を図るため、保護者及

び児童を対象として、学校等において、サイバ

ーセキュリティーカレッジや非行防止教室を開

催させていただいております。また、リーフ

レットを作成しまして、教育委員会の協力を得

て、中学、高校の入学者の保護者に配付するな

どの広報・啓発活動を行っております。さら

に、違法・有害情報から児童を守るため、県内

の携帯電話販売店に対し、フィルタリングの普

及のための協力を要請しておるところでござい

ます。今後とも、この種犯罪に対し積極的な事

件化を図るとともに、関係機関・団体と連携を

緊密にし、インターネット利用の危険性や正し

い利用方法に関する情報提供などの啓発活動を

行い、児童の犯罪被害の防止対策を推進してま

いります。

○内村仁子議員 ありがとうございます。安心

・安全が宮崎県には一番必要な事項だと思いま

すので、これからもよろしくお願いしたいと思

います。

先ほど、私は、色覚検査について、教育長に

お願いいたしました。このことにつきまし

て、2020年のオリンピック・パラリンピックが

開催される、そして宮崎県は、おもてなしプロ

ジェクトということで、選手の合宿受け入れを

やっていきたいということで、今までずっと出

されております。やはりどの方にも優しい、そ

して、障がい、ハンディがあっても、事情があ

るなしにかかわらず、それぞれ輝いている、こ

れが先進地ではないかなと思っております。宮

崎県として、色弱の方々も含めて、ユニバーサ

ルデザインの先進地となるよう、それがおもて

なしになると思っておりますので、看板もよく

目をつけていただきながら、これから先のユニ

バーサルデザインを考えながらしていただきた

いと思います。これは通告しておりませんでし
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たけれども、知事、一言答弁をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 東京オリンピック・パ

ラリンピックおもてなしプロジェクトを考える

上で、合宿の誘致というところ、特にオリン

ピックなどを意識しての議論があるわけであり

ますが、パラリンピックの対応というのも大変

重要であろうかというふうに思いますし、海外

も含めたお客様のおもてなし体制ということか

らしますと、今言われたようなユニバーサルデ

ザインの取り組みというのは、大変重要なもの

というふうに考えております。このおもてなし

プロジェクトの中でも、そういう意味での受け

入れ環境の整備というものは、一つの柱として

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

○内村仁子議員 たくさんの質問になりました

が、以上で今議会での私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

次の本会議は、16日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会
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平 成 2 6 年 ６ 月 1 6 日 （ 月 曜 日 ）

午前 10時０分開議
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18番 髙 橋 透 （ 同 ）
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21番 井 本 英 雄 （ 同 ）
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39番 押 川 修一郎 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。傍聴者の皆さん、大変御苦労さまで

ございます。

知事に就任されて３年半、知事の答弁、発言

には巷間いろいろと言われておりますが、政治

家河野知事としての答弁をよろしくお願いした

いと思います。

まず、カジノについてであります。

長崎県知事は既にカジノ受け入れを表明され

ました。そして、いろいろと精力的に運動され

ているようでございます。河野知事、カジノの

受け入れの意思、そしてまたいつそれを表明さ

れるのか、そのあたりを明確に御答弁願いたい

と思います。

後の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

カジノを含む統合型リゾート、いわゆるＩＲ

についてであります。ＩＲにつきましては、投

資や雇用、観光誘客など、地域経済にもたらす

影響、効果に大変興味・関心を持っているとこ

ろであります。今国会には、その骨格となりま

すＩＲ基本法案「特定複合観光施設区域の整備

の促進に関する法律案」が上程されておりまし

て、今後、具体的な検討が進んでいくことを大

いに期待しているところであります。

私としましては、国におきまして、健全性、

安全性が確保される制度設計等がなされること

を前提に、国の区域認定を視野に入れて前向き

に検討してまいりたいと考えております。その

ために、先般、庁内関係部局等によります行政

連絡会議を設置させまして、ＩＲ基本法案を含

めたＩＲに関する認識の共有化を図ったところ

であります。また、県内の民間団体等によりま

すＩＲ研究会において、本年度、ＩＲに関する

後援会、研修会や視察等が予定されております

ので、今後、県としても積極的に参加をし、関

係者の方々との議論を重ねてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○中野一則議員 いわゆるカジノ設置推進法

案、ＩＲ法案、これが通らないうちは表明され

ないという意味ですか、今の答弁は。

○知事（河野俊嗣君） 今、出ております法案

というのは手続法案であります。カジノにつき

ましては、先ほど申しましたように、さまざま

な地域経済の効果というものに大いに関心を

持って、期待をしながら見詰めておるところで

ありますが、さまざまな弊害というのも指摘さ

れておるところでありまして、そういったもの

に対するどのような制度設計がなされるかとい

うのが、現時点で明らかになっていない、それ

を踏まえた県民の間での議論を深める状況には

ないのではないかという思いがございまして、

しっかりと経済界とも連携を行いながら、情報

収集、また各地の先進地の視察等も踏まえなが

ら検討を進めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 今の答弁は、さっきの答弁よ

りもっと後退したように聞こえました。いわゆ

るＩＲ法案が通れば、その受け入れ、その他を

表明されると思ったら、カジノ実施法案が通ら

ないうちは表明できないということですか。そ

平成26年６月16日(月)
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のようにも今聞こえましたが。

○知事（河野俊嗣君） 我々が関心を持って見

詰めており、何がポイントになるかということ

を御説明申し上げたところであります。受け入

れという表現をされておりますが、これは各自

治体が手を挙げるということ、申請をするとい

うことになる状況でございます。そういう手続

というものを踏まえながら、我々としてはしっ

かり情報収集と検討を進めてまいりたい、その

ようなことでございます。

○中野一則議員 宮崎市を含めて受け入れは表

明してもらわなければいけませんが、宮崎県全

体、いろいろ問題もあることですから、いろい

ろ調査されて、知事がそれを判断されて、受け

入れするかしないか、知事としてどこかで表明

しなければいかんと思うんです。既に他県は、

長崎を含め、知事がそれを表明して先頭を切っ

てやっているわけです。カジノ実施法案が通っ

てからでは―それが通れば即地域指定をしま

すよ。そして、オリンピック前に開始できるよ

うにという手続ですから、これでは宮崎県への

カジノの誘致というものは不可能だ、こう思い

ます。そう思いませんか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘を受けとめなが

ら、おくれないようにしっかりと状況を見きわ

めて、しかるべき対応をしてまいりたいと考え

ております。

○中野一則議員 その判断は、知事選を控えて

いるから、微妙な立場ではあられると思います

けれども、その辺は推してやはり判断されるべ

きだ、こう思っております。お願いしておきた

いと思います。

次に、農業政策の諸課題について質問してい

きたいと思います。

規制改革会議の農業のワーキンググループが

センセーショナルなことを発表されました。い

ろいろありましたが、そのあたりのことは今

回、議会でもいろいろと質問があって、また答

弁等もありました。農協を初めとする農業改革

は、この前、規制改革会議が答申をされまし

た。その前に自民党案もできました。これは、

当初のワーキンググループの提案と根本は全く

同じだ、このように思っております。ＴＰＰあ

るいは減反政策の廃止、農協改革、これは３点

セットでいろいろ政府が攻めていることだ、こ

う思っております。その裏には、報道もされて

おりましたけれども、やはり財界がおる、こう

いうことだと思います。いろいろと農業成長戦

略が云々言われますけれども、これは企業の成

長戦略のための提案、答申だ、このように認識

しているところであります。

そういう中で、今後、農業がどうなるのかと

いうことを非常に懸念いたしておりますが、私

は、農協の現状、役割ということについて、特

に指導事業のことに視点を置きながら確認とい

う形で進めていきたいと思うんです。まずその

前に農政水産部長に、今、宮崎県には農業にか

かわる指導員がどのくらいいるのか、その辺を

お聞きしたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 県の普及指導

員でございますけれども、８つの農業改良普及

センターの普及指導員と専門技術指導員を合わ

せて162名となっております。

○中野一則議員 既にＪＡは１月31日が決算で

総会もありました。13ＪＡの資料を全部取り寄

せましたが、それで見ますと、４月１日現在、

農協の営農あるいは経営の指導員が498名です。

県の指導員のちょうど３倍を抱えております。

支払う給料が20億円を超えている。人件費とす

れば、もっとこれよりかかるわけですから、か
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なりの負担をして、指導員を持っていろいろと

営農指導その他をやっているというのが現実で

あります。

部門別損益計算というのがありますが、その

合計をずっと見てみますと、営農指導事業にか

かる費用の合計が31億2,600万円であります。損

益計算では部門別に配賦しなければいけません

から、各事業に配賦すれば、販売・購買、いわ

ゆる経済事業だけで６億6,000万円赤字になって

しまう。いろいろ言われているこの経済事業

も、実際、指導員の給料等をやれば赤字になる

ということです。その分をどこで補塡するかと

いうと、信用共済事業で補塡しているというの

が現在の総合農協であります。信用事業とか共

済事業を総合農協としてＪＡ事業から切り離す

というようなことも、いろいろと言われており

ますけれども、もしこれを切り離せばＪＡの経

営は成り立たない。そのことが農家組合員の経

営に大きな影響を与える。そのことで地域の農

業、地域社会、いわゆる農村社会の崩壊につな

がる、私はそういう認識を持っているんです

が、知事の御認識をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 農協はグループとし

て、今おっしゃったように、トータルでのさま

ざまな機能を果たし、地域の農業の維持、また

地域社会の維持に重要な役割を果たしておられ

るというふうに考えております。今、御指摘が

ありましたように、規制改革会議での議論も踏

まえて、いろんな改革の議論が進んでおるとこ

ろでありますが、拙速な議論は避けるべきであ

り、特に本県のような農業を中心とする、基幹

産業とする地域における実態を踏まえた丁寧な

議論を求めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 前の私の質問で担当部長は、

農業にやる気があれば農家も企業も支援してい

くというような答弁をされたことがあります。

企業の中にはいろいろありますから、その辺は

十分気をつけられてほしい、このように思いま

す。

次に、優良繁殖雌牛保留対策事業について、

農政水産部長にお伺いいたします。ことしも改

良基礎雌牛候補地域内確保対策事業というのを

やっておられますが、この目的をお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本事業は、次

世代の種雄牛づくりに必要な優良雌子牛を地域

内に保留することを目的としておりまして、選

定した優秀な雌子牛を地域内に保留するために

要する経費として、１頭当たり10万円を助成す

るものでございます。

○中野一則議員 昨年度の予算に対して、本年

度は3,000万円という計画が出ております。半分

以下になったわけですね。半減した理由をお尋

ねしたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 確保対策事業

につきましては、宮崎牛に代表される本県産牛

肉のブランド確立や、喫緊の課題となっており

ます生産基盤の維持強化を図る上で重要な取り

組みであると考えており、財源確保が大変厳し

い状況ではありますが、今年度、300頭分の予算

を確保したところでございます。一方、今年度

から、国の優良雌子牛の導入事業の要件が緩和

されまして、助成額もこれまでの８万円から10

万円に増額されましたので、この事業も活用し

ながら、市町村やＪＡ等と連携いたしまして、

優良雌子牛の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

○中野一則議員 半減したところを農畜産業振

興機構で補塡する。いろいろと事業内容が緩和

されたからということで、金額も今まで８万で
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あったものが10万になって、そしてまた条件も

よくなったとはいえ、この農水省の外郭団体の

財源は関税ですね。ＴＰＰとかＥＰＡとかＦＴ

Ａがどんどん進めば進むほど、その財源は確保

されなくなるということになると思うんです。

先細りのそういうところを頼って、県自体の予

算を半分にする。ましてや、この事業はずっと

昔からありましたが、全ては事業団の寄附金で

賄ってきて、県がみずから出すというのは口蹄

疫からですよ。全部寄附で賄っていた。せっか

く県が口蹄疫もあってやろうとするときに、こ

ういう先細りの機構を頼るというのは非常に危

険性がある、こう思っております。そういうこ

との懸念はないか、もう一度、農政水産部長に

お尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御指摘のとお

り、この財源は、エーリックでございますけれ

ども、関税等を見込みますと、将来、原資が少

なくなる可能性はあると考えております。以上

でございます。

○中野一則議員 そういう可能性がある中で、

来年度はこれを中止しようという段取りという

か、方向であるんですね。なぜ中止する。末端

というか、地域の農家が、和牛生産農家がこの

ことを非常に心配しているんです。ことし半分

になった。来年以降は中止される。それをさっ

きの機構で補う。この政策はいかがなものかと

思うんです。ぜひ、優良雌子牛確保のために継

続してほしい、こう思っております。部長、も

う一度お願いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現時点におき

まして、平成27年度以降の事業継続につきまし

ては申し上げることはできませんけれども、優

良雌子牛の保留対策は大変重要な取り組みであ

ると考えております。そのため、今後どのよう

な対応ができるか、検討してまいりたいと思い

ます。以上です。

○中野一則議員 ぜひ、継続をするように要望

しておきたいと思います。

次に、家畜防疫対策についてお尋ねしたいと

思いますが、家畜防疫については担当職員の皆

さん方が非常に真剣に真面目に取り組んでおら

れます。しかし、それなのに問題が発生してい

る。例えば、豚流行性下痢（ＰＥＤ）が物すご

く県下に拡大しました。山下議員は先日、13

億2,000万円の被害であるというのを試算されま

した。それから、ＰＥＤは畜産試験場川南支場

まで発生しました。これは口蹄疫も発生した場

所ですね。

４月13日でしたか、熊本で鳥インフルエンザ

が発生しました。そのときに結局、県内に３カ

所の消毒ポイントが設置されましたが、一番肝

心なところのえびのに設置するのが西米良に比

べて５時間半もおくれているんです。なぜだろ

うか。このことで、今、２～３言いましたが、

口蹄疫発生の教訓がなされているのかという気

もいたしております。それはなぜなのかと、私

なりに思っているんです。一つには、口蹄疫の

トラウマがまだあるんじゃなかろうか、それ

と、畜産担当者に潜在的に何か不満があるん

じゃないかなという気がしてなりません。とは

いえ、職員の皆さん方は、県下の畜産について

は我々が担っているという矜持が、プライドが

あるわけですね。ですから、その誇り、自信を

取り戻す、そのことがいろんな問題が発生する

ことの解消になる、そのような理解をしている

ところであります。

いろいろ聞くと、畜産所属の獣医さんの手当

と福祉保健部に所属する獣医さんの手当、これ

は出先ですけれども、非常に差がある。農政水
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産部のほうが安いということです。こういうの

は、どちらもある程度引き上げて同等にせない

かんのじゃないか。そうしないと、さっき言っ

たプライドが保たれない、こう思っておりま

す。

それと、ポストのことですが、農政水産部

長、農政担当次長、畜産新生推進局長、次長以

上のポストが３つあります。この３つの１つ

は、この際、畜産関係職員に与える、そのくら

いのことがあってもいいんじゃないか、こう

思っております。知事の英断を含めての御答弁

をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 畜産関係の業務につき

まして、今いろいろ御指摘がございました。こ

れまでも、口蹄疫、鳥インフルエンザ、ＰＥ

Ｄ、さまざまな家畜疾病が生じる中で、現場で

の生産性の向上や食の安全・安心の確保など、

重要な役割、大変困難な業務に取り組んでいた

だいているというふうに考えております。

今、給与の問題、処遇の問題に御指摘があっ

たところであります。給与につきましては、特

に給料の調整額や特殊勤務手当につきまして

は、業務の特殊性や困難性などの違いによっ

て、今御指摘もありましたが、勤務する所属に

よって異なる額が支給されているということで

あります。あくまで特殊性や困難性など現状の

把握に努めながら、業務の実態を反映したもの

になるよう、これまでも対応し、今後とも対応

してまいりたいというふうに考えております。

人事異動につきましての御指摘は、これも効

率的、効果的な行政運営を図るために、能力と

適性を踏まえた配置を行っておるところであり

ます。部長等の幹部についての御指摘もありま

したが、県政の重要課題に向けた高いマネジメ

ント力、知識、経験、調整力、判断力、そう

いったものを求められるところでございまし

て、御指摘を踏まえながら、今後とも、能力主

義というものを基本に、人材の配置に努めてま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、改善等をよろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、教育政策についてでありますが、高校

再編についてちょっと触れておきたいと思いま

す。

今の10カ年計画の28年からの中期計画につい

て、ことしから県立学校教育整備計画で検討さ

れていると思うんですが、検討するところが宮

崎県学校教育改革推進協議会であります。そこ

の地区別協議会あるいは専門部会があります

が、地区別協議会は県下３カ所の教育事務所ご

とに設置をされている。今その人選中であるよ

うでありますが、非常に少子化が進んでいるえ

びのとか串間は、飯野高校、福島高校を抱えて

いるわけですけれども、その存続について一生

懸命取り組んでいるところであります。そうい

う声が届く、反映させるためには、今の教育事

務所単位では統括できないのではないかという

心配をいたしております。もともと７つの教育

事務所を統合するときに、末端の声をきちんと

これからも取り上げていくんだという話でした

から、前の教育事務所単位にこういう地区別協

議会はあるべきだ、こう思っておりますが、教

育長のお考えをお聞きしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県内の高等学校等の

あり方について、特に小規模校につきまして

は、地元の方々、自治体等の御理解、御支援も

いただいていることに、まず深く感謝を申し上

げたいと思います。

学校教育改革推進協議会におきましては、今

年度、宮崎県高等学校教育整備計画の中期実施
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計画策定のため、今後の高等学校教育改革など

について御協議をいただいているところであり

ます。この県レベルの協議会に地域の声を反映

させる観点から、県下一括の会だけではなく、

県内を３地区に分けて、市町村代表の方からさ

らに御意見をお聞きするために地区別協議会を

設けさせていただいているところであります。

そのため、地区別協議会の委員の人選につきま

しては、地域の実情をきめ細やかにお聞きでき

るよう、さまざまな立場の方を地域間のバラン

スにも十分配慮し、お願いいたしていくことと

しております。また、この協議会だけではなく

て、これまでも日常的に各学校などからの情報

収集に努めるとともに、地域から直接お寄せい

ただく、さまざまな御意見や御要望もお聞きい

たしているところであります。さらに、要請が

あれば、各地域の教育委員会等にも積極的に出

向いて、御意見をお聞きしていきたいとも考え

ております。今後とも、このような姿勢で、い

ろんなところで意見を聞かせていただくとい

う、積極的な対応をしてまいりたいと考えてお

ります。

なお、中期実施計画の素案につきましては、

県議会の御意見をお聞きいたしますとともに、

パブリックコメントを実施することにより、県

民の皆様の幅広い御意見をいただくことを予定

いたしております。

○中野一則議員 とにかく、飯野高校とか福島

高校を抱えるところの声が反映されるように、

少数意見という形で済まされないようにお願い

しておきたいと思います。

それから、教科書採択のことでお尋ねしたい

と思うんですが、平成27年、来年度は中学校の

教科書を採択する年になります。教科用図書採

択地区協議会専門委員が、今までは９教育事務

所単位に設置されておりましたが、今回、教育

事務所が３つになったということで、３カ所に

なるという懸念はないのかどうか、おそれはな

いかということをお尋ねしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 教科用図書採択地区

につきましては、法律及び国からの通知によっ

て、市町村教育委員会の意向を十分尊重しなが

ら、教科用図書選定審議会の意見も伺った上

で、都道府県の教育委員会が設定するものとな

されており、本県におきましても、関係法令や

通知の趣旨を踏まえ、県教育委員会で審議し、

採択地区を決定いたしております。

現在、本県では６つの採択地区を設定してお

りますが、これらの採択地区は、それぞれの地

域の地理的な条件や文化的な条件などを考慮す

るとともに、教科書の調査研究や採択事務の適

正な実施がなされることなども考え、市町村教

育委員会などの意見を把握した上で決定いたし

ております。現段階では、現在設定している採

択地区の変更について、各市町村や各採択地区

協議会から要望は伺っておりませんので、変更

の検討はいたしておりません。

○中野一則議員 ６カ所でやる方針だというこ

とでしたので、安心しました。

それから、教科書無償措置法が改正されて、

市町村単位にできるようになりましたが、それ

は今のところ上がってきていないということで

したので、できたら従来どおりの方向でという

ことでよろしくお願いしたいと思います。

次に、公営アイススケート場の件でお尋ねし

たいと思います。

先日、宮崎県アイスホッケー連盟等の陳情を

受けました。ニュースを見ておりましたら、教

育長にも陳情があったようであります。この人

たちの陳情内容は、公営のアイススケート場を
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建設してほしいという要望内容でありました

が、それを建設する計画があるのかないのかを

教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では現在、冬季

のえびの高原のみしかアイススケート場はな

く、また、えびの高原でもアイスホッケーを十

分に練習できる環境にないことから、選手の皆

さんが県外へ練習に行かれている状況について

は、十分承知いたしております。そのような厳

しい練習環境にもかかわらず、日ごろから選手

強化に取り組んでいただいていること、また強

化をして、アイスホッケーは九州ブロックも突

破して国体に行っていただいているような状況

もありまして、そういうことに深く感謝いたし

ておりますと同時に、心から敬意を表するもの

であります。

県有のスポーツ施設については、その多く

が30年以上経過し、老朽化しておりますが、県

の厳しい財政状況の中で、施設の新設は難し

く、既存施設の改修を可能な範囲で行っている

状況でありまして、新たなアイススケート場の

建設が必要なことは十分認識いたしております

が、現時点では非常に難しいと考えておりま

す。

○中野一則議員 建設は大変難しいという考え

のようであります。また今、答弁で、えびの高

原での練習もできなくなっているということで

ありましたが、えびの高原の屋外アイススケー

ト場は、20年来あるわけですが、ことしは大変

なにぎわいで、最高の人出で、地元の一人とし

て大変喜んでいるところであります。えびの高

原のスケート場は、ことし抜本的な改修をする

ということで、フェンス等を中心にされるわけ

ですけれども、予算が約2,600万円です。フェン

スをレジャー用から競技用に変更すれば、競技

会場として使える、練習場に使えるというの

が、アイスホッケー連盟の皆さん方からの声で

ありました。予算が決まっておるわけですが、

もう少し上乗せをして、競技用のフェンスでの

抜本的改修はできないものかどうかを、商工観

光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） えびの高

原アイススケート場につきましては、今年度行

う改修工事におきまして、フェンスのボードを

より強度の高いものに変更する予定であります

ので、アイスホッケーの練習に御利用いただい

ても問題のない構造になるというふうに考えて

おります。なお、利用いただく場合には、危険

防止のために、一般の方の利用がない時間帯に

なるものと考えております。

○中野一則議員 高度なものにフェンスをとい

うことでしたが、それが本当に練習に差し支え

ないのか、競技等ができるのか、この関係団体

等の声を聞いて、改修であれば、そういう意味

での改修をしていただきたい、こう思っており

ます。

次に、学校事務職員の採用のあり方について

お尋ねしていきたいと思います。

学校事務、いわゆる区分試験の廃止をされ

て、15年が経過いたしました。学校事務職員と

しての採用をしていないところ、つまり区分試

験を廃止したところの都道府県は全国で何県あ

るかを、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県と同様の形、す

なわち小中学校及び県立学校の全ての学校事務

職員を知事部局の職員として採用の上、出向さ

せている都道府県は、本県を含めて７都道府県

であります。

〔「都道府県と言われたけれども、道も

入っているんですか」と呼ぶ者あり〕
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○教育長（飛田 洋君） ７都県でございま

す。失礼いたしました。

○中野一則議員 知事にお尋ねします。教育長

が答弁されましたが、今、宮崎県がやっている

学校事務の採用の仕方は全国で７都県しかない

ということなんです。これも含めて、区分試験

を廃止したということと、知事部局との人事交

流で、学校現場でいろいろとトラブルがあるん

です。私だけでも何件か、そういうトラブルを

聞いて、その都度、今までいろいろと対処方を

お願いしてきました。そういうことで、学校現

場では、前に戻してくれという要望が非常に強

いということです。

何よりも学校事務というのは特殊性、専門性

がありますね。それを２～３年で異動の人が来

たって、優秀な職員が来ても、今でもトラブル

があるんですから、それはどうかなと思ってい

るんです。野球とかサッカーとか、その他全国

制覇をすれば、知事が何回も繰り返し発言され

るぐらいですから、そういうところを抱える学

校は、私立もそうですが、公立学校といえど

も、事務職員の人たちが大変な難儀、苦労をさ

れております。部活のいろんな予算の措置やら

運営やらいろんなことがあります。それを考え

ると、やはり学校では、プロパーの職員を採用

し、育成することが一番いいんじゃないか、こ

う思います。学校事務職員の採用は、もとの学

校事務区分試験に戻せないかどうか、知事にお

尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 学校事務職員でありま

す。子供たちへの愛情とか教育に対する深い理

解が不可欠なもとに、行政職員として、やはり

専門性を発揮する立場にある、学校を支えると

いう観点で非常に重要なところであるというふ

うに考えております。平成10年に学校事務職員

採用試験が廃止をされた。一定の考え方のもと

にそのような整理がなされたわけであります

が、その後、学校を取り巻く環境の変化等も

あったという状況を踏まえて、現在、教育委員

会におきましては、平成24年度から25年度にか

けて実施した「学校事務のあり方に関する庁内

検討委員会」の検討結果に基づきまして、学校

事務職員の任用のあり方や人材育成の方策につ

いて、さまざまな検討や取り組みが行われてい

るというふうに伺っております。学校事務職員

の採用につきましては、学校運営をしっかりと

支えていくことのできる人材を確保するという

観点を大切にしながら、教育委員会と関係部局

が連携して、十分に検討していくことが必要で

あろうと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、私がさっきお願いしま

したその方向に改正されるように、よろしくお

願いをしておきたいと思います。

次に、限界集落の対策についてお尋ねしてい

きたいと思います。

自治体の消滅の可能性、限界集落の現状云々

ということは、今議会でも何人か質問されまし

た。その辺の答弁は聞きました。率直にお尋ね

いたしたいと思いますが、本県の限界集落の現

状について、総合政策部長にお尋ねいたしま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 議員から御

質問がございました限界集落という概念自体

が、実は大野晃旭川大学教授が平成３年に提唱

された学術的な名称でございます。その定義と

しましては、過疎化などで人口の50％が65歳以

上の高齢者になり、かつ冠婚葬祭など社会的共

同生活の維持が困難になった集落と定義されて

おります。したがいまして、限界集落という表

現は公式の定義に基づくものではなく、冠婚葬
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祭など社会的共同生活の維持が困難になってい

るかどうかについての客観的な判断が困難であ

ることなどから、国、県ともに使っていないと

いうところでございます。

したがいまして、県では限界集落としての把

握はしておりませんが、御趣旨に沿って考えま

して、平成23年２月現在で中山間地域の1,873集

落について市町村に対して行った調査によりま

すと、高齢化率50％以上の集落は268集落となっ

ており、また、今後10年以内に消滅する可能性

がある集落が２集落などという調査結果がある

ところでございます。

○中野一則議員 限界集落という言葉が公式的

でないというばかりで、実態は限界集落への対

応がおくれている、こう思っております。しか

も、市町村のアンケート結果の数字ですから、

もっと県が積極的にすべきだ、こう思っている

んです。

限界集落というか、少子高齢化がもっと進ん

だのが無子高齢化というんです。49歳以下の女

性がいなくて、高齢化がどんどん進んで、結

局、消滅する運命にあるという集落、さっき２

つが消滅と言われましたが、その２つだけなの

かどうか、ほかは把握されていないかを、総合

政策部長にお尋ねします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 議員の御質

問にございました49歳以下の女性がいない集落

につきましては、現行の宮崎県中山間地域振興

計画策定の際に調査を行ったわけですが、その

観点からの把握はできていないというのが現状

でございます。しかしながら、現在進めており

ます計画の改定に向けた作業の中で、市町村に

対して集落状況調査を行っているところでござ

いますけれども、その状況を把握する観点か

ら、性別、年齢別の状況につきましても、把握

に努めてまいりたいと考えているところでござ

います。

○中野一則議員 把握に努めるという話であり

ましたが、「いきいき集落」事業を今はサポー

ト事業と言われておりますが、「いきいき集

落」という言葉も公式にあるんですか。公式な

言葉で事業を進めておられるわけですよ。その

中で、今、123が認定されておりますが、そのう

ち、高齢化率50％以上はわずか15％の19集落し

かないんです。「いきいき」だから、そういう

ことだろうとは思いますけれども、本当は俗に

言われる―公式に認めていないと言われるか

もしれませんが―限界集落というものに、

もっと本腰で取り組むべきだ、こう思います。

そういう対策をすべきだと思いますが、もう一

度、総合政策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 集落は、そ

こで暮らす方々にとりまして、かけがえのない

生活の場でありますことから、地域に誇りを持

ち、安心して生活できるようにすることが必要

であると考えております。このため県では、産

業の振興、集落の活動支援とともに、医療、福

祉、交通、災害対策など、集落の維持・活性化

を図る施策に、全庁を挙げて取り組んでいると

ころでございます。

市町村に対して行った調査によりますと、本

県の集落の中には、今後、集落機能の維持困難

や消滅の可能性があると考えられる集落等があ

るというのは事実であり、またその対策につい

ては、大きな課題であるというふうに認識して

おります。そのような集落につきましては―

「いきいき集落」というのは、みずから積極的

に頑張っていただいている集落ということにな

りますけれども、必ずしも活性化していない集

落もあるという現状を踏まえますと―集落の
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現状や今後の課題を把握し、住民だけではなく

市町村を交え、集落の将来的なあり方を話し合

う集落点検、または中山間盛り上げ隊の派遣な

どにより支援していくというのが、重要な切り

口だと思っております。今後、人口の減少等に

よるさらなる集落機能の低下が懸念されます

が、県といたしましては、住民の方々の意向を

踏まえながら、市町村と十分に連携を図り、必

要な施策に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 私は、当初言いましたＴＰＰ

とか減反政策の廃止とか、いわゆる農業政策の

大転換、こういうところをずっと見ていくと、

これから先の政策では、本当に農村がいよいよ

疲弊していく、集落がどんどんなくなると、非

常に心配をいたしております。集落の活性化、

再建策でありますが、これは、やはり小中学校

がなくなることも大きな原因だったと思います

ので、再開校することだなと思っております。

平成16年から今日までの11年間に、県下の小中

学校がどのくらい廃校になったものかと調査い

たしました。小学校が、これは一部、分校も入

りますが、わずか11年間に既に51校休廃校いた

しております。中学校が12校の廃校なんです。

平成15年までとすれば、かなりの学校が宮崎県

からなくなっているというのが現状だと思いま

す。

先日、報道されましたが、熊本県の多良木町

の槻木地区、ここは７年ぶりに小学校が再開校

いたしました。私も行ってきました。槻木地区

というのは、けさ、ここの役場に聞きました

が、戸数が５月31日現在で70戸、人口が133人で

す。ここに１人の入学者がおったということで

再開したんです。学校に行って聞きましたが、

校長と養護教諭は他校との兼務、教頭と教務主

任―この方が担任ですが―これは通常の勤

務、用務員１人は町が常用で雇用する、こうい

う形で再開校いたしております。町が槻木活性

化プロジェクトというものをつくって一生懸命

取り組んでこられました。熊大の教授も中に入

られたようでありますが、その成果のあらわれ

と。また、多良木町の町長、松本照彦さんとい

うんですが、この方はここの集落の出身なんで

す。今も役場に通っていかれておりますが、や

はり、その集落への首長の思いとか、再開する

という執念がないとなかなかこれは難しい、こ

う思っております。

教育長にお尋ねいたします。１人入学者がい

ても数名の先生を配置しなければならないわけ

ですが、さきの山下議員の質問にも必ず支援し

ていくということでしたが、再度、確認いたし

ます。１人入学があっても支援していくという

ことに変わりはございませんか。

○教育長（飛田 洋君） そこの自治体であり

ます市町村教育委員会が、学校設置について判

断され、学校を設置されるということになれ

ば、県教委としては当然バックアップしていく

ことになろうと思います。

○中野一則議員 総合政策部長、そういうこと

ですので、集落の活性化としては、こういう学

校の再開校を含めた取り組みが必要と思います

が、宮崎県も槻木みたいなモデル事業に取り組

むお考えはないかをお尋ねします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 議員から御

指摘いただきました熊本県多良木町の槻木地区

の事例というのが、地域活性化を図る観点か

ら、もともと集落支援員という方を配置した。

その際に、その方の関係で新１年生が入ったと

いうことで、外部から人が入ることによって小

学校を再開させた。また、それが地域の活力に
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つながるという点で注目を浴びているというふ

うに理解しております。今、それが始まったば

かりでございますので、今後どのように展開し

ていくのかというのは、重大な関心を持って見

てまいりたいと考えております。

それを一般化しますと、やはり集落再生のた

めには、定住人口、交流人口、そういうものの

増加、特にその中でも若者の増加というのが大

事であるという事例だと考えております。国の

集落支援員や地域おこし協力隊、外部人材の活

用も含め、移住政策も含めまして、市町村と連

携して積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○中野一則議員 四の五の言わずに、とにかく

強い県の指導で市町村を揺り動かして、こうい

うモデル事業があるわけですから、宮崎県のモ

デルをやってください。お願いしておきます。

次に、専決処分のあり方についてお尋ねしま

す。

いわゆる専決処分については３つの要件があ

ります。議会が議決すべき事項を議決しないと

き、議会が成立しないとき、特に緊急を要する

ため議会を招集する時間的余裕がないことが明

らかであると認めたとき、このときが専決処分

です。法律が制定されたのは昭和22年です。あ

れからすると、通信の方法、交通の状況も大き

く変わりました。今、議員で２時間半かかって

ここに来られる人はおりません。２時間半以内

でみんな来れるんです。そういう時代になりま

したので、専決処分のあり方も考えてほしいと

思います。以上のことから、今議会に提出され

ている承認の２件、専決処分は、本来は２月定

例議会に提出されるべきものであったと思いま

すが、総務部長、いかがでしょうか。

○総務部長（成合 修君） 議員御指摘のとお

り、地方自治法第179条によりまして、専決処分

につきましては、特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないことが明らかな場合

ということで、非常に限定的になってございま

す。今議会に承認をお願いしております２件に

つきましては、１つは平成25年度一般会計補正

予算、もう１つが県税条例の一部を改正する条

例でございます。補正予算につきましては、昨

年度の２月補正予算編成時に、時間的制約から

見込むことができなかった、いわゆる義務的

な、退職手当の確定。歳入のほうでは、県税あ

るいは地方交付税の確定等に伴うものでござい

まして、例年の例に従いまして、やむを得ず専

決を行わせていただいたところでございます。

なお、議員の御指摘等も踏まえまして、専決

処分につきましては、真に緊急を要する場合、

時間的余裕がない場合に限るなど、今後も厳正

に行ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 時間的余裕がない場合は―

それでも厳正にという話でしたが―今回提案

されている議案、こういうのを専決処分してい

る都道府県は全国に幾つありますか。

○総務部長（成合 修君） 平成25年度末に補

正予算の専決処分を行っている都道府県は、本

県を含めまして19府県になります。

それから、税条例の改正でございますが、税

条例の改正につきましては、全国で37都道府県

となってございます。

○中野一則議員 予算のほう、19県しかないと

いうことは、28県は専決処分をしていないとい

うことですね。再度、確認いたします。

○総務部長（成合 修君） 平成25年度末の補

正予算については、残り28都道府県が専決して

おりません。

○中野一則議員 今はそういう時代になってい
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るんです。だから、18年に法の改正もあったん

です。法に従って専決処分は避けるべきだと思

いますが、お考えはどうでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今の補正予算の件に関

して申しますと、本県は年度末に可能な限り数

字を把握して専決処分をしておるわけでありま

すが、大方の県はその手続をせずに最終的な決

算の数字の整理で済ませており、２月議会に提

出しているという状況ではないということであ

ります。本県としては、年度末に可能な限り予

算の中で対応しているということでございます

が、いずれにしても、御指摘のとおり、専決処

分というものが、議決に要する時間的余裕がな

い場合に限るなど厳正に行う必要があるものと

いうことを踏まえて、今後ともしっかりと対応

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 宮崎県が１県残ってしまいま

すよ。本当に真剣に考えてください。法は、そ

ういうことで専決処分をしない方向に改正され

ているわけですから、よろしくお願いいたしま

す。

過去の例をちょっと紹介しておきます。平

成17年10月３日専決した件であります。総額８

億1,333万3,000円の補正予算でありました。こ

れは、大きな被害が出た台風14号の被災者への

支援金であります。１戸20万円、あの件です

ね。これの専決処分のあり方、当時の９月定例

議会中でありました。このとき、議員からも何

とかならんかならんかという一生懸命な質問が

ありました。結果的にはお金がないということ

で、できないということでありました。ところ

が、９月議会は９月29日木曜日が閉会日であり

ました。専決処分したのは、翌週の月曜日、10

月３日でありました。４日目ではありますが、

土、日を挟みましたから、平日は中１日しかな

かったんです。それを専決処分したということ

は、これは被災者を人質にしたことだった。い

わゆる議会軽視、無視、地方自治法違反、私は

こう断言していいと思うんです。そういうこと

が過去にあったんです。そのときの総務部長が

誰だったか私は知りませんが、そういうことで

ありましたから、専決処分というものは、よほ

ど真剣に取り扱っていただきたい、こう思って

おります。

次に、国県道安全対策についてであります

が、国県道の歩道整備をしてほしいということ

であります。えびの市内で高速道路と国県道が

交差するところが６カ所あります。国道が１

件、県道が５件であります。そのうち、南那珂

の人には申しわけないんですけれども、既に38

年前、昭和51年３月に供用開始をいたしまし

た。そのうちの３件は交差点がいまだにありま

せん。通学道路あるいは生活道路であります。

ここにぜひ歩道をつくってほしいということで

あります。担当部長、御答弁をよろしくお願い

いたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 高速道路が

県管理の国県道をまたぐ場合につきましては、

西日本高速道路株式会社や国におきまして、県

と事前に協議を行い、必要となる国県道の幅員

を確保した上で、高速道路の整備を行っていた

だいているところでございます。高速道路につ

きましては、開通後約40年が経過した区間もあ

り、その中の国県道には歩道の未整備箇所もご

ざいますが、道路の交通量や利用状況等に応

じ、歩行者の安全を確保するため、グリーンベ

ルトや減速マーキングの設置などを行ってきた

ところであります。今後とも、県としまして

は、これらの対策に加え、路肩部の段差改善や

ドライバーへの注意喚起を促す標識設置など、
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必要な安全対策を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 このうちの１つは上江小学校

近くの交差点、実際は迂回路を通っておりま

す。市道なんですが、幅3.5メートル、そこも高

速道路の下を自動車が通っている。どこを通っ

ても危険があるんです。ぜひ検討してくださ

い。これは宮崎県ばかりの問題ではありませ

ん。えびのばかりの問題でもありません。全国

共通したものであります。ぜひ、国にも呼びか

けて取り組んでほしいと思います。要望してお

きます。終わります。（拍手）

○福田作弥議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従い、一

般質問を行います。

まず、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。

第１に、集団的自衛権行使容認について伺い

ます。安倍首相は、国会会期末を目前にして、

歴代政権が禁じてきた集団的自衛権の行使を解

釈改憲で可能にしようと、しかも、それを今国

会中に閣議決定で行おうとしています。集団的

自衛権の行使は、日本に対する武力攻撃がなく

ても、他国のために武力を行使するというもの

で、戦後、憲法９条のもと、世界の信頼を積み

上げてきた平和の歩みを踏みつけにし、「海外

での武力行使をしてはならない」という憲法上

の歯どめを外すことにほかなりません。時の政

権、一内閣の判断で、憲法解釈を自由勝手に変

えることは、立憲主義の否定そのものです。憲

法上認められない集団的自衛権の行使を容認し

て、「海外で戦争する国づくり」を進めること

について、知事はどのようにお考えか、御見解

を伺います。

第２に、川内原発再稼働問題についてです。

政府は、川内原発を全国の原発再稼働の突破口

にしようとしていますが、立地地元の鹿児島県

民はもとより、被害地元になり得る宮崎県民、

そして、全国民が不安を抱いています。５月21

日、福井地裁は、関西電力に対して、大飯原発

３・４号機の運転差しとめを命じる判決を言い

渡しました。「一たび深刻な原発事故が起これ

ば、国民の生存を基礎とする人格権が極めて広

く侵害される」として、「具体的危険性が万が

一にも存在する場合には、差しとめが認められ

るのは当然である」というのが判決の基本的姿

勢です。さらに、「原子力発電技術の危険性の

本質と被害の大きさは、福島原発事故で明らか

になった」として、「福島原発事故後にこの判

断を避けることは、裁判所に課せられた最も重

要な責務を放棄するのに等しい」と断じていま

す。この福井地裁判決をどのように受けとめて

おられるか、知事の御見解を伺いたいと思いま

す。

第３に、教育委員会制度の改定問題について

です。政府は、教育委員会の制度を大きく変え

ようと、今国会でその法案審議が進められてい

ます。そもそも教育委員会は、国や自治体の長

から独立した行政組織であることに最大の特徴

があります。それは、戦前の軍国主義教育行政

の反省から、教育への政治介入を防ぎ、教育委

員会の自主性を尊重する制度として確立されま

した。ところが、今回の政府の法案は、その独

立性をなくし、教育委員会を国と首長の支配下

に置こうとするもので、自治体の首長が、国の

方針をもとに、教育大綱を決定し、教育委員会

に具体化させようとしています。さらに法案

は、教育委員会を代表する教育委員長をなく

し、自治体幹部である教育長に教育委員長の役
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割も与え、文字どおり教育委員会のトップに据

えようとしています。こうした教育委員会制度

の改定をどのように見ておられるか、知事の率

直な御見解を伺いたいと思います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、集団的自衛権についてのお尋ねであり

ます。世界各地において、さまざまな紛争が生

じ、アジアにおいても緊張が生じております。

世界の安全保障環境が大きく変化していること

を踏まえますと、我が国の安全保障のあり方に

ついて改めて議論することは、極めて重要であ

ると認識しております。現在、集団的自衛権の

行使の是非やそれに係る憲法の取り扱いなどに

つきまして、政府与党を初め各方面で、さまざ

まな議論がなされているところであります。こ

れらの問題は、国の根幹にかかわる極めて重要

な問題でありますので、丁寧かつ慎重な国民的

議論がなされるべきものだと認識しておりま

す。

次に、差しとめ判決についてであります。御

質問の大飯原発などの原発に関する訴訟につき

ましては、これも関心を持ち、その推移を見

守っているところであります。現在、大飯原発

の訴訟については、控訴がなされているところ

でありますので、現段階で、司法の判決内容自

体に論評を加えることは、控えさせていただき

たいと存じます。

次に、教育委員会制度の改革についてであり

ます。本県におきましては、現行の制度の中

で、知事と教育委員会がそれぞれの役割を果た

しながら、また、折に触れて意見交換をし、連

携協力して教育行政の充実に取り組んでいると

ころであります。先般、国会で、教育委員会制

度改革法案が可決・成立したところでありま

す。私といたしましては、教育行政において

は、政治的中立性、継続性・安定性の確保が重

要であり、教育委員会制度につきましては、そ

の制度をそれぞれの現場でどのように生かして

いくかという観点が大切であると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ知事のお考えを聞

かせていただきました。

まず、集団的自衛権の件ですが、「論評は差

し控えたい」というお話だったんですけれど

も、今、日本の国の曲がり角に来ているという

点では、私は、憲法上許されない集団的自衛権

の行使が認められるとお思いか否かだけをお聞

きしたいというふうに思っているんです。その

点ではどうですか。

○知事（河野俊嗣君） 「論評を差し控えた

い」と答弁させていただいたのは、大飯原発の

判決のほうでございまして、集団的自衛権につ

いては、やはり国民的な議論を丁寧に進めるべ

きだというのが基本的な認識であります。さま

ざまな論点等ございますので、それを簡単に答

えるのは非常に難しい問題であり、慎重かつ丁

寧な議論が必要だという認識であります。

○前屋敷恵美議員 私は、今言われたように、

知事そのもののお考え、認められるかどうかを

お聞きしたいというふうに思っていますので、

結局論評は避けたいということにつながると思

うんですが、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） この問題に関しまして

は、安全保障環境の変化をどのように捉まえる

かということ、そして、その中で、我が国がど

のような事態に対処し得るのか、そのために

は、さまざまな法的な手当てがどのように必要
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になってくるのか、今、政府においては、15の

具体的な事例等を示しながらされておるところ

でありまして、それについて、どのようなとこ

ろに法制度の手当て、または憲法上の手当てが

必要なのかというところは、非常に慎重な、ま

た丁寧な議論が必要であろうかというふうに思

います。その結論を踏まえた上で、それを憲法

改正なのか、解釈の変更なのか、法律による手

当てなのか、それは一つ一つ丁寧に見ていく必

要がありますので、なかなか一言で片づけるわ

けにはいかない問題であろうという認識でござ

います。

○前屋敷恵美議員 非常に残念なんですけれど

も、全国では、首長さんが、明確に御自分の立

場を表明されておられる方も何人もいらっしゃ

います。国民の命にかかわる問題、憲法上の問

題ですから、やっぱりこれは許せない、また閣

議決定だけで決めるということは許せないと

はっきり述べている方もいらっしゃいますの

で、ぜひ、知事もそういう立場で、御自分の御

意見を表明していただきたいというふうに思い

ます。

集団的自衛権行使を容認するということは、

先ほど壇上でもお話しいたしましたが、これま

で「武力行使をしてはならない」「戦闘地域に

行ってはならない」としてきた、この２つの歯

どめを外してしまうことになるんです。この歯

どめがあったからこそ、日本は戦後、国民の命

も奪われず、他国の人の命も奪わずに、平和を

守り通してきたわけです。この歯どめを外して

しまうと、アメリカが行う戦争に、自衛隊がそ

の戦闘地域に行って、殺し殺される局面に立た

されるということなんです。まさに「海外で戦

争する国」への大転換です。このような重大な

国のあり方を変えていくという大転換を、一内

閣の閣議決定で、憲法解釈の変更という手段で

強行するなど、到底認められるものではありま

せん。憲法破壊の暴挙は断じて許されない、こ

のことをしっかり申し上げておきたいというふ

うに私は思います。

次に、原発の再稼働問題ですが、県は、隣

県、鹿児島の川内原発において、万が一、原子

力災害が発生した場合に備えて、対策を立てて

おくことが必要ということで、地域防災計画に

新たに原子力災害対策編を新設するということ

を決められましたが、今回の福井地裁の判決で

は、「原発から250キロ圏内の住民は、直接的に

人格権が侵害される具体的な危険があると認め

られる」としております。先ほど知事は、まだ

係争中なので、判断は差し控えたいということ

でありましたけれども、しかし、福井地裁は、

画期的な判決だというふうに私は思っていま

す。それは、何よりも人の命をまず第一に、全

てのものに優先するんだ、これは当然のことだ

というふうに思うんですね。ですから、どうい

う場合でも危険性が想定される原発事故に対し

て、その備えもしっかりしておく必要があると

いう点では、新設しようとしております防災計

画、防災対策といいますか、これにどのよう

に、住民・県民の安全を守るという点では、考

慮していくのか、生かしていくのか、その辺の

ところをお聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 訴訟に関しての論評は

差し控えさせていただきますが、今御指摘があ

りましたように、安全・安心を徹底すること、

これは極めて重要なことだというふうに認識し

ております。現在、地方公共団体における原子

力災害対策というものは、原子力災害対策特別

措置法でありますとか、国が専門的・技術的な

観点から定めます原子力災害対策指針、防災基
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本計画に基づき、実施されることになっておる

わけでございます。県としましては、これらを

踏まえながら、県民の安全・安心を確保する観

点から、今回、原子力災害対策編を設けました

ように、必要に応じた対応というものを行って

まいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 私は、果たして、県民の安

全を本当に担保するような避難対策や避難計画

ができるんだろうか、そういうふうに思うんで

す。日本共産党は、６月の初めに、九州７県が

そろって、九電のほうに再稼働の中止を求める

申し入れを行ってまいりました。九電の皆さん

とやりとりをする中で、九電は、県民・住民の

ことは余り考えていない、避難対策も含め、そ

してまた、想定される地震対策、火砕流対策、

これも十分でないままに再稼働することを申請

するということですが、これは話にならないと

思うんです。しかも今、全国のトップを切って

進められようとしているだけに、本当に責任重

大だと言わなければならないんですね。しか

し、企業としての責任を果たそうという姿勢が

全く見られない。まさに問題だというふうに

思ったところです。

前にもお話しいたしましたけれども、宮崎県

は、九電の大株主、380万株所有するという株主

でもあります。本当に県民・住民の皆さんの安

全をいかに守るかという点では、はっきり意見

の表明をする必要があるというふうに私は思う

んですね。ですから、安全対策が講じられなけ

れば、九電としても、それには責任を負うと言

われるんですけれども、具体的にどう負うかと

いうことは、全く論じられなかったんです。で

すから、そういった点では、そういったものが

しっかり担保されない限りは、今ある原発その

ものの安全性も、そして、いわんや再稼働する

ためにも、その対策などが不十分という点で

は、再稼働の中止を求めることが、知事として

は必要ではないか。立地地元ではありませんけ

れども、被害が想定される地元の知事として

は、当然の態度表明だというふうに私は思うん

ですが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電所の再稼働

につきましては、国や原子力規制委員会の科学

的・技術的な知見に基づきます安全性の確保を

大前提とした上で、今、立地地元という言葉が

ございましたが、地元の意向等も踏まえ、最終

的に国が責任を持って判断していくべきものと

考えております。国や原子力規制委員会におき

ましては、原発の安全性に関する国民のさまざ

まな不安の声というものを真摯に受けとめてい

ただき、審査過程等において、しっかりと説明

責任を果たしていただきたいというふうに考え

ております。なお、県におきましては、安全神

話にとらわれることなく、先ほど申しましたよ

うに、万が一ということを想定して、再稼働の

有無にかかわらずということで、ことしの３月

に原子力災害対策編を策定するなど、県民の安

全・安心の確保を最優先として対応していると

ころであります。

○前屋敷恵美議員 県が避難対策、避難計画の

一定の具体的なものを示さない限りは、市町村

が対策を打つということも、なかなか困難だろ

う、ならないだろうというふうに私は思うんで

すね。そういった点で、今、市町村で対策を講

じているところがあれば、県内の状況をお聞か

せいただきたいと思います。危機管理統括監、

お願いしたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 市町村にお

きまして、現時点で、避難計画を策定している

市町村あるいは策定中の市町村はございませ
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ん。また、お尋ねの地域防災計画というものが

避難計画とは別途ございますが、地域防災計画

につきましては、原子力災害対策につきまし

て、宮崎市が策定しているところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 こういう状況ですから、再

稼働、再稼働と言われると、本当に住民は心配

が募るばかりなんですね。先ほども話しました

ように、川内原発の再稼働をめぐっては、十分

な対策がほとんど表明されない、担保されない

という中では、再稼働するべきではないんじゃ

ないかというふうに思うところです。九電も情

報提供は徹底すると言われますが、情報だけ流

されても、どのように避難していくのか、どう

するのか、まさに大混乱状態ですよ。そして、

福井地裁の判決で示されたように、250キロ圏内

が危険ということになれば、九州は全て危険範

囲に入るということになるわけですから、これ

は避難のときはどうなるか、火を見るよりも明

らかだというふうに思います。ですから、こう

いう危険性が払拭されない限りは、再稼働はも

ちろん認められない、こういう立場を明確に表

明していただくことを強く要望して、次に移り

たいと思います。

教育委員会制度の改定についてですが、知事

に見解を述べていただきましたが、あわせて、

教育委員長、そして教育長にも見解をお聞かせ

いただきたいと思います。

○教育委員長（齊藤和子君） 本県教育委員会

におきましては、現行制度のもとで、定例会な

どにおきまして十分な議論を行いますととも

に、知事・副知事との意見交換などを行い、連

携して、教育行政の推進に努めているところで

ございます。私といたしましては、今後とも、

宮崎の全ての大人が協力しながら、子供たちの

教育に取り組みますとともに、スポーツ振興や

社会教育の充実などにも努めていくことが大切

であると考えております。

○教育長（飛田 洋君） 教育委員会制度改革

についてのお尋ねでありますが、私といたしま

しては、いずれの制度のもとでも、自分に与え

られました職責を全うし、子供たちが宮崎の学

校に通ってよかった、保護者の皆さんが宮崎の

学校に通わせてよかった、社会教育とか文化・

スポーツ活動等で、宮崎県民の皆さんが宮崎で

暮らしてよかった、そう思っていただけるよ

う、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 御見解を述べていただきま

したが、しかし、教育委員会制度の改定問題

は、本当に大きな課題を残すことになると私は

思っています。今回の教育委員会制度の改定が

具体化されれば、教育委員会の独立性は大きく

損なわれ、憲法に保障された教育の自由と自立

性を侵害することにつながってしまいます。戦

後教育の出発点を忘れて、今またゆがんだ愛国

心の教育と異常な競争主義を押しつけようとし

ていることに、全国の教育関係者や国民が危惧

の念を表明しています。世論調査でも、75％が

「政治家が教育内容をゆがめない歯どめが必要

だ」というふうに答えています。何より子供た

ちと日本の国のあり方にかかわる大問題です。

方向を誤らないように、正すべきはしっかり正

すことが殊さら今必要だということを申し上げ

ておきたいというふうに私は思います。

では、続けていきます。次は、子供の医療費

助成についてお伺いいたします。

子育て支援の大きな柱であります子供の医療

費助成の拡充についてですが、私は、この課題

はこれまで幾度か取り上げさせていただき、昨
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年６月議会でも、知事の「日本一の子育て・子

育ち立県」を目指すとされる施策の観点から

も、子供たちの健やかな成長を支える子供の医

療費助成の拡充を求めたところですが、知事の

就任以来、全く状況は変わっておりません。し

かし、市町村では、住民の子育て支援への強い

要望に応えて、独自で上乗せをして、小学校卒

業や中学校卒業までに拡大する、また、自己負

担をなくすなど、努力を続けておられます。県

はこの自治体の努力に応えることが必要だとい

うふうに私は思いますが、まず、各自治体での

取り組み状況をお聞かせいただきたいと思いま

す。福祉保健部長にお願いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県では、小学

校入学前までの乳幼児を対象として、医療費助

成事業を行っている市町村に対し、県の基準に

基づき算定された医療費の２分の１を補助金と

して交付しており、平成25年度実績としては、

県単独で約９億1,000万円を助成しております。

また、県内市町村の取り組み状況につきまして

は、多くの市町村において、対象年齢や自己負

担額等において、独自の基準を設けて助成して

いるところであります。

○前屋敷恵美議員 もう少し具体的に御説明い

ただきたかったんですけれども。今、県内26自

治体のうち、何らかの形で県の制度に上乗せを

しているというところは、私の調べでは、18自

治体あります。69.2％、約７割が、住民の皆さ

んの強い希望で助成を強めているところなんで

す。とりわけ今、子育て世代の労働環境は大変

厳しく、派遣やパートの非正規、低賃金の不安

定な雇用となっております。宮崎県の県民所得

は、ついに全国最下位を記録しました。最低賃

金も、これまた最低クラスです。こういう厳し

い中で、子育て世代は必死に頑張っているんで

す。子育て支援のかなめ、柱とも言える子供医

療費助成を拡大して、未来を担う宮崎の子供た

ちの命と健康は宮崎県がしっかり守る、こうい

う知事の決意と実行が、若い子育て世代を励ま

すことになるのではないかと私は思います。義

務教育の中学校卒業までは医療費無料化を求め

たいと思いますが、知事の御所見をお聞かせく

ださい。

○知事（河野俊嗣君） 子育て支援乳幼児医療

費助成につきましては、安心して子どもを生み

育てられる社会づくりを推進する上で、大変重

要な子育て支援策であると考えております。大

変厳しい財政状況の中ではありますが、県と市

町村で連携して、実施しておるところでござい

ます。都市部の財政的に余力のある自治体とは

いろんな差が生じている。そういう大変心苦し

いところはあるわけでございますが、可能な限

りの対応をしております。このような制度は、

本来、国の責任において、全国的に、統一的に

行われることが望ましいと今考えておるところ

でございまして、全国知事会におきましても、

また、先日行われました子育て同盟―全国の

子育てに取り組む11県の知事による同盟であり

ますが―そういう場を通じて、国に対し、標

準的な制度の枠組みの設定や必要な財源の確保

について要望しているところでございます。こ

れからも、そのような観点で、しっかりと要望

を伝えてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 私も、国が責任を持って子

供たちを健やかに育てるという点では、国の責

任が大きいというふうに思います。ですから、

制度として国が進めていくように、県からもぜ

ひ、あわせて要望を強めていただきたいと思い

ます。

ここで、私は先進事例を一つ紹介したいと思
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います。恐らく子育て同盟に入っておられる県

ではないかというふうに思うんですが、「所得

制限も自己負担もなしで、入院・通院とも中学

校３年生まで無料」としている、これは群馬県

です。少子化対策や子育て環境の充実を図るた

め、県内どこに住んでいても子供の医療が無料

で受けられるようにと、平成21年10月から対象

範囲を中学校卒業までに引き上げました。群馬

県の知事は、子育て支援は「未来への投資」だ

と一番の施策に掲げて、全庁で予算をやりくり

して、今年度は何と40億円の補助金が予算化さ

れています。

保護者のアンケートを見ますと、「早期に十

分な治療が受けられることは、重症化を未然に

防ぎ、ほかのお子さんへの感染を予防してい

る。税金で賄われていますが、このまま制度を

継続できれば、少子化対策になる上、子供たち

の将来の健康につながると思う。小さいときか

ら健康に気を配っていれば、大人になったとき

や老後も健康に過ごすことができ、結果的に医

療費を抑えられると思う。自分の子供がぜんそ

くとアレルギーを持っているが、ひどくなる前

に受診して、ぜんそくの発作なく、今、運動部

で頑張っています」と、母親の率直な思いが寄

せられていました。

知事、宮崎県も未来への投資を行おうではあ

りませんか。県が制度を拡充することが、市町

村の制度をさらに充実させることにつながって

くるというふうに思います。要は、知事の決断

ではないでしょうか。知事が何を大事にして県

政運営を行うかです。私は、中学校卒業まで

は、医療費は無料にすべきだというふうに思い

ますが、段階的に小学校卒業まで無料にできな

いか、知事の英断を再度求めたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 何を大事にするかとい

う御指摘がありましたが、やはり人づくり、

「人財づくり」は非常に重要でありまして、そ

の中でも、子育て支援策、日本一の子育て・子

育ち立県を目指してまいりたいと頑張っておる

ところでございます。今後とも、取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

今御指摘のありました群馬は、子育て同盟に

加盟しているところではありませんが、今御指

摘がありました取り組みについては、深く敬意

を持って受けとめたところであります。財源的

にも相当厳しいものがあるというふうに考えて

おりますが、ただ、それが例えば合計特殊出生

率の改善等にすぐにつながっているわけではな

い。事ほどさように、子育て支援策というの

は、医療費支援もありますが、いろんな施策を

トータルで、また地域の実情に応じてやってい

くことが必要ではないかというふうに考えてお

るところでございます。今後とも、御指摘のあ

る医療費につきましては、先ほど言いましたよ

うに、国として、全体的な、統一的なものを図

るべきではないかということを申し上げなが

ら、要望を続けながら、本県としては、それ以

外のさまざまな地域での子育て支援策というも

のに力に入れてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 子育て支援というのは、本

当に息の長い事業だというふうに思うんです。

未来を担う子供たちですから、健やかに育てて

いくという点では、本当に力を入れていく部署

じゃないかというふうに思っております。国に

当然要求することもしながら、今言いましたよ

うに、具体的に経済的な支援を側面から行うこ

とが今、何より求められているというふうに思

いますので、ぜひ検討課題にのせていただくよ

う強く要望したいと思います。

次に、国民健康保険税について伺います。
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高過ぎる国民健康保険税が、今、どの自治体

でも住民の暮らしに大きな負担となっていま

す。今年度、国保税をさらに引き上げる自治

体、何とか据え置く自治体などありますが、い

ずれも高い国保税であることには変わりはあり

ません。どこでも高過ぎて払いたくても払えな

い、こういう悲鳴が上がっています。県内各自

治体の状況はどうか。国保税の最高額と最低

額、また平均額、滞納世帯数と滞納額、短期保

険証、資格証明書の発行状況、差し押さえ徴収

状況など、県内の状況をお聞かせいただきたい

と思います。福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 御質問の国民

健康保険関連のデータでございますが、まず１

人当たりの国民健康保険税は、平成25年度の算

定時において、最高額が12万540円、最低額が７

万3,556円、平均額が10万44円となっておりま

す。また、平成25年６月１日現在で、国保税の

滞納世帯数は、県全体で３万485世帯、未収額

は99億7,771万円余となっており、短期被保険者

証を交付されている世帯数は１万6,995世帯、資

格証明書を交付されている世帯は1,545世帯。平

成24年実績でありますが、差し押さえ件数

は3,253世帯となっております。

○前屋敷恵美議員 私は宮崎市に在住ですの

で、宮崎市の状況で少しお話をしたいと思いま

す。宮崎市は今年度、大幅に保険税が引き上げ

られることになっています。１人当たりで１

万1,575円引き上げられて、11万3,030円になり

ます。現状でも、高過ぎてまともに払えずにい

る滞納世帯は、およそ２万数千世帯に及んでい

るというふうに聞いています。例えば、今回の

引き上げで、両親が40歳以上、子供２人の４人

家族で所得200万円の場合、国保税は41万3,400

円になって、何と年収の20％以上を国保税に充

てなければならない、こういう状況です。何と

か保険税を納めても、今度は病気になっても医

療費３割負担が払えない、こうした状況です。

ましてや、滞納が続くと保険証が渡されず、窓

口では医療費全額を支払わなければ受診するこ

とができません。

全日本民医連加盟の医療機関での調査により

ますと、昨年度、経済的理由による受診のおく

れで状態が悪化して死亡した事例が、57例に上

る調査結果が発表されました。その内訳は、国

保税が高過ぎるために国保加入の手続をしてい

なかった人、滞納したために保険証が取り上げ

られていた人が合わせて78％を占め、65歳未満

の就労状況を見ますと、無職、非正規雇用で収

入が不安定な人が75％に上っています。県内で

もこうした死亡事例が起きています。全ての医

療機関で調査をすれば、その数はもっと多いも

のになるでしょう。命が本当に大事にされなけ

ればなりません。そのためにも、高過ぎる国保

税の引き下げ、窓口負担の軽減、自治体の窓口

相談や職員体制の充実などが今求められており

ます。

県内の各自治体は、冒頭申しましたように、

基金の取り崩しや一般会計から繰り入れをした

りして、何とか国保税を上げない工面をしてお

られますが、住民の皆さんは、値上げしないの

はもちろんのこと、支払えるように引き下げを

してほしい、こういうふうに願っています。そ

もそも国民健康保険制度は社会保障制度です。

相互扶助で運営するような制度ではありませ

ん。支払う限度を超えている国民健康保険税を

引き下げるために、県も法定分以外に支援をす

ることが求められているというふうに私は思い

ます。そして、何よりも削り続けている国の負

担割合をもとに戻して、国の責任を果たさせて
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いくこと、このこともとりわけ重要です。県か

らも強く国に求めていくこともあわせて、知事

の見解を求めたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ただいま部長が答弁し

ましたように、県におきましては、市町村に対

し、多額の財政支援を行っている、また、これ

が年々、基本的に増加傾向にあるということで

ございます。新たな負担というものは困難な状

況にあるわけでありますが、こういった医療・

介護等の社会保障関係費を長い目で見て抑制し

ていくための健康長寿社会づくり、これにしっ

かりと着実に取り組む一方で、こうした国民健

康保険制度における財政上の構造的な問題につ

きましては、引き続き国に対して、抜本的な解

決を図るよう強く求めてまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 財政が厳しいということ

は、十分に認識しているところです。しかし、

人の命にはかえられないという問題も、しっか

り受けとめていただきたいというふうに思うん

です。県民がどういう暮らしの状況にあるか、

県民の痛みに心を寄せて、常にしっかりと把握

して施策に生かしていくことが、県政に求めら

れていると私は思います。「できない」と一蹴

するのではなくて、検討する姿勢を持たなけれ

ば、県民からかけ離れた行政運営になってしま

うのではないでしょうか。そこをしっかりと念

頭に置いて、ぜひ国保税引き下げのための県の

助成を俎上にのせて検討いただきたいというふ

うに思うところです。よろしくお願いいたしま

す。

引き続いて、国保の広域化問題について伺い

たいと思います。平成24年に国民健康保険の広

域化が打ち出され、平成29年の実施に向けて、

各都道府県での広域化支援方針の策定が義務づ

けられ、本県も策定を行っているというふうに

思います。全国知事会でも論議を呼んでいると

聞いておりますが、広域化の目的、そして現在

の議論の状況など伺わせていただきたいと思い

ます。福祉保健部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 国民健康保険

の都道府県単位への広域化につきましては、目

的は財政基盤を安定させることでございます

が、現在、国の社会保障審議会等で、国保の財

政基盤強化策とあわせまして、保険料の賦課徴

収や保健事業の実施などについての都道府県と

市町村の役割分担など、具体的な制度設計に向

けた議論がなされております。県としまして

は、広域化の前提として、財政上の構造的な問

題が解決され、安定的な運営が可能な制度とな

ることが必要であると考えております。

○前屋敷恵美議員 あわせて、広域化に対する

県の考え方についても伺いたいというふうに思

います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま申し

上げたつもりなんですが、要は、広域化するに

際しては、財政上の構造的な問題、いわゆる財

源の確保がなされませんと、広域化されても安

定的な運営はできないということでございます

ので、財政上の構造的な問題を解決できるよう

な制度設計にしていただきたい、また、都道府

県と市町村の役割分担をしっかり現実的なもの

に定めていただきたい、そういう考えでおりま

す。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

今、広域化については、今後の課題ということ

なんですが、迫っているという状況です。財政

基盤を安定させるのが大きな目的であるという

ふうに言われましたけれども、果たしてそれが

県民にとってどうなのかというところをしっか
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りと押さえていかなければならないと思ってい

ます。県民が不利益をこうむるような制度に

なってしまったのでは本末転倒ということです

ので、県からもしっかりと意見を持って、不利

益をこうむることのないように、そして健康を

損なうことのないような、そういうものにして

いくという点では、県の努力も必要かというふ

うに思います。また、そういうことで、それが

なされないというような状況に至れば、広域化

の問題については、やはり進めることは問題で

はないかというような意見もしっかりと述べて

いただきたい、このように思います。よろしく

お願いいたします。

次に、松枯れの対策について伺います。

昨年11月議会でも、この松枯れの問題は取り

上げさせていただきました。補正予算も組んで

対策を講じてきた経過はございますが、抜本的

な解決には至っていないのではないでしょう

か。改めて、現在の松枯れの状況、これまでの

対策、今後の課題について、どのように検討し

ておられるのか、環境森林部長にお答えいただ

きます。

○環境森林部長（徳永三夫君） 松くい虫の被

害量については、ここ４～５年、横ばい状況で

ありますが、昨年度は、記録的な猛暑と少雨に

より、海岸沿いの松林におきまして、まとまっ

た被害が出たところでございます。また、松く

い虫の防除対策につきましては、これまで、海

岸地域等を重要松林として位置づけ、薬剤散布

による予防対策と、被害木を伐採し焼却処分す

る伐倒駆除対策を実施しておるところでありま

すが、先ほど御指摘がありましたとおり、昨年

度は被害が激しかったことから、11月補正によ

り対応させていただいたところでございます。

今後とも、被害の状況を見ながら、地域の方々

や森林組合等と連携いたしまして、被害木の早

目の処理に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 松枯れについては、昨年、

対策も打っていただいたんですけれども、やは

り地元の方々が大変心配もしているという状況

があります。特に宮崎の松林の景観というの

は、観光宮崎のシンボルとも言えるものだとい

うふうに思うんです。宮崎の松は、全国的にも

希少価値の大変高い美林ということが言われて

いるだけに、松をしっかり守っていくという県

の役割が必要だというふうに私は思っておりま

す。今、部長のほうから、松枯れの伐倒駆除な

どについてお話しいただきましたけれども、間

髪を入れずに一気に対策を講じていく、こうい

う方向を目指しておられるお話もありました

が、集中した対策を講じるということが本当に

大事だと。専門家の皆さんですから、十分に対

策はおわかりだろうというふうに私は思うんで

す。要は、位置づけの問題、それと予算の確保

だというふうに思っています。再度、環境森林

部長に、予算の確保も含めて明確な御判断をい

ただきたいと思います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 伐倒駆除につ

きましては、先ほどもお話をしましたように、

防潮・防風など、公益的機能の高い松林を中心

に実施しております。本県の松林、専門的には

松林（まつりん）と言うんですが、海岸松林

は、一ツ葉海岸が日本の白砂青松100選―これ

は白い砂と青い松が醸し出す原風景の100選でご

ざいますが―に選定されるなど、本県の海岸

につきましては、防風林としてだけでなく、御

指摘がありましたように、観光や景観上も非常

に大切な森林資源でありますので、今後とも、

被害の状況を見ながら適切に対応いたしまし
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て、その保全に努めてまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。

では、最後になりましたが、非婚のひとり親

への寡婦控除適用について伺います。

私のところへ、ひとり親で子育てをしている

お母さんから訴えが寄せられました。非婚のシ

ングルマザーで、働きながら子育てをし、資格

を取るための勉強もしておられる方でした。必

死で頑張っておられる様子が本当にひしひしと

伝わってくるお話でした。現在、ひとり親を支

援する寡婦控除の制度がありますが、非婚のひ

とり親を控除の対象にはしておりません。寡婦

控除は、経済的に苦しいひとり親を救済する目

的があります。非婚のひとり親の経済事情は、

他の母子家庭と変わらないどころか、より深刻

な状況にあるというふうに思います。現在、ひ

とり親世帯は何世帯おられるのか、また、非婚

の世帯は何世帯おられるのか伺いたいと思いま

す。福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県内における

ひとり親世帯数は、少々古い調査でございます

が、国勢調査で把握しておりまして、平成22年

の国勢調査によりますと、１万6,630世帯となっ

ており、このうち、未婚、いわゆる結婚されて

いないひとり親世帯数は1,736世帯となっており

ます。

○前屋敷恵美議員 私は、婚姻歴がないという

理由で寡婦控除の適用を受けられず、不利益を

受けるというのは、不合理だというふうに思い

ます。日本弁護士会（日弁連）も、「法のもと

の平等にも違反する」と、法改正を求めて政府

に要望書を出しておりますが、現時点では、非

婚のひとり親にみなし適用を実行することが求

められているというふうに私は思います。ぜ

ひ、県も積極的にこのことを受けとめて、県営

住宅の家賃などの減額に適用できるよう、寡婦

控除のみなし適用を実行していただきたいとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。県土

整備部長にお答えいただきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県営住宅の

家賃を算定する際の寡婦控除につきましては、

公営住宅法に基づき、所得税法を準用すること

とされておりまして、婚姻歴のないひとり親

は、寡婦として認められておりません。県とし

ましては、寡婦控除のみなし適用につきまして

は、所得税法の改正が必要であると考えており

ますので、今後、国等の状況を見守ってまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 現時点では、法改正がなさ

れておりませんので、この適用にはならない。

だから、よりお尋ねしているわけで、みなし適

用ができないか、ぜひ検討を進めていただきた

い、積極的に受けとめていただきというふうに

思うところです。県内では、延岡市がみなし適

用の実施を行っているというふうに聞いており

ます。当面、県も含めて、全ての自治体でみな

し適用の実施が図られることが必要ですが、何

より、寡婦控除が全てのひとり親に適用される

ように、政府に法整備・改正を図るよう求める

ことだと思います。この国への要望について、

福祉保健部長の答弁を求めます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 婚姻歴のない

ひとり親につきましては、所得税における寡婦

控除が適用されないことから、所得税額等に応

じて料金が算定される県営住宅の家賃や保育料

などにおいて、ほかのひとり親と比べ不利益と

なる場合もありますので、これまでも、九州各

県と連携し、国に見直しを要望しております
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が、引き続き要望してまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 今、県土整備部長から御答

弁をいただいたんですけれども、ぜひ県も積極

的に受けとめるという形で、寡婦控除のみなし

適用が県の段階でもできないか、ちょっとこれ

は通告しておりませんでしたが、知事の御判断

をいただきたいというふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） 部長が答弁しましたよ

うに、いろんな制度的な問題もあります。いろ

んな御指摘等を踏まえながら、しっかりと国へ

の要望というものも考えてまいりたいと思いま

す。

○前屋敷恵美議員 先ほど延岡市の事例を挙げ

ましたが、延岡市は積極的に受けとめたんです

ね。議会でのそういう要望があったということ

を私は伺っております。県内でそういう自治体

があるわけですから、そういった点では、県が

率先して寡婦控除のみなし適用をする。こうい

うことを先頭を切ってやることが、県内自治体

の全てのみなし適用にも弾みがつくというこ

と、そして法の改正にも大きく弾みをつけてい

く、こういうことになろうかというふうに思う

んですけれども、無理でしょうか、どうぞ。

○知事（河野俊嗣君） 御意見として承るとこ

ろであります。

○前屋敷恵美議員 検討していただくよう期待

しておりますので、よい結果を出していただき

たいというふうに思います。本当にひとり親で

頑張っているんですよね。そういうところにも

しっかり目を向けた県政運営を進めていただき

たいと思います。

時間がなくなってまいりました。今回の質問

は、国のあり方が問われる問題と同時に、今も

お話ししましたように、県民の暮らしをどう守

るかという点で、高過ぎる国保税や子供の医療

費助成等子育て支援、これらの課題は、ことし

になって幾つも自治体の選挙がありましたけれ

ども、どこでも住民の皆さんから要望が大きく

出されたことばかりであります。本当に切実な

ものでした。県政が県民の暮らしと命を本気で

守る、この地方自治体本来の役割が果たせるよ

う、私は再度、知事の積極的な施策の追求を求

めていきたいと思っておりますので、期待して

おります。

以上で質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） では、通告

に従いまして、一般質問を行います。通告いた

しておりました知事の政治姿勢については、重

複をいたしましたので、割愛をいたします。

ことし１月のダボス会議での安倍首相の発言

以降、法人実効税率の引き下げを基軸とする法

人税改革議論が、国の経済財政諮問会議や政府

税制調査会などにおいて活発に行われてきてお

ります。具体的には、現行約35％の法人実効税

率を、アジア諸国並みの約25％にまで引き下げ

る方向での議論であります。なお、これに関す

る財務省の資料によれば、法人税率を10％引き

下げるには約５兆円もの財源が必要となるとし

ております。そのような中、甘利経済財政担当

相が、去る６月13日、「来年度から法人実効税
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率の引き下げに着手する」との文言を、今月下

旬に出されると思われる、いわゆる「骨太の方

針」の素案の中に明記したとの報道がなされる

など、今後、いよいよ法人税改革の議論が煮詰

まっていくものと思います。しかしながら、国

税における法人税のうち、その34％は地方交付

税の原資であり、これに法人事業税や法人住民

税といった地方の取り分を加えますと、法人関

係の税のうち約６割は地方の取り分が占めてお

り、法人税改革に関しては、国以上に我々地方

こそが大きく声を上げていくべき問題だと考え

ます。

ところで、今回の改革に係る政府見解の中

に、引き下げによる減収分は経済成長によりカ

バーできるとする、いわゆる法人税パラドック

スが機能するとの考え方も示されております

が、果たして法人税逆説が本当に成り立つもの

なのか、しかも恒久的にとの疑問は、私には限

りなく大きいのであります。そしてまた、税率

については、中国や韓国などアジア諸国並みを

目指すとも言われていますが、もともとアジア

諸国には、社会保障にお金をかけず、経済成長

を優先している低福祉国家が多いのが実態であ

り、そのような国の税制を我が国が目標にする

のを問題だとする指摘もあります。ちなみに先

進国では、アメリカが約40％、フランス約33

％、ドイツが約30％となっております。本県財

政を預かる知事としては、今回のような経済対

策を目的とするような法人税改革をどう思われ

るか、御見解をお伺いいたします。

あわせて、法人実効税率引き下げによる税収

減の代替財源として、経済情勢の好転による税

収増や、課税ベースの拡大による財源の確保を

行うとの意見もありますが、どのようにお考え

かお聞かせください。

以上で壇上の質問を終わり、以下自席にて行

います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

現在議論されております法人実効税率の引き

下げは、企業の国際競争力等の観点から、その

方策の一つとして検討されているものでありま

す。こうして経済対策に税制を活用する―も

ちろんそういう手法というのはあり得るわけで

ありますが―場合には、税の原則であります

公平・中立・簡素との整合性をどのように図る

かということ、また、政策効果の検証でありま

すとか、代替財源の確保といったことを総合的

に勘案して検討していく必要があると認識をし

ております。

次に、法人実効税率引き下げの代替財源につ

いてであります。代替財源については、幅広く

検討していく必要がありますが、法人実効税率

の引き下げは恒久的な制度であることから、地

方に対しても大きな影響がありますので、持続

性のある安定的な財源が望ましいと考えており

ます。

このため、全国知事会におきましては、代替

財源の検討に当たって、例えば租税特別措置の

見直しを初めとする課税ベースの拡大でありま

すとか、企業活動の規模に着目して課税する外

形標準課税の拡大といったような手法が考えら

れるのではないか、可能な限り法人課税の中で

の税収中立を優先して進めていくことが望まし

いのではないかといったような議論がなされて

いるところであります。

週末、古川財務副大臣と意見交換する機会も

あったわけでありますが、今回の見直しによる

地方への影響に対して、十分注意をしなくては

ならないのではないかというようなことを申し
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上げて、意見交換をしたところであります。い

ずれにしましても、本県にとりましては、代替

財源の確保をいかに図るかが重要と考えており

ますので、今後とも、全国知事会等と連携を図

りながら、必要な地方税財源を確保し、地方歳

入に影響を与えることのないよう、国に対して

強く要望してまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 代替財源として租税特別措置

の見直しというのに触れられた。しかしなが

ら、租税特別措置の課税ベースというのは全額

見ても9,000億です。それからもう一つには外形

標準課税というのもおっしゃいましたけれど

も、例えば平成24年の統計ですが、宮崎県の企

業総数を見てみますと、これは会社、企業数の

みでありますけれども、約１万2,700社、その中

の99％以上、１万2,585社というのが資本金１億

円以下の中小企業であります。それから、この

数字を平成21年調査と比べてみますと、576社

減っております。どういうことかというと、毎

年新規の企業も立地するけど、それ以上に廃業

していく企業が、宮崎県には多いということに

なろうかと思うわけであります。こういった中

で、外形標準課税というものを拡大していって

これらに掛けるとなりますと、具体的には資本

金あるいは給与総額というのが参考にされるわ

けですから、なかなか本県の企業には厳しい状

況、さらに経営環境の悪化につながるのではな

いかというふうに考えておりますが、知事の御

所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、法人

事業税の外形標準課税は、企業が支払う給与な

ど、企業活動をあらわす客観的な指標により課

税するものでありまして、基本的には、応益性

の原則や税収安定の観点から、望ましい課税方

式であると考えているところであります。しか

しながら、今回の法人税改革が、国際競争力の

強化などの観点から議論が行われているという

こと、また、現在、中小企業の経営に対する配

慮から、法人課税の税率が低く設定されている

ということを踏まえますと、御指摘のとおり、

外形標準課税の中小企業への拡大ということに

ついては、慎重に検討していく必要があろうか

というふうに考えております。いずれにせよ、

税制全体の中でしっかりとした検討を進められ

る必要があろうと考えております。

○坂口博美議員 国際競争力という話もあった

んですけど、例えば、税が安くなるだけで日本

に企業が来るか、あるいは日本の企業が帰って

くるか、競争力があるかというと、問題は消費

地までの輸送コスト、それから原材料を輸入す

る輸送コスト、ここだと思うんです。そういう

意味では、日本は非常に立地条件が悪い。だか

ら、税が下がって果たして思惑どおりにいくか

というのは、非常に疑問であります。ただ、こ

れは国のことですから、これで議論は終わりま

す。

次に、防災・減災対策について伺いたいと思

います。病院局長に伺います。

巨大地震などの大規模災害時におきまして

は、その際に発生するであろう重篤な傷病者の

救済というのは、決して避けることはできな

い、待ったなしの課題でありまして、また欠く

ことのできないものでもあります。特に災害拠

点病院となっております県立病院では、さまざ

まな重篤な患者の受け入れなど、県内医療機関

の中心となって県民の命を守る責務が求められ

ることになろうかと思います。そういった意味

からも、日ごろから、災害時においてもその機

能が維持をされて目的が果たせるような防災対
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策や、災害救急医療を提供するための医療体制

の整備というのが急がれると思います。現在、

県立３病院の災害対策への取り組みはどうなっ

ているのか、お聞かせください。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院では、災

害用備蓄倉庫や受水槽など、災害に備えた所要

の整備を行ってきたところでございますが、東

日本大震災以降、非常用発電設備を高層階に増

設したほか、県立延岡病院では、御案内のとお

り、屋上ヘリポートを有する救命救急センター

を整備するなど、大規模災害時におけるさまざ

まな状況を想定し、対策を進めているところで

ございます。今年度は、地下水浄化システムや

太陽光発電設備を整備するほか、ＤＭＡＴ等の

災害派遣医療チームのさらなる充実など、引き

続き災害対策の強化を図ってまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 加えまして、県立宮崎病院

は、今申し上げましたような責務のほかに、県

内のいずこにおけるいかなる災害にあっても、

傷病者、被災された方の受け入れ、それとあわ

せまして、他の医療機関の支援医療機関として

の役割というものも出てこようかと思います。

そういった中で今、県立宮崎病院については、

その整備についての検討をなされているわけで

すけれども、今回の整備に際しまして、防災機

能の強化はもとよりでありますが、災害時医療

の機能についても、その向上が強く期待される

ところであります。これらの条件を満たして

の、一刻も早い再整備の必要性を強く感じるわ

けでありますけれども、今どういった検討のさ

なかにあるのか、教えていただきたいと存じま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立宮崎病院の再

整備につきましては、本年１月に県議会の厚生

常任委員会で報告しましたとおり、全面改築と

大規模改築の２つの案をベースに、現在検討を

進めているところでございます。具体的には、

老朽化や狭隘化への対応はもとよりでございま

すが、耐震性の向上や浸水対策など防災面の機

能強化、救命救急センターの拡充やヘリポート

の設置など、救急・災害医療の充実等につい

て、病院スタッフとともに鋭意検討を行ってい

るところでございます。

県立宮崎病院は、基幹災害拠点病院として、

県下全域の災害医療の中心的な役割を担う使命

がありまして、大規模災害の発生が予測困難な

現下の状況、またさらには、老朽化に伴い、病

棟を初めとする施設の維持管理の経費が年々か

さんできている現状を踏まえますと、早急な整

備が必要であると認識しているところでござい

まして、今年度内を目途に基本構想を策定した

いと考えております。

○坂口博美議員 ぜひ、これは急ぐ必要がある

と思いますので、精力的に取り組んでいただき

たいと思います。

次に、防災拠点庁舎の整備について、総務部

長に伺います。拠点庁舎の整備につきまして

は、いよいよ今年度内には基本構想を策定する

ということになっておるわけでありますが、そ

の際、昨年の常任委員会で、平常時における来

庁者への配慮でありますとか、災害が発生した

ときに近辺にいる方々が防災拠点庁舎に向けて

避難をしてきた、こうした人たちを受け入れな

がらも、なおかつ本来の業務に支障を来すこと

がないように、これをあわせて成立させてほし

いといったような要望がなされました。このこ

とについて、その後どういったぐあいに検討さ

れ、進捗しているのか、今後の整備計画スケ

ジュール等についてはどうなっておるのか、あ
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わせてお答えください。

○総務部長（成合 修君） 防災拠点庁舎の整

備につきましては、昨年度策定した基本方針を

踏まえまして、年内の基本構想策定に向けて、

現在、関係部局や関係機関との連携を図りなが

ら、策定作業に取り組んでいるところでありま

す。現在、詳細な建物の配置や、災害対策関係

諸室、一般避難スペース等の災害時に必要な機

能のほか、来庁者等のための利便施設の設置等

についても検討を行っているところであります

が、まずは、大規模災害時に県民の生命や財産

を守る防災拠点としての機能を十分に確保する

ことが重要であると考えております。今後の整

備スケジュールにつきましては、年内に基本構

想を策定しまして、基本・実施設計を行い、平

成29年度の着工、30年度の完成を目指している

ところでございます。

○坂口博美議員 どうもありがとうございまし

た。

では次に、地震災害時の２次災害について、

危機管理統括監にお伺いをいたします。私たち

の周りには、一定の条件のもとでしか、所有を

したり使用したりすることができないといった

ものがたくさんあります。それらの多くは、常

に私たちの身近にありまして、私たちに大変便

利で、あるいは大変豊かな生活を支えてくれて

もおります。しかしながら、感謝すべきこう

いったものも、一旦その条件を損なえば、瞬時

にして周りを地獄へと導いてしまう、こういっ

た別な顔もまた、あわせ持っているわけであり

ます。その最たるものというのが、今回の福島

県での原子力発電所からの放射能漏れでありま

しょう。

しかし、放射能だけでなくて、それ以外にも

大きな課題がたくさんあります。東日本大震災

では、地震や津波に起因する火災が330件も発生

をしております。これは、地震で損傷した家屋

の電気配線のショートでありますとか、津波で

浸水した車の漏電等による出火、あるいはＬＰ

ガスボンベからのガスの噴出、倒壊した石油タ

ンク等から流出した油への引火など、さまざま

な原因であります。あの押し寄せてくる波の中

で家屋が燃えている、今でもあのときの光景と

いうのが鮮明によみがえるわけでありますけれ

ども、地震等に際して、こういった２次災害に

つながる危険物には一体どういったものがある

のか。そしてまた、東日本大震災では危険物施

設にどのような被害が発生したのかをお伺いい

たします。

○危機管理統括監（金丸政保君） ２次災害の

拡大が懸念される危険物として、まず、消防法

上の重油、ガソリン、灯油、軽油等がございま

す。東日本大震災後、消防庁は、これらの危険

物を貯蔵する施設等を対象に、被害状況調査を

実施しております。その結果を申し上げます

と、岩手県や宮城県など１都１道14県内に設置

されておりました約21万の危険物施設のうち、

約3,300の施設で配管の破損等が生じまして、そ

の結果、危険物が流出したり火災等が発生した

事例がございます。このほか、地震が発生した

場合に２次災害の拡大が懸念される危険物とし

ましては、ＬＰガスなどの高圧ガスやダイナマ

イトなどの火薬類、さらにはＰＣＢ廃棄物など

も該当するものと考えられます。

○坂口博美議員 では、そういった危険物につ

いての所在でありますとか管理、これについて

はどういうぐあいに把握をされておるのか、関

係部長にそれぞれお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 重油やガソ

リン等の消防法上の危険物につきましては、一
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定数量以上の貯蔵等を行う施設を設置する場

合、原則として、市町村長に対し、設置の許可

申請等を行うこととされておりますので、市町

村がその際に保管場所を把握することになりま

す。また、高圧ガス及び火薬類につきまして

は、一定数量以上のものを貯蔵または販売しよ

うとする場合は、それぞれ関係法令等に基づき

まして、知事または市町村長に対して許可申請

等を行うこととされておりますので、その際、

保管場所を把握することになります。

○環境森林部長（徳永三夫君） ＰＣＢ廃棄物

等につきましては、ＰＣＢ廃棄物特別措置法に

よりまして、毎年、保管する事業者等が、所在

地、種類、量及び処分の状況等について県に届

け出ることとなっておりまして、これにより把

握しているところでございます。

○坂口博美議員 東日本大震災では、絶縁体に

ＰＣＢを使っているものが合計で200台、津波で

流出しております。本県にもそういった施設を

持っておる事業所というのが246事業所ありまし

て、その中の72事業所、３割は、津波浸水想定

区域の中にあるわけであります。ＰＣＢについ

ては、せんだってから最終的な処分期限という

のが延ばされまして、平成39年度までというこ

とになりました。これに限らずですけれども、

いずれにしましても、あらゆる危険物について

の適切な管理というものが求められるわけです

けれども、どのように対応されているのか、再

度、関係部長にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 消防庁で

は、東日本大震災後の被害状況調査の結果を踏

まえまして、危険物施設の事業者が適切に震災

対策を実施するため、本年３月に震災等対策ガ

イドラインを作成しておりまして、その中で、

施設の耐震性能の確認、あるいは災害発生時の

行動手順など、対策の留意点を取りまとめてお

ります。県や市町村では、これらの施設への立

入検査を実施しておりますので、今後は、この

ガイドラインに則した対策が確実に実施されま

すよう、連携を図りながら適切な指導に努めて

まいりたいと考えております。

○環境森林部長（徳永三夫君） ＰＣＢにつき

ましては、ＰＣＢ廃棄物特別措置法及び廃棄物

処理法に基づきまして、立入検査を定期的に

行っておるところでございます。その指導に

は、ＰＣＢの飛散、流出、地下浸透の防止など

保管基準に基づきまして、適正な保管と、あわ

せて廃棄物の早期処理を行うよう指導している

ところでございます。

○坂口博美議員 よろしくお願いします。

先ほどお答えいただいた危険物のほかにも、

例えば産業用の劇物でありますとか毒物、ある

いは動物園とかマニアが飼っている中の特定動

物など、さまざまなものが危険物として考えら

れるわけでありまして、これについてはしっか

り把握して、万全を期していただきたいと思い

ます。

では次に、地域医療支援機構についてであり

ますけれども、これについては先日、内村議員

が質問をされて重複いたしておりましたので、

割愛をしまして、今回、医師の地域偏在問題に

ついてのみ伺っていきます。

おおよそ医師不足地域において求められる医

師というのは、高齢化が一層進む中にありまし

て、複数の疾病でありますとか慢性的な疾病、

こういったものを持つ患者を総合的に診ること

ができる医師、いわゆる総合医の確保が大変重

要ではないかと思っております。昔だったら恐

らくこの人は助からんかっただろうなという、

極めて重篤な患者が命を取りとめる。周りでそ
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ういった話をされるのを聞いたことがある人と

いうのは、恐らくそう少なくはないんじゃない

かなと思うわけであります。大変小さく専門

化、細分化された科目ごとの専門医がチームを

組みまして、そこへドクターヘリで患者を搬送

して、その施術がなされる場所には高度な医療

機器というものが整備され、お医者さん同様、

高度な専門性を持つ看護師、あるいは関連する

医療スタッフ、こういう人たちがしっかり連携

を組みまして、ここならではこそ助かった命と

いうのがたくさんございます。人間誰しも命は

惜しいわけでありまして、できればやっぱりそ

ういう場所で施術を受けたい。しかしながら、

そこには限界があるわけであります。

実は、私ごとになりますが、20歳に至るぐら

いまでのころ、随分前の話ですけれども、当

時、僕の町は富田村といって、合併前の村であ

りました。そこに比江嶋三郎さんという先生が

おられまして、村民の命あるいは健康を守って

いただいていたんですけど、夜泣きがとまらな

い赤ちゃんを夜中に連れていっても快く診てく

ださる。あるいは高齢の方に対しても往診をし

て、まさに、みとり的な診療というのをしてく

ださるといったお医者さんでした。僕はおやじ

のときにも体験しているんですが、その先生の

紹介先というのは、当時、随分前ですから、宮

崎県立病院が多うございました。三郎先生の紹

介状を持っていくと、「三郎先生の診断なら、

うちで精密検査するよりも精度が高い。だから

本当は検査の必要はないんだけれども」と言い

ながら、お医者さんは、その検査をやっておら

れました。それぐらい大変高い見立ての識見を

持っておられたと思います。

それからもう一つ、これは私自身が経験した

ことでありますけれども、うちの次男が３歳の

ときでありました。預けていた母親から電話が

入りまして、「どうも子供の様子がおかしい、

すぐ高鍋町の長友病院に連れていけ」という電

話が入って、僕は泡食って帰って子供を見た

ら、そんなに大したことないんです。少し顔色

は悪いかなというような感じだったんですけ

ど、母親の顔がちょっと普通じゃない。「わか

りました」ということで長友先生のところに連

れていった。そしたら先生は、聴診器を当てる

とすぐに、ばっと何か手配してくださって、

「すぐ僕が指示する病院に行きなさい」という

ことで、そこに連れていったら、そこでは高圧

かん腸が準備されて、即手術室に入れて手術が

終わったんですけれども。鶴という先生で、宮

医大から高鍋に病院を出された先生だったんで

すけど、「坂口さん、あんた運がよかったな。

まず、あの時点で診療所に連れていったことが

運がよかった。また、行った先が長友先生のと

ころだから運がよかった。これは腸重積症と

いって、なかなかわかりにくい。おくれると命

にかかわる重大な病気なんだ。子供さんは運が

よかったよ」という話をしてくださいました。

そういった前置きをしまして、これは一般的

な話ですけれども、例えば、今病院にかかる患

者の中の80％は、単純な熱でありますとか腹

痛、頭痛といった、近くにある診療所あたりで

日常的な診療を受ければ十分対応できる患者だ

と言われております。残りの２割、この方々

も、ちょっと高度な検査ができるような病院に

行って、かくかくしかじかで大丈夫ですよとい

うようなことにほとんどつながる。問題は、全

体の中の３％ぐらいの人たちが、専門医のチー

ムを組んだ総合力でもって医療を受けなければ

いけない方々。ただ、３％ぐらいだということ

であります。そういったことをあわせ考えます



- 212 -

平成26年６月16日(月)

ときに、特にこれからの地域のお医者さんの確

保ですが、私は、そういった見立ての上手な総

合診療医みたいなお医者さんの確保が有効では

ないかなと考えるんですけれども、御見解をお

聞かせください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 高齢化の進行

に伴い、複数の疾患を抱える患者の増大が予想

されるとともに、地理的条件等から医師を確保

することが困難な中山間地域を多く抱える本県

にとりまして、多様な疾患等に対応できる総合

医の養成・確保は大変重要であります。私も、

議員の思いに深く共感するところでございま

す。

こうした状況を踏まえ、昨年４月に宮崎大学

と連携して設置いたしました、県立日南病院の

地域総合医育成サテライトセンターにおいて

は、僻地医療等を熟知した熱意ある指導医など

のもと、内科系から外科系まで広範囲の診療科

を初診から救急まで幅広く経験させながら、福

祉や保健等との連携もできる地域総合医の育成

に取り組んでおります。今後とも、これらの取

り組みが着実に進展するようしっかりと支援す

るとともに、現在、国において検討が進められ

ております総合診療専門医制度の動向も見守り

ながら、総合医の確保に全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○坂口博美議員 平成25年の４月22日ですけ

ど、「専門医の在り方に関する検討会」の報告

では、総合的な診療能力を有する医師の必要性

というものを述べておりまして、専門医の一つ

として総合医は加えるべきだという報告をして

おります。そして、お聞きするところでは、平

成29年からその養成が始まっていって、早けれ

ば32年にも専門医としての総合医の認定が始ま

るとも聞いておりますので、ぜひここにも注目

しておきたい、あるいは連携をとっていただき

たいということをお願いいたしておきます。

次に、農政問題について伺います。

県は、「儲かる農業」を実現する方向の一つ

として、フードビジネスの振興でありますとか

農業の６次産業化に取り組んでおられます。し

かしながら、これは本県だけがやっていること

ではなくて、全国の都道府県がしのぎを削って

いる方策でもあります。こういった中で、本県

が勝ち残って、なおかつその付加価値配分が農

家にまで還元されるためには、消費者や加工業

者が、「宮崎産の原材料を使ったものでなくて

はだめだ」と認めるところまでたどり着く必要

があろうかと推察をいたします。そしてこれ

は、加工分野に限らず、生鮮分野でも同じこと

が言えるのではなかろうかと思います。つま

り、「みやざきブランド」を不動のものとして

確立するためには、本県のオリジナル品種によ

る徹底した差別化が、その成否に大きく響くと

考えますが、総合農業試験場でこれまでに開発

した我が県のオリジナル品種と、今後の展開方

向について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 総合農業試験

場では、本県独自のオリジナル品種として、ス

イートピーやキンカンなどの８品目について29

品種を種苗登録しておりまして、本県の特色あ

る産地づくりに大きく貢献しております。一

方、今日の品種開発は、マーケットニーズの把

握や育種スピードの向上、知的財産の保護が成

功のポイントとなっております。このため総合

農業試験場では、国内外のバイヤーによる評価

のほか、開発期間を短縮するためのＤＮＡマー

カー技術の活用や、開発段階での現地実証の実

施、知的財産保護のための品種判別技術の開発

など、より体系的な新品種の開発に取り組んで
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おります。県といたしましては、独自の技術革

新を進めることで、積極的な産地改革を推進

し、担い手が将来に夢の持てる本県農業の創出

に取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ８品目で29品種というのが多

いか少ないかというのは、ここで評価すること

を避けまして、これからの方向としてはそうだ

ろうと思います。特に、品種判別技術を言われ

たんですけど、これは知的所有権を守るという

意味からも、これを含めた体系的な開発といい

ますか仕組みというのが肝要だと思っておりま

すので、ぜひよろしくお願いします。

ところで、本県は、率直に申し上げまして、

加工用の畑作分野では決して先進県とは言えな

いのではないかと考えますが、畑作園芸支場で

のこれまでの成果について、あわせてお伺いい

たします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 畑作園芸支場

では、これまで、農業法人や農業機械メーカー

等と連携した実践的な研究に取り組んでおりま

す。主な取り組みとしましては、キャベツの端

境期である４月から５月に出荷できる栽培技術

や、ジュース用ニンジンの収量を倍増させる栽

培技術、里芋の収穫・調整作業機械の開発な

ど、現場ニーズに対応した課題解決に取り組ん

でおります。また、国の研究機関等と連携し

て、土壌病害に強い高収益を可能とする輪作体

系の確立などの技術開発にも取り組んでおりま

す。今後の加工業務用野菜のニーズの多様化に

対応するため、新品種の育成や作業機械の開発

などの研究に、引き続き取り組んでまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 次に、薬用作物について伺い

ます。これについては、これまでは薬事法の問

題でありますとか流通システムの問題など、大

変高いハードルがありまして、この分野で産地

を形成していくのは非常に困難だと言われてい

た分野であります。しかしながら、近年の国内

産を志向する高まりでありますとか、さらに

は、その主な輸入先であります中国が今後とも

原料を出せるかといったような問題から、急に

国内産の供給見通し、将来に向けての供給期待

というのが大きくなってきた領域ではなかろう

かなと思っております。そして、試験研究機関

である県の薬草・地域作物センターですけれど

も、ここでのこれまでの成果と今後の展開方向

についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 薬草・地域作

物センターでは、これまで、ミシマサイコやウ

コンなどの薬用植物の収量向上技術の開発や、

佐土原ナスなど県内の地域作物の収集・優良系

統の選抜、ハーブ類を活用した天敵の増殖技術

等に取り組んでまいりました。近年、国産薬用

作物の需要が高まる中で、製薬企業や健康食品

企業等と連携した共同開発をスタートさせたと

ころでありまして、本年度は、地元の農業者や

製薬企業等で構成する協議会を設立し、薬草栽

培技術の確立と普及に取り組んでおります。今

後、さらに拡大する需要に対応するため、機能

性に着目した薬用植物や地域作物等の栽培技術

の開発や、高付加価値化に取り組んでまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

ここで知事に伺いますけれども、今それぞれ

尋ねてきましたように、全国が勝ち残りをかけ

て競争している、そんな中にあるわけですが、

ここで差別化ができる品種というものを宮崎が

専有できるということになれば、これは宮崎に

とって非常に有効な有利な手段になるのではな

いかなと思います。まして、先日でありました
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か、国の成長戦略案の農業分野で、今後15年で

すか、2030年には農業輸出を今の10倍にするん

だ、その手段としてはブランドを統一してい

く、どこどこブランドじゃなくてジャパンブラ

ンド一本でいくんだ、一元化をするんだという

ようなことが報道されました。そうなればなお

さらであります。やっぱり「ジャパンブランド

はみやざきブランド」というぐらいのことを挑

戦していかなければいけないんじゃないかなと

思っております。

そうは言いましても、ブランド競争、品種改

良競争というのは、競争というより、むしろ戦

争と言っていいぐらい大変熾烈でありまして、

例えばイチゴでありますが、今、イチゴの国内

登録されている品種というのは273あります。そ

の中のメジャー的な品種というのは７つしかあ

りません。ここで日本一のしのぎを削る争いが

起こっているんですけれども、福岡県が1983

年、「とよのか」という品種を開発いたしまし

た。それまでは栃木県が「女峰」といった、大

変なすごい開発だったんですけど、そういった

ものを出したりしながら栃木が日本一の座を

守ってきていたんですが、1983年に福岡がこれ

を抜いて日本一になった。そうしたら今度は、

その後、1994年にはまた栃木県が「とちおと

め」という品種を出して、また日本一に返り咲

いたわけです。何くそというので、今度は2001

年に福岡県が「あまおう」を出しました。今、

日本一の産地だと言われております。ところ

が、昨年、栃木県は「スカイベリー」という大

変すばらしい、拳ぐらいになる大きなイチゴな

んだそうですけれども、これを開発して、いよ

いよことしはこれをデビューさせる、そしてま

た日本一になるんだということに100％自信を

持っておると言われております。

このように極めて厳しい品種改良競争の中に

あるわけですが、ここで本県が他県に勝利する

ためには、他県に比べて絶対的な差別化が図ら

れる新品種の開発しかないと言っても過言では

ないと思います。本県のオリジナル新品種の開

発力強化に向けた取り組みについて、知事にお

伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、地域

間競争は激化しております。競争力のある産地

づくりを進める上では、オリジナル新商品の育

成は極めて重要な課題であると考えておりま

す。例えば、トップセールスなどをいろんなス

ーパー等でしておりましても、キンカンの種な

し「宮崎夢丸」に対する期待というのは大変強

いものがございます。消費者の現場のニーズに

沿った新品種を開発していく必要性を強く実感

しております。新品種の育成には、膨大な遺伝

資源の分析研究など長い年月も必要ですし、さ

らには研究者の高い能力、資質も必要となって

まいります。このため本県では、博士課程の取

得を推進することで、中核的な研究員の育成を

図りますとともに、国などの競争的資金を活用

して、大手種苗メーカーや大学などとの共同研

究に取り組んでいるところであります。

先ほど御指摘がありました薬草・地域作物セ

ンター、これも本県の強みであり、これから大

いに期待をされる薬草研究の拠点であると考え

ておりますので、このさらなる活用であります

とか、日本一の残留農薬や機能性成分の分析技

術を育種に活用することで、本県特産の農作物

や地域作物の機能性に着目した新品種の育成を

促進して、新しい産地、さらにはフードビジネ

スの振興・展開を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○坂口博美議員 激しい競争がもう既に始まっ
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ているわけですけれども、大変熾烈な戦いを今

後やっていくことになろうかと思いますので、

ぜひとも力を入れて取り組んでほしいと思って

おります。

それから、今、日本一を誇る我が県の分析技

術を活用して、これを育種に戻して品種改良を

やるんだと言われたんですけれども、これに

は、それなりの人的なものを含めた体制整備と

いうのがなければ、今の体制ではちょっと厳し

いのではないかなと思っております。これにつ

いて、具体的な話になりますから、農政水産部

長に見解をお尋ねしたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 総合農業試験

場では、420の農薬成分、120の機能性成分を２

時間で分析できる特許技術を持っておりまし

て、本年４月に、島津製作所やデリカフーズ、

日本冷凍食品検査協会、宮崎大学、ＪＡ経済連

等で構成します研究組織「みやざきフードリサ

ーチコンソーシアム」を設立したところであ

り、今後、さらなる技術の高度化や多様な分析

サービス等を行うこととしております。現在、

試験場内に研究施設の整備や専任人材の確保等

の準備を進めており、今後、この組織の分析結

果を最大限に活用いたしまして、総合農業試験

場において、機能性に着目した育種選抜や栽培

技術の開発に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○坂口博美議員 どうぞよろしくお願いしま

す。

次に、土木問題について、部長にお伺いをし

ます。

今、小戸之橋のかけかえというか解体がなさ

れています。これは市の工事ですけれども、こ

の橋梁は50年たって、そこでのコンクリートの

強度試験なんかをやりたいということで、今、

解体に伴っての調査・研究がなされていると聞

くんですけれども、詳しいことを御存じでした

ら教えていただきたいと存じます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 小戸之橋に

つきましては、ただいま議員からお話がありま

したように、現在、宮崎市におきまして、かけ

かえのための撤去工事が進められているところ

ですが、完成から既に50年を経過しております

ことから、コンクリートの劣化状況などを把握

するために、宮崎市と宮崎県生コンクリート工

業組合が共同で調査を行っていると伺っており

ます。具体的な内容としましては、現場でコン

クリートと鉄筋を採取しまして、これらが現在

どの程度の強さを有しているかを計測するた

め、コンクリートの圧縮強度試験や、鉄筋の

引っ張り強度試験などの材料試験を行っている

と伺っております。

○坂口博美議員 市はそうなんですけど、県に

おいては、こういった解体時なんかに同様な試

験というか取り組みをやったことは、これまで

あるんでしょうか、お聞かせください。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、平

成14年度から平成18年度までの５年間をかけま

して、宮崎大学と共同で、老朽化や河川改修等

により解体することとなった橋梁を活用した研

究に取り組んだ事例がございます。この研究

は、橋梁の解体時に、今回の小戸之橋と同様、

橋桁からコンクリートのコアを採取して、劣化

状況等を調査することにより、現在かかってい

る橋梁の健全度を把握する技術資料とすること

を目的としておりまして、その成果は、現在、

宮崎大学で学術的な資料として活用されている

ところであります。

○坂口博美議員 そういった中で、設計時に想

定をしていなかった以上のふぐあい、ひびが
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入っているとか、逆に設計時に期待していた以

上の品質のよさ、こういった事例もあったので

はないかと思うんですけれども、そういったも

のがあれば、そのときの分析結果等含めて教え

ていただきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 土木構造物

の設計・施工に当たりましては、各種技術基準

に基づきまして適正に実施しているところです

が、昭和41年に架設され、交通量も増大した橋

梁の補修工事におきまして、工事完成直後に舗

装面にひび割れが発生するというまれな事象が

ありました。このため、橋梁専門家などで構成

されます検討会を立ち上げ、現地調査やコンク

リートの強度試験などを行い、ひび割れの発生

は、当時使用された骨材の大きさが原因である

と特定し、補強工事を実施しているところであ

ります。また、想定以上の品質が確保されてい

る事例としましては、宮崎大学との共同研究を

実施した中で、橋梁のコンクリート劣化状況が

予測より進行していない事例がありましたが、

これは、丁寧な施工がなされた結果、十分なコ

ンクリートの品質が確保されたことによるもの

ではないかと考えております。いずれにしまし

ても、このように原因を解明し、さまざまな知

見を蓄積しながら、今後の長寿命化対策に活用

していくことが大変重要であると考えておりま

す。

○坂口博美議員 今の答弁では、亀裂について

は原因は断定できた、もう一方の品質のほうに

ついては推測の域であるということになろうか

と思うんです。この質問を僕が今回やろうと

思ったのは、実は港湾における消波ブロックが

ぽっきり折れた面を見たんです。そうしたら、

一方のほうは骨材が入っている、一方はモルタ

ルが多くなって―表面のきれいさなんかから

見たときに、上のほうは水分が多い。何かとい

うと、検査のときに見ばえを求める。そうなる

とばんばんバイブレーターかけて、たたきをや

る。重いものは下に沈んでしまう。力がかかっ

たら、ぱっきんとその境目から折れるんです。

それは僕の推測ですが、多分たたき過ぎだろう

な、その原因はやっぱり見ばえを求める検査だ

ろうなと。でも、それをばんと２つに割って中

を見たら断定できていたと思います。だから、

せっかくつくったものを壊すときには、そこか

ら何かを得てほしいというので、今の質問をや

りました。

例えば、きょう清山議員がいますけど、医療

の現場では、死亡でありますとか病気、こう

いった原因解明のために病理検査というのを

やって、そこからの知見を蓄えて、それを次に

生かしていくということがなされております。

土木の分野においてもぜひそういう取り組みを

してほしいと思っております。再度、県土整備

部長に、そういった考えについての見解をお聞

かせいただきます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 橋梁などの

構造物の設計や施工に当たりましては、各種技

術基準に基づくとともに、過去の経験や受け継

がれた技術を生かしてきたところでありまし

て、特にこれから老朽化した公共土木施設など

がふえてくる中、解体工事の際に得られる情報

や知見により、技術力や品質の向上を図ること

は大変重要であると考えております。このため

県としましては、今後も解体工事などの際に

は、大学などの研究機関に研究の場として活用

していただき、学術的な知見が蓄積され、ひい

ては技術や品質の向上につながるよう、さらに

連携を図った取り組みを行ってまいりたいと考

えております。
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○坂口博美議員 品確法というものを尊重し

て、そこらに結びつけていただきたいと思うん

です。過去に何度か経験があるんですけれど

も、箱物のジャンカを何回か見たことがある。

当然なんです。階段の下のほうのジャンカであ

りますとか、窓枠の下のほう、バイブレーター

も入らないし、たたいたってセメントは落ちて

こない。一つには建築では、昔は平屋根でよく

漏水がして、どこから漏れたかわからない。こ

ういうのも知見の積み上げで、とんがった屋

根、勾配をつける屋根になりました。コンクリ

ートの建物。ジャンカですけど、私は素人なん

ですが、例えば窓なんかも、四角い窓をつけて

も、下のほうの型枠というのは、丸みを持たせ

れば、そこにコンクリートが全部詰まっていく

わけです。たたきができない、バイブが入らな

いものは、幅をとってあげて、かぶりもとって

やる、強度もとってやる。こういったもの、そ

こから吸収して設計に生かすべきだと思うんで

す。県の物量作戦、なかなか限界があると思う

んですけど、47都道府県連携とったり、国と連

携したりすれば、何らかのものが生まれると思

いますので、ぜひこれはお願いをいたしておき

ます。

では次に、水産問題について伺います。

カツオなんですけれども、昨年は、その前の

年の半分か３分の１ぐらいの漁獲でしかなかっ

たということで、カツオの不漁を大変嘆かれま

した。ところが、ことしになりまして、初ガツ

オシーズンになって、昨年どころか、ことしは

全くカツオが揚がらないということで、カツオ

漁に出る船もいないぐらいの状況であります。

それからもう一つ、これも不思議なんですけ

ど、15年ぐらい前になりますか、京都の舞鶴港

あたりで一遍にサワラが揚がり始めたんです。

昔は日本海域にはサワラというのは水揚げがな

かったんです。ところが急に、平成10年かその

当時ぐらいから、日本で水揚げされるサワラの

半分は日本海産ということになった。海の中で

何か変化が起こっていると思うんです。ですか

ら、海洋環境の変化が一体どういった影響を本

県の漁業に及ぼしているというふうに考えてお

られるのか、御認識を伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県沿岸の海

洋環境の変化につきましては、継続的な海洋観

測を実施し、その変化の把握に努めているとこ

ろでございます。この結果、日向灘において

も、過去50年の間に、秋から冬にかけての表層

水温の上昇が認められ、その影響が懸念される

ことから、水産資源への直接的な影響や、魚類

の回遊量の変化などについても分析を進めてい

るところであります。また、養殖場において

も、有害プランクトンの増加が懸念されるた

め、従来の現地調査に加えまして、自動観測ブ

イでのモニタリングにより、必要な情報を提供

するなどの対策を講じているところでありま

す。いずれにいたしましても、海洋環境の変化

は、漁業の質的・量的な変化や漁業被害を引き

起こすおそれがあるために、極めて重要な問題

であると認識いたしております。

○坂口博美議員 そういった変化が起こってい

るわけですけれども、今後、宮崎の漁業という

ものをどういうぐあいに展開していこう、対応

していこうと考えておられるのか、お聞かせく

ださい。

○農政水産部長（緒方文彦君） 海洋環境の変

化は、地域の漁業経営に大きな影響を与えると

考えられますため、その変化を正確に把握し、

これに適応した漁業の構築を図っていく必要が

あると考えております。特に操業範囲の狭い沿
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岸漁業や養殖業において、その影響が顕著であ

ると考えられるため、引き続き、海洋環境の変

化を把握するとともに資源の評価を行い、その

変化に応じた新たな漁法の導入や養殖業の支

援、これに関連する漁業権や漁業許可の創設な

ど、柔軟な対応を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○坂口博美議員 簡単に言いますけど、漁業権

だ技術だといっても簡単にいかないんです。な

かなか大変。でもこれを乗り切らなければいけ

ないので、ぜひともちゃんと対応してほしいと

思います。

海況変化ですけれども、例えば、せんだって

山下議員がエルニーニョの話をしました。エル

ニーニョになると、西太平洋で雨が極端に少な

くなる。そうなると塩分濃度が上がる。上がる

とウナギの産卵場所を避けて、南に行って産卵

してしまう。南に行ったウナギの稚魚が上ろう

とすると、違うところに行き着く潮に乗ってし

まうとか。逆に、アリューシャン寒気団が発達

すると、すごく冷えて親潮の勢いが強くなる。

ごおんと黒潮に当たって、暖まることで下から

重い水が上昇してくる。プランクトンが湧くか

らカタクチイワシとかが一遍にふえるとか、す

ごく海は敏感です。だから、ここらの情報を

しっかりやりながら、本当に今のままの漁業で

いいのか。許可を切りかえるということもなか

なか大変です。海域の権利を更新したり、また

すみ分けさせたり、これもなかなか大変です。

生活の場ですから。でも、将来を見据えて漁業

には取り組んでほしいと思います。

以上で一般質問を終わります。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 先般通告し

ておりました項目に沿って質問してまいりま

す。

まず、攻めの高齢者福祉政策についてであり

ます。

介護保険制度が施行された2000年当時、75歳

以上の後期高齢者数は全国で約900万人でした

が、現在は約1,400万人となっており、今から10

年後の2025年には、何と約2,200万人となり、こ

の日本は後期高齢者2,000万人社会となっていき

ます。2010年から2025年までの15年間で75歳以

上の高齢者増加数が上位の自治体は、東京都、

神奈川県、大阪府、埼玉県、千葉県、愛知県

で、この６都府県だけでも15年間で、約373万人

の75歳以上の人口が増加します。この期間、全

国の増加数は約760万人ですので、６都府県で半

分を占めることになります。増加数が一番多い

のはやはり東京都で、2010年からの15年間で123

万人から197万人となり、実に74万人が増加する

ことになります。このように高齢化の問題は、

高齢化率だけで捉えるのではなく、高齢者の絶

対数に注目すべきで、医療・介護などのニーズ

数は高齢者数の絶対数に連動して大きくなって

いきます。

今から40年から45年前、金の卵として地方か

ら都市部へ流入した人々の受け皿とするため、

団地や集合住宅の建設、また宅地開発が都市部

の各地で行われましたが、同一世代が一斉に入

居する形態であったために、現在、局地的に一

斉かつ急速に高齢化が進展しており、今まさに

都市部においては、団塊の世代が75歳を迎え

る、いわゆる2025年問題というものが大きくク

ローズアップされております。そこで厚生労働

省は、昨年５月に「都市部の高齢化対策に関す

る検討会」を立ち上げ、待ったなしの現状に強

い警鐘を鳴らすとともに、今後の対策に関して

明確な方向性を打ち出しております。
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その中で検討された柱の一つに、広域型施設

整備の圏域間調整があります。具体的に申しま

す。これは、東京都と静岡県との連携で、東京

都杉並区が静岡県南伊豆町に保養地型特別養護

老人ホームを設置するということが検討されま

した。都市部では、地価が高く施設整備費用が

かさむため、新たに特養などをふやすことは難

しい実情があり、これから2020年の東京オリン

ピックに向け、地価や建設資材費が上がれば、

この状況はますます悪化することが明らかで

す。そこで杉並区は、南伊豆町に保有していた

教育施設跡地に、区民が優先的に入所できる定

員80名程度の特別養護老人ホームを建設するこ

とを打ち出しました。この計画に静岡県も南伊

豆町も連動し、町側で建設、また運営をする社

会福祉法人の公募をし、杉並区と静岡県と南伊

豆町が建設費などの補助をしていくということ

になっております。

何よりこの取り組みのすばらしいところは、

施設入所後も住所は杉並区に置いたままでよ

く、介護保険運用は杉並区が行うことにより、

南伊豆町の介護保険料の増額には全く影響がな

いということです。本県において介護保険適応

の高齢者施設整備が進まないことは、施設を設

置することにより市町村の介護保険料が高騰す

ることが一番のネックになっていることは、周

知のとおりです。杉並区と南伊豆町の事例では

その心配はありません。ましてや、受け入れる

静岡県と南伊豆町では、雇用の創出と地元農畜

産物の消費拡大につながると、高齢者福祉の先

進地事例構築に前向きに取り組まれています。

杉並区におきましても、2,000人もいる施設入居

待機者の解消の一助になると、早速、南伊豆町

への入所アンケートを実施したところ、既に120

名もの方々から入所希望が寄せられているとい

うことです。まさに両自治体がウイン・ウイン

の関係を構築され、国の制度を引っ張ってい

く、そのような形で今、高齢者政策の新たな取

り組みが始まっております。

なお、都市部の高齢化対策に関する検討会に

おいては、今後、都道府県をまたいで同様な取

り組みが実施される場合には、関係する都道府

県間において、双方の保険事業、特に介護保険

事業の支援計画で明確に形にし、それから事業

化する。そして、移住や帰郷を望む高齢者自身

の意向を最大限尊重するとともに、重度の要介

護状態になったときでも、その地域から切り離

されることがないよう、配慮を求められていま

す。

それではまず、ここで、このような都市部に

おける高齢化問題を、知事はどのように捉えて

いらっしゃるのか御答弁を求めまして、以下の

質問につきましては質問者席から行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

都市部での高齢化の問題についてでありま

す。都市部における高齢化問題の一つとしまし

て、一斉かつ急速に後期高齢者の増加が始まる

という特徴があります。具体的には、先ほど議

員も説明されましたが、改めて整理をします

と、介護を受ける割合の比較的高い75歳以上の

高齢者が、2010年から2025年までの15年間で、

全国で約760万人増加し、その半数が東京都、神

奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府の６

都府県で占められると言われております。ま

た、都市部では、用地不足や地価が高いことな

どを背景に、特別養護老人ホームなどの施設建

設は容易でない状況になると想定をされており

ます。先日来県されました日本総研の藻谷浩介
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さんからは、県内の市町村におきましても、例

えば人口が伸びている宮崎市、三股町などは、

将来における高齢者対策というものが非常に大

きな重要な課題になってくるというような御指

摘もあったところでございます。このような都

市部の特徴から来る課題は、地方における医療

・介護サービスの需要・供給のバランスにも大

きな影響を及ぼすことが予想されますので、県

としても大いに関心を持って見守ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○図師博規議員 今、知事の御答弁、大いに関

心を持って臨んでいきたいという御答弁でし

た。では、静岡県以外にも、既に都市部から高

齢者を受け入れるために動いている自治体があ

ります。千葉県、茨城県、山形県など複数あっ

て、国への高齢者受け入れの規制緩和を求める

福祉特区も申請されている自治体もあります。

と同時に、杉並区と同じように高齢者施設不足

に悩む東京都豊島区、ここは区以外のところに

施設設置を検討しているという情報もありま

す。日本の高度成長期をたくましく支えてくれ

た本県出身者が今、東京都で定年を迎えられ、

できることなら生まれ故郷宮崎で生活をした

い、もしくは温暖な気候の中で老後を過ごした

いと夢描かれている高齢者はたくさんいらっ

しゃるんです。何より、都市部において施設整

備に苦慮している自治体は数々あるわけですか

ら、本県も、東京都と静岡県との連携のよう

に、国の制度を動かし、積極的に受け入れを進

めてはいかがかと考えますが、ここでは福祉保

健部長の見解をお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 御紹介のあり

ました東京都杉並区の例は、杉並区内の施設を

静岡県内に設置するケースでありますが、昨

年、厚生労働省の有識者検討会の中で議論をさ

れております。その中で、杉並区民の保養所が

南伊豆町にあったことなどによる住民同士のつ

ながりや、自治体間連携を背景にした特別な事

例として扱われております。また、この検討会

の報告書の中では、都市部の高齢者が入所する

施設を地方に整備することについて、本人の意

思に反して入所を強いる形となるおそれや、地

方における医療・介護サービスの需要・供給に

ギャップが生じる可能性があることから、慎重

に検討すべきとされております。県といたしま

しても、現時点では、県民のための医療・介護

資源に不足を招くおそれがあるなど、さまざま

な課題があると認識しているところでありま

す。

○図師博規議員 今の御答弁、厚生労働省は、

今回のこの事例に関してノーを言っているわけ

ではないんです。条件はつけつつもイエスを出

しているんです。ですから、今後このような事

例が出てきても、厚労省は進めざるを得ないよ

うな方向性を検討会で出しています。ハードル

が高いことは百も承知で質問しております。介

護の人材不足が現在県内でもあること、そして

既存の制度では限界があることも理解をしてい

ます。それでも、この施設誘致がかなえば、経

済波及効果もあるわけですから、それをもって

県内福祉事業の底上げにつなげていくことも可

能で、何より、このまま政策を打たず、他県に

先を越されて後追いするようなことがないよ

う、今まさに都市部の高齢化問題を、しっかり

県政の課題に、また視野に入れていただきた

い。

行政主導の対応が困難なのであれば、民間と

連携した高齢者移住促進を図ることも可能で

す。千葉県千葉市には、国内初となる本格的ア
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クティブシニア・コミュニティであるスマート

コミュニティ稲毛が2010年に誕生しています。

既に多くのマスコミで取り上げられましたの

で、御存じの方もいらっしゃると思いますが、

ここ稲毛は60代、70代のシニアの方々の第二の

人生を謳歌する環境が整っており、戸数は810

戸、約1,500名を受け入れている、まさにシニア

タウンであります。24時間体制でのセキュリ

ティーと保健室の設置、提携病院による対応、

そして介護サービスの提供はもちろんのこと、

１万坪を超えるクラブハウスやグラウンド、ゴ

ルフ練習場、テニスコート、プールなどのスポ

ーツ施設などが多彩にそろえられており、アク

ティビティーは完璧です。さらに、食事は一流

料亭なだ万が監修しており、味と健康面に配慮

されたメニューが提供されています。このシニ

ア世代の理想郷と言えるコミュティーの入居費

用なんですが、入居時の費用は1,5 0 0万か

ら2,000万と安くはありません。しかし、月額の

利用料は、食事と共有施設の使用料込みで10万

円程度に設定してあります。まさにスケールメ

リットを最大に生かした施設運営がされている

んです。このコミュニティ創造事業は、まさに

都市部の高齢化問題に即応しており、行政と民

間が連携したモデル的取り組みでもあります。

そして、この千葉県における取り組みと類似

する計画が本県にもありました。松形県政時代

に打ち上げられた宮崎ニュー・シルバー基本構

想であります。この構想は、県と大手民間企業

による共同調査・研究により、県内複数箇所に

拠点コミュニティーを構築し、高齢者夫婦５万

世帯、10万人を受け入れ、構想推進に伴う雇用

ほか関係者世帯を含めると16万人もの移住者を

見込んでおり、開発総面積2,000ヘクタール以

上、総建設費１兆2,500億円と、壮大な内容であ

りました。拠点コミュニティーのハード及びソ

フトサービス内容は、先ほど紹介した稲毛とほ

とんど重なるもので、まさに時代を先取りし、

全国から注目を集める構想でもありました。し

かし、この構想は平成３年に凍結されていま

す。この宮崎ニュー・シルバー構想のようなス

ケールの大きさでは、今、検討は無理だとは思

いますが、今後、民間と共同して誘致する可能

性があるものとして、カジノを含む総合型観光

リゾートがありますが、これで都市部と競争す

るよりは、スマートコミュニティ誘致に関して

都市部と連携するほうが、より現実的選択だと

私は考えます。ちなみに、スマートコミュニ

ティ稲毛の代表取締役社長は、元ゲームソフト

開発会社の経営者でもあります。知事、まさに

今、都市部の自治体と民間企業とともに共同調

査・開発をするプロジェクトチームを立ち上げ

るそのときだと考えますが、知事のお考えはい

かがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘がありました宮

崎ニュー・シルバー基本構想は、温暖な気候や

人情味豊かな県民性といいました本県の特性を

生かして、高齢者が安心して第二の人生を本県

で送ることができるように、民間活力を利用し

て、居住環境や健康増進環境などの機能充実、

また、そのための新たな拠点開発等を目指した

ものということであります。確かに壮大な、非

常に意欲的な構想であるというふうに受けとめ

ておるところでございますが、このような考え

方は、高齢者の移住により、医療・介護分野を

中心とした雇用の創出や、元気な高齢者による

経済活動を通じまして、地域経済・雇用への一

定の波及効果が期待されるところであります。

全国の、どちらかというと地方部の知事の集ま

りである、ふるさと知事ネットワークにおいて
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も、そのような考え方のもとに積極論を展開さ

れる知事もいらっしゃれば、一方で、医療・介

護にかかわる人材の確保、また、特に医療・介

護保険制度における県、市町村の自治体負担な

どの問題が大きいことから慎重な意見もあり、

いずれにせよ、国における一つのグランドデザ

インがなされた上での、丁寧な制度設計という

ものが必要ではないかというふうに考えておる

ところであります。現在、人口減少問題を契機

としまして、都市と地方の関係が、国において

議論されているところであります。本県としま

しても、人口減少への対応が県政の最重要課題

の一つとなっておるところでございます。高齢

者というお話がございましたが、若い世代も含

めて幅広い世代を県外から呼び込むための施策

について、しっかり取り組んでいく必要がある

と認識しております。

○図師博規議員 知事、前向きな御答弁をあり

がとうございます。

このままでは、県は少子化も過疎化も進んで

人口はどんどん減少していく、これは皆さん御

承知のとおりですが、都市部には行き場を求め

る多くの高齢者がふえています。しかし、高齢

者の中でも15％は何らかの介護が必要な方で、

あとの85％の方々は自立をされており、社会・

経済活動参加も可能な方々です。そこで、本県

にも平成18年から「宮崎に来んね、住まんね、

お誘い事業」という事業があり、団塊の世代の

ふるさと回帰、もしくは自然回帰を誘発すると

ともに、都市部の高齢者にグリーンツーリズム

やブルーツーリズムを体験していただいて、都

市部と田舎に二地域居住を促進するという目的

で事業展開もされていましたし、今もなおＵタ

ーンやＩターンの方々を受け入れる事業は継続

されております。では実際、これらの事業で宮

崎には何世帯、何人の方々が移住していただい

ているのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県では、

移住促進のため、全国のあらゆる世代に対し、

ホームページなどによる情報発信や都市部での

移住セミナーの開催など、本県の魅力をアピー

ルするとともに、実際に宮崎での生活を体験し

ていただく「お試し滞在」事業など、市町村と

連携して各種の移住施策に取り組んできている

ところでございます。これらの取り組みの結

果、移住につきましては、人数単位では把握し

ておりませんで、世帯単位の把握になります

が、調査を開始しました平成18年10月から昨年

度までに、392世帯の移住が実現しているところ

でございます。今後とも、市町村や関係機関と

十分に連携を図りながら、移住希望者の世代や

ニーズに応じた的確な情報発信や相談対応を行

うことにより、県外からの移住促進に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 ８年間で392世帯の移住という

ことでありましたが、スマートコミュニティ稲

毛は、１事業で810世帯、1,500人の方々を受け

入れるほどの事業になっております。今までの

事業成果は、もちろん評価をするところであり

ますが、多いと考えるのか少ないと考えるの

か。また、今後新たな手だてが必要なのも明ら

かです。やはり都市部からの受け入れを現実的

なものにするためには、拠点となる施設整備が

必要なのです。

本県のシルバータウン構想は実現しませんで

したが、同じバブル期にシルバータウン構想を

立ち上げ、それを今もなお継続させ、形にして

いる自治体があります。秋田県です。秋田県で

は、昭和55年に県庁内にプロジェクトチームが
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設けられ、平成３年までに約60億円の費用を投

じ、秋田県南部シルバーエリアという総合福祉

施設を開業させています。ここは、高齢者専用

マンションに加え、養護老人ホーム、特別養護

老人ホームなどが集積されており、診療所やリ

ハビリセンター、そして大浴場にレストラン、

テニスコート、室内練習場、理容室、美容室ま

で完備され、一般県民も利用できることから、

世代間交流の場としても広く利用されていま

す。現在、秋田県では、このような拠点コミュ

ニティーを県北、県央、県南の３カ所に整備し

ており、今もなお民間活力をそこに注入してサ

ービスの拡充を図っています。同じ財政規模の

自治体が、同じ時期にシルバータウン構想を策

定し、スケールは違えども、構想を実現できた

秋田県と実現できなかった本県の高齢者を取り

巻く現状は今、大きく違っています。

本県の現在の高齢者福祉保健計画という計画

がありますが、市町村の施設及び在宅サービス

の数字を積み上げるだけが県の数値目標として

示されているのが実態です。ゆえに、介護保険

適応の高齢者施設は、冒頭に言いましたとお

り、宮崎県では頭打ちのまま、ほとんど伸び代

はありません。それにかわって有料老人ホーム

の乱立が今行われており、入居時の料金と、そ

こで提供されるサービスの格差がどんどん大き

くなっているという、いびつな高齢者サービス

の実態があります。一説では、本県は県民１人

当たりの有料老人ホームベッド数が日本一多い

と言われております。今後ますます、県の高齢

者保健福祉計画にのっとらない高齢者サービス

が拡大していくことが考えられますが、知事、

このような実態を踏まえ、総合的に、今後この

宮崎県が目指す高齢者保健福祉計画、高齢者保

健福祉政策というものはどういうビジョンをお

持ちなのか、お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） いわゆる団塊の世代

が75歳以上となる2025年に、県民の３人に１人

が高齢者になるという見込みがあるわけであり

ます。このため、社会の活力を維持・発展させ

ていく取り組みとともに、高齢者保健福祉に対

する取り組みを着実に進めていくことは大変重

要であろうかというふうに考えております。議

員からも御指摘のありました、今の高齢者の方

々は、健康で元気な方々も多く、まずはそう

いった方々が、社会から支えられる側ではな

く、みずから社会を支える側に回る、そして活

躍していただけるような社会を築いていくこ

と、健康長寿の社会づくりをしっかり進めてま

いりたいと考えております。

一方で、介護を必要とされる方々もふえてき

ますことから、引き続き、介護基盤の整備や福

祉に携わる人材の育成・確保、特にこの人材の

育成が大変重要であろうというふうに思ってお

ります。市町村やサービス事業者などの関係機

関と連携しながら、高齢者のニーズに合ったサ

ービスの提供に努めてまいりたいと考えており

ます。急速に高齢化が進む中ではありますが、

市町村、また関係団体、県民の皆様と手を携え

ながら、安心で心豊かに暮らせる社会づくりに

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の知事の御答弁が具体的な

形になることを期待しております。今回は高齢

者福祉の政策の質問ではありましたが、私が描

く高齢者福祉政策のプレゼンテーションの一端

でもありました。これがどれだけ知事初め関係

部局に届くのか、期待したいところですが、県

だから、行政だからできるシルバービジネスが

あるという視点を、今後の政策展開にぜひ組み

込んでいただきたいと考えております。

平成26年６月16日(月)
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少しここで時間をとり過ぎてしまいましたの

で、次に用意しておりました児童養護事業の展

望については、今質問では割愛させていただき

まして、また次回の一般質問で詳細に取り上げ

させていただきます。

続きまして、中小企業振興について伺いま

す。きょうも地元商工会の若手の方々が、知事

並びに関係部長の答弁を聞くために、わざわざ

来ていただいております。

まず、この４月に消費税が引き上げられまし

たが、本県にとってはアベノミクス効果が届か

ないままでの増税でもありました。各種産業に

影響が出ているものと考えられますが、実際、

４月以降の本県の商工業の実態、状況につい

て、まず商工観光労働部長に答弁を求めます。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ４月から

の消費税率引き上げにより、本県でも個人消費

等において、駆け込み需要やその反動減が見ら

れたところであります。例えば、大型小売店販

売額においては、消費税率引き上げ直前の３月

には前年同期比15.0％のプラスと、駆け込み需

要が見られ、４月は前年同期比10.5％のマイナ

スと、反動減が見られました。乗用車の新車登

録・届け出台数につきましても、３月は前年同

期比19.3％のプラス、４月は3.6％のマイナスと

なったところであります。また、県が５月中旬

に県内事業者を対象に実施したアンケート調査

の結果では、例えば、小売・飲食関連業の約８

割で、４月の売り上げが前年同期と比べ減少し

ております。一方、５月以降の業況につきまし

ては、緩やかではありますが改善傾向を見込む

企業が多くなっており、また、日本銀行宮崎事

務所等の分析におきましても、「駆け込み需要

の反動減は想定の範囲内で、持ち直しの動きは

続いている」とされていることから、今般の消

費税率引き上げに伴う影響は、おおむね限定的

であるものと考えております。

県といたしましては、さきのアンケート調査

において、「一部、駆け込み需要の反動減によ

る売り上げ減少が今後も続くのではないか」と

心配する声や、税率引き上げに伴った原材料費

等のコスト増を懸念する声などもありましたこ

とから、引き続き、個人消費等の動向を十分注

視してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 県内の小売・飲食業の８割に

影響が出ているということが報告されたところ

です。国は法人税の減税を打ち出してはいます

が、その恩恵があるのはほとんどが大企業で、

本県の大部分を占める中小零細企業において

は、今後来る消費税10％の第二波でさらに追い

込まれていくことは必至です。さらに、ＴＰＰ

の推移によっては、農畜産業のみならず、関連

産業及び飲食業にもさらに影響が出てくること

も明らかです。

こんな中、地域の小規模事業所を支え、地域

振興の中核として重要な役割を担っている商工

会の組織再編が検討されているようです。具体

的には、会員の少ない商工会を合併させる動き

や、現在配置されている経営指導員や経営・情

報支援員を削減することが実施されるようで、

実際、ことしの４月から、西都市三財商工会と

日南市の北郷商工会の経営・情報支援員が１名

ずつ削減となっております。ほかの商工会にお

いても、退職者が職員で出た場合でも補充をし

ない、いや、できないというような方向性まで

出ているようです。この方針に、地域の商工会

からは、「商工業振興だけでなく、地域の祭り

や各種行事運営を担ってきたのは商工会である

ことを、県は認識しているのか｣や、「構造改革

で壊された地方の商工業再生が県行政の課題で
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あるのに、何をやっているんだ」など、強い憤

りが噴出しています。小泉政権下で構造改革が

行われ、国からの商工関係補助金は地方交付税

に包含され、商工会連合会への運営費の補助額

は県の裁量となりました。当初10億円ほどあっ

た連合会への補助金も年々減少しており、現在

は８億円ほどとなっております。このままで

は、地域の若い企業家や小規模事業所の芽を摘

んでしまうどころか、今ふえつつある買い物難

民の増加にも加担しかねません。県は商工会の

組織編成と人員削減についてどう捉えているの

か、再度、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 商工会の

組織体制の見直しにつきましては、平成24年度

から、県商工会連合会が中心となり、商工会の

経営支援機能の強化を主な目的として、検討を

行われていると伺っております。具体的には、

商工会の経営指導員等が１人で担当する小規模

事業者数に、地域間で大きな格差がありますこ

とから、複数の商工会で職員を共有する合同設

置や、商工会の合併などにより職員を再配置す

ることで、商工会間のアンバランスを解消し、

経営支援サービスの平準化を図るというもので

あります。そのほかにも、職員の研修体系の見

直しや、具体的な業務を通して先輩職員が新任

職員を継続的に指導する、いわゆるＯＪＴの活

用等、多様化・高度化する小規模事業者の経営

支援ニーズへ的確に対応できるよう、商工会が

みずから、組織体制の見直しについて検討を行

われているものであります。

○図師博規議員 あくまでも商工会連合会側内

部だけでの計画であり、県からの影響はないか

のような答弁ではありましたが、実際、この連

合会側の再編計画には、今、部長の答弁にあり

ました、専門員の偏在を解消することが目的で

あったり、そういうことはもちろんうたわれて

いるわけなんですけれども、経営指導員や支援

員の配置基準を決めているのは県であります。

また、県予算のマイナスシーリングがゆえに、

編成と人員削減を余儀なくされているという一

因もあると思います。今後、商工会の機能―

町の末端まで血を送る、お金を送る、経済を活

性化するために働いてくれているこの商工会、

また、それに属している会員の方々のモチベー

ションを維持するためにも、県の補助金や専門

員の維持・拡充というのは必要であると考えま

すが、知事のお考えはいかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 地域経済を担うとい

う、地域社会の中で非常に重要な役割を商工会

は果たしていただいておりますので、県におき

ましては、厳しい財政状況ではありますが、こ

れまで、商工会に対する補助金について、可能

な限り配慮してきたところであります。このよ

うな中、先ほどの部長答弁にもありましたとお

り、県商工会連合会を中心に商工会の組織体制

の見直しというものが検討されているところで

あります。この取り組みは、小規模事業者の経

営支援ニーズの変化に加えまして、商工業者会

員数の減少や厳しい財務体質など、厳しさを増

す運営環境というものを見据えて、商工会みず

からが、将来の商工会のあり方について真剣に

検討されているものでありまして、既に一部の

商工会では、合併に向けた検討も始まっている

と聞いております。私自身も、それぞれの商工

会を訪れて、いろんな意見交換、また御意見も

伺っているところでありますが、県としては、

そのような商工会の考えや取り組みを十分に尊

重し、新たな体制で商工会機能を効果的に発揮

するためには、どのような支援が有効かという

ことにつきまして、商工会連合会とも密に連携
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を図りながら検討を行い、今後ともしっかりと

支援してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の知事の答弁、具体的な御

答弁だとは思うんですが、部長の答弁とかみ合

うかどうか、またお聞きします。

県は昨年、宮崎県中小企業振興条例を策定

し、中小企業の振興を県政の重要課題と位置づ

け、県のみならず、中小企業にかかわる関係機

関、そして市町村、県民を含め、県民総力戦で

振興を図っていくことを示しています。そして

その13条と14条では、中小企業から意見を聞く

機会を設け、中小企業振興に関する施策に反映

し、必要な財政上の措置を行うと明記してあり

ます。ここで言う「中小企業にかかわる関係機

関」とは、まさに商工会や商工会議所を指し、

ここに「必要な財政上の措置を講ずる」とある

わけですから、各商工団体からの要望を受けと

め、組織の維持と専門員の増員に努めるべき

で、最低でも現状維持ができるよう努めること

があってしかるべきと考えます。中小企業振興

条例の内容を踏まえた取り組みの状況と今後の

展望について、再度、商工観光労働部長にお伺

いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 宮崎県中

小企業振興条例に基づく取り組みにつきまして

は、昨年度は、従来の取り組みに加えまして、

条例策定の過程で中小企業者や商工団体等の皆

様から御要望のありました、人材育成・確保、

経営革新・新規創業、販路開拓の各分野の新規

事業に取り組んだところであります。また、県

内各地域に職員が出向きまして、中小企業者や

商工団体等との意見交換を延べ12回実施いたし

ました。意見交換では、「さまざまな施策を県

は実施しているが、事業者にはわかりにくい」

ですとか、人材育成の必要性、新ビジネス創出

の環境づくりなどについて御意見等をいただい

たところでございます。このため県では、昨年

から運用を開始いたしました「宮崎県中小企業

支援ポータルサイト」により、県、国及び関係

機関の施策内容や相談窓口をわかりやすく紹介

し、情報提供に努めたほか、今年度の新規事業

といたしまして、新たな創業を支援する「未来

を担うみやざきの起業人」応援事業などに取り

組んでおります。県といたしましては、今後と

も、中小企業者の皆様の現場ニーズを把握し、

実効性のある施策の展開に取り組んでまいりた

いと考えております。

○図師博規議員 この場での具体的答弁、予算

に関することの御答弁を求めるのが難しいのは

よくわかっておりますが、地域においては、市

町村合併によって吸収合併された小さいところ

の自治体、これとイコールに今、商工会が映っ

ているわけです。またここで合併されてしまう

と、町自体がさらに疲弊してしまう、そういう

ような危機感を抱いている地域が多数あるとい

うことを、ぜひ部長も知事も御認識いただきた

い。そして、この編成計画は、今年度策定され

て、もう来年度から実施の予定なんです。今年

度中に、商工会連合会もしくは地域の商工会と

の密な連携をとっていただきたい。よろしくお

願いします。

それでは続きまして、次の質問に移ります。

昨年９月議会でも取り上げました、ラグビーの

ワールドカップ誘致についてお伺いをいたしま

す。

今まさにサッカーワールドカップが世界的な

盛り上がりを見せてはおりますが、東京オリン

ピックが開催される１年前の2019年には、ラグ

ビーのワールドカップが、ここ日本で開催され

ます。国内会場は12会場ほどが予定されておる
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ようで、その大会誘致に向け、県もラグビー協

会と連動し、日本組織委員会の会議に参加され

るなどして情報収集に努められてきたことは、

理解をしております。そして、いよいよ試合会

場誘致の立候補締め切りがことしの10月に迫っ

てきたことから、ラグビー関係者を初め県の関

係者には、今、県がどう動いてくれるのかとい

うことに注目が集まっております。先日は、ラ

グビー日本代表の合宿が宮崎のほうで行われる

などして、宮崎の環境の質の高さは既に実証済

みです。ぜひこの流れで試合会場誘致へ立候補

していただき、スポーツランドみやざきを国内

外にアピールする機会をつかみ取っていただき

たい。そこで、先日、大会を開催する開催地の

要件、ガイドラインというものが日本組織協会

のほうから発表されましたが、この内容につい

て御理解いただいているのか、商工観光労働部

長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 2019年ラ

グビーワールドカップの開催都市ガイドライン

で示された主な要件といたしましては、観客席

が最低でも１万5,000席必要であるほか、夜間照

明設備や、電光掲示板としてテレビ放送並みの

品質を備えた60平方メートル以上の大型スクリ

ーンなどが必要となっております。また、選手

控え室、テレビ・ラジオ実況放送室や記者室な

どが整備されていることも要件となっておりま

す。

なお、他県の整備実績等から、ガイドライン

の要件にある夜間照明設備や電光掲示板を整備

するだけでも、10億円を超える整備費用がかか

ると見込まれております。

○図師博規議員 他県の整備実績まで調べてい

ただき、概算も算出していただいておりま

す。10億程度ということではありますが、観客

席１万5,000席というのは、私も試算してみまし

た。現在、芝生部分があります。この陸上競技

場の芝生部分を活用すれば、また長椅子がある

んですけれども、これを３等分して１席、２

席、３席として、それを勘案していけば、１

万5,000席はクリアできます。あとは、今、部長

の答弁にありました大型スクリーンや夜間照明

設備などの設備をどう整備していくかですが、

これはラグビーワールドカップにとどまること

ではないんです。東京オリンピックに関連する

大会の誘致や、何度も取り上げられています２

巡目の国体誘致に関しても、この整備はいずれ

必然になってくるわけです。また、キャンプ地

とか親善試合などを誘致するにも積極的に手を

挙げていただきたいけれども、これを挙げるに

関しても、今の設備というのはあってしかるべ

き設備です。

キャンプとか親善試合を誘致するのも、シー

ガイアとか県有施設とか限られた会場だけでは

なくて、市町村と連携して地域開催、地方開催

を実現し、地域の浮揚、地域の活性化になるよ

う働きかけていただきたい。ワールドカップ大

会の誘致には、本県はまだ手を挙げると決めて

おりませんが、大分県や福岡県はもう既に手を

挙げると決まっております。そして、その大分

県や福岡県から高速道路なりを利用して、ぜ

ひ、県央だけじゃなくて県北や県西地区でも

キャンプや親善試合が開催されるような働きか

けをしていただきたいのです。

今回、質問をつくり上げるに当たって、スポ

ーツランドの担当職員と激論、熱く闘わせてい

ただきました。現場の職員さんは、誘致したい

気持ちはあるんです。ましてや日本のラグビー

の代表が来てくれているわけです。そこにつな

げていくにも、今、判断していく必要があると
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いうことを、職員さんは語ってくれておりまし

た。この語りが部長にも届いておると信じまし

て、再度、商工観光労働部長に答弁を求めま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 先ほど答

弁いたしましたとおり、夜間照明設備や電光掲

示板など、開催都市のガイドラインの基準が高

く、残念ながら開催都市としての応募は困難な

状況であります。一方本県では、昨年の11月に

行われましたラグビートップリーグに所属する

パナソニックワイルドナイツの合宿や、ことし

４月に行われました日本代表チームの合宿の実

績などを積み重ねてきております。県といたし

ましては、これら合宿の継続拡大を図りますと

ともに、その実績を生かしながら、県ラグビー

協会や関係自治体と連携して、大会直前の海外

代表チームのキャンプ誘致に向けて、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 困難なのはもうわかっている

わけですね。それを今からしたいという職員さ

んがいらっしゃる、準備をしたいという方がい

らっしゃるにもかかわらず、そこが動かないと

いう歯がゆさを感じます。大会開催のガイドラ

インに合わないからといって、今から大会誘致

は動きませんと言っているのであれば、整備が

終わっている他県とは全く競争すらできないわ

けです。そういう状況を改善していくために

も、知事を初め関係部局の財政を含めた抜本的

な見直しというものをしていただきたいと思い

ます。今後、計画的、迅速な整備を求めまし

て、私の質問を終わらせていただきます。（拍

手）

○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時39分散会



６月17日（火）
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

17番 田 口 雄 二 （ 同 ）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 井 上 紀代子 （ 同 ）

31番 鳥 飼 謙 二 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣



- 232 -

◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、太

田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。昨年11月県議会で、我が会派の井上

紀代子議員が性同一性障害について質問をされ

ました。実は、私の次男も性同一性障害でし

た。これから私の体験を語ることで、家庭や学

校生活で悩んでいる子供たちや親、そして先生

方の一助になればと思い、この性同一性障害に

ついて質問したいと思います。なお、「性同一

性障害」という言葉は、日本精神神経学会によ

りますと、「性別違和」という言葉に言いかえ

ることを推奨していると報道されましたので、

今回はその言葉、「性別違和」を使わせていた

だきます。

私の子供である長男、次男は、昭和56年に一

卵性双生児として生まれました。現在、33歳に

なります。その双子のうち、次男は、確かに今

思えば、小学校のころから女性的なしぐさの多

い、優しい子でした。特に、その次男が性別違

和を思わせる変化を感じたのは高校生のころで

した。長男は生徒会長をするほど男らしかった

のですが、片方の次男は、自分は将来、保育士

になりたいと言い出し、父親としてちょっと面

食らったことを覚えています。長男は工学部、

次男は保育士の大学を卒業し、二人して長崎で

音楽活動をすることになりました。その音楽活

動のさなか、25～26歳のころだったか、次男が

延岡に帰ってきて、私の前に正座をして、「実

は私は女の子です。女性として生きていきた

い」と告白をしました。私はびっくりしました

が、息をのんで平静を装い、「女性として生き

ていってもいいけど、特に無理に薬を飲んだり

手術したりせずに、自分の思いの自然なままに

生きていけばいいが」と、そんなことを言った

のを覚えています。当時、次男は、自分の性別

違和に悩み、長崎の大学病院に通院していると

のことでした。病院のほうでも、一卵性双生児

なのにその片方のみが性別違和になるのは珍し

い事例として、兄弟そろって受診を求められて

いたようです。その後も、兄弟で長崎の地にお

いて音楽活動を続けていたのですが、性別違和

で極度の変調が起こったのでしょうか、体調不

良を訴え、次男一人だけ延岡に戻り、自宅療養

を始めました。

ところが、半年ばかりたったころ、突然その

次男が行方不明となりました。警察に相談した

ところ、大分の施設にそれらしき人が記憶喪失

者として保護されているとのことでした。大分

の山中を真夜中さまよっていたのをタクシーの

運転手に発見され、警察の取り調べを受けた

後、保護されたそうです。すぐさま引き受けの

ために夫婦で大分の施設に面会に行きました。

両親の顔を見れば次男の記憶も戻るだろうと自

信を持って面会したのですが、面会した途端、

その実の子供から、「どなたでしょうか」と尋

ねられたときには、親の顔も忘れたのかと啞然

とし、事の重大さを悟りました。

記憶喪失の次男をその日のうちに引き取り、

延岡の自宅に連れて帰りました。玄関に入って

も記憶は戻ることなく、ただ、さまざまな物に

さわり、必死で記憶を取り戻そうとしているよ

うでした。その後、しばらくは私たち両親に対

平成26年6月17日(火)
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しても、実の両親であるという実感が持てな

かったのでしょうか、私たちに、「お風呂に

入ってもよろしいでしょうか」などと、他人行

儀に敬語を使って話しかけてくるありさまでし

た。また、こんなことも尋ねられました。「自

然と涙が出てくるんですけど、私は何か過去に

いじめられたことがあったんでしょうか」と。

どんなことがあったのかわかりませんが、無頓

着な親として済まなかったと思います。

さらに済まない思いに駆られたことがありま

す。記憶喪失で警察から取り調べを受けている

最中、次男は、トイレに行きたくなって、許可

をもらい、無意識のうちに選んだトイレが女子

トイレだったそうです。次男は、そのトイレで

用を足そうとしたそのとき、初めて自分の体が

男であったことに気づき、一体自分はどういう

人間なんだと戸惑ったそうです。私は、この話

を聞き、「ああ、この子は記憶喪失してもな

お、本当の気持ちは女の子だったんだ」と思

い、女性への性転換の手術に同意しました。

娘は、性転換の手術を受けた後、現在、保育

士として働き、時にはママさんバレーの選手と

して頑張っています。こんなに元気になれたの

も、女性としての手術を受け、裁判所からも認

められ、戸籍上も次男から４女へ、さらに「さ

くら」という女性の名前をもらい、女性として

生きることができたからだと思います。

もう一つ、私は、学校の先生方にも感謝しな

ければなりません。後で知ったことですが、高

校時代、次男は男子トイレに入ることができ

ず、こっそり自宅に戻って用を足していたとの

ことでした。ですから、修学旅行ではみんなと

一緒に風呂に入ることができず、修学旅行に行

くことを辞退していたそうです。それを聞いた

担任の先生たちが、職員会議まで開き、機転を

きかせて、「そんなら、先生の泊まる部屋の風

呂に入ればいいが」と勧められたらしく、修学

旅行に行くことができたそうです。15年前、当

時、さほど性別違和について関心のなかった時

代、その先生方の配慮というか、教育の力とい

うか、粋な計らいに両親として感謝しても感謝

し切れません。

そこで質問ですが、学校の現場での性別違和

への対応について、国の動向も含め、教育長に

現状を伺います。以上です。

後の質問は質問者席にて行います。（拍手）

〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

性別違和に対する学校現場での対応や国の動

向についてであります。実は今、お話を聞きな

がら、私は、自分の息子のやっぱり外から見え

ない障がいに苦しんだ日々を思い出して、万感

の思いで聞きながらここに立たせていただいて

おります。

児童生徒が抱える問題や悩みが多様化・深刻

化する中、子供たちがさまざまな困難を乗り越

え、自立する力を身につけながら夢や希望を抱

き、心身ともに健やかに成長していってほしい

と願っておりますが、そのためには、家庭はも

とより、学校や地域社会においても、これまで

以上にきめ細やかな対応が求められておりま

す。性別違和で悩んでいる児童生徒について

も、学校においては、学級担任や管理職を初め

として、養護教諭、スクールカウンセラーなど

教職員等が協力して、児童生徒の心情に十分に

配慮しつつ、保護者の意向も尊重した上で相談

に応じるとともに、必要に応じて関係医療機関

とも連携するなどの対応に努めているところで

あります。また、国におきましては、ことしの
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３月に、全ての国公私立の学校を対象に、性別

違和に関する対応についての調査を行い、その

結果を今月13日に公表したところであります

が、今回の調査を通して、全国の各学校におけ

る対応等を共有することができたことは、性別

違和についての周知及び対応の充実に向けて一

歩前進したものと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○太田清海議員 ありがとうございました。私

も、こういう体験をして、子供を３回育てたよ

うな気がいたします。最初は男の子として、そ

して記憶喪失して別な人格として２回目、そし

てまた女性として、一人の人間を３回育てたよ

うな気がするわけですが、私としても、学校現

場で対応するのは大変だろうと思います。私も

わからないことでありました。学校現場の人た

ちの御苦労も大変だろうと思いながら、悩んで

いる子供たちには、さまざまな人間がいていい

んだよ、学校でもいろんな人がいていいんだよ

というメッセージを子供たちにも伝えたいと思

いますし、悩んでいる親御さんについても、子

供の思いに添って生きていくことがいいと思い

ますよということを伝えたいと思います。

実は、私の体験として、こういった手術とい

うのは、東南アジアとか、ああいったところに

行かないかんのかなと思っていたんですが、

2004年に法が改正されて、実は、名古屋で、費

用も170万、そして、ビジネスホテルに１泊して

１日の手術で帰ってくるという、本当にこんな

ものだったんだろうかといった簡単な手術で終

わりました。ですから、本当に私はそういう制

度で助けられたと思いますが、まだ不可解な部

分等もあろうかと思いますし、170万というお金

が出せないお子さんたちは、親のことを気遣っ

たりして、ぐっと我慢したり、もしくは悩んだ

りする子供さんたちもいるだろうなと思うと、

私のこういう体験の中で、国の政策の中でそう

いった助成みたいなものが制度の中に生かされ

てくるといいがなというふうな気がしておりま

す。

体験として述べさせていただきましたので、

今後の参考にしていただければと思っておりま

す。きのうでしたが、出がけに娘に、「さく

ら、おまえのことをしゃべってくるからな」と

言ったら、学校の先生方の配慮で修学旅行に行

けたことは感謝しているということを告げてお

りました。本当にありがとうございました。そ

ういうことがあったということをお伝えしてお

きます。本人も、どんどん世の中に出ていきま

すよということを言っておりました。

関連してでありますが、いじめ防止問題で質

問をさせていただきます。ことしの１月に、長

崎の中学校の男子がいじめを苦に自殺をしたと

いう事件がありました。無料通話アプリ「ＬＩ

ＮＥ」を使っていろいろ自分の気持ちを伝えた

んだけど、それが十分、学校や家庭に届いてい

なかった、両親に伝わらなかったということ

で、大変かわいそうだなと思うんですが……。

この新聞記事を読んでみましたら、いじめ防止

対策推進法が求めておった防止対策の組織を、

この学校では残念ながらつくっていなかったと

いうことでありました。本県においてはどうだ

ろうかということで、現状をお聞きしたいと思

います。教育長、お願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 昨年９月の「いじめ

防止対策推進法」の施行に伴い、10月には国の

基本方針が策定され、本県におきましても、宮

崎県いじめ防止基本方針を定めるとともに、市

町村教育委員会や学校に対して、助言や情報提

供を行ったところであります。また、推進法の
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規定に基づき、宮崎県いじめ問題対策連絡協議

会及び宮崎県いじめ問題対策委員会を条例に基

づき設置し、それぞれ第１回の会議を既に開催

いたしたところであります。推進法では、学校

におきましても、学校いじめ防止基本方針を定

めること、及び学校におけるいじめ防止等の対

策のための組織を置くことが義務づけられてお

り、このことを重く受けとめ、既に県内全ての

学校におきまして、基本方針を策定するととも

に、いじめに対応するための組織を設置し、い

じめの未然防止等への取り組みを組織的・計画

的に推進する体制が整えられたところでありま

す。

○太田清海議員 わかりました。このいじめの

問題、どこに原因があるのかなと、私たちの立

場でも考えるんですが、社会にゆとりがなく

なったのかなと思うと、私たち政治家の役割と

いうのがそこにあるんじゃないかなという気も

いたします。ありがとうございました。

続きまして、知事の政治姿勢についてお伺い

したいと思います。実は、知事のパンフレット

の中で私、見た記憶があって、議会でもこの言

葉は使われましたが、「ノブレス・オブリー

ジュ」という言葉を座右の銘としておられると

いうことです。実は私も好きな言葉の一つでも

あったわけで、ちょっと気にかかっていたもの

ですから、知事はどういう思いで座右の銘にさ

れているのか、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この「ノブレス・オブ

リージュ」という言葉は、もともとフランスの

格言で、「ノブレス」という、貴族という言葉

からすると、身分に伴う義務というものが最初

の意味でありますが、今では、責任を担うべき

立場にある者には義務が伴う、また、その与え

られた地位に伴う覚悟を求めているという言葉

として使われているところであります。

私がこの言葉に出会いましたのは、学生時

代、民法の授業で、星野英一先生が退官をされ

るときに最終講義がありまして、その中で、

「君たちにぜひ贈りたい言葉がある」というこ

とで、この言葉を紹介いただきまして、東京大

学で学び、法学を学ぶことができた皆さんに

は、社会に奉仕する義務があるんだと、そうい

う自覚を持ってこれから頑張れというお話を伺

いまして、大変感銘を受けたところでありま

す。ぼんやり、公のために尽くしたいという思

いを持っていました自分にとって、一つ、ぽっ

と精神的な柱ができたような思いがいたしてお

るところでございます。

さきの選挙で、宮崎県知事としての重責を担

うこととなったわけでありますが、今は、この

言葉を、自分の全てを宮崎の発展のために尽く

すんだと、そういう覚悟を求める言葉として、

自分に対して戒めの思いとともに座右の銘とさ

せていただいているところであります。

○太田清海議員 わかりました。この言葉もい

ろいろ解釈があるようですけれども、本当に

今、日本の中に気品というものがなくなってき

ているんじゃないかなという気がして、やっぱ

り心の中には気品を持つ、そういう判断で常に

やっていくというのは大事なことじゃないかな

と思います。これはこじつけかもしれません

が、実は、所得の多い方も少し社会のために還

元しようではないかということを考えると、私

は、税制の中で応分の負担をしてもらうと、こ

の世の中はもっとよくなるんだがなという思い

も一方でしました。このノブレス・オブリー

ジュというのは、ヨーロッパでの騎士道の精神

から来ているところもあるようですし、本当に

命をかける、みんなのために命をかけるという
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のもあったようですね。ぜひ、世の中が応分の

負担をみんなでしていこうという気持ちになら

ないといけないのかなと思いました。

次に、自由貿易、保護貿易のことについて質

問したいと思いますが、去年の２月県議会の中

で、自民党の 原正三議員が副知事に、木材輸

入関税を撤廃していなかったらどうだろうかと

いう質問をされました。ゴルフの「たられば」

ではないけれどということで、私、この質問を

非常に興味を持って、身を乗り出して聞いた思

い出があります。私もぜひしてみたいなと思い

ましてですね。自由貿易が経済を発展させると

いう考えのもとに、ＴＰＰ協定の交渉が進めら

れておりますけれども、農林水産業を守るため

には、保護貿易的な視点からの議論も今日必要

ではないかと思います。関税という制度につい

て知事はどうお考えになっているか、お伺いし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ますます経済のグロー

バル化が進んでいるわけでありまして、自由貿

易というものは一つの国際的な流れだというふ

うに受けとめております。本県としましても、

東アジア経済交流戦略を策定しまして、県産品

の輸出や観光交流などの拡大に積極的に取り組

んでいるというところであります。その一方

で、国によりましては、地域的特性や産業構造

など違っているわけであります。自由貿易を基

調とする中にありましても、国内産業を保護

し、育成するという観点から、関税制度の役割

というものは大変重要であると考えておりま

す。安倍総理が、「守るべきものは守り、攻め

るものは攻める」という発言をしておられます

が、これも同じ視点に立った発言であるという

ふうに認識をしておるところであります。今、

この自由貿易をめぐってＴＰＰ協定等いろいろ

議論がなされ、また、交渉がなされておるとこ

ろでございますが、農林水産業というものは本

県の基幹産業でございます。我が国全体におい

ても、食料の安定供給や国土・自然環境の保全

という面で重要な役割を果たす産業であります

ので、重要品目の関税堅持など、粘り強い交渉

を求めてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○太田清海議員 私も、戦後教育を受けて、自

由貿易というのが経済発展させるんだ、保護貿

易というのは戦争に導くんだというようなイメ

ージで教育を受けた関係で、保護貿易というの

に非常に悪いイメージを持っておりましたが、

最近、経済学者のエマニュエル・トッドという

人が、日本の学者も含めて本を出しています。

「自由貿易という幻想」という本とか。保護貿

易によって伸びているところもあるんだよとい

う視点、保護貿易についても一つの光を与えな

いかんのじゃないかなと思ったりするわけで

す。特にＴＰＰ、多国間での取りまとめという

のは、今、知事が言われたように、その国の特

殊性を表現することができない。１対１の２国

間での協定であれば、お互いの国の事情をわか

り合えるからそれを表現できるけれども、多国

間、12カ国にふえたような中ではもう無理だろ

うと私は思う。そういう国の特殊事情を協定の

中に表現するというのは。いろんな問題がある

わけですから。そういう思いでこれはどうなの

かなと。知事も関税は必要だというような意味

も含めて聞きましたけれども、私は、２国間で

は、うまくその辺が表現できるけれども、ＴＰ

Ｐ的なものでは無理ではないかなという感じを

持っております。

次に質問を進めさせてもらいます。きのう、

我が会派の田口議員も質問しましたが、ホワイ
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トカラーエグゼンプションについて、知事の考

えをもう一度確認のためお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ホワイトカラーエグゼ

ンプションであります。労働時間規制を取り

払って、仕事の成果の評価により報酬を決める

というものであるわけでありますが、産業競争

力会議などで議論が行われておったところであ

ります。これを踏まえて、政府におきまして

は、年収1,000万以上の職務範囲が明確な高い職

業能力を持つ労働者を対象とすること、また、

対象者の健康を確保するために、長時間労働の

抑制策や年次有給休暇の取得促進策の検討とあ

わせて、今月中に決定する成長戦略に盛り込む

方向ということで伺っております。この制度で

は、時間に拘束されないことにより、創造性や

生産性の高い働き方が可能となるという意見が

ある一方で、働き手が残業代ゼロで長時間労働

を強いられるのではないかという意見もあると

承知しております。制度の導入によりまして、

労働者の働き方が大きく変わることも想定され

ますことから、今後、議論が予定されておりま

す国の労働政策審議会の動向を注視してまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 ホワイトカラーエグゼンプ

ション、前の法律で労働者派遣制度について

も、以前は特殊な業務しかやっちゃいけないと

言っていたのが、どんどん拡大されて、製造業

まで拡大されていきました。非正規は労働者の

４割近くにもなっているという状況で、これは

ゆゆしき状況だと思うんです。そういうふう

に、何か今の世の中の流れは、働く人たちと

か、世の中の富を本当につくっている人たちの

立場がどんどん金属疲労のようになっておるん

じゃないかという感を持つわけです。特に、思

い出してほしいのは、労働基準法の第１条の第

２項、ここに精神が見事に―戦後、憲法が公

布されてその５カ月後につくられた労働基準法

ですけれども、その第２項の中に、「この法律

で定める労働条件の基準は最低のものであるか

ら、労働関係の当事者は、この基準を理由とし

て労働条件を低下させてはならない」、この後

がまた問題でありまして、「もとより、その向

上を図るように努めなければならない」と書い

てあります。労働基準法よりも、うちはちょっ

といい、労働基準法ができたから、労働基準法

の基準に下げようという気持ちはいけません

よ、さらにいい労働基準になるように引き上げ

ましょうねというのが、戦後のこういう働く人

たちに対する考え方だったんです。今は、それ

が逆に、悪いほうに悪いほうに行っているよう

な気がいたします。知事の考えをお伺いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、労働

基準法の第１条第２項につきましては、法の定

める労働条件が最低のものであるということ

や、その向上を図るよう努力することを義務づ

けたものであり、その精神は尊重されるべきも

のと認識しております。また、労働者一人一人

が、職業を通じて企業や地域社会の発展に尽く

し、人として価値ある生活を営むためにも、労

働法制の役割は大変重要だと考えております。

一方で、経済社会情勢も日々変化をしている

ところでありまして、労働法制もその変化に対

応した見直しがなされる、また必要であるとい

うふうに考えておるところであります。御指摘

のありました、ホワイトカラーエグゼンプショ

ンの導入など労働法制の見直しに当たりまして

は、労働者の生活に与える影響も極めて大きい

ものがありますので、さまざまな角度から慎重

に議論することが必要であるというふうに考え
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ておりますし、大切なことは、労使双方の合意

が得られることではないかというふうに考えて

おります。今後の議論を注視してまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 ブラック企業とか、学生のア

ルバイトでブラックバイトという言葉も出てき

ています。本当に学生さんたちも使い捨てのよ

うな状態で、ブラックバイトという言葉も出て

きています。世の中は、知事が今、注視してい

きたいという中に、どんどん悪くなっている現

実があるような気がしてですね。特に、新聞で

も報道されていましたが、これは実名入りで出

ていましたけど、延岡工業高校の松元先生とい

う方は、子供を世の中に送り出すのに、労働基

準法なりを一生懸命教えておるという報道もさ

れていました。教育の現場でこういった労働法

規の勉強をさせていますと。そのとおりだと思

いました。せっかく理想に燃えて、学校で教育

して、その子が職場に入って耐えていけるだろ

うか―本当に大変なことだと思うんです。だ

から、うまく世の中に入っていくようにして、

また、世の中自体も、もう少し優しく受け入れ

るような社会になってほしいなというような気

がいたします。そういう法律上の問題の考え方

が何か曖昧になっているというのが今日の状況

じゃないかと思いました。きのうも前屋敷議員

からも質問が出ましたが、集団的自衛権の行使

容認を解釈改憲で行おうとしていることについ

て、知事、もう一度答弁をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 世界各地においてさま

ざまな紛争が生じている。アジアにおいても緊

張の場面というものがあるわけでございまし

て、安全保障環境が大きく変化していることを

踏まえますと、我が国の安全保障のあり方を改

めて議論することは極めて重要であると考えて

おります。現在、集団的自衛権の行使の是非

や、それに係る憲法の取り扱いなどにつきまし

て、政府・与党を初め、各方面でさまざまな議

論がなされているところであります。これらの

問題は、国の根幹にかかわる極めて重要な問題

でありますので、丁寧かつ慎重な国民的議論が

なされるべきものと考えております。

○太田清海議員 知事の立場ではそこまでしか

言えないのかなという気はいたしますが、国民

的な議論が必要だと言われておりますので、本

当に議論をしていただきたい。ただし、現実を

見ると、議論をしたいと思っても、もう閣議決

定されようとして、事実が先に進んで、認めら

れようとしているわけです。だから、十分な議

論をということができない状況ではないかなと

思う。どうですか、知事、これ、どう思われま

すか、今の状況。もう閣議決定もされようとし

ていますよね。それについてはどうですか。

今、知事としては、国民的な議論が必要だと言

うけど、そこまでなっていない、知らされてい

ないというか、どうでしょうか、その辺の所感

だけ。

○知事（河野俊嗣君） これにつきましては、

これまでもかなりの時間を割いて、さまざまな

具体的な事例を政府から示され、それをもとに

国会での議論がなされておるところでございま

す。今、どのようなスケジュールで、今国会中

に閣議決定がなされるのかどうなのかというよ

うな、まさに最終的な状況、ぎりぎりの中での

御議論だというふうに思っております。繰り返

しになりますが、本当に丁寧な国民的議論とい

うものを踏まえた上で決定されるべきものとい

うふうに考えておるところであります。

○太田清海議員 日本という国は法治国家です

から、法律のもとに動いていく。その上位法は
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憲法ですから、憲法がぐらついたら、私たち国

民はどう対応していいかわかりません。そうい

う憲法であるとするならば、本当に国民の合意

を得てということを基本にしないといけないと

思うんです。だから、私は、常道としては、憲

法改正をしたいというんだったら、そのことを

堂々と言っていくべきじゃないかなと。こうい

う形の国政の憲法観というのは、憲法学者は怒

ると私は思いますよ。そんな問題だと思いま

す。一応そこまでにしておきましょう。

ではもう一つ、知事に質問しておきたいと思

いますが、国と地方の協議の場というのが３年

前につくられております。当時、地方分権とい

うことで鳴り物入りでつくられた感があります

が、今、ちょっと鳴りを潜めているんじゃない

かという気がいたします。法制化から３年を経

過しましたけれども、開催状況や回数、内容も

含め、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国と地方の協議の場で

あります。これが法制化されて、国と地方が対

等な立場で政策の企画立案段階から真摯に協議

を行う、そのような仕組みがつくられたわけで

ありまして、これは大変重要な仕組みであろう

と考えております。開催状況でありますが、法

制化されて以降、これまで16回開催され、内容

的には、社会保障・税一体改革や東日本大震災

の復興対策、子ども手当、経済・財政対策、新

年度予算、地方分権改革など、その時々のテー

マにつきまして、国と地方６団体の代表が協議

を行っているというところであります。

最近の開催回数を見ますと、大体年に４回と

いうルールのもとに開催されていまして、初年

度が８回ということで大変多くなっておるとこ

ろでありますが、効果的な政策立案のために

も、また、国と地方が率直に意見を交わし、政

策立案を図っていく上でも、効果的に、積極的

に活用されるべきものと考えております。

○太田清海議員 年４回が原則だろうというこ

とですが、法人税の問題とかああいったのも、

何かその中で議論されている経過としてはある

んでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 税制のテーマの中でい

ろんな議論がなされているというふうに考えて

おりますが、そのテーマだけを捉まえての開催

ということはないというふうに承知しておりま

す。

○太田清海議員 地方自治に影響を及ぼす、国

の政策の企画立案・実施について、国と地方が

協議をするということですから、地方分権が形

骸化しないように、知事のほうからも、ぜひ積

極的な議論を重ねていってほしいと思っており

ます。

では次に、市町村の広域連携についてお尋ね

いたします。

５月23日に、改正地方自治法が参議院本会議

で可決・成立したと聞いております。この中で

は、市町村間の広域連携を促すのが狙いと言わ

れていますが、知事のこの法改正の見解をお伺

いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の地方自治法の改

正は、昨年６月の第30次地方制度調査会の答申

に基づいて行われたものであります。基本的な

背景としましては、人口減少・少子高齢社会が

本格化する中で、それぞれの市町村が自主性、

自立性を持った基礎自治体として存続し、住民

に持続可能な形で行政サービスを提供していく

ためには、近隣市町村との有機的な連携による

活性化がより重要になる。要は、個々の市町村

が、従来のようにフルセットでさまざまな機能

を果たしていくというのは非常に困難な状況に
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あるのではないかという認識のもとに、より一

層、広域的な連携を進めようということで、こ

れまで一部事務組合、広域連合といった制度は

あったわけでありますが、それは別組織をつく

るということでありました。そのような別組織

をつくることなく、自治体間の柔軟な連携を可

能とする仕組みとしまして「連携協約」、ま

た、小規模市町村におきます処理困難な事務へ

の対応として、他の自治体に事務を管理・執行

させる「事務の代替執行」という制度が、それ

ぞれ創設されたものであります。先ほど申しま

したように、基礎自治体としての役割を果たし

ていく、これまでのように全ての機能を果たし

ていくのはなかなか難しい中で、住民サービス

の維持・充実を図っていくためには、この広域

連携は非常に重要な手段であり、これを有効に

活用していくことが大切ではないかと考えてお

ります。

○太田清海議員 柔軟な対応ができるように

なったということで、私も資料を読ませていた

だきましたが、今の自治体が抱える問題に対し

て広域的に連携できるように、即応できるよう

な組織にどんどん変えていくというのは理解で

きました。ただ、私が残念に思ったのは、あの

合併をする前に、こういうような制度をつくっ

て、合併せずともこういう制度でお互い助け合

いましょうよというのをつくっていたらよかっ

たのになというのをつくづく思います。合併を

していろいろ問題が出てきているところもある

ようです。本当は、こういったのは、あのとき

につくるべきものじゃなかったのかなというふ

うに思っております。

それでは、話題を変えまして、福祉医療行政

について福祉保健部長にお伺いしたいと思いま

す。

長崎市の認知症高齢者グループホームの火災

事故が昨年起こって、消防法が改正されたよう

です。消防法施行令が改正されて、スプリンク

ラーの設置が、小さな施設にもつけなさいとい

うことになったようでありますが、この消防法

施行令の改正により、スプリンクラー設置が義

務づけられている面積275平米未満で、現在、未

設置の高齢者施設及び障がい者施設は県内にど

れくらいあるのか、またどのように把握してい

るのか、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 昨年12月の消

防法施行令の改正の趣旨は、自力での避難が困

難な方が入居する施設については、施設の面積

にかかわらず、スプリンクラーの設置を義務づ

けるというものであります。この改正により、

平成30年４月以降、新たにスプリンクラー設備

の設置が義務づけられる高齢者の施設のうち、

未設置の施設は、平成26年４月１日時点で67施

設であります。同じく、障がい者施設はグルー

プホームが対象でありますが、未設置の施設は

５施設となっております。なお、未設置施設の

把握方法につきましては、県所管の施設は、施

設設置に係る申請書や聞き取りなどにより、ま

た、市町村所管の施設につきましては、各市町

村に照会して確認したところであります。

○太田清海議員 施設については、まだ届け出

ないような小さなものもあったりするのではな

いかなという気がするわけですが、今、67施

設、そして５施設ということでありましたけれ

ども、この未設置の施設に対して、今後、どの

ようなスプリンクラー設置の対応をされるの

か、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） これまでも、

自力で避難することが困難な方が入所される施

設に対しましては、義務の有無にかかわらず、



- 241 -

平成26年6月17日(火)

スプリンクラーの設置を呼びかけてきたところ

でございます。今回の改正内容につきまして

も、ことし３月に、県内３地区で行いました事

業者の研修会において説明したのを初め、施設

への指導監査など、あらゆる機会を通じて周知

徹底を図っているところであります。新たに設

置義務が生じる未設置の施設に対しましては、

できるだけ早期に、遅くとも平成30年３月まで

には設置がなされるよう、市町村とも連携しな

がら、積極的に助言・指導を行ってまいりたい

と考えております。

○太田清海議員 あと３年後までに設置をしな

けりゃならぬということで、猶予期間があるわ

けですが、その間、自力でやれるところとか、

なかなか困難なところとか、もしくはそのこと

によって廃業しなきゃならぬところとか、ある

かもしれません。状況を調査していただいて、

助言・指導するということでありますが、いろ

んな形の支援というのもあるかもしれませんの

で、ひとつその辺は今後捉えていっていただき

たいと思っております。

次に、難病医療法が改正されたようです。こ

れも56疾患から約300疾患に拡大されたというこ

とを伺っております。現在、難病の医療費助成

事業においては超過負担があるというふうに聞

いておりますが、今、どのくらいの超過負担が

あるのか、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病の医療費

助成事業につきましては、国の要綱に基づき、

国と都道府県が２分の１ずつ負担することとさ

れていますが、国において十分な予算が確保で

きないため、都道府県が超過負担をしている状

況にあります。本県の場合、平成25年度を例に

とりますと、総事業費は約13億円であり、本

来、国は、その半分の約６億5,000万円を負担す

べきところでありますが、実際の助成額は約４

億3,000万円であり、その差額の約２億2,000万

円が県の超過負担となっております。なお、県

におきましては、これまでも超過負担の解消に

向けて、国に対して繰り返し要望を行ってきた

ところであります。

○太田清海議員 超過負担があるということで

ありますが、私は、この制度がつくられて対象

患者がふえていくということについては、喜ば

しいことだと思うんです。ただ、そういった県

としての悩みもあったわけですが、難病の医療

費助成対象疾患が拡大されることにより、今

後、超過負担がさらにふえるのかなというふう

に思います。県はこれについてどう対応するの

か、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病の医療費

助成制度に関する法案が今国会で審議中であり

ましたが、去る５月23日に成立し、来年１月か

ら施行されることとなっております。新たな制

度では、医療費助成の対象が、現在の56疾患か

ら、段階的に約300疾患に広がることに伴いまし

て、医療費を受給する患者数も増加することに

なりますが、国の推計に基づき試算をします

と、本県では、現在の約9,0 0 0人から約１

万5,000人になると見込まれております。御指摘

のとおり、医療費助成の対象疾患がふえること

に伴いまして、総事業費もふえることになりま

すが、法に基づく新たな制度が始まる平成27年

１月以降は、都道府県の超過負担は解消すると

国から説明を受けているところであります。県

としましては、引き続き国の動向を注視すると

ともに、新たな制度に向けた準備を進めてまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 新たな超過負担については解

消するという方向でということでありますの
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で、期待をしたいと思います。

それと、難病患者の場合は、実は、県外に通

院しなけりゃならない人たちが多い―多い少

ないではないんですが、いらっしゃるんですよ

ね。場合によっては他の県に１泊して通院しな

きゃならないとか。私は、そういった人たち

が、県内で治療を受けたり受診できたりするこ

とが一番いいと思うんですが、この対象疾患が

拡大することで、受診できる医療機関も含め、

患者の方々が適切な医療を受けられるのか、お

伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 新制度におけ

る難病の医療費助成申請におきましては、診断

書に当たる個人調査票を、都道府県が指定する

医師が作成することになります。この指定医に

つきましては、専門医資格を有すること、ある

いは一定の基準を満たした研修を受講している

ことが指定要件になっておりますので、患者の

方が安心して適切な医療を受けられるよう、県

が研修を実施するなど、指定医の確保に努めて

まいりたいと考えております。また、新制度に

おける難病拠点病院の指定なども今後必要とな

りますので、宮崎大学など関係機関とも協議を

しながら、適切に対応してまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 わかりました。難病患者の方

々の実態把握に努めていただいて、いろんな問

題を解決する方向で頑張っていただきたいと思

います。

それでは、教育長に再度お尋ねをいたしま

す。

県立高等学校に配置されている生活支援員、

この方々は、障がいを持つ方々の支援をすると

いうことで、本当に大きな力を発揮されている

と思うんですが、現状としては、勤務時間が８

時から４時までということで、朝の課外とか終

礼時には保護者が同伴しなきゃいかんという問

題。それから、土曜日には支援員がつかないと

いうことで、土曜日の行事には保護者がつか

にゃいかんとか。もしくは、修学旅行とかいう

場合、生活支援員は勤務地を離れてつくことが

できないという問題があります。これは、宮崎

県教委としても一生懸命努力してくれてはおる

んですが、こういったところを将来、改善がで

きないものかどうか、お尋ねしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

県立高等学校に在籍する身体に障がいのある生

徒が、安心して学べる教育環境を整えるため、

平成21年度から生活支援員を配置いたしており

ますが、このような取り組みを始めたというの

は、九州でも一番早い部類だと考えておりま

す。今年度は、７名の生徒に対し７名の支援員

を配置しており、下肢等に障がいのある生徒に

対する移動、授業の準備、トイレ等の介助や、

聴覚に障がいのある生徒に対する要約筆記など

の支援を行っております。

支援員の勤務時間等につきましては、生徒の

受講する授業時間において効率的な支援を行え

るよう設定しており、今年度から、生徒の支援

をさらに充実させるために、支援する時間を１

時間延長できるとしたところであります。支援

に当たって大切にすべきことは、該当の生徒が

将来自立できるようになるためにはどうしたら

いいか、あるいは、自立に向けて一歩でも近づ

けるためにはどんな支援が最適かということで

あり、そのような視点を念頭に、生活支援員の

支援のあり方について検討してまいりたいと考

えております。

○太田清海議員 わかりました。障がい者の方
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々に、自分の力で頑張ろうというところを教え

ることも大切だろうなと思っております。た

だ、いろいろ具体的な努力の中で解決できたら

いいなと思います。

これは延岡の例なんですが、延高のメディカ

ルサイエンス科に行きたいという子供さんがい

らっしゃいました。中学校３年生。その子供さ

んは難病を持っておられて、血がとまらないと

いった問題があるというような難病でありまし

た。メディカルサイエンス科に行って将来医者

になりたい、だけれども、延高にはエレベータ

ーがないということで、残念ながら進路を変え

ないかんのかなというような子供さんもいらっ

しゃいました。県立高等学校のバリアフリー化

の状況について、県全体でありますが、お伺い

したいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校のバリ

アフリー化につきましては、玄関や体育館まで

の経路の段差解消や多目的トイレの設置など、

計画的に取り組んできたところであり、これら

につきましては、整備をほぼ完了したところで

あります。また、エレベーターにつきまして

は、38校中６校に設置しており、本年度、新た

に１校で整備を行っているところであります。

○太田清海議員 わかりました。新たに１校追

加で整備しておるということですが、なかなか

これもお金のかかることで、計画的にというこ

とだろうと思います。県立高等学校のバリアフ

リー化の整備の方針についてお伺いしたいと思

います。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校のバリ

アフリー化の整備方針につきましては、まず第

１段階として、全ての県立高等学校において、

段差解消や多目的トイレの設置などの整備に取

り組むこととしております。これらは、ほぼ完

了したところでありますが、引き続き、学校施

設の状況を点検し、生徒が安全に、そして快適

に学校生活を過ごすことができるよう、バリア

フリー環境の向上に努めることといたしており

ます。

次に、２番目の段階で、エレベーターなどの

設置でありますが、車椅子を使用しているなど

の生徒さんの入学が決定した段階で、教室の配

置がえや学校運営面での体制を整えております

が、それでも教室間の移動等で支障を来す場合

などには、予算措置が可能な限り、必要に応じ

て検討して、エレベーターなどを設置してきて

いるところであります。今後とも、子供たちに

適切な教育環境を提供できるよう、できる限り

施設の整備に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 エレベーターの設置、全てと

いうのはなかなか難しいだろうと思いますが、

ぜひ努力をしていただきたいと思います。

それから次に、学校事務のあり方に関しての

質問であります。きのう、中野一則議員も、私

よりも鋭く追及されて、プロパーの職員をつく

らないかんということを言われましたので、そ

の点は私は省かせていただきますけれども、学

校事務のあり方に関する庁内検討委員会におけ

る検討結果と、それを踏まえた取り組み状況に

ついて伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 学校事務のあり方に

関する庁内検討委員会におきましては、学校事

務職員として求められる役割等について議論を

行い、昨年９月に検討結果についての報告書を

取りまとめ、学校事務職員の研修、役割や職務

内容、任用制度のあり方の３つを今後検討すべ

き課題とし、ワーキンググループなどにおいて

具体的に検討を進めてまいりました。
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まず、研修につきましては、新たに求められ

る内容等も加味しながら、研修体系の見直しを

するなど、既に工夫改善を行ったところであり

ます。次に、学校事務職員の役割や職務内容に

つきましては、学校事務職員に求められる役割

やその職務内容について、明確化した資料を作

成し、現在、さまざまな機会を通じて周知に努

め、全ての学校職員の理解を深めているところ

であります。３番目の任用制度のあり方につき

ましては、これからの学校運営をしっかりと支

えていくことのできる人材の育成・確保を図る

観点から、関係部局と連携して、現在検討を

行っているところであります。

○太田清海議員 原則、プロフェッショナルな

プロパーの職員をというのが本当は望ましいん

だろうと思いますが、いろいろそれはそれで問

題があろうかと思います。教育行政区分での採

用も、それにかわってまたいいのではないかと

いう意見も聞いたりしますので、その辺もひと

つ参考にしていただきたいと思っております。

次に、県立高等学校普通科の通学区域が撤廃

されて７年が経過しますが、その評価について

お伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 平成20年度県立高等

学校入学者選抜から、普通科の通学区域を撤廃

いたしましたが、この大きな狙いは、中学生が

行きたい学校を主体的に選択できるようにする

ことでありました。このことによりまして、中

学生の進路意識や学習意欲が向上し、各高等学

校の特色を十分理解した上で、個性や能力、適

性に応じた学校を、通学距離等を考慮しながら

選択しているものと考えております。また、そ

れぞれの高等学校におきましては、教育内容の

工夫改善、部活動の活性化など、特色ある学校

づくりを進める取り組みや、学校をＰＲする取

り組みが、それまで以上に積極的に行われるよ

うになってきているところであります。

通学区域撤廃により、特定の地域への生徒の

集中が見られるのではないかという懸念の意見

もありましたが、地域を越えて入学している状

況につきましては、県立高等学校と私立高等学

校あわせて考察すべきものと考えております。

通学区域の制度変更による県立高等学校普通科

の旧通学区域以外からの合格者数は、平成26年

度について見ますと、普通科合格者全体の６％

程度であり、大きな変動は見られておりませ

ん。

県教育委員会といたしましては、各高等学校

が、地域の方々にこれまで以上に親しみを持っ

ていただき、さらに魅力ある学校づくりを進め

られるよう、今後とも支援や指導をしてまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 通学区域の撤廃ということ

で、一つの改革だっただろうと思います。こう

いった改革には必ず光と影といいますか、それ

があるものですから、それなりの役割を果たし

ていると思いますが、例えば影の部分で言え

ば、できる学校とか、ちょっとできない学校と

か、そういう意識が出てしまうと、子供たちに

とっても残念だなと思う。また、私、ある校長

先生にお伺いしましたら、「うちの学校に入っ

てくる子供さんたちは少しプライドがない。う

ちの学校に対するプライドがない。いろいろ話

を聞いてみると、その子たちは、家庭生活や友

達関係、いろんなところである時期につまずき

を持った、それでひねくれてしまったと。私た

ち先生の義務としては、その子供さんのつまず

きをいかに解きほぐしてやるか、そして、一生

懸命生きていこうということを伝えることに

よって、私たちの学校にプライドを持ってもら
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います」という言い方をされた校長先生がいま

した。さまざまな子供さんが通ってくる、さま

ざまな心の傷を持った子供たちが入ってくる、

その子供たちにこう問いかけながら、やっぱり

頑張っていこうという、そういうのをつくろう

としている校長先生に感銘したところでありま

す。ひとつ、そういった影の部分があるとする

ならば、そういったところも考えていただきた

いと思っております。

教育長については最後の質問になります。県

立高等学校の統廃合については、きのうも、市

町村教育委員会での小学校、中学校の統廃合問

題について、その関係についても聞きましたけ

れども、地域の活力維持にも配慮すべきだと思

うが、教育長のお考えをお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校の統廃

合を含めた教育整備計画を策定するに当たりま

しては、子供たちが行きたくなるような学校で

あるのかという視点が大切であり、県教育委員

会は、何よりもまず、生徒にとってよりよい教

育環境を提供するという視点に立って、魅力と

活力ある教育活動が展開できるよう、整備を計

画的に進めてきたところであります。また、統

廃合等の検討の際には、高等学校の所在地や設

置学科、生徒、保護者、地域のニーズ等にも十

分に配慮しながらこれまで進めてきたところで

ありまして、例えば、南那珂地区及び西諸県地

区の専門高校の統廃合におきましては、それぞ

れの地域産業に貢献できる人材を確保するとい

う観点から、農業、工業、商業、福祉の４つの

学びをそれぞれの地域に残しながら、学校の活

性化に取り組んでまいりました。今後、仮に統

廃合等を検討する必要が出てきた場合にも、こ

れまで進めてきましたように、何よりもまず子

供を大切に考える、さらに保護者・地域ニーズ

等にも配慮しながら進めてまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 わかりました。県立高等学校

と市町村の小中学校ではまた違うと思います

が、小学校、中学校が廃止されたらＩターン・

Ｕターンはあり得ない。その村は過疎化にまた

拍車がかかるのではないかという意味では、ぜ

ひ市町村のほうでも学校の存続については頑

張っていただきたいと思うし、それは私たち政

治家にも課せられた、過疎化をどう食いとめる

かという課題であろうかと思っております。あ

りがとうございました。

最後に、土木行政についてお伺いをいたしま

す。

私が、これは例年言っていることですが、長

浜・方財海岸の海岸侵食問題について昨年質問

したところ、海の上から船に乗って調査をいた

しますということで回答がありました。ことし

の２月20日に船をチャーターして、私たちも乗

せていただきました。船の上から長浜海岸等の

侵食状況を見たところでありますが、県土整備

部長に、この船上調査についてどう考えている

か、また、今後どう対応していくのかをお伺い

したいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） ことしの２

月に、議員にも参加していただきまして、国や

地元関係者の皆さんとともに実施した船上調査

につきましては、海上から海岸の全体的な状況

が確認できるなど、大変有意義な調査になった

と考えております。これまで、汀線測量や写真

による定点観測など、陸側から状況を確認して

いたわけですが、今回の船上からの調査をあわ

せて考えますと、長浜と方財の両海岸は、現在

のところ、比較的安定している状況であり、平
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成19年度から実施しております延岡新港のしゅ

んせつ土砂による養浜の効果が出ているものと

考えております。今後も、定期的な測量や調査

を継続しまして、海岸状況の正確な把握に努め

ますとともに、国や関係機関などと十分連携を

図りながら、引き続き、海岸の保全に努めてま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 ありがとうございました。あ

そこの海岸というのは国土交通省管轄の海岸も

ありまして、あそこの砂をとったりされるとこ

ろもあるようなんです。「一浜いじれば七浜た

たる」という言葉がありますように、私は関連

があると思いますので、今後、慎重な対応をお

願いしておきたいと思います。船上調査をして

くださったことに感謝を申し上げます。

もうこれで質問を終わりますが、私、道徳教

育についても質問しようかなと思いましたが、

私の気持ちとしては、経済活動の中にもぜひ道

徳を考えていただきたいということを述べて終

わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手）

○福田作弥議長 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎でございます。通告に従

い、順次質問させていただきます。知事を初

め、関係部長の皆様の明快な御答弁をお願いい

たします。

今月は、環境月間であります。先日、我が党

の機関誌に、次のような全面広告のコメントが

ございました。「人と自然の調和を目指して、

公明党は結党以来、政治の世界とは無縁と呼ば

れました環境問題を積極的に取り上げてきまし

た。暮らしの環境問題から公害問題、また、再

生可能エネルギーの推進、ＣＯ２の削減など、未

来につながる環境政策を進めています。これか

らも、国民の生命・生活・生存を守るため、全

力で取り組んでまいります」と、このような内

容でした。

さかのぼれば、1972年の６月５日からスウェ

ーデンのストックホルムで開催された国連人間

環境会議を記念して、６月５日を「環境の日」

と定め、今月が環境月間となったものです。そ

こで、本県の取り組みを調べてみましたら、

「みどりの特別企画展」や環境保全の表彰など

が開催されており、また、身近な取り組みとし

て、お買い物マイバッグの持参、クールビズや

ノーマイカーデーなど、県民一人一人が環境保

全に努める運動を進めていくことが重要だと提

起されております。

一方、地球温暖化に起因すると言われる異常

気象で、近年、国内外でも甚大な被害が頻発し

ておりますが、我が県においても、先日、新富

町から県北にかけての記録的な大雨により、浸

水被害が発生いたしました。被害に遭われた皆

様に、心からお見舞いを申し上げます。また、

北海道や東日本では、一気に37度を超える猛暑

となり、熱中症の対処となりましたが、豪雨や

猛暑のシーズンはまさにこれから。十分な警戒

が必要です。

そうしたことから、温暖で、美しく、豊富な

緑と水を有する本県の自然環境を守ることや、

温室ガス削減への意識啓発を県民挙げて取り組

み、持続することが重要だと考えます。そこ

で、知事に、地球温暖化問題についての御所見

と、今後の本県の取り組みについてお伺いしま

す。

以上を壇上からの質問として、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。
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地球温暖化の問題でありますが、これは、人

類や生態系全体に影響を及ぼす大変重要な問題

であるというふうに考えております。台風の巨

大化やゲリラ豪雨、集中豪雨、これまでにない

ような気象変動、大きな変動により、我々の生

活が脅かされている状況もございます。また、

国連の気候変動に関する政府間パネルの報告に

よりますと、今後、有効な対策がなければ、今

世紀末の気温というものは、今世紀の最初と比

較して、最大で4.8度、また海面は82センチ上昇

するとされております。さまざまな報道によ

り、例えば北極海の氷が溶ける状況など、まさ

に目に見える形で進展をしている状況があろう

かというふうに思っております。また、宮崎の

住みよい環境というものを次の世代に引き継い

でいくという観点からも、我々の世代が真剣に

取り組んでいく必要があるのではないかと受け

とめております。

このため、県におきましては、温室効果ガス

を、1990年度比で、2020年度には52％削減する

という目標を掲げているところでありま

す。2010年の時点で43％の削減になっていると

いうことであります。おおむね順調に進んでい

るのではないかというふうに考えております

が、節電などの省エネや、再生可能エネルギー

の導入、さらには、二酸化炭素吸収源としての

森林整備などの施策を積極的に進めているとこ

ろでございます。「シンク・グローバリー、ア

クト・ローカリー」という言葉があります。地

球的な規模で発想をし、足元から行動しよう、

一歩一歩進めようということであります。今後

とも、我々としましては、全国上位の日照時間

や降水量、豊かな森林資源など、本県の特性を

最大限に生かした温暖化対策というものを、県

民、事業者、市町村と一体となって進めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

公明党は、「原発に依存しない社会」の提言

で、原発への依存度を徐々に減らして、2030年

を目標に、省エネ促進による消費エネルギーの

大幅削減、太陽光や風力発電などといった再生

可能エネルギーの発電割合を30％に向上させる

ことや、火力発電における発電の高効率化など

を推進しています。そこで、九州公明党では、

本年度、再生可能エネルギー対策プロジェクト

チームを発足させ、九州選出の国会議員と各県

の県議代表によって、九州内の新エネルギー施

設や研究機関を調査しております。私もそのメ

ンバーですので、少し紹介をさせていただきま

す。

４月は、水素エネルギー社会の実現に向け福

岡県が取り組んでいる、水素タウンモデル都市

「南風台・美咲が丘団地」のスマートハウスを

訪問いたしました。そこの団地、150世帯の御家

庭では、最新型家庭用燃料電池「エネファーム

ＳＯＦＣ型」を導入して、ＬＰガスを改質させ

水素をつくり、反対に水素と酸素の化学反応に

より、各家庭で電気と温水を同時につくる。さ

らには、太陽光発電と蓄電池まで備えたエネル

ギー効率抜群の住宅街でありました。このよう

に、家庭用燃料電池を100世帯を超える規模で集

中設置するのは世界初の取り組みということ

で、国内外から注目を集めているとのことでし

た。

その導入目的が―天然ガスを使用して発電

所で電気を起こし、家庭に送電するまでには、

送電ロスが５％あります。また、使われない排

熱が55％あり、よって40％の電気エネルギーし

か届かないが、燃料電池だと、ガスで家庭ごと
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に電気を必要な分、発電し、同時に温水をロス

なく使え、よって85％のエネルギー効率を得

る。結果、ＣＯ２削減につながるということであ

ります。

ちなみに、「エネファーム」とは、エネルギ

ーのファーム、エネルギーの農場の造語だそう

です。その後、九州大学伊都キャンパスにある

次世代燃料電池産学連携研究センター（佐々木

センター長）を訪問し、世界トップレベルの水

素エネルギー技術研究と新産業の育成・集積を

推進する総合的な取り組みを調査しました。ま

た、2015年には一般に発売予定の燃料電池自動

車（ＦＣＶ）にも試乗し、あわせて水素ステー

ションを見学してまいりました。

５月は、長崎県五島市へ。全長172メートル、

翼の直径が80メートルの国内最大級の浮体式洋

上風力発電の実証機を視察してまいりました。

出力2,000キロワット、一般家庭で1,800世帯分

を出力できる実証機は、運転確認を含め、海洋

生物、生活環境などの調査を続け、本格的な実

用に向かっておりましたが、重量は約3,400ト

ン、海に浮かぶそのスケールの大きさに驚きま

した。

担当者は次のように語っています。「この洋

上風力機は、海面下の部分は浮体コンクリート

構造、海面上部は浮体鉄鋼構造、そして上部は

ローター構造（発電する部分）の、３つが合わ

さったハイブリッドスパー型となっている。将

来は１基の出力をさらに向上させ、それを国内

洋上に100基以上設置することにより、発電所に

相当する電力を起こすことができる。もちろん

一度にはつくれないので、５基から10基、ま

た10基、20基ずつ製造と設置を毎年繰り返し、

また、メンテナンスをし続けることにより、安

定的に産業振興と雇用が生まれ、そして技術者

の後継者育成が図られる。未来の子や孫たち

に、私たちは、黒い油や石に頼らないでエネル

ギーをつくることができたと胸を張りたい」と

語っておられました。

あわせて、潮流発電候補地の船上視察と、電

気自動車（ＥＶ）、また、地域情報通信システ

ムＩＴＳを組み合わせたＥＶＩＴＳ（エビッ

ツ）ナビで五島市内観光を体験してまいりまし

た。

７月には、再生可能エネルギー自給率23.4％

で日本一の大分県へ、地熱発電を主に調査に

行ってまいります。

ちなみに、本県の再生可能エネルギー自給率

は5.9％で、全国18位、九州内では５番目のよう

です。そこで、本県が最も力を入れている再生

可能エネルギーは何か、また、その導入促進に

ついて県はどのように取り組んでいるのか、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 再生可能エネ

ルギーにつきましては、昨年度改定した新エネ

ルギービジョンに基づきまして、全国３位の日

照時間、県土の約76％を占める森林、また、全

国第２位の降水量といった本県の地域特性を生

かし、太陽光、木質バイオマス、小水力の３つ

の新エネルギーにつきまして、重点的に取り組

んでいるところでございます。これらの導入促

進に当たりましては、太陽光では、パネル設置

等への支援や、普及のためのセミナーの開催、

また、木質バイオマスでは、発電施設導入への

支援、燃料となります木材の安定供給に向けた

体制づくりへの支援、小水力では、市町村や土

地改良区等への技術支援や研修会の開催などに

取り組んでいるところでございます。今後と

も、関係部局や市町村等と協議を重ねながら、

再生可能エネルギーの導入促進に努めてまいり
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たいと考えております。

○重松幸次郎議員 それらに加えて、畜ふんや

鶏ふんを利用したバイオマス発電も重要な資源

であると伺いました。トータルして自給率アッ

プを目指すわけですが、その中の、今お話しい

ただきました木質バイオマスについて確認させ

ていただきます。

県の資料によりますと、県内林地残材は年

間57万トン発生し、そのうち利用実績は、平

成24年でわずか２万1,000トン、つまり3.7％し

か利用されていないということになりますが、

今後、未利用材の活用が大きく期待できる県内

木質バイオマスの施設数と未利用材の需要見込

みについて、また、今後どのように推進してい

くのか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 県内の木質バ

イオマス関連施設は、発電施設５カ所、木質ペ

レット製造施設３カ所が現在稼働しており、さ

らに、計画中を含めますと、発電施設５カ所の

整備が進められているところでございます。こ

れら13の施設では、年間41万トンの未利用材を

使用する計画となっており、その安定供給が大

変重要であります。このため県では、市町村や

森林組合、関係団体等と連携を図りながら、収

集・運搬のための機械の導入や、中間土場の整

備などに支援を行い、安定供給に向けた体制づ

くりに取り組んでいるところであります。今後

とも、木質バイオマスの利用促進を図り、林業

の振興と低炭素社会の実現に努めてまいりたい

と考えております。

○重松幸次郎議員 環境保全と木材振興が同時

に図られるということは、本県にとって大変大

切な事業だと考えます。これからも、生物、廃

棄物に由来するバイオマスや、太陽光、小水力

などを利用するエコプロジェクトと、また、ビ

ームダウン式太陽集光装置等を活用した新エネ

ルギーの開発促進を、よろしくお願いいたしま

す。

冒頭に申し上げました「環境の日」のコメン

トにもう一つ、「地球は、未来に生きる子供た

ちから借りているもの。美しい自然に囲まれ、

豊かな社会であるよう、今を生きる私たちが責

任を持たなくてはなりません。小さな何かを起

こしていく」とありました。宮崎県環境白書の

中にも、「環境保全活動に参加する姿勢及び環

境問題解決に資する能力が育成されることが重

要です」とあります。そこで、本県の環境教育

に係る取り組み状況について、環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 地球温暖化を

初めといたします環境問題について、県民に関

心と理解を深めていただくためには、環境教育

は大変重要であります。このため、県におきま

しては、「環境保全のために行動する人づく

り」を目標といたしまして、学校や家庭、地

域、職場における環境教育に取り組んでいると

ころでございます。主な取り組みといたしまし

ては、宮崎県環境情報センターを中心に情報の

提供を行うとともに、学校や地域等で開催され

ます研修会等へ環境保全アドバイザーを派遣し

ているところであります。また、昨年、次世代

エネルギーパークとして本県が認定されました

ことから、本年度から、新エネルギーへの理解

を深めていただくために、県民を対象とした太

陽光やバイオマス発電の施設見学会を実施する

こととしております。今後とも、学校や関係機

関等と連携しながら、環境教育の推進にしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 環境教育においては、文部

科学省と環境省は、ＥＳＤ（持続可能な社会づ
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くり担い手教育）に取り組み、本年11月には、

そのＥＳＤユネスコ世界会議（15 0カ国、

約3,000名）が岡山市と名古屋市で開かれ、環境

・エネルギーや国際理解へのこれまでの取り組

みの総括とともに、今後の方針を決める会議が

開かれます。県としても、ぜひこの会議に注目

し、次のプロジェクト参加を促していただきた

いと思います。

次に、自転車安全対策についてであります。

自転車は、環境に優しく、健康的で維持費も

安く、近距離ならば移動時間が短く済むなど、

便利でエコロジーな乗り物でありますが、一方

で、自転車の利用者増に伴う事故の増加を招い

ており、また、歩行者との対人事故で高額な賠

償請求をされるなど、自転車安全対策が大きく

クローズアップされています。先日もある御婦

人から、「橘橋南詰を歩いていたところ、自転

車と接触しそうになり、ひやりとした。自転車

の運転者が不機嫌そうな顔をしていたので、

こっちのほうがごめんなさいと言わなくてはな

らなかった」とお聞きしました。そもそも国の

自転車政策において、本来は車両であるはずの

自転車を歩道の走行を可としてしまったことに

より、自転車の位置づけを極めて曖昧な存在に

し、規制では歩道は徐行すべきところを、猛ス

ピードで走り抜けることが常態化し、現在に

至ってしまっていると、専門家が指摘されてい

ます。

そうした中、宮崎市が自転車安全利用促進計

画を策定し、『誰もが「安全」で「快適」に

「楽しく」自転車を利用できるまち』をコンセ

プトに委員会を立ち上げ、協議し、その計画書

を発表したとお聞きしました。早速その計画書

を見ましたが、自転車の現状と課題から、走る

（通行空間の確保）、守る（ルールの周知・啓

発）、停める（駐輪環境の確保）、そして活か

す（観光・スポーツ等、その他の利用促進）の

４つの柱で構成され、約180ページにわたり具体

的に示されております。自転車安全対策に県内

の他の市町村も取り組むべき課題は多くあると

思いますが、まず、警察本部長に、宮崎県の自

転車事故の発生状況と、どの年代の自転車事故

が多いのかについてお伺いします。

○警察本部長（白川靖浩君） 昨年、県内で発

生した自転車事故は1,360件で、全交通事故の

約13％を占めております。発生件数は、平成21

年の1,693件をピークに約２割減少しており、全

交通事故に占める割合も年々減少しておりま

す。その中でも、自転車と歩行者の事故は、過

去、最も多かった平成23年の20件に比べて、昨

年は11件に半減しております。また、自転車事

故を年代別で見ますと、児童生徒の事故の合計

が628件で全体の約５割を占め、特に、この中で

も高校生の事故が359件と最も多く、全自転車事

故の約４分の１を占めております。

○重松幸次郎議員 御答弁いただいたように、

減少傾向にはあるものの、まだ1,360件の事故が

あり、対歩行者事故も11件あったとのことで

す。また、自転車利用者数の多い高校生の事故

率が高いわけでありますけれども、とにかく無

事故を願いたいところです。

まず、安全対策。高校生の自転車通学におけ

る交通安全対策についてどのように取り組んで

いるのか、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 自転車通学における

交通安全対策につきましては、全ての県立高等

学校におきまして、地元の警察署など関係機関

に協力をいただきながら、交通安全講習会等を

毎年実施しており、事故の悲惨さなどについて

講話をしていただいたり、運転の危険性を実際
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に体験させたりするなど、危険運転や交通事故

の防止につながる指導に努めております。ま

た、日ごろから、教職員が手分けをして交差点

等で立ち番指導を行うなど、安全の確保に努め

ているところであります。県教育委員会といた

しましては、各学校の担当者を集めた研修会

で、さらには、交通安全についての通知文を全

ての学校に送付し、警察庁が示した「自転車

は、車道が原則」「車道は、左側を通行」など

の自転車安全利用の５つのルールを守ることを

初め、自転車の安全運転について周知徹底を

図っているところであります。しかしながら、

全ての高校生の安全意識が高まるまでは至って

いないと考えておりますので、今後とも、機会

を捉えて積極的に指導を継続してまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 そこで提案ですが、福岡県

では自転車免許制度の導入に取り組んでおりま

す。福岡県内では、私立高校８校、公立高校で

５校が既に実施し、今後４年以内にさらに11校

が導入予定とのことです。中学校でも免許制度

の導入を積極的に検討する動きがあるようで

す。

全国で初めて自転車運転免許を導入した福岡

県立柏陵高等学校の取り組みがネットで紹介さ

れております。それによれば、「１年次に、教

職員や福岡南警察署の署員によって行われる実

技・学科の講習を受けた後、交通法規などに関

する15問の学科試験に合格すれば免許証は交付

され、免許証は毎年更新します。登下校時には

交通マナーの指導を行っており、本校のルール

に違反すると減点し、持ち点10点を失うと、免

許を取り消すとともに停学処分としています。

具体的には、信号無視、携帯電話使用での運転

は減点３、学校前の下り坂を手押ししないとき

は２点減点するルールとなっています。また、

各学年で年に一度、自転車の安全点検を実施し

ており、点検に合格しない場合は自転車通学を

許可しません。２年次には、各生徒が通過する

箇所ごとに具体的な指導を行い、交通安全に対

する意識を高めてもらいます。バス・徒歩通学

に対するマナー指導も行います」とネットにあ

りました。また、「「交通マナーは人間形成」

として熱心に取り組んでおられます」と、この

ようにありました。

他の自治体でも、小学生から大人までを対象

にした、こうした自転車免許制度の取り組みが

広がっているようです。答弁は求めませんが、

御検討をよろしくお願いいたします。

また、自転車保険は、自転車を保有する全て

の人が自転車保険に加入することを推奨されて

おります。一般的な保険としてはＴＳマーク付

帯保険がありますが、これは自転車安全整備士

が点検・整備した自転車に対し、点検日から１

年間有効な傷害・賠償責任保険が附帯されてい

るものです。我が家も加入をいたしました。そ

こで、高校生の自転車通学の安全対策について

は、自転車の点検・整備、保険加入の推進が必

要であると考えますが、教育長の考えを伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 自転車安全対策につ

きましては、安全指導に加えて、自転車の点検

・整備や保険の加入の推進が必要であると考え

ております。そこで、各学校におきましては、

自転車通学を許可するに当たって、毎年、点検

・整備を一斉に実施するとともに、日ごろの点

検等についても定期的に行うよう指導を行って

おります。保険加入につきましては、県高等学

校ＰＴＡ連合会が、民間の保険会社が提供する

総合補償制度の案内を行っておりまして、現
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在、全ての全日制の県立高等学校の生徒がその

補償制度に加入いたしております。その内容と

しましては、生徒がけがをした場合はもとよ

り、加害者の立場になった場合にも補償される

もので、例えば、過って他人にけがをさせた

り、他人の物を壊したりするなどにより、法律

上の賠償責任を負った場合には、最高で9,000万

円の給付を受けられるシステムになっておりま

す。今後とも、点検・整備、それから保険加

入、さらには安全指導について、指導の徹底を

図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 これからも取り組みをよろ

しくお願いいたします。

この件では最後に、県全体での自転車の安全

対策について、県警の取り組みを警察本部長に

お伺いします。

○警察本部長（白川靖浩君） 自転車は、議員

も御指摘されましたとおり、手軽な乗り物とし

て、年代を問わず広く普及しているところであ

り、道路交通における安全と秩序を確立してい

くためには、自転車利用者に対する安全教育が

重要であると考えております。このため県警で

は、自転車利用者が守るべき基本的なルールの

周知徹底を図るため、交通安全指導員等と連携

し、県下全域の小・中・高校において、実際に

自転車を使用した交通安全教室を実施している

ほか、本年度は、31の学校を自転車交通安全モ

デル校に指定して、交通安全教育を重点的に実

施しております。また、高齢者クラブや事業所

等において、自転車シミュレーターを活用した

参加体験型の講習を行っておるところでござい

ます。一方、街頭では、ルールを守らない利用

者に対し、警察官がイエローカードと称します

警告書を交付して指導を行っているほか、悪質

・危険な違反者に対しては検挙措置で臨んでお

ります。今後も引き続き、県や市町村、教育委

員会等、関係機関・団体と連携して、自転車通

行環境の整備や、守るべきルールの周知徹底を

図り、自転車の安全対策に努めてまいります。

○重松幸次郎議員 よろしくお願いいたしま

す。公明党も、走行環境整備とルールの遵守教

育に絞った10の提言をまとめ、交差点の改善、

自転車レーンの設置などのハード面、また、

「絶対ダメ！自転車の法律違反」キャンペーン

などのソフト面、両面で取り組みを推進してお

ります。その提言の中で警察本部長にお伝えし

たいのが、警察官がルール遵守のお手本となる

ような改善策をというもので、具体的には、自

転車を、現在の白い自転車、いわゆる白チャリ

から、マウンテンバイク、クロスバイクのよう

なスポーツタイプにし、ファッション性、機動

性に富んだユニフォーム（ロンドン市警のよう

な）にし、警察専用の自転車ヘルメットを着用

という提案です。既に埼玉県警が「ハイパー・

サイクル・ポリス」と名づけて、昨年度から10

台が導入され、また、神奈川県警も本年度から

サイクルポリスでパトロールが始まりました。

私も、それぞれの県の県会議員に電話で尋ねて

みましたら、大変評判がいいということでござ

いました。自転車走行の手本となり、安全指導

ができます。また、いざとなれば、その高い機

動力と走破性を生かして、ひったくりなどの犯

罪検挙に役立ててほしいと思います。ＤＪポリ

スの次はサイクルポリスと。ぜひ御検討をお願

いいたします。

次に、県立図書館についてお尋ねいたしま

す。

昨年の10月、仕事と暮らしに役立つ図書館づ

くりに取り組まれている鳥取県立図書館を新見

県議と一緒に訪問し、ビジネス支援事業を中心
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に話を伺ってまいりました。既に2004年から取

り組まれ、図書館内に、ビジネスに役立つ本

（ビジネスヒント！調査コーナー、業界誌・専

門雑誌コーナー、働く気持ち応援コーナーな

ど）を集めた特設コーナーと、情報収集の提

供、企業経営者や大学教授ら専門家によるセミ

ナーを毎年開催されており、まさに人づくりを

支える図書館としての役割を紹介されました。

また、県内の市町村図書館へより専門性の高い

図書を、要請があればすぐに貸出搬送（デリバ

リー）できる体制を整えているなど、ストック

ヤードにまで案内をいただき、説明を受けまし

た。帰ってから知りましたが、鳥取県立図書館

が全国の都道府県・市町村立図書館でナンバー

ワンの評価を獲得していることが、自身のホー

ムページで公表されています。

では、宮崎県立図書館はいかがでしょうか。

いただいた県立図書館要覧を見ると、県の情報

拠点、県民や地域の課題解決を支援するなど、

さまざま取り組みをされておりますが、具体的

に、宮崎県立図書館では県民にどのようなサー

ビスを提供しているのか、教育長にお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館では、県

民の皆様へのサービスとして、図書の貸し出

し、調べたいことの手助けをするレファレンス

サービスはもちろんのこと、移動図書館車「や

まびこ号」による図書館未設置町村の巡回や、

県立図書館の資料を市町村立図書館に届けるサ

ービス、県立図書館にない資料を県外の図書館

や国立国会図書館から取り寄せるサービスなど

を行っております。これらに加え、県民の皆様

の身近な課題解決のためのサービスも行ってお

りまして、ビジネス支援サービスとして、会社

を起こされたり、新しい分野に事業進出される

方を支援するために、関係分野の図書やデータ

ベースを活用した情報の提供や、専門機関の紹

介のほか、県の産業振興機構や金融機関等と連

携して、セミナーや相談会も開催しておりま

す。また、図書館が有する専門的資料の活用を

さらに深めていただくために、健康や子育て、

法律、不動産、自殺予防に関する相談会なども

実施いたしております。

○重松幸次郎議員 私も、そのような便利なサ

ービスがあるということを余り知りませんでし

た。また、知らない方が多いと思いますので、

今後も、どしどし利用促進に努めていただきた

いと思います。

県立図書館の気になっていることは、一般紙

にも取り上げられました、資料整備費の削減で

す。生涯学習課よりいただいた資料の図書購入

に当たる資料整備費は、平成21年、4,600万円余

あったものが、年々下がり始めて、本年度は35

％減の2,800万円余になり、予算額でも九州最下

位、全国の都道府県立図書館予算額に当てはめ

ると、全国で39位、蔵書数でも全国42位と低迷

をしている状況です。このことや、専任司書数

や貸出搬送の体制強化の件などを含めて、これ

は常任委員会で議論されることと思いますの

で、今回はこれ以上は申し上げませんが、現在

の状況をどう捉えて、今後どのように取り組も

うと考えているのか、教育長にお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館は、本県

の「知の拠点」として、必要な資料や情報を収

集し、県民の皆様へ提供するという機能に加

え、県民の皆様の課題解決のためのお手伝いを

させていただく役割を担う施設だと考えてお

り、その機能やサービスの充実を図っていくこ

とは、県の大きな責任であると認識いたしてお
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ります。このため、資料の整備や、県立図書館

と市町村立図書館が共同して県民の皆様へ本を

届けるシステムなど、これまでも行っている取

り組みを一層充実させるとともに、本年度は新

しく、読書活動推進のための著名人を招いた

フォーラムの開催や、県内の市町村立図書館職

員の資質向上のための研修を実施することによ

り、県民の皆様に質の高いサービスの提供を

行ってまいりたいと考えております。今後と

も、県民の財産である県立図書館が本県の人づ

くりと地域づくりに貢献できるよう、積極的な

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 予算の件も含めまして、委

員会でしっかり御議論いただきたいと思いま

す。これまでの来館者数は、全国で13位の好成

績でありました。市町村図書館との役割分担を

図りながら、利用者の期待に応えていただきま

すよう要望いたします。

続きまして、骨髄ドナー制度についてであり

ます。

昨年２月にも質問させていただきましたが、

現在の状況、その後の全国の取り組みなどを紹

介させていただきます。

日本では、毎年新たに約１万人以上の方が白

血病などの血液疾患を発症していると言われて

おります。そのうち、骨髄バンクを介する移植

を必要とする患者さんは、毎年2,000人程度い

らっしゃいます。現在、骨髄バンクのドナー登

録者数は約43万5,000人、これは平成25年８月末

現在でありますが、年々増加傾向にあり、これ

まで１万5,000件以上の骨髄移植、末梢血幹細胞

移植が行われました。しかし、ドナー候補者の

仕事の都合や健康状態などによって骨髄液など

の提供ができない場合もあるため、ＨＬＡ型が

適合するドナー候補者が見つかったとしても移

植を受けられない患者さんがいるというのは、

前回もお話ししたとおりでございます。

骨髄バンクへのドナー登録を呼びかける支援

団体は幾つかありますが、その中でも、「ドナ

ーズネット」という情報共有インタビューサイ

トがあります。たくさん読ませていただき、何

度も涙があふれてきました。１つだけ紹介いた

します。２人の小学生を持つ母・Ｎさんの手記

の抜粋です。

自分は白血病で、あと４～５年しか生きら

れないかもしれない。その事実を受け止めた

とき、考えたのは子供のことです。生きるた

めの知恵を、家事を教えなくちゃいけないと

思いました。当時、上の娘は小学４年生でし

たが、それはもう厳しく教えたんです。料理

とか、洗濯とか。

例えば洗濯は、学校から帰ってきたら、ま

ず洗濯物を取り込んで、畳んで、引き出しに

しまわないと遊びに行かせなかったんです。

子供は一刻も早く遊びに行きたいから、乾い

ていなくてもとにかく畳んで出かけてしま

う。ですが、それを私が見つけると、遊びに

行った先のお友達の家に電話をして、帰って

こさせてやり直しです。娘はべそかいて帰っ

てきました。心配したお友達もついてきたり

して。（中略）

今考えれば、本当に鬼のようでした。

―その後は、入院生活で病気を知れば知

るほど襲ってくる恐怖心、また骨髄移植を受

けるまでの葛藤がありましたけれども、よう

やく移植を決意されて―

移植は無事に済んで、その後の回復もほぼ

順調です。ことしは、きっと出られないと

思っていた息子の小学校の卒業式にも出席で
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きます。（中略）

娘は、私に厳しく仕込まれた成果か、料理

とお菓子づくりが大好きな女の子に成長し

て、今は高校の食物科に通いプロを目指して

います。移植直後の大変な時期と娘の中学卒

業がちょうど同時期で、何もしてあげられな

かったんですけど、卒業間際の「日ごろ伝え

られない思いをレタックスで送ろう」という

授業で、娘は私宛てに一言「生きろ！」と書

いて送ってくれました。それは今でも宝物で

す。

こうした喜びや家族の笑顔、親戚、友人な

ど、たくさんの人に笑顔をくれたのは、ドナ

ーさんの勇気ある行為です。迷いに迷った骨

髄移植も、顔を見ることも名前を知ることも

ない私のために、わざわざ入院して全身麻酔

して、骨髄を提供しようと言ってくれる方が

いる、その存在に支えられてやっと決断でき

たようなものです。

ドナーさんには、どんなに言葉を尽くして

も伝え切れないほど感謝しています。でも手

紙には「ありがとう」としか書けませんでし

た。その一言でどれくらい気持ちが伝わった

かしらと、今も考えています。

既にドナー登録をしている方、これから骨

髄提供をなさる方には、ドナーという行為

は、患者やその家族、知人、病院のスタッフ

など、さらにたくさんの人に笑顔をもたらす

行為だということを知ってもらいたいです。

本当にドナーさんがいなければ、私たち家族

に今の笑顔はありませんでしたから

という内容です。

骨髄バンクと移植について、理解と協力を呼

びかけていただきたいのですが、改めて、骨髄

ドナー登録の普及啓発を図るための県の取り組

み状況について、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県におきまし

ては、骨髄ドナー登録数をふやすため、保健所

における登録窓口の開設、休日登録会の実

施、10月の骨髄バンク推進月間に合わせたドナ

ー登録の呼びかけを行っているところでありま

す。また、登録者を骨髄提供へ結びつけること

が大切でありますので、昨年度から、保健所担

当職員がドナー登録等に関する知識を深め、登

録者に対して骨髄提供について十分な情報提供

を行えるよう、日本骨髄バンクの職員を講師と

する研修会を新たに実施しております。白血病

などでつらい思いをされている患者さんを一人

でも多く救うためには、命のリレーであるドナ

ー登録や骨髄提供の推進は大変重要であります

ことから、今後とも、県内の事業所・団体や県

民の皆様に広くその必要性を呼びかけてまいり

ますとともに、全国的な課題であります休暇制

度の普及拡大、休業補償制度の整備について、

引き続き国へ働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 今ございましたとおり、４

月より、新たに全国の13の自治体で、骨髄また

は末梢血幹細胞を提供されたドナーのために助

成制度が導入され、その中で、九州では初めて

となる都城市のドナーとドナーが勤務する事業

所に対する奨励金による支援事業が始まったと

伺いました。また、県レベルとしては、島根

県、埼玉県がドナー休暇制度を導入している事

業所に支援を始めたということです。徐々にこ

のように広がってきております。大変先駆的な

取り組みで、称賛に値するものと思います。そ

こで、今後、県内の行政、事業所や団体にも呼

びかけていくわけですが、その上で、県職員に
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対するドナー登録の啓発をどのように行ってい

るのか、また、県職員のドナー登録や骨髄の提

供を行う場合、休暇制度を設けているのかを福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県職員のドナ

ー登録につきましては、保健所等の職員に向け

て呼びかけを行ってきましたが、ドナー登録者

の裾野を広げる上で、県職員の率先垂範という

ことも大切でありますので、職員向けの全庁掲

示板を通じて全職員に啓発を行うとともに、県

の施設において献血車による献血を行う際に

も、職員に対して呼びかけを行ってまいりたい

と考えております。なお、県職員がドナー登録

や骨髄の提供を行う場合は、必要と認める期間

につきまして、休暇制度を設けているところで

あります。

○重松幸次郎議員 よろしくお願い申し上げま

す。一人でも多くの命が救われますよう、今後

とも普及啓発をよろしくお願いいたします。

次に、献血についてであります。骨髄ドナー

を調べておりましたら、日本赤十字社の活動と

リンクをしておりまして、常に血液在庫状況が

不足しているとの血液型のマークが懸命に知ら

せてくれています。単刀直入に、献血の現状と

取り組み状況について、福祉保健部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の献血の

現状でございますが、平成25年度に献血をして

いただいた方が４万7,458人で、平成24年度と比

較しますと、やや減少しておりますが、過去５

年を見ますと、ほぼ横ばいであり、必要な血液

量は確保されております。今後、高齢化が一層

進む状況を踏まえますと、将来にわたる献血者

の確保は、血液製剤の安定供給を図る上で極め

て重要であります。このため、リピーター確保

のための複数回献血クラブへの加入促進に取り

組むとともに、高校生などの若年層や企業にお

ける献血意識向上のためのセミナーの開催や、

学生ボランティアと協力した啓発キャンペーン

などを実施しております。また、新たな取り組

みとして、昨年９月からは、献血や街頭ボラン

ティアに協力していただいた学生に対し、大学

受験や就職活動での実績ＰＲとして活用でき

る、ボランティア活動証明書の発行を始めたと

ころであります。今後とも、さまざまな活動を

通じ、啓発に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 市内の献血ルームでもお話

をいただきましたが、土日は順調に推移してい

ますが、平日の来館が非常に少ないということ

でございました。お話がありましたとおり、若

い方、10代、20代の献血者をいかにふやしてい

くかが課題であるというふうに伺いました。そ

こで、赤十字社宮崎支部長であられる知事に、

献血に対する思いを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 献血でありますが、私

たちが参加できる身近なボランティア活動の一

つであります。血液というものを人工的に製造

することができない現状においては、御協力を

いただいた方と、その輸血を必要とする患者

の、まさに命のかけ橋とも言えるかけがえのな

いものであると考えております。

私自身も、微力ながら、ことしの初めに献血

をさせていただきました。なかなかまとまった

時間がとれない状況の中で、県庁の前庭に献血

車が来ておりまして、そこでたまたまあいた時

間があってさせていただいたんですが、やはり

目の前で自分の血液がとられていくのを見る

と、そして、その血液がどなたかの力になり、

支えになるというふうに思いをいたすと、感慨
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深いものがあったところでございます。

先ほど御紹介をいただいた中で、「生き

ろ！」という娘さんのメッセージには大変心を

打たれるものがありましたが、まさに献血も、

そのような形での命のリレーではないかという

ふうに受けとめております。少子高齢化により

まして、献血を支える世代が減少していく中

で、命を支える献血の安定的な確保は大変重要

であると考えております。昨年、秋篠宮妃殿下

の紀子様をお迎えして九州赤十字の大会が行わ

れ、そのときにも、赤十字へ御協力をいただい

ておりますさまざまな方の表彰を行ったり、お

話を伺ったり、そして、これを支え、また促し

ていただける皇室の活動を見るにつけ、いろん

な方の思いというものを受け継いで、引き続

き、この運動をしっかりと進めていく必要とい

うものを感じたところでございます。今後と

も、市町村や赤十字血液センターを初めとしま

す関係機関や献血協力団体と一体となって、よ

り一層の献血推進に取り組んでまいりたいと考

えております。

○重松幸次郎議員 ある防災マニュアルの中

で、「被災地では、多くのけが人の治療に大量

の血液が必要になります。このような災害の場

合、他の圏域から血液を被災地に送ることにな

り、周囲の血液ストックが不足する事態が、過

去の災害支援の状況から予想されます。皆さん

の体調が許すなら、献血センターに立ち寄るの

も一つの支援の形と言えます」と呼びかけがあ

りました。日ごろより献血を心がけてまいりた

いと、このように思います。

次に、地域包括ケアシステムについて、福祉

保健部長に幾つか確認させていただきます。

２月の代表質問でも、我が会派の河野議員か

ら、県の取り組み、市町村へのサポートなど質

問がありました。人口減少問題の中でも重要な

課題の一つとして、高齢者対策があります。初

めに、本県の人口、高齢化率、要支援・要介護

認定率及び認知症高齢者数について、現状と、

団塊の世代が後期高齢者となる2025年の将来推

計についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） まず、本県の

人口については、平成25年は112万人であります

が、2025年であります平成37年には102万人に減

少する見込みであります。

次に、高齢化率につきましては、平成25年

は27.6％となっており、平成37年には35.4％に

なると推計しております。

次に、要支援・要介護認定率につきまして

は、平成25年３月末は18.0％となっておりま

す。なお、将来推計については国も示しており

ませんが、認定率が比較的高い75歳以上人口の

増加に伴い、平成37年には認定率の上昇が予想

されます。

最後に、日常生活において見守りを必要とし

ます認知症高齢者数は、現在のところ、県内に

約３万人程度と推計しております。なお、国の

推計によりますと、全国では、平成24年は305万

人であったものが、平成37年には470万人に増加

すると見込まれております。

○重松幸次郎議員 まさに、少子高齢化が本県

でも全国平均より早く進んでいるようでありま

す。介護の施設、介護職員の確保が大変気にな

ります。介護保険施設などについては、中長期

的な観点からどのように整備を進めていくの

か、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 介護保険施設

などの整備につきましては、県及び各市町村の

高齢者保健福祉計画に基づき、計画的に進める

ことになります。この計画の策定に当たりまし
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ては、県では、８つの高齢者保健福祉圏域にお

ける高齢者人口の将来見込みや、特別養護老人

ホームの入所申込者の状況等を整理した上で、

サービス見込みについての市町村との協議や、

各圏域ごとの地域運営協議会における調整を踏

まえて、県全体の必要整備量を見込むことにな

ります。なお、今年度は、次期計画を策定する

ことになっておりますので、2025年に向けての

中長期的な見通しも立てた上で、安心して必要

な介護を受けられるよう、市町村と十分連携を

図りながら、適切な施設サービスの整備量を定

めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 民間事業者とか老人保健施

設、多種多様に混在しております。少しわかり

づらい状況になっておりますが、地域のバラン

スを分析されて、その整備をよろしくお願いい

たします。

次に、高齢化が急速に進行する中、介護人材

の確保・養成の取り組みについてお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 国は、団塊の

世代が75歳以上となります2025年に向け、今

後、最大で100万人程度の介護人材を新たに確保

する必要があると推計しております。特に本県

は、全国より５年ほど早く高齢化が進んでおり

ますので、必要な介護人材を確保することは大

変重要な課題であると考えております。このた

め県では、これまで、福祉人材に対する無料職

業紹介や、ハローワークとの共催による就職面

接会、福祉の職場についての広報・啓発等を実

施するほか、介護福祉士等の養成施設の学生に

対し、修学資金の貸し付けを行っております。

さらに、介護サービス事業所における介護職員

等に対し、その専門性と資質向上のため、必要

な研修を実施するとともに、介護職員処遇改善

加算制度の活用により、賃金改善等を図ってい

るところであります。

○重松幸次郎議員 人材確保の検討、よろしく

お願いいたします。

最後に、今後、認知症高齢者の増加が見込ま

れる中、高齢者を支えていくためには、介護専

門職だけでなく、社会全体で支えていくことが

重要ではないかと考えております。そこで、県

民の意識啓発を図るため、今後、認知症サポー

ターの養成にどのように取り組んでいくのか、

お伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 認知症高齢者

の増加が見込まれる中、認知症の方が住みなれ

た地域で暮らし続けるためには、地域における

支援体制の充実が重要になるものと考えており

ます。このため、県におきましては、これま

で、地域全体で認知症の方やその家族を支える

認知症サポーターの養成を支援してきたところ

であり、昨年度末現在、延べ５万8,000人の方が

養成されております。今後の認知症高齢者の増

加を踏まえますと、より一層、認知症サポータ

ーの増員を図っていく必要があると考えますの

で、特に養成数の少ない市町村への働きかけを

初め、養成講座の合同開催の調整や、全国の先

進的な取り組み事例の紹介など、市町村の取り

組みを促進するとともに、広く県民の皆様に対

し、認知症サポーターの必要性や養成講座の開

催情報について、県ホームページなどを通じて

周知してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 私も以前、認知症サポータ

ー講習を受けまして、オレンジのリストバンド

をいただいたわけでありますけれども、とにか

く、このように大切なサポーターになっていた

だきたいなというふうに思います。このほかに

も医療との連携、生活支援の充実など、多岐に
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わたっていきますが、公明党は、この包括ケア

システムに全力で取り組んでまいりますので、

引き続き、またよろしくお願いいたします。

最後になりますが、人口減少について、本議

会でもさまざまな質問がありました。出生率、

また、子ども・子育て、中山間の対策、産業振

興と雇用、そして今の高齢者対策など、多岐に

わたっております。私からは２点だけお伺いい

たします。

１点目は、若者の就職支援及び県内企業のワ

ーク・ライフ・バランスについて、どのような

取り組みをしているのか、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 若者の就

職支援につきましては、県内企業への定着を促

進するため、宮崎駅前の「ＫＩＴＥＮ」にヤン

グＪＯＢサポートみやざき、延岡総合庁舎に延

岡サテライトを設置しまして、就職に悩む若者

一人一人の個別相談に応じているところであり

ます。また、宮崎労働局、県、県教育委員会の

３者で、主要経済団体を通じ、県内企業に対し

て求人枠の拡大等について要請するなど、でき

るだけ多くの若者が県内企業に就職できるよう

努めているところであります。

一方、ワーク・ライフ・バランスの取り組み

につきましては、講演会の開催や広報紙による

普及・啓発を行っておりますほか、企業に、休

暇の取得推進や時間外勤務の縮減など、自主的

な取り組みを宣言していただく「仕事と家庭の

両立応援宣言」の登録を促進しているところで

あります。今後も引き続き、若者の就職支援や

ワーク・ライフ・バランスの推進に、関係機関

と連携をしながら、積極的に取り組んでいきた

いと考えております。

○重松幸次郎議員 働きやすい環境づくりを宮

崎の基盤に、よろしくお願いいたします。

最後に知事に、改めて人口減少問題について

どのように対応していくのか、御所見をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少問題でありま

すが、出産・子育てを取り巻く社会的環境であ

りますとか、雇用・産業の大都市への偏在、ま

た、個人の価値観や生活の多様化など、極めて

広範かつ多岐にわたる複合的な要因によりもた

らされているものと考えております。これら

は、いずれも一朝一夕には解決が困難な問題で

ありますが、何とかこの課題を克服し、社会の

活力を維持して、希望ある未来を次世代へと引

き継いでいくことは、我々の責務であると受け

とめております。そして、私は、その解決策は

地方にこそあるのではないかという思いがいた

しております。高齢化や人口減少の中での地域

活性化へ向けた懸命な取り組みというものが、

新たな需要や地域の経済循環というものを生み

出すとともに、今後の日本における新たな価値

観の提示、「新しいゆたかさ」というような新

たな価値観、これにつながるものと考えており

ます。

このような観点から、現在の総合計画におき

まして、「未来を築く新しい「ゆたかさ」への

挑戦」を基本目標として掲げているところであ

りまして、人口減少問題を県政の最重要課題の

一つとして掲げまして、自然減への対策、社会

減への対策、さらには地域の活力を維持してい

く対策などに、関係機関とも連携をして取り組

んできたところであります。本県の人口をめぐ

る状況は、依然として厳しいものがございま

す。人口減少が地域の維持・存続にもかかわる

非常に深刻な問題、重要なテーマでもございま

すので、今年度見直します総合計画におきまし
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ても、引き続き、重要課題として位置づけ、そ

の対策に全力を挙げて取り組んでまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

人口減少・地域活性化対策特別委員会として、

この一年間、しっかり調査してまいります。頑

張りますので、よろしくお願いいたします。

以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、一般質問をいたします。

まず、県議会の動きに関心を持ち、雨の中、

傍聴に来ていただいた皆様へ、感謝申し上げま

す。

平成24年は、日本最古の歴史書である古事記

が編さんされてから1300年でしたが、平成32年

には日本書紀の編さん1300年を迎えます。現

在、宮崎県では平成24年から９年間を記紀編さ

ん1300年と位置づけ、記念事業が取り組まれて

います。本年度は、「宮崎の魅力再発見！県民

総「語り部」化推進事業」を初め、みやざき東

京オリンピック・パラリンピックおもてなしプ

ロジェクト関連事業として、宮崎の魅力発信等

々が取り組まれています。記紀編さん記念事業

について、これまでの取り組みの手応えとあわ

せて今後の取り組みについて、商工観光労働部

長へお尋ねをいたします。

次に、男女共同参画社会づくりについて、知

事にお尋ねをいたします。

６月４日、産学官交流会において、「デフレ

の正体」「里山資本主義」でおなじみの日本総

合研究所主席研究員、藻谷浩介氏の講演があ

り、知事を初めそうそうたるメンバーが講演に

聞き入っておられました。その講演から察しま

すに、藻谷氏の理論は相当支持されていると

思ってよいと実感をいたしました。藻谷氏は、

経済を語るとき、学者の推測を含む数字より、

現場の積み上げの数字を重視すると言われてい

ます。また、小売販売額の統計はその典型であ

るとし、失われた20年についても、日本経済の

危機でも回復でもなく、横ばいにあると指摘を

しています。少なくとも民主党政権で経済が瓦

解したという証拠は読み取れないとも言われて

います。それを、私的にはうれしく、納得をし

ています。もっと納得できる彼の説明は、小売

販売額の数字が連動するのは就業者数だと説い

ておられることです。マネーゲーマーと違い、

働く人は稼いだら使ってくれる。労働者が減

り、消費が減るのが問題ならば、働きたい人が

働ける社会にすることこそが大切と力説されて

います。今、生産年齢人口15歳から64歳の30％

が未就業で、その12％を占める家事専業者のう

ち、今すぐ就業したい人は約320万人という内閣

府の調査があり、だからこそ安倍政権も、成長

戦略に待機児童ゼロ、女性就業支援を掲げてい

るのだとの指摘は、的を射ていると拍手したい

ぐらいです。

藻谷氏の言う理論をもとに、現場から積み上

げた数字からの分析を実施し、私たちの地域の

可能性を見失うことなく対策をとっていけば、

決して悲観するような地域にならないと断言で
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きます。ただ、やるかやらないかだけです。ま

さに、子供の人口減少は今から変えることがで

きます。これを横ばいに持っていくことができ

れば、社会的にはとても安定します。今すぐと

言わず、50年後に向けて、毎年１％ずつでも若

者の人件費を上げていけばいいし……。現実

に、もう１人産みたいけれど、お金がないとい

う人は多いのですから。日本経済のためには、

貯蓄を使わない高齢者層からお金を引き出し、

バブル未経験層の賃金を上げて世代間格差を是

正する政策が、まさに必要です。知事には、若

い子育て世代を支え、孫の顔を楽しめる地域を

つくる政策を強く打ち出して、実効ある結果を

出してほしいと思っています。

６月23日から29日は、男女共同参画週間で

す。「宮崎県男女共同参画の現状と施策」によ

れば、表紙をめくった「はじめに」の項で、藻

谷さんと全く同趣旨の文言が並んでいます。あ

えて読み上げれば、「少子高齢化、人口減少が

急速に進行する中、多様化する課題を解決し、

豊かで活力ある宮崎県を築いていくためには、

女性も男性もお互いに人権を尊重しつつ責任も

分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と

能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実

現することが、極めて重要です」と書き出され

て、国の成長戦略の中核に女性の活躍促進があ

ることを明記しています。また、「宮崎県の男

女共同参画社会づくりの現状と施策」が、具体

的にそれを記しています。まさに地域活性化の

鍵は、各政策の中心に男女共同参画社会づくり

の視点を据えることにあると言えます。知事の

見解を伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

男女共同参画社会づくりについてでありま

す。性別にかかわりなく個性と能力を十分に発

揮できる男女共同参画社会の実現は、豊かで活

力ある県づくりを進める上で大変重要であると

考えております。また、究極的には、男女共同

参画という政策課題自体がなくなることが理想

ではないかという思いもあるところでございま

すが、県においても、高齢者と並んで女性の活

躍の場を広げるということが、今後の地域社会

の活力を図る上で非常に重要な課題だというこ

とで、総合計画にも掲げ、また男女共同参画プ

ランを策定するとともに、宮崎県男女共同参画

推進条例を制定して、取り組みを進めてきたと

ころでございます。こうしたことにより、県の

審議会等での女性登用率が平成25年度末に47.3

％となるなど、この分野では一定の成果があっ

たところであります。しかしながら、県内の官

公庁や民間等を含めた事業者における管理的職

業従事者に占める女性の割合は１割に満たない

など、女性の力を十分に生かし切れていない状

況があるところであります。

このような中、国が女性の活躍を成長戦略の

中核と位置づけ、企業における管理職への女性

登用や雇用環境の整備等について、積極的な支

援策を打ち出しております。今議会におきまし

て、企業の代表者等を対象としたフォーラムな

どを開催します「みやざき女性活躍加速化事

業」をお願いしておるところでありますが、今

後とも、こうした国の動きを追い風として、ま

た国の事業を活用して、市町村、事業者等と一

体となって、本県といたしましても、これまで

以上に男女共同参画社会づくりに積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕
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○商工観光労働部長（茂 雄二君）〔登壇〕

お答えいたします。

記紀編さん記念事業についてであります。こ

の事業を進める上で、神話の源流がここ宮崎に

あることをいかに浸透させるかが、何よりも大

切であると考えております。そこで、これまで

県民向けの講座や神楽の県外での披露など、さ

まざまな取り組みを行ってまいりましたが、い

ずれも、本物を見せること、本質を感じてもら

うことに重点を置いて取り組んできたところで

あります。中でも、明治大学との連携講座や県

民向けのリレー講座、講演会は、参加希望者が

定員を超えるなど大変盛況でありました。ま

た、ブランドイメージを表現したポスター「神

話の源流へ。」は、日本観光振興協会が主催し

ますポスターコンクールにおいて、インター

ネットによる一般投票部門で全国第１位を獲得

するなど、県内外に確実に浸透してきていると

いう手応えを感じております。

今後は、例えば県民向け講座におきまして

は、神話ゆかりの地でのフィールドワークを取

り入れたり、小中高校における出前授業につい

ても回数をふやすなど、工夫を凝らしながら質

を高めてまいりたいと考えております。また、

県外におきましては、外国人観光客倍増に向け

た国の取り組みや、東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会などのあらゆる機会を捉えま

して、本県のＰＲに努めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 実は、私は記紀編さん1300

年事業の追っかけみたいな感じを、自分でもし

ているところがあるんですけど、私の後援会の

皆さんが、６月の21日にまたミステリーバスを

走らせることになって、いつも大型バス１台な

んですが、それはことしも、知事の提案され

た100万泊を意識し、そしてこの記紀編さん1300

年を意識して、それをたどっていくということ

を今回もやらせていただきたいと思っていま

す。いかに県民に浸透し、県民が喜んでこの事

業に参加していただけるかということが、大変

重要だと思っています。知的欲求に対しては、

この県民大学というのは最高です。そして、も

う一つ、「神話巡りバスツアー」というのは、

地域ごとにある婦人会の皆さんにとってみれ

ば、物すごく楽しみな一つのコースでもあるん

です。だから、身近に使っていく、身近にその

事業を生かしていくということが大変重要だと

思っています。そこで提案なのですが、啓発と

かＰＲ事業として、フレーム切手をつくっては

どうかというふうに思っているわけですが、部

長の答弁をお願いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 御質問に

ありましたフレーム切手は、日本郵便株式会社

が販売しておりますオリジナル切手商品です

が、企業の創立記念品や販売促進グッズとし

て、また、地方自治体の記念事業や観光ＰＲの

ためのアイテムとしても活用されていると伺っ

ております。このフレーム切手につきまして

は、貴重な御意見として、今後、本県の節目の

年などに、記念アイテムの一つとしてその活用

を検討してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ一つのアイテムとして

活用を検討していただけるように、これからも

忘れることなく考えておいていただきたいと

思っていますので、何かありましたときには、

ぜひフレーム切手をつくっていただきたいと

思っております。そして、どんどん啓発、活用

をＰＲしていただけたらと思っています。

続けて、男女共同参画社会づくりについて、

ちょっと丁寧にやらせていただきたいと思いま
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すが、まず、県庁を一つの事業所として考えた

場合にということで、県職員に対する男女共同

参画の意識づけはどう取り組んでおられるの

か、部長の答弁をお願いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 性別にかか

わりなく、一人一人が個性と能力を発揮できる

社会をつくるためには、県職員が率先して男女

共同参画の視点を持つことが非常に重要である

と考えているところでございます。このため毎

年、新規採用職員研修において講義を行ってい

るほか、昨年度は、人権同和問題幹部職員等研

修のメニューの一つとしても講話を行ったとこ

ろでございます。また、男女共同参画センター

が発行する広報誌「ブリリアント」を、出先機

関を含めた全課に配付しているほか、同センタ

ーが開催する研修等への県職員の参加を、全庁

掲示板などを通じまして働きかけているところ

でございます。

昨年度、「男女共同参画の視点で考える防

災」というふうに、一つの切り口を持ったシン

ポジウムに、前千葉県知事の堂本暁子氏を講師

としてお招きし、講演や関係者によるパネル

ディスカッションを行ったところでございま

す。この際、多くの県職員も参加し、私自身、

当時危機管理統括監の立場で、パネリストで参

加させていただきましたけれども、その中で、

防災会議や危機管理局など県庁の組織や、そこ

における女性登用のあり方も議論の対象となっ

たところでございます。今後とも、あらゆる機

会を捉えて、県職員を初め、県民への男女共同

参画の意識づけを積極的に行ってまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 重ねて、セクシュアルハラ

スメント、それからパワーハラスメントに関す

る相談窓口の設置状況と相談の実績、その内訳

についてお伺いしておきます。

○総務部長（成合 修君） 職員のセクシュア

ル及びパワーハラスメントにつきましては、そ

れぞれハラスメントの防止等に関する要綱を定

めております。その中で、各所属の管理職員を

初め、人事課、総務事務センターなどの職員を

相談窓口としております。なお、平成24年５月

からは、弁護士による外部相談窓口を新たに設

置したところであります。

また、平成25年度の知事部局における相談件

数でありますが、セクシュアルハラスメントに

つきましては１件、パワーハラスメントにつき

ましては７件となっております。

○井上紀代子議員 今の相談件数が多いのか少

ないのかというのは、今後考えて、また提案を

したいと思っています。

続けてですが、相談窓口について、臨時職員

とか非常勤職員さんも含めて、県職員に対して

どのように周知を図っているのか、具体的にお

願いをいたします。

○総務部長（成合 修君） 職員の相談窓口の

周知につきましては、職員向けの全庁掲示板

や、本庁の課長補佐や出先機関の総務課長等を

対象としました健康管理事業説明会等で説明

し、職員に対し周知を図っております。また、

ハラスメントの相談窓口でありますが、自治学

院での職位ごとの階層別研修や、各所属でのコ

ンプライアンス研修、さらに所属長に対し、服

務通知を年２回発出しておりまして、ハラスメ

ント防止に関する指導を行っているところであ

ります。こういった中で、臨時職員や非常勤職

員を含む職員に対し、ハラスメントの防止及び

相談窓口の周知徹底を図っているところであり

ます。

○井上紀代子議員 今、丁寧な御答弁をいただ
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いたんですけど、職員の数たるや、県庁職員の

皆さんというのは大変多いわけです。男女共同

参画施策の全体を見ていただいたら―もちろ

ん読んでおられるのでわかっておられると思い

ますが―男性の自殺が多かったり、鬱病対策

をしなければならないという状況については、

御理解いただいていると思います。だから、こ

の相談窓口については、現実には、健康の問題

であったり、金銭的な問題であったり総合的な

相談と、もう一つは、セクハラ、パワハラを受

け入れるというふうになっていると思うんで

す。全体から言えば、誰に相談に行くかという

と、大体、昔上司だった方だったり、とんでも

ない場合は、本当に直で影響のあるような人の

ところに相談に行かないといけないわけです。

それが非常にストレスになる場合があるのでは

ないかというのが、私の今回の指摘なんです。

重ねてお伺いいたしますが、県職員のハラス

メントの相談窓口については、県職員以外の第

三者に対応を任せたほうがいいのではないかと

思いますが、見解を伺います。

○総務部長（成合 修君） 議員御指摘のとお

り、相談相手につきましては、非常に身近な所

属内の所属長、あるいは全くその所属と関係の

ない職場とか、いろんなことが考えられるわけ

でございますが、ハラスメントの相談窓口につ

きましては、「同じ県職員に対しては相談しづ

らい」といった職員からの意見もございます。

また、個人情報保護等の観点から、平成24年５

月からは、外部の弁護士による相談窓口を新た

に設置したところであります。相談及び問題の

解決に当たりましては、相談しやすいよう、希

望により匿名にすることも可能となっておりま

す。今後とも、これまでの相談状況やさまざま

な意見を踏まえながら、職員がより相談しやす

い環境づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 第三者の弁護士さんという

のも、これもひとつ大いにありだというふうに

私自身も思います。

それでは、先ほど部長から答弁のありまし

た、セクハラについて１件、パワハラについて

は７件というのは、弁護士さんにかわった後で

もこの件数であったというふうに理解していい

ということですね。

○総務部長（成合 修君） 外部弁護士に対す

る相談受け付けは、現在のところ１件となって

ございます。

○井上紀代子議員 本来、相談窓口というの

は、広く、そして耳を大きくいっぱい聞いても

らって、話すとそれで問題解決という場合もあ

るわけで、だから相談しやすい方たちのところ

に行っていただいて、２次的な精神的被害に遭

わないようにしていくということが、大変重要

なのではないかなと思っているところです。で

すから、一度そういう問題について―男女共

同参画社会の推進会議というのがあります。年

に１回とか、やっと２回というときもあります

が、そういう場所できちんと議論をすべきでは

ないのかなと思っているところです。総務部長

の見解をお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 議員御指摘のとお

り、先ほど申し上げましたように、相談内容に

ついてはさまざまな形態がございます。やはり

多様な窓口、受付が必要かと思いますので、今

後とも、これまでの相談状況等、さまざまな御

意見も踏まえながら、より相談しやすい環境づ

くりに努めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ議論を詰めていただき

たい、具体的な議論をしていただきたいという
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ふうに望んでいます。

次に、男女共同参画の観点から、セクシュア

ルハラスメントが起こりやすい職場環境ではな

いのか。起こりにくくするためにはどうしたら

いいのか。例えば、県庁の職場環境の点検とい

うのを、そういう視点で点検されたことがある

のかどうかお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 県庁内の職場環境

の点検についてでございますが、ソフト面とし

ては、セクシュアルハラスメントの防止を含

め、働きやすい職場環境の整備につきまして、

各所属においてコンプライアンスチェックシー

トによる点検を毎年定期的に行っております。

また、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員

会、あるいは職員の意見を聞く会等も活用しな

がら、ハラスメントに関する状況把握を行って

いるところであります。今後とも、セクシュア

ルハラスメントの防止に向けて、職員の意識啓

発を図るとともに、職場環境の改善に努めてま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 これも具体的に実態調査を

するべきだというふうに私自身は思っていま

す。それはなぜかというと、男の方たちからす

ると、今までそういう職場で働いてきていたの

で、それについて違和感がないという方もい

らっしゃるわけです。でも、女性からすると、

上司と自分とたった２人で、ある１室、密室的

な空間の中で仕事をしなければならないとなっ

たときに、大変なプレッシャーがあることは事

実なんです。そして、そこは誰かほかの方たち

が自由に出入りができなかったりする場合、そ

れはどうしていくのか。そういう場所がないと

いうお答え自体がよくわからないんですが、

もっと視点を変えていただいて、それは男性で

あれ、女性の上司と一緒に、たった２人きり

で、密室的なところで、ほかの人からものぞく

ことすらできないような職場でということは、

苦痛ではないでしょうか。答弁をいただいて思

いますが、男女共同参画社会づくりの視点など

という考えに基づいて何かをしていくというこ

とには、まだなっていないのではないかという

のが、私の率直な考え方なんです。もう一度点

検してみる必要があるのではないかというふう

に思いますが、総務部長の見解をお尋ねいたし

ます。

○総務部長（成合 修君） 議員の御質問にあ

りましたように、いろんな角度から職場点検す

る必要があろうかと思います。先ほど申し上げ

ましたように、セクシュアルハラスメントにつ

いては、平成11年から要綱を定めておりまし

て、その中に、「職員が認識すべき事項」、あ

るいは逆に、「苦情相談に対応するに当たり留

意すべき事項」ということで、さまざまな事例

を想定して指針を策定しております。またその

中で、議員が先ほどおっしゃったような観点を

踏まえて、職場環境の点検に努めてまいりたい

と考えております。

○井上紀代子議員 湾岸署の青島さんじゃない

けど、事件は現場で起きるわけです。その現場

で起きたことを含めて、どう点検をし、また同

じ過ちを繰り返さないためにはどうしていくの

かという、そういうきちんとした丁寧な対応を

しない限りは、なかなかここは改善をされてい

かないのではないかなというふうに思っている

ところです。

男女共同参画推進会議、これは年に１回しか

ないわけで、年に１回あった会議の中でそこま

で細かく話されているかどうか、ちょっと疑わ

しいところもあるんですが、私はこれから外れ

て発言しておりませんからね。これは県民政策
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部がつくったものですから、それから外れて発

言しておりませんので、それは御記憶いただき

たいというふうに思っています。

次に、学校におけるセクシュアルハラスメン

トの相談体制と相談件数、及び相談があった場

合の対応について、教育長にお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） セクシュアルハラス

メント（セクハラ）は、どの職場でも絶対に許

されない行為でありますが、特に子供たちの学

びの場である学校では、一層の配慮が必要であ

ると考えております。その防止のために、学校

におきましては、全ての教職員に対し、日ごろ

から研修を行い、日常的に意識づけを行うとと

もに、誰もが安心して相談できるよう、管理職

を相談員とするほか、管理職以外、その他の教

職員から男女各１名、また保護者の中から２名

をセクハラ相談員に任命しております。さら

に、相談員を周知すること自体がセクハラを防

止することになると考えておりますので、ＰＴ

Ａ総会や学校通信などにおいて、全ての児童生

徒はもちろんのこと、保護者にも積極的に周知

いたしております。実際に相談があった場合に

は、相談を受けた者は、まず相談者の意思を最

大限に尊重し、プライバシーの保護や心のケア

を図りながら、事実関係の確認や助言などを行

うとともに、必要に応じて関係機関と連携し、

問題の解決を図っております。なお、昨年度、

本県公立学校におけるセクハラに関する相談

は、小中学校で２件、県立学校で４件となって

おります。

○井上紀代子議員 ぜひ丁寧な対応、そして子

供たちが率直に相談に行けるような、いつでも

おいでと言えるような状況をつくっていただき

たいと思っています。それは、やっぱり公立高

校がきちんとやらない限り―私学のものはよ

く新聞等でも見ますが、あのままの状態ではい

けないと思うんです。それが、「どこが悪い

と」と言われるような状況、「何が悪かった

と。本人じゃないと」みたいな感じの反応だ

と、子供たちの成長に大きな影響を与えるので

はないかと思っています。私学の部分について

は総務部長の管轄ですが、ぜひよろしくお願い

しておきたいと思っています。

次は、内村議員も取り上げていただいており

ましたが、女性職員の登用の問題について、任

命権者の皆様から、それぞれ自分のところはど

うなっているか、登用の現状とそれに対する認

識、今後の取り組みについてお伺いをしたいと

思っています。まず総務部長、病院局長、教育

委員長、教育長、警察本部長にお願いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 本年４月１日にお

ける知事部局の課長級以上の女性職員は、本

庁11名、出先機関５名の計16名となっておりま

す。その割合は、本庁では8.6％、出先機関で

は3.4％、知事部局全体では5.9％となっており

ます。課長級以上の女性職員につきましては、

着実に増加してきているところでございます

が、女性職員がその能力を最大限発揮し、県政

の諸課題に的確に対応していくためには、より

一層、女性職員の登用を図っていく必要がある

と考えております。県といたしましては、出産

や育児に係る職場環境の充実に加え、女性職員

の企画・管理部門への配置などさまざまな職務

経験を通じ、また管理職としての意識や能力の

向上等を図りながら、女性職員の登用に取り組

んでまいりたいと考えております。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院局の状況でご

ざいます。本年４月１日における病院局の課長
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級以上の女性職員についてでございますが、ま

ず、本庁は課長級以上が３名おりますけれど

も、全て男性職員でございます。また、県立３

病院全体では、医師を含む課長級以上の職員57

名のうち、女性職員は６名となっておりまし

て、その割合は病院局全体で10％となっており

ます。病院局は、看護師を初め女性が多い職場

でございます。女性管理職の役割は大きいもの

があると考えておりますので、引き続き、女性

職員が働きやすい職場環境の充実に努めなが

ら、その育成・登用を図っていきたいと考えて

おります。以上です。

○教育委員長（齊藤和子君） 本年４月１日に

おける教育委員会事務局の課長級以上の女性職

員はおりませんが、女性登用につきましては、

大変重要なことと認識いたしております。な

お、次の管理職候補となる役付の副主幹以上に

つきましては、全体で12名の8.6％となってお

り、うち本庁が６名の7.9％、出先機関が６名

の9.4％であります。課長級以上の女性職員につ

きましては、学校の管理職や知事部局からの人

事交流により配置している現状にありますこと

から、今後とも、学校の女性管理職の育成や知

事部局との連携を図っていく必要があると考え

ております。

県教育委員会といたしましては、指導的役割

を果たす女性リーダーを育成するとともに、就

業環境の整備やワークライフバランス（仕事と

生活の調和）の実現など、働きやすい環境づく

りに一層努めながら、意欲と能力のある女性職

員の育成・登用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○教育長（飛田 洋君） 本年４月１日におけ

る公立学校の管理職と主な主任ポストを女性が

占める割合は、小学校28.3％、中学校23.5％、

県立学校8.1％で、全体では23.6％となっており

ます。女性の登用が進みにくい原因といたしま

しては、管理職や主任ポストの業務が多忙であ

るという認識があることや、子育てなど家庭の

状況で慎重になる方が多いことなどが考えられ

ます。県教育委員会といたしましては、女性管

理職をふやすためには、管理職候補となる主任

ポストを担う人材をふやすことが不可欠だと考

えておりますので、教務主任などに積極的に女

性を登用するよう、学校を指導いたしていると

ころであります。また、指導的役割を果たす女

性教職員がリーダーシップを十分発揮できる環

境を整えるために、業務の見直しや組織的な業

務遂行体制の構築を推進しているところであり

ます。女性教職員の意見も参考にしながら、今

後とも積極的に、女性リーダーの育成・登用に

努めてまいりたいと考えております。

○警察本部長（白川靖浩君） 県警の本年４月

１日現在の女性職員数は、警察官121人、一般職

員139人の合計260人でありますが、課長級以上

の幹部職員は現在のところおりません。複雑多

様化する社会の中で、女性の視点を警察運営に

反映していくことは大変重要なことであり、県

警も、女性が大いに活躍できる職場であるべき

と認識しております。女性警察官は、平成２年

に43年ぶりに採用を再開したところであり、徐

々に女性職員の占める割合も大きくなりつつあ

るところでございますので、幹部登用も含めま

して、女性職員の登用拡大に努めてまいりま

す。

○井上紀代子議員 各任命権者の民さんに御答

弁をいただきましたが、全体的に見て、しよう

がない部分もあるところは、部門的にはあるん

ですね。ですけど、実際、もっと努力をされれ

ば、意識をしたら違うところもあるのではない
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かというふうに思います。

私がこの前の人事異動のときに一番うれし

かった記事は、舟田さんの記事でした。すぐ

とって、これを本当に大事に思いながら見たん

ですが、13年ぶりに、ここに女性の幹部の方の

顔が見えるというのは、大変うれしいなという

ふうに思います。もっと自然体でいいんです。

無理くり、そこまではしたくないという職員の

方もいらっしゃるとは思うんです。その方まで

引き上げて、こうしてください、ああしてくだ

さいと、無理くりそうしてくださいと申し上げ

ているわけではないんです。一緒に入庁した人

たちが、一緒に研修も受けて、一緒にやって能

力が同じなら、女性も幹部の中に積極的に入れ

るべきではないかということをお願いしている

わけです。再三言って恐縮ですが、副知事を中

心として年に１回ある男女共同参画推進会議の

中で、そのことについても議論をされるという

ふうに聞いております。ここは、オピニオンリ

ーダーとしての県庁は何をなすべきなのかとい

うことをきちんと明確に、御自分たちでも意識

されるべきではないかなと思います。

これは、企業は推して知るべしなんですが、

逆に企業のほうは、女性を持ってきた場合に、

何が大きく力が発揮できるかということも分析

をして、そこはもうからなければいけない職場

ですので、もうかるためにはどうしたらいいの

かということをきちんと意識しているわけで

す。この前、ニュースで、建設業界も、外国の

人たちを受け入れているばかりではだめだと、

今の子供たちに建設業という職業そのもののよ

さを見ていただいて、そして女性の人たちにも

どんどん入ってきてもらわないと、本当に日本

の建設業というのは変わっていってしまうので

はないかということを言っておられましたが、

やはり自然体で、女性も男性もそこに参入でき

るような状況をつくっていく必要があるのでは

ないかと思います。そのためには、常に意識す

る、常にそこを点検していくということが大変

必要なのではないかなと思っています。

舟田さんだけではなく、何人かの方がそこに

座っていただけるようになっていくと、また違

う意味での答弁と、いろんな意味での宮崎県の

活力というのは出てくるのではないかなという

ふうに期待をしているところです。ぜひ推進会

議の中で、自分たちのところはどういうふうに

してそれを育てたかということを、自慢話がで

きるぐらいのことはやっていただけたらなとい

うふうに思っています。

ですから、男女共同参画推進会議が年に１回

しか行われていない、たまに２回したときもあ

るなどと聞くと、どのような位置づけでこの刷

り物はつくられているのかなと思います。分析

している内容たるや物すごくいいんです。今

回、宮崎県議会は人口減少の特別委員会をつく

りましたが、まさに人口減少の特別委員会はこ

れを中心にしてやったらいいんです。そういう

ことを含めて私は臨みたいと思いますので、ぜ

ひお願いしておきたいと思います。

続けてですが、この冊子によると、本県の女

性の労働力率はＭ字型になっています。出産、

育児期でも働ける環境が必要だと思いますが、

現状分析と今後の取り組みについて、部長にお

尋ねいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 女性の就

業につきましては、第１子の出産を契機に約６

割の方が退職されるとの全国の調査結果があ

り、また、出産・子育てを経てその後復職する

女性も多いことから、おおむね25歳から44歳の

間、就業率の折れ線グラフがアルファベットの
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Ｍ字のようなカーブを描くと言われておりま

す。本県につきましては、育児中の就業率が全

国８位と高く、Ｍ字カーブのへこみの部分も小

さくなっているところでありますが、このこと

は、家計を補うために働く女性が多いこと、待

機児童がゼロといった保育環境に恵まれている

ことなどが影響しているものと考えておりま

す。

このような中、本県では、企業によるワーク

ライフバランスに関する自主的な取り組みを宣

言していただく、「仕事と家庭の両立応援宣

言」を推進しているところでありまして、その

結果、育児・介護休業の取得促進などの子育て

に配慮した宣言を掲げる企業が着実にふえてき

ているところです。今後とも、女性が出産・子

育てをしながら安心して働ける環境の整備を、

宮崎労働局などの関係機関と連携しながら、積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 労働基準局が出したデータ

で新聞記事になっている部分があるんですが、

それは、セクハラ相談件数がふえたということ

と、もう一つは、やっぱり妊娠や出産による不

利益というか、その扱いは大きいということ

を、実際書いてあるわけです。これは、私が労

働局に求めたのではなく、新聞記事で書かれて

いるので、大きく広がっているものなので間違

いないと思いますが、現実はやっぱりこうなん

です。そこにどういう対策を打つかということ

が大変重要なのではないかなと思っています。

改めて各企業にも、そういう問題も含めて、ま

ずは県庁もそうなんですが、ぜひ頑張ってやっ

ていただきたいと思います。

ここで御紹介したい一つの例として、男性の

方で育児休業をとろうとした方がいらっしゃる

わけです。その方は、宮崎でも名立たる企業の

方なんですが、依願退職まで追い込まれまし

た。その方は退職されました。だから、現実は

こうなんです。さっき藻谷さんのことを申し上

げましたが、数字もそうだけど、現場で起きて

いること、現実に起きていることに目をつぶる

ということに問題点があると、再三にわたって

申し上げているわけです。ですから、そこは、

拾い集めるようにきちんと丁寧な対策をとって

いくことが大事なのではないでしょうか。

続けて、女性農業者の歴史的歩みと、農政分

野における男女共同参画社会の進捗状況につい

て、部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の農業・

農村における男女共同参画の取り組みは、戦

後、農村生活の改善や近代化、そして女性の地

位向上の取り組みに始まりまして、高度経済成

長期には、農村からの若者流出に伴い、農業の

重要な担い手として、平成以降は農業経営のパ

ートナーとして、また、近年においては６次産

業化などの実践者として、それぞれの時代の役

割に応じ、さまざまな活動が展開されてきまし

た。このような取り組みの結果、現在では、女

性認定農業者は447名、家族経営協定の締結数

は1,727件と増加しており、また、地域特産物を

活用した加工グループや農家レストラン、農家

民泊の運営などの活動も活発化するなど、今や

「農村の元気の源は女性にある」と言っても過

言ではない状況にございます。さらに、農業委

員50名、ＪＡ理事に17名が就任するなど、農村

におけるリーダーとして活躍する女性が徐々に

増加している状況にございます。県といたしま

しては、今後とも、若手女性農業者などの裾野

を広げながら、地域農業・農村を担う経営者と

して、また豊かな農村生活の実践者として、農
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村女性が生き生きと活躍できる男女共同参画の

社会づくりに向けて支援してまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 私はこの答弁が一番好きな

んです。最高に好きなんです。というのは、こ

こに男女共同参画社会のモデルがあると思うん

です。確かに農村というところは、本当に厳し

い農家の現状があって、三ちゃん農業だとかと

言われてきました。内村議員からも紹介いただ

きましたが、北きりしまの農家民泊に行かせて

いただいて、つくづく思いました。まさに女性

の人たちが自分の力を最大限に発揮して、地域

づくりの牽引車になっておられます。それは、

押しつけられたものでも何でもなく、自分から

自発的にやっておられるのが、物すごく、ここ

がいいな、それがいいなというふうに現実に実

感し、農政の分野における男女共同参画社会の

進捗状況というのを、私たちは学び取ることが

必要なのではないかと思います。私の大好きな

えびのの道の駅なんか、「えびのっ娘」がなけ

れば、農家の奥様方がつくってくださるあのバ

イキングがなければ、なかなかみんな足を運ば

ないのではないかというぐらい、みんなあそこ

に足を運びたいと思う。そして、あの地域の牽

引車もやっぱり女性の皆さんだというふうに

思っております。これからこのモデルとして、

ぜひまた頑張っていただきたいというふうに

思っているところです。

続けて、これは宮崎市の広報紙です。宮崎市

の方は御存じだと思います。今度の６月号に、

「第２次宮崎市男女共同参画基本計画って？」

と疑問符になっていて、計画の中身を丁寧に説

明をされています。その中に、「えっ」と、み

んな思われたと思うんですが、ＤＶの経験者が

宮崎市で３分の１いると、３人に１人はＤＶの

経験者であるというふうに書かれているわけで

す。これは国のデータでもそのとおりで、３分

の１だと言われているわけです。私は、ハート

スペースの皆さんとかから、いろいろお話を聞

かせていただいていますが、その方たちは、

「デートＤＶって何」みたいな講演から、いろ

んな講演に小中高たがわずどんどん行っておら

れて、そういうお話をされているわけです。

ちょうど思春期に入る子供たちのところでも、

きちんと聞いておくべきこと―今回、清山議

員のほうから性教育についてのお話がありまし

たが、決して、それはおろそかにするべきこと

ではないと。私も再三取り上げてきております

ので、そのことについては申し添えておきま

す。思春期や性についての出前講座は有効性が

あるというふうに思っておりますが、これをど

う考えて、今後どのように対応しようとされて

いるのか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 異性との望ましいか

かわり方やデートＤＶの防止など、思春期に特

有の課題に適切に対応するためには、学校での

指導に加えて、外部の専門的な見地から指導し

ていただくことも有効であると考えておりま

す。このため県教育委員会におきましては、医

師など外部の専門家の協力をいただきながら、

思春期の性や心の健康、命の大切さなどについ

て、児童生徒の理解を深める取り組みを進めて

おります。この取り組みの感想として、学校か

らは、「専門家の話は、教職員では伝えられな

い重さがある」「これから医師など専門家と連

携がとりやすくなる」などの声を聞いており、

学校現場にとって大変意義のある取り組みであ

ると考えております。今後とも、さまざまな関

係機関と連携を図るとともに、専門家の協力を

得ながら、それぞれの学校の実態や発達の段階
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を踏まえ、思春期に特有の課題や性に関する指

導の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 これも新聞記事なんですけ

ど、「ソーシャルネットワークサービスで知り

合った人と現実に会ったことがある」というの

は、１割の人たちがあると。この議会でも紹介

がありましたけれども、高校２年生の女子の３

割は経験者で、男子は２割が経験者であるみた

いなことが、今回の議場でも話されたわけで

す。私は、福岡のこども病院に行きましたとき

に、こども病院の先生から、「うちは、こんな

に障がいのある子供たちが来ても、十分受け入

れられる態勢ができます」ということを再三に

わたって言われたんです。でも、できたら子供

たちが健康な体で健康な子供が産めるような状

況になってもらいたいというのが、実は私の本

音なんです。だから、そういうのは病院の先生

方のほうからも発信するべきではないのかとい

うことを、先生に、「私は批判を覚悟で言いま

すが、そういうふうに思います」というふうに

申し上げたら、「3,000グラム以上の子供が産め

るような体になることはとても大事なんだ」と

いうことを、その先生もおっしゃっておりまし

た。それで、大人になっても健康な体であり続

けるために、学校ではどのような取り組みを

行っておられるのか。今までの私の質問の経過

を含めて、教育長のお考えをお聞かせくださ

い。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちが生き生き

とした生活を送って、心身ともに健やかに成長

し、健康な大人になっていくということは、皆

さんの願いだと思っております。今の子供たち

の現状を見てみますと、生活習慣や性に関する

課題、食に関する課題―具体的に申し上げま

すと、思春期の女子生徒の間では、ダイエット

願望により食事の量を減らす、食事をとらない

などにより、貧血で倒れる、空腹でいらいらす

るといった状況の指摘などもあります。そのた

め学校では、基本的な生活習慣を確立させてい

くこと―具体的には、調和のとれた食事、適

切な運動や休養、睡眠などが大切であること

を、発達の段階に応じて指導しております。そ

の中でも特に、早寝・早起き・朝御飯の徹底

や、給食を残さずに好き嫌いなく食べるなど、

食に関する指導や、学校の特色を生かした運動

の実践により体力を高める取り組みなど、健康

づくりを子供たちに習慣化させることを意識し

た取り組みを進めております。また、本県で

は、子供が自分でつくる「弁当の日」の取り組

みを強く推奨しているんですが、その結果、実

施校数、現在日本一となっております。この取

り組みも、そのような思いから推奨していると

ころであります。

○井上紀代子議員 ありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。

次に、性暴力の問題についてお尋ねをしたい

と思っています。これは私が書いたのではな

く、ここに書かれている文言ですが、「ＤＶ、

性犯罪、売買春、人身取引、ストーカー行為、

セクシュアル・ハラスメント等の男女間の暴力

のほとんどを占める女性に対する暴力は、女性

の人権を著しく侵害するものである。これらの

背景には、男尊女卑の社会通念、固定的な性別

役割分担意識、経済的格差など、今日の社会に

おいて男女が置かれている状況に根ざした構造

的な問題が存在していると考えられ、男女共同

参画社会を形成していく上で克服すべき重要な

課題である」。これに書いてあります。ぜひま

た読んでいただきたいんですが。そこで、福祉
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保健部長に、児童相談所における虐待相談対応

件数のうち、性的虐待による相談件数をお伺い

いたします。また、女性相談所におけるＤＶ相

談件数についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 児童相談所に

おける平成24年度の虐待相談対応件数は443件と

なっており、このうち性的虐待によるものは10

件となっております。また、女性相談所におけ

る平成24年度の配偶者からの暴力、いわゆるＤ

Ｖの相談件数は464件となっております。

○井上紀代子議員 次に警察本部長に、ＤＶ、

ストーカーの相談受理件数と強姦の認知件数に

ついてお伺いいたします。

○警察本部長（白川靖浩君） 本県警察におい

て、平成25年中にストーカー事案として相談を

受けた件数は265件で、文書による警告をしたも

のが45件、禁止命令を発出したものが３件、ス

トーカー規制法違反や刑法犯として検挙したも

のが35件であります。配偶者からの暴力、いわ

ゆるＤＶ事案として相談を受けた件数は409件

で、刑法犯等として検挙したものが50件であり

ます。また、本県警察において認知した強姦事

件は５件で、検挙したものが４件であります。

○井上紀代子議員 これは児相と警察から出た

分の数なんです。相談件数はまだ別の場所でも

上がっているんです。でも、警察庁を含めてい

ろんな場所で言われていることは、表に出てき

た分は多く見積もって13％、あとは圧倒的に下

のほうに隠されているというのが、はっきり

言って、今回の性暴力問題で一番の克服しなけ

ればならない問題点だと思っているところで

す。内閣府も含めてそうですけど、国のほう

も、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ

プ支援センターの設置が必要だと言っているわ

けです。都道府県に１つはワンストップサービ

スのセンターをつくるべきというふうに言って

いますが、知事のお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） こうした性犯罪・性暴

力被害者のためのワンストップ支援センターで

ありますが、機能としては、産婦人科医療を提

供できる病院と支援コーディネート機能を担う

相談センターが連携して、ワンストップで相談

受け付けや支援を行うものであります。いろん

なやり方なり設置形態があるようであります

が、全国に14カ所設置をされていると伺ってお

ります。

現在、本県における取り組みとしましては、

男女共同参画センターが、性被害を含む女性に

関するさまざまな相談の受け付けや専門機関の

案内などを行っているほか、女性相談所が、配

偶者からの暴力等に関する相談受け付けや保

護、カウンセリング、自立に向けた支援などを

行っております。また、ＮＰＯやさまざまな支

援団体の活動、サポートもいただいているとこ

ろであります。また、警察におきましては、性

犯罪の女性被害相談電話を設置するなどして、

女性が被害申告を行いやすい環境づくりに努め

ておりまして、被害申告を受けての女性警察官

による事情聴取、公費負担による病院での受

診、裁判傍聴や証人としての出廷時の付き添

い、さらには専門家による無料の法律相談、カ

ウンセリングなどを、みやざき被害者支援セン

ターと連携しながら実施しているところであり

ます。

御指摘にありましたワンストップ支援センタ

ーにつきましては、こうした関係機関相互の連

携をさらに深めるとともに、今後、本県の状況

を踏まえたあり方などにつきまして研究をして

まいりたいと考えております。
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○井上紀代子議員 実は、きょう私が着ていま

すこれは、もともとは古い古い着物なんです。

着物は、針と糸で丁寧に縫っていると、それを

後でほどくときに、本当に気持ちがいいぐらい

すっとほどけて、１反の反物にまた戻っていく

わけです。きょう傍聴に来てくれている私の友

人が洋服に仕立て直してくれたので、私はこれ

を着ているわけですが、やっぱり最初の一針、

縫い方を間違うと、とてもじゃないけど糸はと

れないんです。だから、本当にこんがらがって

しまっていては、もとに戻すことはできない

し、新たなものにつくり上げていくということ

も不可能なんです。はっきり申し上げて、私は

今回、一番がっかりしたのがこの答弁です、精

神的にくじけるほど。

女性の経営者の方から、けさ、「河野知事

は、あなたが一生懸命きちんとぶつかれば、共

通認識に立っていただける方だと思うから、頑

張れ」と書いたメールをいただいたわけです。

その現実がなければ、現実困っている人がいな

ければ、私もここで何かを言う必要はないとい

うふうに思います。

ワンストップサービスという意味が本当によ

くわかっておられるのかどうか、そこを私は確

かめたいなと思います。なぜワンストップでな

いといけないのかということを現実にわかって

おられるのかどうかを、知事に確かめたいとこ

ろなんですが、これは被害者でなければわから

ないところがいっぱいあるわけです。「魂の殺

人」とまで言われているんです。お話ししてさ

しあげれば、１年半私も調べましたので、物す

ごくたくさん、事例があり過ぎるほどあるわけ

です。だから、知事の答弁の中身だけであると

するなら、私は、宮崎県民は寂しい県に住んで

いるなと思うわけですが、知事、もう一度、ワ

ンストップサービスのセンターについて、お考

えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 冒頭からのいろんな御

指摘なり質問の中で、一つあるのは、表に出て

いる数字以外にもさまざまな実態があるんだと

いうことを、我々は真摯に受けとめる必要があ

るというところであります。これはいろんな御

指摘の中で受けとめておるところでございま

す。

また、性暴力被害者のためのワンストップ支

援センターということでございますが、先ほど

御説明しましたように、本県ではいろんな機関

がいろんな取り組みをしておる中で、ワンス

トップ支援センターということで求められる機

能をどういう部分で満たしていないのか、また

どういう部分が必要なのかというのは、しっか

りと検討する必要があるということで、先ほど

の答弁を申し上げたところであります。

現場の被害者の声を直接我々が伺う機会はな

かなかないわけですが、私は、実は知り合いの

女性弁護士から、性被害を受けた方の相談を受

けたときの体験というものを伺いました。それ

は、もちろん被害者にとっては大変な思いであ

りますが、その話を受けとめる弁護士の方も、

相当な心理的な負担も受けたという話も伺った

ところであります。現場においては今、いろん

な形でそういうさまざまなセンター、また相談

所において相談機能を果たしていただき、きめ

細かな対応をしていただいておりますが、御指

摘がありましたような、ワンストップ支援セン

ターとして果たすべき機能にどのような部分が

今後必要なのかというところを、しっかりと他

の事例も踏まえながら研究をしてまいりたい、

そのような思いであります。

○井上紀代子議員 きょう、私の質問について
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聞き取りに来てくださった職員の方が、一緒に

泣いていただいたというのは、私にとってみれ

ば一番大きな救いであったと思います。実は、

性被害に遭って、それから、自分はどういうふ

うに生きていけばいいのかということを思い始

めた女性のことを考えると、そして性犯罪とい

うのは物すごく低年齢化しているということは

御存じのとおりですので、自分の娘だったら、

息子だったらということを考えて対応する必要

があるというふうに思っています。

先ほど知事から再答弁いただいた内容を深く

信じて、知事と一緒に、この問題が解決してい

くように、私も頑張っていきたいというふうに

思っているところです。ありがとうございまし

た。（拍手）

○福田作弥議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） いよいよ最

後になりました。ひとつおつき合いのほどよろ

しくお願いいたします。

それでは、里山資本主義についてお伺いいた

します。

「里山資本主義」の本がベストセラーになっ

ております。この本です。なぜこれほどに売れ

るのでしょうか。私はかねてより、「今の日本

での経済至上主義は人間を幸福にしない」と

言ってまいりました。戦後日本は、アメリカの

後追いをして経済発展に全力を尽くしてきまし

た。その結果、３万人以上の自殺者、無縁社

会、格差社会を生み出してまいりました。私は

ここでブータンの国民総幸福量の話もしたこと

があります。じゃ、具体的にどうすればいいの

かということでありますが、その答えがこの里

山資本主義ではないかと思っているところであ

ります。

里山資本主義とは何かと申しますと、本を読

めばわかるんですが、読んでいない人のために

少々解説しますと、一言で言えば、里山にある

資本に目をつけて、人と人とのつながり、自然

とのつながりを大切にして、域内で経済を発展

させて維持し、自立して生きていく生き方。本

に定義は載っていないんです。読んでもらえば

いいと思うんですが、大体そんなことじゃない

かなと。これを単に、自然や田舎が好きな人た

ちの話とか、あるいは田舎暮らしで成功した人

たちの話を並べて、その共通した原理を説こう

としたものと考えるのは、ちょっと早計であり

ます。今や、経済至上主義―この本の中では

マネー資本主義と言っておりますが、このマネ

ー資本主義は限界に来ております。人間を幸福

にしないどころか、不幸にしております。この

マネー資本主義に対するアンチテーゼとして、

里山資本主義が生まれざるを得ないと筆者は

言っております。いわば歴史的必然だというこ

とであります。

都会では、人間らしい生活をすることができ

ません。では、どこだったら人間らしい生活を

することができるのか、それは必然的に里山し

かないということなのであります。人と人との

つながりがまだ残っています。人は、人から認

められてこそ生きがいを感じるものでありま

す。豊かな自然も残っております。里山にある

耕作放棄地、あり余った森林など、里山の自然

をできる限り利用して、人と人とがお互い助け

たり助けられたりすれば、おのずから域内で経

済は循環し完結することになります。時代の流

れに敏感な若者たちが次々と田舎へ流れており

ます。お金を稼ぐという点からすれば、都会の

ほうが有利かもしれません。しかし、人として

の本当の豊かさという点からすれば、はるかに

里山のほうが豊かであるというのであります。
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知事もこの本を読まれたとお聞きしました。

また、先日は著者の藻谷氏の講演もお聞きに

なったと聞いております。里山資本主義につい

てどのようにお考えになっておられるか、知事

のお考えをお聞かせください。

以下、質問者席で質問したいと思います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

「里山資本主義」についてでありますが、こ

の本は、私も拝読をし、また、去る６月４日に

開催されました藻谷氏の講演会もお聞きをし

て、大変感銘を受けたところでございます。藻

谷さんについては、その前に「デフレの正体」

という本も書かれまして、これも大変感銘を受

け、特に、今回の話でもそうでありましたが、

思い込みではなしに、具体的な事実、データに

基づきしっかりとした分析をし、またしっかり

と今後についての議論を展開しておられるとい

うところであります。その経済的な発想、セン

スというものも非常に感銘を受けたところであ

ります。また、藻谷さんが同じ年生まれで、し

かも同じ大学の同じ学部を同じ年に卒業した方

だというところも、そういう形で注目をして

おったところでございますが、この里山資本主

義、本当に今、大事なメッセージを届けていた

だいているというふうに思っております。

高度経済成長時代を経て成熟社会に移行し、

また、東日本大震災を経験した我が国におきま

しては、経済的な豊かさのみにとらわれず、恵

まれた自然の中で、金銭に換算できないものを

大切にしながら暮らすことなど、多様な価値観

を尊重した生き方が求められているものと考え

ております。その中で、この里山資本主義の考

え方は、これまで域外に流出しておりましたお

金でありますとか、使っていなかった地域の資

源を、域内で経済循環をさせることによりまし

て、住民の方々がより豊かな生活をし得るとい

う点で、まさに本県を含む地方の今後のあり方

の一つの方向性、活路を示すものではないかと

受けとめております。

本県は、自然や歴史・文化などといった地域

資源、人や地域のきずな・支え合いなどの要素

に恵まれた、豊かな可能性を秘めた地域である

と考えております。よく「周回遅れのトップラ

ンナー」という表現が使われたりするわけであ

りますが、周回おくれを認めるというよりも、

周回おくれかと思いきや、さまざまな恵まれた

資源といいますか、大切なものが残されたこと

により、本県がまさにトップランナーとして、

これからの日本を牽引する力を秘めているので

はないかと自信も持ったところでございます。

今後の宮崎の可能性を生かす方策としまし

て、現在の総合計画においても、新しい豊かさ

を追求しようということを掲げておるところで

あります。まさにこの里山資本主義の目指す方

向だというふうに考えておりますし、現在取り

組んでおりますフードビジネス、また地産地

消、さらには地域経済循環システムの構築とい

う方向性について、決して間違っていないとい

うことで、藻谷さんの「里山資本主義」という

本からも背中を押していただいたような思いが

あり、まさに我が意を得たりという思いで、今

後とも、新しい豊かさの追求に全力で取り組ん

でまいりたい、そのように考えておるところで

あります。以上であります。〔降壇〕

○井本英雄議員 本当にそのとおりでありま

す。里山資本主義からすれば、宮崎がトップラ

ンナーになるかもしれないというふうな気がい

たします。知事も新しい豊かさということでこ
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れを捉えていただいている、タイミングがよ

かったなと、今思っているところであります。

次に、ＮＨＫテレビの里山資本主義の中で、

若者が、「売り家と唐様で書く三代目」という

ことを言っておりました。どういう意味かとい

いますと、初代は苦労して家を興す。二代目は

その苦労を見ているから、何とかそれを維持す

る。三代目は苦労を知らず、結局家をつぶして

しまう。しかし、三代目は教養人でありますか

ら、唐様でもって「売り家」と書くというもの

であります。ＮＨＫテレビの里山資本主義の中

で若者が、「我々は三代目である。我々は経済

的苦労を知らない。だから、生きがいとかやり

がいとかいうものを求めるのです」と言ってお

りました。若者の仕事に対するアンケートを

とっても、給料よりもやりがいが１番に来るそ

うであります。価値観が違うんです。時代は確

実に移りつつあります。このような若者が里山

に移住したいという場合、受け入れ環境はある

のかどうか、総合政策部長にお聞きします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 若者の感性

にこそ宮崎はフィットするのではないかという

お話であったかと思いますけれども、本県にお

きましても、サーフィンに適した環境や森林資

源を活用した炭焼きに引かれて、若者が移住さ

れているという事例もあるところでございま

す。こうした事例も含めまして、県や市町村の

相談窓口を通じて移住が実現した世帯数は、把

握を開始しました平成18年10月から昨年度まで

の数字になりますが、392世帯となっておりま

す。また、若者同士は口コミでというのもござ

いますので、こうした窓口を通さずに移住され

た方も相当数おられるのではないかというふう

に思っているところでございます。

このため、若者を含む移住希望者に対しまし

ては、本県を選んでもらうためにも、ホームペ

ージや都市部での移住セミナーの開催などによ

り、本県の魅力をＰＲしているところでござい

ます。また、実際に宮崎での生活を体験してい

ただく「お試し滞在」事業や、「空き家バン

ク」の整備など、宮崎にお越しいただきやすい

環境づくりや、移住後暮らしやすい環境づくり

を市町村と連携して取り組んでいるところでご

ざいます。今後とも、若者を含めました幅広い

世代に、豊かな自然環境や温暖な気候、人情味

豊かな県民性といった本県のよさをより一層ア

ピールするとともに、移住後のフォローアップ

の充実を図るなど、関係部局や市町村と連携

し、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○井本英雄議員 私の知人に、洋画をやってい

る若い女性の方がおられるんですが、その人は

広島県出身でして、その人なんかは、恐らく何

も通じないで宮崎市に来ているんです。「なぜ

宮崎市なんですか」と聞くと、「何か日本みた

いじゃない雰囲気が宮崎はある。宮崎が本当に

気に入った」と、そういう方がおります。そう

いう若者の心を捉えるようなものが、今の宮崎

にはあるのかもしれませんので、ひとつアピー

ル方をよろしくお願いしたいと思います。

この本の中では、木質バイオの成功例とし

て、オーストリア、そして真庭市が取り上げら

れております。なぜ成功しているのかというこ

とでありますが、木質バイオではチップをつく

るのに、たとえ間伐材を使ってもコストが合わ

ないそうであります。オーストリアや真庭市で

は、木材の使用量が多く、そこで生まれる木く

ずがチップの原料になるから、コスト的に合う

のだそうであります。

では、オーストリアあたりで何でそんなに木
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材を使うのでしょうかということですが、実は

オーストリアでは、ＣＬＴ、英語ですと難しく

なりますが、木と木を直角に張り合わせて強靱

な集成材をつくり上げているそうです。このお

かげで９階建ての家を建てることができるよう

になったということであります。地震の多いイ

タリア・ミラノでさえも13階建ての家を建てよ

うとしておるそうであります。このため木材の

需要が大きいわけであります。この日本でなぜ

ＣＬＴによる３階建て以上の建物をつくること

ができないのか―建築基準法や消防法などに

よる規制があるからであります。ＣＬＴの普及

は、木材の需要拡大を図る上で大変有効である

と思います。県は、ＣＬＴの普及のために、規

制緩和を含めどのように取り組まれるのか、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 議員御指摘の

とおり、海外で普及が進んでおります直交集成

板、いわゆるＣＬＴは、我が国におきまして

も、コンクリート等にかわり、大規模な建築物

の壁や床などに利用される可能性があることか

ら、県産材利用の新たな分野として、今後の普

及に大いに期待をしているところであります。

しかしながら、ＣＬＴは建築基準法上の構造

材として位置づけがされていないことから、現

在、建築物件ごとに国土交通大臣の認定が必要

となりまして、建築工法の確立や関係法令の整

備が、普及の課題となっておるところでござい

ます。現在、国におきましては、ＣＬＴの日本

農林規格を制定するとともに、建築基準法令に

ついても改正に向けて動き出しているところで

あります。このため県といたしましても、日本

ＣＬＴ協会に入会し、国の動きなどさまざまな

情報を収集するとともに、木材利用技術センタ

ーにおきましては平成23年度から研究を始めて

おりますが、引き続き、センターを中心といた

しまして、県産杉を活用したＣＬＴによる建築

工法の研究・開発をさらに加速してまいりたい

と考えております。

○井本英雄議員 テレビの中でもやっておりま

したけど、３階建てのＣＬＴでつくった建物を

震度６でやってもびくともしないというんで

す。そしてまた、防火のためにも非常にいいら

しいんです。こういうものは早く許可を出し

て、そして森林国日本のためにも早くやらない

かんと私は思います。

里山資本主義に言われていることは、恐らく

すぐそばにまで来ているんだろうと思うんであ

ります。また、これでなければ日本は救われな

いんじゃないかと思います。このスタンダード

をある程度先取りして、県のあらゆる施策に反

映していくことも考えなければならないのでは

ないかと思います。知事は今、次の基本計画の

中で、新たな豊かさということを言われまし

た。本当にそのとおりでありますが、具体的な

施策の中にそれを浸透させる努力が必要だと私

は思います。例えば、フードビジネス雇用拡大

推進事業の補助対象者、31者を選びましたけれ

ども、その選考基準において、今までのような

マネー資本主義的スタンダードで選んでいるん

じゃないか。いや、そうじゃない、里山資本主

義的スタンダードで選んでいるんだ。そういう

細かいところまで入っていかないかんのではな

いかと思うのでありますが、総合政策部長の考

えをお聞かせください。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） フードビジ

ネス雇用拡大推進事業につきましては、県内の

食品製造業に対する支援を通じて、フードビジ

ネスの振興と地域における安定的な雇用の創出

を目的としているものでございます。このた
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め、補助対象の採択に当たりましては、県内の

食関連産業のビジネスの拡大を後押しする観点

から、雇用創出効果や事業の継続性といった点

を中心に判断しているところでございます。

しかし、フードビジネスをやろうというそも

そもの考えの前提でございますけれども、いず

れの事業も、県産素材を生かした商品開発な

ど、地域の資源を活用した事業内容となってい

るところでございます。一方で、今後の我が国

や世界を取り巻くさまざまな課題を考えます

と、従来の価値観や社会・経済システムは大き

く変わっていくものと考えられますので、今

後、フードビジネスに限らず、県の施策を推進

するに当たりましては、地域資源の活用や循

環、あるいは人や地域のきずなといった点も重

視しながら、新しい豊かさの実現に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 人と人とのつながり、そして

自然とのつながりを大切にするというのが、恐

らく里山資本主義の肝だろうと私は思っており

ます。知事は、今年度の予算で「人財づくり」

として20億円の基金をつくられました。国家百

年の計からすれば、本当に大切なことでありま

す。そこで知事は、里山資本主義的発想からす

れば、どのような人財を育てることが大切だと

考えておられるのか、知事のお考えをお聞かせ

ください。

○知事（河野俊嗣君） 人財を育てる、さまざ

まな観点があるわけであります。直近のニュー

スで非常に感動したのは、今、ワールドカップ

サッカーが行われておりますが、コートジボワ

ール戦で敗戦をした後に、スタジアムでごみを

拾っている日本人の姿が全世界に紹介をされ

て、称賛をされているというところがあったわ

けであります。勝ち負けということではなし

に、礼節を重んじるそういう姿、日本人がすば

らしいものを残しているということ。また、宮

崎もよい子が育つ都道府県ランキングで全国

トップにあるわけでもあります。そういったも

のをしっかり残していく、そして引き継いでい

く、そういう人財づくりというのが大変重要だ

というふうに考えております。

この新しい豊かさという観点からは、経済的

な豊かさのみならず、今御指摘がありましたよ

うな、人や地域のきずな、心身の健康や安全・

安心、自然・環境、地域文化など、そういった

多様な価値観を尊重した生き方が求められてい

る。まさにそれが新しい豊かさであるわけでご

ざいますが、これから育てる人財としては、宮

崎にそうした豊かさというものが多く残されて

いるということをしっかりと理解した上で、そ

れをさらに追求をし、みずからつくり出し体現

をしていく、そして地域に貢献していく人財と

いうものを育ててまいりたい、そのような思い

でございます。

具体的な人財のイメージでありますが、郷土

を愛し、ふるさと宮崎を愛し、人と地域のきず

なを紡ぎながら、地域にある資源の強みを生か

し、磨き上げて、新たな価値を創造できる人財

でありますとか、地域に根差しながらもグロー

バルに展開し、社会の仕組みを変えてイノベー

ションをもたらすことのできる人財、また、こ

うした郷土愛や地域に対するまなざしを踏まえ

た上で、大きな視野と挑戦する気概を持って、

将来に向かって地域を牽引するようなリーダー

シップが発揮できる人財、そのような多様な観

点から努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。大変重要な課題でございますので、こ

の宮崎に一人一人が夢や目標を持って生き生き

と活動していくことができるような、そのよう
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な人財づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

○井本英雄議員 ＮＨＫのテレビの最後には、

ガンジーの言葉が紹介されておりました。ここ

でちょっと紹介しますが、「地球は、全ての人

の必要を満たすには十分大きい。しかし、一部

の人の果てしない欲望を満たすには小さ過ぎ

る」。やっぱり我々は、もうぼちぼち足るとい

うことを知らなきゃならん時代が来ているんだ

と思います。この「里山資本主義」は、できた

らたくさんの方に読んでいただきたい本だと

思っておるところであります。

では、次の質問に入ります。動物愛護センタ

ーについてであります。

本年度の予算で、動物愛護センターの設置を

決めていただきました。本当にありがとうござ

います。動物愛護センター設置の進捗状況、及

び動物愛護センターではどのような事業を実施

することになっているのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 動物愛護セン

ターにつきましては、「動物の愛護及び管理に

関する法律」の基本理念であります、「人と動

物が真に共生する地域社会づくり」の中核的な

施設と位置づけ、宮崎市と共同で平成28年度中

の完成を目指し、現在ワーキンググループを設

置して、センターの機能や運営方法、場所の選

定等の協議を進めております。具体的な事業と

しましては、動物の命が終えるまで飼い主が責

任を持って適正に飼育すること、いわゆる終生

飼養の考え方の普及啓発を初め、犬、猫の譲渡

の推進、飼い主のいない猫に対する不妊・去勢

手術による繁殖抑制対策、さらには、動物ふれ

あい教室などによる愛護思想の普及・啓発など

に取り組むこととしております。

○井本英雄議員 飼い主のいない猫に対する不

妊・去勢手術もしてくださるというのは、他県

でもなかなか見られない珍しい取り組みであり

ます。本当にありがとうございます。

それでは次に、昨年の犬、猫の殺処分数はど

のくらいだったのか。また、今後殺処分をゼロ

にする目標はあるのかないのか、福祉保健部長

にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成25年度の

殺処分頭数は、県全体で犬が695頭、猫が1,843

頭、合計2,538頭であり、宮崎県動物愛護管理推

進計画をスタートさせた平成20年度と比較しま

すと、犬、猫合わせて52％減少しております。

なお、本年４月に改定しました新たな計画で

は、平成24年度の犬、猫の殺処分頭数約3,000頭

を、平成35年度までに３分の１に減少させると

いう目標を掲げているところであります。究極

の目標は殺処分ゼロと考えますので、今後もで

きる限り犬、猫の生存率を高めるさまざまな施

策を講じてまいります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。名古

屋などでは、広い敷地に一生涯犬、猫が住んで

いられるようにして、殺処分ゼロを既に実践し

ております。宮崎も早くその日が来ることを

願っております。

次に、犬にマイクロチップを埋め込めば、迷

い犬、捨て犬の半分はいなくなるだろうと言わ

れております。迷い犬、捨て犬対策として、犬

へのマイクロチップ装着に対して県が助成する

ことができないのか、福祉保健部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） マイクロチッ

プ装着等により所有者を明確にすることは、動

物愛護法において所有者の努力義務として定め

られており、その費用も含め、所有者において
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御負担いただければと考えます。

なお、マイクロチップにつきましては、迷子

犬対策のみならず、捨て犬防止の観点からも非

常に有効であり、先進国では既に義務づけてい

るところもあるようですので、県といたしまし

ては、他県の取り組み状況等について調査する

とともに、引き続き、狂犬病予防注射会場や狩

猟免許講習会等さまざまな機会を捉えて、ま

た、新たに整備予定の愛護センターの事業とし

て、飼い主に対する普及啓発に努めてまいりま

す。

○井本英雄議員 ある動物愛護団体の方から、

小学校において、犬や猫などの動物を通して命

の大切さを教える機会を与えてほしいという要

請がありますが、教育長のお考えをお聞かせく

ださい。

○教育長（飛田 洋君） 命を大切にする生命

尊重の精神は、何よりも教育の基盤をなすもの

であり、学校の全教育活動を通じて大切にすべ

きもので、身近にいる動物、例えば犬や猫など

の動物を通して命のとうとさについて学ぶこと

は、重要なことであると思っております。この

ため、現在、小学校においては、道徳の時間で

生命尊重について学習することはもとより、生

活科において小動物と触れ合ったり、飼育委員

会などの活動において動物の世話をしたりする

ことなどを通して、命の大切さについて学んで

おります。また、同様のことを狙って、保健所

が実施している犬や猫などの動物愛護に関する

出前授業に取り組んでいる学校もあります。今

後とも、関係機関や民間団体とも連携を図りな

がら、子供たちが直接、動物に触れ合い、命の

大切さについて実感できるような教育の推進に

努めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

それでは次に、教師のあり方についてお聞き

いたします。

時代はまさに教師受難の時代であります。教

師の鬱病は一般企業の2.5倍と言われておりま

す。そこでまず、ＯＥＣＤが示しているキーコ

ンピテンシー―コンピテンスというのは、人

が日々の生活の中で直面するさまざまな状況の

要請に対して、みずからの内的構造の全てを総

括して応答していく能力ということでありまし

て、キーコンピテンシーとは、その中で大切な

コンピテンシーということなのでしょうが、こ

れは一体何なのか、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） ある作品の一節で

す。「覚えるということが大事なのではなく

て、大事なのは、カルチベートされるというこ

となんだ。カルチュアというのは、公式や単語

をたくさん暗記していることではなくて、心を

広く持つということなんだ。（中略）学問なん

て、覚えると同時に忘れてしまってもいいもの

なんだ。けれども、全部忘れてしまっても、そ

の勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残ってい

るものなんだ。これが貴いのだ。勉強しなけれ

ばいかん。（中略）ゆったりと、真にカルチベ

ートされた人間になれ！これだけだ。俺の言い

たいのは。」、これは太宰治先生の作品であり

まして、ここにあった「勉強の訓練の底に残る

一つかみの砂金」こそが、キーコンピテンシー

ではないかと考えております。

ＯＥＣＤが示していますキーコンピテンシー

は、これからの社会を生きていく上でのさまざ

まな能力の中で、例えば、知識や情報をどう

使っていくかという能力や、他人と円滑に人間

関係を構築する能力など、特に重要であるとさ

れた能力でありまして、これは、文部科学省が

示している「生きる力」にも通じるものだと私
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は思っております。県教育委員会といたしまし

ては、今求められているキーコンピテンシーを

高める努力を、今後ともしっかりと続けていき

たいと考えております。

○井本英雄議員 キーコンピテンシーを生徒に

持たせるように学ばせるわけでありますから、

まずもって、本来なら教師が持っておかないか

んはずなわけですよね。自分にないのに、生徒

に「あんた持ちなさい」というのも理不尽な話

でありまして。教師を取り巻く環境というの

は、考えてみれば、生徒との関係、父兄との関

係、そして自分の上司である校長先生との関

係、同僚との関係、結局、人間関係だらけなん

です。要するに、「先生というのは人間関係の

プロじゃないといかん」と言う人もおるぐら

い、そういう難しい立場の仕事です。私はキー

コンピテンシーの中で一番言いたいのは、他人

と円滑に人間関係を構築する能力、すなわちコ

ミュニケーション能力、これをきょう取り上げ

たいんですが、教員採用試験において、受験者

のコミュニケーション能力をどのように見抜い

ているのか、お聞かせ願いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 確かなコミュニケー

ション能力は、教師にとって最も大切で、身に

つけておくべき欠くことのできない能力である

と考えております。コミュニケーション能力

は、子供たちの学ぶ意欲を引き出す場面や、さ

まざまな悩みをしっかりと受けとめる場面など

で必要なことはもちろんのことですが、教師に

よる教育の営みのどの場面においても必要であ

ると考えております。そのようなことを踏ま

え、本県の教員採用選考試験におきましては、

個人面接に加えて、生徒役をしている試験の採

点者を相手に実際に授業をやってもらう試験、

それから、生徒指導の場面で適切な指導ができ

るかを見るために、例えば授業中によそ見をし

ている生徒役をして、そのよそ見をしている生

徒にどう声をかけ、どう指導するかを具体的に

やってもらう試験などを行うとともに、１つの

テーマについて受験者を集団で討論させ、人の

意見をどう聞くのか、人をどう説得するのかを

見るなど、多様な方法でその人物像を捉えるよ

うに努めております。

○井本英雄議員 では、いろんな研修がありま

す。その研修の中でどのようにしてコミュニケ

ーション能力を教えているのか、お聞かせ願い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会ではさ

まざまな研修を行っておりますが、コミュニケ

ーション能力を高めることは、どの研修におい

ても大切なことだと思っております。具体的に

は、若手教師を対象にした研修では、円滑なコ

ミュニケーションがとれ、信頼関係を築くこと

ができるよう、研修受講者が、問題を起こした

児童生徒役や、その保護者役、さらには指導す

る教師役となり、指導を具体的にさせてみる中

で、教師としてどのように対応すればよいのか

を研修の講師が助言をする実践的な研修を行っ

ております。また、中堅の教師や管理職を対象

にした研修では、同僚や部下との具体的な面接

の場面を設定し、実際に面接をさせて、相手の

気持ちをいかに引き出し、適切な支援を行うか

について考えることができるような研修を行っ

ております。さらに、社会性や幅広いコミュニ

ケーション能力を高めるために、初任者研修や

教職経験10年経過研修などにおいて、地域の事

業所などの業務を実際に体験させる社会体験研

修を行っております。

○井本英雄議員 一般企業では、上司、同僚に

相談できる人が６割以上いるのに、教師では
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約14％しかいないというデータがあります。全

てコミュニケーションの基礎は人と人との信頼

関係であります。生徒との関係、父兄との関

係、上司である校長先生との関係、同僚との関

係において、どのようにして信頼関係を組織と

して醸成しようとしておられるのか、教育長に

お聞きします。

○教育長（飛田 洋君） 人と人とが信頼関係

を構築するためには、相手のことを理解すると

ともに、相手の気持ちを十分に酌み取りながら

誠実に対応することが、まず何より大事である

と考えております。学校教育の中でも、児童生

徒及び保護者と強い信頼関係を築くためには、

教師が相手の立場に立って心を通わせるような

言葉かけができるか、振る舞いが実際にできる

かというようなことが大切でありまして、その

ために各学校では、教師がお互いに授業を参観

し合って、どのような言葉を児童生徒にかける

べきかについて意見交換をしたり、若手教師が

児童生徒や保護者と実際に対応している場面が

ありますが、そういう後で管理職や先輩教師が

助言を行うなど、心を通わせることのできる能

力の育成に努めております。また、このような

取り組みをすることは、同僚、管理職との人間

関係を深めることにも役立っているものと考え

ております。

県教育委員会といたしましては、本年３月

に、ＯＪＴを推進するための手引―ＯＪＴ

（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）、日常の

業務を通した学び―を作成したところであ

り、この手引を活用して、各学校では、よりよ

い信頼関係を築けるよう、校内での業務を通し

た具体的な学び合いに現在努めているところで

あります。

○井本英雄議員 先生はともかく忙し過ぎる

と、どの本を読んでもそうやって書いてあるん

です。どんなふうに忙しいのか、私もちょっと

わからんけれどもですね。もちろん、いろいろ

工夫もされているんでしょうが、コンサルタン

トなんかの専門家を入れて、一度洗いざらい検

討してみたらどうなのかというようなことを思

うんですが、そんなことをやったことはあるの

かどうなのか、教育長お聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） コンサルタントなど

外部の方々から違った視点で意見をいただきな

がら、学校現場の改善を図るということは、大

切なことだと考えております。県教育委員会で

は、教師の働きやすい環境づくりを進めるため

に、「教職員の資質向上実行プラン」を平成25

年３月に策定し、具体的な取り組みを進めてお

ります。また、各学校においても、プランに基

づきながら実態に応じてさまざまなアイデアを

出し合い、その取り組みを推進いたしておりま

す。このプラン策定に当たっては、コンサルタ

ントこそ入ってはいただけませんでしたが、企

業の人事担当者や、幅広い経歴をお持ちのＰＴ

Ａ代表などにも加わっていただき、意見を求

め、さまざまな視点からの検討を行ったところ

であります。今後とも、さまざまな御意見を参

考にしながら、働きやすい環境づくりに向け、

工夫・改善を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 ひとつよろしくお願いしま

す。

これは私の提案でありますが、ともかく先生

方に鬱病が多いというのを聞いてですね。ここ

に「教職員のための最新メンタルヘルス・アド

バイス」というのがあって、私も目を通してみ

たんですが、ただ、警察官のものを私は取り寄

せて見たんですけど、認知ということについて
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取り上げていないんです。認知行動療法という

鬱病なんかにきく療法があります。これは私も

専門家じゃないから深いことはわかりません

が、一度、研修会なんかでさわりだけでも、ど

んなものかということを勉強してもらうと、苦

しみとか悩みとかいうものがどこから生まれる

のかというのがわかると思うんです。認知行動

療法では、その人の１日の歩みをずっと書いて

もらうんです。書いてもらって、「あなたはこ

のときどう考えたの」と認知を全部書き出す。

書き出して、「しかし、あなたはこう考えたか

もしれませんけれども、普通の人はこんなこと

は考えないよね」というふうに、それを全部矯

正していくんです。そして通常に順次近づけて

いくということをやるわけです。禅なんかはそ

れ以上、そもそも認知するな、考えるなという

のが禅の思考なんです。考えなかったら苦しみ

は生まれないんだよということなんです。苦し

みは全部自分の頭がつくっているんだなという

ことが、認知行動療法をちょっと勉強されると

わかるんじゃないかと思いまして、よかったら

取り上げていただいたらと思っております。

次に、在宅医療についてお聞きいたします。

一昨年、清山県議に連れられまして、千葉県

我孫子市の在宅医療の現場に調査にお伺いいた

しました。朝８時ぐらいだったでしょうか、何

の医療機器もない建物に10人ぐらいのお医者さ

んが集まって、30分くらい打ち合わせをして、

現場に一斉に散っていくという光景でありまし

た。人口の多い都会ならば成り立つだろうけれ

ども、人口の少ない田舎では、移動時間がかか

るから、果たしてこれが成り立つんだろうかな

という感想を、そのとき持った次第でありまし

た。そこでまず、なぜ今、在宅医療が必要とさ

れているのか、福祉保健部長にお聞きいたしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 在宅医療につ

きましては、国の調査によりますと、国民の60

％以上は自宅での療養を希望していること、２

つ目に、我が国全体が超高齢社会を迎える中

で、特に団塊の世代が75歳以上となる2025年以

降、国民の医療や介護の需要がさらに増加する

ことが見込まれること、３つ目に、このような

状況の中で医療費の増加が見込まれており、効

果的・効率的な医療サービスの提供が求められ

ることなどの要因により、その推進が必要であ

るとされております。こうした状況を踏まえ、

国においては、在宅医療・介護を積極的に進め

るための関係法改正案が今国会で審議されてお

ります。県としましても、県民が、できる限り

住みなれた地域で必要な医療サービスを受けら

れるよう、在宅医療を推進していくことが重要

と考えております。

○井本英雄議員 次に、これまでの往診とどう

違うのか、今後求められる在宅医療は一体どん

なものなのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 往診につきま

しては、患者の要請を受けて、医師が患者の居

宅等に出向き診療を行うことであり、一般的に

は、突発的な病状の変化など困ったときの臨時

の手段とされております。一方、今後求められ

る在宅医療につきましては、国においても、そ

のあり方等について検討が行われているところ

でありますが、医師を中心とした多くの職種に

よる在宅医療チームを構成し、定期的な訪問診

療を行うとともに、急変時等の対応も含め、24

時間体制で医療サービスを提供するものと考え

ております。

○井本英雄議員 そういうことであるなら、今

後、在宅医療を進めるためには、医療・保健・
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福祉の連携が必要だと思われますが、連携は進

んでいるのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 在宅で安心し

て療養生活を送るためには、医療や介護などの

サービスが相互に連携して提供される必要があ

ると考えます。県内におきましても、県医師会

に福祉・医療関係者との連携に取り組む在宅医

療協議会が設置されたり、多くの職種が参加し

て在宅医療推進フォーラムが開催されるなど、

連携に向けた動きが出てきているところであり

ます。

○井本英雄議員 住民に対する啓発も必要であ

ると思われますが、その辺はどう対処している

んでしょうか、福祉保健部長お願いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 在宅医療の啓

発につきましては、昨年度から、県看護協会と

連携し、県民や医療関係者を対象に、在宅医療

の実践例などを紹介するシンポジウムを県内各

地で実施する事業などを開始いたしました。在

宅医療を推進していくためには、急変時の対応

への不安を解消するなど、患者や介護を行う家

族の理解を深めることが重要ですので、今後と

も、医師会・看護協会や、市町村などの関係機

関と連携しながら、在宅医療の啓発に積極的に

取り組んでまいります。

○井本英雄議員 実際、在宅医療はなかなか進

んでいないように思われますが、進まない原因

はどこにあるのか。また、その対策として県は

どのようなことをとっておられるのか、福祉保

健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 在宅医療につ

きましては、医療提供者側では、医師不足を初

めとして地域医療が厳しい状況にある中、時間

と労力がかかる在宅医療は敬遠されがちである

こと、一方、患者側の理由といたしましては、

高齢化と核家族化の進行等により、家庭の介護

力が低下しており、急変時の対応に不安がある

ことや、日常の療養生活の介護に負担がかかる

ことなどにより、進んでいない状況にありま

す。

県としましては、医療機関の参画を促進する

ため、関係者のスキルアップ研修事業に取り組

むとともに、退院からみとりまでの医療や介護

にまたがるさまざまな支援が、包括的かつ継続

的に提供できるよう、延岡市と日南市をモデル

市町村として、ネットワーク構築支援事業を実

施しております。また、国においては、「医療

・介護サービスの提供体制改革のための新たな

財政支援制度」を今年度から実施することとし

ており、その中で在宅医療・介護サービスの充

実を大きな柱としておりますことから、今後と

も、こうした制度を活用して、施策の充実を

図ってまいります。

○井本英雄議員 よろしくお願いいたします。

それでは、延岡南道路の件についてお伺いし

ます。

南道路周辺の混雑についてであります。高速

道が蒲江まで通れば、国道10号土々呂付近の渋

滞も少しは緩和するのではないかと思われてお

りましたが、実際はほとんど変わっておりませ

ん。加えて、宮崎から南道路までが有料、北

方、北川、北浦へ行く道は無料となっておりま

すことから、国道10号から無料道路に入ろうと

する車があります。逆に、北方、北川、北浦の

無料道路から来た車が、有料道路を嫌って国

道10号に出ようとするわけでありまして、これ

らの中には、トラックなどの大型車もたくさん

おるわけであります。それが結局、どちらも一

ケ岡の中に入ってくるんです。それでいろんな

事故が頻発しているということで、これらの対
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策が何かないかということでありますが、県土

整備部長よろしくお願いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 延岡南道路

周辺での渋滞などの問題につきましては、かね

てから数年にわたり、国などにおいて検討が進

められておりまして、これまでにも土々呂地区

での交差点改良工事や信号機の表示時間の調整

などが実施されてきたところでありますが、今

のところ十分な解決には至っていない状況で

す。このような中、東九州自動車道延岡―宮崎

間の開通に伴いまして、延岡南道路周辺の交通

状況に変化が見られるものと予想されますの

で、国において交通量調査が行われる予定と

伺っております。県としましては、その調査結

果などを踏まえ、国や関係機関と連携を図り、

どのような対応ができるか検討してまいりたい

と考えております。

○井本英雄議員 南道路を無料化するか、ある

いは国道10号を４車線にするか、それが一番簡

単なんですが、なかなか前に進まんようであり

ます。そこで、今、１つアイデアが浮上してお

りまして、そのアイデアというのが、南道路か

ら延岡に入るときのインター線が10号線にタッ

チするときに、ランプというのが北向きにしか

ついていないんです。これを南向きのほうにつ

けることになれば、10号線から来た車もそのま

ま無料道路に、無料道路から来た車もそのま

ま10号線に入れるということになって、混雑が

なくなるのではないか。要するに一ケ岡の町の

中に入らなくて済むということなんです。そし

てまた、もしつくるとなると、南向きのランプ

というのが、今ある北向きのランプの上をまた

ぐ形になりますから、相当高くなる。旭ケ丘は

海に面していますけど、昔からあそこは津波が

来たときに逃げる場所がないということで問題

になっているんですが、ちょうどその逃げる場

所にもいいんじゃないかということで、一石二

鳥だという案なんですけれども、既に延岡市も

国土交通省にお願いしているわけであります

が、これについて、県土整備部長どんなもので

しょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） ただいま議

員から御提案がありました手法につきまして

は、団地周辺におきます混雑緩和あるいは事故

防止に向けた対応案の一つであるというふうに

考えられます。県としましては、一日も早くこ

うした地域の状況が解決されますよう、国や関

係機関と十分連携しながら対応してまいりたい

と考えております。

○井本英雄議員 知事に対する基本的姿勢、あ

るいは道路開通後については、いろんな方が質

問されましたから、これは割愛させていただき

ます。

最後に１つだけ、受付、それから電話をかけ

たときの受け付けですけれども、最初、行った

人はそれがまず第一印象になるんです。受付の

カウンターとか電話とかがですね。これは皆さ

ん軽く考えておるかもしれんけど、初めて行く

人は受付の印象でびっくりするんです。全部に

聞けばいいんですけれども、全部に聞くのも大

変でしょうから、私が気になっているところだ

け、保健所を担当する福祉保健部長、それから

土木事務所、県土整備部長、それから警察本部

長、その辺のところをお聞きしたいと思いま

す。お願いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 保健所におき

ましては、食品衛生や産業廃棄物など多くの許

認可に係る申請や相談の窓口となっていること

から、県民の皆さんが気軽に相談いただける職

場環境づくりと、職員一人一人が真摯に対応す
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ることが何よりも重要であります。このため、

職員に対しましては、従来より自治学院が行う

接遇を初めとするさまざまな研修を積極的に受

講させるとともに、各職場におきましては、日

々の業務の中で、申請や相談に来所された県民

の皆様に対し、丁寧に耳を傾け、わかりやすい

説明を行うなど、応対スキルの向上について指

導をしております。今後とも、県民の皆様が相

談しやすい環境づくりや、職員の指導・教育を

徹底してまいります。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県土整備部

におきましては、土木事務所等で、地元からの

要望や建設業の許可、あるいは建築確認の許認

可など多くの相談、申請等を受け付けておりま

すので、職員一人一人が親切で誠実な対応を心

がけ、県民の皆様が気軽に訪問できるような環

境をつくっていくことが重要であると考えてお

ります。このため、自治学院での研修などに職

員を積極的に参加させるとともに、それぞれの

職場におきまして、来訪者への声かけや案内、

さらには電話での丁寧な対応等に心がけるため

の、徹底したＯＪＴの研修等を実施していると

ころであります。今後とも、このような取り組

みを継続的に実施しながら、議員御指摘のよう

な県民の皆様からの御批判を受けることがない

ように、県民の立場に立った対応ができる環境

整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○警察本部長（白川靖浩君） 警察活動には、

県民からの信頼と協力が不可欠でありまして、

県警では、職員一人一人にそのことが浸透する

よう、平素から取り組んでいるところでありま

す。一般的な県民の方にとっては、事件・事故

に遭われるなどの場合を除き、警察署に足を運

ばれることは比較的少ないものと思われます。

そのため、県民の方が警察署に来訪された場合

は、応対する職員それぞれが、特にわかりやす

く丁寧に説明するなど、適切に応対することが

重要であると認識しております。

職員への教育に関しましては、平成12年７月

の「警察刷新に関する緊急提言」を受けまし

て、平成13年３月には警察教養細則の全部が改

正され、警察学校での採用時教養や専門課程で

の教養において、職務倫理という科目の中に、

重要な項目の一つとして、「市民との応接のあ

り方」を設けております。ここでは、清潔な身

だしなみと厳正・公平な態度で県民からの尊敬

と信頼を得ること、常に謙虚な態度を保持する

こと、さらには、たとえ内容がささいなことで

あっても、本人にとっては重大であるというこ

とを理解することなどの教養を行っておりま

す。また、警察署等の各所属におきましても、

朝礼、定例招集日などの機会を利用し、繰り返

し同様の指示を行っているところでございま

す。

○井本英雄議員 ひとつよろしくお願いいたし

ます。

ちょっと早いですが、以上でもって、私の質

問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第12号から第14号まで採決

○福田作弥議長 ここで、さきに提案のありま

した、公安委員会委員及び収用委員会委員の任

命の同意についての議案第12号から第14号まで

の各号議案を、一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項
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の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第12号から第14号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第11号まで、報告第１号

及び第２号並びに請願委員会付託

○福田作弥議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第11号まで、報告第１号及び第２

号の各号議案について、質疑の通告はありませ

ん。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす18日から23日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、24日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会

平成26年6月17日(火)



６月24日（火）
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平 成 2 6 年 ６ 月 2 4 日 （ 火 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

17番 田 口 雄 二 （ 同 ）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 井 上 紀代子 （ 同 ）

31番 鳥 飼 謙 二 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

公 安 委 員 長 藤 田 紀 子

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 常任委員長審査結果報告

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第11号まで、報告第１

号及び第２号の各号議案、請願第47号から第49

号まで、並びに継続審査中の請願第30号、第38

号及び第41―１号を一括議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、松村悟郎

委員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件及び新規請願２件の計９件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願２件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定いたし

ました。

なお、請願第30号、第49号につきましては賛

成少数により、第38号は賛成多数、その他の議

案及び請願第48号は全会一致により決定いたし

ました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成26年度宮崎県一般会計補正予算

（第１号）についてであります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うもの及び

その他必要とする経費について措置するもので

あり、30億5,100万円余の増額補正となっており

ます。この補正予算に要する歳入財源の主なも

のは、国庫支出金22億1,800万円余、繰入金７

億8,100万円余であります。この結果、補正後の

一般会計の予算規模は5,763億6,300万円余とな

ります。このうち、総合政策部所管の補正予算

は8,800万円余の増額補正であり、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の予算額は144億9,300

万円余となっております。

このうち、新規事業「駐日各国大使への宮崎

アピール事業」についてであります。

このことについて委員より、「２泊３日の視

察日程における候補地はどのように選定するの

か」との質疑があり、当局より、「本県は、Ｍ

ＩＣＥやスポーツ合宿の受け入れ先として適し

ていること、また、すぐれた観光資源や歴史・

文化を有していることをアピールするために、

１日ごとにテーマを設定し、関係部局と連携し

て候補地の選定を行っていきたい」との答弁が

ありました。

当委員会といたしましては、市町村や関係団

体等とも連携を密にし、本県の魅力を各国大使

にしっかりとアピールすることはもちろんのこ

と、視察受け入れ後も、諸外国との交流継続に

ついてフォローアップに努めるよう要望いたし

ます。

次に、宮崎県県民意識調査結果及び宮崎県総

合計画についてであります。

このことについて複数の委員より、「宮崎県

県民意識調査結果において、回答者における20

代から40代の年齢層の割合が低いことから、調

査項目によっては偏りが出ているのではない

か」との意見がありました。

当委員会といたしましては、宮崎県総合計画

における20年後の将来を展望した長期ビジョン

においては、若い年齢層の意見を反映させるこ

とが大変重要であることから、若者の意見の聴

取に努めていただくとともに、今後の宮崎県県

平成26年６月24日(火)
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民意識調査における若い年齢層の回答割合を上

げる工夫についても検討していただくよう要望

いたします。

次に、宮崎県中山間地域振興計画についてで

あります。

これは、今後、中山間地域のさらなる人口減

少や集落機能の低下が懸念される中、こうした

課題に的確に対応し、さらなる振興を図るため

の施策を推進するため、平成26年度で終期を迎

える現計画の見直しを行うものであります。

このことについて委員より、「今回の計画改

定に当たっては、多くの課題が山積している

中、何を柱に据えるのかが重要である。人口減

少の要因について議論を深めていただき、地域

資源の活用、地域内での経済循環を視野に入れ

ながら、関係部局との連携を密にしていただき

たい」との意見がありました。

次に、宮崎県人権教育・啓発推進方針につい

てであります。

このことについて当局より、現在の社会情勢

の変化に対応し、新たな人権問題に対応するこ

とを目的として、本県の目指すべき人権教育・

啓発推進のあり方を示した方針の改定素案の説

明がありました。

当委員会といたしましては、関係部局等と意

見交換や連携を密にし、この当該方針にある施

策の方向性についても十分に議論を深めていた

だくよう要望いたします。

次に、宮崎県東京学生寮についてでありま

す。

このことについて委員より、「施設稼働率が

年々減少傾向であるが、対策について検討をし

ているのか」との質疑があり、当局より、「経

済的な理由等があると認められる者について

は、入寮期間を最長２年から４年まで延長でき

るように、今回、管理規則を改正したところで

ある。これにより今後２～３年のうちに施設稼

働率は上昇すると見込んでいる」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、入寮者のニーズ

の的確な把握に努め、施設の収支状況の改善や

施設稼働率の上昇を図っていただくよう要望い

たします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「総合政策及び行財政

対策に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、厚生常任委員会、鳥飼

謙二委員長。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり、いずれも全会一致で決定いたしま

した。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正予算は、一般会計で19億9,900万円

余の増額補正であり、この結果、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の福祉保健部の予算額

は1,018億7,600万円余となります。

このうち、「自殺ゼロ」プロジェクト推進事
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業についてであります。

これは、本県の平成25年における自殺死亡率

は、全国において第９位であり、改善傾向には

あるものの依然として高い水準にあることか

ら、宮崎県地域自殺対策緊急強化基金を活用し

て各種事業を行うことにより、一層の自殺者の

減少を目指すものであります。

このことについて委員より、「バッジやＴ

シャツ等による普及啓発の必要性は理解すると

ころであるが、限られた予算を有効に活用する

ためには、相談事業等に重点化すべきではない

か」との質疑があり、当局より、「自殺対策に

ついては、普及啓発や相談事業も含め、総合的

にアプローチすることが必要と考えている。特

に今回は、対策を地域ごとに細やかに行う必要

性に鑑み、普及啓発等に加え、市町村が行う相

談事業について支援を行うこととしている」と

の答弁がありました。

これに対し委員より、「自殺未遂者は、繰り

返す傾向があると聞いている。未遂者への働き

かけは、予防には効果的と考えることから、本

事業中の未遂者への支援については、フォロー

アップを含めたシステムづくりについて、積極

的に取り組んでいただきたい」との要望があり

ました。

次に、地域少子化対策強化交付金事業につい

てであります。

これは、国の地域少子化対策強化交付金を活

用し、県及び市町村が連携しながら地域の実情

に応じた結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目な

い支援を行うことにより、誰もが安心して子供

を生み育てられる環境づくりを推進するもので

あります。

このことについて委員より、「今後、人口減

少が進み、少子化は本県のみならず、他県も同

じ状況であるが、その中で本県が日本一の子育

て・子育ち立県を目指すのであれば、本県独自

の対策が必要ではないか」との意見があり、当

局より、「この事業以外にも少子化対策につい

ては、「未来みやざき子育て県民運動」を初

め、さまざまな事業に取り組んでいる。引き続

き財源の確保に努め、市町村と連携し、また、

子育て支援団体等の方々の意見も踏まえ、さら

に効果が上がるよう工夫していきたい」との答

弁がありました。

これに対し委員より、「市町村と連携を密に

し、国に対して事業継続の必要性や予算配分等

について、その意見がしっかりと届けられるよ

う取り組んでいただきたい」との要望がありま

した。

次に、宮崎県障害福祉計画についてでありま

す。

このことについて委員より、「国の指針によ

ると、精神障がい者の長期在院者数を平成29年

度には、平成24年度を基準に18％減らし、地域

生活に移行させるとあるが、本県の場合は何名

程度になるのか」との質疑があり、当局より、

「平成23年度を基準とした試算であるが、約680

名程度の方を地域生活へ誘導していくことにな

る」との答弁がありました。

これに対し委員より、「この計画は、障がい

者の地域移行についての計画ではあるが、病院

から地域生活に誘導するには、その受け皿につ

いても整備する必要が生じてくるので、他の計

画や施策との整合性を図り、地域の実情に応じ

た実効性のある計画として策定していただきた

い」との要望がありました。

次に、県立宮崎病院の救命救急体制について

であります。

このことについて委員より、「県立宮崎病院
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の再整備において、救命救急センターのあり方

として、ＥＲ方式の整備を目指すのか。そうで

あれば、その体制に必要な人員等の確保につい

ても、計画性を持って取り組まなければならな

いのではないか」との意見があり、当局より、

「現在、県立宮崎病院は三次の救急医療を担う

センターとして、重篤患者を中心に受け入れて

いる。再整備においては、救命救急センターの

充実・拡充が大きなポイントであることから、

その運営のあり方について関係機関の意見も踏

まえながら、基本構想を策定する中で、検討し

ていく」との答弁がありました。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、商工建設常任委員会、

岩下斌彦委員長。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件の計３件であります。慎重に

審査をいたしました結果、お手元に配付の議案

・請願委員会審査結果表のとおり、いずれも全

会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の補正予算につい

てであります。

今回の補正予算は、一般会計で１億5,000万円

余の増額補正であり、この結果、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の商工観光労働部の予

算額は449億9,500万円余となります。

次に、特定複合観光施設、いわゆるＩＲにつ

いてであります。

このことについて委員より、「今後の展開に

ついて、宮崎市や事業者との情報交換はできて

いるのか」との質疑があり、当局より、「さま

ざまな機会を捉えて、お互いに情報交換を行っ

ている」との答弁がありました。

また、別の委員より、「現在、県はどのよう

な取り組みを行っているのか」との質疑があ

り、当局より、「ことし５月に、庁内に「統合

型リゾート行政連絡会議」を設置し、情報共有

化を図るとともに、民間経済団体の研究会にも

オブザーバーとして参加するなど議論してい

る。区域認定を視野に入れて、前向きに検討し

ているところである。今後も必要な議論をして

いきたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「今後とも関係団体

等と情報交換を行うとともに、県の目指す方向

や対応方針について、できるだけ早く明確にし

てほしい」との要望がありました。

次に、記紀編さん1300年記念事業の取り組み

状況についてであります。

このことについて委員より、「記紀編さ

ん1300年記念事業は、県外向けにアピールする

ことが大事である。積極的に事業に取り組んで

いくべきではないか」との質疑があり、当局か

ら、「県外での認知度を上げることが一番の課

題だと考えている。総合政策部や教育委員会と

連携して積極的に取り組んでいきたい」との答

弁がありました。

次に、議案第11号「工事請負契約の変更につ

いて」であります。

これは、最近の技能労働者の不足等に伴う賃
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金水準の上昇を適切・迅速に反映するために、

国に準じて平成26年２月から公共工事設計労務

単価等を改定したことに伴い、請負代金額を増

額変更したものであります。

このことについて委員より、「労務単価を増

額改定したことにより、請負代金額を増額変更

するとのことであるが、その増額相当額につい

て、実際に労働者の賃金増につながるよう指導

等はしているのか」との質疑があり、当局よ

り、「今回の労務単価改定の際に、文書等で要

請するとともに、建設業協会との意見交換会に

おいて、労務単価を上げるという本来の目的を

説明し、賃金への反映等の適切な対応を要請し

ている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、労務単価の増額

変更という制度の趣旨に沿って、請負代金額の

増額が下請企業に波及し、労働者の賃金等に反

映されるなど、労働条件の改善につながるよう

に取り組んでいただくことを要望いたします。

次に、建設工事における指名競争入札の平

成25年度の試行結果及び平成26年度の取り組み

についてであります。

このことについて委員より、「今年度は通年

試行するとのことだが、試行はいつまで行う予

定なのか。また、試行後についてはどのように

考えているのか」との質疑があり、当局より、

「状況把握に必要な試行件数を確保した上で今

年度中に検証し、今後の取り扱いについては、

県議会や関係団体等の意見も伺いながら判断し

ていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、指名競争入札の

試行方法等の検討に当たっては、中小規模の建

設業者の実態把握に努め、十分に配慮していた

だきますよう要望いたします。

次に、県立青島亜熱帯植物園の施設再整備に

ついてであります。

このことについて委員より、「トイレ施設も

再整備が計画されているが、トイレは文化のバ

ロメーターである。男女のトイレの数の割合

や、洋式・和式の割合などについて調査等を

行って、すばらしいトイレをつくってほしい」

との意見があり、当局から、「トイレも含め

て、おもてなしの観点から、よりよい施設にな

るように検討していきたい」との答弁がありま

した。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、環境農林水産常任委員

会、内村仁子委員長。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件の計５件であります。慎重に

審査をいたしました結果、お手元に配付の議案

・請願委員会審査結果表のとおり、いずれも全

会一致により決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成26年度宮崎県一般会計補正予算

（第１号）についてであります。

このうち、環境森林部の予算は、一般会計で

１億1,000万円余の増額補正であり、この結果、

一般会計及び特別会計を合わせた補正後の予算

額は264億3,800万円余となります。

また、農政水産部の予算は、一般会計で６
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億8,700万円余の増額補正であり、この結果、一

般会計と特別会計を合わせた補正後の予算額

は421億7,900万円余となります。

次に、鳥獣被害防止対策事業についてであり

ます。

このことについて委員より、「当該事業に

は、毎年度多額の費用を要しているが、事業効

果はどうか」との質疑があり、当局より、「猿

が侵入しにくい防護柵の設置など鳥獣別の対策

を施したことや、生ごみの管理等、時間をかけ

て対策を講じた結果、被害がなくなったという

事例が出てきている。集落全体が鳥獣被害を防

止するという意識を持ち取り組むことが重要で

ある」との答弁がありました。

このことに関連して委員より、「これまでの

取り組みを進めるとともに、費用対効果を高め

るという観点から、森林生態の研究を行う大学

との共同研究を実施する等、産学官との連携を

深めることで、より効果的な対策を講じていた

だきたい」との要望がありました。

当委員会といたしましては、特に中山間地域

において深刻な状況が続いていることから、引

き続き国への働きかけを行うとともに、関係部

局との連携を図りながら積極的に鳥獣被害対策

に取り組んでいただくよう要望いたします。

次に、燃油価格高騰の影響と対策についてで

あります。

このことについて委員より、「燃油価格の高

騰で苦労しているという声が漁業関係者から多

数届いている。引き続き支援していただきた

い」との要望がありました。

また、別の委員より、「農林水産業における

燃油価格の高騰は大変深刻な問題である。例え

ば施設園芸について、将来的には木質バイオマ

ス暖房機の導入を促進する必要があると考える

が、現状はどうか」との質疑があり、当局よ

り、「平成29年度までに、木質ペレット暖房機

を県内に500台導入することを目標に取り組みを

進めているが、ペレットの確保が非常に重要だ

と考えているため、環境森林部との連携を十分

に図りながら、安定的な原料の確保に努めた

い」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、燃油価格の動向

は今後も不透明なことから、再生可能エネルギ

ーの活用に期待が集まる中、バイオマスエネル

ギーや太陽熱等を利用した本県独自の環境に優

しい農業を推進する等、時流を的確に捉えた施

策を進めるよう要望いたします。

次に、ニホンウナギについてであります。

このことについて委員より、「ニホンウナギ

が国際自然保護連合のレッドリストにおいて、

絶滅危惧種のうち２番目にリスクの高い「絶滅

危惧ⅠＢ類」に指定されたが、ワシントン条約

に基づく議論次第では、輸入が相当規制される

のではないかと危惧している。今後どう対応し

ていくのか」との質疑があり、当局より、「現

在、国において、東アジア地域における国際的

な資源管理の枠組みを構築する取り組みが進め

られており、本県も資源調査を初め、下りウナ

ギの採捕制限に取り組んでいる。今後も国や関

係各県とも連携し、再来年に予定されているワ

シントン条約に基づく議論の場において、しっ

かりアピールできるようこの取り組みに協力し

ていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、大切な日本の食

文化を守るため、養鰻業が盛んな地域や国との

連携を図り、適正な資源管理を世界にアピール

できるよう、引き続き努力していただくことを

強く要望いたします。

次に、口蹄疫復興対策運用型ファンド事業に
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ついてであります。

このことについて委員より、「当該事業が終

了した後の議論はされているか」との質疑があ

り、当局より、「当該事業は平成27年度で終了

するが、農政水産部に限らず他の部でも幅広く

活用している。事業が終了する平成28年度以降

の対応については、関係部局と検討していく必

要があると考えている」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、当該事業のあり

方について早急に検討を行い、助成事業者の混

乱を招くことがないよう対応していただくこと

を要望いたします。

次に、予算の早期執行についてであります。

平成24年度の国の緊急経済対策分に係る予算

の不用額が、環境森林部において約４億円、農

政水産部において約13億円発生したとの説明が

ありました。

このことについて委員より、「不用が生じた

大きな原因は何か」との質疑があり、当局よ

り、「用地買収や地元調整に日時を要し、年度

内の契約締結に至らなかったことが大きな原因

である」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、確保した予算に

ついては、早期発注に努めていただき、多額の

不用額が生じないよう、予算の執行管理を徹底

していただくことを強く要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、文教警察企業常任委員

会、西村賢委員長。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件及び新規請願１件の計３件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

なお、議案については全会一致により、請願

第47号については賛成少数により決定いたして

おります。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、県警察本部所有車両の交通事故につい

てであります。

このことについて委員より、「今後の事故防

止にどのような対策を考えているか」との質疑

があり、当局より、「事故防止についてはこれ

までも厳しく指導してきたが、今後も県民から

お預かりしている車だという強い意識を持っ

て、指導の徹底を図ってまいりたい」との答弁

がありました。

当委員会といたしましては、警察車両は警ら

や緊急走行で稼働が多くなるという事情はある

ものの、警察は交通指導を行うなど、県民の模

範となるべき立場にありますので、職員に対し

てこれまで以上に指導徹底を行っていただくよ

う要望いたします。

次に、特殊詐欺の現状と対策についてであり

ます。

このことについて委員より、特殊詐欺の認知

件数と実行犯の検挙件数についての質疑があ

り、当局より、「捜査中のものも含め、平成25

年は認知50件に対し検挙５件、平成26年は５月

末現在で認知24件に対し検挙２件である」との
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答弁がありました。

また、別の委員より、「実行犯の検挙は難し

いか」との質疑があり、当局より、「特殊詐欺

は極めて分業化された組織犯罪であり、実行犯

の検挙は非常に困難である。そのため、警察本

部では予防に力を入れて働きかけをしている

が、県民一人一人に広報の効果が行き渡ってい

ないのが課題である」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、特殊詐欺の防止

には県民総ぐるみで取り組むことが重要である

という認識のもと、関係機関との連携や啓発活

動をより積極的に進めていただくよう要望いた

します。

次に、企業局所管の市町村連携マイクロ水力

発電実証試験事業についてであります。

このことについて委員より、「以前地元を調

査した際に、マイクロ水力発電が可能だと思わ

れる場所が多く見受けられた。今後の導入計画

はどのようになっているか」との質疑があり、

当局より、「本県の場合、冬場に水がなくなっ

てしまうなど、年間を通して発電できる場所が

なかなか見つからないのが現状である。今後

も、農政水産部と連携し、可能な箇所があれ

ば、市町村や土地改良区などに技術的な支援を

行っていきたい」との答弁がありました。

次に、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正予算は、一般会計で1,400万円余の

増額補正であり、この結果、一般会計と特別会

計を合わせた補正後の教育委員会の予算額

は1,096億2,400万円余となります。

このうち、「命や絆を大切にする」宮崎の道

徳教育充実事業についてであります。

このことについて委員より、地域教材「道徳

教育読み物資料集」配布状況と活用状況につい

ての質疑があり、当局より、「県内全ての公立

小中高校及び特別支援学校に配布しており、道

徳の授業を中心にさまざまな授業で活用されて

いる」との答弁がありました。

また、別の委員より、「道徳という教科で学

習するのはもちろん大事であるが、実際に口蹄

疫等で被災した現場を訪問することも大事であ

る。その点はどう考えるか」との質疑があり、

当局より、「新しい学習指導要領でも「体験活

動の重視」が示されているので、口蹄疫メモリ

アルセンターなどを活用し、災害を経験された

方々の体験談を聞くといった学習についても、

今後取り組んでいきたいと考えている」との答

弁がありました。

また、別の委員より、「この資料集の活用も

いいと思うが、道徳教育では教材なしで子供た

ちの自由な意見や考えを引き出す方法もある」

との意見がありました。

当委員会といたしましては、当事業において

作成された資料集は、本県でしか作成できない

有益な教材であると考えておりますので、研修

会等を通じて情報を共有するとともに、資料集

の有効な活用方法について検討いただくよう要

望いたします。

次に、性別違和に対する学校現場での対応に

ついてであります。

先日、太田清海議員が一般質問において、お

子様が性別違和であったこと、体調を崩して自

宅療養をしていたときに突然行方不明となり、

記憶喪失になっていたこと、その後性別適合手

術を受け、現在は女性として元気に生きている

ことなどを話され、「さまざまな人間がいてい

いんだよというメッセージを子供たちに伝えた

い」と述べられました。また、学校の配慮によ

り修学旅行に行くことができたことについて、
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先生方への感謝を述べられました。

このことについて委員より、「今後の学校現

場との情報交換の中で、今回の話を伝え、子供

たちの悩みにいち早く気づいて、ともに悩み、

子供たちが自分の生きたい方向に向かっていけ

るよう支えていただきたい」との要望があり、

当局から、「さまざまな機会を活用して学校現

場へ話を伝え、子供たちに「あの先生がいてよ

かった」「あの学校があってよかった」と思っ

てもらえる学校づくりをしていこうと話をして

いきたい」との答弁がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

◎ 質 疑

○福田作弥議長 これより委員長の審査結果報

告に対する質疑、討論に入りますが、質疑、討

論についての発言時間は、議会運営委員会の決

定どおり１人10分以内といたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 前屋敷でございます。

ただいま常任委員長の審査結果報告がござい

ましたが、請願の審査について、文教警察企業

常任委員長及び総務政策常任委員長に質疑をさ

せていただきたいと思います。

まず、文教警察企業常任委員長に伺いたいと

思います。新規請願の第47号「教育委員会制度

改革に反対する意見書提出請願」について、賛

成少数で不採択という御報告でありましたが、

審査の経過と不採択の理由について伺いたいと

思います。

○西村 賢議員 お答えします。

委員会の審査におきましては、委員の皆様に

御意見をお伺いし、継続審査または採決するか

を諮った結果、採決との意見があり、採決を行

いました。採決により賛否をお諮りしたとこ

ろ、不採択となったものであります。本請願の

趣旨については、各委員の皆様が十分に理解し

た上で当委員会の審査結果に至ったものだと

思っており、慎重に審査をした結果であると認

識しております。

○前屋敷恵美議員 委員会では採決のみが提案

されたというふうな感じを受け取ったんです

が、委員会での直接の審議というのはなされな

かったということですか。

○西村 賢議員 直接の話し合いよりも、各委

員にしっかりとその趣旨を持ち帰っていただき

まして、その結果、採決を行ったものでありま

す。

○前屋敷恵美議員 では、明確な不採択にした

理由というのは、委員会の中では明らかにはな

らなかったということですか。

○西村 賢議員 そのことにつきましては、各

委員それぞれの思いがあって、しっかりと検証

した上で採決に臨んでいただいたと思っており

ます。

○前屋敷恵美議員 私は、請願者の意思は、委

員会で十分に受けとめていかなければならない

というふうに思います。そのために委員会審査

というのがあって、委員会に請願が付託される

わけですから、委員会の中でそれぞれの議員さ

ん方の立場での御発言があって、その審議の中



- 301 -

平成26年６月24日(火)

で採決が行われるということが、本来、委員会

の運営としては筋じゃないかというふうに思っ

ているところです。今後の委員会審査のあり方

を大きく考えていかなければならない、そうい

う問題だというふうに受けとめていただきた

い、議会としても、そういう方向を受けとめて

いただきたいというふうに思うところです。で

すから、不採択にされたという議員さんについ

ては、ぜひこの本会議で、その理由について討

論で述べていただきたい、私はこのように思う

ところです。

次に、総務政策常任委員長にお伺いしたいと

思います。請願第30号「個人保証の原則廃止を

求める意見書を政府等に提出することを求める

請願」、また、新規請願の48号「安倍政権のす

すめる解釈改憲による集団的自衛権行使容認に

反対する決議と意見書を求める請願」、また、

同じく新規請願の第49号「川内原発再稼働に関

する請願」について、いずれも不採択という結

果ですが、不採択という結果になった審査の状

況と不採択の理由について、あわせてお伺いし

たいと思います。

○松村悟郎議員 総務政策常任委員会に今回付

託された請願は、新規請願２件、継続請願２件

でございます。それぞれの請願に対しまして、

質疑あるいは意見等をとったところでございま

す。委員会の審査におきましては、委員の皆さ

んに御意見をお伺いいたしました。その結果、

その取り扱いについて継続審査または採決する

か諮った結果、採決あるいは継続審査との御意

見でございました。それぞれに継続審査、ある

いは採決の場合には、賛否をお諮りして不採択

となったものであります。以上であります。

○前屋敷恵美議員 やはり総務政策常任委員会

でも、委員会の中では採決だけが論じられる、

審議されるという経過だというふうに私は受け

とめました。特に、第30号の個人保証の原則廃

止を求める請願、これは昨年２月の議会に、全

ての会派から紹介議員でもって提出されたもの

です。ところが、これは約１年半にわたって継

続審査に付され、そして最終的には不採択にな

るということは、とても考えられないことなん

ですけれども、これについても、それぞれの委

員さんの意見は出されなかったんでしょうか。

○松村悟郎議員 請願第30号につきましても、

慎重に審査をした結果でございます。この中

で、それぞれ委員の皆さんの思いは十分に反映

しているものだと思います。今回も県議会に対

して、請願者の皆さんの意思ということも、そ

れぞれの議員の皆さんも十分理解された中での

審査結果だと思っております。

○前屋敷恵美議員 各委員さん方が十分に請願

者の意思を受けとめたというのであれば、全て

の会派の紹介議員がついて請願が上がったわけ

ですから、委員会の中では採択されるのが一般

的に当然だというふうに考えられると思いま

す。県議会の審査のあり方、議会の信義にも係

る、問われる問題だというふうに私は思ってい

るところです。

次に、第49号の「川内原発再稼働に関する請

願」についても、やはり不採択という報告でご

ざいましたが、これについても経過と不採択の

理由を述べていただきたいと思います。

○松村悟郎議員 新規請願第49号でございます

けれども、同じように、この件に関しても、執

行部に対しても質疑等も求めました。さらに、

委員の皆様にも御意見を諮ったところでござい

ます。取り扱いについて委員の皆様にお諮りし

たところ、継続審査あるいは採決するか諮った

結果、採決との意見がありました。採決の結
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果、賛否をお諮りしたところ、不採択というこ

とになったところでございます。

○前屋敷恵美議員 請願というのは、県民の皆

さんが、切実な要求を県議会が受けとめてほし

いということで提出されるわけです。川内原発

再稼働の問題にしても、万が一、川内原発の事

故が起これば、宮崎県にも大きな影響が及ぶと

いうことを懸念されて、ぜひ宮崎県の意思も、

再稼働の前には意見表明ができるような取り計

らいをしてほしいという中身の請願なんですけ

れども、委員会では、このことについての受け

とめも論議はされなかったんでしょうか。

○松村悟郎議員 請願は、県民の皆さんが行政

について持っている御意見、要望、それを文書

にして提出するものだと思っております。県議

会も、県民の思いということを十分受けとめな

がら、委員会の中で審査する必要があるとは思

います。まさにそのとおりでございます。今回

も、各委員会の皆さんに御意見をお諮りして、

請願者の意思等について御意見があるかどうか

ということはお諮りしたところでございますけ

れども、委員会の中では、意見としては上がっ

ていなかったということでございます。もちろ

ん、この委員会に至るまで、それぞれ個人の中

で十分御理解された中だと考えております。

○前屋敷恵美議員 それであれば、なおさらの

こと、それぞれの皆さんの不採択にした、その

理由が述べられなければ、請願者の皆さんは、

理解、納得はできないというふうに思います。

これは全ての請願について、そして委員会審査

について言えることだというふうに思います。

県議会の責任を果たすという点でも、委員会審

査のあり方について一考していくことが必要で

はないかというふうに私は思うところです。

以上で質疑を終わります。

○福田作弥議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告に対する質疑は終わりました。

◎ 討 論

○福田作弥議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 県民連合

宮崎の井上紀代子です。

請願第48号「安倍政権のすすめる解釈改憲に

よる集団的自衛権行使容認に反対する決議と意

見書を求める請願」の不採択に対し、反対の立

場から討論を行います。

この請願は、安倍政権が歴代政権の踏襲して

きた「憲法９条下において許容されている自衛

権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限

の範囲にとどめるべきであり、集団的自衛権を

行使することは、その範囲を超えるものであっ

て、憲法上許されない」との見解を、集団的自

衛権行使を閣議決定で可能とする憲法解釈でな

し崩し的に変更しようとしていることを、国民

・県民の立場から強く危惧され、提出されたも

のです。願意は至極もっともです。多くの国民

が不満・不安を表明している現時点でもなお、

安倍首相は、集団的自衛権の行使を可能にする

憲法解釈変更を会期中に閣議決定したいとの発

言を繰り返していました。

また、安倍首相は、あろうことか、「憲法解

釈の最高責任者は私だ」と、国で最高の権利を

持つ国民を無視する発言を繰り返しています。

自民党内からも、「憲法解釈の最後の番人は最

高裁だ。行政府が勝手に解釈を変えるのは、三

権分立、立憲主義に反する。禁じ手だ」や、

「憲法改正の手続をとって、国民の判断を得な

ければならないのに」との意見等が出されてい
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ます。

最近では、党内からのこれらの批判に対し、

安倍首相お守り役の高村副総裁が、「憲法解釈

の変更ではなく、事例の当てはめの変更だ」な

どとのへ理屈を言われるに至っては、国民が切

望している生活を優先する経済対策等々の課題

はそっちのけで、安倍首相がなぜこのように国

民を無視してまで集団的自衛権の行使容認を急

ぐのかと、大きな疑問と大きな不安の声が上が

るのは当然と言えます。集団的自衛権行使は、

国の安全保障政策を根本的に転換するかしない

かということなのですから、国民へ率直に話し

て、そして判断を仰ぐという姿勢こそが真っ当

で大切なことではないでしょうか。

６月15日は樺美智子さんの御命日でした。彼

女の名前を聞いて、すぐに当時のことを思い出

せる人は少ないかもしれませんが、樺美智子さ

んは、60年の安保改定反対運動の中で亡くなっ

た方です。私は直接お会いしたことはありませ

んが、運動そのものの中でも忘れることのでき

ない方であり、私自身にとっては、「反戦への

決意」に大きな影響を受けた方でもあります。

まず、政治を考えるとき、歴史に学ぶことは

欠かせないことです。この安保改定反対運動

は、岸内閣が進めた日米安全保障条約改定に対

し、日本がアメリカの戦争に巻き込まれる危険

が増すなどとして、反対運動が全国に広がった

ものです。条約承認の強行採決で混乱が深ま

り、アイゼンハワーアメリカ大統領の訪日が中

止になり、そして岸内閣は退陣しました。この

安保反対運動が日本政治に大きな影響を与えた

ことは御承知のとおりです。安保改定反対運動

の目的の一つは、安保の軍事同盟化の阻止で、

安保を軍事同盟にしてはならないという主張で

した。

今、集団的自衛権が同盟の論理と言われてい

ますことは御存じのとおりです。先日、朝日新

聞へ「同盟の歴史に学ぶ」のタイトルで、東大

名誉教授、三谷太一郎さんの記事が掲載されて

いました。記事には、詳しく同盟が何たるかに

ついて解き明かされています。

重要な部分を引用させていただくと、「軍事

同盟は仮想敵国を想定しないと成り立ちません

が、情勢の展開の中で、仮想敵国が「現実の敵

国」に転化するかもしれないという非常に大き

なリスクを常に念頭に置いておく必要がありま

す。これが日独伊三国同盟からの歴史の教訓で

はないでしょうか」。

「軍事同盟の論理は抑止力です。抑止力はリ

スクを伴います。今日といえども、それは同じ

だと思います。今の日本政府当局者がどう考え

ているかわかりませんが、もし現在の中国を

「仮想敵国」のようにみなして、それに対する

抑止力として、集団的自衛権の行使を認めるべ

きと考えるならば、相当なリスクを伴うと感じ

ています」。

「私は、はっきり言うと、戦争によって国益

は守られない、戦争に訴えること自体が国益を

甚だしく害すると考えています。日本の安全保

障環境は、戦争能力の増強ではなく、非戦能力

を増強することによってしか改善しないでしょ

う。その際、日本が最も依拠すべきものは、国

際社会における独自の非戦の立場とその信用力

だと思います。日本の非戦能力は決して幻想で

はありません。戦後68年にわたって敗戦の経験

から学んだ日本国民が営々と築いてきた現実で

す。この現実を無視することはリアリズムに反

します」。

以上のように、三谷東大名誉教授の発言は、

まさに核心をついていて、私ども国民が決して
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忘れてはならないことを的確に指摘されていま

す。現在、多くの国民の方は、憲法のほかの条

文は細かくわからなくとも、戦争を放棄した９

条は素直に受け入れられているのではないで

しょうか。

また、派兵になれば、即影響のある自衛隊周

辺からも、かつてイラク戦争への自衛隊派兵推

進の実務責任者であった元内閣官房副長官補、

柳澤協二氏を初めとして、イラクで事故やスト

レスで後遺症が残る元自衛隊員、家族のいる大

多数の自衛官からも、「９条を壊すな」「集団

的自衛権の容認反対」の声が上がっていること

は、マスコミ報道等もあり、御存じのとおりで

す。

今請願の趣旨によると、「歴代政府が戦後長

きにわたって表明してきた立場を、憲法改定の

手続を経ることもなく、一内閣の閣議決定だけ

で根本的に変えようとするものです。それは、

憲法によって権力を縛る立憲主義の完全な否定

です。このようなことを許せば、内閣の解釈だ

けで憲法の平和的民主的条項の内容が次々と変

えられることになり、憲法はあってなきものに

なってしまいます。集団的自衛権とは、我が国

が攻撃されていなくても、他国のために武力を

行使するもので、これを認めることは「海外で

戦争しない国」を「海外で戦争する国」に根本

から変えるものです。云々」と書かれていま

す。

るる述べましたが、つまり、法解釈の変更の

閣議決定をすることはあってはならず、国民を

置き去りにして、一内閣が勝手に決めることは

やるべきではなく、国会において濃密な議論の

後、国民がこの問題の本質を理解し、半分以上

の国民がやむを得ないというところまできてか

ら閣議決定するべきです。安倍政権がここまで

急がなければならない事情があるとすれば、そ

の事情を丁寧に国民へ情報開示するべきです。

国の形が問われ、国民の生活に大きな影響が予

想できる内容の請願に対し、地域住民に一番近

い県議会は、真摯に向き合うことが必要と考え

ます。憲法９条によって、どの戦争にも加担せ

ず、平和な生活が保障されてきたことは、私た

ち日本国民の財産です。

以上、今議会における請願不採択に対する反

対の立場を表明し、討論といたします。（拍

手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

今議会に提出されました議案及び請願につい

て、議案第２号、報告第１号、第２号及び継続

請願第30号、新規請願第47号、第48号、第49号

の不採択に反対の立場から討論をいたします。

まず、議案第２号「宮崎県税条例の一部を改

正する条例」についてです。

本条例改正案は、地方税法等の一部改定に伴

い県条例の改定を行うとするものです。政府

は、消費税の引き上げに伴い、地方交付税の交

付団体と不交付団体との間で税収の格差が一層

大きくなることが予想されるため、その対策と

して、新たに法人県民税の一部を国税化する地

方法人税を創設しました。現行の法人住民税・

法人税割の税率を、本則５％から3.2％へ引き下

げ、引き下げ分は地方法人税を国税として徴収

し、地方交付税の原資に充てるとするもので

す。企業の実質的な負担はこれまでと変わりあ

りませんが、この税率引き下げにより、法人県

民税は約８億円の減収が見込まれており、この

減収分が交付税措置される保証は全くありませ

ん。本来、自治体間の税収格差の是正は、地方
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交付税の財源保障と財政調整の両機能を強化す

ることでなされるべきであって、今回のような

税制格差の調整は、消費税増税と消費税を地方

財政の主要財源に据えていく狙いと一体のもの

です。消費税増税に反対の立場からも認められ

ません。

次に、報告第１号、平成25年度宮崎県一般会

計補正予算（第５号）の専決処分の承認を求め

ることについてです。

本来、予算を定めることは議会の権限であっ

て、予算の専決は、災害時の緊急な支出で議会

を開けない場合や税制上やむを得ない場合な

ど、ごく限られています。今回、そういったも

のもありますが、県民税や地方消費税など、県

税11億8,000万円の追加を行い、県債管理基金

に19億8,000万円の積み立てなどを行っていま

す。税収については、的確な把握を行い、予算

化して県民施策に生かすことが必要ですし、２

月以降の増収については、決算であらわし、翌

年の予算編成に生かすことが本来のあり方で

す。例年の慣例的な取り扱いとせず、改善を強

く求めるものです。

報告第２号の県税条例の一部を改正する条例

については、議案第２号と同様、消費税増税に

伴う税制改革の一環であり、反対するもので

す。

次に、請願についてです。

まず、長期にわたって継続審査とされており

ました請願第30号「個人保証の原則廃止を求め

る意見書を政府に提出することを求める請願」

の不採択についてです。

同請願は、提出から既に１年半近く経過し、

延べ６回の委員会審査が行われてきました。全

ての会派が紹介議員となった請願であるにもか

かわらず、継続審査を繰り返し、今回、不採択

にするなどは、全く道理がなく、県民との信頼

を裏切り、議会としての責任が問われることで

はないでしょうか。同請願の採択を強く求める

ものです。

また、新規請願第47号「教育委員会制度改革

に反対する意見書提出請願」、第48号「安倍政

権のすすめる解釈改憲による集団的自衛権行使

容認に反対する決議と意見書を求める請願」及

び第49号「川内原発再稼働に関する請願」につ

いても不採択でありましたが、私は強く採択を

求めるものです。

まず、「教育委員会制度改革に反対する意見

書提出請願」は、政府が進める教育委員会制度

の改定に対して、国の教育方針に基づいた教育

大綱の決定権を首長に委ねることや、教育委員

長をなくして、自治体幹部である教育長にその

権限を委ねることなどは、戦前の軍国主義教育

の反省から出発した教育への政治介入を防ぐた

めの教育委員会の独立性や、憲法に保障された

教育の自由と自立性を侵害するものにほかなら

ず、さらに、ゆがんだ愛国心教育と異常な競争

主義の押しつけは、子供たちの健やかな成長と

未来を閉ざすものです。そう請願者が訴えられ

ております。政府の「戦争をする国」への道と

一体に進められている教育委員会制度改革に危

惧する請願者の思いは、しっかりと受けとめる

べきです。

次に、「安倍政権のすすめる解釈改憲による

集団的自衛権行使容認に反対する決議と意見書

を求める請願」は、これまで歴代政権が禁じて

きた集団的自衛権の行使を解釈改憲で、しかも

閣議決定で可能にしようとすることは、立憲主

義に反し、平和主義を破壊するものであると、

その中止を求めています。集団的自衛権の行使

容認は、これまで憲法９条で守ってきた海外で

平成26年６月24日(火)
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の武力行使の歯どめを外し、日本が「戦争しな

い国」から「戦争する国」になるということで

す。国のあり方を180度変えてしまう大転換を、

立憲主義にも平和主義にも反し、憲法解釈で、

しかも閣議決定で行うことに何の道理もありま

せん。

昨日報道された全国世論調査でも、集団的自

衛権の行使容認への反対は55.4％で過半数を超

え、解釈改憲に反対が57.5％、賛成は29.6％で

す。行使を一度容認すれば、容認の範囲は広が

るとの懸念は62.1％と、国民は総じて反対を表

明し、危惧の念を抱いています。

人の命を奪い奪われる戦争への道を歩まない

ために、日本が「戦争する国」にならないため

に、憲法をしっかり守ってほしいという請願者

の思いは、県民の思いとして、県議会はしっか

り受けとめることが求められているというふう

に思います。

最後に、「川内原発再稼働に関する請願」に

ついて、請願者は、一たび事故が起これば、福

島第一原発事故同様、放射能汚染の広がりで、

宮崎県が被害地元になり得る可能性があること

を前提に、川内原発再稼働の前に、少なくとも

宮崎県の意思の確認をも必要とする法的措置を

講じるよう国に求めるとともに、九州電力に対

しても同様に、宮崎県の意思確認を行うことを

求めています。このことは、放射能被害を心配

する県民の率直な思いではないでしょうか。原

発事故が絶対に起きないという保証はどこにも

ありません。むしろ、事故発生の可能性が危惧

される条件が明らかに示されている中で、事故

の危険性を心配しないことのほうが不自然で

す。ふるさと宮崎を失いたくない、住み続けら

れるように守りたい、この思いは県民が共有す

るものです。福井地裁の判決でも、250キロメー

トルは影響圏内との認識が示されましたが、十

分被害地元たり得る宮崎県の意思を確認要件に

することは、最低限求められるべきものと思い

ます。県民のこの思いを県議会として受けとめ

るべきではないでしょうか。

以上、いずれの請願についても、県議会とし

ての責任を果たすべく、採択することを強く求

めるものです。

議員各位の良識と賢明な御判断を切に求めて

討論を終わります。以上です。(拍手)〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 請願第48号

「安倍政権のすすめる解釈改憲による集団的自

衛権行使容認に反対する決議と意見書を求める

請願」の不採択に対し、反対する立場で討論を

行います。

我が国の歴代内閣は、集団的自衛権を行使す

るなら、憲法９条の条文を改めるべきだとして

きました。そもそも安倍首相は、憲法改正によ

る集団的自衛権の行使を掲げていたはずです。

だから、条文を変えやすくするために、96条の

改正を主張されました。しかし、96条改正への

反対論が盛り上がると一転、集団的自衛権の解

釈変更です。なりふり構わぬ暴走であり、迷走

であります。集団的自衛権を行使したいと考え

るなら、９条改憲を堂々と論じられればいいこ

とであります。安倍首相が街頭のポスターで宣

伝されています「日本を取り戻す」の意味は、

戦争のできる日本を取り戻すことだったので

しょうか。

昨日６月23日は、沖縄戦から69年の慰霊の日

でありました。追悼式で、石垣市立真喜良小３

年の増田健琉君が、遠い空の下の戦火に思いを

はせた詩「空はつながっている」を朗読しまし

た。「戦争で友達や家族を亡くした人に気持ち

平成26年６月24日(火)



- 307 -

平成26年６月24日(火)

が伝わるよう大切に読みたい」と式典に臨んだ

そうです。一部紹介します。「空はつながって

いるのに どこまでが平和で どこからがせん

そうなんだろう」「せかいは手をつなぎ合える

青い空の下で話し合える」「だから こんな

にきれいな花がさくんだ だから ぼくの上に

青い空が広がっているんだ」と朗読しまし

た。また、当時の悲惨な出来事を涙ながらに語

られていた沖縄県民の光景がテレビで映し出さ

れていました。式典に出席されていた安倍首相

に、沖縄県民の痛み、平和への祈りは届いたで

しょうか。

天皇陛下におかれましても、憲法改正の動き

を危惧しておられると報道されています。昨

年12月の天皇誕生日のお言葉で、次のように語

られています。「戦後、連合軍の占領下に置か

れた日本が、平和と民主主義を重要な価値と位

置づけ、新たな憲法を制定し、さまざまな改革

を通じて現在の日本を築き上げた」と、現在の

平和憲法を高く評価されました。皇太子におか

れましても、２月の誕生日に、「日本は戦後、

憲法を基礎として平和と繁栄を共有してきた。

憲法は遵守しなければならない」と述べられま

した。今、東京では、天皇を擁護するために、

右翼団体が「９条を守れ」と宣伝カーで回って

いるというではありませんか。

安倍首相は、海外で活動するボランティアた

ちが武装集団に襲われたとしても、自衛隊は救

出することができないと述べられました。日本

国際ボランティアセンターの熊岡路矢顧問は、

６月19日付朝日新聞、「私の視点」で次のよう

に指摘されています。前後を省略しますが、

「政治的に複雑、微妙な紛争地では、中立性と

公正性の維持こそがＮＧＯの安全を支える。軍

隊とかかわりのある組織と混同されれば、攻撃

の対象になりかねない。振り返れば、自衛以外

は一切武力攻撃をしないという平和主義的な政

策が日本全体を守ってくれたというのが、現場

の偽らざる実感だ。さらに、非核三原則や武器

輸出三原則、政府の途上国援助（ＯＤＡ）によ

る貧困削減や人道重視などの方針も大きな意味

で安全保障であり、戦後日本の貴重な財産だっ

た」と批判されています。

さらに、安倍首相は、「積極的平和主義こそ

が我が国の背負うべき21世紀の看板」と強調さ

れてきました。そもそも「積極的平和主義」と

は、ノルウェーの平和学者、ヨハン・ガルトゥ

ング氏が、「消極的平和主義」を戦争のない状

態、「積極的平和主義」のことを、戦争だけで

なく、貧困や搾取、差別などの構造的な暴力が

なくなった状態と定義して定着したものであり

ます。今の日本国内を見たとき、非正規労働者

が４割、ワーキングプアと呼ばれる方が25％も

存在します。負担がふえサービスは縮小する地

域医療・介護推進法も成立しました。特定秘密

保護法が強行され、原発も再稼働されようとし

ています。安倍首相が今やるべきことは、貧困

や差別による格差、暴力のない社会、ヨハン・

ガルトゥング氏が唱えた真の積極的平和主義で

あり、国民の命と暮らしをしっかり守ることで

あります。

集団的自衛権の行使容認については、自民党

の中でも意見の相違があります。野田聖子総務

会長の地元である岐阜県連は、性急過ぎるとし

て、県内全42市町村議会議長に、慎重な議論を

求める意見書を議会で採択するよう要請しまし

た。要請文は農協改革も含まれていて、「国民

生活に重大な影響を及ぼす案件であるのに、関

係者と十分な議論を経ることなく、性急なスケ

ジュールで検討が進められている。国民の理解
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を得る形で結論を出すべきだ」と呼びかけられ

ています。岐阜県議会でも同様の意見書を採択

し、政府に提出する方針と伺っています。国の

形、行く末を大きく変更する極めて重大なこと

です。全国で公聴会を開くなどの方法で結論を

出すべきだということであります。自民党岐阜

県連の要請文は至極当然なことであります。

過日、原爆被爆者の会と原水爆禁止県民会議

の知事及び議長への申し入れに同席いたしまし

た。幼少のころに長崎で被爆された方が、「あ

の恐ろしい光景は今も目に焼きついている。世

界から核兵器をなくしてほしい。原発再稼働は

しないでほしい。二度と戦争を繰り返してはな

らない」と熱く語られていました。また、申し

入れをされた方々の中に県議会議員のお母さん

も同席されていました。そのまなざしは優し

く、瞳の中に平和を心から切望する思いが感じ

取れました。戦争のない平和な国への思いは、

誰もが望んでいることであります。

日本は、朝鮮戦争やベトナム戦争に参戦しま

せんでした。アフガン戦争やイラク戦争では、

特別措置法をつくって自衛隊を派遣しました

が、直接戦闘に巻き込まれることはありません

でした。集団的自衛権の行使が憲法で認められ

ていなかったからであります。その結果、70年

近く日本は一人の戦死者も出さず、他国の民も

殺さなかったのです。多くの国民の反対や危惧

の声に背を向けて突っ走る安倍政権は、もっと

声なき声に耳を傾け、時間をかけて丁寧な国民

的議論をするべきです。

現実に合わなくなったから憲法を変えるので

はなく、憲法に合わせて現実を変える努力こそ

が求められているのではないでしょうか。確か

に、世界に目を向ければ、紛争の絶えない地域

もあります。武力を背景にした領土問題も頻発

する今日であり、一連の出来事を憂うのは私も

同じであります。でも、痛ましい悲惨な沖縄戦

などの経験や唯一の被爆国として日本が果たす

べき役割は、世界平和へのお手本となるべく憲

法９条をどう広げ生かしていくかであります。

９条を世界遺産に登録しようとする動きもあり

ます。今は、理想論としか映らない方もいらっ

しゃるのかもしれません。しかし、私は申し上

げたいのであります。平和憲法を持つ日本の進

むべき道は、世界人類平和のために諸外国の先

頭に立つことであります。

私たち県民連合宮崎は、集団的自衛権の解釈

変更を容認することはできません。よって、請

願第48号「安倍政権のすすめる解釈改憲による

集団的自衛権行使容認に反対する決議と意見書

を求める請願」の不採択に反対するものです。

議員各位の賛同を心から心からお願い申し上

げ、討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第２号、報告第１号及び第２号採決

○福田作弥議長 これより採決に入ります。

まず、議案第２号、報告第１号及び第２号の

各号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決または承認であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり可決または承認されま

した。

◎ 議案第１号及び第３号から第11号まで

採決

○福田作弥議長 次に、議案第１号及び第３号
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から第11号までの各号議案について、一括お諮

りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第30号及び第49号採決

○福田作弥議長 次に、請願第30号及び第49号

について、一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、両請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第47号及び第48号採決

○福田作弥議長 次に、請願第47号及び第48号

について、一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、両請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○福田作弥議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第38号についてお諮りいたしま

す。

本請願を、委員長の申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求

めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りいたしました請願を除

く閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申し出のとおり決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

審査及び調査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○福田作弥議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成26年６月24日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 議会運営委員長 中野 一則

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

豚流行性下痢（ＰＥＤ）対策に関する意見
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書

議員発議案第２号

地方財政の充実・強化を求める意見書

議員発議案第３号

地域包括ケアシステム構築のため地域の実

情に応じた支援を求める意見書

議員発議案第４号

中小企業の事業環境の改善を求める意見書

平成26年６月24日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 宮崎県議会議員 緒嶋 雅晃

星原 透

井上紀代子

押川修一郎

宮原 義久

太田 清海

河野 哲也

黒木 正一

有岡 浩一

岩下 斌彦

後藤 哲朗

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

森林整備加速化・林業再生事業の継続を求

める意見書

◎ 議員発議案第１号から第５号まで

追加上程

○福田作弥議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第５号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○福田作弥議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第３号

「地域包括ケアシステム構築のため地域の実情

に応じた支援を求める意見書」について、反対

の立場から討論を行います。

今国会で社会保障を大変質させ、国民の安心

の仕組みを根本から揺るがす医療・介護総合法

が強行されました。これは、安倍政権が進める

消費税増税と社会保障一体改革路線の柱とし

て、自己責任の社会保障の姿勢を露骨に打ち出

し、医療・介護のさまざまな分野で国民に負担

増と給付減を強いるものです。

介護保険では、2000年の制度発足以来、前例

のない大改悪が幾つも盛り込まれました。年金

収入280万円以上の高齢者のサービス利用料負担

の１割から２割への引き上げは、介護を必要と

する高齢者の生活に打撃を与え、利用抑制を引

き起こしかねません。また、要支援１・２の人

が利用する訪問・通所サービスを国の保険給付
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対象から外し、市町村の事業に丸投げすること

で、サービスが大幅に低下するおそれのあるこ

とも明らかになっています。また、特別養護老

人ホームの入所基準を要介護３以上に原則化す

る一方、待機者にもなれなくなった多数の人の

行き場を何ら保障しない政府の無責任さも浮き

彫りになっています。

こうした改悪は、国民の介護を受ける権利を

奪うばかりか、制度の理念にも反するもので、

介護難民、老人漂流社会を深刻化させ、患者と

高齢者の症状悪化を加速し、医療・介護保険の

財政をさらに悪化させることは必至です。ま

た、介護労働者の厳しい労働環境、賃金や労働

条件を国の責任で抜本的に改善を図ることは当

然の課題です。本意見書案は、こうした避けら

れない国民との矛盾を解消するために、国への

一定の支援を求めるものに過ぎず、本末転倒と

言えます。

負担増・給付減による利用抑制路線の破綻と

行き詰まりは明らかであり、個人や家族に負担

と犠牲を強いる自己責任の社会保障を改め、国

が憲法25条に基づいた社会保障の向上・増進に

責任を持ち、国民の生存権を保障する政治への

転換こそ求めるべきであって、国民犠牲の医療

・介護法の実施を前提にする本意見書案は認め

られないことを述べて、反対の討論といたしま

す。以上です。〔降壇〕

○福田作弥議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第３号採決

○福田作弥議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第３号についてお諮りいた

します。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第１号、第２号、第４号

及び第５号採決

○福田作弥議長 次に、議員発議案第１号、第

２号、第４号及び第５号の各号議案について、

一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○福田作弥議長 以上で今期定例会の議事は全

て終了いたしました。

これをもちまして、平成26年６月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時28分閉会



資 料
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１９日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
議席の一部変更
会議録署名議員指名

６． ６ 金 本会議 議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

７ 土
（ 閉 庁 日 ）

８ 日
休 会

９ 月 一般質問通告締切 12:00
（ 議 案 調 査 ）

１０ 火

１１ 水 議会運営委員会 9:30

１２ 木 本会議 一 般 質 問 請願締切 12:00

１３ 金

１４ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

１５ 日

１６ 月 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00
（会派提出）

本会議
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30

１７ 火 質疑、討論、採決（人事案件）
議案・請願委員会付託

１８ 水

常 任 委 員 会
１９ 木

議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

２０ 金
休 会

特 別 委 員 会 議会運営委員会

２１ 土
（ 閉 庁 日 ）

２２ 日

２３ 月 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告、 議会運営委員会 9:30
２４ 火 本会議 質疑、討論、採決

閉会
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一 般 質 問 時 間 割

６月１１日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 山下 博三 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 清山 知憲 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 黒木 正一 １３：００～１４：００

４ 愛 み や ざ き 西村 賢 １４：００～１５：００

６月１２日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 自 由 民 主 党 中村 幸一 １０：００～１１：００

６ 公 明 党 新見 昌安 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 丸山裕次郎 １３：００～１４：００

８ 県 民 連 合 宮 崎 田口 雄二 １４：００～１５：００

６月１３日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 松村 悟郎 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 二見 康之 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 愛 み や ざ き 有岡 浩一 １３：００～１４：００

１２ 自 由 民 主 党 内村 仁子 １４：００～１５：００
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６月１６日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 自 由 民 主 党 中野 一則 １０：００～１１：００

１４ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １１：００～１２：００ 休憩

１５ 自 由 民 主 党 坂口 博美 １３：００～１４：００

１６ 愛 み や ざ き 図師 博規 １４：００～１５：００

６月１７日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１７ 県 民 連 合 宮 崎 太田 清海 １０：００～１１：００

１８ 公 明 党 重松幸次郎 １１：００～１２：００ 休憩

１９ 県 民 連 合 宮 崎 井上紀代子 １３：００～１４：００

２０ 自 由 民 主 党 井本 英雄 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内



- 319 -

平成２６年６月定例県議会

議案・請願 委員会審査結果表

［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第１号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 可決

第３号
県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 可決
する条例

第４号 職員の配偶者同行休業に関する条例 可決

第５号
宮崎県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する 可決
条例

第６号
宮崎県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の 可決
一部を改正する条例

第７号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 可決

第８号 宮崎県環境影響評価条例の一部を改正する条例 可決

第９号
宮崎県中小企業者等向け融資に係る損失補償に関す 可決
る条例の一部を改正する条例

第１０号 工事請負契約の変更について 可決

第１１号 工事請負契約の変更について 可決

報告第１号
専決処分の承認を求めることについて

承認 承認 承認
＊平成25年度宮崎県一般会計補正予算（第５号）

報告第２号
専決処分の承認を求めることについて

承認
＊宮崎県税条例の一部を改正する条例
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第３０号
個人保証の原則廃止を求める意見書を政府等に提出

不採択
することを求める請願

第３８号
所得税法第56条の廃止を求める旨の意見書を国に提

継続
出することを求める請願

修学資金貸付制度の拡充並びに介護福祉士養成に係

第41-1号 る離職者訓練（委託訓練）制度の継続実施に関する 継続

請願

第４７号 教育委員会制度改革に反対する意見書提出請願 不採択

第４８号
安倍政権のすすめる解釈改憲による集団的自衛権行 不採択
使容認に反対する決議と意見書を求める請願

第４９号 川内原発再稼働に関する請願 不採択
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２６年６月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第38号 所得税法第56条の廃止を求める旨の意
慎重な審査

総務政策常任委員会
見書を国に提出することを求める請願

・調査を要

するため
総合政策及び行財政対策に関する調査

請願第41-1号 修学資金貸付制度の拡充並びに介護

福祉士養成に係る離職者訓練（委託 慎重な審査

厚 生 常 任 委 員 会 訓練）制度の継続実施に関する請願 ・調査を要

するため

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

るため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に

常 任 委 員 会 関する調査

調査を要す

るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） ６月24日・可 決

〃 第２号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 〃

〃 第３号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第４号 職員の配偶者同行休業に関する条例 〃

〃 第５号 宮崎県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第６号 宮崎県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の 〃

一部を改正する条例

〃 第７号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第８号 宮崎県環境影響評価条例の一部を改正する条例 〃

〃 第９号 宮崎県中小企業者等向け融資に係る損失補償に関す 〃

る条例の一部を改正する条例

〃 第10号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第11号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第12号 公安委員会委員の任命の同意について ６月17日・ 同 意

〃 第13号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第14号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ６月24日・ 承 認

〃 第２号 専決処分の承認を求めることについて 〃

議員発議案 第１号 豚流行性下痢（ＰＥＤ）対策に関する意見書 ６月24日・ 可 決

〃 第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書 〃

〃 第３号 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じ 〃

た支援を求める意見書

〃 第４号 中小企業の事業環境の改善を求める意見書 〃

〃 第５号 森林整備加速化・林業再生事業の継続を求める意見書 〃



意 見 書
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豚流行性下痢（ＰＥＤ）対策に関する意見書

豚流行性下痢（ＰＥＤ）については、平成２５年１０月に７年ぶりの国内発生が確
認された後、全国的に拡大し、２８万頭以上の豚が死亡した。
現在、発生件数は減少傾向にはあるものの、依然として終息には至っていない。
本県においても、昨年１２月以降、相次いでＰＥＤが発生し、ウイルス侵入防止に
向けた農場防疫の徹底を図るとともに、市町村や関係機関等と一体となって消毒ポイ
ントを設置するなど、まん延防止に全力で取り組んでいるところであり、沈静化の傾
向にはあるものの、子豚の死亡や下痢等の症状が継続している農場もあることから、
引き続き、防疫の徹底に取り組む必要がある。
ＰＥＤの早期沈静化を図るためには、我が国への侵入経路や発生拡大の要因の解明
や適切な情報提供、防疫の徹底が必要不可欠であるが、それらに加え、ＰＥＤワクチ
ンの増産等に対し支援するとともに、甚大な被害を受け、厳しい経営状態にある養豚
農家に対する支援の強化を図る必要がある。
よって、国においては、下記の事項について誠実に対応するように強く要望する。

記

１ ＰＥＤによる被害を軽減するため、ＰＥＤワクチンの増産及び備蓄に努めると
ともに、より効果の高いワクチン開発を行う事業者に対する支援を行うこと。

２ ＰＥＤの発生により経営が悪化している養豚農家に対し、経営安定化のために必
要な支援や、ＰＥＤにより被害を受けた養豚農家が新たに豚を導入する場合の支援
措置を講じること。
また、今回の養豚農家の被害に対する補償について検討すること。

３ 養豚に係る家畜共済の補償対象を拡大するとともに、家畜共済の掛金に係る養
豚農家の負担軽減措置を講じること。

４ 地方自治体が行うＰＥＤの防疫対策のために必要となる経費については、十分
な財政措置を講じること。

５ 個人情報を含む発生情報の公表のあり方について、早急に検討すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
農 林 水 産 大 臣 林 芳 正 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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地方財政の充実・強化を求める意見書

子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策、被災地の復興など地方自治体が

担う役割は年々拡大しており、地方の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地

方交付税総額等が確保される必要がある。

経済財政諮問会議などで法人実効税率の見直しや償却資産に係る固定資産税の減

免などが議論されているが、公共サービスの質の確保を図るためにも、安定的かつ

地域偏在性の小さい地方税財源を確立することが極めて重要である。

地方自治体の実態に見合った歳出・歳入を的確に見積もるためには、国と地方自

治体の十分な協議を保障した上で、地方財政計画、地方税、地方交付税のあり方に

ついて決定する必要がある。

よって、国においては、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運

営を実現するため、平成２７年度の地方財政計画、地方交付税総額等の拡大に向け

た次の対策を求める。

記

１ 地方財政計画、地方交付税総額及び地方交付税の算定方法については、国の政

策方針に基づき一方的に決するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議の

もとに決定すること。

２ 社会保障の人材確保と処遇改善、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要

を的確に把握し、地域の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税総額等の拡

大を図ること。

３ 地方交付税については、地方自治体の重要な財源であるため現行水準を確保す

ること。また、臨時的な財源から、社会保障や環境対策などの経常的な経費に対

応する財源へと位置づけを改めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 新 藤 義 孝 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿



- 331 -

地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書

現在、全国の自治体においては、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的

に提供される「地域包括ケアシステム」を、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５

年を目途に構築することを見据えながら、平成２７年度からの第６期介護保険事業

計画の策定に取り組んでいるところであるが、拡充する介護サービス量、増高する

介護保険料などに苦慮しているところである。

よって、国においては、全国の自治体のそれぞれの実情に応じて、積極的な支援

を図るよう、下記のとおり要望する。

記

１ 医療・介護・福祉の良質な人材を確保するため、抜本的な対策を講じること。

特に介護人材については、２０２５年に向けてさらに１００万人のマンパワーが

必要とされており、次期介護報酬改定に向けて的確な対応を行うこと。また、外

国人材の活用については、慎重な議論を行うこと。

２ 今回の診療報酬改定について、在宅訪問診療に係る改定が行われたが、市町村

の現場において集合住宅などへの訪問診療が大きな影響を受けることも想定され

るため、改定の影響について実態調査を行い、適切な対応を行うこと。

３ 地方自治法の改正により創設される連携協約制度の活用など、広域行政上の取

組事例の周知など、市町村への適切な情報提供に努めること。

４ 特養待機者５２万人という数字が発表されたが、特養入所者の重点化に伴い、

自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産の要介護高齢者の地域における

受け皿づくりについて、市町村への支援を強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 新 藤 義 孝 殿

厚 生 労 働 大 臣 田 村 憲 久 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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中小企業の事業環境の改善を求める意見書

今年の春闘の大手企業からの回答では、１３年ぶりに全体の賃上げ率が２％台と
なったが、景気全体を支え、地域経済を支える中小企業や非正規社員を取り巻く事
業環境は依然厳しいと言える。さらに、消費税８％引上げに伴う駆け込み需要の反
動減も今後予想される。
国際通貨基金（IMF）は３月、日本経済の成長に賃金上昇が不可欠だとする研究

報告書を発表し、中小企業や非正規労働者などの賃上げを「アベノミクス」の課題
として挙げている。実質的には、企業の収益力次第で賃上げの可否が左右されてし
まうため、政府が掲げる「経済の好循環」を実効的なものにするためには、中小企
業の収益力向上に繋がる事業環境の改善が求められる。
また、中小企業のうち８７％を占める小規模事業者が全国で３３４万者あり、有

能な技術力がありながら人材確保や資金繰りに苦しんでいる。また、事業の拡張に
踏み切れない小規模事業者の潜在力が発揮できるよう充実した成長・振興策も重要
である。
経済成長を持続的なものにするため、成長の原動力である中小企業が消費税増税

や原材料・燃料高などの厳しい環境を乗り切れるよう、切れ目ない経済対策が必要
である。
よって、国においては、地方の中小企業が好景気を実感するため、下記の対策を

講じるよう強く求める。

記

１ 中小企業の”健全な”賃上げ、収益性・生産性の向上に結び付くよう、経営基
盤の強化策及び資金繰り安定化策を図ること。

２ 「小規模企業振興基本法案」を軸に国・地方公共団体・事業者の各責務の下で、
円滑な連携と実効性が高まる制度設計を図ること。

３ 非正規労働者の処遇改善に関しては、キャリアアップ助成金等の支援が行われ
ているが、各種助成制度が十分に周知されていないため、特に、中小企業・小規
模事業者に対して、制度の情報提供に努めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

内閣府特命担当大臣 麻 生 太 郎 殿（ 金 融 担 当 ）
厚 生 労 働 大 臣 田 村 憲 久 殿
経 済 産 業 大 臣 茂 木 敏 充 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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森林整備加速化・林業再生事業の継続を求める意見書

我が国は、森林が国土の約７割を占める世界有数の「森林国」である。森

林は、国土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止等を通じて、国民が安全

で安心して暮らせる社会の実現に大きな役割を果たしている。

また、我が国の森林は、戦後を中心に植栽してきた人工林が本格的に利用

可能な時期を迎えつつあり、この豊かな森林資源を有効活用することにより、

日本の林業を再生し、真の成長産業とすることが大いに期待されている。

本県においては、平成２１年度に国において創設された「森林整備加速化・

林業再生事業」を活用し、これまで川上から川下に至る関係者が一体となっ

て間伐の実施や路網の整備、高性能林業機械の導入、加工流通体制やバイオ

マス関連施設の整備、木造公共施設等の整備、県産材の利用拡大など、林業

再生の実現に向けた取組を進めているところである。

しかしながら、同事業は平成２６年度で終了することになっており、この

まま事業が終了すれば、本県の豊かな森林資源を活用した林業の成長産業化

に向けた取組が減速し、本県経済活動にも多大な影響を及ぼすことが懸念さ

れる。

ついては、国におかれては、今後の予算編成に当たって、基金事業である

「森林整備加速化・林業再生事業」の継続と、森林・林業の再生に必要な財

源を確保するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

農 林 水 産 大 臣 林 芳 正 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿



請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 ２ ２ ４

厚 生 － １ １

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 １ － １

計 ３ ３ ６
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 47 号 受理年月日 平成2 6年６月 1 1日

請 願 者 宮崎市旭１丁目３－２０

住所・氏名 「子どもの権利条約」宮崎の会 会長 成見 幸子

教育委員会制度改革に反対する意見書提出請願

【請願事項】

教育委員会制度改革に反対する決議をし、意見書を採択して関

係各方面に送付していただきたい。

【請願趣旨】

戦争をする国づくりが国民の声を無視して進められている中、

教育委員会制度が大きく変えられようとしています。教育委員会

請願の件名 制度は「お国のために血を流せ」と教えた戦前の教育行政を反省

し、１９４８年選挙で選ばれた教育委員たちが国や首長から独立

した行政組織として、教育のあり方を決めるという民主的な制度

として発足したものでした。その後１９５６年公選制が廃止され、

教育委員会の形骸化が進んできました。それは、歴代の自民党政

権が国の方針を学校現場に押し付けるため、教育委員会事務局に

その役割を負わせ、教育委員会の自主性を奪ってきたことが大き

な原因です。その結果、教育行政の中に、閉鎖的で官僚的な対応

も広がってきたのです。教育委員会事務局が「隠ぺい」を行い、

教育委員会が蚊帳の外に置かれた、滋賀県大津市のいじめ自殺事

件はその典型でした。

形骸化が進んでいた中でも「首長からの独立」によって、委員

会が大きな力を発揮したこともあります。橋下大阪市長が違法な

「思想調査」を行おうとした時、教育委員会が否決し教育現場を

守りました。また、島根県松江市で教育長が漫画「はだしのゲン」

を学校図書館から撤去させた時、教育委員会がその決定を取り消

しました。独立した行政機関だったからできることの実例ではな

いでしょうか。

今国会に提出されている法案は、自治体の教育政策の大本とな
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る「教育大綱」を決定する権限を首長に与えようとするものです。

そして、この大綱は政府の「教育振興基本計画」の「基本的な方

針」を基に作ることが求められています。要するに国の方針に基

づいて首長が大綱を決め、それを教育委員会に具体化さようとい

うもので、国の思うままに教育行政を司ることができるようにな

るものです。

もともと教育は教員と子どもの人間的な触れ合いを通じて行わ

れるもので、自由や自主性が重んじられて初めて成り立つもので

す。だからこそ憲法２３条で学問の自由を保障し、政治権力によ

る教育内容への介入・支配が厳しく戒められているのです。今回

の法案は、国や首長が露骨に教育内容に介入する仕組みをつくる

ものであり、憲法に保障された教育の自由と自主性を侵害するも

のです。

今回の法案のねらいには、侵略戦争を美化する「愛国心」を押

し付け、戦争をする国づくりの一環であると共に、異常な競争主

義を教育に持ち込むということがあります。安倍内閣が導入した

「全国学力テスト」は点数がすべてという風潮を全国に広げまし

た。一部の首長は「もっと競争せよ」とあおり始めています。国

連こども権利委員会は日本政府にたいして、これまで３度の勧告

を行っています。それは、「日本の子どもたちは過度の競争でス

トレスを感じています。是正しなさい。」という内容でした。し

かし、安倍政権はそれを真摯に受けとめるどころか、真逆の対応

を行っています。

以上の理由により、地方自治法９９条の規定に基づき、教育委

員会制度改革に反対する意見書を提出することを要望します。

紹 介 議 員 鳥飼 謙二 前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 48 号 受理年月日 平成2 6年６月 1 2日

請 願 者 宮崎市和知川原３の９７

住所・氏名 代表 宮崎県革新懇 代表世話人 日高 明義
（その他記名３名）

安倍政権のすすめる解釈改憲による集団的自衛権行使容認に反対
する決議と意見書を求める請願

【請願の事項】
貴議会が、安倍政権の集団的自衛権行使容認に反対する決議を

採択し、政府に意見書をあげていただきますよう請願します。

【請願の趣旨】
安倍首相は、首相の私的諮問機関である安保法制懇の報告書を

受けて、現憲法の下でも集団的自衛権行使は可能であるとする憲
法解釈の変更を閣議決定しようとしています。これは、“「戦争放
棄」を定めた憲法９条の下では、我が国に対する急迫不正の侵害
を排除するための（＝個別的自衛権行使のための）必要最小限度
の自衛力しか持てず、集団的自衛権行使は憲法９条を改定しなけ
ればできない”とする、歴代政府が戦後長きにわたって表明して

請願の件名 きた立場を、憲法改定の手続きを経ることもなく、１内閣の閣議
決定だけで根本的に変えようとするものです。
それは、憲法によって権力を縛る立憲主義の完全な否定です。

このようなことを許せば、内閣の解釈の変更だけで憲法の平和的
民主的条項の内容が次々と変えられることになり、憲法はあって
なきものとなってしまいます。
集団的自衛権とは、我が国が攻撃されていなくても、他国のた

めに武力を行使するもので、これを認めることは、「海外で戦争
しない国」を「海外で戦争する国」に根本から変えるものです。
この道がいったん開かれれば、政府の判断や立法措置によって、
海外での戦争に参加する道が際限なく拡大されることになりま
す。それは全国すべての自治体・住民の未来に重大な影響を与え、
日本の進路を左右する大問題であります。「限定的」行使などと
いうごまかしでこれを推進することは断じて許されません。
私たちは、以上の立場から、憲法の立憲主義と平和主義を破壊

する解釈改憲による集団的自衛権行使容認に強く反対し、その動
きを中止することを強く求めて請願するものです。

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 49 号 受理年月日 平成2 6年６月 1 2日

請 願 者 宮崎市佐土原町下田島987 青木 幸雄

住所・氏名 宮崎市郡司分甲5227-39 藤原 宏志

宮崎県東諸県郡綾町入野484-17 小川 渉

川内原発再稼働に関する請願

【要旨】

川内原発再稼働前に、「被害地元」である宮崎県の意思を確認

する法的措置を講じていただくよう国へ意見書を出していただく

とともに、九州電力株式会社に対して宮崎県の意思確認が必要で

ある旨、宮崎県議会として意見を表明してください。

【理由】

福島第一原発事故では、福島県を中心に県境を越えて広範囲に

放射性物質が降り注ぎ、今なお溶け落ちた核燃料はどこにあるか

分からず、汚染水は増え続け、10数万人の避難者がふる里を離れ

たままです。事故時の原子力委員長は、最悪、原発から強制移転

地域が170ｋｍを越える地域が生じる可能性や、自主避難を認め

るべき地域が250ｋｍ以遠にも生じる可能性があるとしました。

請願の件名 この事故で大気中にもれたセシウムは、広島原爆に換算して約16

8発分（汚染水除く）、その約７～８割は東側の太平洋に落ちたと

推計されています。また、旧ソ連チェルノブイリ原発事故では、

原発から約150～300 ｋｍ近く離れた広大な地域さえも「義務的

移住・農地利用禁止区域」となりました。

宮崎県は川内原発から最短約54ｋｍ、宮崎市中心部まででも約

120ｋｍです。170ｋｍ圏にはほぼ宮崎県全域、250ｋｍ圏には九

州全域がすっぽり入ります。宮崎県は、川内原発の東側にあり、

風下になりやすいところに位置し、農畜産業など第一次産業を経

済基盤としています。ひとたび川内原発で重大事故が起これば、

ふるさとを丸ごと失うような壊滅的被害を被る可能性がありま

す。宮崎県は川内原発の「設置地元」ではありませんが、被害を
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被る、いわば「被害地元」です。したがって、川内原発再稼働前

に、「被害地元」である宮崎県の意思を確認する法的措置を講じ

ていただくよう、国へ意見書を出していただくとともに、同様の

趣旨により、九州電力株式会社に対して宮崎県の意思確認が必要

である旨、宮崎県議会として意見を表明してください。

紹 介 議 員 鳥飼 謙二 有岡 浩一 図師 博規 前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 30 号 受理年月日 平成 2 5 年３月１日

請 願 者 宮崎市旭１丁目８番２８号

住所・氏名 宮崎県弁護士会 会長 松田 幸子

個人保証の原則廃止を求める意見書を政府等に提出することを求

める請願

○ 請願の趣旨（要旨）

宮崎県議会が、国会及び法務省に対し、法制審議会民法（債

権関係）部会において検討されている民法（債権関係）の改

正に当たり、保証制度を以下のとおり抜本的に改正するよう

求める意見書を提出することを採択していただくよう請願い

たします。

記

１ 個人保証を原則として廃止すること。

２ 個人保証の例外は、経営者保証等極めて限定的なものに限

るものとすること。

３ 例外として許容される個人保証においても、次に掲げる保

証人保護の制度を設けること。

請願の件名 (1) 現行民法に定める貸金等根保証契約における規律（民法

第465条の２乃至第465条の５）を個人が保証人となる場合

のすべての根保証契約に及ぼすものとすること。

(2) 債権者は、保証契約を締結するときは、保証人となろう

とする者に対する説明義務や債務者の支払能力に関する情

報提供義務を負い、債権者がその義務に違反した場合は、

保証人は保証契約を取り消すことができるものとすること。

(3) 債権者は、保証契約の締結後、保証人に対し、主たる債

務書の遅滞情報を通知する義務を負うこと。

(4) 過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する

規定を設けること。
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○ 請願の理由

１ 保証契約の特色と保証被害

保証契約のうち特に個人が保証人となる場面の特質は、そ

の情誼性・無償性・軽率性・未必性・結果の不可視性などに

あります。

個人である保証人は、親類や知人から保証人となることを

依頼された場合、情誼から断ることが心理的に容易ではあり

ません。他方、保証契約は、危険の存否及び範囲の判断が比

較的容易な対価的取引と異なり、契約の時点における保証債

務の現実化が未必的であるだけでなく、現実化した場合の結

果の大小を正確に予測することが困難であるため、危険性を

過小評価して軽率に契約する傾向にあります。

特に個人である保証人は、主債務者の履行能力や自らのリ

スクを把握する知識・経験・能力が十分ではなく、保証契約

は、このような危険な取引類型であるにもかかわらず、保証

人が対価を取得することは希であり、対価的均衡を完全に欠

いています。

他方、保証債務が現実化した場面では、保証人は、想定を

超える債務の負担を強いられ、経済的な破綻を招くことが少

なくありません。例えば、日本弁護士連合会消費者問題対策

委員会編「2011年破産事件及び個人再生事件記録調査」によ

れば、破産においては約19％、個人再生においては約９％が

保証等を原因としています。加えて、内閣府の「平成24年版

自殺対策白書」によると、2011年（平成23年）の自殺者総数

は30,651人であり、その内の原因・動機特定者において、経

済・生活問題を原因とする自殺は、約28.4％を占めています。

法的倒産手続の原因に占める保証等の割合からすれば、経済

・生活問題を原因とする自殺のうち、相当程度が保証を理由

とするものと推測されます。

２ 裁判による救済の不十分性

これに対し、裁判実務は、真意ではなく又は過大な保証契

約を締結した保証人の保護について、錯誤論や信義則、公序

良俗違反、権利濫用などの一般原則による解決を指向してい

ますが、十分な保護が図られているとはいいがたいところで

す。
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３ 形成されつつある金融実務

2006年（平成18年）以降、各地の信用保証協会は、保証申

込のあった案件について、経営者本人以外の第三者を保証人

として求めることを原則として行っていません。金融庁も、

2011年（平成23年）７月14日付で「主要行等向けの総合的な

監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの監督指針」を改

正し、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないこと

を原則とする融資慣行の確立」を明記し（前者Ⅲ－７－２

(1)、後者Ⅱ－９－２(1)）、民間の金融機関に対し、同原則

に沿った対応を求めています。

すなわち、一部の金融実務においては、経営者保証を除き

個人保証を不要とする実務慣行が生じつつあり、他方、これ

によって円滑な金融が妨げられるなどの実害もみられませ

ん。

４ 個人保証の原則禁止

そこで、前近代的な情誼を基礎としながら、保証人となっ

た者に甚大な被害を生じさせる可能性のある保証契約におけ

る被害をなくすために、現在の法制審議会における民法（債

権関係）改正の議論において、個人保証の原則禁止規定や、

例外として許容される経営者保証における新たな保証人保護

規定を設けることを求めるものです。

５ 経営者保証

もっとも、主債務者が会社である場合のいわゆる経営者保

証については、当面はこれを個人保証の禁止の例外とするこ

とが妥当であると考えられます。しかし、経営者が多額の保

証債務を抱えることが新たな事業への再チャレンジの阻害要

因となり、また、中小企業の事業承継の妨げになるのではな

いかなどの意見も多数指摘されるところであることから、将

来的な見直しを引き続き検討するべきです。

６ 補完的な規制

また、例外として許容される個人保証において、現行民法

では、貸金等根保証契約以外の根保証契約に関しては極度額

や保証期間の定めに関する規律がないため、保証人が予期し

ない過大な保証債務の履行を請求される危険性が指摘される

ところです。この点、貸金等根保証契約に関する規制を設け

た2004年（平成16年）の民法改正に対し、「保証人保護が不

十分である」という意見こそあるものの、「保証人保護が過

剰である」との意見はほとんど聞かれません。上記のような

根保証の危険性は、貸金等根保証契約に限らないのであって、

－345－



自然人が保証人となる根保証契約全般について、現行民法の

貸金等根保証契約に関する規制を広く及ぼすべきです。

さらに、上記のとおり、保証は、その情誼性・無償制・軽

率制・未必性・結果の不可視性などからトラブルの多い契約

類型であり、保証に関する紛争では、保証人が保証の意味を

知らなかった、あるいは主債務者の資力は十分であって保証

履行することはないと誤信していたなどの事情が背景となる

ことが多々あります。そこで、例外として許容される個人保

証においては、保証契約締結にあたり、債権者は、保証人と

なる者に対し、説明義務及び情報提供義務を負うものとすべ

きであり、またこれらの義務の実効性を確保するため、義務

違反の効果として取消権を認めるべきです。

さらに、保証契約締結後について、現行法においては、主

債務が履行遅滞となった場合、債権者は、保証人に対しても

当然に遅延損害金や期限の利益喪失を主張できます。しかし、

通常は主債務の履行遅滞を知る術がない保証人にとって不意

打ちとなり、予期せぬ不利益を生じさせることになります。

そこで、保証人に主債務の遅延に対する対応を取る機会を確

保するため、債権者に対し、保証人への主債務者の遅延情報

の通知や催告の義務を課し、これを怠った債権者は、保証人

に対し遅延損害金や期限の利益の喪失を主張できないものと

すべきです。

以上のほか、保証人となった者が主債務者の破綻により過

大な債務負担を強いられて自らの生活基盤を破壊され、最終

的に自己破産の申立てをせざるを得なくなったり、あるいは

自殺に追い込まれたりすることを回避するため、フランス消

費法典の比例原則を参考とした過大保証を禁ずる規律及び身

元保証法第５条を参考とした責任減免規定を設けることが適

当です。

７ 結び

以上の理由により、個人保証被害の抜本的な救済の観点か

ら、貴議会に請願いたします。

紹 介 議 員 横田 照夫 前屋敷恵美 鳥飼 謙二 西村 賢

新見 昌安 有岡 浩一 図師 博規

摘 要
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 38 号 受理年月日 平成2 5年 1 1月 2 8日

請 願 者 宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名 宮商連婦人部協議会 会長 森 孝子

所得税法第５６条の廃止を求める旨の意見書を国に提出すること

を求める請願

（請願趣旨）

私たち宮商連婦人部協議会は、県内の自営商工業の女性事業主

や家族従業者で構成する団体です。業者婦人の社会的・経済的な

地位向上を求め、「所得税法第５６条を廃止し、１人の人間とし

ての働き分（給料）を正当に認めて」と運動を続けています。

所得税法第５６条は、事業主と共に働く配偶者やその家族（主

に妻や息子、娘）がどんなに長時間働いても、税法上その働き分

請願の件名 を経費に算入することができず、事業主の所得から年間で最高８

６万円のみ（配偶者以外は５０万円）控除される制度で、１人の

人間として人格を認めない差別的な法規です。中小業者の多くが

加入する国民健康保険には休業補償や出産手当もありません。

世界の主要国では、「家族従業者の働き分は経費に算入する」

ことが常識です。

これまでの私たちの運動で、「働いた事実に対して対価を支払

うのは当然」という世論が広がり、「５６条を廃止し、家族従業

者の働き分を認めよ」と、全国で３７０の自治体がその旨の意見

書を国に対し提出しています（今年８月末時点）。

第１７６国会では、当時の財務副大臣が「家族従業者の対価を

どう保障するか考えたい」、経産相は「５６条は見直す意義があ

る」と答弁しています。

つきましては、別紙の意見書案にも深くご理解をいただき、宮

崎県議会で意見書を採択していただきますようお願い申し上げま

す。

紹 介 議 員 田口 雄二 太田 清海 前屋敷 恵美

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 41-1 号 受理年月日 平成2 5年 1 1月 2 8日

請 願 者 宮崎市清武町木原5706番地

住所・氏名 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会会員

九州ブロック協議会 役員

宮崎県介護福祉士養成校連絡会 幹事校

学校法人 宮崎南学園 宮崎保健福祉専門学校

理事長 入中 康弘

修学資金貸付制度の拡充並びに介護福祉士養成に係る離職者訓練

（委託訓練）制度の継続実施に関する請願

【請願の要旨】

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加や介護期間の長期化

など介護に対するニーズが増大する一方、核家族化、家庭介護者

の高齢化など要介護高齢者を支える家族を巡る状況も変化してお

ります。社会状況の変化等に伴う介護ニーズの多様化・高齢化に

対応し質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、

介護福祉士養成施設の体系的な教育内容のもと、高い知識と技術

を持った教員により質の高い教育を受けた優れた人材が介護現場

に従事することが必要です。介護人材の中核となる優れた介護福

請願の件名 祉士人材養成と確保のための大きな魅力となっている介護福祉士

等修学資金貸付制度の拡充強化・継続を要望するとともに、雇用

対策としての介護福祉士養成に係る離職者訓練（委託訓練）制度

は、介護福祉士養成施設の教育の中で定着しており、入校生の学

習意欲も高く、修了生の就職先での評価も得ていることなどから

今後における施策の継続と恒久化を要望するものであります。

【請願事項及び理由】

介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充・強化について
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①この貸付制度は、入学生の経済的負担の軽減を図るものとし

て、介護福祉士養成施設への入学を志す者の魅力として期待

されているもので、優秀な人材確保による質の担保を図るた

めの大きな要因となっていることから、実施を推進するため

の措置を執ること、また、都道府県において国庫負担の増加

を要請すること

②返還免除条件として、貸付を受けた都道府県の区域内におい

て介護等の業務に５年間従事することとされているが、流動

化の激しい今日の社会の中で就業区域の限定は極めて重いも

のとなっていることから、これを解除することは卒業生の出

身都道府県へのＵターンやＩターンを促すものであり、また、

従事期間の短縮化は就業しようとする者の精神的負担を軽減

するものであることから介護福祉士の定着支援につながるも

ので、返還免除条件を緩和されたいこと

上記の通り請願いたします。

紹 介 議 員 河野 哲也 図師 博規 田口 雄二

松村 悟郎 中野 明

摘 要
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

議席の一部変更

会議録署名議員指名（坂口博美議員、鳥飼謙二議員）

６月６日 金 本 会 議 議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第14号、報告第１号、第２号上程

知事提案理由説明

６月７日 土
（閉庁日）

６月８日 日
休 会

６月９日 月
（議案調査）

６月10日 火

知事発言

６月11日 水 一般質問（山下博三議員、清山知憲議員、黒木正一議員、

西村賢議員）

６月12日 木
本 会 議 一般質問（中村幸一議員、新見昌安議員、丸山裕次郎議員、

田口雄二議員）

６月13日 金
一般質問（松村悟郎議員、二見康之議員、有岡浩一議員、

内村仁子議員）

６月14日 土
休 会 （閉庁日）

６月15日 日

６月16日 月
一般質問（中野一則議員、前屋敷恵美議員、坂口博美議員、

図師博規議員）

本 会 議
一般質問（太田清海議員、重松幸次郎議員、井上紀代子議員、

６月17日 火
井本英雄議員）

採決（議案第12号～第14号）（同意）

議案・請願委員会付託

６月18日 水

６月19日 木
常任委員会

６月20日 金
休 会

特別委員会

６月21日 土
（閉庁日）

６月22日 日

６月23日 月 （議事整理）



- 354 -

月 日 曜 区 分 議 事 内 容

常任委員長審査結果報告

質疑（前屋敷恵美議員）

討論（請願第48号の不採択に反対）（井上紀代子議員）

討論（議案第２号、報告第１号、第２号に反対、請願第30

号、第47号、第48号、第49号の不採択に反対）（前屋敷恵美

議員）

討論（請願第48号の不採択に反対）（髙橋 透議員）

採決（議案第２号、報告第１号、第２号)（可決または承認）

採決（議案第１号、第３号～第11号）（可決）

６月24日 火 本 会 議 採決（請願第30号、第49号）（不採択）

採決（請願第47号、第48号）（不採択）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第５号追加上程

討論（議員発議案第３号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議員発議案第３号）（可決）

採決（議員発議案第１号、第２号、第４号、第５号)（可決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 福 田 作 弥

宮 崎 県 議 会 副 議 長 押 川 修一郎

坂 口 博 美宮 崎 県 議 会 議 員

鳥 飼 謙 二宮 崎 県 議 会 議 員


